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(注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「CRD Ⅳ」とは、 (ⅰ)CRD Ⅳ指令、(ⅱ)CRD Ⅳ規則並びに(ⅲ)CRD Ⅳ指令及びCRD Ⅳ規則により

義務付けられる範囲において、当行又は当行及びその子会社に適用され、かつ

金融商品が((場合により)単体又は連結で)当行又は当行及びその子会社の法定

資本に含まれるにあたり充足されるべき要件を(単独で又はその他の法令若し

くは規制と併せて)規定する一切の法定資本に関する法令若しくは規制、又は

その他の要件(疑義を避けるために付言すると、欧州銀行監督機構(又はその後

継機関若しくは代替機関)(以下「EBA」という。)により公表された一切の規制

における技術的基準を含む。)をいう。

「CRD Ⅳ規則」とは、 2013年6月26日付の金融機関及び投資会社の財務健全性の要件を規定する欧州

議会及び欧州理事会による規則(EU規則第575/2013号)(改正又は差換えを含

む。)をいう。

「CRD Ⅳ指令」とは、 2013年6月26日付の金融機関の活動並びに金融機関及び投資会社の財務健全性

の監督を目的とする欧州議会及び欧州理事会による指令(EU指令第2013/36号)

(改正又は差換えを含む。)をいう。

「OPバンク・グループ」とは、 2007年9月までの、OPフィナンシャル・グループを指す名称をいう。

「OP-ポヨラ・グループ」とは、 2015年1月までの、OPフィナンシャル・グループを指す名称をいう。

「OPフィナンシャル・グループ」

とは、

(ａ)OP協同組合、(ｂ)会員協同組合銀行、(ｃ)ポヨラ・バンク・ピーエル

シー、(ｄ)OP協同組合の子会社(本書の日付現在に存在するかそれ以降に設立

されるかにかかわらず)及び(ｅ)その時々に存在する連合法第1章第2条に記載

される協同組合銀行を除く会員信用機関(ヘルシンキOPバンク・ピーエル

シー、OPカード・カンパニー・ピーエルシー、OPモーゲージ・バンク及びOPプ

ロセス・サービシズ・リミテッドを含むがそれらに限られない。)をいう。

「OP協同組合」とは、 OPフィナンシャル・グループの中核機関(従前のOP-ポヨラ・グループ中央協同

組合)(フィンランド語では「OP Osuuskunta」という。)をいう。

「OP協同組合(連結)」とは、 OP協同組合及び当該親会社又はそのいずれかの子会社により完全に、又はその

過半数を所有される機関をいう。

「会員協同組合銀行」とは、 連合法に基づき、OPフィナンシャル・グループを構成する約180行の協同組合

銀行をいう。

「会員信用機関」とは、 当行、ヘルシンキOPバンク・ピーエルシー、OPカード・カンパニー・ピーエル

シー、OPモーゲージ・バンク、OPプロセス・サービシズ・リミテッド及び会員

協同組合銀行をいう。

「協同組合銀行」とは、 OP協同組合の金融コンソーシアムの会員協同組合銀行をいう。

「協同組合銀行法」とは、 フィンランドの協同組合の形態をとる協同組合銀行及びその他の信用機関に関

する法律(Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista

luottolaitoksista 14.6.2013/423)(改正を含む。)をいう。

「協同組合法」とは、 フィンランドの協同組合法(Osuuskuntalaki 14.6.2013/421)(改正を含む。)を

いう。
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「信用機関法」とは、 フィンランドの信用機関法(Laki luottolaitostoiminnasta 8.8.2014/610)(改

正又は差換えを含む。)をいう。

「当行」又は「ポヨラ」とは、 ポヨラ・バンク・ピーエルシーをいう。

「投資サービス法」とは、 フィンランドの投資サービス法(Sijoituspalvelulaki 14.12.2012/747)(改正

を含む。)をいう。

「フィンランド」とは、 フィンランド共和国をいう。

「ポヨラ･グループ」又は「当グ

ループ」とは、

当行及びその子会社をいう。

「連合法」とは、 フィンランドの預金受入銀行の連合に関する法律(Laki talletuspankkien

yhteenliittymästä 24.6.2010/599)(改正を含む。)をいう。

(注2) 別段の記載がある場合を除き、「ドル」、「米ドル」及び「US$」はアメリカ合衆国の通貨を指し、「ユーロ」、

「EUR」及び「€」は欧州連合の機能に関する条約(改正を含む。)に基づき欧州経済通貨統合の第3段階の開始時に

導入された通貨を指し、「円」、「日本円」及び「￥」は日本国の通貨を指し、「加盟国」は欧州経済地域の加盟

国を指す。2015年3月10日(日本時間)現在、株式会社三菱東京UFJ銀行が提示した対顧客電信売買相場の仲値は、1

ユーロ＝131.56円であった。本書におけるユーロから日本円への換算額は、読者の便宜のためにのみ記載するもの

であり、ユーロ額が上記レートで日本円に換算されることを示すものと解してはならない。

(注3) 本書中の表における数値が四捨五入されている場合、合計の数値は必ずしも関連する各数値の合計と一致しない。

(注4) 本書中における経営陣の現在の予測、考え、見積り、予想、見通し及び想定を表現しているすべての将来の見通し

に関する記述は、経営環境の将来的な発展並びにポヨラ・グループ及びその様々な機能による将来的な財務実績に

対する現在の見解に基づくものであり、実際の結果は将来の見通しに関する記述と大幅に異なる可能性がある。
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第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

日本において下された判決の強制執行

日本の裁判所において下された判決は、フィンランドにおいて強制執行することができず、その強制執行

にはフィンランドの強制執行権原(すなわち、フィンランドの裁判所の判決)が必要となる。かかる効力を得

るためにフィンランドの裁判所の判決又は命令を求める場合、日本の裁判所の判決が、関係する訴訟の事実

問題に関する状況証拠及び当該問題に適用のある準拠法の証拠となる。

 

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

当行は、フィンランド法に基づき、公開有限責任会社として組織されている。当行は、フィンランドの有

限責任会社法(624/2006)(改正を含む。)(以下「会社法」という。)に定める規制に服する。会社法は、とり

わけ、当行の組織、定款、資産の分配及び資本の構造に関する規則を定めている。

当行は、信用機関として行為するための免許を有しており、また、さらには信用機関法、有限責任会社で

ある商業銀行及びその他の信用機関に関する法(1501/2001)(改正を含む。)(以下「商業銀行法」という。)並

びに連合法に規定されるフィンランドの規制に服する。

信用機関法は、フィンランドの信用機関に関する自己資本規制、事業活動、報告義務等を規制する主要な

法律である。信用機関に関する欧州連合の指令及び規則の施行は、フィンランド国内では大部分において信

用機関法によって完了した。当行のような預金受入銀行の事業活動は、信用機関法に基づき、下記のような

業務で構成することが認められている。

(1)一般からの預金及びその他の払戻しが可能な資金の獲得

(2)その他の資金の獲得

(3)信用供与及びその他の方法での資金供給並びにその他の資金供給の促進

(4)ファイナンス・リース

(5)一般的な支払送金及びその他の支払取引

(6)電子マネーの発行、関連データの処理及びその他の事業のための電子機器に関するデータの蓄積

(7)代金回収

(8)為替

(9)信託業務

(10)証券取引及びその他の証券業務

(11)保証業務

(12)信用照会業務

(13)証券仲介業務、住宅会社への関与及び住宅貯蓄活動に関連する家族住宅不動産の仲介業務

(14)上記(1)ないし(13)で言及される業務と同等又は密接に関連するその他の業務
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また、預金受入銀行は、郵便業務の免許保有者と締結した契約に基づく郵便サービスに従事することが可

能であり、さらに、同じグループ又は預金受入銀行間の連合組織に属する事業の管理に関するサービスを提

供することができる。

預金受入銀行の定款又は規則には、当該預金受入銀行が投資サービス法第1章第11条に基づく投資サービス

を提供するか否かが記載される。当行の定款に基づき、当行は、かかるサービスを提供することができる。

商業銀行法には、有限責任会社である信用機関に対する追加条項が含まれている。同法は、例えば信用機

関の合併、分割及び清算といった取決めの履行に関するさらなる要件を課すことにより会社法を補完する。

当行は、連合法に基づく預金受入銀行の連合組織のメンバーであるため、中核機関の他の会員信用機関の

清算を防止するために必要なすべての支援策への参加及び連合法に記載される他の会員信用機関の負債返済

に対する義務を負う。ただし、連合法に従い、会員信用機関の支払義務は、自己資本若しくは連結自己資本

が最低自己資本要件を下回るか、又は支払義務を履行した結果最低自己資本要件を下回ることとなる会員信

用機関には、適用されない。

さらに、当行の業務は、別立ての章で記載のとおり、当行の定款に従う。定款は、当行を統制する基本原

則について定めている。会社法の規定が強行法規でない限り、当行を統制する規則は主に定款において合意

することが認められている。会社法に加え、会員信用機関及び銀行を規制する上述の法は、当行の定款の規

制に関する諸要件について定めている。

当行のシリーズA株式は、2014年9月30日にNASDAQ OMXヘルシンキ証券取引所から上場廃止となった。「第

２　企業の概況－２　沿革」も参照のこと。

 

会社組織

会社法に基づき、有限責任会社は、取締役会を有しなければならない。常務取締役及び監督委員会の選任

は、任意である。当行は、常務取締役を有しているが、監督委員会は設置されていない。当行の取締役会

は、本書提出日現在、会長1名及び取締役3名で構成されている。

 

株式資本

信用機関に要求される最低資本金は、法的形態にかかわらず5百万ユーロである。当行の株式資本は、本書

提出日現在、427,617,463.01ユーロである。

 

株式

OP協同組合は、2014年に当行の全株式について公開買付を完了し、2014年10月7日付で当行の唯一の株主と

して株主登録簿に登録された。OP協同組合は、2014年11月18日、当行の唯一の株主として、当行の株式を振

替証券制度の適用外とし、当行のシリーズA株式及びシリーズK株式を単一のシリーズの株式に統合すること

を決定した。当行の株式資本は、株式1株につき議決権1個及び均等の権利が付帯される単一の種類の普通株

式で構成される。当行の発行済株式総数は、2014年12月31日現在、319,551,415株である。

会社法に基づき、株式の譲渡又は取得に関する規制は、買戻条項及び同意条項の形においてのみ会社の定

款に含めることができる。定款に組み込まれた買戻条項においては、株主、会社又はその他の個人は、会社

以外の株主によって第三者に譲渡される予定の株式を買い戻す権利を有すると定めることができる。同意条
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項に関しては、譲渡による株式の取得に、当該会社の同意を必要とすることができる。当行の定款にはいか

なる買戻条項及び同意条項も含まれていない。

 

議決権

会社法に基づき、株主総会で扱われるすべての議題において、株式1株につき議決権1個が付帯する。しか

し、株式の種類ごとに異なる議決権を有するよう定款で定めることができる。また、株式が議決権を有さ

ず、又は株主総会で扱われる特定の議題に関して議決権を有しないことを定款に規定することもできる。株

主総会で扱われる各議題に関して、かかる条項は、会社の株式の一部にのみ関連する可能性がある。

定款に別段の定めのない限り、すべての株主は、株主総会への出席に係る株式が表章する全議決権を行使

することができる。会社法に別段の定めがない限り、過半数の投票によって支持された議案は、株主総会の

決議を構成する。決議が特定多数決によってなされなければならない場合、株主総会における3分の2以上の

議決権及び株式が表章する支持を受けた議案により決議が構成される。会社法又は定款に別段の定めがない

限り、下記の決議は特定多数決によって決議される。

(1)定款の変更

(2)指定株式の発行

(3)オプション及び株式に付与されるその他の特別の権利の発行

(4)公開会社の自己株式の取得及び償還

(5)自己株式の指定取得

(6)合併

(7)分割

(8)清算の開始及び清算の結了

種類株式の権利の変更といった定款の変更に関連する諸問題については、株主総会への出席に係る各種類

株式の中でさらに特定多数決がなされる必要がある。とりわけ会社の利益若しくは純資産に関する株主の権

利が定款の条項により減じられる場合、又は上述の買戻条項若しくは同意条項を定款に導入することにより

株主が株式を取得する権利が制限される場合の定款の改正には、それぞれ各株主の承諾を得る必要がある。

 

株主総会

株主は、株主総会において意思決定の権利を行使する。さらに、株主は、株主総会を開催せずに全会一致

で株主総会の権限の範囲内の事項を決定することができる。

株主総会は、会社法に基づく権限の範囲内の事項について決定を行う。また、常務取締役及び取締役会の

一般的な権限の範囲内の事項について株主総会が決定を行うことを定款に定めることができる。また、個別

の事由について、上記の定款における特別の規定なしに、株主は、取締役会又は常務取締役の一般的な権限

の範囲内の事項について全会一致で決定を行うことができる。

会社法は、定時株主総会及び臨時株主総会という2種類の株主総会を認めている。定時株主総会は、とりわ

け財務書類の承認、貸借対照表に示された利益の使途及び取締役の任命について決定を行う。臨時株主総会

は、例えば定款の規定に従って又は必要であると取締役会が考えた場合に開催される。
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取締役会

取締役会は、会社の管理及び適切な組織運営の統制を行う(一般的な権限)。取締役会は、会社の会計及び

財務の統制に対する適切な調整について責任を負う。

定款において特定多数決が求められていない限り、過半数の見解が取締役会の決定となる。当行のような

有限責任会社では、取締役の任期は、取締役が任命された翌年の定時株主総会の閉会をもって終了する。

 

常務取締役

常務取締役は、取締役会により任命される。常務取締役は、取締役会による指示及び命令に従い、会社の

業務執行・経営を引き受ける(一般的な権限)。さらに、常務取締役は、会社の会計が法律を遵守しており、

財務が信頼性のある方法で執り行われていることを確認する。常務取締役は、取締役の義務の履行に必要な

情報を取締役に提供する。

 

経営陣の責任

取締役会及び常務取締役は、会社の目的に従い、相当な注意義務をもって会社の利益を向上させる。定款

に別段の定めがない限り、会社の目的は株主の利益を創出することである。したがって、経営陣は、会社及

びその株主に対する受託者の義務を負う。

取締役及び常務取締役は、故意又は過失による受託者の義務の違反の結果として生じた会社の損害に対す

る責任を負う。また、損害が定款又は経営陣に受託者の義務を課す規定以外の会社法の規定の違反に起因す

るものである場合、取締役及び常務取締役は、故意又は過失により、会社、株主又は第三者に対して与えた

損害に対して同様の責任を負う。

 

資産の分配

会社の資産は、会社法の規定に従う場合のみ、以下の方法で株主に分配することができる。

(1)利益の分配(配当)及び非制限株主資本の準備金からの資産の分配

(2)株式資本の減少

(3)自己株式の取得及び償還

(4)会社の解散及び登録抹消

業務上の妥当な理由なく会社の資産を減少させる又は負債を増加させる上記以外の取引は、違法な資産の

分配である。さらに、分配を決定する時点において、会社が破産状態にある場合、又は分配により会社が破

産状態になることが知られている若しくは知られるであろう場合、資産の分配を行ってはならない。

また、会社法には少数株主への配当に関する規定も含まれている。定時株主総会において、総株式の10分

の1以上を保有する株主による要求があった場合、会計期間における半分以上の利益から定款に基づき分配を

行うことができない額を控除した額が、配当として分配される。
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資本の構造及び会計

会社の株主資本は制限株主資本と非制限株主資本に分類される。制限株主資本は、株式資本及び会計法

(kirjanpitolaki　30.12.1997/1336)(改正を含む。)(以下「会計法」という。)に定義される再評価準備金等

の一定の準備金により構成される。非制限株主資本は、当会計期間及び前会計期間における利益並びに制限

株主資本に帰属するものとして別個に定義されていない準備金により構成される。

投資した非制限株主資本の準備金は、会社の非制限株主資本の一部である。準備金は、とりわけ株式発行

の決定に従い株式資本として記帳されない株式及び会計法に基づき負債として記帳されない株式の申込価格

の一部として、その他の準備金として記帳されない他の株式による流入額とともに記帳される。

会社法の一定の規定に加え、財務書類及び年次報告書は、会計法及び信用機関法の規定に従い作成され

る。グループの親会社としての役割により、当行は連結財務書類を作成しなければならない。会社は、とり

わけ株式の種類毎の発行済株式数並びに会社の構造及び会社の資金調達に関する調整についての情報により

構成される財務書類に関し、年次報告書も公表する。

当行は、信用機関法の意味における信用機関であるため、これに関する欧州連合の規制及び地域で直接的

に適用がある又は地域で施行されている厳格な資本要件を遵守しなければならない。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

以下は当行の定款の概要である。

 

事業ライン

当行はOPフィナンシャル・グループの会員協同組合銀行の中核金融機関であり、商業銀行として、信用機

関法に記載の事業活動に従事している。中核金融機関としての当行の特別な目的は、協同組合及びOPフィナ

ンシャル・グループに属するその他の機関の運営を促進することである。当行は、金融機関及び保険会社並

びにその他の組織における株式及びその他の持分を保有し、管理することができ、また、投資活動に従事す

ることができる。当行は投資サービス法第1章第11節に規定される投資サービスを提供する。

 

預金受入銀行の連合組織の構成

当行、連合組織の中核機関としてのOP協同組合、連結グループに属する他の会社、連結グループに属する

中核機関の会員信用機関及び会員会社、並びに上記の機関が共同で半数超の持分を有する信用機関、金融機

関及びサービス会社が、連合法に記載の連合組織を構成している。当行は、OP協同組合の一員であり、上記

の連合組織の一員である。

当行には、中核機関の他の会員信用機関の清算を防止することを目的とした所要の支援措置に参加し、連

合法第5節に記載のとおり他の会員信用機関の負債を支払う義務がある。

中核機関は、連合法に定める当行の業務を監督し、当行が遵守しなければならない、上記第5節に規定され

る運営原則を確認し、また、流動性及び自己資本の充実を確保するため、リスク管理、良好なコーポレー

ト・ガバナンス並びに内部統制に関する指示のほか、連合組織の連結財務書類の作成における統一会計方針

の遵守に関する指示を当行に与える。
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年次株主総会

年次株主総会は事業年度の終了日から6ヶ月以内の取締役会が指定した日に開催されるものとする。

年次株主総会では、財務書類及び取締役会報告書が提示されるものとし、財務書類の承認、貸借対照表に

提示された利益の配分、取締役会の構成員及び常務取締役の責任の免除、取締役会の構成員数及びその報酬

並びに監査役報酬が決定され、取締役会の構成員及び頭取兼最高経営責任者が選任され、かつ年次株主総会

招集通知に記載のその他の事項について検討が行われるものとする。

 

取締役会

取締役会は、上記連合組織の中核機関の執行取締役会の議長を務める会長及び株主総会により選任された2

名以上3名以下のその他の構成員から成る。

株主総会により選任された取締役の任期は、当該取締役の選任が行われた総会の終了時から開始し、次の

年次株主総会の終了時に終了する。

 

監査役

当行は1名の監査役を任命し、かかる監査役は商工会議所により認定された公認会計士事務所である必要が

ある。

監査役の任期は、当該監査役の選任の日から開始し、その次の年次株主総会の閉会をもって終了する。

 

２【外国為替管理制度】

本書提出日現在、フィンランドにおいて、日本で発行された当行の社債(以下「本社債」という。)の社債

権者(以下「本社債権者」という。)への元本の支払い又は利息の支払いを制限する外国為替管理制限は存在

しない。また、本書提出日現在、フィンランド国外に居住する本社債権者が保有する本社債を処分し、フィ

ンランド国外における本社債の処分からの対価を受領する権利に影響を与える制限は存在しない。

フィンランドへ移転できる額又はフィンランドから移転できる額の上限は存在しない。フィンランド国外

の本社債権者への利息の支払いを行う場合、当行はフィンランドの税務当局に報告するよう義務付けられて

いる。かかる情報は、本社債権者が居住する国の当局にも伝達される場合がある。

 

３【課税上の取扱い】

(1)フィンランドの租税

以下は、当行のフィンランドの現行法及び慣行の理解に基づく一般的な性質の記載である。かかる記載

は、本社債の保有者である者の地位にのみ関連する。かかる記載は、ディーラー等の一定の種類の者には適

用されない場合がある。本社債を保有しようとする者は、専門のアドバイザーに相談すべきである。また、

フィンランドの税法は、遡及的に改正される可能性もあることに留意すべきである。

 

本社債の課税
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フィンランドにおける現行の国内税法に基づき、本社債に係る支払いは、フィンランドによって若しくは

フィンランド内において、又はその自治体若しくはその他の下部行政主体若しくはそれらの課税当局若しく

はそれらの域内における課税当局によって、課されるか又は徴収される一切のいかなる性質の税金、関税及

び費用も免除される。ただし、かかる支払いに関する本社債の保有者が、かかる本社債を所持していること

又はこれにより収入を受領していること以外に、フィンランドに関連していることを理由とする課税を除

く。

 

フィンランドのキャピタル・ゲイン税

本社債の保有者が税務上、フィンランドの非居住者であり、またフィンランドにおける恒久的施設又は固

定の事業所を通じて取引又は事業を行っていない場合、本社債の売却又は償還により実現した利益に対し

て、フィンランドの関税又は税金は課されない。

 

(2)日本における課税上の取扱い

日本の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息及び本社債の償還により支払いを受ける金額が

本社債の発行価額を超える場合の差額(以下「発行差益」という。)は、日本の租税に関する現行法令の定め

るところにより一般的に源泉分離課税の対象となる。本社債の譲渡により生ずる所得については、譲渡人が

法人である場合は益金となるが、個人である場合には、一定の場合を除いて日本の租税は課されない。上記

にかかわらず、日本国の居住者が2016年1月1日以後に支払いを受ける本社債の利息、2016年1月1日以後に生

ずる発行差益及び2016年1月1日以後の本社債の譲渡により生ずる所得は、申告分離課税の対象となる。

日本の非居住者及び外国法人が支払いを受ける本社債の利息及び発行差益は、原則として日本の課税対象

とはならない。日本の非居住者及び外国法人が本社債を日本国内において譲渡した場合、かかる譲渡から生

ずる所得については、譲渡人が日本国内に恒久的施設を有する外国法人である場合を除いて、原則として日

本の租税は課されない。ただし、かかる外国法人の納税義務は、適用される租税条約の規定により、限定さ

れ又は免除されることがある。

 

４【法律意見】

当行のフィンランド法に関する法律顧問であるハンズ・スネルマン・アトーニーズ・リミテッドより、大

要、以下の趣旨の法律意見書が出されている。

(イ)当行は、フィンランド法に基づく公開有限責任会社である銀行として適法に設立され、かつ有効に存続

しており、本書に記載された事業を営み、その財産を所有及び運用するすべての権限及び権能を与えら

れている。

(ロ)本書中のフィンランドの法令に関するすべての記述は、すべての重要な点において真実かつ正確であ

る。
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第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

ポヨラ・バンク・ピーエルシー

連結

 
12月31日に終了した年度

2010年 2011年
*

2012年
*

2013年
**

2014年

収益合計(百万ユーロ)
***

926 843 998 1,097 1,206

税引前利益/税引前損失(百万ユーロ) 308 258 372 479 584

税引後利益/税引後損失(百万ユーロ) 229 216 283 430 470

包括利益合計(百万ユーロ) 216 72 592 426 493

株主資本合計(株主資本、百万ユーロ) 2,377 2,306 2,769 3,150 3,408

総資産額(百万ユーロ) 36,184 41,111 44,623 43,824 50,498

1株当たり株主資本(ユーロ) 7.44 7.22 8.67 9.54 10.38

1株当たり利益(シリーズA株式)(ユーロ) 0.72 0.68 0.90 1.34 該当なし
****

1株当たり利益(シリーズK株式)(ユーロ) 0.69 0.65 0.87 1.31 該当なし
****

Tier 1比率(％)
*****

12.5 10.6 12.4 12.7 13.4

株主資本利益率(％) 9.9 9.2 11.2 14.4 14.3

株価収益率(％) 12.5 11.2 12.7 11.0 該当なし
****

営業活動から生じた(に使用した)純資金(百万ユー

ロ) -855 4,604 2,770 -5,680 719

投資活動に使用した純資金(百万ユーロ) 138 180 275 83 34

財務活動から生じた(に使用した)純資金(百万ユー

ロ) -775 -1,931 -1,479 2,092 881

現金及び現金同等物(百万ユーロ) 1,758 4,612 6,177 2,672 4,306

従業員数(人) 3,016 3,380 3,404 2,620 2,503

*
)
    

確定年金を認識した変更の結果、比較値は修正された。

**
)
   

2014年1月1日に国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)第10号を採用した結果、連結財務書類の比較値は修正さ

れた。

***
)
  
2010年以降のポヨラ・グループの利益分析において、収益合計に債権の減損は含まれていない。

****
) OP協同組合の公開買付完了後、2014年11月28日に、当行の株式は振替証券制度の適用外となり、シリーズA株式及

びシリーズK株式は単一のシリーズの株式に統合された。2014年12月31日の1株当たり利益及び株価収益率はもはや

発表されていない。

*****
)当グループは2014年12月31日現在のその自己資本を、2014年1月1日に施行されたEU資本要件規則及び指令(EU規則

第575/2013号)(以下「CRR規則」という。)に従って示した。
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単体

 12月31日に終了した年度

 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

税引前利益/税引前損失(百万ユーロ) 321 247 360 417 486

税引後利益/税引後損失(百万ユーロ) 194 104 195 279 425

株式資本(百万ユーロ) 428 428 428 428 428

純資産額(株主資本、百万ユーロ) 1,606 1,483 1,720 1,855 2,092

総資産額(百万ユーロ) 33,461 38,298 41,602 40,675 47,274

従業員数(人) 764 792 852 660 657
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２【沿革】

(従前OKOバンク・ピーエルシー(以下「OKOバンク」という。)として知られていた)当行は、1902年5月14

日、名称をオスースカッソイェン・ケスクスラインアラハスト・オサケウィヒティエ(Osuuskassojen

Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö)とし、ヘルシンキにおいて期限の定めなく設立された。OKOバンクは、2008

年3月1日にポヨラ・バンク・ピーエルシーに名称を変更した。当行は、フィンランド法に基づき、公開有限

責任会社として組織されている。

以下、OPフィナンシャル・グループの一員としての当行の沿革の概要である。

 

20世紀初期

1902年5月14日、オスースカッソイェン・ケスクスラインアラハスト・オサケウィヒティエ(協同組合有限

責任会社中央貸出基金)が設立された。

1912年、パロヴァックトゥス・オサケウィヒティエ・ポヨラ(2005年にOP-ポヨラが取得し、後に損害保険

会社に発展)は、ヘルシンキ証券取引所に参加した。

 

戦時中及び戦後(1939年-1955年)

戦後の復興期において、協同信用組合組織の市場シェアはまず貸付において増加し、数年内には、預金に

おいて最大10パーセント・ポイント増加した。このフィンランドの銀行史上最も急激な市場シェアの変化の

結果、協同組合銀行は老舗銀行グループと同格となった。

1941年、OKOバンクは、住宅抵当金融銀行業務を開始した。

 

1950年代

1950年代初期には、農村部から都市部への移住が増大した。これはまた協同信用組合の業務の中心が都市

部へ移行することを意味し、協同信用組合に対して住宅ローンを提供し、新たな都市生活者のための住宅建

築に携わるという課題を示した。

1955年から1969年の間、協同信用組合の市場シェアは順調に拡大し、協同信用組合の新しい環境への順応

性を証明した。

協同信用組合に対する多額の預金を受けて、中核銀行としてのOKOバンクに預けられた資金は増加した。そ

の結果、OKOバンクは、事業に資金を提供するためのより良い地位を築くこととなった。OKOバンクは、債券

を発行することにより、主としてドイツから資金を調達し、中小企業に対する貸付を増加させた。

 

1970年代

1970年、新たな銀行法が施行され、地方銀行は商業銀行とほぼ同等の立場になった。協同信用組合は、協

同組合銀行となった。1974年、協同組合銀行は実際に採用されていたアプローチを受け入れ、それに従い、

一般銀行として全国民に平等にサービスを提供した。

協同組合銀行の市場シェアは1970年代初期から順調に拡大した。1980年代中期、フィンランド・マルッカ

(FIM)の市場シェアは約25％に達した。協同組合銀行は顧客の間で好評となり、このことが協同組合銀行の成

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

 13/591



功に大きく貢献した。顧客は、協同組合銀行をパーソナル・バンキングを中心に扱う信頼性のある銀行とみ

なした。

1976年、OKOバンク及び5つの西ヨーロッパの協同組合銀行は、ロンドンに中央協同組合のためにユニコ・

バンキング・グループを設立した。

 

1980年代

第2次世界大戦以降に導入された銀行システムは、1980年代において緩和された。銀行資金は、統制が解除

され、銀行事業の本質が変化した。かつての「調整者」は、短期間で「金銭の売主」となった。しかし、協

同組合銀行及びそれらの中核銀行であるOKOバンクは前進し、着実な進歩を遂げた。

地方銀行及び貯蓄銀行の競合グループの問題が顕在化すると、市場シェアは著しく増加し始めた。

1987年、OPファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが設立され、初のミューチュアル・ファン

ドであるOP-トゥオット及びOP-カスヴを市場に導入した。

1989年、OKOバンクは上場会社となった。OKOバンクは、新規株式公開を計画し、ヘルシンキ証券取引所に

その株を上場すると、約60,000の新規株主を得た。

 

1990年代

1990年代初期、フィンランドにおける銀行事業は類を見ない危機に直面した。この困難にもかかわらず、

OPバンク・グループは独力で危機的な時期を乗り切った。

1991年、OPバンク・グループはフィンランド最大の銀行グループとなった。1993年におけるスオメン・

サーストンパンキ・エスエスピー・オーワイの健全なビジネスの競合銀行グループへの売却は、OPバンク・

グループの地位をより強固なものにした。預金の市場シェアは最高で約34％まで上昇した。

OPバンク・グループの全国規模のプレーヤーとしての役割は、貸付構造において見られる。1996年には、

調達した貸付の約52％が個人顧客口座で占められ、法人顧客は36％、農業及び林業の顧客は11％を占めた。

この10年間で、OPバンク・グループはまた、世界的なレベルにおいても電子サービスの先駆者となった。

1991年、エストニアにおいて損害保険会社が設立され、後にポヨラ・インシュアランス・リミテッドの子

会社であるシーサム・インターナショナルとなった。

1996年、OP・eサービシズが開始された。これは、ヨーロッパで初のオンライン銀行で、世界では2番目で

あった。

1997年、中央協同組合銀行協会を協同組合銀行が連合した中核機関としての協同組合に転換する決断が下

された。ポヨラ・グループの協力モデルは徹底した改革を経験した。

 

21世紀

2005年、OPバンク・グループは、以前保険グループであったポヨラ・グループ・ピーエルシーの筆頭株主

となった。ポヨラ・グループにとって歴史的意義を持つことであるが、損害保険に参入したOPバンク・グ

ループによってこれまでに行われた取引の中で最大であった。結果として、OPバンク・グループは、フィン

ランドにおける主要な金融サービス・グループとなった。
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2007年9月には、OP-ポヨラ・グループがかかる金融サービス・グループの新たな名称となった。

2008年3月には、OKOバンクは、ポヨラ・バンク・ピーエルシーに改名された。

OP-ポヨラ・グループは新たな中心的組織とともに2011年を迎えた。それにより(現在のOP協同組合の前身

である)OP-ポヨラ・グループ中央協同組合は2つの事業体に分かれ、中核機関としてのOP-ポヨラ・グループ

中央協同組合はポヨラ・グループの事業を統制及び監督し、中核機関から分離したサービス企業であるOP-

サービシズ・リミテッドは、OP-ポヨラ・グループ及びその会員協同組合銀行の共有サービスの発展及び生成

の任務を負った。

2012年、OP-ポヨラ・グループは設立110周年記念を祝った。

2012年8月31日、OP-ポヨラ・グループの中核機関であるOP-ポヨラ・グループ中央協同組合は、フィンラン

ドの新たな生命保険会社であるオーラム・インベストメント・インシュアランス・リミテッド(以下「オーラ

ム」という。)の全株式をオールド･ミューチュアル･グループの一員であるスキャンディア・ライフ・アシュ

アランス・カンパニー・リミテッドから取得した。

2012年9月、OP-ポヨラ・グループはOP-ポヨラ・グループ中央協同組合(連結)がすべての人事グループを対

象とした再編成プログラムを開始することを発表した。これは2015年末までに年間削減額150百万ユーロを達

成することを目標としている。

2014年10月、(従前、OP-ポヨラ・グループ中央協同組合として知られていた)OP協同組合による当行の全株

式の公開買付後、当行は、OP協同組合の完全子会社となった。「４　関係会社の状況－OPフィナンシャル・

グループの一員としての当行」を参照のこと。

2014年10月6日、OPフィナンシャル・グループはブランドを刷新すると発表した。従前の「OP-ポヨラ」は

「OP」に変更された。「OP-ポヨラ・グループ」の新名称である「OPフィナンシャル・グループ」は、2015年

1月1日より導入された。

2014年11月14日、OP協同組合は、OP協同組合(連結)の構造改革を継続的に計画することを発表した。その

顧客により所有される新生OPフィナンシャル・グループの潜在的な改革は、その一環である。OP協同組合(連

結)の再編に関する様々な選択肢及び組織に関する法的スキームの実行可能性について、現在も引き続き検討

が行われている。OP協同組合による公開買付の実現に続き、当行は構造改革(例えば、損害保険部門及びア

セットマネジメント部門を当行からOP協同組合の直接保有に移管すること。)を計画している。さらに、検討

されている選択肢の1つは、(当行の一部である)OPフィナンシャル・グループの中核銀行業務を、独立したOP

協同組合の完全子会社として切り離すことである。

OP協同組合の監督委員会は、2016年中に、ヘルシンキOPバンク・ピーエルシーを有限責任会社から協同組

合銀行に転換することを大筋で決定した。同時に、当行はOPコーポレート・バンク・ピーエルシーに名称を

変更する予定である。

計画されている変更を行うためには、関連する規制当局の承認が必要である。

OPフィナンシャル・グループ全体における銀行業務は、適用ある法令に規定されるとおり、引き続き連帯

責任の範囲の対象となる。

2014年2月に、OPフィナンシャル・グループが当行の株式の公開買付を発表した際、OPフィナンシャル・グ

ループは同時に当行とヘルシンキOPバンク・ピーエルシーが合併する計画を発表した。しかし、OPフィナン

シャル・グループは、その顧客に対してリテール・バンクの持分を提供することができることとなる解決策

を見出したため、かかる計画を中止した。
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ヘルシンキ都市圏における事業は共同経営の下で行われる。顧客の視点では、OPフィナンシャル・グルー

プは、銀行、損害保険及び資産運用の商品及びサービスのすべてを含む統一されたOPフィナンシャル・サー

ビスを提供することを目指す。

「第３　事業の状況－４　事業等のリスク－ポヨラ・グループの業務に関するリスク－ポヨラ・グループ

の予定される組織再編に関するリスク」を参照のこと。

 

３【事業の内容】

当行は、会員協同組合銀行の中核金融機関であり、商業銀行として信用機関法に定められる事業運営に従

事している。当行の特別な目的は、中核金融機関として、協同組合銀行及びOPフィナンシャル・グループに

属する他の機関の活動を促進することである。当行は、投資サービス法第1章第11節に従い、投資サービスを

提供する権限を付与されている。これらの事業以外に、当行は会員協同組合銀行の中核金融機関であり、OP

フィナンシャル・グループの流動性管理及び国際業務について責任を負っている。当行は、本国及び海外の

双方において顧客にサービスを提供することに注力している。提携を通じ、当行は海外においても費用効率

が良く、現地に適応した銀行サービスを顧客に提供することができる。当行は、25年超にわたり、ヨーロッ

パの協同組合銀行の組合であるユニコ・バンキング・グループの一員である。当行は、サンクトペテルブル

クにおいて駐在員事務所を、エストニア、ラトビア及びリトアニアにおいて支店を運営している。さらに、

エストニア、ラトビア及びリトアニアで金融会社の運営に従事している子会社を有している。

フィンランド特許・登記庁における当行の登記番号は0199920-7であり、所在地はヘルシンキであるため、

当行にはフィンランドの法律が適用される。当行の会計期間は、1暦年である。当行のA株式は、2014年9月30

日にNASDAQ OMXヘルシンキ証券取引所から上場廃止となり、2014年11月28日にシリーズA株式及びシリーズK

株式は単一のシリーズの株式として統合された。

当行は公的機関による監督下にある信用機関である。信用機関法及びEU理事会規則第1024/2013号に基づく

監督は、欧州中央銀行(その承継機関又は代替機関を含め、以下「ECB」という。)が実行している。当行はま

た、連合法の定めに従い、OP協同組合の監督下にある。

 

ポヨラ・グループは、バンキング部門、損害保険部門及びアセットマネジメント部門の3つの事業部門並び

にこれらの部門を支えるグループ業務部門により構成されている。

 

 事業ライン 事業部／業務 主要な市場分野 戦略的役割

2014年12月31日の

連結税引前利益に

占める割合

バンキング部門 法人顧客及び機関

投資家に向けた融

資及び財務管理ソ

リューション

コーポレート・バン

キング事業部

マーケッツ事業部

バルト諸国バンキン

グ事業部

フィンランド

及び近隣地域

良好な収益性及

び市場でのより

強固な地位

52％

損害保険部門 個人顧客、法人顧

客及び機関投資家

に向けた保険ソ

リューション

個人顧客事業部

法人顧客事業部

バルト諸国事業部

フィンランド

及び近隣地域

市場の平均より

も高い成長率、

市場における

リーダーシップ

の強化及び良好

な収益性の維持

38％
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アセット

マネジメント部門

機関投資家、富裕

層の個人顧客及び

家族顧客に向けた

資産運用管理

OPフィナンシャ

ル・グループの

ミューチュアル・

ファンドの資産運

用管理

機関投資家事業部

個人事業部

投資事業部

フィンランド 良好な収益性及

び市場でのより

強固な地位

7％

グループ業務部門 ポヨラ・グループ

及びその事業ライ

ンの支援

中核銀行業務及び

財務

OPフィナンシャ

ル・グループの流

動性及び資金調達

の管理

ファイナンス事業部

リスク管理事業部

人事部

企業内コミュニケー

ション事業部

- ポヨラ・グルー

プの目標の達成

に尽力する事業

ラインの統制、

支援及び促進

3％

 

当行のバンキング部門は、拡大するOPフィナンシャル・グループのバンキング部門の一部として、法人顧

客及び機関投資家に向け、資金調達及び財務管理のニーズに応えるソリューションを提供している。バンキ

ング部門は、コーポレート・バンキング事業部、マーケッツ事業部及びバルト諸国バンキング事業部という

事業部により構成されている。コーポレート・バンキング事業部は、法人顧客及び機関投資家に対し、融資

及び資金管理のサービス並びに貿易融資のサービス、貸付金及び保証の供与並びにリースサービス及び売掛

金を担保とした融資を提供している。マーケッツ事業部のサービスは、株式及び債券の発行のアレンジ、保

管サービス、株式、外国為替、短期金融市場及びデリバティブ商品から投資リサーチまで多岐にわたる。

マーケッツ事業部は、その顧客及び当行の双方が国際市場において提示した注文を執行しており、また国際

デリバティブ市場、ユーロ圏の国債市場及び社債市場における積極的なプレイヤーである。顧客は、フィン

ランド国内外の企業及び機関投資家により構成されており、収益は手数料純額及びトレーディング収益から

生じている。当行は、バルト諸国全土の支店を通じて法人顧客向けサービスを提供している。バルト諸国に

おける法人顧客向けサービスには決済及び流動性管理並びに運転資本、リース及び投資資金融資が含まれ

る。バルト諸国における銀行事業の規模は、当行のコーポレート・エクスポージャー合計の約4％と、未だに

非常に小さい。

フィンランドでは、ポヨラ・グループの下記3社が損害保険部門の事業を行っている。ポヨラ・インシュア

ランス・リミテッドは総合損害保険会社であり、A-インシュアランス・リミテッドは商業輸送に対する損害

保険に注力しており、エウローッパライネン・インシュアランス・カンパニー・リミテッドは旅行保険に特

化している。エストニアにおける損害保険事業は、ラトビア及びリトアニアの両国における支店を通じシー

サム・インシュアランス・エーエスにより行われている。2012年初頭に、ポヨラ・ヘルス・リミテッド及び

エクスセンタ・リミテッドが合併し、合併後の会社は、2014年10月30日にポヨラ・インシュアランス・リミ

テッドと合併するまで、ポヨラ・ヘルス・リミテッドの名称で業務を行っていた。

損害保険部門の一連の商品には、法人顧客及び個人顧客に向けた損害保険が含まれる。これに加え、国内

サービス・ネットワークは、スオミ相互生命保険会社及びイルマリネン相互保険年金会社(以下「イルマリネ

ン」という。)(両社ともOPフィナンシャル・グループに属していない。)に対する顧客サービスを担当しつ

つ、法人顧客にOPフィナンシャル・グループの生命保険及び年金保険並びにイルマリネンの従業員年金保険

を提供している。さらに、報酬・手数料等は一定の法定料金の管理及びリスク管理サービスから得ている。

損害保険部門は、オマサイラーラ・オー・ワイも含む。
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ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドは、フィンランドの機関投資家並びに富裕層の個人及び家

族に向けた広範かつ総合的な資産運用管理サービス、投資一任ポートフォリオの運用及び資産運用管理の助

言サービスを提供している。さらに、OPファンド・マネジメント・カンパニーのミューチュアル・ファンド

のポートフォリオ運用は、主にポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドがこの中心を担っている。ア

セットマネジメント部門の事業ラインは、ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド、ポヨラ・プロパ

ティ・マネジメント・リミテッド、ポヨラ・アセット・マネジメント・エグゼキューション・サービシズ・

リミテッド及び関連会社であるアクセス・キャピタル・パートナーズ・グループ・エス・エーにより構成さ

れている。

事業部門は、OPフィナンシャル・グループのレベルで指示されるそれぞれの目標及び戦略を有し、運営モ

デルは各事業部門の性質に応じて設計されている。事業部門は、その活動を通じポヨラ・グループの戦略の

実施に向け尽力する。

グループ財務部門は、OPフィナンシャル・グループの資金調達及び流動性管理を担当しており、同時に、

OPフィナンシャル・グループの投資事業の管理も行っている。また、グループ財務部門は当行の財務リスク

及び金利リスクの管理を担当する内部銀行としての役割も担っている。さらに、OPフィナンシャル・グルー

プの流動性準備金の管理及びホールセール資金調達も担当している。

 

ブランドの刷新

将来において、銀行事業、損害保険事業及びアセットマネジメント事業は、すべてOPブランドになる。ポ

ヨラ・ブランドを廃止する予定はなく、2015年秋には、オマサイラーラ・オー・ワイが、ポヨラ・ヘルス・

リミテッドに名称を変更する。ポヨラ・インシュアランス・リミテッドはOPインシュアランス・リミテッド

となる。

「４　関係会社の状況－グループの再編成」も参照のこと。

 

４【関係会社の状況】

親会社並びに主要な子会社及び関連会社

ポヨラ・グループ

現在のポヨラ・グループは、当行及びその子会社により構成されている。事業運営に従事している最も重

要な子会社は、ポヨラ・インシュアランス・リミテッド、A-インシュアランス・リミテッド、エウローッパ

ライネン・インシュアランス・カンパニー・リミテッド、ポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッ

ド、ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド並びにエストニア、ラトビア及びリトアニアにおいて営

業している損害保険会社シーサム・インシュアランス・エー・エスである。ポヨラ・インシュアランス・リ

ミテッドは、ヘルシンキに、整形外科的疾患及び損傷の検査及び治療を専門とした、外来手術のための病院

であるオマサイラーラ・オー・ワイを設立したが、その目的はサービスを他の専門分野及び社内健康管理に

拡大すること並びに病院を新設することであった。かかる病院は、2013年初頭より診療を開始した。ポヨ

ラ・グループは、2014年度末において約2,503人(2013年度末において2,620人)を雇用していた。

(2014年12月31日現在)

名称 所在地 主要な事業内容

株式資本

(千ユーロ)

議決権割合

(％)
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親会社

 

 

  

 

OP協同組合

 

ヘルシンキ 金融サービス、OPフィナン

シャル・グループの中核機関

4,310,524
* -

     

子会社

 

 

  

 

ポヨラ・アスントラハスト・アイ・

ジーピー・オーワイ

 

ヘルシンキ 投資銀行業務 2.5 100

ポヨラ・アセット・マネジメント・

リミテッド

 

ヘルシンキ アセットマネジメント 4,200 100

 

ポヨラ・インシュアランス・リミ

テッド
**

 

ヘルシンキ 保険業務 17,000 100

シーサム・インシュアランス・

エー・エス

 

エストニア 保険業務 3,000 100

A-インシュアランス・リミテッド

 

ヘルシンキ 保険業務 5,000 100

ポヨラ・プロパティ・マネジメン

ト・リミテッド

 

ヘルシンキ アセットマネジメント 300 100

カイヴォカドゥンPLハリント・

オー・ワイ

 

ヘルシンキ 証券取引、非行為的 5,000 100

コンベンタム・ベンチャー・ファイ

ナンス・リミテッド

 

ヘルシンキ 金融サービス業 20 100

ポヨラ・ファイナンス・エストニ

ア・エー・エス

 

エストニア 銀行業務 640 100

ポヨラ・ファイナンス・エス・ア

イ・エー

 

ラトビア 銀行業務 6,750 100
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UABポヨラ・ファイナンス

 

リトアニア 銀行業務 166 100

オマサイラーラ・オー・ワイ

 

ヘルシンキ 医療サービス業 100 100

エウローッパライネン・インシュア

ランス・カンパニー・リミテッド

 

ヘルシンキ 保険業務 2,520 ポヨラ・インシュア

ランス・リミテッド

の完全子会社

PAM USAファンド・リミテッド

 

ヘルシンキ アセットマネジメント 2.5 100

ポヨラ・アセット・マネジメント・

エグゼキューション・サービシズ・

リミテッド

 

ヘルシンキ アセットマネジメント 2.5 100

リアル・エステート・デット・アン

ド・セカンダリーズ・ジー・ピー・

オー・ワイ

 

ヘルシンキ 金融サービス業 2.5 100

リアル・エステート・ファンド・

フィンランド・オー・ワイ

 

ヘルシンキ 不動産業 60 100

リアル・エステート・ファンド・

フィンランドⅢジー・ピー・オー・

ワイ

 

ヘルシンキ 不動産業 60 100

リアル・エステート・ファンド・オ

ブ・ファンズ・フィンランド・

オー・ワイ

ヘルシンキ 不動産業 100 100

     

関連会社

 

 

 

  

アクセス・キャピタル・パートナー

ズ・グループ・エス・エー

 

ベルギー アセットマネジメント 5,661 45

オートヴァヒンコケスクス・オー・

ワイ

エスポー 自動車部品の小売業 3,027 27.8

*
) 協同組合資本

**
) 当行の特定子会社に該当する。
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OPフィナンシャル・グループの一員としての当行

当行は、OP協同組合の最も重要な完全子会社である。

OP協同組合は、2014年2月に発表した公開買付を完了し、会社法第18章第6節に基づく仲裁裁判所の決定に

より、当行の全株式を取得した。スクイーズアウト手続に関与した当行の少数株主は、仲裁裁判所が決定し

た償還価格及びそれに係る利息のみを受領する。2014年10月29日、OP協同組合は償還価格につき確定部分を

支払った。

さらに、OP協同組合は、当行が所有しているポヨラ・インシュアランス・リミテッド及びポヨラ・アセッ

ト・マネジメント・リミテッドを、様々な組織再編手段を通じて完全所有直接子会社としてOP協同組合に譲

渡させることを企図している。その結果、損害保険部門及びアセットマネジメント部門は、IFRS第5号に従

い、非継続事業として計上された。損害保険部門に関連する構造改革は、1年を超えて遅延しており、そのた

め、再度継続事業としてバンキング部門及びグループ業務部門と共に計上された。アセットマネジメント部

門は、引き続き、IFRS第5号に従い、損益計算書においては非継続事業として、貸借対照表においては所有者

への分配のための保有として分類される資産及び負債として計上されている。シナジーの大部分は、OP協同

組合(連結)により生み出されるものと見込まれている。これらのシナジーは、約5年にわたって完全に実現さ

れる予定である。2014年11月14日、(現在も当行の一部となっている)OPフィナンシャル・グループの中核銀

行業務を、OP協同組合の独立した完全子会社として切り離すことも検討中であると発表された。

OPフィナンシャル・グループは、1997年7月1日、現在の形態(損害保険事業を除く。)で事業を開始した。

OPフィナンシャル・グループは、連合法の規制に従い、金融コンソーシアムを形成するフィンランドの協同

組合銀行及び関連事業体の連合組織である。連合法、信用機関法、協同組合銀行法及び協同組合法が、OP

フィナンシャル・グループに適用される、協同組合銀行の主要な法律上の枠組みを定めている。

適用ある法律に従い、OPフィナンシャル・グループは、(a)OPフィナンシャル・グループの中核機関である

OP協同組合、(b)会員協同組合銀行、(c)OPフィナンシャル・グループの中核銀行である当行、(d)OP協同組合

の連結グループに属する会社及び(e)下記に記載される会員信用機関から成る。

連合法第1章第2節に従い、会員信用機関は、当行、ヘルシンキOPバンク・ピーエルシー、OPカード・カン

パニー・ピーエルシー、OPモーゲージ・バンク、OPプロセス・サービシズ・リミテッド及び会員協同組合銀

行により構成されている。当該会員信用機関及びOP協同組合は、連合法に従い、互いの債務及び義務に対す

る責任を負う。

当行は、OP協同組合の子会社及び連合した企業の一部であるため、連合されたその他の事業体による影響

を受ける。かかる影響は、OP協同組合による当行の所有並びに相互の債務及び義務に係る連帯責任に基づい

ている。さらに戦略的視点から見ると、当行はOPフィナンシャル・グループの商業銀行であり、会員協同組

合銀行の中核銀行として活動している。

連合法に基づき、OP協同組合は、流動性、自己資本及びリスク管理の確保を目的としたガイドライン並び

にOPフィナンシャル・グループの連結財務書類の作成に際し一貫した会計原則の適用するためのガイドライ

ンを会員信用機関に対し発行する責任を負う。OP協同組合は、OPフィナンシャル・グループの自己資本充実

度に関する内部評価プロセス(以下「ICAAP」という。)についても責任を負う。OP協同組合は、会員信用機関

及びその連結グループの経営を監視する義務並びに会員信用機関の内部監督に関し指示を行う責任も負う。

しかしながら、ガイドラインを発行し、監督を実行する義務は、OP協同組合に会員信用機関の事業運営に関

する決定権限を与えるものではない。各会員信用機関は、それぞれの自己資金の範囲内において、独立して

事業を運営する。

 

当行はOP協同組合の完全子会社となった
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OP協同組合は、2014年2月に発表した公開買付を完了し、会社法第18章第6節に基づく仲裁裁判所の決定に

より当行の全株式の所有権を取得した。仲裁裁判所の決定の結果、当行のシリーズA株式の取引は2014年9月

29日に停止され、かかる株式は2014年9月30日にヘルシンキ証券取引所から上場廃止された。OP協同組合は

2014年10月7日付で当行の株主登録簿に登録された唯一の株主となった。

2014年10月29日、OP協同組合は、仲裁手続の終了前に、公正価格に法定利息を付した額とみなされる当行

の株式1株当たり16.13ユーロを少数株主に支払うことにつき仲裁人から許可を受けたことを発表した。OP協

同組合は、2014年10月29日、当行の少数株主に償還価格の確定部分を支払った。利息は2014年5月6日より後

の期間についての、スクイーズアウト価格に対して支払われた。利息は法定金利の0.5％であった。

2015年2月20日に、OP協同組合は、フィンランド商工会議所の償還委員会により任命された仲裁裁判所が、

当行の少数株主のスクイーズアウト権を付与したことを発表した。かかる権利に基づく、当行の1株当たりの

スクイーズアウト価格は、16.13ユーロである。スクイーズアウト価格は、公開買付において、当行の株式の

価格としてOP協同組合が提示した価格である16.13ユーロと等しい。仲裁判断の登録日から60日以内であれ

ば、裁定に対する不服を申し立てられる。

 

グループの再編成

ポヨラ・グループは、OP協同組合によりなされた公開買付に従った構造改革を、具体的にはポヨラ・グ

ループから損害保険部門及びアセットマネジメント部門をOP協同組合の直接所有へ移管することなどによ

り、実行する予定である。アセットマネジメント部門の移管は、2015年中に予定されている。

OP協同組合の監督委員会は、2016年中に、ヘルシンキOPバンク・ピーエルシーを有限責任会社から協同組

合銀行に転換することを大筋で決定した。同時に、当行はOPコーポレート・バンク・ピーエルシーに名称を

変更する予定である。

計画されている変更を行うためには、関連する規制当局の承認が必要である。

OPフィナンシャル・グループ全体における銀行業務は、適用ある法令に規定されるとおり、引き続き連帯

責任の範囲の対象となる。

2014年2月に、OPフィナンシャル・グループが当行の株式の公開買付を発表した際、OPフィナンシャル・グ

ループは同時に当行とヘルシンキOPバンク・ピーエルシーが合併する計画を発表した。しかし、OPフィナン

シャル・グループは、その顧客に対してリテール・バンクの持分を提供することができることとなる解決策

を見出したため、かかる計画を中止した。

ヘルシンキ都市圏における事業は共同経営の下で行われる。顧客の視点では、OPフィナンシャル・グルー

プは、銀行、損害保険及び資産運用の商品及びサービスのすべてを含む統一されたOPフィナンシャル・サー

ビスを提供することを目指す。

OP協同組合の再編成に関する計画作業及び多様な選択肢の審査並びにかかる組織の法制の実施は、未だ進

行中である。再編成のさらなる計画に照らして、OP協同組合により完全所有された別子会社として、現在当

行の一部であるOPフィナンシャル・グループの中核銀行業務の分離もまた、検討中である。これらの変更又

は計画を実施するための具体的な方法は未だ決定されていない。

2014年10月30日、ポヨラ・ヘルス・リミテッドは、ポヨラ・インシュアランス・リミテッドと合併した。

OP-ポヨラ・グループの新たな名称であるOPフィナンシャル・グループは、2015年1月1日付で採用された。
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OPフィナンシャル・グループの重要指標

親会社グループであるOPフィナンシャル・グループの最近の重要指標は以下のとおりである。

 

 

12月31日に終了した年度

2012年
*

2013年
**

2014年

収益合計(百万ユーロ)
*** 2,369 2,575 2,789

税引前利益/税引前損失(百万ユーロ) 586 701 915

税引後利益/税引後損失(百万ユーロ) 471 665 607

包括利益合計(百万ユーロ) 942 647 424

純資産額(株主資本、百万ユーロ) 7,134 7,724 7,213

総資産額(百万ユーロ) 99,769 100,991 110,427

Tier 1比率(％)
****

14.1 14.3 15.5

株主資本利益率(％) 7.0 8.9 8.1

営業活動から生じた(に使用した)純資金(百万ユーロ) 2,306 -5,440 244 

投資活動から生じた(に使用した)純資金(百万ユーロ) 28 -85 -128 

財務活動から生じた(に使用した)純資金(百万ユーロ) -927 2,129 1,583 

現金及び現金同等物(百万ユーロ) 5,872 2,476 4,175

従業員数(人) 13,290 12,856 12,356

*
)
  

確定年金を認識した変更の結果、比較値は修正された。

**
)
 
2014年1月1日にIFRS第10号を採用した結果、連結財務書類の比較値は修正された。

***
) 債権の減損を除く収益合計が表示されている。

****
) OPフィナンシャル・グループは2014年12月31日現在のその自己資本を、2014年1月1日に施行されたCRD Ⅳ規則に

従って示した。

 

OPフィナンシャル・グループ及び当行の企業構造(2015年1月1日現在)
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顧客密接型金融総合サービス

OPフィナンシャル・グループの一部であるポヨラ・グループは、法人顧客及び機関投資家に対し、バンキ

ング、損害保険及びアセットマネジメントといった多様なサービスを、また、個人顧客に対しては、損害保

険及びプライベートバンキングといった広範なサービスを提供している。OPフィナンシャル・グループの会

員協同組合銀行は、法人顧客及び個人顧客向けの銀行サービスを提供している。

OPフィナンシャル・グループは、バンキング、損害保険及びアセットマネジメントサービスにおけるフィ

ンランド最大の専門家グループであることを自負しており、最高のサービスの保証を目指すべく、高度な専

門知識を有するとともに、継続的な取組みを実践している。ポヨラ・グループは、OPフィナンシャル・グ

ループの構成銀行とともに、個人顧客に対しOPポイントを主眼とする最高かつ優良な顧客ベネフィットを約

束する。ロイヤリティ・ベネフィット及びパートナーシップ・ベネフィットは、顧客維持を強化する。

OPフィナンシャル・グループは、フィンランドにおける最も広大な支店網を通じて事業を行い、また、OP

フィナンシャル・グループの顧客に対し高品質の電子サービスを提供する。企業に対しては、海外パート

ナーと共同で、ポヨラ・グループの国際サービスを提供している。

 

OPフィナンシャル・グループ及びOP協同組合に関する情報

連合法に従い、預金受入銀行の連合組織は、当該組織の中核機関であるOP協同組合、会員協同組合銀行の

中核銀行として機能する当行、中核機関のその他の会員信用機関、中核機関及び会員信用機関の連結グルー

プに属する会社並びに上記の1つ又は複数の事業体が単独で又は連帯して議決権の過半数を保持している信用

機関及び金融機関並びにサービス会社から成る。協同組合銀行法及び連合法に従い、預金受入銀行の連合組

織は連結ベースで監督され、中核機関及び会員信用機関は、下記に明記されるとおり、最終的に互いの債務
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及び義務に対して連帯責任を負っている。OPフィナンシャル・グループの規模は、OPフィナンシャル・グ

ループが信用機関及び金融機関又はサービス会社以外の会社を含んでいるため、預金受入銀行の連合組織の

範囲とは異なる。預金受入銀行の連合組織に属さない会社のうち、もっとも重要なのは保険会社である。預

金受入銀行の連合組織は、保険会社と共に、金融・保険コングロマリットを形成する。

OP協同組合は、1997年5月23日にフィンランド国家特許・登記局が管理する商業登記に登録された。OP協同

組合の事業識別コードは0242522-1である。OP協同組合の登記された住所は、フィンランド共和国 ヘルシン

キ市 FI-00510 テオリスースカトゥ 1b(事務所の住所はヴァークサインティ4)、OP協同組合であり、電話番

号は+358 10 252 010である。OPフィナンシャル・グループの事業年度は、1暦年である。

2014年10月26日に公表されたECBによる包括的審査では、OPフィナンシャル・グループのリスク負担能力は

高いとされた。

監督当局は、OPフィナンシャル・グループの財政状態が健全であると発表した。OPフィナンシャル・グ

ループの自己資本について、ECBによる包括的審査（一律の評価原則を用いて欧州内の銀行の資産を査定す

る）及び欧州の銀行監督当局が実施するストレス・テスト（異なるストレス・シナリオにおける自己資本の

変化を測定する）の両方において、引き続き健全であるとされた。ストレス・テストの仮定は、従前のもの

より厳格になった。

監督当局による包括的審査は、OPフィナンシャル・グループの自己資本について、最悪のシナリオの業務

環境においても健全性を維持し、最低要件を大幅に上回る水準であると結論づけた。

ベースライン・シナリオ（すなわち、業務環境が変わらないと仮定した場合）においては、OPフィナン

シャル・グループの普通株式等Tier1(以下「CET1」という。)比率は改善し、2016年には17.2％となる(最低

要件は8％)。

最悪のシナリオにおいては、自己資本は多額の減損により減少し、CET1比率は12.0％まで低下することと

なるが、これは包括的審査についてECBが定める最低要件の倍以上を維持している。

当行の株式を取得したにもかかわらず、OPフィナンシャル・グループの自己資本は健全である。

ストレス・テストは、2013年末時点の状況に基づいて実施されている。OPフィナンシャル・グループは、

少数株主が保有する当行の株式を2014年初頭に取得し、これに伴いOPフィナンシャル・グループのCET1資本

が減少した。これらの取得株式を資本計上するために、協同組合銀行は、CET1資本に計上される利潤証券を

発行した。当行株式の取得並びにCET1に該当する利潤証券及び補完証券の変動により、2014年9月30日時点の

CET1資本は、純額で1.5十億ユーロ減少した。

2014年9月30日に公表されたOPフィナンシャル・グループのCET1比率は、13.6％であった。仮にストレス・

テストが2014年9月30日時点で実施されていたとしても、OPフィナンシャル・グループは、ストレス・テスト

の最低要件を大幅に上回ることになる。

ECB及び国内の監督当局は、2014年11月にECBの監督下に移管された欧州連合内の130行について包括的審査

を実施した。包括的審査は、銀行のバランスシートの透明性及び欧州内での監督措置の一貫性の向上に向け

た第一歩である。当該審査は、2013年11月に始まり、12ヶ月間実施された。

ECBによる包括的審査は、資産査定(AQR)及びストレス・テストで構成されていた。AQRは、一律の評価手法

を用いて、ストレス・テストを行う前にすべての銀行のベース・レベルの調整を行うことを目的としていた

が、ストレス・テストは、ベースライン・シナリオ及び最悪のシナリオにおける銀行の自己資本の変化を予

測するために用いられた。
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ストレス・テストは、EBAの一律の方法及び簡便な仮定を用いて実施され、将来における変化を予測するた

めにこれを用いることはできない。

その結果は、デリバティブの評価に使用されるクレジット・リスク及びカウンターパーティー・リスクモ

デル並びに総体的プロビジョン・モデルの更新に利用された。これらの変更は、財務書類又は会計方針に重

大な影響は一切及ぼさない。

 

OPフィナンシャル・グループの連帯責任(Joint Liability)

OPフィナンシャル・グループは、(a)OPフィナンシャル・グループの中核機関であるOP協同組合、(b)約180

行の会員協同組合銀行、(c)OPフィナンシャル・グループの中核銀行である当行、(d)OP協同組合の連結グ

ループに属する会社及び(e)下記に記載される協同組合銀行以外の会員信用機関から成る。

連合法第1章第2節に従い、会員信用機関は、当行、ヘルシンキOPバンク・ピーエルシー、OPカード・カン

パニー・ピーエルシー、OPモーゲージ・バンク、OPプロセス・サービシズ・リミテッド及び会員協同組合銀

行により構成されている。当該会員信用機関及びOP協同組合は、協同組合銀行法及び連合法に従い、互いの

債務及び義務に対する責任を負うが、当該責任は保証債務ではない。新たな構成員の承認については、OP協

同組合の監督委員会が決断を下す。

OPフィナンシャル・グループは会計法に定められている企業グループ又は信用機関法に定められている連

結グループを形成していない。銀行監督に関するフィンランドの法律に基づき、OPフィナンシャル・グルー

プは連結ベースで監督されている。

連合法の下、OP協同組合は、リスク管理、優れたコーポレート・ガバナンス及び内部統制のガイドライン

並びに会員信用機関に対してOPフィナンシャル・グループの連結財務書類を作成する際の、流動性及び自己

資本の充実を目的とした統一された会計基準の適用のためのガイドラインを発行する責任を担っている。OP

協同組合はまた、会員信用機関の財政状態について適用される規則及び規制、関連する監督機関が公布する

あらゆる規定並びに当該機関の制定法及び定款に係るコンプライアンスを監督する。ガイドラインの発行及

び監督義務を負うものの、OP協同組合は、会員信用機関又は会員協同組合銀行の事業活動を決定する権限は

与えられていない。各会員信用機関は、自己資金の範囲内で、単独で事業を営む。

要約すれば、連合法は、OPフィナンシャル・グループの連帯責任につき、以下の事柄を規定している。

(a)　OP協同組合は、各会員信用機関に対し、かかる会員信用機関の清算を防ぐために必要な金額を支払わな

ければならない。OP協同組合は、会員信用機関が自己資金で支払う能力のない会員信用機関の債務につ

いて、支払いを行う責任がある。

(b)　会員信用機関は、OP協同組合が上記の支援活動の一環で別の会員信用機関に支払った金額又は債務者で

あるかかる会員信用機関から支払いを受けていない債権者のために、期限が到来した債務の支払いとし

て債務者に対して支払った金額に比例した割合を、OP協同組合に支払わなければならない。

(c)　各会員信用機関の負債額は、OP協同組合が1つの会員信用機関を代理してその債権者に支払った金額

が、最新の承認済み貸借対照表合計に比例して会員信用機関間に振り分けられる。さらに、OP協同組合

の債務超過に際し、会員信用機関は、協同組合法第14章に記載されるとおり、OP協同組合の負債を支払

う無限責任を負う。

(d)　いずれかの会員信用機関の資金が、信用機関法又は連合法で設定されている最低額を下回った場合、場

合により、OP協同組合は、かかる会員信用機関の清算を防ぐ支援活動に使用するために他の会員信用機
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関から、返済可能な追加的支払いを回収し、入金を受けることができる。かかる方法で会員信用機関か

ら回収できる支払いの年間総額は、各会計期間につき、各会員信用機関の最新の承認済みの貸借対照表

合計の1,000分の5を上限とする。

(e)　会員信用機関から支払期日を過ぎた債権(元本債務)の支払いを受けていない債権者は、元本債務が満期

になり次第、OP協同組合からの支払いを要求することができる。連合法に従い、結果としてOP協同組合

が当該債務の支払いの責任を負う。かかる支払いを行った場合、OP協同組合は、上記(b)で記述されて

いるとおり、会員信用機関から、支払いに比例した割合を回収する権利を有する。

OPフィナンシャル・グループの保険会社、OP-サービシズ・リミテッド及びその他の非銀行系子会社等の会

員信用機関以外の事業体は、連帯責任の範囲内に属さない。

 

OPフィナンシャル・グループ及びポヨラ・グループの事業活動の構造

OP協同組合は、OPフィナンシャル・グループ全体の戦略的所有機関並びにOPフィナンシャル・グループの

コントロール、OPフィナンシャル・グループの運営及び監督を担う中核機関としての役割を果たす。

OP協同組合(連結)は、OP協同組合及び当該親会社又はそのいずれかの子会社により完全に、又はその過半

数を所有される機関により構成されている。

 

OP協同組合のその他の子会社

OP-サービシズ・リミテッドはOPフィナンシャル・グループの会社が必要とする、商品及びサービス開発、

事業サポートサービス、対内的サービス及びICTサービス等のサービスを提供し、開発及び維持している。

OP-サービシズ・リミテッドの認可事業は、2012年6月1日、新たに設立されたOPプロセス・サービシズ・リ

ミテッドに移行された。両社は、OP協同組合の完全子会社である。OPプロセス・サービシズ・リミテッド

は、2012年5月7日に信用機関免許を取得し、2012年5月21日には決済及び口座オペレーター免許を取得した。

ヘルシンキOPバンク・ピーエルシーは、ヘルシンキ都市圏におけるリテール・バンキングに従事してい

る。

OPライフ・アシュアランス・カンパニー・リミテッドは、OPフィナンシャル・グループの生命保険及び年

金保険事業を集権化された方法で管理し、また、当該事業の発展を担う。OPライフ・アシュアランス・カン

パニー・リミテッドのポートフォリオは、生命保険、年金保険、投資保険及び定期保険のサービスを含む。

2012年8月、OP協同組合は、生命保険会社であるオーラムの全株式を取得した。

OPファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、OPフィナンシャル・グループのミューチュア

ル・ファンドを管理している。当該会社は、会員協同組合銀行及びヘルシンキOPバンク・ピーエルシーの

サービスネットワークに加え、ファンド単位の売却についてはOPフィナンシャル・グループのオンライン

サービスを利用している。

OPモーゲージ・バンク(フィンランド語でOP-Asuntoluottopankki Oyj)は、会員協同組合銀行を通じ、全部

担保に対する長期のモーゲージ・ローンを提供している。OPモーゲージ・バンクは、カバードボンドの発行

により、事業の資金調達を行っている。

OPカード・カンパニー・ピーエルシーは、会員協同組合銀行の個人顧客向けに無担保消費者ローンを提供

している。
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その他の機関

OP年金ファンドは、OPフィナンシャル・グループの法定年金保障を管理し、OP年金基金は、対象者に対す

る追加的年金保障の管理を行っている。

OPバンク・グループ相互保険会社はOPフィナンシャル・グループ内部の保険会社である。当該会社は、OP

フィナンシャル・グループの内部リスク管理システムの一部である。

 

事業ライン及び主要市場

OPフィナンシャル・グループに属する会社は、OPフィナンシャル・グループ内の区分に応じて、主に国内

市場における金融サービス及び関連事業に従事している。会員協同組合銀行は顧客中心の事業に集中してい

る。

2010年6月14日、OP協同組合の監督委員会は、OPフィナンシャル・グループの中核機関として機能するOP協

同組合の構造改革について、原則的な決定をした。かかる改革は、新たなサービス会社であるOP-サービシ

ズ・リミテッドを設立し、OPフィナンシャル・グループ及びその会員協同組合銀行の一元化されたサービス

の開発及び提供の責任を負っていた、OP-サービシズ・リミテッドを中央機関から切り離すことを含む。かか

る変更は、一方でグループのコントロール及び監督担当の組織として、他方で一元化されたサービスの提供

者として、中央組織の従前の役割を簡素化した。2012年6月1日、OP-サービシズ・リミテッドの認可業務は、

新設されたOPプロセス・サービシズ・リミテッドに移管された。OPプロセス・サービシズ・リミテッドは

2012年5月7日に信用機関免許を取得し、2012年5月21日には決済及び口座オペレーター免許を取得した。OP協

同組合は、OPフィナンシャル・グループ全体の戦略的所有機関として機能し、中核機関としてOPフィナン

シャル・グループを統制、運営及び監督する役割を担っている。

フィンランド銀行の金融市場統計(MFIsを除く。)によると、2014年12月において、OPフィナンシャル・グ

ループは市場シェア37.6％の預金を保有していた。同統計によると、2014年12月31日現在のOPフィナンシャ

ル・グループの貸付金ポートフォリオは70.7十億ユーロであり、2014年12月の市場シェア34.4％の貸付金と

等しかった。インベストメント・リサーチ・フィンランドのファンドに関する報告書によると、2014年12月

31日現在、OPフィナンシャル・グループのミューチュアル・ファンド市場における市場シェアは20.5％で

あった。生命保険支払統計によると、OPフィナンシャル・グループの2014年12月の生命保険料収入のシェア

は22.8％であった。フィンランド金融サービス連盟(Federation of Finnish Financial Services)により発

行された2013年フィンランドの保険会社によると、2013年12月31日現在のOPフィナンシャル・グループの

フィンランドの損害保険市場におけるシェアは30.3％であった。

2014年12月31日現在、OPフィナンシャル・グループは約456ヶ所で営業しており、このうち348ヶ所でバン

キングサービス及び損害保険サービスの両方が提供されている。3.6百万人の銀行業務顧客及び2.3百万人の

損害保険顧客(銀行業務顧客及び保険業務顧客の重複は1.6百万人超である。)から成る顧客基盤は、広範囲に

及ぶフィンランドにおける流通ネットワークを通してサービスを受けている。OPフィナンシャル・グループ

の多チャネル・サービス・ネットワークは販路、オンラインサービス及びコンタクトセンターの設備を含

む。

2014年12月31日現在で、OPフィナンシャル・グループの従業員数は12,356人であった。
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効率性向上プログラム

OPフィナンシャル・グループは、2012年末に向けて効率性向上プログラムを決定した。このプログラム

は、2015年末までにコスト年換算削減額150百万ユーロを達成することを目標としている。2014年12月31日ま

でに完了した活動により、年換算削減額は約139百万ユーロに達し、そのうち人件費は55百万ユーロを占め

た。

 

オーナー・メンバーシップ

協同組合活動は、OPフィナンシャル・グループにとって観念的な基盤であり、戦略的目標の起点となって

いる。OPフィナンシャル・グループは4百万人超の顧客を抱え、うち約1.4百万人(2014年12月31日現在)が会

員協同組合銀行のオーナー・メンバーである。オーナー・メンバーとは、会員協同組合銀行のサービスを利

用し、かつ当該会員協同組合銀行の構成員である顧客をいう。このようなオーナーシップ及びカスタマー

シップの組合せにより、顧客関係を通じ、自然に各銀行業務の利益及び付加価値がオーナー・メンバー及び

顧客に向けられる。故に、協同組合事業の基本的な目標は、オーナーの利益を最大化することではなく、可

能な限り競争的に、協同組合のオーナー・メンバー及び顧客が必要としているサービスを提供することであ

る。

オーナー・メンバーシップとは、会員協同組合銀行の顧客関係の顕著な特徴である。オーナー・メンバー

シップは、関連する会員協同組合銀行の運営管理及び意思決定に参加する機会を提供している。さらに、

オーナー・メンバーシップは、会員協同組合銀行の銀行業務の状況に焦点をおくことで利益をもたらしてい

る。会員協同組合銀行は、協同組合としての法人形態を有し、意思決定に内在する基本的な価値観は、1メン

バーにつき1票の原則である。会員協同組合銀行のうち、最高意思決定機関は、会員協同組合銀行の監督委員

会を選出する協同組合会議又は協同組合総会である。監督委員会は、会員協同組合銀行の執行取締役会を選

出する。組合出資金を支払い、メンバーシップを申請することにより、会員協同組合銀行のオーナー・メン

バーになることが可能となる。主に個人から構成されているオーナー・メンバーは、当該メンバーの中から

メンバーである銀行の運営管理スタッフを選出する。会員協同組合銀行の基本資本は、協同組合資本及び追

加的協同組合資本により構成される。2014年12月31日現在、オーナー・メンバーによる協同組合資本投資の

合計額は、1,900百万ユーロであった(未監査)。

 

会員協同組合銀行

会員協同組合銀行は、リテール・バンキングに従事している独立した地方の預金受入銀行である。これら

の銀行は、その事業領域において、近代的かつ競争的な銀行サービスを一般世帯の顧客、中小規模の法人顧

客、農業及び林業の顧客並びに公的機関の事業体に向けて提供している。ヘルシンキ都市圏においては、OP

協同組合の完全子会社であるヘルシンキOPバンク・ピーエルシーが同様のリテール・バンキング事業を遂行

している。

 

OP協同組合の運営

OPフィナンシャル・グループの中核機関であるOP協同組合の最高意思決定権は、総会及びかかる総会に

よって選任された監督委員会にある。業務上の意思決定権は、監督委員会によって選任され、主に経営執行

役によって構成される執行取締役会にある。
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OP協同組合の監督委員会

OP協同組合の監督委員会は、33名の構成員からなる(規則に基づき、構成員は32名以上36名以下でなければ

ならない。)。監督委員会の委員長はヤーコ・ペコネン(Jaakko Pehkonen)氏であり、副委員長はヴェサ・レ

ヒコイネン(Vesa Lehikoinen)氏及びメルヴィ・ヴァイサネン(Mervi Väisänen)氏である。監督委員会の任務

は、執行取締役会及び頭取によって運営されるOP協同組合のコーポレート・ガバナンスを監督し、OP協同組

合の業務が協同組合法を遵守し、OPフィナンシャル・グループにとって最善の利益になるよう、専門的かつ

慎重な方法で運営されていることを確保することである。フィンランドの会員協同組合銀行は、会員協同組

合銀行の地域的な共同体である16の連合体に分かれている。各連合体は、各々の地域から、OP協同組合の監

督委員会のための候補者を選任する。

監督委員会は、OPフィナンシャル・グループの戦略、その他の共同目的及び運営方針を確認する。監督委

員会は、頭取である代表取締役会長、その他の執行取締役及び監査部門の責任者を選任及び解任する。監督

委員会はまた、OP協同組合規則によって規定されたその他の任務も行う。

 

執行取締役会

執行取締役及び代理執行取締役は、個々に指定された責任分野及び組織的な事業体について、運営責任を

有する。

執行取締役会は、OP協同組合内において、経営権限を有する。執行取締役は、監督委員会によって選任さ

れ、さらなる通知があるまでは職務を遂行するものとする。

執行取締役会の会長は、頭取である代表取締役会長が務める。執行取締役会の副会長は、代表取締役副会

長が務める。監督委員会の決定に従い、執行取締役会には、この他に、4名から8名のその他の執行取締役及

び最大4名の代理執行取締役が含まれる。本書提出日現在、執行取締役会は、代表取締役会長、代表取締役副

会長、8名の執行取締役及び1名の代理執行取締役によって構成されていた。

本書提出日現在、執行取締役会は、以下のメンバーにより構成されている。

 

氏名 役職

レイホ・カーリネン(Karhinen Reijo) 代表取締役会長兼最高経営責任者、会長

トニー・ヴェプサライネン(Vepsäläinen Tony) 営業部門

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント、

副会長

カリナ・ゲベル‐テイル(Geber-Teir Carina) 最高コミュニケーション責任者

ヤリ・ヒマネン(Himanen Jari) グループ運営部門

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

オリ・レフティラ(Lehtilä Olli) 損害保険部門

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

ハリー・ルフタラ(Luhtala Harri) 最高財務責任者
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ハリー・ヌメラ(Nummela Harri) ウェルス・マネジメント部門

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

エリック・パルメン(Palmén Erik) 最高リスク管理責任者

ヨウコ・ポローネン(Pölönen Jouko) バンキング部門

エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

テイヤ・サラヤルヴィ(Sarajärvi Teija) 最高人事責任者

 

マルック・コポネン(Markku Koponen)は、最高法務責任者兼執行取締役会秘書役及び副法務責任者を務め

る。

執行取締役及び代理執行取締役の事業所住所は、フィンランド共和国 ヘルシンキ市 FI-00510 ヴァークサ

インティ 4、OP協同組合である。

 

頭取

頭取の職務は、執行取締役会によって定められたガイドライン及び規則に従って、OP協同組合の日々の業

務を運営することである。2014年12月31日現在、OP協同組合の頭取はレイホ・カーリネン氏であり、事業所

住所は、フィンランド共和国 ヘルシンキ市 FI-00510 ヴァークサインティ 4、OP協同組合である。

 

利益相反

OPフィナンシャル・グループの管理部門及び運営部門の構成員の、OPフィナンシャル・グループに対する

職務と、個人の利益及び／又はその他の職務との間に、利益相反は存在しない。

 

監査役

直近2事業期間の監査役は、フィンランド共和国 ヘルシンキFI-00101 トゥーロンラーデンカトゥ 3Aに所

在するケーピーエムジーオーウーアーベーであった。

 

リスク負担能力及び自己資本

OPフィナンシャル・グループにおけるリスク管理の主要な目標は、ポヨラ・グループに所属するすべての

事業体のリスク負担能力を確保すること及びすべての事業体が、個々の事業体又はグループ全体の収益性、

自己資本若しくは事業の継続性を危うくし得る過度のリスクを負わないよう保証することである。

OPフィナンシャル・グループ内におけるリスク管理の目的は、ポヨラ・グループの戦略の遂行に影響する

脅威と好機とを峻別することである。

OP協同組合は、OPフィナンシャル・グループのグループレベルでの自己資本管理並びにあらゆる関連シス

テムの適正性及び妥当性の確保に対する責任を負っている。OPフィナンシャル・グループの各機関は、各自

のリスク管理及び自己資本管理に対する責任を負っている。増加した規制要件並びに顧客、格付機関及び資

金調達市場に対するOPフィナンシャル・グループの競争力維持の必要性を考慮し、OPフィナンシャル・グ

ループは、CET1の目標値を18％に設定した。当該目標値は2016年までに達成される予定である。金融コング
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ロマリットとして、OPフィナンシャル・グループは、金融・保険コングロマリットの監督に関する法律(Laki

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta, 30.7.2004/699)の規定に従い、資本基盤の最低資本基盤

に対する比率によってOPフィナンシャル・グループのリスク負担能力を測定する。2014年12月31日における

資本基盤の最低資本基盤に対する比率は、2013年12月31日における1.90と比較して、1.89であった。OPフィ

ナンシャル・グループの2014年12月31日における自己資本は、法定下限額を上回る2,984百万ユーロ(2013年

12月31日は3,359百万ユーロ)であった。強力なリスク負担能力は、予期せぬ損失に対するバッファーとして

作用し、事業発展のための基盤を築く。

OPフィナンシャル・グループに関して、1)信用機関法及びCRD Ⅳ規則に基づく自己資本、並びに2)金融・

保険コングロマリットの監督に関する法律に基づく自己資本の2つの自己資本比率が計算される。

信用機関法に基づく自己資本に関して、OPフィナンシャル・グループの運営は、2010年7月1日施行の連合

法に基づいている。連合法の定める連帯責任及び保証条件に関する規制のため、協同組合銀行の連合組織に

は、信用機関法及びCRD Ⅳ規則の自己資本規制に従って算出される最低資本額が設定されている。預金受入

銀行の連合組織は、その中核機関(OP協同組合)、当該中核機関の会員信用機関及びその連結グループに属す

る会社から成る。OPフィナンシャル・グループの保険会社は協同組合銀行の連合組織に属さないが、それら

に対して行われる投資が、信用機関の自己資本規制に従って算出される自己資本に重要な影響を与える。か

かる自己資本値は、協同組合銀行の連合組織における自己資本と言われている。自己資本比率の法定下限値

は8％であり、Tier 1比率の法定下限値は6％であり、CET1比率は4.5％である。自己資本維持バッファーが

2.5％であることから、CET1要件は7％に増加する。

また、OPフィナンシャル・グループは、金融・保険コングロマリットの監督に関する法律の規定する金

融・保険コングロマリットでもある。コングロマリットは、自己資本規制に関する諸規定の統制を受ける。

 

信用機関法に基づく自己資本

協同組合銀行の連合組織における自己資本

資本構成及び自己資本

OPフィナンシャル・グループは2014年1月1日に施行されたCRD Ⅳ規則に基づき、2014年12月31日の資本基

盤及び自己資本を表示している。比較となる2013年の数値は、2013年12月31日に施行されたCRD Ⅲに基づき

表示されている。さらに、CRD Ⅳ規則に基づいた場合の1年前の推定値が、「CRD Ⅳ規則 2014年1月1日」の

縦列に表示されている。

 

(単位：百万ユーロ)

CRD Ⅳ規則

2014年

12月31日

CRD Ⅳ規則

2014年

1月1日

増減

(％)

CRD Ⅲ

2013年

12月31日

　OPフィナンシャル・グループ株式資本 7,213 7,724 -7 7,724

　OPフィナンシャル・グループ株主資本にお

ける保険会社の影響の消去 -40 -212 -81 -212

　　公正価値評価差額準備金、キャッシュ・

フロー・ヘッジ -80 -27  -27

　経過規定が適用される補完的協同組合資本 192 494  603

CET1資本(控除前) 7,285 7,979 -9 8,088

無形資産 -450 -424 6 -424

　年金負債の超過積立、評価調整、間接保有

及び損失に係る繰延税金資産 -1 -66 -99 -96

　約定配当 -22 -99 -78 -99

　　経過規定に基づく未実現利益 -90 -110 -18 -57

　　保険会社及び金融機関への投資 - -  -1,154
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　　減損 － 予想損失の不足額 -339 -384 -12 -179

　　その他追加Tier 1(AT1)不足額 - -  -177

CET1資本
*

6,384 6,896 -7 5,902

　その他のTier 1資本に含まれる債券     

　経過規定が適用される劣後債 161 161  202

Tier 2資本不足額 - -  -378

CET1への再分類額 - -  177

その他追加Tier 1資本(AT1) 161 161  0

Tier 1資本(T1) 6,544 7,057 -7 5,902

     

社債 708 670 6 670

OVY
**
の平準化引当金 35 228 -85 228

　経過規定に基づく未実現利益 29 57 -50 57

　保険会社及び金融機関への投資 - -  -1,154

　減損 － 予想損失の不足額 - -  -179

　AT1への再分類額 - -  378

Tier 2資本(T2) 772 955 -19 0

資本基盤合計 7,316 8,012 -9 5,902

     

リスク加重資産     

クレジット・リスク及びカウンターパー

ティ・リスク 37,693 36,489 3 30,175

　　中央政府及び中央銀行エクスポージャー 30 86 -65 86

　　信用機関エクスポージャー 1,275 1,379 -8 1,118

　　コーポレート・エクスポージャー 21,173 19,650 8 20,450

　　リテール・エクスポージャー 5,234 5,404 -3 5,404

　　株式投資
***

7,663 7,976 -4 1,511

　　その他
****

2,318 1,995 16 1,607

市場リスク 1,377 909 51 909

オペレーショナル・リスク 3,182 3,007 6 3,007

バーゼルⅠフロア - -  7,247

合計 42,252 40,405 5 41,339

     

比率(単位：％)

2014年

12月31日

2014年

1月1日

増減

(パーセント・

ポイント)

2013年

12月31日

　　CET1資本比率 15.1 17.1 2.0 14.3

　　Tier 1比率 15.5 17.5 2.0 14.3

　　自己資本比率 17.3 19.8 2.5 14.3

     

バーゼルⅠフロア(単位：百万ユーロ)     

資本基盤 7,316 8,012   

　バーゼルⅠ資本要件フロア 3,642 3,281   

　バーゼルⅠフロアに対する資本バッファー 3,674 4,731   

*
)
  

CRD Ⅲに基づくCET1の横列の数値は、EBAが定義する「コアTier」を表す。

**
)
 
「OVY」とは、「OPバンク・グループ相互保険会社」を意味する。

***
)
 
株式投資のリスク加重は、OPフィナンシャル・グループにおける保険会社持分6.4十億ユーロを含む。フィンランド

金融監督庁(以下「FFSA」という。)の許可に基づき、OPフィナンシャル・グループは、PD/LGD手法に従い、保険会

社持分をリスク加重資産として取り扱う。かかる許可は2014年1月1日から2014年12月31日まで有効であった。許可

の延長申請はECBにより処理されている最中である。

****
)その他のエクスポージャー273百万ユーロは、CET1資本から控除される代わりに、250％のリスク加重で処理される

繰延税金資産を表す。
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OPフィナンシャル・グループは、補完的協同組合資本及び劣後債への古い資本性商品に関して、経過規定

を適用した。2012年12月31日時点で未払いとなっていた金額の合計80％が資本基盤に含まれている。

未実現評価損はCET1資本に含まれる。未実現評価益は、FFSAが発表した声明に従いTier 2資本に含まれ

る。

CRD Ⅳ規則において、バーゼルⅠフロアはリスク加重資産に適用されず、最低資本金となる。上記の表

は、バーゼルⅠフロアを超える資本資源を表示している。

2014年12月31日、CRD Ⅳに基づくOPフィナンシャル・グループのCET1比率は15.1％、資本比率合計は

17.3％であった。

 

金融・保険コングロマリットの監督に関する法律に基づく自己資本

 

(単位：百万ユーロ)

2014年

12月31日

2014年

1月1日

増減

(％)

2013年

12月31日

OPフィナンシャル・グループ株式資本 7,213 7,724 -7 7,724

協同組合資本、ハイブリッド債、永久債券及び

社債 1,072 1,335 -20 1,488

資本基盤から控除されたその他のセクター特定

項目 -72 -82 -12 -5

のれん及び無形資産 -1,286 -1,308 -2 -1,308

平準化引当金 -179 -205 -13 -205

決議配当 -22 -99 -78 -99

資本基盤から控除されたIFRS項目
*

-79 -90 -12 -135

減損 － 予想損失の不足額 -313 -358 -13 -358

コングロマリット資本基盤合計 6,334 6,918 -8 7,104

信用機関法定資本要件
**

2,864 2,717 5 3,307

保険事業運営のための法定資本要件
***

485 437 11 437

コングロマリット最低資本基盤合計 3,350 3,154 6 3,744

コングロマリット自己資本 2,984 3,764 -21 3,359

コングロマリット自己資本比率 (資本基盤／最

低資本基盤) 1.89 2.19  1.90

*
)
  

年金負債の超過積立、投資不動産の公正価値測定、公正価値評価差額準備金のキャッシュ・フロー・ヘッジ部分

**
)
 
リスク加重資産×8％

***
)
 
最低ソルベンシー・マージン

 

金融・保険コングロマリットの監督に関する法律によるOPフィナンシャル・グループの自己資本は、連結

手法を用いて計算される。かかる手法においては、銀行・保険業に係る規制の下では、資本資源には含まれ

るが株主資本には含まれない資産が、コングロマリットの貸借対照表における株主資本に加えられる。当該

コングロマリットに属する他の事業体の損失補填に利用できない項目は、資本資源に含めることができな

い。
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金融・保険コングロマリットの最低資本基盤は、信用機関の連結最低自己資本及び保険会社の最低共同運

転資本から成る。

保険会社の平準化引当金は、金融・保険コングロマリットの資本資源には含まれない。当該平準化引当金

は、数年間にわたる多大な損失を抱えたような場合、保険会社のバッファーとして機能し、したがって、金

融サービス・グループにとっては損失に対する事実上のバッファーの一部となっている。

 

５【従業員の状況】

従業員及び報酬

2014年12月31日現在、当グループは、2013年12月31日より117人減少の2,503人の社員を擁していた。

2014年12月現在、従業員の平均給与は、1ヶ月当たり4,254
*
ユーロである。ポヨラ・グループの従業員の平

均年齢は41.7
*
歳であり、継続雇用の平均年数は11.6

*
年である。

2014年12月31日現在、ポヨラ・グループの従業員のうち合計616人(2013年12月31日は634人)がバンキング

部門、1,766人(2013年12月31日は1,872人)が損害保険部門、88人(2013年12月31日は88人)がアセットマネジ

メント部門及び33人(2013年12月31日は26人)がグループ業務部門で勤務し、また合計462人(2013年12月31日

は402人)の従業員が海外で勤務していた。

OPフィナンシャル・グループ及び当行の変額報酬の制度は、当行独自の短期インセンティブ及びOPフィナ

ンシャル・グループ全体の長期インセンティブからなる。

*
)数値にシーサム・インシュアランス・エーエスは含まれない。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

２【生産、受注及び販売の状況】

「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

３【対処すべき課題】

「４　事業等のリスク－ポヨラ・グループの業務に関するリスク－戦略リスク」を参照のこと。
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４【事業等のリスク】

本社債への投資には一定のリスクが伴う。下記のリスク要因は、当行の考える本社債への投資に伴う主要な

リスクである。当行は、以下のリスク要因が、本社債における義務を履行する当行の能力に影響を与える可

能性があると考えている。これらのリスクのいずれかが現実化した場合、本社債の価格は下落することがあ

り、投資家はその投資金額の全部又は一部を失う可能性がある。「４ 事業等のリスク」において言及される

すべての将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在の評価に基づくものである。本社債への投資を予定

する投資家は、以下の事項を慎重に検討すべきである。

 

ポヨラ・グループの業務に関するリスク

ポヨラ・グループの予定される組織再編に関するリスク

本書の日付現在、当行はOP協同組合の完全子会社である。ポヨラ・グループは、組織再編の可能性につき

検討中であり、これにより、例えば、損害保険部門及びアセットマネジメント部門は、ポヨラ・グループか

ら移管され、OP協同組合の直接所有となる可能性がある。その他に検討中の選択肢は、 (現在は当行の一部

となっている)ポヨラ・グループの中核銀行業務を、独立したOP協同組合の完全子会社として切り離すことで

ある。本社債の要項は、当行が、上記の提案に沿って認められた様々な組織再編を実施することを許容して

いる(「OPフィナンシャル・グループ及びOP協同組合に関する情報」を参照のこと。)。

今後起こりうる組織再編はシナジー効果を生み出すものと予測されている。このシナジーの大部分は、OP

協同組合(連結)のレベルで生み出されるものと見込まれている。上記にかかわらず、上記の組織再編案のう

ちすべて若しくは一部又はその代替案が実行された場合、ポヨラ・グループ又は当行の事業及びその財政状

態は、その影響を受ける可能性がある。例えば、アセットマネジメント部門及び損害保険部門の譲渡によ

り、ポヨラ・グループの利益及びバランスシートは縮小する。その他の組織再編案は、当行の事業により生

み出される収益合計を、現状から減少させる可能性がある。かかる組織再編は、完了した場合、ポヨラ・グ

ループ又は当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

組織再編の方法にかかわらず、当行の現在のすべての業務は、引き続きOP協同組合により直接的に又は間

接的に100％保有されることが企図されている。OPフィナンシャル・グループのすべての銀行業務は、継続し

て連帯債務スキームの適用を受けている（「OPフィナンシャル・グループ及びOP協同組合に関する情報」を

参照のこと。）。上記にかからわず、組織再編が成功するという保証はなく、当行の事業、業績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

事業状況及び一般経済

当行の業務の収益性は、複数の要因からの影響を受けるが、その最も重要なものはフィンランド又は世界

における一般的な経済情勢、金利及び株価のボラティリティ、為替相場の変動並びに競争状況である。財政

及び一般物価、所得並びに雇用水準の変動、並びに企業の投資意欲の変動、家計の貯蓄水準及び保険金請求

の変動等の要因は、当行の事業の取引高及び実績並びに当行の財政状態に影響を及ぼす可能性がある。フィ

ンランド又は世界における景気の悪化は、当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

クレジット・リスクの再評価に加えて、世界の信用市場における不確実性及び混乱並びにユーロ圏におけ

る経済危機により、過去数年間の金融市場はさらに困難な状況となった。これらの状況により、一部の市場

は歴史的なボラティリティ、流動性の減少、信用スプレッドの拡大及び価格の透明性の欠如に見舞われてい

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

 37/591



る。さらにこれらの状況は、とりわけ米国及びヨーロッパにおける数々の金融機関の破綻並びに世界中の政

府当局及び中央銀行による前例のない措置を招いた。世界の経済危機、ユーロ圏の継続的な経済問題及びこ

れらの問題に取り組むために実施された実質的な救済措置の結果、経済の見通しには依然として公的債務危

機による影が落とされ、金融市場における不確実性として反映された。

グローバルな金融市場の流動性、株価の水準及びボラティリティ、為替相場、商品価格及び金利、インフ

レ並びに信用枠及び信用コスト等の要因は、当行の顧客の活動レベルに重大な影響を及ぼす可能性がある。

金利の上昇により、数多くの顧客が債務を履行できなくなるリスクが高まるため、当行の貸借対照表上及び

オフバランスシート上の資産価値に悪影響を及ぼす可能性がある。またボラティリティの上昇により、当行

の取引ポートフォリオが損失を被る可能性もある。継続的な金融不安及び経済変動の可能性は、当行が顧客

向けに実施する取引の取引高の減少を招く可能性があり、これは報酬・手数料等からの収益の減少へとつな

がる可能性がある。例えば、国内外の金利水準の上昇又は証券市場の低迷は、運用資産の流れ及び当行が運

用資産から得る手数料に影響を及ぼす可能性がある。

この状況がいつまで継続するのか又はこの状況が悪化するのか否か、また当行の事業、業績及び財政状態

がどのように悪影響を受けるかを予測することは困難である。この状況は、当行の顧客が支払義務を履行で

きなくなるにつれ、信用損失を増加させるおそれがある。

当行の経営陣の意見によれば、経済の見通し及び経営環境において、未だ大きな不確実性が存在する。当

行の主要なリスクは、近い将来において、信用スプレッド、金利、株価、株価のボラティリティ、債権の減

損及び資金調達費用の変動並びに一般的な経営環境に関連している。当行の経営陣は、投資資産を慎重に選

択し、リスクを分散させ、当行の人材の専門技術を向上させ、かつリスク管理を効果的に実施することによ

り、投資及び取引における潜在的なマイナスの影響を軽減できる可能性がある。それにもかかわらず、一般

的な経営環境における変化は、概して当行の経営陣が管理できる範囲を超えている。市場が十分な回復を見

せず又は景気がさらに悪化及び深刻化した場合は、当行の事業、業績又は財政状態に重大な悪影響を及ぼす

可能性がある。

 

クレジット・リスク

銀行にとって最も重要なリスクは、クレジット・リスクである。当行の貸付金ポートフォリオの潜在的な

評価減を予測することは困難であり、一般的な経済情勢、顧客及び取引先の信用格付の変動、顧客による信

用管理又は顧客の貸付金の返済能力の変更、担保ポジションの実現価値、産業内における構造的及び技術的

な変革を含む多くの要因並びに法律上及びその他の規制要件等のその他の外部要因に依拠している。

クレジット・リスク管理の目的は、特定のクレジット・リスクの価格を顧客に対して設定し、かかる価格

を信用利鞘に含め、かつ担保を設定し、財務上の制限を設けることにより信用利鞘を最小限に抑えることで

ある。しかしながら、クレジット・リスクの見積り及びその価格設定並びに担保の実現価値及び実現時期は

不確定であるため、評価減が生じた場合には、当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

る。見積損失が将来における実際の損失を反映するという保証はない。かかる見積りが不正確又は不適切で

あると判明した場合には、当行の事業、業績及び財政状態は悪影響を受ける可能性がある。

2013年12月31日から2014年12月31日までの間における当行の貸付金ポートフォリオの成長率は、5％であっ

た。国内総生産、輸出及び資本支出の成長率に関する不確実性は依然として存在し、企業の支払不履行、倒

産、利鞘の変動及び失業率に影響を与える可能性がある。また当行の貸付金ポートフォリオの成長率は、そ

の他の要因の中でもとりわけ、当行が信用度基準を満たす顧客向けに貸出高を増やすことができない場合又
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は政府債務等の要因からの影響を受ける債券発行市場の不安定な相場に起因して資金調達へのアクセスが減

少した場合に制約を受ける。

利息収入の発生にかかわらず、当行の貸付金ポートフォリオの成長によりマイナスの影響が生じる可能性

もある。現在の市場環境における貸付金ポートフォリオの成長は、当行の顧客による債務不履行の可能性が

ある場合、後に債権の減損を生じさせる結果となる可能性がある。当行が貸付金ポートフォリオの利鞘と同

時に高い信用度を維持できない場合には、当行は資金調達費用の増加を相殺するのに十分な利息収入を生み

出すことができないか又は信用損失を被る可能性があり、当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を

及ぼす可能性がある。当行は、貸付先が契約上の条件に従って貸付金を返済しないリスク及びかかる貸付金

の支払いを保証する担保が不十分であるリスクにさらされている。このため、当行は大幅な信用損失を被る

可能性があり、利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

当行は、その貸付金ポートフォリオ及びクレジット・リスクについて定期的な検証及び分析を行ってい

る。貸付金ポートフォリオ及び保証ポートフォリオに関連する減損費用の減少及び低水準の不良債権にもか

かわらず、当行の法人顧客の一部は、依然として厳しい経営環境に直面している。当行のリスク・エクス

ポージャーに関連する最大の懸念点は、未だ貸付金ポートフォリオにおける将来の減損費用に関連してい

る。現在の市場状況の重大性及び継続期間が不確実なことから、将来における債権の減損の規模を予測する

ことは困難である。しかしながら、現在の市場状況においては、当行は数々の延滞債権に直面する可能性が

ある。信用損失及び延滞債権の水準が予想よりも高い場合には、当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪

影響を及ぼす可能性がある。

 

クレジット・リスクの集中

当行の法人顧客向けの信用、保証及びその他のエクスポージャーの大部分は、フィンランドの法人顧客に

関連する債務で構成されている。また当行のエクスポージャーの合計には、比較的大口の顧客固有のクレ

ジット・リスクの集中も含んでいる。大口顧客のエクスポージャーには、その直接的なエクスポージャーが

ポヨラ・グループの資本基盤の10％を超える法人顧客及び非営利顧客が含まれる。大口顧客のエクスポー

ジャーの計算に用いるポヨラ・グループの資本基盤は、2014年12月31日には合計3.6十億ユーロ(2013年12月

31日は2.1十億ユーロ)となった。2014年末現在、大口顧客エクスポージャーは、合計0.4十億ユーロとなっ

た。

2014年12月31日現在、法人及び住宅協会に対するエクスポージャーの観点から測った場合に最も重要な業

界は、11.0％(2013年12月31日は7.5％)を占めるエネルギー、10.7％(2013年12月31日は10.2％)を占める卸

売・小売業及び9.9％(2013年12月31日も9.9％)を占める住宅用不動産の賃貸運用業を含む。住宅用不動産の

賃貸運用業におけるエクスポージャーのうち合計45％が、フィンランドの一般政府により保証されていた。

しかしながら、当行の事業、業績及び財政状態は、産業固有の集中よりも、フィンランドの地理的なリスク

集中による悪影響をより強く受ける可能性がある。当行の信用損失引当金及び信用損失の水準は、フィンラ

ンドの経済状況が予想よりも回復しなかった場合又は大口の貸付先が債務不履行に陥った場合に増加する可

能性がある。かかる事由が実現した場合には、当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。

また当行は、フィンランドにおけるいくつかの産業に関連し、産業目的の買い手及び財務目的の買い手(プ

ライベート・エクイティ投資家を含む。)向けの買収融資に参入した。当行はいくつかの案件では主要な貸し

手であったが、他方、融資総額のうちの少額の割合を占める買収融資に数多く参加した。この場合、とりわ

け貸し手の利益保護に関する行為及び組織再編の可能性に関する貸し手の共同意思決定に対する当行の影響
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力は、通常限定的である。例えば、財務目的の買い手(プライベート・エクイティ投資家を含む。)により買

収された企業又は当行が融資を行ったその他の企業が債務を履行できなかった場合には、当行の事業、業績

及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。

 

金銭、外国為替及び資本市場における価格変動

当行が直面する最も重大な市場リスクは、金利、外国為替、信用スプレッド、株価及びボラティリティに

伴うリスクである。金利水準、イールド・カーブ及び信用スプレッドの変動は、当行の事業、業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性がある。為替相場の変動は、外国通貨建の資産及び負債の価値並びに当行の利益

に影響を及ぼし、外国為替取引からの収益に影響を及ぼす可能性がある。金融市場の価格変動は、当行の投

資ポートフォリオ及び取引ポートフォリオの価値、流動性準備金並びに運用資産から生じる収益に変動をも

たらす可能性がある。当行は、取締役会が定めた市場リスク管理の原則及び方針に準拠している。リスク管

理の原則及び方針は、ポヨラ・グループがそのリスク負担能力を超える市場リスクにさらされないことの確

保を目的とする。しかしながら、経済状況及び／又は市場状況の変化並びにかかる変化が当行の事業、業績

及び財政状態に与え得る影響を正確に予測することは困難である。金融市場が予測に反した動きを示した場

合及び／又は作成された見積り及び予測が不正確又は不適切であると判明した場合には、当行の事業、業績

及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

市場価格の変動に加えて、仕組商品市場、非公開株式市場又は不動産市場等の特定の市場における非流動

性又は一般的な金融市場における流動性の減少は、当行に影響を及ぼす可能性がある。当行は、特定の資産

を売却できないか又は特定の資産を割引価格で売却することを求められる可能性があり、その場合、当行の

事業、業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。

不安定な経済状況及び市場状況に伴う市場リスクが、上記のとおり当行の事業、業績及び財政状態に悪影

響を及ぼさないという保証はない。

 

システミック・リスク

国内外の銀行又はその他の金融機関における支払いの不履行、銀行取付騒動及びその他の財政難は、国内

及び世界の金融システム及び資本市場の相互関連性により、金融事業を行うその他の企業において流動性の

問題、損失及び支払いその他の困難な問題の一連を引き起こす可能性がある。1つの金融機関が困難な問題を

経験した場合、例えば貸出、取引、決済及びその他の金融機関間の関連性を通じて、その他の機関への波及

効果が生じる可能性がある。かかるリスクは「システミック・リスク」と呼ばれ、当行が日常的に業務を行

う市場に重大なマイナス影響を及ぼす可能性があり、これにより当行の事業、業績及び財政状態は悪影響を

受ける可能性がある。

 

流動性リスク及び資金調達の実現可能性

OPフィナンシャル・グループの中核銀行としての当行は、OPフィナンシャル・グループ全体の流動性並び

に金融市場及び資本市場からの資金調達について責任を負う。流動性リスクとは、当行がその支払義務を履

行できなくなるリスク、返済期限の到来した貸付金の借換えができなくなるリスク及び債権者としての債務

を履行できなくなるリスクを意味する。かかるリスクは、市場状況が大幅に悪化し、当行が適切な流動性を

維持できなくなった場合に実現する。さらに当行の信用格付の大幅な格下げは、当行による資金調達の実現
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可能性及びその価格に悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、当行の業績及び財政状態を弱体化させる可

能性がある。

 

競争

当行が事業を行う市場の中でも、金融サービス市場は、激しい競争が続いている市場である。革新的な競

争は、定評のある参加者及び絶え間なく参入する新規の市場参加者の両方によって成り立つ。当行のすべて

の事業部門において、市場の高い競争率は今後も継続すると予想されており、これにより当行の事業、業績

及び財政状態は悪影響を受ける可能性がある。

 

自己資本

当行の銀行業免許はとりわけ、適用ある規制(信用機関法、連合法及びCRD Ⅳ規則)に従って自己資本規制

を満たすことに依拠している。これらの規制及び規則に基づき、2014年11月4日以降、ECBがFFSAから監督責

任を継承したことを受け、信用機関である当行は、ECBにより監督されている。当行の資本構造及び自己資本

比率は、当行の信用格付並びに資金調達業務の実現可能性及び費用に影響を及ぼす可能性がある。さらに、

十分に充実した資本基盤がない場合には、当行の成長及び戦略的な選択肢が制約を受ける可能性がある。不

測の大幅な損失により、当行が望む資本構造を維持できなくなる状況が生じる可能性がある。

自己資本の算出は、リスク加重資産に対する当行の自己資本比率を表している。資本ポジションは、例え

ば、税引後利益、配当金の分配、のれん、公正価値評価差額準備金の変動及び保険会社への投資並びに減損

額と予想債権の減損額の差異による影響を受ける。リスク加重資産は、例えば、貸出額、貸付金並びにその

他の債権及び資産のリスク格付並びに市場リスク及びオペレーショナル・リスクによる影響を受ける。また

現在の市場環境において、当行の顧客の信用度を低下させる重大なリスクが存在し、これは現在の規制に基

づくリスク加重項目を増加させる。さらに当行の自己資本は、将来における追加資本の利用可能性に関連し

ている。また当行の損害保険会社は、損害保険会社向けに設定された自己資本規制を満たさなければならな

い。損害保険会社がこれらの自己資本規制を満たすことができなかった場合には、当行は保険会社に資本を

供給することを求められる可能性があり、又は当行の成長及び戦略的目標の実現に影響を及ぼす可能性があ

る。

株主資本の減少又はリスク加重項目の増加等の自己資本ポジションにおけるマイナスの変化は、当行の資

金調達の実現可能性及びその費用に悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、当行の事業、業績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

デリバティブ・ポジションに関するリスク

当行は、顧客及び当行の自己勘定の両方のために、先渡し、先物及び外国為替の契約及びオプション等の

デリバティブ取引を行うことにより、デリバティブ事業に従事している。2014年12月31日現在、デリバティ

ブの額面総額は253,527百万ユーロ(2013年12月31日は221,803百万ユーロ)であり、その金利デリバティブの

額面価格は220,684百万ユーロ(2013年12月31日は199,378百万ユーロ)であった。デリバティブ資産の公正価

値は6,374百万ユーロ(2013年12月31日は3,494百万ユーロ)であり、デリバティブ負債は6,243百万ユーロ

(2013年12月31日は3,297百万ユーロ)であった。当行のデリバティブ事業は近年成長しており、提供されるデ

リバティブ商品の種類も増えている。デリバティブ契約の価値は、とりわけ、契約の原資産の価値の変動、

価格変動、金利水準及びクレジット・リスクによる利鞘の変動並びに契約の満期日に左右される。デリバ
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ティブ事業に関連するリスクには、原資産又は原証券の公正価値を評価することができないリスク及び市場

状況を理由に当行が有利な条件で又は一切のデリバティブ・ポジションを確立することができないリスクが

含まれる。さらにデリバティブ事業に伴うリスクには、デリバティブのカウンターパーティが契約により生

じる債務を理解していないか若しくはその債務を履行することができないリスク又は当行に対して契約のカ

ウンターパーティが設定した担保が不適切であると判明するリスクが含まれる。デリバティブ事業のオペ

レーショナル・リスクには、とりわけ、不適切なドキュメンテーション及び担保管理に関連する潜在的な手

続上のリスクが含まれる。前述のリスクが実現した場合には、当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪影

響を及ぼす可能性がある。

リスク管理はデリバティブ事業の中核的な役割を担い、当行はデリバティブ事業に関するリスク管理を継

続的に行っている。デリバティブ事業の成長により、リスク管理の需要が高まっている。例えばシステム、

方法及び手続の不備又は人為ミスの可能性があるため、当行のリスク管理が将来において、当行のデリバ

ティブ事業に関するすべてのリスクを完全に管理できる保証はない。リスク管理の継続的な発展にかかわら

ず、当行のリスク管理は、取引高がより多く、より複雑な商品に関するリスクを効率的に管理するのに不十

分である可能性がある。当行のリスク管理が不適切であると判明した場合には、当行の事業、業績及び財政

状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

集中清算を義務付ける欧州市場インフラ規則(EU規則第648/2012号)の発効を見越し、当行は、2013年2月

に、金融機関を相手方とする標準的なOTCデリバティブ取引を含む新たな金利デリバティブ取引に関してロン

ドン・クリアリング・ハウスにおいて集中清算を開始した。

本リスク要因のいずれの記載にもかかわらず、本リスク要因は、当行が英国金融行動監視機構(以下

「FCA」という。)の株式相場表に上場を認可された証券を有する会社又はFCAにより規制された監督対象業者

としての義務を遵守できなくなることを意味するものと理解されてはならない。

 

会員信用機関の連帯責任に関するリスク

連合法の下、OP協同組合及び会員信用機関は、自らの債務につき、連帯して責任を負う。

OP協同組合は、会員信用機関の清算を阻止するために必要な金額を会員信用機関に対して支払う義務を負

う。OP協同組合は、会員信用機関自身の資金から支払うことができない会員信用機関の債務につき責任を負

う。

会員信用機関は、OP協同組合が上記の支援行為として他の会員信用機関に支払った金額の按分額又は債務

者からの支払いを受領していない返済期限の到来した債務の支払いとして、OP協同組合が他の会員信用機関

の債権者に対して支払った金額の按分額を、OP協同組合に対して支払う義務を負う。さらに、OP協同組合の

定款に従い、OP協同組合が破産した際には、協同組合法第14章に記載されているとおり、会員信用機関はOP

協同組合の債務を支払う無限責任を負う。このことは、当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及

ぼす可能性がある。

会員信用機関の債務のうち、OP協同組合が1つの会員信用機関に代わって債権者に支払った金額は、会員信

用機関の直近の確定貸借対照表の合計に比例して会員信用機関の間で按分される。

会員信用機関間の連帯責任にかかわらず、本社債の返済を保証債務として直接的に保証するものではな

い。本社債に関する支払義務は、当行のみの義務であり、OP協同組合が保証するものではない。
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戦略リスク

戦略リスクは、誤った事業戦略の結果として被った損失に関連する。OPフィナンシャル・グループの業務

における最優先展開政策に関連する戦略リスクは、将来における顧客の需要の分析及び予測、異なる事業ラ

イン及び市場分野の傾向並びに競争状況に基づく継続的な計画を通じて、減少した。

2012年10月、当行の取締役会は、ポヨラ・グループの最新戦略を採用した。最新戦略において強調されて

いるのは、顧客経験価値の改善、資本収益率を向上させるためのより的を絞った成長の模索、OPフィナン

シャル・グループの競争上の優位性及び強みのより効率的な活用、効率性の向上並びに自己資本比率の増加

である。バンキング部門は、資本効率の高い事業及び商品の成長に注力することにより、顧客との関係を深

めることに専念する予定である。損害保険部門は、成果を上げたクロス・セリングを継続し、効率性の向上

を目指す。アセットマネジメント部門内の主要な目標は、OPミューチュアル・ファンドの投資運用益を競争

力のある水準まで引き上げること及びOPフィナンシャル・グループの統合を強化することである。当行が将

来において、商品及びサービスのクロス・セリングを成功させることができる保証はない。

当行が戦略を成功裏に遂行することができなかった場合には、当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪

影響を及ぼす可能性がある。また競争が激化し、顧客の国際展開が進むにつれ、当行の戦略は、競争力不足

であるか又は将来の顧客の要求を満たすのに不十分である可能性がある。当行がこれらの要求を満たす戦略

を採用できなかった場合には、当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

買収に関するリスク

当行は随時、戦略的な買収及びパートナーシップを検討することがある。当行が買収及び戦略的なパート

ナーシップに関する計画を成功裏に遂行する保証はなく、また買収及びその遂行が期待どおりに実現する保

証もない。当行は、潜在的な買収及びパートナーシップの事業、収益性及びその他の事項に関する評価を、

不正確かつ不完全な情報及び仮定を基準に行わなければならず、その情報及び仮定は誤りであったと判明す

る可能性がある。

当行は、統合及びその相乗効果に関する期待が実現すると保証することはできない。

 

バルト諸国の営業領域に関するリスク

ポヨラ・グループは、シーサム・インシュアランス・エー・エスの子会社を通じて、エストニア、ラトビ

ア及びリトアニアにおいて損害保険事業を行っている。当行は、バルト諸国全土の支店を通じて法人顧客向

けサービスを提供している。バルト諸国における法人顧客向けサービスには決済、流動性管理及び運転資

本、リース及び投資資金融資が含まれる。2014年12月31日現在、バルト諸国における銀行事業の規模は、当

行のバンキング・エクスポージャー合計の約4.3％と、未だに非常に小さい。

ポヨラ・グループは、フィンランドにおいて銀行事業及び損害保険事業の豊富な経験を有しているが、バ

ルト諸国におけるこれらの分野は、フィンランドの市場のものと大幅に異なり、異なる経営環境、法律、行

政、労働規制及び税制に関連する追加的なリスクを伴う。新興成長市場及び世界のその他の地域と同様に、

バルト諸国の経済状況は現在不安定な状況にあり、厳しい事業環境をもたらしている。当行は、自らによる

研究及び市場調査の委託を通じて、バルト諸国の銀行市場の調査に努めているが、バルト諸国における事業

の業績が当行の期待に応えるものとなる保証はない。

バルト諸国における事業の失敗は、当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
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当行に関するクレジット・リスク

本社債の保有者は、当行に対するクレジット・リスクを負う。保有者が本社債に係る支払いを受領できる

か否かは、当行の支払義務の履行能力に依拠し、当行の支払義務の履行能力は当行の事業の発展に依拠す

る。

 

規制の遵守

当行は、高度に規制された業界において業務を行っており、その業務はとりわけフィンランド、バルト諸

国及び欧州連合における規制を含む広範な監督制度及び規制制度に服している。当行は、とりわけ最低自己

資本金及び自己資本、財務情報及び財政状態に関する報告、負債及び配当金の支払いに関する規制、並びに

連合に関する規制において定められる要件を満たさなければならない。さらに当行による一部の決定には、

関係当局による事前の承認又は通知が必要となる可能性がある。

1つ又は複数の監督当局により、適用ある規制が適用されるか又は実施される可能性がある。当局は、適用

ある規制に従い、1つ又は複数の規制に関連する当行の業務に対する質問を行う場合がある。当行が規制に違

反するか又は規制への遵守を怠っていることが認められた場合、かかる違反は、罰金、公的処分及び当行の

評判の低下、強制的な業務停止又は極端な場合には営業許可の見直し若しくは撤回をもたらすその他の結果

へとつながる可能性がある。また当行は、当行の業務から生じた損害についても責任を負う可能性がある。

金融危機により、銀行の自己資本要件に関する規制の枠組みがさらに厳しくなった。2013年6月27日、EU官

報において、新たな資本要件指令及び規則(CRD Ⅳ指令/CRD Ⅳ規則)が公表された。これらの新たな規則及び

規制は2014年1月1日に施行され、2014年から2019年の間には、EUにおいてバーゼルⅢ基準を施行する予定で

ある。これらの規制の変更は、例えば、銀行の資本基盤の質の改善、自己資本要件の周期的性質の緩和、銀

行の債務削減及び流動性リスクに対する定量的限度枠の設定等を行うことを目的としている。

当行の観点からは、これらの規制における最も重要な個別の変更点は、銀行主導の金融・保険コングロマ

リットにおける保険会社持分の取扱いに関係するものである。2013年11月27日に、当行及びOPフィナンシャ

ル・グループは、FFSAより、コングロマリットにおける保険会社持分をリスク加重資産として取扱うための

許可を受けた。これにより当行は、保険持分に対し、約280％のリスク加重を適用した。かかる許可は2014年

1月1日から2014年12月31日まで有効であった。ECBが信用機関としてのOPフィナンシャル・グループの監督責

任を引き受けたことにより、OPフィナンシャル・グループがさらなる許可を受けるかどうかはECBが決定す

る。許可の延長申請はECBにより処理されている最中である。

国内法令を通じて施行される自己資本バッファーの要件は、自己資本要件に加わる予定であるが、それら

の施行日程は草案の段階にある国内法令により決定される。予定されている流動性規制は、流動性管理費を

増加させることになると考えられる。規制上の変更に向けての準備に際しては、収益性が重要な役割を担う

ことになる。

信用機関である当行はOPフィナンシャル・グループの一員として、2014年11月からECBの監督下に移管され

た。ECBは2014年中に信用機関としてOPフィナンシャル・グループの資産査定(AQR)及びストレス・テストを

実施し、当行もその対象となった。

AQR及びストレス・テストは、欧州の銀行をより透明化し、欧州の銀行が十分な資本を有することを確保す

るために実施されている。合計130の欧州の銀行が、一律の原則を使用し、過密なスケジュールで実施される

新型の査定に参加している。
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総合的な評価の結果は、2014年10月26日に公表された(「OPフィナンシャル・グループ及びOP協同組合に関

する情報」を参照のこと。)。

保険セクターのソルベンシーⅡ規制における変更は、保険会社の資本基盤の質の改善、リスク管理の改

善、リスクに基づく自己資本要件の強化及びヨーロッパにおける保険セクターのソルベンシー要件の統一を

目的としている。これらの規制の一部は現在審議されている段階で、2016年初頭に施行される予定である。

変更が影響を与え得るその他の分野には、とりわけ以下のものが含まれる。

・中央銀行及び規制当局による金融政策、金利政策及びその他の政策

・当行が事業を行う特定の市場への投資家の投資決定に多大な影響を与え得る政府又は規制上の政策の一

般的変更

・デリバティブ市場等における規制要件の変更

・競争及び価格決定の環境における変化

・財務報告の環境における変化

法律、当局の規制及び手続並びにこれらの適用に関する解釈の変更並びに判決は、当行の事業、業績及び

財政状態並びに株価に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

バーゼルⅢ／CRD Ⅳの実施

金融機関の自己資本に適用される規制は、バーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢ措置を実施する

ため、EU全土を通じて変更されている。欧州立法提案パッケージは、総称してCRD Ⅳとして知られる第4の自

己資本要件指令及び新たな自己資本要件規則により構成される。CRD Ⅳ規則は、フィンランドにおいて2014

年1月1日に施行された。CRD Ⅳ指令は、フィンランドにおいて2014年8月15日に施行された新しい信用機関法

を通じて実施された。

CRD Ⅳは、最低自己資本比率の増加、自己資本の定義及びリスク加重資産の計算方法の変更、レバレッ

ジ、流動性及び資金調達に関する新たな措置の導入を含む、銀行に適用される健全性に関する規制制度の重

大な変更を取り入れている。CRD Ⅳは、一定の強化された自己資本要件や、最終的な実施は2018年まで予定

されていないCRD Ⅳレバレッジ比率等の特定のその他の措置に関して移行期間を認めている。最低資本要件

は、移行措置なく2014年1月1日に施行された。信用機関法によると、自己資本維持バッファーは2015年1月1

日から適用され、O-SIIバッファーは2016年1月1日以降適用される。2015年3月16日に、FFSAは周期的自己資

本バッファーを設定しないことを決定した。OPフィナンシャル・グループのO-SIIバッファー・レベルはまだ

設定されていない。

フィンランドに適用されたCRD Ⅳ要件は、EUの立法府により合意されるCRD Ⅳへのさらなる変更、EBAによ

る拘束力のある規制における技術的基準又はECBのこれらの要件の解釈、並びに銀行に対し適用する方法の変

更(CRDⅡ及びⅢに基づいて付与された個別モデルへの承認に関するものを含む。)の結果、変更される可能性

がある。これにより、変更後の要件を満たすため、自己資本の増加、レバレッジ及びリスク加重資産の縮

小、法主体の構造の変更(自己資本の発行及び配分並びにOPフィナンシャル・グループのための資金調達に関

するものを含む。)、OPフィナンシャル・グループの事業構成若しくは既存のその他の事業の変更並びに／又

は当行の資本基盤を強化するためのその他の措置をとる等、さらなる経営陣による対応が必要となる可能性

がある。
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欧州における実質的な破綻状態にある銀行の破綻処理の枠組み及び損失吸収

再生・破綻処理指令

2014年5月6日付で、EU理事会は、金融機関及び投資会社の再生と破綻処理のための枠組みを設定するEU指

令(以下「銀行再生・破綻処理指令」又は「BRRD」という。)を採用した。BRRDは、EU官報において2014年6月

に公表された。BRRDは、EUにおける銀行破綻処理が、金融不安のリスクを削減しかつ納税者の費用負担を最

小限に抑えるような方法でなされることを確保するために必要な措置及び権限について定めている。BRRD

は、調整のための最低基準を定めており、施行される前に各国の法律により採用されなければならない。

BRRDでは、監督官庁に対して付与される権限には、所管の破綻処理当局に対し、破綻に瀕した金融機関の

一定の無担保負債(本社債が含まれ得る。)の元本金額又は利息の全額若しくは一部を減額するための権限、

及び／又は一定の債務(本社債が含まれ得る。)を、OPフィナンシャル・グループの存続主体(もしあれば)の

株式を含む別の有価証券に転換するための権限を付与する法定の「元本削減及び転換権限」並びに「ベイル

イン」権限の導入が含まれる(ただし、これらに限定されない。)ことが予定されている。BRRDにおいて規定

されている措置の大部分(Tier 1資本性商品及びTier 2資本性商品に関連する元本削減及び転換権限を含

む。)は、2015年1月1日より実施するものとされ、またその他の適格負債(Tier 1又はTier 2資本性商品では

ない有価証券等が含まれる。)に係るベイルイン権限は、遅くとも2016年1月1日より適用するものとされてい

る。フィンランドにおけるBRRDの実施に従い、国内当局のベイルイン権限は、とりわけ信用機関及び投資

サ ー ビ ス 会 社 の 危 機 解 決 に 関 す る 法 律 (Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

kriisinratkaisusta 19.12.2014/1194)を含む、2014年12月19日に可決された新たな立法提案パッケージによ

り、2015年1月1日より実施された。

「元本削減及び転換権限」並びに「ベイルイン」権限のほか、BRRDにおいて所管の破綻処理当局に対して

付与される権限には、(ⅰ)該当する金融機関又はその事業のすべて若しくは一部を、株主の同意を要するこ

となく、また、本来適用される手続上の要件を遵守することなく、商業的な取引条件で売却するよう指図す

る権限、(ⅱ)該当する金融機関の事業のすべて若しくは一部を「ブリッジ・バンク」(公的に管理される企

業)に対して譲渡する権限、及び(ⅲ)該当する金融機関の減損資産又は問題のある資産を、長期にわたる運用

を可能にするために資産運用事業体に対して譲渡する権限が含まれる。加えて、BRRDに基づき所管の破綻処

理当局に対して付与することが提案されている広範な権限のうち、BRRDは、該当する金融機関の債務証書若

しくはその他の適格負債の満期日及び／又は利払日を変更する権限、及び／又は支払を一時停止させる権限

を、所管の破綻処理当局に対して付与する見込みである。

BRRDには、「元本削減及び転換」並びに「ベイルイン」権限の適用に関連して株主及び債権者の保護規定

が含まれている。当該規定は、これらの者が通常の倒産処理手続に基づき該当する金融機関が解散した場合

に負担していたであろう額を上回る額の損失を負担しないことを保証することを目的としている。

最終的に施行されるまでは、BRRDがOPフィナンシャル・グループ及び本社債権者に対して及ぼすすべての

影響を評価することは不可能であり、またBRRDが施行された時点で、その施行方法又は所管の破綻処理当局

によるBRRDにおいて現在企図されている措置の実施が、本社債権者の権利、本社債に対する投資の価格若し

くは価値、及び／又は当行が本社債に基づく自らの債務を履行する能力に対して悪影響を及ぼさないという

保証はない。

CRD Ⅳ規則の第518条は、該当する資本性商品が、発行体が実質的な破綻状態に陥った時点で、かつ、その

他の破綻処理措置が講じられる前に損失を全額吸収することを保証するために、CRD Ⅳ規則を元本削減及び

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

 46/591



転換権限を含むものに改正すべきかどうかを、2015年12月31日までに欧州委員会が評価及び報告すべきであ

ると規定している。当該改正の結果、実質的な破綻状態が生じた場合に本社債が損失吸収のために使用され

るというリスクが存在する。

 

単一破綻処理メカニズム

BRRDは、単一破綻処理メカニズム及び単一破綻処理基金の枠組み内での信用機関及び一定の投資会社の破

綻処理に関する統一規則及び統一手続を定め、EU規則第1093/2010号を改正する、直接拘束力のある欧州議会

によるEU規則第806/2014号及び欧州理事会の2014年7月15日付規則(単一破綻処理メカニズムを、以下「SRM」

という。)により補完されている。SRMは、主にユーロ圏を対象範囲とし、SRMの施行後は、BRRDに関するフィ

ンランドにおける実施措置に代わり、再生・破綻処理に関する主要な規約として、当行を含むOPフィナン

シャル・グループに適用されることとなる。SRMは、SRMの対象となる機関に対して破綻処理の権限を有する

単一の欧州破綻処理委員会(以下「破綻処理委員会」という。)を設置し、国内当局の権限に代わる又はこれ

を上回るものとした。破綻処理委員会は、その権限の対象となる事業体(当行を含む。)について破綻処理計

画の策定及び採択を行う。また、同委員会は、元本削減及び転換の権限に基づき、当行が常に満たすべき自

己資本及び適格負債の最低要件について、管轄当局と協議の上、決定する。また、破綻処理委員会は、SRMに

規定される早期介入の権限(機関の破綻処理の準備のために、当該機関に対し、その購入予定者と交渉させる

権限を含む。)を行使する。破綻処理委員会は、SRMに基づき、BRRDにおける国内当局の権限と同様の、特定

の破綻処理権限を行使することができる。破綻処理委員会が利用できる破綻処理ツールには、SRMに定めると

おり、事業売却ツール、ブリッジ機関ツール、資産分離ツール及びベイルイン・ツールがある。これらの

ツールの1つ以上が、破綻処理委員会が採択する破綻処理スキームにおいて導入される。

SRMに基づき、ベイルイン・ツールは、機関の資本の再構成に適用することができ、これにより当該機関の

認可条件を遵守する能力を回復させ、当該機関に対する市場の信頼を維持し、又は債権若しくは債務を株式

に転換若しくはその元本を減額することができる。ベイルイン・ツールは、破綻処理措置により当該機関が

発行した社債及び債券を対象とするが、特定の定められた金融商品(カバードボンド等)は対象範囲から除外

されている。

破綻処理計画及び破綻処理委員会と国内当局の協力に関する規定は、2015年1月1日付で適用される。破綻

処理委員会の破綻処理権限は、2016年1月1日より発効する。

 

BRRD及びSRMに関する規則

これらの権限の最終的な性質及び対象範囲、並びにこれらが施行された場合における当行、ポヨラ・グ

ループ、OPフィナンシャル・グループ及び本社債への影響に関して、不確実性が依然として残っている。し

たがって、BRRD及びSRMによるすべての影響についてまだ評価することはできない。ただし、本社債は、破綻

処理委員会を含む破綻処理当局が本社債の元本削減又は転換を行うためにベイルイン権限を行使する可能性

のある債権及び債務の一部となることもある。SRMの施行後又はBRRDの実施後に、その施行の事実又は現在企

図されている措置の実施(フィンランドにおける当該要件の早期実施(本社債に適用するためにBRRDが遡及適

用される場合は、遡及的実施)を含む。)が、BRRD又はSRMの規定に基づく本社債に対する投資の価格若しくは

価値、及び／又は当行が本社債に基づく自らの債務を履行する能力に対して悪影響を及ぼさないという保証

はない。全面的に施行されるまで、当行は、ベイルイン権限並びに元本削減及び転換権限による正確な影

響、並びに本社債に係る当該権限の行使について、予測することはできない。本社債への投資を予定する投

資家は、SRM及びBRRDの施行による影響について、自身のアドバイザーに相談すべきである。
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BRRDに基づく自己資本及び適格負債の最低要件に関するEBAによる諮問書

2014年11月28日、EBAは、BRRDに基づく自己資本及び適格負債の最低要件(以下「MREL」という。)の決定基

準に関する規制技術基準(以下「RTS」という。)の草案を記載した諮問書を公表した。BRRDが導入したベイル

イン・ツール及びその他の破綻処理ツールの有効性を確保するために、BRRDは、すべての機関に対し、総負

債及び自己資本に対する割合として計算され、所管の破綻処理当局が定める個別のMREL要件を、2016年1月1

日(又はこれより早期の場合、BRRDの国内実施日)より遵守するよう要求している。RTSの草案は、破綻処理当

局に対し、機関が適用あるMREL要件を満たすまで4年を上限とする移行期間を設けるよう定めている。

FSBの提案と異なり、RTSは、MRELについてEU全体での最低基準を定めておらず、MREL要件は(特定の規模又

はシステム上重要と認定される機関のみならず)すべての信用機関に適用される。各破綻処理当局は、その管

轄権内の各破綻処理グループについて、各機関の破綻処理の実行可能性、リスク特性、システム上の重要性

及びその他の特性により、適切なMREL要件を個別に決定しなければならない。

各機関のMREL要件は、いくつかの重要な要素で構成され、これには機関の所要損失吸収能力(これは、最低

でも、CRD Ⅳに基づく当該機関の自己資本要件(適用あるバッファーを含む。)と同じになる。)、及び破綻処

理計画の過程で確認された望ましい破綻処理戦略の実施に必要な資本の再構成の水準が含まれる。MREL要件

を定める際に破綻処理当局が考慮すべき他の要素には、損失吸収又は資本再構成への拠出から除外される機

関の発行済負債の有無、当該機関のリスク特性、当該機関のシステム上の重要性、並びに預金保証スキーム

及び破綻処理金融の枠組みにより行われる破綻処理への拠出が含まれる。

MRELの算定の適格項目には、機関の(CRD Ⅳの意味における)自己資本のほか、「適格負債」が含まれるこ

ととなる。適格負債とは、とりわけ、発行済かつ全額払込済で、満期までの期間が1年以上(又は、投資家に

対して1年以内に償還請求を行う権利を付与しない)で、かつデリバティブから生じたものではない負債をい

う。これらの目的において「デリバティブ」に該当する負債の範囲は、RTSの草案では、完全には明らかに

なっていない。MREL要件は一部、契約上のベイルイン商品(当該機関のベイルイン又は破綻処理時に他の適格

負債に事実上劣後する商品)の発行を通じて満たさなければならない可能性がある。

EBAによる提案は、草案段階であるため、今後変更される可能性がある。したがって、それが実施された場

合に生じる義務の最終的な対象範囲及び性質、又は当行、ポヨラ・グループ及びOPフィナンシャル・グルー

プへの影響について保証することはできない。しかし、EBAによる提案が現行の形で実施された場合、当行及

び/又はポヨラ・グループの他のメンバーは、要求される時間内に新たな要件を満たすために、多額のMREL適

格負債を追加発行しなければならない可能性がある。当行又はポヨラ・グループは、MREL適格負債の発行が

困難である場合、他の事業における貸付又は投資を削減しなければならない可能性がある。

 

法的リスク及び訴訟リスク

当行の顧客又はカウンターパーティからの当行に対する申立ては、訴訟手続へとつながる可能性がある。

これらのリスクには、とりわけ顧客に対する不適正な商品の販売(不適正販売)又は人為ミス若しくは人的過

失等に起因する顧客の指示に反した顧客ポートフォリオの管理から生じ得る債務及び当行が証券取引の参加

者に対して提供する助言から生じ得る債務又は証券の募集に関連する証券取引法若しくはその他の法律に基

づく債務が含まれる。当行の義務違反が見つかった場合には、当行に損害賠償の義務が生じる可能性があ

る。またかかる潜在的な訴訟は、当行の顧客及びカウンターパーティの間の評判にマイナスの影響を及ぼす

可能性がある。さらに当行は、契約上の義務に意図していた法的強制力がなかった場合又はかかる契約上の
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義務が当行の利害に反する方法で履行された場合又は当行の知的所有権若しくは知的所有権制度が適切に保

護されていないか若しくは運用できる状態にないことが明らかになった場合に、重大な悪影響を受ける可能

性がある。

上記の法的リスクの実現化、当行が支払う可能性のある損害賠償又は当行の評判の喪失は重大であり、当

行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

税金リスク

税金リスクとは、税率若しくは税法の変更又はこれらの解釈の誤りに伴うリスクである。これらは課税金

の増加又は財務損失をもたらす可能性がある。当行は税金リスクの管理に多大な資金を費やしているが、か

かるリスクを管理できなかった場合には、当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

リスク管理

コアバリュー、戦略的目標及び財政目標は、当行のリスク管理及び自己資本管理の基礎を成す。当行のリ

スク管理の目的は、戦略実行に影響を及ぼす脅威と好機を見分けることである。その目標は、リスクが当行

のリスク負担能力に比例するものであるよう確保することにより、戦略において設定された目標の達成に資

することである。

当行の従業員は、リスク管理に関して発表されたガイドラインに従っており、かつ損失を軽減する措置を

実施しているが、必ずしもこれらの措置がリスクを管理し、統制するのに完全に適切であるとは限らない。

リスク管理目的で当行が使用する定性的なツール及び測定基準の一部は、過去に観測された市場の動向及び

将来の予測を用いることを前提としている。これらのツール及び測定基準は、将来におけるリスク・エクス

ポージャーを予測できないか又は不正確に予測する可能性があり、当行の損失につながる可能性がある。上

記の要因又はリスク管理におけるその他の失敗は、多大な損失を生じさせる可能性があり、当行の事業、業

績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクとは、不適切な結果又は失敗に終わったプロセス、システム又は外部の事由に

よりもたらされた財務損失又はその他の有害な結果を生じるリスクである。またオペレーショナル・リスク

は、評判又は信用の喪失又は低下により現実化する場合もある。

最も重大で、かつ特定されているオペレーショナル・リスクは、システム、事業プロセス、ドキュメン

テーションの正確性及び資源配分に関連している。

オペレーショナル・リスクは定性的であり、当行はこれらを完全にヘッジすることは不可能である。オペ

レーショナル・リスク管理の目的は、オペレーショナル・リスクから予測不可能な財政結果又は評判の喪失

を生じさせないことである。

これらのリスクの発生は、当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

本リスク要因のいずれの記載にもかかわらず、本リスク要因は、当行がFCAの株式相場表に上場を認可され

た証券を有する会社又はFCAにより規制された監督対象業者としての義務を遵守できなくなることを意味する

ものと理解されてはならない。
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システム及び情報のセキュリティー上のリスク

当行では日々の業務において多数の取引に関与しており、その多くは非常に複雑で、当行のITシステム及

び情報ネットワーク上の機密情報及びその他の情報の安全な処理、蓄積及び伝達に依拠している。当行は保

護されたシステムを利用しているが、当行のITシステム、IT機器及びITネットワークは、不正使用、コン

ピューター・ウィルス及びその他の有害な要因の影響を受けやすい可能性がある。

さらに当行の業務は、機密で、かつ安全なデータ処理に依拠している。その事業活動の一環として、当行

は顧客から提供された個人情報並びに銀行業務及び保険業務固有の情報を蓄積しており、これらの情報は

フィンランド及びバルト諸国において、プライバシーの保護及び銀行秘密に関する一定の規制に服してい

る。情報のセキュリティー上のリスクが現実化した場合には、当行に多大な費用が生じる可能性がある。シ

ステム及び情報のセキュリティー上の問題を解決することにより、当行の顧客サービスの中断又は遅延が生

じるおそれがあり、これにより当行の評判は悪影響を受け、機敏な顧客が当行のサービスを放棄するか又は

当行に対して賠償を請求する可能性がある。さらに、当行が効果的に新たなITシステムを導入すること又は

新たな技術開発に適応することを怠った場合には、当行が多大な追加費用を被るか又は市場において優勢に

競争することができなくなる可能性がある。上記の要因はいずれも、当行の事業、業績又は財政状態に悪影

響を及ぼす可能性がある。

さらに、当行はITシステムの維持及びITサービスの提供に関して、その上部団体であるOP協同組合の子会

社であるOP-サービシズ・リミテッドに大いに依拠している。当行は業務に欠かせないITサービスを、契約上

の取り決め及び一定のITサービス要素に関して代替のサービス会社の利用により、確実に提供することを目

指してきたが、OP-サービシズ・リミテッド及びその協力会社がITシステムを維持できなかった場合又は当行

が要求したとおりに合意されたサービスを提供することができなかった場合には、当行の事業に重大な悪影

響を及ぼす可能性がある。

 

当行の事業活動の中断の可能性

当行の事業は、電力供給及びデータ通信の障害又は水害及び火災損害等の突発的かつ不測の事由により中

断されるおそれがある。当行は現在の事業継続計画の範囲内では、かかる事由を統制することができない可

能性があり、その場合、事業活動が中断する可能性がある。また不測の事由により、修理費及び修繕費、こ

れらの事由の影響を受けた顧客からの損害請求、保険料の増加並びに重複するバックアップシステムの必要

性等による追加的な営業費用が生じる可能性がある。また特定の不測のリスク向けの保険補償が利用できな

い可能性があり、その場合当行のリスクは上昇する。当行がこれらのリスクを効果的に管理できない場合に

は、当行の事業、業績又は財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

運用資産の流出に関するリスク

現在の財政状態によりポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドが運用資産を大幅に流出した場合又

はポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドによる投資に不服がある場合、現在の顧客はその資産を減

少させるか、撤収するか又は他の資産運用管理会社に移転することを選択する可能性がある。そのため、投

資業務の好ましくない結果により、ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドの報酬・手数料等の金額

は減少する可能性がある。さらに、ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドが満足のいく資産運用管

理サービスを継続的に提供することができなかった場合には、新規の顧客を引きつけ、又は現在運用してい
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る顧客の資産額を増加させることができない可能性がある。そのため、ポヨラ・アセット・マネジメント・

リミテッドが投資業務で成果を上げられなかった場合には、当行の事業、業績及び財政状態にマイナスの影

響を及ぼす可能性がある。

 

ブランド、当行の評判及び市場の風評に関するリスク

顧客の獲得のための競争にあたり、当行は、その他の要因の中でもとりわけ、フィンランドにおける当行

の有名かつ良好なブランド及び評判に依拠している。金融機関は、その支払能力及び流動性へのアクセス能

力に関する風評及び憶測により特に影響を受けやすいため、現在の混乱した市場環境において良い評判を得

ることは、バンキング部門、アセットマネジメント部門及び損害保険部門にとって特に重要である。当行

は、一定の範囲まで、自らの評判に影響を与えることができる。しかしながら、当行のブランド及び評判

は、当行ではコントロールできないその他の外部要因からの影響を受ける場合もある。当行は、このような

風評による預金又は顧客の流出を経験したことはないが、根拠に基づくか否かにかかわらず、風評又は憶測

が将来影響を及ぼさないという保証はない。

当行の業務並びに当行が提供するサービス及び商品の選定に関して、将来当行が行う可能性のある決定

は、当行のブランドにマイナスの影響を及ぼす可能性がある。さらに、引き続き世界の経済状況が不確実か

つ不安定であり、特に金融サービス部門への影響が続く場合には、当行はとりわけ、その支払能力及び流動

性の状況に関する風評及び憶測に苦しむ可能性がある。当行の風評及びブランドに関する好ましくない展開

並びに当行の商品及びサービスに関する顧客の否定的な見解又は当行に関する市場の風評は、当行の事業、

業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

損害保険業界に関するリスク

OPフィナンシャル・グループの損害保険事業はポヨラ・グループの損害保険部門が現在その中心を担って

おり、OPフィナンシャル・グループの生命保険事業及び年金保険事業はOPライフ・アシュアランス・カンパ

ニー・リミテッドがその中心である。ポヨラ・グループは損害保険業界固有のリスクに服しており、かかる

リスクは当行の事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす。

 

損害保険業界は包括的な規制に服する

ポヨラ・グループの現在の損害保険事業は、包括的な規制に服する。規制対象となる事項には、以下のも

のが含まれる。

・保険会社又は保険会社を支配する会社の買収又は処分

・保険証券の承認又は提出

・投資の種類及び金額の制限

・保険契約の取消又は更新の権利の制限

・市場から撤退する権利又は保険代理店との関係を終了する権利

・保険業者及び保険代理店の許認可

・保険会社とその関連会社との間の取引
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2009年の春において、EUは、保険セクターに適用されるソルベンシー体制（以下「ソルベンシーⅡ」とい

う。）を新たに導入した。規制はまだ審議中であり、2016年初頭に発効する予定である。規制に関するこれ

らの変更は、その損害保険会社を通じてポヨラ･グループに影響を及ぼす。保険セクターのソルベンシーⅡ規

制における変更は、保険会社の資本基盤の質の改善、リスク管理の改善、リスク・ベースのソルベンシー要

件の強化及び欧州における保険セクターのソルベンシー要件の調整を目的としている。現行の解釈による

と、ソルベンシーⅡはソルベンシー・キャピタル要件を強化するが、同時に要求される資本基盤を増強す

る。当行は、当行の損害保険事業が、提案されたソルベンシーⅡ案に基づくソルベンシー要件をすでに充足

していると見積っている。

さらに規制当局は、定期的に、保険会社の財務活動及び市場活動の調査を実施している。規制は一般的

に、株主よりむしろ、保険契約者の保護を目的としている。保険に関する現行法令が将来より厳格にならな

いという保証はなく、又は制限的な法律が新たに制定されない保証はないため、かかる法令の潜在的な影響

を予測することは不可能である。

 

激しい競争は事業及びその収益性に悪影響を及ぼす可能性がある

損害保険業界における競争は激しく、ポヨラ・グループの損害保険事業は、国内外の保険会社との激しい

競争状態に直面し続ける。会社間の競争は、例えば信用格付、財務力、評判、保険契約者及び保険代理店向

けのサービス、商品開発(利息付き保険及び保険料率支払済保険を含む。)並びに手数料を含む多数の要因に

基づき測定される。競争環境の変化は、当行の事業及び業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

損害保険事業の投資リスク及び数理計算上のリスク

ポヨラ・グループの各損害保険会社の取締役会は、当該会社のリスク負担能力における目標を設定し、リ

スクの想定を制限する年間リスク管理計画を確定させる。損害保険部門において、投資業務は、ポヨラ・グ

ループの各損害保険会社の取締役会により毎年承認され、資産クラス、投資の構成、リスク制限並びに意思

決定能力及び意思決定権限により投資の基本配分及び範囲を定める投資計画及び投資許可に基づいている。

ランダムな損害保険事業の損害請求に起因し、損害保険事業はポヨラ・グループの収益のボラティリティ

を増幅させる。保険会社の投資による市場リスクは、主として自己資金の公正価値評価差額準備金を反映し

ている。

 

損害保険リスクの選定及び価格設定に関連するリスク

顧客に提供されるポヨラ・グループの損害保険部門の商品には、例えば、個人顧客及び法人顧客向けの損

害保険、自動車保険、自動車賠償責任保険、義務的な従業員補償保険、旅行保険及び傷害疾病保険が含まれ

る。損害保険の特定の種類の選定及び価格設定は、主に各種類の損害保険商品における過去の請求の統計に

基づいている。したがって、その後の実際の請求額の推移と比較した損害保険商品の正確な価格設定は、販

売の時点では完全な確実性はない。

ポヨラ・グループの損害保険部門は、保険の種類固有の制限及びリスク集中固有の制限の両方から、損害

保険契約の集中リスクを制限することを目指している。また損害保険部門は、損害保険契約書に適切な条件

を盛り込むことに重点を置くことにより、リスクを抑えることを目指している。最も重大な価格設定リスク

は、損害保険部門の保険商品の価格設定モデルに含まれるリスク・プレミアムの妥当性に関連する。収益性
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及び請求報告がいかに効果的に監督されているかも、非常に重要である。さらに価格設定リスクは、損害保

険契約の価格設定並びに引受リスクの選定及び価格設定に対し、いかに収益性及び請求報告が良く考慮され

たかが関連する。それにもかかわらず、リスクが正確に評価され、保険料が損害保険契約から生じる請求の

支払い及び営業費用を賄うのに十分であるという保証はない。リスクの選定及び価格設定の失敗は、大幅な

財務損失をもたらし、当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

損害保険の責任準備金の妥当性

ポヨラ・グループは、損害保険の責任準備金について、販売された損害保険契約に係る請求から生じる将

来の見積支払額を補填するのに十分な額となるよう安全な方法で規定することを試みている。当行の引受業

務において支払われる現金は、主として請求に係る支払い及びこれらの請求の処理費用に関連している。損

害保険の責任準備金の予測は、常に、請求額の推移の偶発性、損害又は損失の発見の遅れ、コスト誘発イン

フレ又は法令上の改正及び一般的な経済発展等のいくつかの不確実な要素を伴う。損害賠償の支払いに関す

る広範な統計が未だ存在しない新たな種類の損害保険商品及び損害の発見が遅いか又は保険期間が長期の損

害保険商品に関しては、損害保険の責任準備金の妥当性に関する不確実性がより高い。

責任準備金が不十分であることが判明し、責任準備金を増加する必要がある場合には、損害保険業務の収

益性に悪影響を及ぼす可能性があり、これにより当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

ある。

 

分散不能保険リスク

ポヨラ・グループの損害保険部門の保険ポートフォリオは、多額の請求報告が予想され、損害又は損失を

補償する非常に多数の損害保険契約によって構成される。確率論における大数の法則によれば、一定の事由

が発生した際の数字上の相対的変動は、事由の回数が増加した場合に減少する。この理論は、分散可能保険

リスクに関連する。ただし、発生した損害又は損失は互いに完全に独立しているものとする。損害請求の数

字上の相対的変動は、一般的に保険ポートフォリオの保険リスクの数が増加した場合に減少する。

しかしながら、保険リスクは概して互いに完全に独立しておらず、このことは保険ポートフォリオが常に

分散不能残存リスクの要素を含んでいることを意味する。分散不能リスクは通常、例えば経営環境の変化又

はフィンランド全体に影響を及ぼす大規模な暴風雨等の自然災害を含む外部的な経営環境において生じる変

化に関連している。さらに分散不能リスクは、多くの保険契約に関連する未だ特定されていない潜在的な損

害リスクを伴う場合がある。分散不能リスクは、損害保険業務の金銭価値上、最大の損害保険リスク(引受リ

スク)であると説明できるが、その発生の可能性は非常に低い。これらのリスクが現実化すると、ポヨラ・グ

ループの損害保険部門は、予想を超える損失を被る可能性があり、当行の事業、業績及び財政状態に重大な

悪影響を及ぼす可能性がある。

 

損害保険業界は経済変動に敏感である

損害保険業界、とりわけ損害保険市場は変動しやすい。過去に損害保険会社の業績が、不安定かつ時に予

測不能な変動を理由に、大幅に変動したことがあり、その多くが損害保険会社が直接的にコントロールでき

ないものであった。これらの変動には、とりわけ以下のものが含まれる。

・価格競争及び価格設定方法
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・自然及び人為両方の壊滅的な事象の発生頻度又はその程度

・需要水準

・一般的な経済状況

・法律、法律上の先例及び法的解釈の変更

経済変動の潜在的な影響は、当行の事業、業績又は財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

自然及び人為両方の壊滅的な事象は、大幅な損失を生じさせる可能性がある

1つ又は複数の壊滅的な事象は、大幅な損失を生じさせることがあり、ポヨラ・グループの損害保険会社の

事業、業績又は財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。起こりうる自然の壊滅的な事象の具体例に

は、とりわけ暴風、ハリケーン、洪水、その他の厳しい状況及び火災が含まれる。壊滅的な事象は、その発

生及び程度の両方において本質的に予測不可能である。

またポヨラ・グループの損害保険会社は、人為の壊滅的な事象の危険にさらされており、その事業、業績

及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。将来において、人為の壊滅的な事象の発生頻度及び程

度の両方が高まる可能性がある。

自然又は人為の壊滅的な事象に係る請求は、ポヨラ・グループの損害保険会社の業績に大幅かつ周期的な

ボラティリティを生じさせ、その事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当行が事

業を拡大する能力にも影響を及ぼす可能性がある。被保険物の価値の増加及び地理的な集中並びにインフレ

の影響は、壊滅的な事象による請求額を増幅させる可能性がある。

壊滅的な事象の発生による損害保険会社の損失の程度は、顧客が被った損失の保険金額の合計、影響を受

けた顧客の人数並びに事象の頻度及び程度に依拠する。さらに、損失の特性、請求が行われ、支払われるま

での時間及び影響を受ける保険契約の条件によっては、損害保険会社は、直前の通知により、多額の支払い

を求められる場合がある。ポヨラ・グループの損害保険会社は、投資資産を迅速にかつ不利な市場状況で清

算するか又は不利な費用で資金調達を行うことで、これらの債務の資金調達を行うことを余儀なくされる可

能性があり、これらはいずれも当行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

再保険により壊滅的な損失の回避を図ることはできるが、再保険の範囲、利用可能性及び価格に関連する

リスクを伴う場合がある。これらのリスクは、当行の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

内部的な慣習及び指針、再保険並びに蓄積リスクの監視を通じて壊滅的な損失の回避を図ることもできる

が、ポヨラ・グループの損害保険部門において講じられる措置は、必ずしも、かかる壊滅的な損失の発生に

より当行の事業、業績又は財政状態が悪影響を受けることを阻止するものではない。

 

再保険の保険範囲の妥当性

ポヨラ・グループの損害保険部門は、リスクの軽減又は収益性の確保のために、ポヨラ・グループが単独

で債務を負担することができないか又は負担することを望まない、一定の限度を超えるリスクに再保険をか

けている。再保険の目的は、発生する請求の確率の変動を減らし、資本的支出の効率性を高めることであ

る。適切な信用格付を有する会社のみが、再保険会社として認められる。さらに、再保険会社1社に再保険を

かけられるリスクの最大限度も定められている。かかる限度は、関連リスクの特性及び会社の支払能力に依

拠する。保険の財務力格付が十分に高い会社のみが、再保険会社として認められる。損害保険の再保険は、
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一元的に合意される。リスク特有の再保険額は最大5百万ユーロであり、大災害再保険においては5百万ユー

ロであった。蓄積損失を補填する大災害再保険の限度額は、2014年度において150百万ユーロであった。さら

に、ショートテールの事業に基づく支払請求は、年間合計で15百万ユーロの補償を有していた。

それにもかかわらず、統計的手法及び統計的モデルに基づく再保険及びその最適化の必要性が、適切な方

法で決定される保証はない。またあらゆる状況において、1社又は複数の再保険会社がその引受業務を遂行で

きるという保証もない。不適切な再保険の範囲は、損害保険事業の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があり、その結果、当行の事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

世界経済及び金融市場の混乱は、再保険業界に悪影響を及ぼす可能性がある。このことは、ポヨラ・グ

ループの損害保険会社の再保険プログラムに含まれる再保険会社に対し、財務上及び流動性の問題を引き起

こす可能性がある。数多くの請求がなされた場合、特定の再保険会社がその債務を履行できなくなる可能性

があり、これにより当行の事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

テロ攻撃又は国家の安全に対する脅威はポヨラ・インシュアランス・リミテッドに悪影響を及ぼす可能性が

ある

とりわけウクライナ、シリア、イラク、アフガニスタン及び中東におけるテロ攻撃の脅威、国家の安全に

対する脅威、軍のイニシアティブ及び政情不安は、一般経済、市場状況及び政治情勢に重大な悪影響を及ぼ

し、また今後も及ぼし続け、損害保険会社の事業に関する多くのリスクを上昇させる可能性がある。当行は

テロ攻撃、国家の安全に対する脅威、軍のイニシアティブ及び政情不安が当行の事業、業績及び財政状態に

及ぼす影響を予測することはできない。

 

OPフィナンシャル・グループのその他の事業分野に伴うリスク要因

下記の要因は、OPフィナンシャル・グループの一部としての当行にも関連する。

OP協同組合(連結)の組織再編に関するリスク

OP協同組合は、ポヨラ・グループに今後起こりうる組織再編を検討している。「ポヨラ・グループの業務

に関するリスク－ポヨラ・グループの予定される組織再編に関するリスク」を参照のこと。

この組織再編が成功するという保証はなく、そのことによりOPフィナンシャル・グループの事業、業績及

び財政状態に、重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

リテール・バンキング部門に関するクレジット・リスク

OPフィナンシャル・グループの個人向貸付金ポートフォリオに係る潜在的な評価減を予測することは困難

であり、多くの要因に依拠する。個人顧客の貸付金の返済能力に悪影響を及ぼす可能性のある最も大きな一

般経済上の要因は、失業及び金利水準である。さらに、住宅価格及び住宅市場の一般的な活動の変動は、顧

客の債務返済能力及び担保の実現価値の両方に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、これにより、OP

フィナンシャル・グループの事業、業績及び財政状態はマイナスの影響を受ける可能性がある。

 

預金の流出に関するリスク
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預金は、OPフィナンシャル・グループの資金調達の大部分を占める。当座の財政状況が預金の大幅な流出

をもたらした場合には、OPフィナンシャル・グループの資金調達構造が著しく変化し、資金調達の平均費用

が増加する。さらに、これによりOPフィナンシャル・グループの流動性は脅かされ、またOPフィナンシャ

ル・グループは、日々の業務又は全体の財政状態に影響を及ぼさずに、その時点及びそれ以降のキャッ

シュ・フロー及び担保の需要(予測されたもの及び予測されなかったものの双方を含む。)を満たすことがで

きなくなる可能性がある。したがって、このことにより、OPフィナンシャル・グループの事業、業績及び財

政状態はマイナスの影響を受ける可能性がある。

 

利息収入に関するリスク

リテール・バンキングにおける収益の創出は、金利水準の変動からの影響を著しく受ける。金利リスク

は、資産及び負債の金利固定期間又は金利基準が不一致である場合に生じる。純利息収益は、OPフィナン

シャル・グループの収益合計の大きな部分を占める。金利水準の変動は、OPフィナンシャル・グループの事

業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、これによりOPフィナンシャル・グルー

プの事業、業績及び財政状態はマイナスの影響を受ける可能性がある。

 

生命保険業務に伴う投資リスク

投資業務は、生命保険事業において重要な役割を担う。生命保険会社は、顧客の収益を確保し、損害保険

の責任準備金がカバーする資産を取得し、かつ投資された保険料の利益を得るために投資を行う。長期的な

投資収益率の目標を達成するためには、リスク負担の管理が必要となる。投資商品の市場価格が不利に変動

した場合には、投資ポートフォリオの市場価値が減少し、投資業務の収益性が悪化する可能性がある。

 

生命保険業務に伴う引受リスク

生命保険に伴う最大の引受リスクは、死亡率、平均余命(すなわち寿命)、勤労不能、顧客の行動及び営業

費用に関連するものである。保険料及び責任準備金の額はこれらに基づく前提により決定されるため、これ

らの要因は引受リスクの判断には極めて重要である。死亡率、平均余命、勤労不能、顧客の行動及び営業費

用に関する変動は、生命保険業務の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、これはOPフィナンシャ

ル・グループの収益性を悪化させる可能性がある。

 

戦略リスク

戦略リスクは、戦略を策定する際にリスクを分析し、経営環境の変化及び戦略の実現を継続的に監視し分

析することにより、管理されている。戦略リスクは、顧客の需要、異なる部門及び市場分野の開発並びに競

争状況の分析及び予測に基づく定期的な計画によって減少する。戦略的な方針は、確定する前に、OPフィナ

ンシャル・グループ内で幅広く検証される。戦略リスクは慎重に管理されているものの、戦略リスクにより

OPフィナンシャル・グループの事業、業績及び財政状態が重大な悪影響を受ける可能性が依然として存在す

る。

OPフィナンシャル・グループが戦略を成功裏に遂行することができなかった場合には、OPフィナンシャ

ル・グループの事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また競争が激化し、顧客の

国際展開が進むにつれ、OPフィナンシャル・グループの戦略は、競争力不足であるか又は将来の顧客の要求
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を満たすのに不十分である可能性がある。OPフィナンシャル・グループがこれらの要求を満たす戦略を採用

できなかった場合には、OPフィナンシャル・グループの事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可

能性がある。

 

 

５【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

 

６【研究開発活動】

該当事項なし。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析の記載は、2014年12月31日に終了した年

度に関するものである。本項に含まれているすべての将来に関する記述は、当行の考え、見通し、目標及び

予想に基づき、かつ本書提出日現在の予測に基づいている。

・連結税引前利益は、584百万ユーロ(前年度は479百万ユーロ)であり、公正価値に基づく連結税引前利益

は663百万ユーロ(前年度は464百万ユーロ)であった。株主資本利益率は14.3％(前年度は14.4％)であっ

た。CET1比率は15％の目標値に対し、12.4％(前年度は11.9
*
％)であった。

・バンキング部門においては、収益の力強い成長により利益が増加した。貸付金ポートフォリオは、5％増

加して14.9十億ユーロ(前年度は14.2十億ユーロ)となった。企業向貸付金ポートフォリオの平均利鞘

は、1.44％(前年度は1.57％)となった。利益は、25百万ユーロ(前年度は35百万ユーロ)の債権の減損を

含む。

・損害保険部門においては、保険料収入は、5％(前年度は11％)増加した。合算率は91.0％(前年度は

91.6％)であった。年金債務の割引率の引下げにより、収益は62百万ユーロ(前年度は38百万ユーロ)減少

した。準備金ベースにおける変動及び企業買収から発生した無形資産の償却費を除き、営業合算率は、

84.7％(前年度は86.9％)に改善した。公正価値による投資収益率は、6.7％(前年度は3.5％)であった。

・業績ベースの運用手数料の増加により、アセットマネジメント部門の利益は増加した。運用資産は、

14％増加して43.3十億ユーロ(前年度は37.9十億ユーロ)となった。

・取締役会は1株当たり0.43ユーロの配当を決議した。これは30％の配当性向を意味する。

・OP協同組合は、2014年2月に公表された公開買付を完了し、仲裁裁判所の決定により、当行の全株式の

所有権を取得した。当行のシリーズA株式は、2014年9月30日にヘルシンキ証券取引所への上場が廃止と

なった。OP協同組合は、当行の唯一の株主として2014年10月7日付で当行の株主登録簿に登録された。

・2015年の予想：2015年の継続事業における連結税引前利益は、2014年と同水準となると予想されてい

る。

税引前利益

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年 増減(％)

バンキング部門 303 251 21

損害保険部門 223 166 34

グループ業務部門 20 39 -48

アセットマネジメント部門 38 24 59

グループ合計 584 479 22

公正価値評価差額準備金の変動 79 -15  

公正価値に基づく税引前利益 663 464 43

 

1株当たり株主資本(ユーロ)

 

10.38

 

9.54

 

 

平均従業員数(人) 2,563 2,632  

上記の数値は、継続事業及び非継続事業の区別を行うことなく、ポヨラ･グループ全体としての数値を示したものであ

る。
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財務目標 2014年 2013年 目標値

株主資本利益率(％) 14.3 14.4 13

CET1比率(％)
* 12.4 11.9 15

バンキング部門における収益に対する営業費用の比率(％) 33 36 ＜35

損害保険部門における営業合算率(％) 84.7 86.9 ＜92

損害保険部門における事業費率(％) 18.4 18.7 18

損害保険ソルベンシー比率(ソルベンシーⅡフレームワークに基づく)(％)
** 117 125 120

アセットマネジメント部門における収益に対する営業費用の比率(％) 42 53 ＜45

2012年末と同水準の2015年の費用合計 598 581 569

2社以上の格付機関により認定されたAAの格付又は主な競合相手の水準以上の

格付 2 2 2

50％以上の配当性向(ただし、CET1比率は15％以上であるものとする。)

15％のCET1比率が達成されるまでは配当性向は30％とする。 30
***

50 ＞50(30)

*
)

  
2014年1月1日以降、CRR規則による。

**
)
  
ソルベンシーⅡ(EU規則第138/2009号)案による。

***
)
 
取締役会決議

 

経営環境

2014年における世界経済の成長率は平均を下回り続けており、国別で大きな格差があった。ユーロ圏の経

済は2年間の不景気から初めて回復し始めたが、本年度はウクライナの危機等により回復への信頼が後退する

場面もあった。

本年度において、ユーロ圏におけるインフレは減速し、原油価格が突然下落したことでマイナスとなっ

た。ECBは、9月に主要政策金利を0.05％まで引き下げ、それに伴い欧州銀行間取引金利(Euribor)も引き下げ

られた。ECBは、年度末にはカバードボンドを市場で購入する等、経済を後押しするために特別な対策を講じ

た。

フィンランドの経済は低迷し、GDPの成長は停滞し、投資は減少し、失業率は増加した。住宅価格は約1％

下落し、住宅販売は減少した。年度末にかけて生産高が増加し、輸出もやや改善したことで、本年度後半の

経済はわずかに回復した。原油価格の下落により、12月のインフレ率は0.5％に減速した。

銀行の消費者ローンの総貸出高の年次成長率は、昨年度は2％に減速した。新たに貸し出された住宅ローン

の数は年度末にかけて横ばいとなった。企業向貸付金は、運転資金の調達額が多かったことにより、住宅

ローンよりもわずかに多く増加した。2015年は、資金需要は平均を下回ることが予想される。

低金利が続く状況のなか、個人及び法人顧客の預金高は前年度からわずかに増加した。当座勘定及び投資

リスクのより高い貯蓄や投資に資産が配分されたために、定期預金の利用は激減し続けた。

2014年度下半期中の資本市場は、市場のリスク指数がやや増加したにもかかわらず堅調であった。フィン

ランドにおけるミューチュアル・ファンド資産及び貯蓄保険は13％増加した。純資産流入額は年間を通して

堅調であり続け、社債ファンドに対する需要が最も高かった。生命保険料は前年度から10％増加した。ユ

ニットリンク商品が支持され、保証付評価計算金利型商品からの移行が生じたために、この貯蓄保険の増加

傾向は継続した。
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暫定情報によれば、2014年に損害保険料は5％増加した。保険金費用は、いまだに保険料よりも成長率が低

かった。

世界経済の見通しは、原油価格の低下により改善したが、経済発展に悪影響を及ぼす大きなリスクが複数

存在する。ユーロ圏経済の成長はいまだに低調であり、混乱に陥り易い。ECBは3月に資産購入プログラムを

開始し、これは遅くとも2016年9月まで続く予定である。Euriborも、本年度中はおよそゼロであり続けると

思われる。輸出が増加すればフィンランド経済も活性化されるが、経済発展は全般的に停滞し続けると思わ

れる。

 

連結利益の分析

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年 増減(％)

継続事業
*    

純利息収益    

　コーポレート・バンキング事業部及びバルト諸国バンキング事業部 255 227 12

　マーケッツ事業部 28 -3  

　その他の業務 -26 6  

　合計 257 230 12

純手数料収益 114 111 2

トレーディング純収益 77 93 -16

純投資収益 64 46 37

損害保険事業による純収益    

　保険業務 466 440 6

　投資業務 173 131 33

　その他の項目 -42 -43 -3

　合計 597 528 13

その他営業収益 32 36 -12

収益合計 1,141 1,045 9

人件費 163 170 -4

ICT費用 94 87 7

減価償却／償却費 52 52 0

その他費用 258 241 7

費用合計 567 550 3

債権の減損控除前利益 574 495 16

債権の減損 25 37 -31

継続事業の税引前利益 548 458 20

非継続事業
*    

アセットマネジメント部門の純収益    

　純手数料収益 64 51 25

　関連会社における持分利益／損失 1 0  

　その他のアセットマネジメント部門の収益及び費用(純額) -30 -30 -1

その他    

非継続事業の税引前利益 36 21 69
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税引前総利益 584 479 22

公正価値評価差額準備金の変動 79 -15  

公正価値に基づく税引前利益 663 464 43

*
)　OP協同組合による公開買付の実現により、ポヨラ・グループは、構造改革を行う予定である。これにより、例えば、

損害保険部門及びアセットマネジメント部門はポヨラ・グループからOP協同組合の直接保有となる。この結果、損害

保険部門及びアセットマネジメント部門は、IFRS第5号に従い、非継続事業として計上された。損害保険部門は、構

造改革が1年超延期されたため、バンキング部門及びグループ業務部門と一緒に継続事業として計上されている。ア

セットマネジメント部門は、IFRS第5号に従い、いまだに損益計算書において非継続事業として計上され、その資産

及び負債は、貸借対照表において所有者への分配のための保有として分類され続けている。

 

2014年度における利益

連結税引前利益は、105百万ユーロ増加し、584百万ユーロ(前年度は479百万ユーロ)であった。収益合計及

び費用合計はそれぞれ11％及び3％増加した。債権の減損は、25百万ユーロ(前年度は37百万ユーロ)へと減少

した。

税引前公正価値評価差額準備金は、79百万ユーロ増加し、12月31日に合計289百万ユーロになった。公正価

値に基づく税引前利益は663百万ユーロ(前年度は464百万ユーロ)であった。

 

継続事業

継続事業の税引前利益は90百万ユーロ増加し、548百万ユーロ(前年度は458百万ユーロ)となった。

継続事業の純利息収益は、合計27百万ユーロ(12％)増加した。コーポレート・バンキング事業部とバルト

諸国バンキング事業部の合計純利息収益は、前年比で12％増加した。貸付金ポートフォリオは5％増加し、

14.9十億ユーロとなった。企業向貸付金ポートフォリオの平均利鞘は、13ベーシスポイント低下して1.44％

(前年度は1.57％)であった。

マーケッツ事業部からの純利息収益及びトレーディング純収益は、顧客取引及びトレーディング収益の増

加の結果、増加した。デリバティブの公正価値測定に適用される信用リスク・モデル及びカウンターパー

ティー・リスク・モデルの変更により、トレーディング純収益は16百万ユーロ減少した。

グループ業務部門は、長期化する低金利により、また、当グループがより厳しい流動性規制に備えていた

ことにより、流動性バッファーによる純利息収益が減少した。

純手数料収益は、3百万ユーロ(2％)増加した。この増加は、貸付業務及び有価証券の発行業務に関する手

数料によるものであった。

純投資収益は17百万ユーロ増加した。債券にかかるキャピタル・ゲインは11百万ユーロ(前年度は14百万

ユーロ)となり、株式にかかるキャピタル・ゲインは12百万ユーロ(前年度は1百万ユーロ)となった。受取配

当金は43百万ユーロ(前年度は28百万ユーロ)となった。受取配当金には、スオメン・ルットオスウスクンタ

からの協同組合資本の利息14百万ユーロ(前年度は16百万ユーロ)及びOPライフ・アシュアランスからの配当

金12百万ユーロ(前年度5百万ユーロ)が含まれる。

損害保険部門の純収益は、13％増加した。保険料収入は5％増加し、支払保険金額は5％増加した。年金債

務の割引率の引下げにより、支払保険金額は62百万ユーロ(前年度は38百万ユーロ)増加した。割引率の引下

げによる影響を除いた場合、支払保険金額は2％増加したことになる。投資収益は、前年度より43百万ユーロ

増加した。投資収益は、キャピタル・ゲイン114百万ユーロ(前年度は41百万ユーロ)及び投資にかかる減損損
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失2百万ユーロ(前年度は10百万ユーロ)が含まれる。公正価値に基づく投資収益率は6.7％(前年度は3.5％)で

あった。

その他営業収益は、主にメンテナンス・リース収益の減少により、4百万ユーロ減少した。

費用は3％増加した。ポヨラ株式の公開買付に関するアドバイザー費用及び追徴税の支払いにより、その他

費用は合計4百万ユーロに増加した。さらに、損害保険部門が支払った販売手数料額は増加した。

 

非継続事業

非継続事業の税引前利益は、業績ベースの運用手数料の増加により、14百万ユーロ増加し、36百万ユーロ

(前年度は21百万ユーロ)となった。

アセットマネジメント部門の純手数料収益は前年度比13百万ユーロ(25％)増加した。

 

財務実績及び事業セグメント別リスク・エクスポージャー

継続事業

バンキング部門

・収益の力強い成長及び減損損失の減少により税引前利益は、303百万ユーロ(前年度は251百万ユーロ)に

増加した。

・貸付金ポートフォリオは、5％増加して14.9十億ユーロ(前年度は14.2十億ユーロ)となり、企業向貸付金

ポートフォリオの平均利鞘は、13ベーシスポイント低下し1.44％となった。

・貸付金及び保証ポートフォリオの0.14％(前年度は0.20％)を占める債権の減損は、25百万ユーロ(前年

度は35百万ユーロ)に減少した。

・収益に対する営業費用の比率は、33％(前年度は36％)であった。

 

バンキング部門：財務成績並びに主要な数値及び比率

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年

増減

(％)

純利息収益    

　コーポレート・バンキング事業部及びバルト諸国バンキング事業部 255 227 12

　マーケッツ事業部 28 -3  

　合計 283 224 26

純手数料収益 103 100 3

トレーディング純収益 84 101 -17

その他の収益 18 17 5

収益合計 488 443 10

費用    

　人件費 55 57 -5

　ICT費用 34 31 12

　減価償却／償却費 14 15 -8

　その他費用 57 54 5

費用合計 160 157 2

債権の減損控除前利益 328 285 15
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債権の減損 25 35 -27

税引前利益 303 251 21

公正価値に基づく税引前利益 301 260 16

貸付金ポートフォリオ(十億ユーロ) 14.9 14.2 5

保証ポートフォリオ(十億ユーロ) 2.7 2.7 1

リスク加重資産(十億ユーロ)
* 16.0 14.3  

企業向貸付金ポートフォリオの利鞘(％) 1.44 1.57 -8

貸付金及び保証ポートフォリオに対する支払期限から90日超経過している

延滞債権及びゼロ金利債権の割合(％)

0.26 0.23
 

貸付金及び保証ポートフォリオに対する債権の減損の割合(％) 0.14 0.20  

収益に対する営業費用の比率(％) 33 36  

従業員数(人) 616 634  

*
)　2014年1月1日に施行されたCRR規則による。

 

2014年度における利益

税引前利益は、303百万ユーロ(前年度は251百万ユーロ)へと増加した。収益合計は10％、費用は2％増加し

た。債権の減損は25百万ユーロ(前年度は35百万ユーロ)へと減少した。

貸付金ポートフォリオは、主に運転資金に関係する商品に対する需要の増加により、5％増加して14.9十億

ユーロとなった。企業向貸付金に対する需要は低下したままであり、競争の激化により、企業向貸付金ポー

トフォリオの平均利鞘は、13ベーシスポイント低下し1.44％(前年度は1.57％)となった。

マーケッツ事業部の純利息収益及びトレーディング純収益は、顧客取引及びトレーディングによる収益の

増加により増加した。デリバティブの公正価値測定に適用される信用リスク・モデル及びカウンターパー

ティー・リスク・モデルの変更により、トレーディング純収益は16百万ユーロ減少した。

保証ポートフォリオは前年度から変化はなく、合計2.7十億ユーロであった。約定済みスタンドバイ・クレ

ジットは、3.2十億ユーロ(前年度は3.1十億ユーロ)となった。

純手数料収益は、貸付、証券発行及び保管による手数料収益の増加により、3％増加し、103百万ユーロと

なった。

費用合計は、ICT費用の増加により2％増加し、160百万ユーロとなった。

 

事業部門別の税引前利益

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年

増減

(％)

コーポレート・バンキング事業部 220 184 19

マーケッツ事業部 82 66 24

バルト諸国バンキング事業部 0 0  

合計 303 251 21

 

バンキング部門のリスク・エクスポージャー

バンキング部門における主要なリスクは、顧客の事業から発生するクレジット・リスク及び市場リスクに

関するものである。
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クレジット・リスク・エクスポージャー

クレジット・リスクの監視は、エクスポージャー合計及び顧客の信用格付の変動を明確にする。エクス

ポージャー合計とは、債権及びクレジット・リスクにさらされるオフバランスシートの項目の総額であり、

個別に評価された債権に基づく減損損失控除後の元本及び金利を含む。

バンキング部門のリスク・エクスポージャーは、引続き良好であった。格付分布によるエクスポージャー

は引続き良好であった。2014年度において、エクスポージャー合計は、1.8十億ユーロ増加して26.9十億ユー

ロとなった。

 

カウンターパーティ別エクスポージャー合計

(単位：十億ユーロ) 2014年12月31日 2013年12月31日 増減(％)

法人及び住宅公団 21.3 20.4 5

金融機関及び保険会社 2.7 2.2 22

会員協同組合銀行及びOP協同組合 0.2 0.2 8

公共機関 1.3 1.0 32

個人顧客 1.2 1.1 6

非営利組織 0.2 0.2 1

合計 26.9 25.1 7

 

エクスポージャー合計は、カウンターパーティ別に6つの顧客グループに分類される。最大の顧客グループ

である法人顧客(住宅関連会社を含む。)に係るエクスポージャーは、バンキング・エクスポージャー合計の

79％(前年度は81％)を占めている。本年度中、法人顧客エクスポージャーは0.9十億ユーロ(すなわち5％)増

加した。

 

格付区分別エクスポージャー合計

格付カテゴリー

(単位：十億ユーロ) 2014年12月31日 2013年12月31日 増減

1-2 2.7 2.4 0.2

3-5 13.7 12.3 1.4

6-7 6.6 6.5 0.0

8-9 2.1 2.0 0.1

10 0.1 0.2 -0.1

11-12 0.2 0.3 -0.1

格付なし 0.3 0.2 0.1

個人顧客 1.2 1.1 0.1

合計 26.9 25.1 1.7

 

エクスポージャー合計に対する投資適格等級のエクスポージャー(すなわち1から5までの格付区分)の比率

(個人顧客を除く。)は、健全な水準を維持し、64％(前年度は62％)であった。11から12までの格付区分の割

合は、0.9％(前年度は1.3％)であった。

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

 64/591



法人顧客エクスポージャーのうち、投資適格等級のエクスポージャーは58％(前年度は56％)を占め、最低

の2格付区分のエクスポージャーは、234百万ユーロ(前年度は310百万ユーロ)であり、法人エクスポージャー

合計の1.1％(前年度は1.5％)を占めた。

 

格付区分別法人及び住宅公団エクスポージャー

格付カテゴリー

(単位：十億ユーロ) 2014年12月31日 2013年12月31日 増減

1-2 1.0 1.1 0.0

3-5 11.4 10.4 1.0

6-7 6.3 6.3 0.0

8-9 2.0 2.0 0.0

10 0.1 0.2 -0.1

11-12 0.2 0.3 -0.1

格付なし 0.3 0.2 0.1

合計 21.3 20.4 0.9

 

業界別の法人エクスポージャーは、非常に多様であった。最も重要な業界は、11.0％(前年度は7.5％)を占

めるエネルギー、10.7％(前年度は10.2％)を占める卸売・小売業及び9.9％(前年度も9.9％)を占める住宅用

不動産の賃貸運用業によって構成されていた。住宅用不動産の賃貸運用業におけるエクスポージャーのう

ち、合計45％が一般政府により保証されていた。

バルト諸国バンキング・エクスポージャーは、合計で1.2十億ユーロ(前年度は0.8十億ユーロ)であり、バ

ンキング・エクスポージャー合計の4.3％(前年度は3.2％)を占めた。

 

大口顧客に係るリスク

大口顧客に係るリスクには、当グループの資本基盤の10％を超える直接エクスポージャーを有する顧客に

係るリスクが含まれる。大口法人顧客エクスポージャーは、2014年度末に合計0.4十億ユーロ(前年度は2.7十

億ユーロ)であった。当行の自己資金は、3.6十億ユーロ(前年度は2.1十億ユーロ)に増加した。

 

遅滞債権、不良債権及び減損損失

遅滞債権は、13百万ユーロ減少して14百万ユーロとなり、貸付金及び保証ポートフォリオ合計に対する比

率は、0.07％(前年度は0.16％)であった。

バンキング部門における貸付損失(純額)及び減損損失は、25百万ユーロ(前年度は35百万ユーロ)となり、

貸付金及び保証ポートフォリオの0.14％(前年度は0.20％)を占めた。計上された最終貸付損失は、合計で35

百万ユーロ(前年度は17百万ユーロ)であり、減損損失は40百万ユーロ(前年度は55百万ユーロ)であった。貸

倒損失回収額及び減損損失引当金戻入益は、合計49百万ユーロ(前年度は38百万ユーロ)であった。

バルト諸国バンキング事業部の貸付損失(純額)及び減損損失は、0.1百万ユーロ(前年度は-0.8百万ユーロ)

であった。

バンキング部門において、不良債権の定義は、2015年に施行される債権放棄に関するEBAの指針と統一が図

られた。以前の定義と比較して、不良債権と計上される債権金額が増加された。再定義されたバンキング部
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門における不良債権は合計263百万ユーロであり、それに対して同様の計算方法に基づく1年前の不良債権は

278百万ユーロであった。

 

市場リスク・エクスポージャー

バンキング部門のマーケッツ事業部は、金利リスクに最もさらされている。バンキング部門の金利リスク

は、金利の1パーセント・ポイントの変動につき平均13.2百万ユーロ(前年度は12.4百万ユーロ)であった。

 

デリバティブ事業

財務書類の注記に、デリバティブ契約について使用目的別に記載している。

 

損害保険部門

・税引前利益は、223百万ユーロ(前年度は166百万ユーロ)であった。公正価値に基づく税引前利益は、272

百万ユーロ(前年度は149百万ユーロ)であった。年金債務の割引率の引下げにより、利益は62百万ユーロ

(前年度は38百万ユーロ)減少した。

・保険料収入は、5％(前年度は11％)増加した。

・優良な顧客の世帯数は、39,658世帯(前年度は45,612世帯)増加した。

・業務の収益性は前年度より上昇した。営業合算率は、84.7％(前年度は86.9％)であり、事業費率は

18.4％(前年度は18.7％)であった。

・公正価値による投資収益率は、6.7％(前年度は3.5％)であった。

 

損害保険部門：財務成績並びに主要な数値及び比率

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年 増減(％)

保険料収入 1,310 1,249 5

保険金発生額 -930 -889 5

事業費 -242 -234 3

無形資産の償却調整 -21 -21 0

保険契約準備金勘定の残高 117 104  

純投資収益 171 131 30

その他の収益及び費用 -66 -70 -6

税引前利益 223 166 34

公正価値に基づく税引前利益 272 149 82

合算率(％) 91.0 91.6  

営業合算率(％) 84.7 86.9  

営業損失率(％) 66.3 68.1  

事業費率(％) 18.4 18.7  

営業リスクの比率(％) 60.2 61.7  

営業費用の比率(％) 24.4 25.2  

公正価値による投資収益率(％) 6.7 3.5  
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ソルベンシー比率(％) 75 73  

ソルベンシー比率(ソルベンシーⅡ)(％)
＊ 117 125  

自己勘定に留保した大規模な保険金発生額 -79 -73  

過年度に係る請求の変更(流出額) 27 10  

従業員数(人) 1,766 1,872  

*
)　ソルベンシーⅡ(EU規則第138/2009号)案による。

 

2014年度の利益

税引前利益は、前年度より改善した保険契約準備金勘定に係る営業残高及び堅調な投資実績により改善し

て、223百万ユーロ(前年度は166百万ユーロ)となった。年金債務の割引率の2.8％から2.5％への引下げによ

り、保険金発生額は62百万ユーロ増加した。前年度では、保険契約準備金の割引率が引き下げられたことに

よる保険金発生額の増加は38百万ユーロであった。

割引率の引下げの影響を除き、収益性は保険料収入の増加及び保険金請求の順調な増加により改善した。

保険料収入は5％増加した。保険契約準備金勘定に係る営業残高は201百万ユーロ(前年度は164百万ユーロ)ま

で改善し、営業合算率は、84.7％(前年度は86.9％)となった。これらの主要な営業数値は、準備金ベースに

おける変動及び企業買収から発生した無形資産の償却費を除くものである。合算率は、これらの項目を含む

と、91.0％(前年度は91.6％)であった。

 

保険料収入

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年 増減(％)

個人顧客事業部 687 630 9.1

法人顧客事業部 568 567 0.1

バルト諸国事業部 55 52 6.1

合計 1,310 1,249 4.9

 

保険料収入の伸びは2倍となった。保険料収入は、個人顧客事業部及びバルト諸国事業部において、引続き

堅調に増加した。法人顧客事業部では、一般的な経済状況が成長に影響を及ぼし、保険料収入は前年度と同

水準にとどまった。

2013年度において、当行の損害保険料収入の市場シェアは30.3％(前年同期は29.1％)であった。収入保険

料の市場シェアで測定した場合、当行はフィンランドにおける最大の損害保険会社である。

優良な顧客の世帯数は、2013年末に計上された水準から39,658世帯(前年度は45,612世帯)増加した。優良

な顧客の世帯数は、2014年12月31日において合計655,264世帯(前年度は615,606世帯)となり、うち75％(前年

度は73％)がOPフィナンシャル・グループの協同組合銀行をメインバンクとして使用している。OPフィナン

シャル・グループの会員協同組合銀行及びヘルシンキOPバンクの顧客は、銀行取引及び保険サービスを通じ

て得たOPポイントを1,912,000件(前年度は1,783,000件)の保険料の支払いに使用しており、うち255,000件

(前年度は253,000件)はポイントの使用により全額が支払われた。ポイントの使用により支払われた保険料

は、合計95百万ユーロ(前年度は89百万ユーロ)となった。

当行は、フィンランドに新たに4つの私営病院を開設することで、ヘルシンキ首都圏において2013年に開業

したオマサイラーラ・オー・ワイの事業を拡大することを決定した。この事業はまた、専門医薬及び社内健
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康管理の新たな分野へと拡大する予定である。ポヨラ・ブランドの下で、全国的な病院ネットワークが構築

されている。オマサイラーラは、2015年秋にポヨラ・ヘルス・リミテッドに名称変更する予定である。

個人顧客及び法人顧客に対する契約の販売は、前年度から1％増加した。

年金債務の割引率の引下げを除いた場合には、保険金発生額は2％増加することとなる。大規模な保険金発

生額を除き、保険金発生額は良好に推移した。新規大規模保険による保険金発生額は、前年度と比べ増加し

た。損害保険及び企業責任保険の大規模な保険金請求(0.3百万ユーロ超)の報告件数は、82件(前年度は77件)

であり、うち自己勘定に留保した保険金発生額は合計79百万ユーロ(前年度は73百万ユーロ)であった。法定

年金に基づく未払請求に関する引当金の変動は、62百万ユーロ(前年同期は59百万ユーロ)であった。

割引率の変動による影響を除く、過年度における保険金請求の変動により、保険契約準備金勘定の残高が

27百万ユーロ(前年度は10百万ユーロ)改善した。営業損失率は66.3％(前年度は68.1％)であり、危険率(間接

損害調整費を除く。)は60.2％(前年度は61.7％)であった。

事業費は3％増加した。利益の増加により、事業費率は18.4％(前年度は18.7％)に改善した。損害保険にお

いて支払われた販売手数料の増加が事業費を増大させた。営業費用の比率(間接損害調整費を含む。)は、

24.4％(前年度は25.4％)であった。

その他の収益及び費用が4百万ユーロ減少した結果、財務成績は改善した。

 

保険契約準備金勘定に係る営業残高及び合算率(CR)

 2014年 2013年

 

残高

(百万ユーロ)

合算率

(％)

残高

(百万ユーロ)

合算率

(％)

個人顧客事業部 142 79.4 111 82.4

法人顧客事業部 54 90.5 48 91.5

バルト諸国事業部 6 90.0 5 90.2

合計 201 84.7 164 86.9

 

収益性は、個人顧客事業部における保険料収入のプラスの成長及び損失の有利な推移により改善した。法

人顧客事業部に関しては、事業費が減少したことにより財務成績は改善した。バルト諸国事業部において

は、収益性は前年度よりわずかに改善した。

 

投資

公正価値による投資収益は、金利の大幅な低下のため、前年度よりも改善した。公正価値による投資収益

は220百万ユーロ(前年度は115百万ユーロ)であり、公正価値による投資収益率は6.7％(前年度は3.5％)で

あった。損益計算書に計上された純投資収益は、171百万ユーロ(前年度は131百万ユーロ)であった。

 

損害保険部門のリスク・エクスポージャー

損害保険部門の主要なリスクには、保険金請求の増加に伴う引受リスク並びに保険負債をカバーする投資

及び保険負債に適用される割引率に伴う市場リスクが含まれる。
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2016年初頭に保険会社のソルベンシー要件を規制するソルベンシーⅡ指令が施行される予定である。2014

年12月31日現在、ソルベンシーⅡに基づく損害保険部門の資本基盤は合計804百万ユーロ(前年度は894百万

ユーロ)であり、自己資本要件は685百万ユーロ(前年度は713百万ユーロ)であった。ソルベンシーⅡに基づく

ソルベンシー比率は117％(前年同期は125％)であった。これらの数値には経過規定による影響は含まれてい

ない。経過規定は自己資本バッファーを改善させると見込まれている。

2014年12月31日現在、損害保険部門の自己資本は、988百万ユーロ(前年度は913百万ユーロ)であった。保

険料収入に対するソルベンシー・キャピタル比率(ソルベンシー比率)は、75％(前年度は73％)であった。平

準化引当金は215百万ユーロ(前年度は248百万ユーロ)であった。

 

引受リスク・エクスポージャー

損害保険部門の引受リスクにおいて重大な変更はなかった。低い市場金利は、損害保険部門の保険負債に

係る割引率のリスク水準を増大させた。

損害保険部門の再保険は、集中的に管理されている。リスクが特定されている再保険及び大災害再保険に

おける保有額は、最大5百万ユーロである。大災害再保険の累積損失補填限度額は、150百万ユーロであっ

た。さらに、短期保険商品に基づく多額の支払請求については、2014年度は年間合計で15百万ユーロまでの

補償を有していた。当該補償は、大規模な支払請求から生じる年間保険金支払いに係る支出が通常よりも高

い場合に利用される。

支払請求の数及び規模は、年によって異なる。引受業務から発生した収益における前年比の変動は、大方

の場合、高額請求による保険金発生額により説明される。

保険負債の大部分は、予想死亡率及び使用割引率に影響を受ける年金保険で構成される。予想死亡率は、

フィンランドの保険事業者が一般に使用している死亡率モデルに基づいており、当該モデルは現在の余命の

増加傾向が継続することを想定している。当該モデルは直近では2011年度に更新された。

保険負債の償還年限は12.7年(前年度は12.6年)である。割引後の保険負債は、1,658百万ユーロ(前年度は

1,568百万ユーロ)であった。これは、2.5％(前年度は2.8％)の割引率により割り引かれた。保険負債の一部

は、金利デリバティブによりヘッジされている。これらのデリバティブのプラスの公正価値である合計12百

万ユーロ(前年度は0百万ユーロ)は保険負債に加えられ、例外項目としてソルベンシー・マージンから除外さ

れている。残りの保険負債の一部である947百万ユーロ(前年度は953百万ユーロ)は、割り引かれておらず、

償還年限は2.1年(前年度も2.1年)であった。

 

投資リスク・エクスポージャー

2014年12月31日現在、損害保険部門の投資ポートフォリオは、合計3,522百万ユーロ(前年度は3,219百万

ユーロ)であった。

 

資産種類別投資ポートフォリオ

(単位：％) 2014年12月31日現在 2013年12月31日現在

債券及び債券ファンド 73 72

代替的投資 1 1

株式 7 10

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

 69/591



プライベート・エクイティ 3 3

不動産 11 10

金融市場商品 5 4

合計 100 100

 

信用格付別の確定利付ポートフォリオは、投資適格等級にあたる投資が94％(前年度は91％)を占め、うち

71％(前年度は74％)の投資が最低でもA-の格付であったことを考慮すると、健全性を維持していた。確定利

付ポートフォリオの満期までの平均残存期間は、4.5年(前年度は4.4年)であり平均償還年限は、4.3年(前年

度は3.7年)であった。

2014年12月31日における直接的な債券投資の平均直接利回りは、1.9％(前年度は2.7％)であった。

損害保険部門におけるオープン通貨ポジションは、157百万ユーロ(前年度は136百万ユーロ)であり、投資

ポートフォリオの4％を占めた。

全体として、投資リスク水準について重大な変更はなかった。当行は、投資ポートフォリオに関する株式

リスクをわずかに軽減した。債券及び非流動性投資のリスク水準はわずかに増加した。

 

グループ業務部門

・税引前利益は、20百万ユーロ(前年度は39百万ユーロ)となった。これには、債券に係る7百万ユーロ(前

年度は14百万ユーロ)のキャピタル・ゲイン及び43百万ユーロ(前年度は28百万ユーロ)の受取配当金が含

まれていた。

・公正価値に基づく税引前利益は、53百万ユーロ(前年度は33百万ユーロ)であった。

・流動性及び資金調達へのアクセスは引続き良好であった。

 

グループ業務部門：財務成績並びに主要な数値及び比率

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年 増減(％)

純利息収益 -3 27  

純手数料収益 4 -1  

トレーディング純収益 -8 -12 -34

純投資収益 55 46 18

その他の収益 9 9 -4

収益合計 56 69 -18

　人件費 6 6 1

　その他費用 30 21 43

費用合計 36 27 33

債権の減損控除前利益 20 41 -51

債権の減損  2  

税引前利益 20 39 -48

公正価値に基づく税引前利益 53 33 60

流動性バッファー(十億ユーロ) 16.6 13.3 25

リスク加重資産(十億ユーロ)
* 5.7 6.0
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OP協同組合企業から／への債権及び負債のネット・ポジション

(十億ユーロ)

3.8 4.7  

セントラル・バンキング収益(百万ユーロ) 17 9 93

従業員数(人) 33 26  

*
)　2014年1月1日に施行されたCRR規則による。

 

2014年度の利益

グループ業務部門の税引前利益は、前年度より19百万ユーロ減少し、20百万ユーロとなった。公正価値に

基づく税引前利益は、前年度から20百万ユーロ増加し、合計で53百万ユーロとなった。

純利息収益は、継続的な低利率により減少し、当グループはより厳しい流動性規制に向けた備えを行っ

た。

当行株式の公開買付のための資金調達に関連してOP協同組合に付与された融資枠により、純手数料収益が

増加した。

純投資収益には、債券のキャピタル・ゲイン7百万ユーロ(前年度は14百万ユーロ)、受取配当金43百万ユー

ロ(前年度は28百万ユーロ)及びミューチュアル・ファンド投資から計上された収益7百万ユーロ(前年度は0百

万ユーロ)が含まれていた。受取配当金にはスオメン・ルットオスウスクンタによる協同組合資本の支払利息

14百万ユーロ(前年度は16百万ユーロ)及びOPライフ・アシュアランスによる支払配当金12百万ユーロ(前年度

は5百万ユーロ)が含まれる。

その他費用には税関連の遅延利息2百万ユーロ及び当行株式の公開買付に関連するアドバイザー費用2百万

ユーロが含まれていた。費用合計は、費用引当金額が改定されたことに伴い直近の四半期において減少し

た。

当行の資金調達へのアクセスは引続き好調であった。2014年1月から12月の間に、当行は、3.5十億ユーロ

相当の長期債を発行した。3月に当行は国際資本市場において満期3年及び7年のそれぞれ750百万ユーロ相当

の2件の非劣後社債を発行した。6月に当行は満期5年の750百万ユーロ相当の非劣後社債を発行し、日本市場

において総額60十億円(432百万ユーロ相当)の2件のサムライ債を発行した。

OPフィナンシャル・グループの一員であるOPモーゲージ・バンクは、それぞれ1.0十億ユーロに相当する3

件のカバードボンドを発行した。3月に発行されたかかる社債の満期は7年であり、6月に発行された社債の満

期は5年であり、11月に発行された社債の満期は10年である。

2014年12月31日現在、非劣後社債に係るホールセール資金調達の平均利鞘は39ベーシスポイント(前年度は

40ベーシスポイント)であった。

 

グループ業務部門のリスク・エクスポージャー

クレジット・リスク・エクスポージャー

グループ業務部門の主要なリスクには、流動性バッファー及び流動性リスクに伴うクレジット・リスク及

び市場リスクが含まれる。

グループ業務部門のエクスポージャーは、合計22.7十億ユーロ(前年度は19.8十億ユーロ)であり、OPフィ

ナンシャル・グループの流動性を確保するための債券、中央銀行に対する預金及びOPフィナンシャル・グ
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ループの協同組合銀行からの債権で構成されていた。エクスポージャーのうち、合計99％(前年度も99％)が

投資適格等級カウンターパーティによるものであった。

OPフィナンシャル・グループの会員協同組合銀行並びにOP協同組合及びその子会社は、OPフィナンシャ

ル・グループの中心的な金融機関としての当行の重要な顧客グループを形成している。OPフィナンシャル・

グループの会員協同組合銀行及びOP協同組合のエクスポージャーは、0.9十億ユーロ(前年度比約9％)増加し

た。当該エクスポージャーは、すべて投資適格等級エクスポージャーであった。

 

格付区分別エクスポージャー合計

格付カテゴリー

(単位：十億ユーロ) 2014年12月31日 2013年12月31日 増減(％)

1-2 19.2 16.8 2.3

3-5 3.3 2.7 0.5

6-7 0.1 0.1 0.0

8-9 0.1 0.1 0.0

10 0.0  0.0

合計 22.7 19.8 2.8

 

流動性バッファー投資における中央銀行に対する預金の割合が引き上げられ、担保適格債券の割合が増加

した。

 

市場リスク・エクスポージャー

2014年1月から12月の間の当グループ業務部門の金利リスクは、金利の1パーセント・ポイントの変化につ

き、平均14.9百万ユーロ(前年度は28.4百万ユーロ)であった。

 

非継続事業

アセットマネジメント部門

・業績ベースの運用手数料の増加により、アセットマネジメント部門の税引前利益は、38百万ユーロ(前年

度は24百万ユーロ)に改善した。

・運用資産は、14％増加して43.3十億ユーロ(前年度は37.9十億ユーロ)となった。

・収益に対する営業費用の比率は、42％(前年度は53％)であった。

 

アセットマネジメント部門：財務成績並びに主要な数値及び比率

(単位：百万ユーロ) 2014年 2013年 増減(％)

純手数料収益 64 51 25

その他の収益 4 4 -8

収益合計 67 55 22

　人件費 14 14 -1
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　その他費用 17 17 -1

費用合計 31 32 -1

関連会社における持分利益／損失 1 0  

税引前利益 38 24 59

公正価値に基づく税引前利益 38 24 59

運用資産(十億ユーロ) 43.3 37.9 14

収益に対する営業費用の比率(％) 42 53  

従業員数(人) 88 88  

 

2014年度の利益

税引前利益は、38百万ユーロ(前年度は24百万ユーロ)となった。利益には、11.5百万ユーロ(前年度は3.8

百万ユーロ)の業績ベースの運用手数料が含まれる。税引前利益には、当行による持株比率に比例して、関連

会社であるアクセス・キャピタル・パートナーズ・グループ・エス・エーが示した純利益が含まれる。

収益に対する営業費用の比率は、42％(前年度は53％)であった。

運用資産は、14％増加し、43.3十億ユーロ(前年度は37.9十億ユーロ)となった。

 

運用資産

(単位：十億ユーロ) 2014年12月31日 2013年12月31日

機関投資家 24 21

OPミューチュアル・ファンド 14 12

個人 6 5

合計 43 38

 

資産種類別運用資産

(単位：％) 2014年12月31日 2013年12月31日

金融市場投資 14 15

債券 36 37

株式 36 32

その他 14 15

合計 100 100

 

運用資産の増加は、純資産流入の堅調な推移及び市場価値の改善によるものである。

 

ポヨラ・グループのリスク・エクスポージャー

フィンランドの経済成長は芳しくなかったものの、当グループのリスク負担能力及びリスク・エクスポー

ジャーは、引続き安定していた。
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クレジット・リスク・エクスポージャーに関して重大な変更はなかった。投資適格等級のエクスポー

ジャーは、引続き高水準であった。支払期限から90日超経過している延滞債権及びゼロ金利債権は増加した

が、低水準のままであった。減損損失は減少した。

 

 2014年度 2013年度

純貸付損失及び減損損失(百万ユーロ) 25 37

貸付金及び保証ポートフォリオに対する割合(％) 0.14 0.21

支払期限から90日超経過している延滞債権、ゼロ金利債権及び減免債

権(百万ユーロ) 46 40

貸付金及び保証ポートフォリオに対する割合(％) 0.25 0.23

遅滞債権(百万ユーロ) 14 27

貸付金及び保証ポートフォリオに対する割合(％) 0.07 0.16

 

計上された最終貸付損失は合計35百万ユーロ(前年度は27百万ユーロ)、減損損失は合計40百万ユーロ(前年

度は55百万ユーロ)となった。貸付損失回収額及び減損損失引当金戻入益は、合計49百万ユーロ(前年度は45

百万ユーロ)となった。

損害保険部門の引受リスク・エクスポージャー及び投資ポートフォリオのリスク・エクスポージャー全体

に重大な変更はなかった。市場低金利により、損害保険の保険負債に関連する割引率のリスク水準が高まっ

た。

当グループの資金調達ポジション及び流動性ポジションは、引続き堅調であり、当グループは、資金調達

を十分に利用することができた。

 

流動性バッファー

(単位：十億ユーロ)

2014年

12月31日

2013年

12月31日 増減(％)

中央銀行に対する預金 3.8 2.0 90

担保適格債券 7.8 7.4 6

担保適格企業向貸付金 4.3 3.3 31

合計 15.9 12.7 26

担保不適格債権 0.7 0.7 6

流動性バッファー(時価ベース) 16.6 13.3 25

担保ヘアカット -1.1 -1.0 12

流動性バッファー(担保価値ベース) 15.5 12.3 26

 

OPフィナンシャル・グループの中核銀行として、当行は、主にECBに対する預金並びに中央銀行のリファイ

ナンスに適格な債券及び貸付金で構成される流動性バッファーを維持している。流動性バッファーは、良好

な信用格付を有する政府、地方自治体、金融機関及び企業が発行した債券、証券化資産並びに担保適格企業

向貸付金からなる。

流動性バッファーに含まれる債券の測定は、時価評価に基づいている。
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当行が維持している流動性バッファー及びOPフィナンシャル・グループの緊急時資金調達計画に基づくそ

の他の項目は、ホールセール資金調達が利用できなくなり、預金合計が緩やかに減少した場合に、少なくと

も24ヶ月間にわたりホールセール資金調達を賄うために利用することができる。

2014年12月31日現在の信用格付別流動性バッファーに含まれる金融資産(％)

(2013年12月31日現在(％))

 

2014年12月31日現在の満期別流動性バッファーに含まれる金融資産(％)

(2013年12月31日現在(％))

当グループの事業に関連する主要リスクは、経済環境及び資本市場全般の進展並びに保険負債に適用され

る割引率に関係するものである。

 

オペレーショナル・リスク
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オペレーショナル・リスクで最も重要なのは、システム及び関連する外部委託業務並びにビジネス・プロ

セスの構築に係る変更である。2014年度において、実現したオペレーショナル・リスクによるコストは3百万

ユーロ(前年度は2百万ユーロ)であった。

 

当グループの自己資本

資本基盤及び自己資本

2014年12月31日現在、ポヨラ・グループのCET1比率は12.4％(前年度は11.9％)であった。ポヨラ・イン

シュアランス・リミテッドは2014年12月に2014年度の利益の中間配当として130百万ユーロを当行に分配する

ことを決定し、それにより当行のCET1比率は0.6パーセント・ポイント増加した。ポヨラ・グループは、2016

年度末までに最低CET1比率を15％にすることを目標としている。自己資本比率は、最低規制要件の8％に対

し、16.6％(前年度は16.5％)であった。自己資本比率は、2014年1月1日よりCRR規則に従って算出されてお

り、比較値は修正されていない。

バンキング部門の堅調な利益獲得業績及びポヨラ・インシュアランス・リミテッドの中間配当により、

CET1資本は259百万ユーロ増加して2,700百万ユーロとなった。

2014年12月31日におけるリスク加重資産は、企業向貸付金ポートフォリオの増加及びEBAが設定した市場リ

スクの追加要件により、1,341百万ユーロ増加して22十億ユーロとなった。貸付金ポートフォリオの質はわず

かに向上した。リスク加重資産には、3.9十億ユーロのグループ内保険会社持分が含まれる。
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リスク加重資産合計(2014年12月31日現在)

合計21.8十億ユーロ

(年度末からの変動：+7％)

 

ポヨラ・グループは、自己資本が金融・保険コングロマリットの監督に関する法律に従って監督されてい

るOPフィナンシャル・グループに属している。かかる法律下での、ポヨラ・グループの自己資本比率は、

2014年12月31日において1.76(前年度は1.67)であった。

 

金融・保険コングロマリットの監督に関する法律に基づく自己資本

 

バーゼルⅢ及びソルベンシーⅡに係る規制の変更

金融危機により、銀行の自己資本要件に関する規制の枠組みがさらに厳しくなった。2013年6月27日、EU官

報において、自己資本規制及び指令(CRD Ⅳ／CRR)が公表された。かかる新たな規制は2014年1月1日に施行さ

れ、2014年から2019年の間には、EUにおいて段階的にバーゼルⅢ基準が施行される。これらの規制の変更
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は、例えば、銀行の資本基盤の質の改善、自己資本要件の周期的性質の緩和、銀行の債務削減及び流動性リ

スクに対する定量的限度枠の設定等を行うことを目的としている。

当行の観点からは、これらの規制における最も重要な個別の変更点は、銀行主導の金融・保険コングロマ

リットにおける保険会社持分の取扱いに関係するものである。2013年11月27日現在、ポヨラ及びOPフィナン

シャル・グループは、FFSAより、コングロマリットにおける保険会社持分をリスク加重資産として取扱うた

めの許可を受けた。保険会社持分に適用される方法により、約280％のリスク加重になる。かかる許可は2014

年1月1日から2014年12月31日まで有効であった。ECBは、許可の延長を検討している。

国内法令を通じて施行される自己資本バッファーの要件は、自己資本要件に加わる予定である。2015年初

頭現在、固定の追加的自己資本要件はリスク加重資産の2.5％である。金融安定化に関係するその他の信用機

関に適用される2016年初頭現在の追加的自己資本要件は、依然として未定である。またFFSAは、循環性を抑

制するために変動追加的自己資本要件を設定する可能性がある。予定されている流動性規制は、流動性管理

費を増加させると考えられる。規制上の変更に向けての準備に際しては、収益性が重要な役割を担うことに

なる。

信用機関である当行はOPフィナンシャル・グループの一員として、2014年11月にECBによる監督下に移され

た。ECBは2014年に金融機関としてOPフィナンシャル・グループのリスク監督評価、包括的資産査定及びスト

レス・テストを実施し、信用機関である当行もその対象に含まれた。

ECBの包括的評価及びストレス・テストは、欧州銀行の透明性を高め、欧州銀行が十分な資本を確保できる

ようにすることを目的としている。統一原則に従い短期間の間に行われた新たなタイプの包括的評価には、

合計で130行の欧州銀行が参加した。

包括的評価の結果は、2014年10月26日に公表された。結果によると、OPフィナンシャル・グループのリス

ク負担能力は強力なものであった。包括的評価の結果に基づき、クレジット・リスク・モデル及びカウン

ターパーティ・リスク・モデルはデリバティブの公正価値評価に適用され、集合的な債権の減損に係るモデ

ルは更新された。これらの変更による財務書類及び会計方針への重要な影響はなかった。

保険セクターのソルベンシーⅡ規制における変更は、保険会社の資本基盤の質の改善、リスク管理の改

善、リスク・ベースの資本要件の強化及びヨーロッパにおける保険セクターのソルベンシー要件の調整を目

的としている。これらの規制は現在準備段階で、2016年初頭に施行される予定である。

2014年12月31日現在、ソルベンシーⅡの枠組みにおけるソルベンシー比率の予想値は、経過規定の影響を

除き、117％(前年度は125％)であった。ソルベンシーⅡにおけるソルベンシー・キャピタル要件に関する

バッファーの予想値は合計119百万ユーロ(前年度は181百万ユーロ)であった。経過規定は、資本バッファー

を改善させると予想される。

 

ソルベンシーⅡにおける損害保険資本基盤及びソルベンシー比率
*

(単位：百万ユーロ) 2014年12月31日 2013年12月31日 目標

　Tier 1 754 844  

　Tier 2 50 50  

資本基盤(ソルベンシーⅡ) 804 894  

ソルベンシー・キャピタル要件(SCR) 685 713  

ソルベンシー比率(ソルベンシーⅡ)(％)
* 117 125 120
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*
)
 
 ソルベンシーⅡ(EU規則第138/2009号)案による。

 

資本基盤及び自己資本

当グループは2014年12月31日現在の資本基盤及び自己資本を、2014年1月1日に施行されたCRR規則に従って

示した。2013年の比較値は、2013年12月31日に施行されたCRD Ⅲに従って示している。また、CRR規則に基づ

く一年前の予想値は、「CRR　2014年1月1日」欄に示している。

 CRR CRR CRD3

(単位：百万ユーロ) 2014年12月31日 2014年1月1日 2013年12月31日

株主資本 3,408 3,150 3,150

株式資本における保険会社の影響の消去

(株式資本及びポヨラ・グループ消去) -183 -137 -137

公正価値評価差額準備金、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジ
-17 -11 -11

CET1(控除前) 3,209 3,001 3,001

無形資産 -195 -193 -193

年金負債の超過積立、価格調整、間接保有

及び損失に係る繰延税金資産 -1 -8 -4

計画的利益分配／取締役会が提案した利益

分配
-141 -212 -212

経過規定に基づく未実現利益 -50 -31 -31

保険会社及び金融機関への投資   -703

減損‐予想損失の不足額 -122 -115 -50

CET1
* 2,700 2,441 1,808

経過規定が適用される劣後債 219 219 274

Tier 2資本の不足額   -38

追加的Tier 1資本(AT1) 219 219 235

Tier 1資本(T1) 2,919 2,660 2,043

社債 663 683 683

経過規定に基づく未実現利益 50 31 31

保険会社及び金融機関への投資   -703

減損‐予想損失の不足額   -50

AT1への再分類   38

Tier 2資本(T2) 713 714  

    

資本基盤合計 3,633 3,375 2,043

    

リスク加重資産    

信用リスク及びカウンターパーティ・リス

ク

  
 

　中央政府及び中央銀行エクスポージャー 26 82 82

　信用機関エクスポージャー 1,305 1,368 1,140

　コーポレート・エクスポージャー 11,831 10,848 10,965
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　リテール・エクスポージャー 1,010 941 941

　株式投資 4,132 4,205 195

　その他 931 1,013 684

市場リスク 1,467 958 958

オペレーショナル・リスク 1,137 1,083 1,083

合計 21,839 20,499 16,048

    

比率(％)    

CET1資本比率 12.4 11.9 11.3

Tier 1比率 13.4 13.0 12.7

自己資本比率 16.6 16.5 12.7

    

バーゼルⅠフロア(単位：百万ユーロ)    

　資本基盤 3,633 3,375  

　バーゼルI資本要件フロア 1,441 1,239  

　バーゼルIフロアに対する自己資本バッ

ファー

2,192 2,136
 

*
)
　
CRD Ⅲの数値に基づくCET1に関する行は、EBAが定義するコアTier を示している。

 

金融・保険コングロマリットの監督に関する法律に基づく自己資本

(単位：百万ユーロ) 2014年12月31日 2014年1月1日 2013年12月31日

ポヨラ・グループの株式資本 3,408 3,150 3,150

ハイブリッド債、永久債券及び社債 932 952 1,007

資本基盤から控除されたその他のセク

ター特定の項目
-91 -107 -5

のれん及び無形資産 -863 -880 -880

平準化引当金 -172 -198 -198

決議配当 -141 -212 -212

資本基盤から控除されたIFRS項目
* -19 -24 -122

減損‐予想損失の不足額 -106 -99 -99

コングロマリット資本基盤合計 2,948 2,581 2,639

信用機関法定資本要件
** 1,433 1,326 1,284

保険事業運営のための法定資本要件
*** 247 222 222

コングロマリット最低資本要件合計 1,680 1,548 1,506

コングロマリット自己資本 1,269 1,033 1,134

コングロマリット自己資本比率(資本資

源／資本資源の最低額)
1.76 1.67 1.75

*
)
  

年金負債の超過積立、投資不動産の公正価値測定、公正価値評価差額準備金のキャッシュ・フロー・ヘッジ部分

**
)
 
リスク加重資産×8％

***
)
 
最低ソルベンシー・マージン
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OPフィナンシャル・グループの自己資本比率は1.89(前年度は1.90)であった。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

2014年度における設備投資の総額は、合計28百万ユーロ(前年度は45百万ユーロ)であった。そのうちバン

キング部門は10百万ユーロ(前年度は15百万ユーロ)、損害保険部門は14百万ユーロ(前年度は27百万ユー

ロ)、アセットマネジメント部門は2百万ユーロ(前年度は2百万ユーロ)、グループ業務部門は2百万ユーロ(前

年度は1百万ユーロ)を占めた。設備投資は、主にICT投資であった。

 

２【主要な設備の状況】

主な事業所

当行の本店は、フィンランド共和国 ヘルシンキ市FI-00510 テオリスースカトゥ 1bに所在しており、OP-

ヴァリラ・ラハスト・ケー・ワイから貸借している。当行及びポヨラ・コーポレート・ファイナンス・リミ

テッドの従業員がこの事業所に勤務しており、これらの会社による使用面積の合計は約16,000平方メートル

である。当行は、エストニア、ラトビア及びリトアニアに支店を有する。

当行の子会社であるポヨラ・インシュアランス・リミテッドの本店は、フィンランド共和国 ヘルシンキ市

FI-00350 ラパンマエンティ 1に所在している。

ポヨラ・アセット・マネジメントは、フィンランド共和国 ヘルシンキ市 FI-00130 エスプラナーディ通り

12に所在する設備で事業を行っており、この設備はスオミ相互生命保険会社から貸借している。

 

所在国 所在地 事業部／使用目的 所有／貸借
面積

(平方メートル) 従業員数

当行      

フィンランド
ヘルシンキ市、

テオリスースカトゥ
本店 貸借 16,000 900

エストニア ターリン、トルニマエ 支店 貸借 613 25

ラトビア
リガ、ヴィエンバス・

ガトゥヴ
支店 貸借 342 21

リトアニア
ヴィルニウス、コンス
ティトゥシジョス通り

支店 貸借 300 15

ポヨラ・アセット・
マネジメント

 
    

フィンランド
ヘルシンキ市、

エスプラナーディ通り
本店 貸借 2,478 85

ポヨラ・
インシュアランス

 
    

フィンランド
ヘルシンキ市、
ラパンマエンティ

本店(約15,000平方メー
トルを転貸している)

貸借 94,000 900

フィンランド
ヘルシンキ市、
ヒオモティ

支店 貸借 9,629 510
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３【設備の新設、除却等の計画】

OPフィナンシャル・グループは、フィンランドで2番目に大きな民間雇用主であり、ヘルシンキに所在する

管理及びサービス・センターは、OPフィナンシャル・グループの同一性を反映した統合された設備を必要と

している。ヴァリラ区画改修の目標は、金融部門における新たな運営方法を反映する、修正可能で柔軟性が

あり、統合された設備を作ることである。かかる改修は、2015年春まで続く予定である。

かかるプロジェクトは、完了までに年間約2,000人が必要とされ、その内の半数は建設、残りの半数は設計

及び供給者に割り当てられる。新たな事務所の床面積は合計60,000平方メートルの予定で、区画合計では

112,000平方メートルである。
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第５【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

(2014年12月31日現在)

授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)

319,551,415 319,551,415 0

 

②【発行済株式】

(2014年12月31日現在)

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別 種類 発行数(株)

上場金融商品取引所

名又は

登録認可金融商品取

引業協会名 内容

無額面株式 - 319,551,415 非上場

当行の普通株式であ

る。株主総会におい

て、株式1株につき議決

権1個が保有者に付与さ

れる。

計 - 319,551,415 - -

 

OP協同組合は、2014年2月に発表した公開買付を完了し、会社法第18章第6節に基づく仲裁裁判所の決定に

より、当行の全株式を取得した。さらなる情報については、「第２　企業の概況－４　関係会社の状況－OP

フィナンシャル・グループの一員としての当行」を参照のこと。

2014年11月28日に当行のシリーズA株式及びシリーズK株式は単一のシリーズの株式に統合され、株式は振

替証券制度の適用外となった。

 

 2014年12月31日現在

 合計

株式資本(ユーロ) 427,617,463

株式数 319,551,415

 

2014年12月31日現在の株式数は320百万株であり、2013年12月31日現在と同数であった。2014年12月31日現

在、当行は自己株式を保有しておらず、株主総会は当行に自己株式を取得する権限を付与していない。

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。
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（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】

OP協同組合の当行に対する公開買付の完了の結果、当行の株式は2014年11月28日に振替証券制度の適用外

となり、シリーズA株式及びシリーズK株式は単一のシリーズの株式に統合された。

以下の表は、新たな単一種類株式の株式総数及び株式資本、並びに統合前のシリーズA株式及びシリーズK

株式の株式総数及び株式資本の増減を示している。

 

①株式合計

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

株式資本増減額

(ユーロ)

(円)

株式資本残高

(ユーロ)

(円)

2014年11月28日 - 319,551,415
-

(-)

427,617,463

(56,257,353,432)

 

②シリーズA株式(株式シリーズ統合前)

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

株式資本増減額

(ユーロ)

(円)

株式資本残高

(ユーロ)

(円)

2013年10月14日
* 33,880 252,009,866

45,338

(5,964,667)

337,234,681

(44,366,594,632)

2013年9月2日
* 33,188 251,975,986

44,412

(5,842,843)

337,189,344

(44,360,630,097)

2012年4月10日
* 773,028 251,942,798

1,034,451

(136,092,374)

337,144,932

(44,354,787,254)

2010年4月14日
* 25,080 251,169,770

33,562

(4,415,417)

336,110,481

(44,218,694,880)

 

*
)
 

シリーズK株式のシリーズA株式への無償での転換による。

 

③シリーズK株式(株式シリーズ統合前)

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

株式資本増減額

(ユーロ)

(円)

株式資本残高

(ユーロ)

(円)

2013年10月14日
* -33,880 67,541,549

-45,338

(-5,964,667)

90,382,782

(11,890,758,800)

2013年9月2日
* -33,188 67,575,429

-44,412

(-5,842,843)

90,428,119

(11,896,723,336)

2012年4月10日
* -773,028 67,608,617

-1,034,451

(-136,092,374)

90,472,531

(11,902,566,178)

2010年4月14日
* -25,080 68,381,645

-33,562

(-4,415,417)

91,506,982

(12,038,658,552)

 

*
)
 

シリーズK株式のシリーズA株式への無償での転換による。

 

株式発行の権限及び株式に付与されるその他の特別な権利
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2014年3月20日に開催された年次株主総会は、取締役会に対して、1回又は複数回のライツ・イシューを決

定する権限を付与した。かかるライツ・イシューにおいて募集されるシリーズA株式及びシリーズK株式の合

計株式数は、それぞれ24,000,000株及び6,000,000株を超えてはならない。OP協同組合による当行株式の公開

買付完了後、当行のシリーズA株式は2014年9月30日にNASDAQ OMXヘルシンキ証券取引所から上場廃止とな

り、当行の株式は2014年11月28日に振替証券制度の適用外となった。シリーズA株式及びシリーズK株式は単

一のシリーズの株式に統合された。

また取締役会は、会社法に従い、財務的に適切な理由があると当行の観点から考えられる場合には、株主

の新株引受権(私募)を放棄する権限を有する。その場合、かかる権限は、企業買収の資金調達及び実施又は

当行の事業に関するその他の取引のために行使することができる。

かかる権限には、株式発行及びこれらの手段に関するその他の事項の条件を定める取締役会の権利が含ま

れる。また取締役会は、申込価格を投資された非制限株主資本のために当行の準備金に全部若しくは部分的

に組み入れるか又は株式資本に組み入れるかを決定する権利を有する。

かかる権限は、2015年3月20日まで有効である。取締役会は、かかる権限に基づく株式発行に関する決定を

未だに行っていない。

 

（４）【所有者別状況】

当行の株主はOP協同組合のみである(2014年10月7日以降)。

 

（５）【大株主の状況】

2014年12月31日現在の株式数に基づく大株主

氏名又は名称及び住所

株式数

合計(株)

全株式に

占める割合(％)

議決権に占める割合

(％)

OP協同組合

フィンランド共和国 ヘルシンキ市

FI-00510 テオリスースカトゥ 1b

(事務所の住所はヴァークサイン

ティ 4)

319,551,415 100 100

 

２【配当政策】

配当政策及び配当

取締役会が当行の配当政策を決定し、株主総会において配当金の支払額を提案する。利益処分について

は、年次株主総会が決定する。

2014年3月17日、当行の取締役会は、ポヨラ･グループの更新された財政目標を確認した。

コアTier 1比率11％は、CET1比率15％に替えられた。当行は、配当性向が少なくとも50％となるよう当行

の配当政策も修正したが、これはCET1が少なくとも15％であることを条件とする。2014年度以降の配当性向

は、当行が新たなCET1目標比率を達成するまでの間30％となる。損害保険部門に設定された70％のソルベン

シー比率目標は、ソルベンシーⅡに基づくソルベンシー比率目標である120％に替えられた。その他の財政目

標に変更はなかった。

新たな自己資本目標は2016年末までに前倒しベースで達成され、その他の財政目標は2015年末までに達成

されなければならない。
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分配可能資金の配分に関する当行取締役会の提案

2014年12月31日現在の当行の株主資本は合計2,095,123,453.54ユーロであり、このうち915,384,812.75

ユーロが分配可能な株主資本であった。

利益配分につき、以下の資金が年次株主総会で処理された。

 

 (単位：ユーロ)

2014年度利益 425,089,296.01

利益剰余金 158,914,679.68

投資した非制限株主資本の準備金 307,931,364.75

その他非制限準備金 23,449,472.31

合計 915,384,812.75

 

取締役会は、当行の分配可能資金を1株当たり0.43ユーロ、すなわち137,407,108.45ユーロの配当金として

株主に分配する提案をした。したがって、777,977,704.30ユーロが当行の分配可能な株主資本として残って

いる。

2014年度末以降、当行の財政状態に重大な変更は生じていない。取締役会の見解によれば、当行の流動性

は良好であり、利益配分案により悪化することはないと予想されている。

2015年3月19日の当行の年次株主総会は、2014年度の財務書類を承認し、1株当たり0.43ユーロの配当金の

分配を決定した。

 

３【株価の推移】

最近5年間及び最近6ヶ月間のNASDAQ OMX ヘルシンキ証券取引所における当行のシリーズA株式の終値の推

移は、以下のとおりである。

 

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

シリーズA株式
 

事業年度 2010年 2011年 2012年 2013年
2014年

*

決算期末日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日

最高

(ユーロ(円))

9.79

(1,288)

10.28

(1,352)

11.42

(1,502)

14.67

(1,930)

16.86

(2,218)

最低

(ユーロ(円))

6.97

(917)

6.47

(851)

7.34

(966)

11.14

(1,466)

14.17

(1,864)

 

*
)
 

2014年9月30日まで。シリーズA株式は、2014年9月30日にヘルシンキ証券取引所から上場廃止となった。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
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シリーズA株式
 

月別 2014年4月 2014年5月 2014年6月 2014年7月 2014年8月
2014年9月

*

最高

(ユーロ(円))

16.63

(2,188)

15.99

(2,104)

16.00

(2,105)

15.89

(2,090)

16.01

(2,106)

16.01

(2,106)

最低

(ユーロ(円))

15.86

(2,087)

15.73

(2,069)

15.75

(2,072)

15.41

(2,027)

15.85

(2,085)

15.98

(2,102)

 

*
)
 

2014年9月30日まで。シリーズA株式は、2014年9月30日にヘルシンキ証券取引所から上場廃止となった。

 

４【役員の状況】

取締役会

取締役は、全員、年次総会で選任され、その任期は、会長を除き、選任後の年次総会の閉会までとする。

OP協同組合の業務執行委員会会長は、協同組合銀行法に基づいて当行の取締役会の議長を務める。

2014年10月8日、OP協同組合は、会社法第5章第1(2)節の規定のとおり、取締役会会長が連合法の中核機関

の取締役会の会長を務め、2名以上3名以下の他の取締役が定時株主総会により任命されるよう当行の定款を

変更する決定を全員一致で下した。以下の取締役が選任された。

 

レイホ・カーリネン(Reijo Karhinen)(1955年生まれ)

会長

・Vuorineuvos(フィンランド語名誉称号)、OPフィナンシャル・グループ社長兼代表取締役会長

・トゥルク・スクール・オブ・エコノミクス(Turku School of Economics)及びイースタン・フィンランド

大学(University of Eastern Finland)理学修士(経済及び経営管理学)名誉博士号

・1994年より取締役、2014年10月7日まで取締役会報酬委員会委員長(OP協同組合(連結)の再編により、取

締役会は2014年10月8日をもって取締役会の委員会を廃止した。)

・当行及びその大株主(OP協同組合)の執行取締役

 

その他の関連役職

・フィンランド金融サービス連盟取締役会会長

・フィンランド商工会議所(Finland Chamber of Commerce) 取締役会副会長

・フィンランド国際商工会議所(International Chamber of Commerce Finland) 取締役会副会長

・フィンランド産業連盟(Confederation of Finnish Industries) (EK)取締役及び熟練労働力委員会の構

成員

・サヴォンィナ・オペラ・フェスティバル後援者協会 (Savonlinna Opera Festival Patrons'

Association)評議員会会長

・ヘルシンキミッシオ(HelsinkiMissio)代表団団長
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・新・小児病院財団取締役会副会長

・マナーハイム財団取締役

・マーンプオルストゥクセン・トゥキ・アールワイ(Maanpuolustuksen tuki ry)取締役会会長

・ユニコ・バンキング・グループ(Unico Banking Group)取締役

 

関連職歴

・OPバンク・グループ中央協同組合社長(1997年－2006年)、エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

(1994年－1996年)

・クオピオン・オスースパンキ(Kuopion Osuuspankki)業務執行取締役(1990年－1994年)

・サヴォンィナン・オスースパンキ(Savonlinnan Osuuspankki)業務執行取締役(1988年－1990年)

・ヴァウカウデン・オスースパンキ(Varkauden Osuuspankki)業務執行取締役(1985年－1988年)

・ジュヴァン・オスースパンキ(Juvan Osuuspankki)アシスタント・ディレクター(1979年－1984年)

 

当行における持株数及び株式に基づく権利

本書の日付現在　0株

 

トニー・ヴェプサライネン(Tony Vepsӓlӓinen)(1959年生まれ)

・OPフィナンシャル・グループ業務部門エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント(2014年10月1日より)、

副社長兼代表取締役副会長

・法学修士号、(エグゼクティブ向け)経営学修士号

・2007年より取締役、2014年10月7日まで取締役会リスク管理委員会委員長兼報酬委員会副委員長(OP協同

組合(連結)の再編により、取締役会は2014年10月8日をもって取締役会の委員会を廃止した。)

・当行及びその大株主(OP協同組合)の執行取締役

 

その他の関連役職

・ハウジング・フェア・フィンランド協同組合 (Housing Fair Finland Co-op)監査役会会長

 

関連職歴

・OP-ポヨラ・グループ中央協同組合最高事業開発責任者(2011年－2014年)

・OP-ポヨラ・グループ中央協同組合社長(2007年－2010年)

・タンパリーン・スードン・オスースパンキ(Tampereen Seudun Osuuspankki)業務執行取締役(1998年－

2006年)

・ツルン・スードン・オスースパンキ(Turun Seudun Osuuspankki)専務取締役(1996年－1998年)
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・クオピオン・オスースパンキ(Kuopion Osuuspankki)銀行マネジャー(1993年－1996年)

・スオメン・サーストパンキエスエスピー・オー・ワイ(Suomen Sӓӓstӧpankki SSP Oy)地域統括マネ

ジャー代理(1992年－1993年)

・ポフヨイ－サヴォン・サーストパンキ(Pohjois-Savon Sӓӓstӧpankki)にて管理業務を担当(1985年－

1992年)

 

当行における持株数及び株式に基づく権利

本書の日付現在　0株

 

ハリー・ルフタラ(Harri Luhtala)(1965年生まれ)

・OPフィナンシャル・グループ最高財務責任者

・理学修士号(経済及び経営管理学)

・2014年10月8日より取締役

・当行及びその大株主(OP協同組合)の執行取締役

 

その他の関連役職

・預金保証基金(Deposit Guarantee Fund) 取締役会会長

・フィンランド産業連盟(EK)財務及び税務委員会の構成員

 

関連職歴

・OP-ポヨラ・グループにて様々な専門業務及び管理業務を担当(1989年－2007年)

 

当行における持株数及び株式に基づく権利

本書の日付現在　0株

 

エリック・パルメン(Erik Palmén)(1959年生まれ)

・OPフィナンシャル・グループ最高リスク管理責任者

・理学修士号(経済及び経営管理学) 、理学修士号(工学)

・2014年10月8日より取締役

・当行及びその大株主(OP協同組合)の執行取締役
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その他の関連役職

・預金保証基金代表団団長

・ユニコ・バンキング・グループのカントリーリスク・マネジャー委員会の構成員

 

関連職歴

・ノルデア・バンク・フィンランド・ピーエルシー(Nordea Bank Finland Plc)にて様々な専門業務及び管

理業務を担当(1987年－2009年)

 

当行における持株数及び株式に基づく権利

本書の日付現在　0株

 

当グループ社長兼最高経営責任者

ヨウコ・ポローネン(Jouko Pölönen)(1970年生まれ)

・当行頭取兼最高経営責任者

・OPフィナンシャル・グループのバンキング部門エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント(2014年10月1

日より)

・ヘルシンキOPバンク・ピーエルシー業務執行取締役(2014年10月1日より)

・2001年にポヨラ・グループ入社

・理学修士号(経済及び経営管理学)、(エグゼクティブ向け)経営学修士号

 

関連職歴

・ポヨラ・インシュアランス・リミテッド社長(2010年－2014年)

・当行最高財務責任者(2009年－2010年)

・当行最高リスク管理責任者(2001年－2008年)

・プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)公認会計士(1999年－2001年)及び監査

人(1993年－1999年)

 

その他の関連役職

・フィンランド金融サービス連盟バンキング部門業務執行委員会委員長

・ユニコ・バンキング・グループ取締役

・OP-ポヨラ・グループ研究財団(OP-Pohjola Group Research Foundation)取締役

・キョースティ・ハータジャ財団(Kyösti Haataja Foundation)取締役

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

 91/591



 

当行における持株数及び株式に基づく権利

本書の日付現在　0株

 

取締役及び役員の報酬については、「５　コーポレート・ガバナンスの状況等－（１）コーポレート・ガ

バナンスの状況－(ⅸ)報酬」を参照のこと。

 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

(ⅰ)適用法令

当行は、フィンランドの法令を遵守して事業を行っている。当行は、会社法に加え、証券の発行者、金融

サービス会社及び保険会社を規制する法令、当行の定款並びにOP協同組合により発行されたガイドラインを

遵守している。当行はまた、国際事業において、適用される場合には現地の法律を遵守している。

当行は、適用ある法令に従い、協同組合銀行の連合組織に加わっており、かかる連合組織の中央協同組合

であるOP協同組合の子会社である。法律及び当行の定款は、取締役会の構成につき、いくつかの規制を設け

ている。当行は、OPフィナンシャル・グループ会員協同組合銀行の中核金融機関としての役割を務めてい

る。

 

(ⅱ)管理機関

株主総会は、最高の意思決定権を有しており、取締役会(会長を除く。)及び監査役を選任する。取締役会

は、当行の戦略的経営を担っている。運営管理責任は、取締役会により任命される頭取兼最高経営責任者が

負っている。

 

(ⅲ)株主総会

株主総会は、当行の最高意思決定機関である。年次株主総会は、事業年度の終了日から6ヶ月以内の、取締

役会により指定された日に開催しなければならない。年次株主総会においては、定款により年次株主総会に

付託された事項及び年次株主総会の招集通知において言及されたその他すべての事項につき審議が行われ

る。

当行の定款に従って、年次株主総会では、以下のことが行われなければならない。

・財務書類及び取締役会報告書の提示

以下についての決定：

・財務書類の承認

・貸借対照表に示された利益の配分

・取締役会の構成員及び頭取兼最高経営責任者の責任の免除

・取締役会の員数及びその報酬
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・監査役の報酬

以下についての選任：

・取締役及び監査役

以下についての検討：

・年次株主総会招集通知に記載されるその他の事項

 

(ⅳ)取締役会及びその委員会

取締役会

取締役会の選任

2014年10月8日、OP協同組合は、会社法の第5節第1条(2)に規定されるとおり、取締役会の議長が、年次株

主総会で選出された2名以上3名以下のその他の取締役とともに、連合組合の中央協同組合の執行取締役会の

議長となるように、当行の定款を変更することを、満場一致で決定した。会長を除き、取締役は、年次株主

総会において選出され、その任期は、選任の翌年の年次株主総会の閉会までである。信用組合銀行及びその

他の信用機関に関する法律に従って、OP協同組合の執行取締役会会長が、取締役会の会長を務める。

当行は、定款に従い、取締役の選任(会長の選任を除く｡)にあたり、取締役の年齢の上限の設定、任期の年

数の制限、その他の方法による株主総会の決定権限の制限のいずれも行っていない。

親機関であるOP協同組合が、年次株主総会に提出するための取締役選任に関する提案を作成する。

信用機関の取締役は、一定の信頼性及びプロ意識を示し、信用機関法及び公的な規制の定める適切な基準

を満たすことが要求される。取締役会は、上記の事項について年に1度評価を行い、その結果をFFSAに提出す

る。

 

取締役の独立性

取締役会は、フィンランドのコーポレート・ガバナンス規則に従い、2014年3月20日に、取締役の当行及び

株主からの独立性を評価した。

当該評価によると、レイホ・カーリネン、トニー・ヴェプサライネン及びハリー・サイラスは当行及び当

行の主要株主と従属関係にある執行取締役であった。カーリネン及びヴェプサライネンは、当行の親機関で

あるOP-ポヨラ・グループ中央協同組合(現OP協同組合)の執行取締役の一員であり、前者はOP-ポヨラ・グ

ループ中央協同組合(現OP協同組合)の頭取兼最高経営責任者及び執行取締役会会長、後者はOP-ポヨラ・グ

ループ中央協同組合(現OP協同組合)の最高事業開発責任者(現オペレーション部門、エグゼクティブ・ヴァイ

ス・プレジデント)及び執行取締役会の副会長である。サイラスは2015年1月31日まで、2014年4月8日まで当

行の主要株主であったイルマリネン相互保険年金会社の社長兼最高経営責任者であった。イルマリネン相互

保険年金会社も、当行と重要な提携関係にある。

さらに、ユッカ・フルコーネン及びマルホ・パルティオは、当行と従属関係にある執行取締役であった。

前者はサロン・オスースパンキの業務執行取締役であり、後者はカイメンラークソン・オスースパンキの業

務執行取締役である。カイメンラークソン・オスースパンキ及びサロン・オスースパンキは、当行と重要な

顧客関係及び提携関係にある。
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取締役会の結論によると、ユッカ・ヒエノーネン、ミルック・カルバーグ及びトム・ヴォン・ウェイマー

ンが、当行及び当行の主要株主から独立した非業務執行取締役であった。

取締役の独立性に関する評価基準は、2014年において変更はなかった。

2014年10月8日にその任期が開始した取締役会のすべての構成員は、当行及び当行の株主の従属関係にある

執行取締役であった。

 

取締役会の職務

取締役会は、当行の管理及び適切な事業編成並びに会計及び財務管理の監督の適正な編成に対し責任を

負っている。原則として、広範囲に及ぶ重要な事項に関して、当行及び連結グループの事業の視点から取り

組んでいる。

取締役会及び頭取兼最高経営責任者は、健全かつ堅実な経営により、当行及び連結グループを専門的に管

理するものとする。

取締役会は、自らに適用される職務を定める手続や会議手続に関する明文化された規則を承認している。

この点において、取締役会は特に以下の業務を行うものとする。

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、当行のビジネス戦略の決定及びその実施の監督

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、当行の事業に適用されるコアバリューの承認

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、年間の事業計画の承認及び事業遂行の監督

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、当行及びその連結グループの管理の適切性及び

妥当性を確保するための方針及び手段の承認

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、当行の管理及びその他の従業員を統治する報酬

制度の基本方針の決定

・中央協同組合の執行取締役会から意見聴取をした上での頭取兼最高経営責任者及びその代理人の任命及

び解任

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、年間の当行の自己資本管理方針、リスク政策／

リスク戦略、資本調達計画、資本計画、投資計画及びリスク管理に関する重要な運営方針の承認

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、外部委託のガイドラインの承認

・中央協同組合の監督委員会が承認した方針に沿った、内部監査方針及び行動計画の承認

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、当行のコンプライアンス方針及びコンプライア

ンス活動の基本方針の承認

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、当行の組織の構造及びその機能並びに管理シス

テムの決定

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、当行及び連結グループの内部統制の概要の承

認、並びに事業遂行の監督及び内部統制の適正性の監督

・財務書類及び中間財務書類の検討及び承認

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、配当額の提案
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・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った、取締役会の構成の多様性を促進する方針の承認

・執行取締役会が承認した方針に沿った、年1回の当行の事業継続計画の承認

・法律又は関係当局が発令した規則で定められた取締役会のその他の職務に対して責任を負うこと

取締役会には、以下の方針が適用されるものとする。

・平均して年間4回から6回会議が開催される。

・会長及び頭取兼最高経営責任者が、会議の準備に主要な責任を負う。

・取締役会は、半数を超えるその構成員の出席を定足数とする。

・取締役会の出席者は、取締役及び頭取兼最高経営責任者であるが、審議中の事項のために必要なその他

の者も会議に出席することができる。

・取締役会の議事録が作成され、すべての取締役及び秘書役が署名する。

 

取締役会会長の責務

取締役会会長は、取締役会が効率的に機能し、その権限の範囲内ですべての職務を遂行することに対して

責任を負っている。その責任の一環として、取締役会会長は、個々の取締役が職務を適切に遂行するために

必要な経験及び技能を有していることを保証するものとする。会長は、頭取兼最高経営責任者と協力し、取

締役会の議題を準備する。また、会長は、十分な議論の時間が設けられていること、及び会議に出席した

個々の取締役が自らの意見を述べる機会を与えられていることを保証するものとする。会長は、取締役会の

職務のさらなる発展及び当行の良好なコーポレート・ガバナンスに対する責任も負っている。

取締役会は、取締役会の業務をさらに発展させるために、その業務遂行及び作業方法の評価を毎年行うも

のとする。この自己評価では、まず取締役が自己評価フォームに記入し、その後、取締役が取締役会の業務

遂行及び作業方法並びに各取締役の自己評価の結果について取締役会で協議する。

 

取締役会委員会

OP協同組合(連結)の再編により、当行の取締役会は、2014年10月8日にその委員会(監査委員会、報酬委員

会及びリスク管理委員会)を廃止した。これらの委員会の職務は、当行の取締役会に割り当てられた。取締役

会の職務は上記「取締役会の職務」に記載されている。

 

(ⅴ)頭取兼最高経営責任者

頭取兼最高経営責任者

頭取兼最高経営責任者は、取締役会による指導及び命令に基づく当行の通常業務を担当し、会計慣行が法

令に準拠し、財務管理が信頼性のある方法で構築されることを確保する。

頭取兼最高経営責任者の職務には、当行の事業の管理及び監督並びに当行の業務の発展及び調整について

の責務が含まれる。取締役会により承認された職務記述書に従った頭取兼最高経営責任者の主要な職務は下

記のとおりである。

・ポヨラ・グループの財務の遂行
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・ポヨラ・グループの業務の管理及び組織の発展

・ポヨラ・グループの戦略的発展

・ポヨラ・グループの調整

・子会社及び関連会社に対する投資の監督

・OP協同組合及びその他のOPフィナンシャル・グループの部門との協調

・金融部門の提携機関におけるロビー活動

・顧客、株主、各種機関、法人部門、その他のフィンランド及び国際的な銀行及び保険機関並びにその他

の利害関係者グループとの対話

取締役会は頭取兼最高経営責任者を任命し、その役職についての契約条件について決定する。OPフィナン

シャル・グループ内のバンキング部門に関するエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデントの業務執行契約及

びその付属書に、頭取兼最高経営責任者の業務執行契約の諸条件が規定されている。取締役会は年に1度頭取

兼最高経営責任者の実績を評価する。

ヨウコ・ポローネン氏(理学修士(経済及び経営管理学)、(エグゼクティブ向け)経営学修士、エグゼクティ

ブ・ヴァイス・プレジデント(OPフィナンシャル・グループ、バンキング部門))は、頭取兼最高経営責任者を

務めている。ポローネン氏は、2013年以来頭取兼最高経営責任者を務めている。

頭取兼最高経営責任者に関する個人情報及びその他の情報は、上記「４　役員の状況」に記載されてい

る。頭取兼最高経営責任者の報酬に関する情報は下記「(ⅸ)　報酬」に記載されている。

 

グループ業務執行委員会

2014年10月1日、OP協同組合(連結)の新組織が発足した。新しいOPフィナンシャル・グループの管理システ

ムは、3つの事業セグメント、すなわち、バンキング部門、損害保険部門及びウェルス・マネジメント部門を

基盤としている。OP協同組合(連結)の再編された管理システムにより、取締役会は、2014年9月23日に、2014

年10月1日付で当行の会社レベルの業務執行委員会を廃止することを決定した。それ以後、当行の業務は、新

しい管理システムのもとで、3つの事業セグメントを通じて管理されている。

 

当行の子会社の取締役会

当行の各子会社の取締役会は、すべてのポヨラ・グループの企業が適用ある法律、規則及び規制並びにOP

フィナンシャル・グループの指針に従って管理されることを確保するものとする。

 

(ⅵ)管理システム

2014年9月23日、当行の取締役会は、OPフィナンシャル・グループの管理システムの変更及びOP協同組合の

組織改革を承認した。当行の業務は、今後はOP協同組合(連結)の新しい管理システムに従って、3つの事業セ

グメントを通じて管理される。管理システムの詳細は、2015年2月に、OPフィナンシャル・グループのコーポ

レート・ガバナンス報告書の最新の記載の一部として、公表された。

 

OP協同組合(連結)の一員としての当行
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OP協同組合(連結)は、会員共同組合銀行の連合により保有される中央協同組合であるOP協同組合及び親機

関又はその子会社のいずれかにより過半数若しくは100％保有されている事業体から成る。当行及びその子会

社はOP協同組合(連結)に所属している。OP協同組合(連結)内の信用機関は連合の会員信用機関であり、かか

る連合の詳細は、連合法に記載されている。

OP協同組合は、OPフィナンシャル・グループ会員協同組合銀行により保有されており、中央協同組合の監

督委員会が保有者を代表する。監督委員会の一般的な役割は、OP協同組合(連結)の運営における最高意思決

定機関である執行取締役会、頭取及び代表取締役会長により運営されるOP協同組合(連結)のコーポレート・

ガバナンスを監視し、中央協同組合及びそのグループの業務が、協同組合法に従い、熟練した堅実な方法

で、中央協同組合及びOPフィナンシャル・グループの最善の利益のために行われていることを確保すること

である。監督委員会はまた、中央協同組合(連結)において、委員会の承認したOPフィナンシャル・グループ

基準の政策ガイドライン及び指針の遵守も監視している。監督委員会は、連合法に規定される一般原則を確

認するという特別な職務を負う。また、OPフィナンシャル・グループ基準の主要なガイドライン発行の決定

も、監督委員会の職務である。

 

2014年12月31日現在の組織構造

管理システムに基づき、OP協同組合(連結)の組織は、3つの事業セグメント、すなわち、バンキング部門、

損害保険部門及びウェルス・マネジメント部門を基盤としている。

これらの事業セグメントが必要とする支援機能(例えば、ファイナンス財務事業部、リスク管理事業部、人

事管理事業部、開発事業部)は、中央協同組合(連結)のレベルで組織されている。

 

意思決定

OP協同組合の執行取締役会は、中央協同組合(連結)全体の管理の運営責任を負う。OPフィナンシャル・グ

ループ内の管理は、3つの事業ライン、すなわち、バンキング部門、損害保険部門及びウェルス・マネジメン

ト部門を基盤としている。執行取締役の職務及び責任の領域は、この部門の区分に従う。執行取締役会のう

ち、当行の頭取兼最高経営責任者は、バンキング部門についての責任を負う。

執行取締役会は、適用ある法律、公的な規制及び中央協同組合の規則に従って、中央協同組合及びその連

結グループの業務の管理の責任を負う。執行取締役会は、当グループの業務の管理に加え、親機関及びその

連結グループのガバナンス及び適切な編成についての責任を負う。さらに、執行取締役会は、中央協同組合

(連結)の業務上及び法律上の意思決定過程の承認も行う。

中央協同組合(連結)における意思決定は、中央協同組合の執行取締役会が、グループ基準で可能な限り幅

広く行う。原則として、当行の取締役会は、中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿って関連する

事項について検討し、又は協議された事項について執行取締役会から意見聴取をした後に、当該事項につい

ての検討を行う。

取締役会が遂行する主要な任務は、取締役会規則に規定される。

 

当行の業績の監視及び報告

当行は、業務及び競争環境の変化並びに計画からの逸脱を迅速に特定し、是正措置を開始できるように、

計画の実行及び設定目標の達成について継続的に監視する。上司とその部下との間の業績考査はまた、組織
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構造に従い、過去の業績に基づく目標達成について検討することを目指す。報告は、設定目標、実際の業績

及び予測される業績並びに目標の達成を阻むおそれのあるリスクに対するライン業務の状況の正確かつ明確

なイメージを提供しなければならない。更新され信頼性のある情報を提供し、意思決定の基盤となる関連す

る問題及び結論を強調することが、業績モニタリングにおいて重要な役割を果たす。実際の業績の報告に加

え、予測の作成及びオプションとなるシナリオの構築は、モニタリングにおいて重要な役割を担う。業績モ

ニタリングは、ポヨラ・グループが下記を確保することを目指す内部統制の一部となる。

・戦略及び行動計画を実行し、その財務目標を達成すること

・包括的かつ適正なリスク管理を行うこと

・効率的かつ確実に運営すること

・信頼性のある財務報告及びその他の報告を適切に行うこと

・法律に従い、外部規制及び内部規制を遵守すること

 

(ⅶ)内部統制及び外部統制

内部統制

内部統制は、系統的かつ成果を挙げる戦略の実行、適切なリスク管理、効率的かつ信頼性のある運営及び

ポヨラ・グループの業務全般における規制遵守を確保することを目指す。内部統制はすべての組織レベルを

対象としている。最も広範囲に及ぶ内部統制は、主に業務レベルで行われ、連続的なプロセスを特徴とし、

日常業務の一環を成す。

事業ライン／部門から独立したリスク管理、事業統制、財務及び人事部門が、頭取兼最高経営責任者及び

ライン部門管理職並びにその他の機関による、各事業部門内における内部統制の有効性の確保を補佐する。

内部監査部門もまた、ポヨラの取締役会及び頭取兼最高経営責任者による内部統制の有効性の確保を補佐す

る。この点において、監査役は特に、財務情報の正確性を確保する。

当グループ各企業の取締役会は、各企業内の内部統制を確保する任務を負う。内部監査もまた、当グルー

プの企業を対象とし、効果的な内部統制の確保について取締役会を補佐する。

 

内部統制における取締役会の役割

取締役会は、適正かつ効果的な内部統制を構築し、維持する責任を負う。例えば、以下のことを行うもの

とする。

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った内部統制の基準を確認し、内部統制の実績及び妥

当性を監督すること

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った当行の自己資本管理方針、リスク政策／リスク戦

略、資本調達計画、資本計画、投資計画及びリスク管理に関する重要な運営方針を毎年採用すること

・当行及びその連結グループが、中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った外部規制及び内部

指示事項(コンプライアンス)に従って確実に運営を行うために方針を決定すること

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った内部監査及び行動計画の指針を承認すること

・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った当行及びその連結グループの経営の適切性を確保

するために方針及び手続を承認すること
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・中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿った当行の組織構造及び管理システム並びに機能を決

定すること

中央協同組合の連結基準のリスク管理及び財務報告は、事業ライン／部門から独立した機能により協調し

て行われる。ポヨラ・グループ各企業の取締役会は、内部統制に関連して問題となっている企業のトップ・

マネジメントの任務について責任を負う。ポヨラ・グループ各企業の経営執行役は、合意された指針及びガ

イドラインに従った内部統制及びリスク管理の実施に責任を負い、ポヨラ・グループの管理システムに従っ

て企業の事業、リスク負担能力及びリスク状態についての定期的な報告を行う。

 

コンプライアンス機能

コンプライアンス機能は、規制違反に関連するリスク管理における上級経営陣、経営執行役及び事業ライ

ン／部門の補佐、規制遵守の監視並びに同機能における内部統制のさらなる促進を担う。ファイナンス財務

事業部並びに人事サービス事業部が、規制遵守の管理を担当している。

ほとんどすべての活動がコンプライアンス・リスクを伴い、リスク管理に対する責任は、事業ライン／部

門が負う。頭取兼最高経営責任者は、当行のコンプライアンス活動を担当する。OPフィナンシャル・グルー

プのコンプライアンス部門は、その取締役がOPフィナンシャル・グループの最高リスク管理責任者に直属

し、この点において頭取兼最高経営責任者を補佐する。事業ライン／部門に与えられるコンプライアンス活

動及び関連する勧告は、当行取締役会へ定期的に報告される。コンプライアンス活動は、OPフィナンシャ

ル・グループ基準の報告の一環として、中央協同組合(連結)の執行取締役会及び監督委員会の監査委員会に

も報告されなければならない。

年間リスク管理計画の一環として、OPフィナンシャル・グループのコンプライアンス部門は、コンプライ

アンス活動計画を毎年作成するものとし、かかる計画は当行の取締役会により審議及び承認される。コンプ

ライアンスを統制する基準及び指導も、同様の方法により承認されるものとする。OPフィナンシャル・グ

ループのコンプライアンス部門は、当行のコンプライアンス部門を統制し、またOPフィナンシャル・グルー

プ基準のコンプライアンス・リスク管理並びにコンプライアンス・リスクに関する助言及び補佐の提供につ

き責任を負う。

コンプライアンスは、コンプライアンス・リスクの顕在化の防止を目的としている。この目的のため、コ

ンプライアンス部門は以下の業務を行うものとする。

・実務に関連する主要な問題に対するガイドラインの作成及び維持

・実務に関連する問題に対する従業員への助言及び訓練

・コンプライアンス・リスク管理を促進する基準の作成における事業ライン／部門の補佐

・上級経営陣及び経営執行役並びに事業ライン／部門への新たな規制上の変更の継続的な伝達及び事業ラ

イン／部門による規制上の変更に備えた準備の監視

・当グループ内での、実務に関連する現在の規制の枠組み、倫理活動及び内部ガイドラインの遵守の監視

・上級経営陣及び経営執行役に対する、事業ライン／部門の統制への勧告及びその結果並びにコンプライ

アンス・リスク・エクスポージャーに関するその他の所見についての定期的な報告

 

リスク管理
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当行の基本理念、戦略目標及び財務目標は、リスク及び自己資本管理の基盤となる。リスク管理の目的

は、戦略の実施に影響を及ぼす脅威と好機を見分けることである。リスク管理は、リスクがリスク負担能力

に見合うことを確保することにより、戦略に規定された目標達成を後押しすることを目指している。当行は

中程度のリスクを負い、その業務は合理的なリスク／リターン手法に基づいている。

当行は、すべての主要な事業関連リスクを特定、査定及び許容範囲まで軽減することを目指した総合的な

リスク管理を適用する。当行は、リスク管理プロセスを、中央協同組合(連結)の意思決定、統制及びモニタ

リング・システムの一環として統合した。

 

主要なリスク

当行の主要なリスクには信用リスク、市場リスク、流動リスク、引受リスク及び投資に関連する市場リス

クのみならず、すべての業務に関連する戦略的及びオペレーショナル・リスクが含まれる。

 

ICAAP

総合的なリスク管理の一環をなす自己資本管理は、不測の損失事態においても継続的な業務を確実に行う

ために、効果的な資本管理並びに十分な量及び質の資本の確保を目指す。自己資本管理はまた、業務の本

質、範囲及び多様性を考慮して、良好なコーポレート・ガバナンス並びに内部統制及びリスク管理の組織を

対象とする。自己資本管理は、ポヨラ・グループの事業戦略及び計画に基づく積極的なアプローチに基づい

ている。戦略及び計画を準備する際、ポヨラ・グループは事業関連リスク、リスク選好、資本利益率目標並

びに資本の構造及び利用可能性を考慮して、その自己資本目標を設定する。自己資本目標に加え、ICAAPは、

事業ライン、自己資本予測、ストレス・テスト、シナリオ及び感度分析による資本増強目標のみならず、事

業及び業務環境の変化に起因するすべての重要なリスクを考慮した、自己資本目標を維持するための緊急時

対策を明確にする。

自己資本管理は、利益性及び効率的な資本管理を非常に重視する。当行の親会社であるOP協同組合(連結)

は協調的な資本管理に責任を負う。毎年、子会社はその資本剰余金を配当としてOP協同組合に分配し、必要

に応じて、OP協同組合は劣後債又は株式投資により子会社に資本を注入する。

内部監査部門は、独立した評価及び質の高い自己資本管理に責任を負う。

 

リスク方針

リスク負担の管理は、ポヨラ・グループにより承認されるリスク方針に基づいており、かかる方針はOP

フィナンシャル・グループのリスク方針に基づいている。リスク方針は、OPフィナンシャル・グループ及び

ポヨラ・グループの戦略に規定される方向に事業運営を導くために事業ライン／部門が従わなければならな

いリスク管理ガイドライン、目標及び制限について年に1度承認される。リスク方針及びリスクタイプ別の補

足ガイドラインにおいて、当行がリスク負担能力及び自己資本目標を損なうことなく事業目標を達成できる

ように、様々なリスクの種類に応じてリスク選好が配分されている。リスク方針は、リスク集中の発生を制

限することも目的としている。

さらに、損害保険部門は、個人及び法人顧客に適用されるリスク方針、再保険の方針、投資計画並びに保

険負債に関連する金利リスクをヘッジするための方針を指針としている。
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リスク管理及び自己資本管理の組織

当行の取締役会はリスク管理及び自己資本管理の目標及び組織について決定し、中央協同組合の執行取締

役会が承認した方針に沿ったリスク管理及び自己資本管理方針、リスク方針、投資計画並びにリスク管理を

統括する主要な指針について承認する。

さらに取締役会は、リスク管理及び自己資本管理の実施を監督及び監視する。取締役会は、リスク管理シ

ステムの十分性を確保し、事業目標を承認し、当グループ及び当グループ会社の資本バッファーの必要性を

評価し、資本計画及び資本基盤のための積極的な危機管理計画を承認し、かつ当行及びその連結グループが

外部規制及び内部指示事項(コンプライアンス)に従って確実に運営を行うための方針について決定する。取

締役会はまた、上級経営陣が当グループ及びその子会社の事業、リスク負担機能及びリスク状況を監視する

ために利用する報告手続についても決定する。取締役会は、少なくとも年に1度、ポヨラ･グループの自己資

本管理の妥当性、程度及び信頼性について総体的に評価する。取締役会はまた、当グループの意思決定シス

テムを承認し、上級信用委員会の委員を任命し、引受業務執行役の職務及び任命に関する記述を確認する。

前述の任務を、取締役会は中央協同組合の執行取締役会が承認した方針に沿って遂行する。

取締役会は、当行及びその連結グループが、すべての業務を網羅する適切な自己資本管理及びリスク管理

のシステムを有していることを保証することに責任を負う。取締役会はまた、当行及びその連結グループ

が、その自己資本、流動性又は収益性を著しく脅かす過度なリスクを負わないよう、かつ当行のリスク負担

機能が業務を確実に継続していくにあたり十分であるよう監督する職務を負う。これらの職務を遂行するに

あたり、取締役会は、当行の自己資本管理指針、リスク方針及びリスク管理を統括するその他の一般的ガイ

ドラインの取扱いについて対処する。取締役会は、当行のリスク管理システムの範囲及び実績、当行及びそ

の連結グループの資本基盤の量及び質、それらの財務実績の進展、リスク・エクスポージャー並びにリスク

方針、与信限度及びその他の指導の遵守について監督する。取締役会はまた、リスク管理が法律及び規制並

びに関係当局により出された指導に確実に準拠するように、当行を監督する。頭取兼最高経営責任者は、共

通の戦略及び方針に従うことにより、当行が全体として利益、リスク負担能力及びその他の目標を達成でき

るように、当行の全体的な統制に責任を負う。かかる職務を遂行するために、頭取兼最高経営責任者は、特

に当行の戦略及び行動計画、取締役会に提起される重要事項、資産・負債管理及びリスク管理に関する経営

課題並びに主要な購入及びプロジェクトに取り組む。

頭取兼最高経営責任者は、法律、公的な規制及びリスク方針に従って当行の資産／負債マネジメントを分

析、調整及び統制する任務を負う。頭取兼最高経営責任者、株式構造の発展、資本の事業ユニット及びリス

クタイプへの割当て並びにリスク方針に規定される与信限度の事業ライン／部門への割当てに対処する。

　OP協同組合は、OPフィナンシャル・グループ基準のリスク管理及び自己資本管理並びにOPフィナンシャ

ル・グループのリスク管理システムの十分性及び最新性の確保に対し責任を負う。OPフィナンシャル・グ

ループのリスク管理部門は、事業ライン／部門から独立した機能であり、当グループ及びその事業体全体の

リスク管理を規定、運営及び監督し、そのリスク・エクスポージャーを分析する。中央協同組合(連結)及び

OPフィナンシャル・グループの一員として、当行は、そのリスク管理及び自己資本管理において、OPフィナ

ンシャル・グループ基準のリスク管理及び自己資本管理方針に従う。当行は、中央協同組合のリスク管理部

門との協力の下、リスク管理をさらに発展させる。

OPフィナンシャル・グループの中央協同組合のリスク管理部門は、リスク管理及び自己資本管理方針の作

成及び改善、並びにリスク方針の作成について、取締役会を補佐する。さらに、中央協同組合のリスク管理

統制部門は、リスク負担能力及びリスク方針の実施についての監視及び報告並びに意思決定権限及びリスク

テイキングに伴う指導の作成及び維持を担当する。リスク管理部門はまた、意思決定を補佐し、与信判断プ
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ロセスの品質を統制する。また、新たな製品及びビジネスモデル／コンセプトの導入に関連するリスクの評

価も行う。

事業ライン／部門は、リスクテイキング、財務実績、並びに内部統制指針、リスク管理及び自己資本管理

の遵守に主要な責任を負うものとする。事業ライン／部門は、当行のリスク方針及びガイドラインに従っ

て、承認された意思決定権限、エクスポージャー・リミット及び与信限度の範囲内において、リスクテイキ

ングについての決定を行う権利を有する。

 

内部監査

内部監査部門は、業務監査の遂行により、業務を統制、監督及び保証する、当行の取締役会及び経営陣を

補佐する任務を負う。内部監査は独立した客観性のある査定、保証及びコンサルティング活動に基づいてい

る。内部監査は、組織のリスク管理の効率性を査定し、向上させる体系的かつ統制されたアプローチ、並び

にリスク要因の特定及び内部統制の遂行の査定に重点を置いた統制及び管理並びに統治プロセスを行うこと

により、目標の達成に努める経営陣を補佐する。

内部監査に係る責任は、当行の親機関であるOP協同組合の監査における2つの内部監査機能が責任を負う。

そのトップが、OPフィナンシャル・グループの最高監査責任者に直属する。最高監査責任者は、当行の取締

役会(2014年10月7日までは取締役会の監査委員会)及び頭取兼最高経営責任者に対し、当行に適用する監査考

察の報告を行う。

取締役会は、組織を統括する指導及び内部監査の業務指針を承認した。内部監査部門は、取締役会の承認

を得るために提出される年間行動計画を作成する。内部監査部門はまた、経営陣の要請により特別報告書を

作成する。

内部監査部門は、ポヨラの事業ライン／部門から独立している。内部監査部門は、各監査についての報告

書を作成し、頭取兼最高経営責任者、取締役会(2014年10月7日までは取締役会の監査委員会)、監査役、コン

プライアンス部門及び関連する事業ラインの担当者に届けるものとする。これらの報告書は、改善を目指し

た勧告を含むことがある。内部監査部門及び取締役会は、かかる勧告に基づく方策の執行について監視す

る。

内部監査は、良好な内部監査の慣習に従って遂行される。内部監査人協会により発行される内部監査の専

門職的実務の国際基準、情報システム監査・コントロール協会により発行される専門的基準及び倫理規定

は、良好な内部監査の慣習のための概念的枠組みを規定する。

 

外部統制

監査

当行の定款には、当行の会計、財務書類及びガバナンスを検討するために、株主総会において監査役を選

出しなければならないことが明記されており、かかる監査役は、フィンランド商工会議所が承認する公認会

計士事務所でなければならない。監査役の任期は、選任がなされた事業年度の間とし、選任後の年次株主総

会の閉会時に終了する。

当行の親機関であるOP協同組合は、監査業務を約5年毎(前回は2011年度末)に入札に出し、それに基づき、

年次株主総会に対して適格な監査役を提案する。
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監査役は、当行及びその管理機関が、適用ある法律に準拠して行動し、財務書類が現行の規則及び規制に

準拠して有効に作成され、当行の財務実績及び財政状態の正確かつ公正な見解を株主及びその他の利害関係

者に示していることを確実にするために、当行の会計、財務書類及びガバナンスを監査する任務を負う。さ

らに公認会計士事務所は各監査特有の計画に従い、拡張監査を行うものとする。取締役会は毎年、監査役の

実績及びアドバイザリー・サービスの質について評価する。

監査役は、財務書類の内容及び利益の分配案についての意見並びに債務の弁済を記載する監査報告書を年

次株主総会に提示する。その考察に基づき、監査役はまた、取締役会、頭取兼最高経営責任者、監査委員

会、最高リスク管理責任者、内部監査及びFFSAに提供する監査意見書を作成する。監査役はまた、必要があ

る場合にはいつでも、上述の者又は機関に口頭での報告を行う。

取締役会は、年次決算及び半期決算のみならず会計方針を検討する際、監査役に相談を行う。監査役は、

業務及びライセンス要件の存在をリスクにさらす又は監査法(Tilintarkastuslaki, 13.4.2007/459)(改正を

含む。)(以下「監査法」という。)に規定される無限定適正意見以外の監査報告書の意見若しくは監査法の第

15条第4項に規定される監査役の意見となる事項又は決定をFFSAに通知する法定義務を負う。

公認会計士事務所であるケーピーエムジーオーウーアーベーが2014年の当行の監査役であり、ケーピーエ

ムジーオーウーアーベーにより指名された公認会計士であるライジャ・レーナ・ハンコーネン(Raija-Leena

Hankonen)が主任監査役であった。公認会計士事務所であるケーピーエムジーオーウーアーベーは、2002年以

降当行の監査役を務めており、公認会計士であるライジャ・レーナ・ハンコーネンは、2014年以降当行の主

任監査役を務めている。ポヨラ・グループの子会社の監査役は、公認会計士事務所であるケーピーエムジー

オーウーアーベー及びケーピーエムジーオーウーアーベーにより指名される会計士が務めている。法定監査

役の監査報酬は、年間計画及び監査詳細計画についての拡張監査の年間計画に基づく。

 

2014年における監査人報酬(グループ別)

2014年において、監査業務の対価として監査人に支払われた監査報酬は、合計321,000ユーロ(前年度は

292,000ユーロ)であったのに対し、監査法第1節第1号の2に定める任務の報酬は119,000ユーロ(前年度は

143,000ユーロ)、税務助言サービス報酬は20,000ユーロ(前年度は154,000ユーロ)、その他のサービス報酬は

118,000ユーロ(前年度は396,000ユーロ)、すなわち合計577,000ユーロ(前年度は985,000ユーロ)であった。

 

OP協同組合による監督

当行は、適用ある法律に従って、協同組合銀行との連合組織に属している。連合組織は、会員信用機関並

びに同機関が支配権を有する金融機関及び金融サービス企業とともに、中央協同組合であるOP協同組合を構

成している。OP協同組合は、連合事業を統制し、連合対象となった企業に対して、その流動性及び自己資本

の維持を目的とした質的要件を定めるガイドライン並びにリスク管理、良好なコーポレート・ガバナンス及

び内部統制のガイドラインを提供している。かかる中央協同組合はまた、連合関連事業を行っている複数の

会員信用機関が一般原則を遵守していることを確認する可能性がある。

さらに中央協同組合は、連合法に規定される方法で複数の会員信用機関の業務を監督している。その事業

において、当行は、OP協同組合の監査委員会が承認したOPフィナンシャル・グループの戦略並びにOP協同組

合が複数の協同銀行に対して出したリスク管理及びその他事業に関する規制及びガイドラインを考慮してい

る。当行は、個別に合意した方法により、OP協同組合に報告を行う。
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規制上の監督

当行は、金融市場及び保険市場を規定する法律の規定どおり、FFSA及びECBにより監督されている。エスト

ニア、ラトビア及びリトアニアに所在する当行の業務は、適用ある場合に当該各国により監督される。

2014年11月、信用機関である当行は、OPフィナンシャル・グループの一員としてECBの監督下へと移管され

た。

 

(ⅷ)財務報告プロセス

当行の業務は今後、OP協同組合(連結)の新たな管理システムに従い、3つの事業セグメントを通じて管理さ

れることとなった。OPフィナンシャル・グループのコーポレート・ガバナンス報告書に沿ったポヨラ・グ

ループのコーポレート・ガバナンス報告書は、2015年2月に公表された。

OPフィナンシャル・グループの最高財務責任者の指揮下にある各財務管理部門は、財務会計で必要となる

OPフィナンシャル・グループ及びグループ企業の半期決算及び年次決算の作成のみならず、業績に関する月

次報告書をはじめとする管理会計報告書の作成を担う。OPフィナンシャル・グループ内のグループ統制部門

はまた、収益予測を立て、さらに予測と比較して実際の結果を分析し、あらゆる予想との乖離について報告

する。

中央協同組合(連結)の一員としての当行は、規制上の監督に服している。監督当局により発行される規制

に従い、当行の取締役会は、上級経営陣が当行の事業運営、財務実績及び事業運営に伴うリスクの監視に利

用する報告及びその他の内部統制の方法を決定しなければならない。ポヨラ・グループのレベルにおける財

務情報は、補助元帳会計を用いて正確に連結されており、ポヨラ・グループ企業の情報は、信頼性のある財

務報告の基礎となっている。

ポヨラ・グループは、バンキング部門、損害保険部門及びアセットマネジメント部門という事業部門並び

に内部報告及び外部報告に係る業務部門としてのグループ業務部門について報告する。OP協同組合による公

開買付が実現したことを受け、ポヨラ・グループは構造改革を計画している。すなわち、例えば、損害保険

部門及びアセットマネジメント部門をポヨラ・グループから移管し、OP協同組合の直接保有とすることであ

る。これにより損害保険部門及びアセットマネジメント部門は、IFRS第5号に従い非継続事業として計上され

た。損害保険部門に係る構造改革は1年を超えて遅延しており、したがって損害保険部門は、再びバンキング

部門及びグループ業務部門とともに継続事業として計上されることとなった。アセットマネジメント部門

は、引き続きIFRS第5号に従い、損益計算書においては非継続事業として計上されており、貸借対照表におい

ては所有者への分配のための保有に分類される資産及び負債として計上されている。

OPフィナンシャル・グループは、事業目的及び財務目標の達成を監視するためにポヨラ・グループ全体に

わたる財務報告及びリスク報告を利用しており、これらの報告は経営執行役及び取締役の会議で定期的に検

討される。財務報告に含まれる財務情報では関連する計画と比較した上であらゆる差異が分析され、かつ報

告には当年度及びその後の期間の収益の見通しも記載されている。全く同様の原則が、経営陣が作成する月

次の財務実績報告及びリスク報告に適用される。報告の作成及び検討に際し、経営陣は、実績及びリスク・

エクスポージャー並びに目標からの乖離の分析を通じ、業績及び報告の的確性及び正確性を確認する。

ポヨラ・グループの外部報告は、例えば、IFRS、会社法、信用機関法、保険会社法、会計法及びFFSAによ

り発行される基準及び規制に基づいている。当行は、OPフィナンシャル・グループが共有する、当行及びグ

ループ会社の会計書類及び財務書類並びに連結財務書類に関する原則に従う。ポヨラ・グループは、IFRSに

基づき財務書類を作成する。当グループの子会社(ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドを除く。)
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は、当面、フィンランド会計基準(FAS)に従い財務書類を作成する。公式の会計基準並びに関連する指導及び

ガイダンスの規定の解釈、並びに一般的な会計方針の遵守の監督に関する責任は、OPフィナンシャル・グ

ループの中央協同組合であるOP協同組合にある。必要な場合はいつでも、OP協同組合は、監査役に依頼し、

監査役は選択された原則及び解釈について見解を述べる。

 

財務報告の構造

事業統制に関する問題については、OP協同組合の執行取締役会が最高意思決定機関である。取締役会は、

会計及び財務管理の監督が適切に編成されていることを保証しなければならない。取締役会は、OP協同組合

が承認した方針に沿って、報告、手続並びに経営効率及び実績の評価に用いる定性的及び定量的な指標を決

定する。取締役会は、連結財務書類及び中間財務書類について審議し承認する。

取締役会の職務は、当行が全業務を対象とする十分な内部統制システムを保有していること、並びに会計

管理及び財務管理の監督が適切に編成されていることを確保することである。また、取締役会は、当行によ

る法律、規制、当局の指導及び内部指導の遵守についての評価も行わなければならない。また、取締役会

は、事業年度中に生じた会計方針の最も重大な変更、のれん及び無形資産の減損テストに係る原則並びに当

該テストの結果、並びに重要な会計上の見積及び判断に加え、統制報告並びに規制当局、監査役、内部監査

役及びコンプライアンス部門により作成された報告についても協議する。

会社法に基づき、頭取兼最高経営責任者は、当行及びその連結グループの会計実務が法律を遵守してお

り、財務管理が信頼性のある方法で編成されていることを保証する。事業ライン／部門から独立したOP協同

組合内のファイナンス事業部門、財務事業部門及びリスク管理事業部門は、当グループの財務報告に対し責

任を負う。これらの部門は、ポヨラ・グループの実績及び財務に関し、信頼性があり、信頼に足る最新の関

連情報を提示し、取締役会、頭取兼最高経営責任者及びその他の意思決定機関に対し、ポヨラ・グループの

財務実績及び短期的見通しに関する情報を伝達し続ける。また、頭取兼最高経営責任者は、外注した会計

サービス並びに規制当局及びその他関係当局への報告を行うサービスの品質を統制し、事業統制及びリスク

管理の方法、指標並びに支援システムを開発する。

財務書類及び中間報告のための情報収集は、中央協同組合(連結)レベルで調整される。経営陣及び事業ラ

イン／部門のニーズ並びに適用される法律が報告の指針となる。報告システム及びコミュニケーションは確

立されており、事業部門別及び全体について適切な方法による目的及び目標、財務実績、特定の組織レベル

における運営及びリスクの監視及び統制が可能であり、さらに、必要な報告及びコミュニケーションを、組

織の上下間及び部門間で横断的に行えるようになっている。ポヨラ・グループ及び事業ラインの業績及び他

のインサイダー情報の報告に際し、報告を受ける者がインサイダー登録に記載されていることを確認する必

要がある。

事業統制には、主にOPフィナンシャル・グループの共有システムが用いられる。財務会計及び管理会計に

関連する業務上の責務は、OP協同組合(連結)レベルで調整される。

 

財務報告に対する独立した評価

法律の規定に従い、監査役は財務報告の正確性を評価する。監査役の職務は、当行及びその事務機関が適

用のある法律を遵守して活動しており、財務書類が有効な規則及び規制を遵守して作成され、保有者及びそ

の他の利害関係者に当行及びその連結グループの正確及び公正な財務実績並びに財政状態を開示しているこ
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とについて保証を得ることを目的とした、当行及びその連結グループの会計書類及び財務書類、並びにガバ

ナンスの監査である。

監査において、内部監査役は、当行及びその連結グループの財務報告の有効性及び適切性を評価し、経営

執行役及び取締役会に対しかかる監査について報告する。検査中、FFSAも財務報告プロセス及びその有効性

を監督する。

 

(ⅸ)報酬

取締役の報酬及びその他給付金

年次株主総会は、親機関であるOP協同組合の提案により、取締役の報酬及びその他給付金を決定する。

2014年3月20日の年次株主総会で承認された取締役の月次報酬は、以下のとおりである。

会長が8,000ユーロ、副会長が5,500ユーロ及びその他の取締役が4,500ユーロであった。さらに、すべての

取締役が1回の取締役会につき550ユーロの出席手当を受領した。上記に加えて、1,000ユーロの追加月次報酬

が、取締役会の会長でも副会長でもない取締役会の委員会の委員長に支払われた。これらの報酬は、年金受

給資格のある給与として取り扱われる。日当及び出張費の立替費用は、当グループの出張費用規則に従い、

取締役に支払われた。かかる報酬及び出席手当は、現金で支払われた。報酬は、2013年度及び2012年度と同

額であった。報酬は2014年10月7日までに取締役に支払われた。

取締役は、2014年10月8日以降、月次報酬以外の出席手当てを受領していない。

 

2014年度における取締役の報酬(ユーロ)

氏名及び役職 月次報酬 会議手当て 合計

レイホ・カーリネン、会長 72,000 18,150 90,150

トニー・ヴェプサライネン、副会長 49,500 21,450 70,950

ハリー・ルフタラ、取締役(2014年10月8日より)   0

エリック・パルメン、取締役(2014年10月8日より)   0

ユッカ・ヒエノーネン、取締役(2014年10月7日まで) 40,500 15,950 56,450

ユッカ・フルコーネン、取締役(2014年10月7日まで) 40,500 13,750 54,250

ミルック・カルバーグ、取締役(2014年10月7日まで) 40,500 13,200 53,700

マルホ・パルティオ、取締役(2014年10月7日まで) 40,500 11,550 52,050

ハリー・サイラス、取締役(2014年10月7日まで) 40,500 14,850 55,350

トム・ヴォン・ウェイマーン、取締役兼監査委員会委員長

(2014年10月7日まで)

49,500 14,850 64,350

合計  373,500 123,750 497,250

 

頭取兼最高経営責任者の給与及びその他給付金

取締役会は、頭取兼最高経営責任者を任命し、その給与、給付金及び業務執行契約の条件を決定する。OP

フィナンシャル・グループ内のバンキング部門のエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデントとの業務執行契

約の書面及びその別紙に、頭取兼最高経営責任者との業務執行契約の条件が記載されている。

頭取兼最高経営責任者は、OPフィナンシャル・グループのバンキング部門のエグゼクティブ・ヴァイス・

プレジデントとして、OP協同組合の執行取締役であり、その定年は63歳である。年金給付金は、年金法及び
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OPフィナンシャル・グループの独自の年金制度に基づいて決定される。頭取兼最高経営責任者には、勤続年

数及び収入に基づき年金給付金を定めるフィンランド従業員年金法が適用される。頭取兼最高経営責任者

は、いかなる補完的年金制度の受益者にも含まれない。

頭取兼最高経営責任者の業務執行契約に適用される通知期間は、6ヶ月である。バンキング部門のエグゼク

ティブ・ヴァイス・プレジデントとの業務執行契約に従い、当行が頭取兼最高経営責任者を解雇する場合又

は当行に起因する事由により頭取兼最高経営責任者が退職若しくは契約解除をしなければならない場合、当

行は、解雇手当てに相当する退職金に加え12ヶ月分の給与の合計を頭取兼最高経営責任者に支払わなければ

ならない。当行に起因する事由により業務執行契約が終了した場合、頭取兼最高経営責任者は、契約終了の

年における短期及び長期のインセンティブ制度に基づく賞与を受領する権利を有するが、制度の実績基準及

び条件に基づく支払基準が満たされていることを条件とする。

 

2014年度において頭取兼最高経営責任者に支払われた給与(ユーロ)

 

基本給 福利厚生
*

2014年度に

支払われた

過年度の

繰延賞与

2013年度に

おける賞与

2014年度に

支払われた

賞与 繰延賞与
**

現金で

支払われた

賞与
**

頭取兼最高経営

責任者

ポローネン氏 389,287 10,805

 

84,000 50,400 33,600 25,200

 

 

証券で

支払われた賞与
**

2014年度に支払われた

給与、賞与及び

福利厚生合計

2014年度に支払われた

給与、賞与、

福利厚生合計及び

繰延賞与合計

頭取兼最高経営

責任者

ポローネン氏 25,200 450,491 484,091

*
) 頭取兼最高経営責任者のポローネン氏は、無制限の社用車手当を受領した。

**
)信用機関法に従った手続による。

 

頭取兼最高経営責任者及びその他経営陣に支払われる報酬に関する原則

中央協同組合(連結)により承認されたインセンティブ制度は、事業の発展のために重要な人材を奨励及び

雇用し、当行が重要な新規従業員を確実に引き付けることを目的としている。取締役会は、すべての人材区

分に関する報酬の方針及び実務が、中核となる価値、戦略、目標、目的、リスク方針及び統制システムに

沿っていることを確認するため、当行のインセンティブ制度の有効性を定期的に評価及び監視する。当グ

ループのインセンティブ制度の制定にあたっては、金融業界のインセンティブ制度に関する規則が考慮され

ている。

頭取兼最高経営責任者及びその他の役員に支払われる報酬は、1)基本給(仕事の評価及びスキルに基づく給

与並びに福利厚生)、2)短期インセンティブ(年間計画に基づく目標の達成に基づく成功報酬)及び3)長期イン

センティブ(当グループが共有する戦略的な目的及び目標の達成に基づく、OPフィナンシャル・グループの経

営陣の長期インセンティブ制度)という3つの構成要素から成る。

取締役会は頭取兼最高経営責任者及びその他の役員に支払われる報酬を決定する。
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経営陣向け短期インセンティブ制度

取締役会は、毎年、役員が共有し、当行の年間計画に由来する目標及び達成した業績に基づく一方で、各

年の期首に行われる実績評価において定められた個人毎の目標に基づき、経営陣に向けた短期インセンティ

ブ制度を決定する。加えて、金融サービスグループ全体の財務実績が、頭取兼最高経営責任者に関して考慮

される。翌年における次回の実績評価においてこれらの目標の達成が評価される。設定した目標に対する当

行の財務実績に応じて賞与の上限額が段階的に設定されている。当行が税引前損失を計上した場合、役員に

対して短期成功報酬は一切支払われない。OPフィナンシャル・グループ又はポヨラ・グループが、各事業年

度末において金融・保険コングロマリットの監督に関する法律の下で1.3未満の自己資本比率を報告した場合

においても、賞与は一切支払われない。

2014年度において、頭取兼最高経営責任者及びその他の役員は、4ヶ月分の基本給に相当する賞与の上限額

(源泉徴収税を課される。)を受領する権利を有する。短期インセンティブ制度に基づく賞与は、当行のリス

ク・プロファイルに影響を与える者(特定スタッフ)に対して、OPフィナンシャル・グループの支払ガイドラ

インに従って現金で支払われる。

 

経営陣向け長期インセンティブ制度

2014年3月の取締役会において、取締役会は、OPフィナンシャル・グループの経営陣向け長期インセンティ

ブ制度の導入を決定した。このインセンティブ制度は、OPフィナンシャル・グループのレベルにおける目標

を有しており、OPフィナンシャル・グループをメインバンク及び保険会社として利用する顧客の数、OPフィ

ナンシャル・グループの税引前利益及びOPフィナンシャル・グループの普通株等Tier 1(CET 1)比率の増加な

どを主要な実績の指標としている。さらに、当該制度は、金融・保険コングロマリットに関する法律に基づ

く収益性(経済資本に対する収益)及び自己資本も考慮している。同法に基づくOPフィナンシャル・グループ

の自己資本比率が、支払日において下限である1.3を下回った場合、賞与は一切支払われない。

OPフィナンシャル・グループ共同の経営陣向けインセンティブ制度は、連続した3年間の実績測定期間によ

り構成され、現在は2014年度から2016年度の期間とされている。監督委員会が新たな実績測定期間を決定す

る。監督委員会は、制度の実績測定基準を定め、各実績測定期間における個別の目標を設定するものとす

る。頭取兼最高経営責任者及び取締役会により承認されたその他の者が、当該制度に含まれている。

インセンティブ制度の対象である者は、該当実績測定期間においてOPフィナンシャル・グループについて

設定された戦略目標が達成された場合、OPフィナンシャル・グループにより発行された社債を一定数受領す

ることができる。制度に基づく賞与は、OPフィナンシャル・グループの自己資本比率が支払日において最低

要件よりも高いことを条件として、社債及び現金により、実績測定期間の後、2018年、2019年及び2020年に3

回の分割払いで受給者に支払われる。主要な従業員が負担する税金及び税金に類似した費用は、現金で支払

われる部分に相当する。賞与の支払いには、雇用期間又は業務執行契約に関する条件並びにヘッジ禁止規制

及び保持期間に関する規定が含まれている。ヘッジ禁止規制は、インセンティブ制度の下で、個人のリスク

をヘッジするための金融商品又は保険の使用を禁止するものである。頭取兼最高経営責任者は、当該制度に

基づき受領した社債を、賞与支払日から1年間保持しなければならない(保持期間)。保持期間を統制する規則

は、当該制度の対象であるその他の者に対しても、一定のより詳細な規定に該当する場合に適用される。

賞与は、経営陣の役職によって決定される。設定された目標が毎年100％達成されている場合、経営陣及び

主要な従業員は、4ヶ月分から7ヶ月分の基本給に相当する賞与(源泉徴収税を課される。)を受領する権利を
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有する。目標が100％達成された場合、頭取兼最高経営責任者は、4ヶ月分から7ヶ月分の基本給に相当する賞

与の上限額(源泉徴収税を課される。)を受領する権利を有する。

 

その他従業員向け長期インセンティブ制度

従業員の大部分(経営陣を除く。)は、OPフィナンシャル・グループ従業員年金に基づく長期インセンティ

ブ制度の対象である。当該長期インセンティブ制度は、OPフィナンシャル・グループが共有する戦略的な目

的及び目標の達成に基づいている。当該制度は、経営陣向け長期インセンティブ制度と同様の実績測定基準

を使用している。取締役会は毎年、当該基金へ送金される利益報酬の額を決定する。

 

(ⅹ)インサイダーの管理

当行は、投資サービス提供者及び有価証券の発行者として、独自のインサイダー・ガイドライン及びイン

サイダー取引ガイドラインを有している。かかるガイドラインには、インサイダー情報、インサイダー情報

の不正使用の禁止、インサイダー登録、インサイダーに適用される取引制限及びインサイダー管理に関する

規則が含まれる。かかるガイドラインはまた、関連する個人に課される制限及びかかる制限の遵守を監督す

る組織についても規定している。当行によって発行される有価証券に関するインサイダー情報を通常利用で

きる者は、当行の会社固有の非公開インサイダー登録に登録されている。

インサイダー・ガイドライン及びインサイダー取引ガイドラインは、有価証券市場を統制する法律、FFSA

により公布された規則及びフィンランド金融サービス連盟の参加機関のための有価証券取引に関する指示

(Finanssialan Keskusliiton sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohje)などに基

づいている。

これらのガイドラインは、当行の株式市場のプレイヤーとしての信頼を高めることを目的としている。

OP-サービシズ・リミテッドの法務部は、OPフィナンシャル・グループの事業体の公開インサイダー登録及

び会社固有の恒久的インサイダー登録を、ユーロクリア・フィンランド・リミテッド(旧フィンランド中央証

券預託機関(APK))が管理するSIREシステムを通じて保持するものとする。

当行は、必要な場合、プロジェクト固有のインサイダー登録を保持する。

信用機関として、当行の業務には、顧客が実施する有価証券取引又は有価証券に関連するその他の取引へ

の関与が含まれる。金融取決めに関連して、又は当行のその他の通常業務の一環として、当行並びにその役

員及び従業員は、顧客企業の内部情報を受領することがある。かかる理由により、とりわけ、当行並びにそ

の役員及び従業員は、適用ある法律に定められるインサイダー規則を遵守しなければならない。

インサイダーに関する事項には、定期的な研修が必要である。具体的には、インサイダー・ガイドライン

が変更された場合には研修が行われる。

 

インサイダー登録の利用及びその一般公開

いかなる者も、料金を支払うことで、公開インサイダー登録を利用し登録情報の抜粋及び写しを取得する

権利を有する。しかしながら、自然人の個人識別番号及び住所並びにインサイダー以外の自然人の氏名は公

開されない。会社固有の恒久的インサイダー登録又はプロジェクト固有のインサイダー登録に含まれる情報

は公開されない。公開インサイダー登録の抜粋及び写しは、OP-サービシズ・リミテッドの法務部から注文す

ることができる。かかる情報を要求するには、取得したい情報を具体的に記した書面を以下に提出しなけれ

ばならない。
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OP-サービシズ・リミテッド

法務サービス

PO Box 909

00101 ヘルシンキ

 

(xi)開示方針

2014年12月16日、当行の取締役会は、OPフィナンシャル・グループのレベルのコミュニケーション及び開

示に関する方針を承認した。これは、2013年12月17日に当行が発表したコミュニケーション及び開示に関す

る方針に代わるものである。

OP協同組合の子会社である当行及びOPモーゲージ・バンク(OPA)は、OPフィナンシャル・グループの現金及

び資本市場からの資金調達を担当している。OPフィナンシャル・グループの事業体により発行される有価証

券は、NASDAQ OMXヘルシンキ証券取引所に加え又はNASDAQ OMXヘルシンキ証券取引所に代わり、ロンドン証

券取引所、スイス証券取引所又はその他の証券取引所で取引される。当行はまた、日本市場において非上場

のサムライ債を発行している。

開示方針について、OPフィナンシャル・グループ、当行及びOPモーゲージ・バンクは、フィンランドの法

律、NASDAQ OMXヘルシンキ証券取引所及び適用ある場合はその他の証券取引所の規則並びにFFSAの規制及び

指導を遵守している。OPフィナンシャル・グループのコミュニケーションにおいては、上記のみならず、

コーポレート・ガバナンス勧告及びビジネス倫理規定が考慮されている。

2014年12月16日にOP協同組合の執行取締役会によって承認された本開示方針は、債券発行者(当行及びOP

モーゲージ・バンク)並びにOPフィナンシャル・グループの開示の方針及び実務に適用される。本開示方針

は、2014年12月16日に当行の取締役会により、また2014年12月18日にOPモーゲージ・バンクの取締役会によ

り承認された。OP協同組合の執行取締役会は、2014年12月16日に、新たな組織構造であり連合法による連帯

責任主体である中央協同組合(連結)の管理システムに考慮したガイドラインを策定した。かかるガイドライ

ンに基づくOP協同組合の職務は(当行及びOPモーゲージ・バンクの観点も含め)、定期的及び継続的開示義務

の対象となる情報の公表、配布及び提供を確実に行うことである。子会社は、各々の中間報告書、財務書類

及び取締役会報告書を提出及び公表する。OP協同組合は、その開示義務の対象となる情報を子会社のために

かつ子会社に代わり開示する。実務的には、中央協同組合が、OPフィナンシャル・グループ又は発行者の名

前で掲示及び公表する。当行及びOPモーゲージ・バンクが発行した有価証券に関する情報の開示は、当該発

行者が事案毎に決定する。発行者の開示義務は、各発行者が責任を負う。

本開示方針は、OPフィナンシャル・グループ及び発行者が資本市場の参加者及び他の利害関係者とコミュ

ニケーションをとる際に従うべき主要な原則及び方針を示している。また、本方針は定期的及び継続的開示

義務の範囲内における情報の開示、分離及び保存についても示している。OPフィナンシャル・グループは、

定期的に(少なくとも年に1度)本開示方針の整合性、適切性及び十分性を評価する。

OPフィナンシャル・グループの企業コミュニケーションは、すべての利害関係者グループに、当グループ

の目的、目標及び経営に関する正確な情報を提供することで当グループの事業を発展させる役割を有する。

外部及び内部のコミュニケーションは、当グループ内での連携を高めつつ、当グループの戦略的目的及び事

業目的を支援し、当グループの強固な企業イメージを向上させまた維持することを目的としている。外部及

び内部のコミュニケーションは、両方とも、事実に基づき状況を正しく伝えるものである。

 

（２）【監査報酬の内容等】
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①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

(2013年12月31日に終了した年度)

当連結会計年度

(2014年12月31日に終了した年度)

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

監査証明業務に

基づく報酬

非監査業務に

基づく報酬

当行

ユーロ 267,428 502,228 374,461 126,326

円 35,182,828 66,073,116 49,264,089 16,619,449

連結子会社

ユーロ 167,140 47,945 65,209 11,470

円 21,988,938 6,307,644 8,578,896 1,508,993

計

ユーロ 434,568 550,173 439,670 137,796

円 57,171,766 72,380,760 57,842,985 18,128,442

 

上記「(１)コーポレート･ガバナンスの状況－(ⅶ)内部統制及び外部統制－外部統制」も参照のこと。

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項なし。

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

税制助言業務及びその他の業務。

 

④【監査報酬の決定方針】

該当事項なし。
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第６【経理の状況】

 

a.　 本書記載のポヨラ･グループ及び当行の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、本書に

含まれている2014年12月31日に終了した事業年度の財務書類(フィンランド語)を翻訳したものである。

本書記載の財務書類は、ポヨラ･グループの監査済連結財務書類及び当行の監査済単体財務書類で構成さ

れている。ポヨラ･グループの連結財務書類は、EUにより採用されたIFRSに準拠して作成されている。当

行の単体財務書類は、フィンランドにおける財務書類の作成を管理する法令及び規制に準拠して作成さ

れている。また、ポヨラ･グループ及び当行の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第1項の規定が適用される。

　なお、IFRS及びフィンランドにおける財務書類の作成を規制する法令と日本の法令との相違点につい

ては、下記「４　IFRS及びフィンランドにおける財務書類の作成を規制する法令と日本の法令における

会計原則及び会計慣行の主要な相違」を参照のこと。

 

b.　 ポヨラ･グループと当行の財務書類(フィンランド語)は、公認会計士であるライジャ・レーナ・ハン

コーネンを担当会計士とするケーピーエムジーオーウーアーベーの監査を受けており、独立監査人の

2015年2月10日付の監査報告書の原文及び日本語訳は本書に掲載されている。

　なお、原文の財務書類は、上記のとおり、責任を負う監査人であるケーピーエムジーオーウーアー

ベーのライジャ・レーナ・ハンコーネンの監査を受けている。これによって「財務諸表等の監査証明に

関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の2の規定に基づく監査証明に相当する証明を受けた

とみなされるため、金融商品取引法第193条の2第1項第1号の規定に基づく日本の公認会計士又は監査法

人による監査は受けていない。

　

c.　 日本円への換算及び「２　主な資産・負債及び収支の内容」から「４　IFRS及びフィンランドにおける

財務書類の作成を規制する法令と日本の法令における会計原則及び会計慣行の主要な相違」までの事項

は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、上記

b.の監査の対象になっていない。

 

d.　 邦文の財務書類では、主要な数値についてのみ日本円換算が行われており、日本円への換算には、2015

年3月10日(日本時間)現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1ユーロ＝

131.56円のユーロの対円為替レートが使用されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合

計欄の数値が総額と一致しない場合がある。また、本「第６　経理の状況」において記載されている

ユーロの日本円への換算額は読者の便宜のために表示されているものであり、ユーロの金額が上記の

レートで日本円に換算されることを意味するものではない。

 

e.　 財務書類中の括弧内の数値は、比較数値を表す。
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１　【財務書類】

（１）【年次財務書類】

①　2014年12月31日に終了した事業年度の財務書類

 

連結損益計算書

   2014年  
2013年

（修正再表示）
*

 注記  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

継続事業          

純利息収益 4  257  33,811  230  30,259

債権の減損 5  25  3,289  37  4,868

減損控除後純利息収益   231  30,390  193  25,391

損害保険事業による純収益 6  597  78,541  528  69,464

純手数料収益 7  114  14,998  111  14,603

トレーディング純収益 8  77  10,130  93  12,235

純投資収益 9  64  8,420  46  6,052

その他営業収益 10  32  4,210  36  4,736

収益合計   1,116  146,821  1,008  132,612

人件費 11  163  21,444  170  22,365

ICT費用   94  12,367  87  11,446

減価償却/償却費 12  52  6,841  52  6,841

その他費用 13  258  33,942  241  31,706

費用合計   567  74,595  550  72,358

持分法を用いて会計処理された関連会社

における持分利益／損失  
 

0  0  0  0

税引前利益   548  72,095  458  60,254

法人税等 14  107  14,077  43  5,657

継続事業の業績   441  58,018  415  54,597

非継続事業          

非継続事業の業績 15  29  3,815  15  1,973

当期純利益   470  61,833  430  56,571

          

以下に帰属：          

親会社株主に帰属する利益   461  60,649  426  56,045

非支配持分に帰属する利益   9  1,184  4  526

当期純利益   470  61,833  430  56,571

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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連結包括利益計算書

 
 

 2014年  
2013年

（修正再表示）
*

 注記  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

当期純利益   470  61,833  430  56,571

損益に区分変更されない項目          

確定給付年金制度の再測定によって

生じる利益/（損失）  
 

-50
 

-6,578  0  0

損益に区分変更される可能性のある項目          

公正価値評価差額準備金の変動          

公正価値測定によるもの   73  9,604  1  132

キャッシュフロー・ヘッジによるもの   7  921  -16  -2,105

為替換算差額   0  0  0  0

その他包括利益に係る法人税          

損益に区分変更されない項目          

確定給付年金制度の再測定によって

生じる利益/（損失）  
 

10  1,316  -2  -263

損益に区分変更される可能性のある項目          

公正価値測定によるもの   -14  -1,842  9  1,184

キャッシュフロー・ヘッジによるもの   -1  -132  5  658

当期包括利益合計   493  64,859  426  56,045

          

以下に帰属：          

親会社株主に帰属する包括利益合計   484  63,675  421  55,387

非支配持分に帰属する包括利益合計   9  1,184  6  789

当期包括利益合計   493  64,859  426  56,045

          

親会社の株主に帰属する包括利益は以下のと

おり分割されている：  
 

       

継続事業   455  59,860  405  53,282

非継続事業   28  3,684  15  1,973

合計   484  63,675  421  55,387

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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連結貸借対照表

 
 

 2014年12月31日  
2013年12月31日

（修正再表示）
*

 
2013年１月１日

（修正再表示）
*

 注記  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

流動資産 16
 

3,774
 

496,507  2,046  269,172  5,643  742,393

金融機関に対する債権 17
 

10,257
 

1,349,411  9,899  1,302,312  8,816  1,159,833

損益を通じて公正価値評価される

金融資産 18
 

 
 

         

トレーディング目的で保有する

金融資産  
 

360
 

47,362  435  57,229  246  32,364

取引開始時に損益を通じて公正

価値評価される金融資産  
 

0
 

0  9  1,184  9  1,184

デリバティブ契約 19
 

5,946
 

782,256  3,444  453,093  4,462  587,021

一般顧客に対する債権 20
 

15,513
 

2,040,890  14,510  1,908,936  13,834  1,820,001

損害保険資産 21
 

3,854
 

507,032  3,502  460,723  3,500  460,460

投資資産 22
 

8,112
 

1,067,215  7,574  996,435  5,548  729,895

持分法を用いて会計処理される

投資 24
 

2
 

263  29  3,815  26  3,421

無形資産 25
 

786
 

103,406  910  119,720  922  121,298

有形固定資産 26
 

72
 

9,472  82  10,788  67  8,815

その他資産 27
 

1,789
 

235,361  1,369  180,106  1,598  210,233

税金資産 28
 34  4,473  15  1,973  37  4,868

合計  
 

50,498  6,643,517  43,824  5,765,485  44,710  5,882,048

  
   

         

株主に分配される資産  
 205  26,970         

資産合計  
 

50,703
 

6,670,487  43,824  5,765,485  44,710  5,882,048
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 2014年12月31日  
2013年12月31日

（修正再表示）
*

 
2013年１月１日

（修正再表示）
*

 注記  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

金融機関に対する負債 29
 

5,241
 

689,506  4,789  630,041  5,840  768,310

損益を通じて公正価値評価される

金融負債 30
 

 
 

         

トレーディング目的で保有する

金融負債  
 

4
 

526  4  526  3  395

デリバティブ契約 31
 

5,889
 

774,757  3,420  449,935  4,557  599,519

一般顧客に対する負債 32
 

11,442
 

1,505,310  10,183  1,339,675  10,767  1,416,507

損害保険負債 33
 

2,972
 

390,996  2,746  361,264  2,599  341,924

公募発行負債証券 34
 

17,587
 

2,313,746  16,097  2,117,721  13,769  1,811,450

引当金及びその他負債 35
 

2,479
 

326,137  2,076  273,119  2,572  338,372

税金負債 36
 

391
 

51,440  378  49,730  487  64,070

劣後負債 37
 1,084  142,611  984  129,455  1,275  167,739

合計  
 

47,090
 

6,195,160  40,675  5,351,203  41,869  5,508,286

  
   

         

株主に分配される資産に関連した

負債 15
 

205
 

26,970         

負債合計  
 

47,295
 

6,222,130  40,675  5,351,203  41,869  5,508,286

  
   

         

株主持分 38
   

         

親会社株主に帰属する資本及び準

備金  
   

         

株式資本  
 

428
 

56,308  428  56,308  428  56,308

準備金  
 

1,324
 

174,185  1,261  165,897  1,264  166,292

利益剰余金  
 

1,564
 

205,760  1,358  178,658  1,080  142,085

非支配持分  
 92  12,104  103  13,551  69  9,078

株主持分合計  
 3,408  448,356  3,150  414,414  2,841  373,762

負債及び株主持分合計  
 

50,703
 

6,670,487  43,824  5,765,485  44,710  5,882,048

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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連結持分変動計算書

 ポヨラ・グループの株主に帰属

 

(百万ユーロ)
株式資本  

公正価値

評価差額

準備金

 
その他

準備金
 

利益

剰余金
 合計  非支配持分  資本合計

2013年１月１日残高 428  167  1,093  1,081  2,769    2,769

IFRS第10号「連結財務諸表」

適用による影響（税引後）   4  0  -1
 

2  69  72

2013年１月１日現在、株主持

分（修正再表示） 428  171  1,093  1,080
 

2,771  69  2,841

当期包括利益合計   -3    424  421  6  427

当期純利益       426  426  4  430

その他包括利益   -3    -2  -5  1  -3

利益の分配       -145  -145    -145

　シリーズA株式１株当たり

0.46ユーロ       -116
 

-116    -116

　シリーズK株式１株当たり

0.43ユーロ       -29
 

-29    -29

持分決済型株式報酬取引       -1  -1    -1

その他     0  0  0  28  28

2013年12月31日残高 428  168  1,093  1,358  3,047  103  3,150
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 ポヨラ・グループの株主に帰属

 

(百万円)
株式資本  

公正価値

評価差額

準備金

 
その他

準備金
 

利益

剰余金
 合計  非支配持分  資本合計

2013年１月１日残高 56,308　 21,971　 143,795　 142,216　 364,290　 　　 364,290

IFRS第10号「連結財務諸表」

適用による影響（税引後） 　　 526　 0　 -132　 263　 9,078　 9,472

2013年１月１日現在、株主持

分（修正再表示） 56,308　 22,497　 143,795　 142,085　 364,553　 9,078　 373,762

当期包括利益合計 　　 -395　 　　 55,781　 55,387　 789　 56,176

当期純利益 　　 　　 　　 56,045　 56,045　 526　 56,571

その他包括利益 　　 -395　 　　 -263　 -658　 132　 -395

利益の分配 　　 　　 　　 -19,076　 -19,076　 　　 -19,076

　シリーズA株式１株当たり

0.46ユーロ 　　 　　 　　 -15,261　 -15,261　 　　 -15,261

　シリーズK株式１株当たり

0.43ユーロ 　　 　　 　　 -3,815　 -3,815　 　　 -3,815

持分決済型株式報酬取引 　　 　　 　　 -132　 -132　 　　 -132

その他 　　 　　 0　 0　 0　 3,684　 3,684

2013年12月31日残高 56,308　 22,102　 143,795　 178,658　 400,863　 13,551　 414,414
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 ポヨラ・グループの株主に帰属

 

(百万ユーロ)
株式資本  

公正価値

評価差額

準備金

 
その他

準備金
 

利益

剰余金
 合計  非支配持分  資本合計

2014年１月１日現在、株主持

分（修正再表示） 428  168  1,093  1,358
 

3,047  103  3,150

当期包括利益合計   63    421  484  9  493

当期純利益       461  461  9  470

その他包括利益   63    -40  23  0  23

利益の分配       -212  -212    -212

　シリーズA株式１株当たり

0.67ユーロ       -169
 

-169    -169

　シリーズK株式１株当たり

0.64ユーロ       -43
 

-43    -43

持分決済型株式報酬取引              

その他     0  -2  -2  -20  -22

2014年12月31日残高 428  231  1,093  1,564  3,316  92  3,408

 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

119/591



 

 ポヨラ・グループの株主に帰属

 

(百万円)
株式資本  

公正価値

評価差額

準備金

 
その他

準備金
 

利益

剰余金
 合計  非支配持分  資本合計

2014年１月１日現在、株主持

分（修正再表示） 56,308　 22,102　 143,795　 178,658　 400,863　 13,551　 414,414

当期包括利益合計 　　 8,288　 　　 55,387　 63,675　 1,184　 64,859

当期純利益 　　 　　 　　 60,649　 60,649　 1,184　 61,833

その他包括利益 　　 8,288　 　　 -5,262　 3,026　 0　 3,026

利益の分配 　　 　　 　　 -27,891　 -27,891　 　　 -27,891

　シリーズA株式１株当たり

0.67ユーロ 　　 　　 　　 -22,234　 -22,234　 　　 -22,234

　シリーズK株式１株当たり

0.64ユーロ 　　 　　 　　 -5,657　 -5,657　 　　 -5,657

持分決済型株式報酬取引 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

その他 　　 　　 0　 -263　 -263　 -2,631　 -2,894

2014年12月31日残高 56,308　 30,390　 143,795　 205,760　 436,253　 12,104　 448,356
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連結キャッシュ・フロー計算書（非継続事業を含む）

 2014年  
2013年

（修正再表示）
*

 (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー        

当期純利益 461  60,649  426  56,045

当期純利益の調整 97  12,761  159  20,918

営業資産の増加（－）又は減少（＋） -2,133  -280,617  -4,135  -544,001

金融機関に対する債権 -494  -64,991  -986  -129,718

損益を通じて公正価値評価される金融資産 405  53,282  -338  -44,467

デリバティブ契約 63  8,288  28  3,684

一般顧客に対する債権 -1,008  -132,612  -736  -96,828

損害保険資産 -232  -30,522  -62  -8,157

投資資産 -281  -36,968  -2,285  -300,615

その他資産 -584  -76,831  244  32,101

営業負債の増加（＋）又は減少（－） 2,323  305,614  -2,058  -270,750

金融機関に対する負債 447  58,807  -1,031  -135,638

損益を通じて公正価値評価される金融負債 0  0  1  132

デリバティブ契約 70  9,209  -10  -1,316

一般顧客に対する負債 1,259  165,634  -584  -76,831

損害保険負債 149  19,602  48  6,315

引当金及びその他の負債 396  52,098  -482  -63,412

法人税の支払額 -92  -12,104  -126  -16,577

配当金の受領額 63  8,288  55  7,236

A. 営業活動から生じた純資金 719  94,592  -5,680  -747,261

投資活動によるキャッシュ・フロー        

満期保有目的金融資産の増加 -10  -1,316     

満期保有目的金融資産の減少 69  9,078  129  16,971

子会社及び関連会社の買収（買収時収入額控除後） 0  0  -4  -526

有形固定資産及び無形資産の購入 -28  -3,684  -45  -5,920

有形固定資産及び無形資産の売却による収入 3  395  3  395

B. 投資活動に使用した純資金 34  4,473  83  10,919

財務活動によるキャッシュ・フロー        

劣後負債の増加        

劣後負債の減少     -271  -35,653

公募発行負債証券の増加 34,709  4,566,316  24,340  3,202,170

公募発行負債証券の減少 -33,616  -4,422,521  -21,833  -2,872,349

配当金の支払額 -212  -27,891  -145  -19,076

資本項目におけるその他の資金減少   　  0  0

C. 財務活動から生じた（に使用した）純資金 881  115,904  2,092  275,224

現金及び現金同等物の正味増加／減少額（A＋B＋C） 1,634  214,969  -3,506  -461,249

現金及び現金同等物の期首残高 2,672  351,528  6,177  812,646

現金及び現金同等物の期末残高 4,306  566,497  2,672  351,528

利息の受領額 2,000  263,120  1,790  235,492

利息の支払額 -1,722  -226,546  -1,582  -208,128
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 2014年  
2013年

（修正再表示）
*

 (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

当年度利益の調整        

非資金項目及びその他の調整        

債権の貸倒損失 26  3,421  40  5,262

損害保険事業に係る正味未実現収益 50  6,578  108  14,208

トレーディング活動に係る公正価値の変動 160  21,050  -199  -26,180

為替業務に係る正味未実現利益 79  10,393  2  263

投資不動産の公正価値の変動 2  263  -3  -395

予定償却／減価償却費 55  7,236  55  7,236

関連会社における持分利益 0  0  1  132

その他 -275  -36,179  156  20,523

営業活動によるキャッシュ・フロー以外で表示

される項目        

キャピタル・ゲイン（投資活動によるキャッシュ・

フローの一部）     -1  -132

調整額合計 97  12,761  159  20,918

現金及び現金同等物        

流動資産
**

3,815  501,901  2,051  269,830

金融機関に対する要求払債権 491  64,596  621  81,699

合計 4,306  566,497  2,672  351,528

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

**
このうち、41 (11)百万ユーロは損害保険事業の現金及び現金同等物より構成されている。
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セグメント情報

本セグメント分析は、IFRS第８号「事業セグメント」に準拠して作成されている。当該基準に基づいて提供される財務

情報は、担当役員により定期的にモニタリングされているものである。セグメントの定義及び表示は、管理会計に基づい

ている。

ポヨラ・グループの事業セグメントは、バンキング部門、損害保険部門及びアセットマネジメント部門という３つの事

業にグループ業務部門を加えたもので構成されている。当グループの運営に関する意思決定は、取締役会が担っており、

報告セグメントに対する資源配分及び業績評価を行っている。

OP協同組合の株式公開買付の実現に伴いポヨラ・グループは、2015年中に、アセットマネジメント部門をポヨラ・グ

ループからOP協同組合の直接所有に移転する等の組織変更を計画している。このため、アセットマネジメント部門は、

IFRS第５号に従い、損益計算書上、非継続事業として、貸借対照表上、株主に分配される資産及び負債として報告され

る。バンキング部門、損害保険部門及びグループ業務部門は継続事業に報告される。

 

セグメントの会計方針

セグメント情報は、連結財務書類に適用されている会計方針に準拠して作成されている。事業に直接に関連し、その事

業に帰属させることが合理的であるとみなされる収益、費用、資産及び負債は、当該事業に配分される。事業に配分され

なかった収益、費用、投資及び資本は、グループ業務の区分で報告される。全社的なセグメント間相殺消去項目は、「相

殺消去」欄に計上される。グループ内移転価格は、市場価格に基づいている。無形資産及び有形固定資産の取得費用は、

投資として表示されている。各セグメントの従業員数には、期末日現在の従業員数を表示している。

バンキング部門、アセットマネジメント部門及びグループ業務部門の資本構成は、フィンランド信用機関法に従ったポ

ヨラ・グループの自己資本規制ルールに基づいており、このルールに準拠した所要自己資本を事業セグメント間で配分し

ている。当グループは、コアTier 1自己資本比率が11％となるように自己資本を事業セグメントに配分している。

損害保険事業の自己資本は、現在ソルベンシーⅡフレームワーク案の中で提案されているソルベンシー資本要件（以

下、「SCR」という。）に会社取得によって生じた無形資産及びのれんを加えたものに基づいて決定されている。損害保

険のSCRは、コアTier１自己資本によってカバーされており、無形資産及びのれんに関するソルベンシー要件は、Tier 2

ノート／債券によってカバーされている。

バンキング部門

ポヨラのバンキング部門は、法人顧客及び機関投資家に対し、その資金調達及び財務管理に係る需要に対するソリュー

ションを提供している。バンキング部門は、コーポレート・バンキング事業部、マーケッツ事業部及びバルト諸国バンキ

ング事業部から構成されている。

コーポレート・バンキング事業部は、法人顧客及び機関投資家に対し、融資及び資金管理のサービス、並びに貿易金融

のサービスを提供しており、貸付金及び保証の供与、並びにリース及びファクタリングのサービス提供等を行っている。

当該部門の収益は、主に貸付金利マージン並びに融資の取決め及び支払取引の管理による手数料からもたらされる。

マーケッツ事業部のサービスは、債券発行のアレンジ、コーポレート・ファイナンス・サービス並びにカストディ、株

式、外国為替、短期金融市場及びデリバティブ商品の取引から投資リサーチまで多岐にわたる。当該事業部は、その顧客

及び当行の双方が国際金融市場において提示した注文を実行しており、また国際デリバティブ市場、ユーロ圏の国債市場

及び社債市場における積極的なプレイヤーである。当該事業部の収益は、手数料純額及びトレーディング収益から生じて

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

123/591



いる。ポヨラ・コーポレート・ファイナンス・リミテッドは、2013年12月31日にポヨラ・バンク・ピーエルシーと合併

し、マーケッツ事業部の一部となっている。

バルト諸国バンキング事業部は、エストニア、ラトビア及びリトアニアにおいて金融商品を提供している。ポヨラは、

支店を通じてエストニア、ラトビア及びリトアニアにおける地位を確立している。

損害保険部門

フィンランドでは、ポヨラ・グループの下記３社が損害保険部門の事業を行っている。ポヨラ・インシュアランス・

リミテッドは、総合損害保険会社であり、A-インシュアランス・リミテッドは、商業輸送に対する損害保険に注力してお

り、エウローッパライネン・インシュアランス・カンパニー・リミテッドは、旅行保険に特化している。エストニアにお

ける損害保険事業は、ラトビア及びリトアニアの両国における支店を通じシーサム・インシュアランス・エーエス社によ

り行われている。2014年10月30日にポヨラ・ヘルス・リミテッドはポヨラ・インシュアランス・リミテッドと合併した。

損害保険部門には2013年初めに業務を開始したオマサイラーラ・オーワイも含まれている。

損害保険部門の一連の商品には、法人顧客及び個人顧客向けの損害保険契約が含まれる。これに加え、国内サービス・

ネットワークは、スオミ生命保険相互会社及びイルマリネン年金保険相互会社に対する顧客サービスを担当する一方で、

法人顧客に、OPフィナンシャル・グループの生命保険及び年金保険並びにイルマリネンの従業員年金保険契約を提供して

いる。さらに、法定料金の管理及びリスク管理サービスから報酬・手数料等を得ている。

損害保険事業の税引前利益は、保険契約準備金の残高、投資収益並びにその他収益及び費用により構成されている。保

険契約準備金の残高とは、発生保険金及び営業費用控除後の保険料収入を指している。最も重要な収益性指標は、保険料

収入に対する発生保険金及び営業費用の割合を示すコンバインド・レシオである。損害保険事業の運用は、十分なリスク

分散の方針を維持しながら、安全かつ採算性のある方法により投資を行うことで、保険負債及び自己資本をカバーするこ

とが求められている。

アセットマネジメント部門

アセットマネジメント部門はポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド、ポヨラ・アセット・マネジメント・エグ

ゼキューション・サービシズ・リミテッド、ポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッド及び関連会社アクセス・

キャピタル・パートナーズ・グループ・エスエーから構成されている。ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド

は、フィンランドの機関投資家並びに富裕層の個人顧客に対して、投資一任サービス及び資産運用管理に関する助言サー

ビスを提供している。さらに、OPファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドのミューチュアル・ファンドのポー

トフォリオ運用は、主にポヨラ・アセット・マネジメントがこの中心を担っている。ポヨラ・アセット・マネジメント

は、自社のポートフォリオ運用に加えて、機関投資家と個人顧客両者のニーズに応えた広範なファンドを擁する約30の海

外パートナーを有している。ポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッドは、フィンランドの不動産投資及び国際市

場における不動産ファンドの選別を中心に取り扱っている。当該事業の収益は、主にアセットマネジメントによる手数料

からもたらされる。

グループ業務部門

グループ業務部門は、ポヨラ・グループの資金調達及びポヨラ・グループの事業部門の資金調達を支えている。

グループ業務は、OPフィナンシャル・グループのホールセール資金調達に加え、OPフィナンシャル・グループのリテー

ル銀行及びポヨラ・グループの資金調達及び流動性管理を担当している。事業に配分されなかった収益、費用、投資及び

資本は、グループ業務の区分に計上されている。グループの税金費用は、一括してグループ業務に配分されている。

相殺消去

セグメント間相殺消去項目は、「相殺消去」欄に計上されている。
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セグメント情報

 
 

継続事業  
非継続

事業
    

2014年、百万ユーロ

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

純利息収益             

コーポレート・バンキング事業部及び

バルト諸国バンキング事業部  255          255

マーケッツ事業部  28          28

その他事業部    -3  -26  2  1  -26

合計  283  -3  -26  2  1  257

純手数料収益  103  4  15  64  -8  178

トレーディング純収益  84  -8  0  0  1  77

純投資収益  5  55    0  4  64

損害保険事業による純収益             

保険業務      466    0  466

投資業務      171    2  173

その他業務      -42      -42

合計      595    2  597

その他営業収益  13  9  11  1  -1  33

収益合計  488  56  595  67  -1  1,206

人件費  55  6  102  14  0  177

ICT費用  34  5  53  3  1  97

企業の買収に関する無形資産の償却費      21  2    24

その他の減価償却／償却費及び減損損失  14  1  16  1    31

その他費用  57  24  180  11  -2  269

費用合計  160  36  372  31  -1  598

債権の減損控除前利益／損失  328  20  223  36  0  608

債権の減損  25          25

関連会社における持分利益／損失      0  1  0  2

税引前利益  303  20  223  38  0  584

公正価値評価差額準備金の変動  -1  33  49  0  -1  79

確定給付年金制度の再測定によって生じる利益／

（損失）  -42  -5  -2  0    -50

当期税引前包括利益合計  259  48  270  37  -1  613
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継続事業  
非継続

事業
    

2013年、百万ユーロ

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

純利息収益             

コーポレート・バンキング事業部及び

バルト諸国バンキング事業部  227          227

マーケッツ事業部  -3          -3

その他事業部    27  -24  3  1  6

合計  224  27  -24  3  1  230

純手数料収益  100  -1  17  51  -4  162

トレーディング純収益  101  -12  0  0  3  93

純投資収益  0  46    0    46

損害保険事業による純収益             

保険業務      440      440

投資業務      131    -1  131

その他業務      -43      -43

合計      529    -1  528

その他営業収益  17  9  10  1  0  38

収益合計  443  69  532  55  -1  1,097

人件費  57  6  107  14    184

ICT費用  31  5  50  3  1  90

企業の買収に関する無形資産の償却費      21  2    24

その他の減価償却／償却費及び減損損失  15  1  14  1    31

その他費用  54  15  174  11  -2  252

費用合計  157  27  366  32  -1  581

債権の減損控除前利益／損失  285  41  166  24  0  516

債権の減損  35  2        37

関連会社における持分利益／損失      0  0  0  0

税引前利益  251  39  166  24  0  479

公正価値評価差額準備金の変動  9  -6  -17  0  -1  -15

確定給付年金制度の再測定によって生じる利益／

（損失）  0  0  0  0     

当期税引前包括利益合計  260  33  149  24  -1  465
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継続事業  
非継続

事業
    

2014年、百万円

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

純利息収益             

コーポレート・バンキング事業部及び

バルト諸国バンキング事業部  33,548　 　　 　　 　　 　　 33,548

マーケッツ事業部  3,684　 　　 　　 　　 　　 3,684

その他事業部  　　 -395　 -3,421　 263　 132　 -3,421

合計  37,231　 -395　 -3,421　 263　 132　 33,811

純手数料収益  13,551　 526　 1,973　 8,420　 -1,052　 23,418

トレーディング純収益  11,051　 -1,052　 0　 0　 132　 10,130

純投資収益  658　 7,236　 　　 0　 526　 8,420

損害保険事業による純収益  　　 　　 　　 　　 　　 　

保険業務  　　 　　 61,307　 　　 0　 61,307

投資業務  　　 　　 22,497　 　　 263　 22,760

その他業務  　　 　　 -5,526　 　　 　　 -5,526

合計  　　 　　 78,278　 　　 263　 78,541

その他営業収益  1,710　 1,184　 1,447　 132　 -132　 4,341

収益合計  64,201　 7,367　 78,278　 8,815　 -132　 158,661

人件費  7,236　 789　 13,419　 1,842　 0　 23,286

ICT費用  4,473　 658　 6,973　 395　 132　 12,761

企業の買収に関する無形資産の償却費  　　 　　 2,763　 263　 　　 3,157

その他の減価償却／償却費及び減損損失  1,842　 132　 2,105　 132　 　　 4,078

その他費用  7,499　 3,157　 23,681　 1,447　 -263　 35,390

費用合計  21,050　 4,736　 48,940　 4,078　 -132　 78,673

債権の減損控除前利益／損失  43,152　 2,631　 29,338　 4,736　 0　 79,988

債権の減損  3,289　 　　 　　 　　 　　 3,289

関連会社における持分利益／損失  　　 　　 0　 132　 0　 263

税引前利益  39,863　 2,631　 29,338　 4,999　 0　 76,831

公正価値評価差額準備金の変動  -132　 4,341　 6,446　 0　 -132　 10,393

確定給付年金制度の再測定によって生じる利益／

（損失）  -5,526　 -658　 -263　 0　 　　 -6,578

当期税引前包括利益合計  34,074　 6,315　 35,521　 4,868　 -132　 80,646
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継続事業  
非継続

事業
    

2013年、百万円

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

純利息収益             

コーポレート・バンキング事業部及び

バルト諸国バンキング事業部  29,864　 　　 　　 　　 　　 29,864

マーケッツ事業部  -395　 　　 　　 　　 　　 -395

その他事業部  　　 3,552　 -3,157　 395　 132　 789

合計  29,469　 3,552　 -3,157　 395　 132　 30,259

純手数料収益  13,156　 -132　 2,237　 6,710　 -526　 21,313

トレーディング純収益  13,288　 -1,579　 0　 0　 395　 12,235

純投資収益  0　 6,052　 　　 0　 　　 6,052

損害保険事業による純収益  　　 　　 　　 　　 　　 　

保険業務  　　 　　 57,886　 　　 　　 57,886

投資業務  　　 　　 17,234　 　　 -132　 17,234

その他業務  　　 　　 -5,657　 　　 　　 -5,657

合計  　　 　　 69,595　 　　 -132　 69,464

その他営業収益  2,237　 1,184　 1,316　 132　 0　 4,999

収益合計  58,281　 9,078　 69,990　 7,236　 -132　 144,321

人件費  7,499　 789　 14,077　 1,842　 　　 24,207

ICT費用  4,078　 658　 6,578　 395　 132　 11,840

企業の買収に関する無形資産の償却費  　　 　　 2,763　 263　 　　 3,157

その他の減価償却／償却費及び減損損失  1,973　 132　 1,842　 132　 　　 4,078

その他費用  7,104　 1,973　 22,891　 1,447　 -263　 33,153

費用合計  20,655　 3,552　 48,151　 4,210　 -132　 76,436

債権の減損控除前利益／損失  37,495　 5,394　 21,839　 3,157　 0　 67,885

債権の減損  4,605　 263　 　　 　　 　　 4,868

関連会社における持分利益／損失  　　 　　 0　 0　 0　 0

税引前利益  33,022　 5,131　 21,839　 3,157　 0　 63,017

公正価値評価差額準備金の変動  1,184　 -789　 -2,237　 0　 -132　 -1,973

確定給付年金制度の再測定によって生じる利益／

（損失）  0　 0　 0　 0　 　　 　

当期税引前包括利益合計  34,206　 4,341　 19,602　 3,157　 -132　 61,175

 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

129/591



 

    株主に分配     

2014年12月31日、百万ユーロ

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

一般顧客に対する債権  15,222  537      -246  15,513

金融機関に対する債権  483  13,566  5  7  -24  14,037

損益を通じて公正価値評価される金融資産  373  -13        360

損害保険資産      4,150    -297  3,854

投資資産  553  7,581  16  9  -9  8,151

関連会社への投資      2  27    29

その他資産  6,335  1,721  732  136  -165  8,759

資産合計  22,968  23,392  4,905  180  -741  50,703

一般顧客に対する負債  8,434  3,233      -226  11,442

金融機関に対する負債  609  4,878      -246  5,241

損害保険負債      3,116    -144  2,972

公募発行負債証券  1,672  16,157      -46  17,782

劣後負債  -20  1,054  50      1,084

その他負債  7,043  1,685  79  10  -44  8,773

負債合計  17,738  27,007  3,245  10  -705  47,295

株主持分            3,408

             

平均従業員数  616  33  1,766  88    2,503

資本的支出（百万ユーロ）  10  2  14  2    28

 

    株主に分配     

2014年12月31日、百万円

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

一般顧客に対する債権  2,002,606  70,648      -32,364  2,040,890

金融機関に対する債権  63,543  1,784,743  658  921  -3,157  1,846,708

損益を通じて公正価値評価される金融資産  49,072  -1,710        47,362

損害保険資産      545,974    -39,073  507,032

投資資産  72,753  997,356  2,105  1,184  -1,184  1,072,346

関連会社への投資      263  3,552    3,815

その他資産  833,433  226,415  96,302  17,892  -21,707  1,152,334

資産合計  3,021,670  3,077,452  645,302  23,681  -97,486  6,670,487

一般顧客に対する負債  1,109,577  425,333      -29,733  1,505,310

金融機関に対する負債  80,120  641,750      -32,364  689,506

損害保険負債      409,941    -18,945  390,996

公募発行負債証券  219,968  2,125,615      -6,052  2,339,400

劣後負債  -2,631  138,664  6,578      142,611

その他負債  926,577  221,679  10,393  1,316  -5,789  1,154,176

負債合計  2,333,611  3,553,041  426,912  1,316  -92,750  6,222,130

株主持分            448,356

             

平均従業員数  616  33  1,766  88    2,503

資本的支出（百万円）  1,316  263  1,842  263    3,684

 

2013年12月31日、百万ユーロ

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

一般顧客に対する債権  14,432  291      -213  14,510

金融機関に対する債権  659  11,300  4  3  -21  11,945
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損益を通じて公正価値評価される金融資産  487  -42        444

損害保険資産      3,750    -248  3,502

投資資産  524  7,025  16  22  -14  7,574

関連会社への投資      2  27    29

その他資産  3,792  1,242  780  114  -109  5,819

資産合計  19,894  19,816  4,552  166  -604  43,824

一般顧客に対する負債  7,035  3,309      -160  10,183

金融機関に対する負債  614  4,387      -213  4,789

損害保険負債      2,844    -98  2,746

公募発行負債証券    16,159      -62  16,097

劣後負債    934  50      984

その他負債  4,381  1,463  56  9  -33  5,877

負債合計  12,029  26,252  2,950  9  -566  40,675

株主持分            3,150

             

平均従業員数  634  26  1,872  88    2,620

資本的支出（百万ユーロ）  15  1  27  2    45

 

2013年12月31日、百万円

 
バンキング

部門
 

グループ

業務部門
 

損害保険

部門
 

アセット

マネジメン

ト部門

 相殺消去  
グループ

合計

一般顧客に対する債権  1,898,674 　 38,284 　 　 　 　 　 -28,022 　 1,908,936

金融機関に対する債権  86,698 　 1,486,628 　 526 　 395 　 -2,763 　 1,571,484

損益を通じて公正価値評価される金融資産  64,070 　 -5,526 　 　 　 　 　 　 　 58,413

損害保険資産  　 　 　 　 493,350 　 　 　 -32,627 　 460,723

投資資産  68,937 　 924,209 　 2,105 　 2,894 　 -1,842 　 996,435

関連会社への投資  　 　 　 　 263 　 3,552 　 　 　 3,815

その他資産  498,876 　 163,398 　 102,617 　 14,998 　 -14,340 　 765,548

資産合計  2,617,255 　 2,606,993 　 598,861 　 21,839 　 -79,462 　 5,765,485

一般顧客に対する負債  925,525 　 435,332 　 　 　 　 　 -21,050 　 1,339,675

金融機関に対する負債  80,778 　 577,154 　 　 　 　 　 -28,022 　 630,041

損害保険負債  　 　 　 　 374,157 　 　 　 -12,893 　 361,264

公募発行負債証券  　 　 2,125,878 　 　 　 　 　 -8,157 　 2,117,721

劣後負債  　 　 122,877 　 6,578 　 　 　 　 　 129,455

その他負債  576,364 　 192,472 　 7,367 　 1,184 　 -4,341 　 773,178

負債合計  1,582,535 　 3,453,713 　 388,102 　 1,184 　 -74,463 　 5,351,203

株主持分  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 414,414

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

平均従業員数  634 　 26 　 1,872 　 88 　 　 　 2,620

資本的支出（百万円）  1,973 　 132 　 3,552 　 263 　 　 　 5,920

 

次へ
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連結財務書類注記

注記１　ポヨラ・グループの会計方針

 

1.　一般情報

ポヨラは、フィンランドを代表する大手損害保険会社及び機関投資家向け資産運用会社であり、法人向け大手銀行でも

ある。ポヨラは法人及び機関投資家で構成される確立された広範な顧客基盤を有しており、そのような顧客に対して、バ

ンキング、損害保険及び資産運用管理に関する幅広いサービスを提供している。さらに、ポヨラは個人顧客に対して損害

保険及び資産管理の商品・サービスを提供している。また、ポヨラは、OPフィナンシャル・グループの協同組合銀行の中

核銀行としての役割も果たしている。

2014年２月にOP協同組合は、株式公開買付を完了し、フィンランド有限責任会社法第18章セクション６に従って仲裁裁

判所の決定により、すべてのポヨラ・バンク・ピーエルシー株式の所有権を取得した。仲裁裁判所の決定により、ポヨ

ラ・バンク・ピーエルシーのシリーズA株式の売買は2014年９月29日に中止され、2014年９月30日付でヘルシンキ証券取

引所から上場廃止となった。2014年10月７日、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの株主登録上、OP協同組合が唯一の株主と

して登録された。

ポヨラ・グループは、バンキング部門、損害保険部門、アセットマネジメント部門及びグループ業務部門という以下の

４つの事業セグメントを有している。バンキング部門は、国際的な規模で、法人及び機関投資家に対して資金調達、投資

及び決済機能を提供している。損害保険部門は法定及び任意保険の両方をカバーする損害保険商品を法人及び個人顧客に

提供している。アセットマネジメント部門はOPフィナンシャル・グループの主要な機関投資家及び個人顧客の資産運用を

担当している。また、アセットマネジメント部門は、OPミューチュアル・ファンドのポートフォリオを一元管理してい

る。これらの３つの事業セグメントの他に、中核銀行業務及び財務並びに管理部門の業績はグループ業務部門セグメント

に表示されている。

OP協同組合の株式公開買付の実現に伴いポヨラ・グループは、アセットマネジメント部門をポヨラ・グループからOP協

同組合の直接所有に移転する等の組織変更を計画している。その結果、アセットマネジメント部門は、IFRS第５号に従

い、損益計算書上は非継続事業として、貸借対照表上は株主に分配される資産及び負債として報告されている。バンキン

グ部門、損害保険部門及びグループ業務部門は、損益計算書上、継続事業として報告される。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、OPフィナンシャル・グループに属しており、、181の協同組合銀行並びにその中核

機関であるOP協同組合及びその子会社で構成されている。OPフィナンシャル・グループの会員信用機関は、ポヨラ、ヘル

シンキOPバンク・ピーエルシー、OPカード・カンパニー・ピーエルシー、OPモーゲージ・バンク及びOP協同組合の会員協

同組合銀行で構成されている。

フィンランドの預金受入銀行の連合に関する法律（Laki talletuspankkien yhteenliittymasta法）に準拠して、ポヨ

ラを含む会員信用機関及びOP協同組合は最終的に相互の負債及び契約債務の連帯責任を負っている。会員信用機関の自己

資本が損失により同法に規定される弁済条件を満たせないほど低い水準にまで減少した場合、OP協同組合は、会員信用機

関から前年度の統合貸借対照表に基づき追加拠出を徴収する権利を有する。

ポヨラは、ヘルシンキに所在し、登録事務所の住所は、フィンランド共和国 ヘルシンキ市 FI-00510テオリスースカ

トゥ 1Bであり、登録事務所の郵便宛先は私書箱308号、FI-00013 ポヨラ、フィンランドである。ポヨラの連結財務書類

の写しは、www.pohjola.fi又は当行の登録事務所で入手可能である。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの親会社はOP協同組合であり、ポヨラの連結決算はその連結財務書類に含まれている。

OP協同組合の財務書類の写しは、フィンランド共和国 ヘルシンキ市 FI-00510ヴァークシンティ 4で入手可能である。

OPフィナンシャル・グループの財務書類はwww.op.fi又はヘルシンキ市 00510ヴァークシンティ 4に所在する当行の事務

所で入手可能である。

取締役会は2015年２月５日に連結財務書類の公表を承認した。
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1.1 表示の基礎

これらの連結財務書類は、国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成されており、2014年12月31日

に有効であるIAS、IFRS及びSIC並びにIFRIC解釈指針を適用している。国際財務報告基準とは、欧州議会及び欧州理事会

規則（EC）第1606/2002号に準拠して採用された基準及びその解釈指針を指している。ポヨラの注記はまた、IFRS規制を

補完するフィンランドの会計基準及び会社法の要件にも準拠している。

 

2014年において、ポヨラは以下の基準及び解釈指針を適用した。

・IFRS第10号「連結財務諸表」。当該基準は、支配に基づいて連結の要否を判断する既存の原則を基礎としている。当該

基準には支配の評価が困難な状況における新たなガイダンスが含まれている。当該基準の変更により、不動産投資ファ

ンド２社が新たな子会社としてポヨラ・グループの財務書類に連結されることになる。当該基準の変更による影響につ

いては、財務書類注記３「会計方針変更」に記載されている。

・IFRS第11号「共同支配の取決め」。当該基準は、共同支配の取決めの会計処理について、法的形態ではなく、これらの

取決めから生じる権利及び義務に焦点を当てている。当該基準は、共同支配の取決めを共同支配事業と共同支配企業の

２種類に分類している。また当該基準では、共同支配企業は持分法によって会計処理するよう義務付けている。この改

訂によるポヨラの貸借対照表及び包括利益計算書への影響は軽微であった。ポヨラが所有している不動産会社は、共同

支配事業として報告され、支配に比例して連結されている。当該基準の変更による影響については、財務書類注記３

「会計方針変更」に記載されている。

・IFRS第12号「他の企業に対する持分の開示」。当該基準には、他の企業に対するあらゆる形態の持分（子会社、関連会

社、共同支配の取決め、組成された事業体及びその他の非連結企業を含む）の開示要件が含まれている。当該新基準に

より、注記82「子会社、組成された事業体及び共同支配事業に対する所有持分」の記載が拡充されている。

・IAS第32号の改訂「金融商品：金融資産と金融負債の相殺表示」。当該改訂では、金融資産と金融負債の相殺に関する

規則の適用についての説明が提供され、適用ガイダンスが追加された。当該改訂によるOPフィナンシャル・グループの

財務書類への重要な影響はなかった。

・IAS第36号の修正「資産の減損」。当該基準は、「非金融資産の回収可能額の開示に関する財務諸表書類上の情報」を

修正している。当該修正により、減損損失が計上された資金生成単位の開示要件が明確化されている。

・IAS第39号の修正「金融商品：認識及び測定－デリバティブ契約の移転とヘッジ会計の継続」。当該改訂は、デリバ

ティブ契約を中央清算機関に移転する場合のヘッジ会計の継続の可否に関するものである。この改訂により、特定の条

件が満たされれば、こうした移転の場合にはヘッジ会計を継続できるようになる。

・IFRIC解釈指針第21号「賦課金」。当該解釈指針は、賦課金を支払う義務の会計処理に適用される。当該解釈指針は、

賦課金を支払い、負債の認識が行われる債務発生事象がどのようなものかを定めている。ポヨラでは、例えば銀行賦課

金の認識及び預金保証基金への拠出によって生じる負債に当該解釈指針が適用される。

 

ポヨラ・グループの連結財務書類は取得原価基準で作成されている。ただし、損益を通じて公正価値評価される金融資

産及び金融負債、売却可能金融資産、公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象（ヘッジ対象リスクに関する）、デリバティブ

契約及び投資不動産を除く。

財務書類は百万ユーロで表示されている。

ポヨラ・グループが表示している欧州議会及び欧州委員会のEU規制2013年第575号に準拠した第３の柱に基づく自己資

本比率の情報は、OPフィナンシャル・グループの財務書類の一部として表示されている。ポヨラ・グループは、同グルー

プの資本基盤、最低資本要件合計、自己資本比率に関する重要な指標及びデリバティブ契約並びにカウンターパーティ・

リスクについて開示している。

 

1.2 見積りの使用
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IFRSに準拠して財務書類を作成するに当たり、グループの経営陣は、会計方針の適用において判断、見積り及び仮定を

行うことが求められる。セクション1.6「重要な会計上の見積り及び判断」のセクションにおいて、これに関するより詳

細な情報が記載されている。

 

1.3 連結方針

連結財務書類には、親会社であるポヨラ・バンク・ピーエルシー及び親会社が支配する子会社が含まれている。ポヨ

ラ・グループは、企業への関与によって変動するリターンにさらされているか、あるいはその権利を有している場合、並

びにその企業（組成された事業体を含む）に対して当グループのパワーを通じてそれらのリターンに対する影響力を有し

ている場合、その企業を支配している。子会社のほとんどは当グループの完全所有であり、支配が議決権に基づいている

ことを意味している。

ポヨラは、投資収益及び様々な手数料を得るために、投資家として活動する傍ら、様々なミューチュアル・ファンドを

運用している。組成された事業体に分類されるファンドについては、当グループの支配は議決権に基づくものではない

が、当グループが当該ファンドの重要な業務、変動リターンに対するエクスポージャー及びストラクチャーの構築を支配

している場合、当グループの財務書類に連結されている。当グループに連結されている様々なファンドに関する支配の変

更は、四半期ごとにモニターされている。支配の程度を見積る場合、被投資会社における関連活動に対する投資家のパ

ワー、及び変動リターンに対する投資家のエクスポージャーを考慮する。

当グループの支配が終了する場合、当該事業体に対する留保持分は、支配を喪失した日の公正価値で測定され、帳簿価

額の変動は損益計算書に計上される。会計上、当該公正価値は、その後の関連会社、共同支配企業、又は金融資産として

の留保持分の帳簿価額となる。過年度に計上された当該ファンドからの包括利益は、当グループが関連資産と負債を移転

させたかのように処理する。これは、すなわち、過年度にその他包括利益に計上された金額が、損益計算書に再分類され

ることを意味している。

グループ間の株式保有は取得法を用いて相殺消去されている。譲渡対価並びに被取得会社の識別可能な取得資産及び引

受負債は取得時に公正価値で測定される。純資産を上回る取得原価はのれんに表示される。取得原価が純資産の公正価値

を下回る場合、その差額は損益計算書に計上される。

取得関連費用は発生時に費用計上される。偶発対価は公正価値で測定され、負債又は資本として分類される。負債とし

て分類される偶発対価は貸借対照表日に公正価値で測定され損益計算書に計上される。

ポヨラが議決権株式の20％から50％を保有し、支配はしていないが重大な影響力を持つ関連会社は、持分法を用いて会

計処理される。持分法では、投資は当初取得原価で計上され、帳簿価額は、取得日後の被投資会社の利益又は損失に対す

る投資家の持分を認識するために増減する。関連会社における当グループの累積損失が、当該関連会社の持分額を上回る

場合、当該投資は貸借対照表上、ゼロと表示される。帳簿価額を超過する更なる損失は、当グループが関連会社の債務を

弁済すると約束していない限り、計上されない。

共同支配の取決めは、二者以上の当事者が共同支配を行う取決めである。共同支配とは、契約上合意した支配に関する

取決めであり、関連活動に関する決定に支配を分担している当事者全員の合意が必要な場合のみ有効に存続する。共同支

配の取決めは、共同支配事業又は共同支配企業のいずれかの形態をとる。共同支配企業とは、当グループによる純資産に

対する権利に関する取決めであり、共同支配事業とは、当グループによる資産に対する権利及び負債に対する義務の両方

に関する取決めである。不動産会社は、共同支配事業としてポヨラ・グループに連結されていた。連結に当たって不動産

会社の資産及び負債は、当該不動産会社に対するグループの持分に比例した額で計上された。

子会社、関連会社又は共同支配の取決めは、支配、共同支配又は重要な影響力が当グループに移転した日から連結さ

れ、共同支配又は重要な影響力が終了した日から連結が中止される。

連結財務書類の作成において、グループ間の取引、債権、債務及び利益分配は相殺消去されている。

 

1.3.1 非支配持分

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

134/591



親会社及び非支配持分の株主に帰属する当期利益は、損益計算書に表示されており、親会社及び非支配持分の株主に帰

属する包括利益合計は包括利益計算書に表示されている。

損益計算書及び包括利益計算書に表示される利益は、非支配持分が負になる場合であっても非支配持分に配分する。非

支配持分は貸借対照表に株式資本の一部として表示される。被投資会社の資本がIAS第32号に基づく資本分類基準を満た

していない場合、当該純資産の被支配当事者持分は、負債として表示される。

被取得会社の非支配持分は公正価値又は被取得会社の純資産の持分割合相当額のいずれかで測定される。適用される評

価原則は各被取得会社毎に個別に決定される。

 

1.4株主に分配される資産及び負債並びに非継続事業

資産（又は資産グループ）及び関連する負債は、組織変更の取決めの結果として、それらを帳簿価額でOPフィナンシャ

ル・グループ内に移転すると決定された後に、株主に分配するために保有するものとして分類されている。株主に分配さ

れる資産及び負債に分類するための要件を満たすためには、組織変更による資産及び負債の移転の可能性が高く、資産

（又は資産グループ）が通常又は慣例的な条件の下で即時に売却可能であって、移転が分類日から１年以内に完了すると

予想されることが必要であるとされている。

非継続事業は、当グループの一部であって、株主に分配されるものとして分類されるものであり、以下の条件のうちの

１つを満たしている。

１　別個の主要な事業ラインを表している。

２　主要な事業セグメントの移転に関して一体的に計画されたものの一部である。

非継続事業の損益は、損益計算書及び包括利益計算書上、別個の項目として表示される。株主に分配される資産（又は

分配される項目のグループ）及びそれらの資産に関連する負債は、貸借対照表上、その他の項目とは別個に表示される。

株主に分配される資産（又は資産グループ）の基準が満たされていないと後になってわかった場合、当該資産（又は資

産グループ）は継続事業に再分類され、該当するIFRS基準に従って測定される。

 

1.5 外貨取引

連結財務書類は、親会社の機能通貨及び表示通貨であるユーロで表示されている。ユーロ建て以外の取引は、取引日の

為替レート又は取引を行った月の平均為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日に、非ユーロ建て貨幣性貸借対照

表項目は貸借対照表日の為替レートでユーロに換算される。取得原価で測定された非貨幣性貸借対照表項目は取引日の為

替レートで表示される。

ユーロ建て以外の取引及び貨幣性貸借対照表項目のユーロへの換算により生じた換算差額は損益計算書の「トレーディ

ング純収益」に為替差損益として計上される。

機能通貨がユーロ以外の海外子会社の損益計算書は、事業年度の平均為替レートでユーロに換算され、貸借対照表は期

末レートでユーロに換算される。換算差額は為替換算差額としてその他包括利益に計上される。海外子会社については、

取得法の使用及び取得後の資本項目から生じる換算差額はその他包括利益に計上される。子会社が売却された場合、累積

換算差額は損益計算書のキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスの一部として認識される。

 

1.6 金融商品

1.6.1 公正価値決定

公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において、測定日において資産売却により受け取る、又は負債の移転のため

に支払われるであろう価格である。

金融商品の公正価値は、活発な市場における市場価格又は活発な市場が存在しない場合には当グループの評価技法を用

いて決定される。市場価格が容易かつ定期的に入手可能であり、独立第三者間で実際に定期的に発生する市場取引を反映

している場合に市場は活発であるとみなされる。現在の買呼値が金融資産の市場価格として用いられる。
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公正価値が直接入手できない金融商品について、一般に使用される評価技法が市場に存在する場合には、公正価値は当

該評価技法及びそれに用いられる入力データの市場価格に基づいて算出されている。

市場において一般に使用されている評価技法がない場合には、当該金融商品のために設定された評価モデルを用いて公

正価値が決定される。当該評価モデルは広く使われている評価技法であり、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての

要素を組み入れており、金融商品の価格設定の際に使われている経済的技法とも一致している。

評価技法には、市場における取引価格、割引キャッシュ・フロー法及び実質的に同一の他の金融商品の現在の公正価値

の参照が含まれる。評価技法には、見積信用リスク、適用される割引率、期限前償還の可能性及び金融商品の公正価値の

信頼できる測定に影響を与えるその他の要因を考慮に入れている。

公正価値は、評価技法で用いられているインプットに応じて、３つの階層レベルに分類される。

・活発な市場における同一資産又は負債の市場価格（調整前）（レベル１）

・レベル１に含まれる市場価格以外で、資産又は負債に関して、直接的（すなわち、価格そのもの）又は間接的（すなわ

ち、価格から導出されるもの）に観察可能な入力データ（レベル２）

・観察可能な市場データに基づいていない資産又は負債の入力データ（レベル３）

公正価値を測定するために使用される入力データが公正価値階層の異なるレベルに分類される場合には、公正価値測定

は全体として、測定全体にとって重要である最も低いレベルの入力データと同一レベルに分類される。入力データの重要

性は全体の公正価値測定に基づき評価されている。

流動性の低い金融商品の場合に、評価モデルを用いて算定した価格が実際の取引価格と異なることがある。しかし、実

際の取引価格は金融商品の公正価値の最善の証拠となるため、実際の取引価格と評価モデルから導き出された価格との差

である取引日の損益は、契約期間又は金融商品の構造及び取引相手を考慮に入れたより短い期間にわたり損益計算書に計

上される。しかし、繰延べられた未認識額は、金融商品の実際の市場価格又は価格設定の実務が市場において確立された

場合は直ちに認識される。これらの流動性の低い金融資産の金額は貸借対照表において重要ではない。

 

1.6.2 金融資産の減損

各報告期間末において、当グループは、損益を通じて公正価値評価される金融資産以外の金融資産の減損について、客

観的証拠の有無を評価している。

資産の当初認識後に発生した１つ又は複数の損失事象が金融資産の見積将来キャッシュ・フローに影響を与えていると

いう客観的証拠が存在し、その影響を信頼性をもって見積ることができる場合には、金融資産が減損し、減損損失が発生

しているとされる。

減損損失の客観的な証拠が存在しているかどうかを決定するために使用される基準には以下が含まれる。

・発行体の業績、信用格付、貸借対照表、支払状況又は事業計画の大幅な悪化、発行体の経済環境及び事業環境の不利な

変動

・市場における同一又は類似の投資の入札結果が取得価格を下回る場合

・継続企業としての発行体の営業能力を大幅に弱める事象又は状況（事業からの負のキャッシュ・フロー、不十分な資

本、運転資本の不足等）

・債務者の破綻、又はその他の再編が行われる兆候

・債務者の契約違反

・債務者に付与された猶予

・以前に認識された減損損失

・金融資産の活発な市場の消滅

さらに、持分金融商品については、公正価値が取得原価を大きく下回る場合又は公正価値が取得原価を長期間にわたり

下回る場合は、減損の客観的な証拠とされる。

様々な金融商品についての減損の認識に関する詳細は、以下に記載されている。
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1.6.3 買戻し契約及び売戻し契約

両当事者を拘束する売戻条件付買入有価証券は債権として認識され、取得原価は取引相手に応じて各貸借対照表項目に

計上される。取得原価と売戻価格との差額は利息収益として扱われ、契約期間にわたり計上される。

両当事者を拘束する買戻条件付売渡有価証券は金融負債として認識され、取引相手に応じて各貸借対照表項目に計上さ

れる。売却価格と買戻価格との差額は、利息費用として扱われ、契約期間にわたり計上される。買戻債務付売渡有価証券

及び維持証拠金として差し入れられた有価証券は、当該契約にも拘わらず、引き続き貸借対照表に計上されている。

 

1.6.4 分類及び認識

当初認識後、金融資産及び負債は、損益を通じて公正価値評価される金融資産及び負債、貸付金及び債権、満期保有目

的投資、売却可能金融資産及びその他の金融負債の各区分に分類される。分類は、金融資産及び金融負債の取得目的によ

り異なる。

損益を通じて公正価値評価される金融資産及び負債、満期保有目的投資並びに売却可能金融資産の購入及び売却は、取

引日あるいは当グループが当該資産又は負債を購入又は売却することに合意した日に貸借対照表に計上される。貸付金及

び債権に分類されるノート及び債券は、金融資産の取引日及び貸付金が実行された日に計上される。

金融資産と金融負債は、ポヨラが現在通常の事業過程においても、及び債務不履行、支払不能又は破綻があったときに

も法的に強制力のある相殺権を有しており、当該資産と負債を純額で決済する意図がある場合に貸借対照表上で相殺され

る。中央清算機関が決済する店頭金利デリバティブは貸借対照表上で相殺される。これらのデリバティブはロンドン・ク

リアリング・ハウスとの日次の決済プロセスにおいて清算される。

当グループは、金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が失効した場合、あるいは金融資産が譲渡さ

れ、それにより所有に伴うリスク及び経済価値の大半が移転される場合に金融資産の認識を中止している。金融負債は、

債務の免除、取消し、失効等により負債が消滅した場合に認識が中止される。

 

1.6.4.1 損益を通じて公正価値評価される金融資産及び負債

損益を通じて公正価値評価される金融商品には、トレーディング目的で保有する金融資産及び負債、トレーディング目

的で保有するデリバティブ契約並びに取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産として指定したものが含ま

れる。損益を通じて公正価値評価される金融資産は当初公正価値で認識され、取引費用は費用計上される。その後の公正

価値の変動並びにキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス、利息収益及び利息費用、及び受取配当金は損益計算書にお

いて性質別に各項目に認識される。

 

1.6.4.1.1トレーディング目的で保有する金融資産及び負債並びにトレーディング目的で保有するデリバティブ契約

トレーディング目的で保有する資産には、市場価格の短期変動から利益を得ることを目的として取得されたノート及び

債券並びに株式及び参加持分が含まれている。トレーディング目的で保有する負債は、売却したが売却時に所有していな

い（空売り）有価証券の引渡債務を指している。デリバティブは、有効なヘッジ手段として指定を受けている、あるいは

保証契約デリバティブとして処理されるものでない限り、トレーディング目的保有として会計処理される。

 

1.6.4.1.2 取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産として指定したもの

取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産として指定したものには、当初認識時に損益を通じて公正価値

評価するものとして指定を受けた金融資産が含まれる。

取引開始時に損益を通じて公正価値評価するものとして指定を受けた金融資産は、当グループのリスク管理方針に従っ

て、当グループが投資業務の状況を即時に把握するために管理し、その成績を公正価値で評価する債券から構成されてい

る。当グループの経営陣への報告は公正価値に基づいている。
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この業務における投資は長期間に及ぶため、金融資産はトレーディング目的で保有する金融資産と別個に表示されてい

る。

損益を通じて公正価値評価するものとして指定を受けた金融資産には、組込デリバティブの公正価値が個別に決定でき

ない複合金融商品が含まれている。

 

1.6.4.2 貸付金及び債権

　貸付金及び債権として分類される金融資産は、活発な市場における価格をもたない固定又は確定可能な支払を持つ資産

であって、デリバティブでないものである。

　保険契約、保険金請求管理契約及び投資の処分に関連する債権は、この資産クラスに表示される。これらの金融資産

は、連結貸借対照表上、顧客、金融機関に対する債権又は損害保険資産として表示される。

　貸付金及び債権は当初、取得原価（取得対価の公正価値に当該取得に直接帰属する取引費用を加えた金額）で認識さ

れ、その後は、実効金利法を用いて償却原価で認識される。

貸付金及び債権の減損損失は、個別又は集合的に認識される。債務者のエクスポージャー合計が重要である場合に、減

損は個別に評価される。その他の場合には、減損は集合的に評価される。

　減損損失が発生し、債権が全額回収できないという客観的証拠が存在する場合に、減損が認識される。見積将来キャッ

シュ・フローの現在価値（担保を含む）が貸付金及び関連する未収利息の帳簿価額合計を下回る場合に、債権は減損して

いる。見積将来キャッシュ・フローは、貸付金の当初の実効金利で割り引かれる。貸付金が変動金利である場合、減損を

測定する割引率は、契約に基づき決定される現在の実効金利である。損益に認識される減損損失は、貸付金の帳簿価額と

それより低くなった将来キャッシュ・フローの現在価値との差額である。

　減損評価は２段階のプロセスである。重要な貸付金及び債権については、減損は個別に評価される。貸付金及び債権が

個別に評価されない場合は、減損について集合的に評価される。集合的に評価される減損には、特定の貸付金に割り当て

られていない既発生であるが未報告の損失が含まれる。集合的に評価される減損引当金は、経済資本要件の測定に使用さ

れる統計モデルに基づいている。当該モデルは、自己資本の測定に用いられる予想信用損失モデルから導き出され、IFRS

に基づく規定に応じて調整される。最大の調整は、自己資本について設定される最小限度額及び損失事象の特定に関する

ものである。当該モデルにおいては、債権は格付区分毎に類似する信用リスクのグループに分類される。集合的に評価さ

れる減損は、格付区分毎の予想損失に基づき測定され、当該測定では担保の割引後の現在価値及び平均的な過去の損失実

績も考慮される。

　貸付金の契約上の支払条件が変更された場合、当該変更の理由及び重要性が内部で規定された尺度を用いて文書化され

る。貸付金は、顧客の財政困難ではなく顧客関係の管理に関する理由で条件が変更される場合もある。その場合は、貸付

金の減損評価に影響を与えることはない。場合によっては、当グループは、顧客の財政困難により、顧客の返済能力の確

保及び信用リスクの制限を目的とした一定期間の返済猶予等による貸付金の条件変更を行う場合がある。これらの条件変

更された貸付金は不良債権として報告される。顧客の財政困難による契約上の支払条件の変更は、条件変更基準に該当

し、顧客の信用格付及びその他の基準を下げることとなるため、集合的な減損引当金が増加する。また、重要な貸付金に

おける支払条件の変更であって条件変更基準に該当するものは、個別に減損が評価される貸付金に対して影響を及ぼすこ

ととなる。顧客が新しい支払条件に従うことにより、当該顧客のエクスポージャーについて減損引当金が認識されない場

合には、その債権は不良債権の分類から除かれる。支払条件の変更は、顧客の支払能力の予想指標として、定期的な監視

及び経営陣への報告の対象となっている。

貸付金及び債権はまた、債務者が支払債務を弁済する能力の見積りに基づいて、信用の質を評価するために注記におい

て分類される。貸付金は、支払いが90日超延滞している場合、顧客が当グループ内部の12の格付において最も低い２つの

カテゴリー（11又は12）に格付けされている場合、あるいは個別の減損損失が認識されている場合に、不良債権として分

類される。その他すべての場合には、貸付金は正常債権のカテゴリーに報告される。
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個別の減損及び集合的な減損は共に、貸借対照表上の債権の帳簿価額を減らすために、別個の引当金勘定に計上され

る。貸付金の減損損失は、損益計算書上、別個の項目である「債権に係る減損損失」に表示される。減額された金額に関

する利息の認識は、減損の認識後も継続される。

貸付金は、すべての債権回収措置の完了後に、貸付条件が大幅に修正される（例えば、借換え）場合、又は経営陣の決

定により認識が中止される。認識中止後に返済された場合は、当該返済額は債権の減損損失に対する調整として認識され

る。その後債務者の支払能力が改善されたという客観的な証拠が存在する場合には、以前に認識された減損金額は、再評

価され、回収可能額の変動は損益計算書に計上される。

 

1.6.4.3 満期保有目的投資

　満期保有目的投資は、支払額が固定又は確定可能な非デリバティブ金融資産であり、当グループが満期まで保有する積

極的な意思及び能力を有しているものである。満期保有目的投資は当初公正価値に取引費用を加えた金額で認識される。

これらの投資は当初認識後、実効金利法を用いて償却原価で計上される。

満期保有目的投資の減損は、貸付金及び債権と同じ原則に基づき見直される。ノート及び債券の帳簿価額とそれより低

くなった将来キャッシュ・フローの現在価値との差額は損益計算書に減損損失として計上される。

満期保有金融資産のカテゴリーに含まれる投資は、IAS第39号に規定された例外的な場合に限り、満期前に売却され

る。

 

1.6.4.4 売却可能金融資産

売却可能金融資産は、上記の金融資産に分類されないものであって満期前に売却可能な非デリバティブ資産であり、

ノート及び債券、株式及び参加持分で構成されている。

取得時に、売却可能金融資産は取得原価（取得対価に当該取得に直接帰属する取引費用を加えた公正価値）で測定され

る。売却可能金融資産はその後公正価値で測定される。公正価値の変動は、その他包括利益に計上され、資産の認識が中

止される、又は資産が減損しているという客観的な証拠が存在する場合にはそれらの変動額は損益計算書に振り替えられ

る。

売却可能金融資産における客観的な証拠とは、債券及びノートの発行体の信用格付が大幅に引き下げられるか、あるい

は持分金融商品の公正価値が大幅に下落又は長期間にわたり取得原価を下回る場合とされる。持分金融商品の市場価値の

下落が減損認識後も続く場合、減損損失は損益計算書に認識される。

売却可能金融資産であるノート及び債券が減損された後、その公正価値が増加した場合であって、当該公正価値の増加

が減損認識後の事象に関連していると客観的にみなされる場合には、減損損失は損益計算書に戻し入れられる。減損した

持分金融商品の公正価値がその後増加した場合は、当該増加はその他包括利益に計上される。

売却可能金融資産に関連する利息収益は、損益計算書の「純利息収益」に計上され、配当金は「純投資収益」に計上さ

れる。損害保険については両方の項目とも「損害保険事業による純収益」に計上される。

固定利付債の額面価額と取得原価の差額は、実効金利法を用いて満期までの見積残存期間にわたり、利息収益に計上さ

れる。

 

1.6.5 現金及び現金等価物

現金及び現金等価物は、現金及び金融機関に対する要求払債権で構成されている。

 

1.6.6 その他の金融負債

その他の金融負債には、損益を通じて公正価値評価される金融負債以外の金融負債が含まれており、預金並びに金融機

関及び顧客に対するその他の負債、公募発行負債証券及びその他の金融負債で構成されている。その他の金融負債は、決

済日に貸借対照表に計上され、当初認識後は償却原価で計上される。
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固定利付債の額面価格と取得原価との差額は、実効金利法を用いて、満期までの見積残存期間にわたり利息費用に計上

される。

 

1.6.7 デリバティブ契約

　デリバティブ契約は、ヘッジ手段として利用されているものとトレーディング目的で保有するものに分類され、金利、

為替、株式、コモディティ及びクレジット・デリバティブが含まれている。デリバティブは、常に、公正価値で測定され

る。

　当グループのリスク管理は、ヘッジ会計に用いられる手法及び内部方針を作成しており、これに基づき金融商品がヘッ

ジ手段として指定されている。

　ヘッジ原則に従って、当グループは金利リスク、通貨リスク及び価格リスクを公正価値ヘッジ又はキャッシュフロー・

ヘッジを適用してヘッジすることができる。キャッシュフロー・ヘッジは、将来キャッシュ・フローの公正価値の変動に

対するヘッジを指し、公正価値ヘッジは、ヘッジ資産/負債の公正価値の変動に対するヘッジを指している。

　ヘッジ手段と関連するヘッジ対象との関係がIAS第39号で要求されている要件を満たさない場合、ヘッジ会計を適用す

ることはできない。当グループの親会社であるポヨラ・バンク・ピーエルシーは、IAS第39号の要件を満たさないデリバ

ティブであるものの、実際には金融リスクに対するヘッジに使用している契約も有している。

　中央清算機関により清算される店頭金利デリバティブの公正価値は現金により日次で清算される。貸借対照表におい

て、これらの清算されるデリバティブは現金の純変動として純額で表示される。その他のデリバティブは、貸借対照表

上、総額で表示され、この場合、正の価値変動は資産のデリバティブ契約として表示され、負の価値変動は負債のデリバ

ティブ契約として表示される。

 

1.6.7.1 トレーディング目的で保有するデリバティブ

　トレーディング目的で保有する金利スワップの利息受取額と支払額との差額は、利息収益又は利息費用に計上され、対

応する未収/未払利息はその他資産又はその他負債に計上される。トレーディング目的で保有するデリバティブの公正価

値の変動は「トレーディング純収益」又は「損害保険事業による純収益」に計上される。デリバティブは、公正価値が正

の場合は「デリバティブ契約」又は「損害保険資産」に資産として計上され、公正価値が負の場合は「デリバティブ契

約」又は「損害保険負債」に負債として計上される。

　仕組債に関連する組込デリバティブは主契約から分離され、貸借対照表上、公正価値で測定される。また、ヘッジ手段

として指定されたデリバティブは「純利息収益」に計上されている。

 

1.6.8 ヘッジ会計

ヘッジ会計は、ヘッジ手段の公正価値の変動がヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローの変動の全部又は一部を

相殺することを検証するために用いられる。

　ヘッジ手段とヘッジ対象の関係は正式に文書化されており、この文書にはリスク管理方針、ヘッジ戦略及びヘッジの有

効性を示すために用いられる手法に関する情報が含まれる。ヘッジの有効性を評価する場合、ヘッジ開始時点及びその後

にわたって、ヘッジ手段及びヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローの変動を比較する。ヘッジが極めて有効であ

るとみなされるのは、ヘッジ手段の公正価値又はキャッシュ・フローの変動がヘッジ契約又はポートフォリオの公正価値

又はキャッシュ・フローの変動を80％から125％の範囲内で相殺する場合である。

　ヘッジ会計において、当グループはマクロ・ヘッジの会計モデル又はIAS第39号の基準に対するEUカーブアウトを適用

していない。

 

1.6.8.1 公正価値ヘッジ
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金利リスクに対する公正価値ヘッジには、ポヨラが発行する長期固定利付負債商品、個別の債券及び貸付金ポートフォ

リオ並びに個別貸付金が含まれる。ポヨラは、為替予約、金利スワップ及び為替スワップをヘッジ手段として用いてい

る。株式及び為替リスクに対するヘッジは損害保険のエクイティ・ファンド投資に適用される。

公正価値ヘッジとして文書化され、極めて有効なヘッジ関係を有するデリバティブ契約の公正価値の変動は、損益計算

書に計上される。ヘッジされた資産及び負債は、ヘッジが指定されている期間において公正価値で測定され、公正価値の

変動は損益を通じて認識される。

公正価値ヘッジ会計において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の公正価値の変動は「純利息収益」に計上される。ただし、

損害保険の売却可能金融資産に含まれるミューチュアル・ファンド投資及びそれらをヘッジする金融商品の公正価値の変

動は「損害保険事業による純収益」に計上される。

 

1.6.8.2 キャッシュフロー・ヘッジ

キャッシュフロー・ヘッジは、ポヨラの発行する変動利付負債商品又はその他の変動利付資産及び負債に係る変動エク

スポージャーに対するヘッジである。また、キャッシュフロー・ヘッジは、参照金利との関係に基づいて定義される貸付

金/借入金の将来金利フローをヘッジするために用いられる。ヘッジ手段として用いられるものには、主として、金利ス

ワップがある。

キャッシュフロー・ヘッジとして文書化され、有効なヘッジ関係を有するデリバティブ契約は公正価値で測定され、そ

の変動のうち、有効部分はその他包括利益に計上される。公正価値の変動のうち、非有効部分は直ちに損益に計上され

る。資本に計上された公正価値の変動は、ヘッジ対象が純利益に影響を与える期間に損益計算書に計上される。

 

1.7 投資不動産

投資不動産は主に、賃貸料又はキャピタル・ゲインを得ることを目的として保有する土地及び／又は建物又はその一部

である。保有会社又は従業員により、その一部が使用される不動産であっても当該一部が重要でない場合は投資不動産と

して会計処理される。しかし、保有会社又はその従業員が使用する部分が個別に売却可能な場合は、当該部分は投資不動

産として会計処理されない。投資不動産は、連結貸借対照表上、投資資産又は損害保険資産として表示される。

投資不動産は当初、取引費用を含む取得原価で認識され、その後は公正価値で測定される。建設中の投資不動産は、公

正価値が信頼性を持って決定できる場合に限り、公正価値で測定される。公正価値の変動は「損害保険事業による純収

益」又は「純投資収益」に計上される。

評価対象不動産の実際の取引価格に関して比較可能な市場データが入手できない場合、ポヨラは不動産別の純収益に基

づきインカム・アプローチ及び内部手法を用いて、事務所及び商業用、工業用不動産の公正価値を決定している。当グ

ループはインカム・アプローチにおいて当グループの内部及び外部情報を用いている。不動産の純収益は、賃貸料と管理

費の差額から構成され、現在のリースに基づく収益、又は有効なリースが存在しない場合には平均的な市場賃貸料に基づ

いている。収益から控除される費用は主に実際の費用に基づいている。不動産の過小利用の仮定も計算において考慮され

る。インカム・アプローチについて、当グループは、当グループの専門知識に加えて、市場の賃貸料及び費用水準に関す

る情報を当グループ以外の情報源から入手している。保有投資不動産の要求利回りは、KTIプロパティ・インフォメー

ション・リミテッドが提供する市場データと不動産の使用目的、所在地及び不動産の使用状態／メンテナンス状況に基づ

いて決定されている。

住宅用建物及び土地の公正価値は主に、マーケット・アプローチを用いて決定され、類似の不動産の実際の取引価格に

関する情報及びOPフィナンシャル・グループの内部の専門知識に基づいている。未開発地の公正価値について、当グルー

プは鑑定時点での計画及び市場の状況を考慮に入れている。主な保有不動産の公正価値は、資格を有する不動産鑑定士が

作成した鑑定書に基づいている。外部の鑑定人は鑑定の基礎としてキャッシュ・フロー分析を使用している。

 

1.8 無形資産
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1.8.1 のれん

2010年１月１日以降に行われた企業結合については、当グループは、以前からの保有持分及び被取得会社における非支

配持分を含む譲渡対価の公正価値が取得資産及び引受負債の公正価値の当グループの持分を超過した金額をのれんとして

測定している。

上記の日付より前の企業結合については、のれんは取得時の被取得会社の識別可能な資産、負債及び偶発債務に対する

当グループの持分の公正価値が取得価格を超過する額を表している。

のれんの減損テストは年に１回行われる。減損テストにおいて、のれんは資金生成単位に配分されるが、それは所属す

る事業セグメント又は事業体のいずれかである。のれんは取得原価から減損損失累計額を差し引いた金額で計上される。

 

1.8.2 顧客関係

企業結合を通じて取得した識別可能な顧客関係は、取得時に公正価値で測定される。顧客関係から生じる無形資産は、

資産の見積耐用年数にわたり定額法で償却される。ポヨラ・グループの取得した顧客関係の見積耐用年数は、10年から13

年である。

 

1.8.3 ブランド

企業結合を通じて取得した識別可能なブランドは、取得時に公正価値で測定される。企業結合により取得したブランド

の見積耐用年数は、キャッシュ・フローが生じる期間を確定できないため、その見積耐用年数は確定できないものとされ

た。ブランドの価値の減損テストは年に１回行われる。

 

1.8.4 保険契約の繰延取得費用

海外子会社は新規の保険契約の取得又は既存契約の更新に関連する費用を繰延べている。これにより繰延べられた無形

資産は、契約の有効期間（保険期間）にわたり定額法で償却される。保険契約に関連する負債の十分性評価に関連して、

この無形資産は年に１回減損について評価される。

 

1.8.5 その他無形資産

その他無形資産は、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を差し引いた後の金額で測定される。これらの資産は

見積耐用年数にわたり償却される。見積耐用年数はコンピュータ・ソフトウェア及びライセンスが２年から10 年、その

他の無形資産が通常５年である。資産の耐用年数は、各貸借対照表日に見直され、必要な場合には価値の減損テストが行

われる。

コンピュータ・ソフトウェアの開発又は資産の開発に関する費用は、その金額が信頼性を持って決定でき、かつ将来に

おいて経済的便益を生じさせる場合に、無形資産として計上される。当該資産は使用できる状態になった時点から主に３

年から10年にわたり償却される。未だ使用できる状態ではない資産の減損テストは年に１回行われる。

 

1.9 有形固定資産

有形固定資産（PPE）は取得原価から減価償却累計額及び評価減を控除した後の金額で表示される。これらの資産は、

見積耐用年数にわたり定額法で減価償却される。土地は減価償却されない。

資産に対する取得後の支出が資産計上されるのは、当該資産が当グループにもたらす経済的便益が当初の見積りよりも

多くなる可能性が高い場合に限られる。

以下は主な見積耐用年数を示したものである。

建物　20－50年

機械及び設備　３－10年

IT機器　３－５年
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自動車　５－６年

その他の有形固定資産　３－10年

 

資産の残存価値及び耐用年数は、各貸借対照表日に見直され、経済的便益に関する以前の見積りが予想と異なる場合に

適宜調整される。

 

1.9.1 有形固定資産及び無形資産の減損

　当グループは各貸借対照表日に資産の減損の兆候の有無について評価している。減損の兆候が存在する場合、当該資産

の回収可能額が見積られる。当該兆候の存在の有無に拘わらず、未だ使用できる状態ではない資産、のれん及び耐用年数

を確定できない無形資産（ブランド）については、回収可能額が見積られる。資産の帳簿価額が将来の回収可能額を超過

する金額が減損損失として認識される。

回収可能額は、資産の公正価値から売却費用を差し引いた金額（正味売却価格）又は使用価値のいずれか高い方の金額

である。回収可能額は主に、資産の正味売却価格に基づいて決定されるが、それが不可能な場合には資産の使用価値を決

定しなければならない。資産の使用価値は資産から回収可能と予想される将来キャッシュ・フローの現在価値と等しいも

のである。使用する割引率は、現在の市場における貨幣の時間価値に当該資産に固有のリスクを加味した税引前利率であ

る。年次で減損テストが行われる資産に関する減損の要否の判断は、常に使用価値に基づいて行われる。

資産の正味売却価格が決定できず、資産がその他の資産から独立してキャッシュ・フローを生じさせない場合には、減

損の要否の判断は、資金生成単位、あるいは資産が所属する事業セグメント又は事業体を通じて決定される。その場合、

資金生成単位の資産の帳簿価額は、資金生成単位全体の回収可能額と比較される。

最後に減損が認識された日以降に、資産の回収可能額を算定する際に用いた見積りに変更があった場合、減損損失は戻

し入れられることになる。当該資産の帳簿価額の増加は、減損が過年度に認識されなかったと仮定した場合の資産の帳簿

価額を超過することはない。のれんの減損損失はいかなる場合でも、戻し入れることはできない。

 

1.10 リース

リースは、取引の性質によりファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類される。所有に伴う実質的に

すべてのリスク及び便益を賃借人に移転する場合にファイナンス・リースとして分類される。その他のすべてのリース

は、オペレーティング・リースとして分類される。リースの分類はリースの開始時に行われる。

ファイナンス・リースに基づき貸出された資産は顧客に対する債権としてリースの純投資額に等しい金額で貸借対照表

に計上される。金融収益は、ファイナンス・リースの賃貸人の純投資残高に対して一定の期間収益率となるように、利息

収益に計上される。

ファイナンス・リースに基づき借り入れた資産は、有形固定資産として計上され、対応するファイナンス・リース負債

はその他負債に含まれる。リース期間開始時に、当該借入資産及び関連負債は資産の公正価値と最低リース料の現在価値

のいずれか少ない方の金額で資産及び負債に計上される。ファイナンス・リースに基づき保有される資産は、リース期間

又は資産の耐用年数のいずれか短い方の期間で減価償却される。金融費用は、負債残高に対する期間利子率が一定となる

ように利息費用に計上される。

オペレーティング・リースに基づき貸出した資産は、有形固定資産に表示され、リース収益は、リース期間にわたって

定額法で認識される。オペレーティング・リースによる借入資産の支払リース料は、リース期間にわたり定額法で費用に

計上される。

 

1.11 従業員給付

1.11.1 年金給付
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ポヨラ・グループ会社の従業員を対象とした法定年金は、OPバンク・グループ・年金ファンド又は年金保険会社の年金

保険を通じて手配されている。一部のグループ会社は、自社の従業員を対象とした補足的な年金をOPバンク・グループ・

年金基金又は保険会社を通じて提供している。

ポヨラ・グループは、確定給付制度及び確定拠出制度の両方を有している。積立型障害年金及び老齢年金に関して、OP

バンク・グループ・年金ファンドが管理する年金は確定給付制度である。保険会社が管理する年金制度は確定給付制度又

は確定拠出制度のいずれかである。OPバンク・グループ・年金基金が管理する制度はすべて確定給付制度である。

年金制度から生じる費用は損益計算書の「人件費」に計上される。確定拠出制度に基づく拠出は、保険会社に支払わ

れ、関連する年度の費用に計上される。確定拠出制度については、これ以外の支払債務はない。

保険会社、OPバンク・グループ・年金ファンド及びOPバンク・グループ・年金基金が管理する確定給付制度は年金数理

計算に基づく支払により資金が供給されている。

確定給付制度に関して貸借対照表に計上された負債は、貸借対照表日の確定給付債務の現在価値から年金資産の公正価

値を差し引いたものである。

確定給付債務は、予想単位積増方式を用いて各制度で個別に計算されている。年金費用は、資格を有する保険数理士が

行った計算に基づき、従業員の予想勤続期間にわたり費用計上される。確定給付債務の現在価値を算定するための割引率

は、報告期間の最終日における高格付の社債の市場収益率に基づき決定される。

正味確定給付債務の再測定によって生じる項目は、それらが発生した期間にその他包括利益に計上される。正味確定給

付債務の再測定によりその他包括利益に計上されたものは、その後の会計期間に損益計算書に振り替えられることはな

い。

制度の縮小は、縮小が行われた時点で認識される。

 

1.11.2 長期インセンティブ制度

OPフィナンシャル・グループは短期及び長期の経営陣に対するインセンティブ制度を有している。当該制度の対象と

なっている個人は、各業績期間において提供された役務に関連する報酬について、全額現金又は現金とOPフィナンシャ

ル・グループが発行した社債の組み合わせを報酬として受け取ることができる。当該インセンティブ制度の上限金額は、

付与日に算定され、費用として計上される金額は、権利確定期間にわたって、人件費及び繰延費用として計上される。

到達目標に対応した報酬金額は、四半期毎に見直される。当初見積りの見直しによる影響は、人件費に計上され、繰延

費用において対応する調整が行われる。

 

1.12 保険資産及び負債

1.12.1 損害保険金融資産及び負債の分類

金融商品の「分類及び認識」セクションには、損害保険の中の金融資産及び負債の分類に関する情報が含まれている。

 

1.12.2 保険会社が発行した保険契約の分類

IFRS第４号が規定する保険契約は、保険契約者が保険会社に重大な保険リスクを移転する契約である。保険契約以外の

契約であって、保険会社の免許によって発行されるものは投資契約である。貸借対照表日の契約に重大な保険リスクが含

まれていなくても、保険契約者が重大な保険リスクを保険会社に移転するように契約を変更する権利を有している場合に

は、その契約は保険契約として分類される。損害保険会社が発行する契約の大半は保険契約である。

保険契約は、契約のリスクが同質であるリスク・グループに分類される。当該区分への分類は保険対象物及び契約期間

又は損失事象の発生から保険金の全額支払日までの平均期間（保険金支払期間）の差異も考慮に入れる。

保険契約の主要な区分は、短期損害保険契約及び長期契約である。

短期保険契約の保険期間は通常、12ヶ月以内であり、24ヶ月間を超えることはほとんどない。特に、個人保険契約、自

動車保険契約及び法定労働者補償保険契約は通常、自動更新される年次の保険契約であり、短期契約として扱われる。
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長期損害保険契約は、平均最低契約期間が２年間の契約を指している。これらには住宅取引法に基づく永久保険契約及

び10年保険契約が含まれている。

保険契約の詳細については、「リスク管理方針」セクションの保険業務に記載されている。

 

1.12.3 保険会社が発行した保険契約の認識及び測定

保険契約は、保険事象の発生による保険会社の保険金支払義務が開始した時点で認識される。

保険契約はIFRS第４号「保険契約」に従って測定され会計処理される。投資契約はIAS第39号に従って測定される。

IFRS第４号に基づく保険負債は、主に国内の会計基準に従って算定されている。ただし、平準化引当金はこの保険負債

には含まれておらず、株式資本に含まれている。

保険負債は、未経過保険料及び未払保険金から構成されている。損害保険の未経過保険料は、認識された保険契約の残

りの給付期間における予想保険金及びその他の費用から生じる負債と等しい金額である。未払保険金は、既報告及び既発

生未報告の保険金並びに決済費用から生じる。

 

1.12.3.1 損害保険会社が発行した保険契約の測定

保険料は主に、契約の有効期間にわたり収益に計上される。しかし、10年保険及び永久保険契約の収益認識は、引受リ

スクの配分に基づいている。これらの保険契約では、貸借対照表日後に計上される収入保険料は、貸借対照表に未経過保

険料として計上され、保険期間にわたるリスクに応じて保険料収入として計上される。

支払保険金並びに直接及び間接の保険金支払費用は、損害の発生日基準に基づき発生保険金として計上される。貸借対

照表日における既発生未決済の保険金及びその支払費用（既発生であるが当グループに未報告（以下、「IBNR」とい

う。）の保険金を含む）は未払保険金（個別の未払保険金及び統計的な未払保険金で構成される）に含まれているが、そ

れは見積りに基づいて計上されている。

10年保険及び永久保険契約の未経過保険料並びに年金の未払保険金は期間全体の固定割引率に基づいて割り引かれる。

当該割引率を特定する際には、金利の一般的な傾向が考慮される。割引率は、負債をカバーする資産の期待収益又は当局

による設定水準を超えることはできない。時間の経過による負債の増加（割引のアンワインディング）は、損益計算書の

「損害保険事業による純収益」の「その他損害保険項目」に個別項目として計上される。保険負債の損害保険の金利リス

クは、損益を通じて公正価値で計上される金利デリバティブ契約を締結することによって減少する。デリバティブの価値

は、保険負債に含まれる。なぜなら、デリバティブからの生じる利益が契約の支払キャッシュ・フローに用いられるから

である。

 

1.12.4 保険契約の負債十分性テスト

各貸借対照表日において、当グループは保険契約からの将来キャッシュ・フローの現在価値を用いて貸借対照表の保険

負債の十分性を評価している。保険契約からの将来キャッシュ・フローの現在価値が、保険負債の帳簿価額から無形資産

に計上された契約獲得費用を控除した金額に満たない場合、不足額は、主として無形資産の追加的な償却を行うことによ

り、又は補足的に負債を増加させることにより損益に計上される。

 

1.12.5 収入保険料

　損益計算書の保険事業による純収益に含まれている収入保険料は、その期間中に開始した保険の補償の対価である。

保険料税は計上された保険料収入から控除されているが、手数料及び保険料の信用損失は控除されていない。

　損害保険契約に基づく保険料は、保険期間が開始した時点で収入保険料として認識される。

 

1.12.5.1 保険契約に関連する債権及び債務
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損害保険料債権は、債権の権利が確定した保険期間の始期に認識される。これらの債権は、主に保険契約者に対する債

権であり、保険仲介業者に対する債権は少額である。前払された保険料は損害保険負債の「元受保険負債」に含まれてい

る。

保険契約に基づく損害保険料債権に対しては、各貸借対照表日に減損テストが行われる。債権が減損しているという客

観的な証拠がある場合には、帳簿価額は損益を通じて減額される。回収の段階において統計的に設定された減損損失と最

終的な減損損失（信用損失）の双方が債権から控除されている。

 

1.12.6 残存物及び求償権代位

求償権及び当グループが取得した損壊した不動産は、保険金が決済された時点で貸借対照表の「損害保険資産」に公正

価値で計上される。

 

1.12.7 再保険契約

当グループが付保した再保険は、保険契約の分類の要件を満たした当グループの保険契約を参照したものであり、当グ

ループが当該保険契約に基づき補償の支払義務を有する場合に、他の保険会社から補償を得る可能性のある保険契約（出

再保険）である。

再保険に基づく資産は、各貸借対照表日に減損テストが行われる。当グループが契約条件に基づき受け取る権利のある

金額の一部又は全部を受け取ることができないという客観的な証拠が存在する場合には、再保険資産の帳簿価額は、回収

可能相当額まで減額され、減損損失は損益計算書に計上される。

保有する再保険契約に基づく損害保険給付債権は、「貸付金及び債権」又は「その他資産の中の再保険からの債権」に

計上される。後者の債権は、当グループが再保険を付した保険契約に関する未経過保険料及び未払保険金に対する再保険

会社持分に相当する。「貸付金及び債権」に含まれる項目は、短期債権である。再保険会社に対する未払保険料は、損害

保険負債の「再保険負債」に計上される。

 

1.12.8 共同保険及び共同保険プール

当グループは、他の再保険会社と少数の共同保険契約を締結している。共同保険契約のうち、契約持分のみを保険契約

として扱っており、当グループの負債はその持分に限定される。

当グループは、会員が引受リスクの持分割合に一義的な責任を有するプールを通じて保険契約の持分を引き受けてい

る。これらの持分は契約により年次で確認される。当グループは、プールにより管理される元受保険事業及びプールから

会員への再保険事業の持分割合を保険契約として扱っており、これらの保険契約のプールから会員への持分は再保険とし

て扱っている。一部のプールでは、会員は、支払不能に陥った会員の負債に対してプールの持分に応じて責任を負ってい

る。当グループは、共同保険負債が実現する可能性が高い場合に、共同保険負債に基づく債務及び債権を認識している。

 

1.13 引当金及び偶発債務

引当金は、ある債務が過去の事象に基づいており、かつ、その結果として事業体が現在において法的債務又は推定的債

務を負っており、当該債務を決済するために資源が流出する可能性が高いものの、決済の時期及び決済に必要な金額に関

する不確実性が存在する場合に計上される。さらに債務の一部について、第三者から補償を受け取ることが可能な場合に

は、補償の受取が実際に確実となった時点においてのみ当該補償を個別の資産として認識する。

偶発債務は、過去の事象によって生じる可能性のある債務で、当グループの支配が及ばない不確定な将来の事象の実現

によってのみ、その存在が確認される。現在の債務のうち、支払債務の弁済が必要とされないもの又は支払債務が信頼性

を持って測定することのできないものもまた、偶発債務とみなされる。偶発債務は、注記として表示されている。

 

1.14 法人税等及び繰延税金

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

146/591



損益計算書に計上されている法人税費用には、当事業年度のポヨラ・グループ会社の課税所得に基づく当期税金及び過

年度の法人税並びに繰延税金費用又は便益が含まれている。法人税費用は、直接資本に計上されるものや包括利益計算書

に計上されるものを除いて、損益計算書に計上される。法人税費用が損益計算書以外に計上される場合、関連する取引項

目と同じ区分に計上される。当期税金費用は、グループ会社が事業を行い、課税所得を生み出している国において、貸借

対照表日現在で有効又は実質的に有効となっている税法に基づいて計算されている。

繰延税金負債は、資産及び負債に関する帳簿価額と税務上の帳簿価額との間に生じたすべての一時差異に対して認識さ

れる。繰延税金資産は、帳簿価額と税務上の帳簿価額との間に生じた将来減算一時差異並びに税務上の欠損金に対して算

定される。繰延税金資産は、減算可能な一時差異を使用するために使用可能な課税所得が将来発生する可能性が高い範囲

でのみ認識される。当グループ最大の一時差異は、損害保険内の税金引当金（貸倒引当金等）、投資の公正価値評価、及

び平準化引当金の消去によるものである。

繰延税金資産及び負債は、会社毎に個別に相殺されている。連結により生じた繰延税金資産及び負債は相殺されない。

繰延税金資産及び負債は、貸借対照表日に有効となっている、あるいは実質的に有効となっている税率に基づき、資産が

実現される、又は負債が決済される期間に適用されることが予想される税率で測定される。

 

1.15 収益認識

利付資産及び負債の利息収益及び利息費用は発生主義で認識される。期日の到来した未決済債権の利息も収益として認

識されるが、受取利息債権に対して減損テストが行われる。債権の取得価額とその額面価額との差額は利息収益に配分さ

れ、負債に関する受入額と額面価額との差額は利息費用に配分される。

サービスに関するコミッション収益及び費用は、サービスの提供時に認識される。複数年を対象とし、後日返金しなけ

ればならない可能性のある１回限りのコミッションは、当期に関連する収益部分のみが認識される。

配当金は主に、配当を行う事業体の株主総会で承認された場合に認識される。

損益計算書の収益及び費用項目は、真実かつ公正な概観を提供するために相殺する正当な理由がない限り、相殺せずに

個別に表示される。

 

損益計算書項目の表示の概要：

純利息収益  固定利付金融商品の受取利息及び支払利息、額面価額と取得価額との差額、金利デ

リバティブの利息及び公正価値ヘッジの公正価値の変動。金融商品に関連し、銀行

が引き受けたリスクの補償とみなされる各種手数料は、金融商品の実効金利の不可

欠な部分とみなされる。

損害保険事業による

純収益

 計上収入保険料、保険負債の変動、投資収益及び費用（利息、配当、実現キャピタ

ル・ゲイン及びキャピタル・ロス、減損損失）及び支払保険金

純手数料収益  手数料収益及び費用、流動性の低いデリバティブに関連する取引日利益の認識

トレーディング純収益  損益を通じて公正価値評価される金融商品の公正価値の変動（未収利息を除く）、

及びキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス並びに配当金

純投資収益  売却可能金融資産の実現キャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス、減損損失、配

当金並びに投資不動産の公正価値の変動、キャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロ

ス、賃料及びその他不動産関連費用

その他営業収益  その他営業収益、中核銀行業務のサービス手数料

人件費  賃金及び給与、年金費用、長期インセンティブ制度、社会保障費用

その他管理費用  事務所費用、ICT費用、その他管理費用

その他営業費用  銀行賦課金、減価償却／償却、賃料及びその他費用
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1.16 セグメント報告

担当役員により定期的にモニターされている財務情報に基づいて事業セグメントが決定されている。当グループによる

報告対象となる事業セグメントは、バンキング部門、損害保険部門、アセットマネジメント部門及びグループ業務部門で

構成されている。

事業セグメント及びセグメントの会計方針の詳細はセグメント情報の一部として記載されている。

 

1.17 重要な会計上の見積り及び判断

財務書類の作成に当たり、将来に関する見積り及び仮定を行うことが求められるが、将来における実際の結果はこれら

の見積り及び仮定と異なる場合がある。また、会計方針の適用に当たり経営陣は判断を行うことも求められる。

保険契約から生じる負債は、複数の判断要因及び不確実性を伴う。損害保険に関する見積りは、事業環境に関する仮定

及び当グループの保険金統計に対する数理的な分析に基づいている。割引率の決定及び既に発生している損失事象から生

じる最終的な保険金の見積りにおいて、特に高度な経営陣の判断が必要となる。保険契約に関する仮定に含まれる不確実

性及びその影響に関する情報は注記33及び注記76に記載されている。

組成された事業体に対する支配の有無を判断する場合、当グループは、被投資会社の直接的な関連活動に対する投資会

社のパワーを考慮し、被投資会社に生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を考慮する。関連活動及び変

動リターンに対するパワーを見積る際に、裁量権が行使される。支配は、投資が被投資会社の資産及びリターンの10％か

ら20％に達する場合に、さらに詳しく評価される。パワーとリターンの間に関連性があって当グループの変動リターンに

対する持分が37％を超える場合、被投資会社は、子会社とみなされる。

企業結合により取得した保険契約、顧客関係及びブランドの価値は、例えば、将来キャッシュ・フロー及び適用される

割引率の見積りに依存している。これらの仮定及び見積りの影響に関する情報は注記25に記載されている。

のれん、耐用年数を確定できない無形資産及び未だ利用できる状態ではない資産の減損テストは年に１回行われる。減

損テストで決定される回収可能額は、使用価値に基づいており、その計算には将来キャッシュ・フローの見積り及び適用

される割引率が必要となる。これらの仮定及び見積りの影響に関する情報は注記25に記載されている。

債権の減損テストは個別又は集合的に実施される。個別の債権に対して行われる減損テストは、個々の貸付金の将来

キャッシュ・フローに対する経営陣の見積りに基づいている。個々の貸付金の減損テストを行う上で最も重要な要因は、

最も実現可能性の高いキャッシュ・フローを決定することである。

集合的に評価された減損引当金は、経済資本の測定に使用される統計モデルによる将来予想損失を過去のデータに基づ

いて発生損失に調整することにより算出されている。そのような場合、将来予想損失の見積りを過去のデータに基づいて

どのように発生損失に調整するか、及びこれらの調整を加えることの要否について経営陣の判断が求められる。

売却可能金融資産、貸付金及び債権に含まれるノート及び債券並びに満期保有目的投資は、各貸借対照表日に減損テス

トを行わなければならない。資産が減損しているという客観的な証拠が存在する場合には、減損損失は損益計算書に計上

される。客観的な証拠の検証には経営陣の判断が必要となる。持分金融商品の減損損失は、それが重要であるか、又は長

期にわたる場合には認識しなければならない。公正価値の著しい下落及び長期的な下落についての判断は、経営陣による

通常の判断の一部である。客観的な証拠の特定は、２段階アプローチの実施によって行われ、最初に特定の指標を上回る

金融商品が定期的にリストアップされた後、より詳細に検討される。当グループは減損の対象となる金融商品を継続的に

評価している。減損損失は、遅くとも長期的な下落に関する基準（平均18ヶ月）又は著しい下落に関する基準（40％）の

いずれかが、各金融商品について指定された上限を上回った時点で、認識される。

経営陣は、金融商品の市場が活発でないかどうかの評価を行わなければならない。また、経営陣は、個別の金融商品が

活発に取引されているか、市場から入手される価格が金融商品の公正価値を合理的に示しているかについて評価しなけれ

ばならない。金融商品の公正価値が評価技法を用いて決定される場合、適用される評価技法を選定するために経営陣の判

断が求められる。評価技法による算定を行うために必要な観察可能な入力データが市場から入手不能な場合、経営陣はど

の程度その他の情報を使用するかについて必ず評価しなければならない。
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年金債務の現在価値は、年金数理計算に使用される複数の仮定に依存する。割引率、将来における給与及び年金支払額

の増加及びインフレ率は、年金により発生する正味費用（又は利益）を決定する際に使用される仮定である。年金数理上

の仮定の変動は年金債務の帳簿価額に影響を与える（注記35「引当金及びその他負債」）。

投資不動産の公正価値測定の一部は、保有不動産の市場価格に対する経営陣の見積りに基づいている。また、投資不動

産は、保有不動産に関する帳簿価額ベースでの正味利回りの見積りを使用したインカム・アプローチによる計算モデルを

用いて測定される場合もある。詳細については注記74に記載されている。

 

1.18 新会計基準及び解釈指針

2015年にポヨラ・グループは、以下の基準及び解釈指針を適用する予定である。

・　IAS第19号「従業員給付：確定給付制度」の修正－従業員拠出（2014年７月１日以降開始する会計期間より有効）。

これらの修正は、確定給付年金制度で従業員又は第三者による拠出が要求されている場合の会計上の扱いについて定

義している。これらの基準の修正によるポヨラ・グループの財務書類への影響はない。

国際会計基準審議会（以下、「IASB」という。）は、その他のIFRSの重要な将来の改訂についても公表している。

・　IFRS第９号「金融商品」及び当該基準の改訂（2018年１月１日以降開始する会計期間より有効）。新基準は、現行の

IAS第39号「金融商品：認識及び測定」を置き換えるものである。IFRS第９号は、金融資産の分類及び測定を変更

し、金融資産の減損の評価に関して新しい予想信用損失モデルを含めている。金融負債の分類及び評価は、概ね既存

のIAS第39号の要件に対応している。ヘッジ会計の種類は変更されていないが、数多くのリスク・ポジションがヘッ

ジ会計に含まれるようになっており、ヘッジ会計の原則はリスク管理の原則と一致している。ポヨラ・グループは、

当該基準の影響について現在評価中である。

・　IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（2017年１月１日以降開始する会計期間より有効）。新基準は、主とし

て、様々な手数料に関するものであるが、金融商品または保険契約の認識には適用されない。当該基準は、収益認識

に関する５段階のガイドラインを含んでおり、現行のIAS第18号の基準を置き換えるものである。収益は一定の期間

にわたって、又は所定の期間で認識され、重要な基準は支配の移転である。また、当該基準により、開示すべき注記

が増えることとなる。ポヨラ・グループは、当該基準が及ぼす可能性のある影響について現在評価中である。

これらの基準の変更は、EUにおいてまだ適用されていない。

次へ
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注記２　ポヨラ・グループのリスク管理及び自己資本管理方針

 

ポヨラの基本的価値観、戦略的目標及び財務目標が、リスク及び自己資本管理の基礎を構成している。リスク管理の目

的は、戦略の遂行に影響を与える脅威及び機会を識別することにある。この目的により、リスク負担能力に応じたリスク

対応が可能となり、戦略において設定した目標の達成に役立つことになる。

ポヨラは、適度なリスク負担者であり、その事業運営は合理的なリスク/リターン・アプローチに基づいている。ポヨ

ラは、すべての主要な事業関連リスクを識別、評価及び軽減することによってリスクを許容水準に維持することを目的と

して、統合的なリスク管理を適用している。

リスク負担は、ポヨラ・グループが承認したリスク方針を用いることによって、また現在ではOPフィナンシャル・グ

ループのリスク方針に基づいて、管理されている。当該リスク方針は、毎年、OPフィナンシャル・グループ及びポヨラ・

グループの戦略に明記されている方向性において、事業を促進するために遵守しなければならないリスク管理ガイドライ

ン、目標及び制限について確認している。さらに、損害保険部門は、個人及び法人顧客に適用されるリスク方針、再保険

の原則並びに保険負債の金利リスクに対するヘッジに関する投資計画及び方針に従っている。

 

1. リスクの一般的な原則及び自己資本管理

リスク管理及び自己資本管理は、内部統制の一部を形成している。リスク管理及び自己資本管理の目的は、OPフィナン

シャル・グループ及びその金融機関のリスク負担能力を確保し、そうすることによって事業の継続性を保つことにある。

リスク負担能力は、良好なリスク管理から形成されるが、それは収益性の高い事業に基づいて、事業の範囲及び複雑性

に応じて適切な資本配賦を行うことを意味する。自己資本管理は、当グループの事業戦略及び計画に基づく積極的なアプ

ローチに基づいている。均衡のとれたリスク負担、資本構成、高い収益力及び積極的なリスク管理により、ポヨラ・グ

ループのリスク負担能力は確保されている。リスク管理及び自己資本管理は、事業及び経営の重要な一部として統合され

ている。

ポヨラ・グループは、OP協同組合の監査委員会が承認したリスク管理及び自己資本管理原則に対応している。当該原則

は、OPフィナンシャル・グループ及びその子会社が、どのようにリスク管理及び内部自己資本充実度評価プロセス（以

下、「ICAAP」といいう。）を行うかについてのガイドラインを提供している。

 

1.1. リスクの識別、評価、測定及び制限

リスク及びICAAPは、事業リスク及び事業環境リスクの継続的な特定及び評価より構成される。新しい事業モデル又は

商品のリスクは、それらがリリースされる前に、中央協同組合のリスク管理部門によって定められた方針に沿って評価さ

れている。

定量的リスクは、自己資本及び主要なリスクに関して、中央協同組合の執行委員会が設定した限度額を通じて管理され

ている。この限度額を設定することにより、ポヨラ・グループは、ポヨラ・グループ又はOPフィナンシャル・グループの

自己資本、収益性、流動性及び継続事業を危険にさらすような過度のリスクを負担しなくても済むのである。

ポヨラ・グループの資本基盤は、経済資本要件並びに既存及び予想可能な規制最低資本要件に関して評価されている。

そうした評価においては、ストレス・テストの結果も活用されている。

中央協同組合の独立したリスク管理部門は、ポヨラ・グループ及びその子会社のリスク・エクスポージャー及びリスク

負担能力の変化を監視している。中央協同組合の独立したリスク管理部門は、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの取締役

会、OP協同組合の執行委員会及び監査委員会の中のリスク管理委員会に対して観察及び評価に関する定期的な報告書を提

供している。

 

1.2. 経済資本要件
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経済資本要件は、事業及び事業環境に関連したリスクによって生じる可能性のある年間損失を99.97％の信頼度で十分

にカバーできる資本金額についてのOPフィナンシャル・グループの見積りである。経済資本は、各リスクの種類毎にモデ

ルを使用して算定され、その算定結果は、リスクの種類の相関関係による分散効果を考慮している。

経済資本要件では、リスクを定量的要因と定性的要因とに分けて、評価される。定量的リスクには、銀行部門に関連し

た信用リスク、金利リスク、株式リスク、プロパティ・リスク及び投資リスク、並びに保険事業に関連した市場リスク及

び引受リスクが含まれている。評価されたリスクは、オペレーショナル・リスクとその他のリスクに分けられる。その他

のリスクには、経済資本要件に関連したその他のリスク特有のモデルにおいて考慮されていない主要なリスクが含まれ

る。これらのリスクは、一般的に、競争力の変化、市況又は規制等、外部要因によって引き起こされる。ポヨラ・グルー

プの経済資本要件の約３分の１は信用リスクで構成されており、市場リスクの約５分の１は保険事業に関連している。

経済資本要件のモデルの中のいくつかのリスクについては、当局が自己資本測定において要求しているレベルよりもさ

らに詳しく評価されている。それらのリスクの種類には、銀行金利リスク、保険市場リスク及びその他のリスクが含まれ

ている。信用リスクに関する経済資本の算定における重要な相違は、集中リスクに関連している。さらに、経済資本の算

定においては、別個に算定される多くのリスクの種類が、自己資本の算定においては信用リスクの算定に含まれている。

経済資本要件に基づく指標は、例えば、資本保全バッファーを定義する際の目標、限度額及び管理限度額指標、信用の

設定、保険契約の価格設定及び資本計画において使用される。

 

1.3. 資本計画

資本計画の目的は、例外的な状況下であっても十分な自己資本を確保することにある。そうすることによって、中断す

ることなく事業を継続することが可能である。資本計画は、例えば、自己資本、危機管理計画、並びに自己資本モニタリ

ング及び基準値毎の管理手順に関する定量的目標及び定性的目標より構成される。

自己資本管理は、収益性及び有効な資本管理に重点を置いている。ポヨラ・バンク・ピーエルシーの親会社であるOP協

同組合は、連結ベースでの資本管理の責任を担っている。

 

2. リスク管理体制

ポヨラの取締役会は、リスク管理及び自己資本管理の目的及び体制について意思決定し、中央協同組合の執行委員会が

採用した原則に従って、リスク管理及び自己資本管理方針、リスク方針、投資計画並びに主要なリスク管理統括方針を承

認する。

また、取締役会は、リスク管理及び自己資本管理の実施状況を監督しモニタリングし、リスク管理システムの妥当性を

確保し、事業目的を承認し、当グループ及びグループ会社の資本バッファーの必要性を評価し、資本計画及び資本基盤に

関する事前の危機管理計画を承認し、当行及びその連結グループが確実に外部規制及び内部指導に準拠して運営する（コ

ンプライアンス）ための方針について意思決定する。さらに、取締役会は、上層部経営陣が当グループ及び子会社の事

業、リスク負担能力及びリスク状況をモニタリングするために利用する報告手続について意思決定する。少なくとも年に

一度、取締役会は、ポヨラ・グループの自己資本管理の適切性、つまり信頼性と範囲の妥当性について全体的に評価す

る。

加えて、取締役会は、当グループの意思決定システムを承認し、ポヨラの上級信用委員会のメンバーを任命し、引受業

務執行役の職務及び任命に関する内容を確認する。前述の役割において、取締役会は、中央協同組合の執行委員会が採用

した原則に従って活動する。

取締役会は、当行のリスク管理システムの適用範囲及び運用状況、並びに当行及びその連結グループの資本基盤、財務

成績の推移、リスク・エクスポージャー及びリスク方針、与信枠その他の指針の遵守状況に関する定量的及び定性的要素

を監督している。また、取締役会は、リスク管理が関連当局の公布した法規制及び指針に準拠していることを確かめるた

めに、当行を監督している。
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ポヨラ・バンク・グループの信用リスクの管理に基づいて、上級信用委員会は、その権限の枠組みの中でエクスポー

ジャー限度枠、与信枠並びに顧客、銀行及びカントリー・リスクに関するエクスポージャーに関する決定を下している。

また、信用委員会及びリスク管理部門によって提供された情報を用いて、貸付金の減損損失についての決定を下してい

る。上級信用委員会は、同委員会の決定をOP協同組合の貸借対照表及びリスク管理委員会に報告している。引受業務執行

役は、その権限の範囲内で、引受の決定、年次価格設定、再保険及び保険契約の付与に係るその他の重要な課題に関する

決定を下している。引受業務執行役は、ポヨラ・インシュアランス・リミテッドの取締役会に報告する。

ポヨラの代表取締役及びCEOは、当行全体が共通の戦略及び方針に従うことで利益、リスク負担能力並びにその他の目

的及び目標を達成できるように、当行の統括指揮を担当する。ポヨラ・グループの事業部門は、主にリスク負担、財務成

績並びに内部統制、リスク管理及び自己資本管理原則の遵守について責任を負うことになる。これらの事業部門は、承認

された意思決定権限の範囲内でのリスク負担、エクスポージャー限度枠及び与信枠について意思決定する権利を有してい

る。

OP協同組合（連結）の新体制が、2014年10月１日にスタートした。新経営体制は、３つの事業セグメント（銀行部門、

損害保険部門及びウェルス・マネジメント部門）より構成される。再編の一環として、ポヨラの取締役会は、ポヨラ・バ

ンク・ピーエルシーのマネージメント・グループを解体した。同時にポヨラの取締役会が設置した監査委員会、リスク管

理委員会及び報酬委員会も解体された。ポヨラの事業は、将来的に、中央協同組合の新経営体制に従って３つの事業セグ

メントを通じて管理されることになる。

中央協同組合は、グループレベルのリスク管理及び自己資本管理を担当しており、当グループのリスク管理システムが

十分かつ最新の状態を維持できるようにするための責任を担っている。

OPフィナンシャル・グループのリスク管理部門は、機能上、独立した事業部門であり、方針を策定し、当グループ及び

当グループの金融機関全体のリスク管理を促進し、監督すると共にそれらのリスク・エクスポージャーの分析を行ってい

る。リスク管理部門は、リスクを回避するための作業、準備及びリスク・エクスポージャーの積極的な分析に焦点を当て

ている。その目的は、当グループ及びグループ会社の十分なリスク負担能力を確保すると共に、なんらかの事業リスクを

負担することにより、収益性、自己資本、流動性、継続事業及び戦略的目標の到達を脅かすことがないようにすることで

ある。

ポヨラ・グループのリスク管理及び自己資本管理業務は、親会社であるOP協同組合に集約されている。

OPフィナンシャル・グループの内部監査機能は、業務監査を実施することによって、業務を管理し、監督し、評価する

上で、ポヨラの取締役会及び当行の上級経営陣を補佐することにある。内部監査は、独立した客観的評価、保証及びコン

サルティング活動に基づいている。内部監査は、リスク要因の特定及び内部統制実施の評価に焦点を当て、組織のリスク

管理、コントロール並びに経営及びガバナンス・プロセスの効率性を評価し、更新するためにシステム上統制のとれたア

プローチを提供することによって、経営陣が目的を達成する努力を支援している。

 

3. ポヨラ・グループのリスク

以下の表は、ポヨラ・グループの主なリスクを示したものである。表の後のパラグラフでは、リスクの性質及びどのよ

うにそれらのリスクを管理するかについて記載している。

 

戦略リスク  
・　競争環境の変化、変化に対する緩慢な対応、不適切な戦略の選択又は不

適切な戦略の実施によって起こるリスク

   

オペレーショナル・リスク  

・　不十分又は機能不全のプロセス、不十分又は不備のある手順あるいはシ

ステム又はなんらかの外部要因によって引き起こされる金融損失又はその

他の有害な結果に関するリスク
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コンプライアンス・リスク  
・　外部規制、内部方針及び適切な手順並びに顧客関係を管理する倫理上の

原則に準拠しないことによって起こるリスク

   

レピュテーショナル・リスク  
・　不利な評判又はなんらかのリスクの発現によって評判または信用が悪化す

るリスク

   

信用リスク  ・　信用リスクとは、取引相手が義務を果たせないリスクのことを言う

   

市場リスク  ・　市場リスクは、金利リスク、投資リスク及び不動産リスクより成る

   

流動性リスク  ・　流動性リスク及び構造上の資金調達リスク

   

損害保険リスク  ・　損失又は損害に関するリスク及び引当金リスク

 

4. 戦略リスク及び事業リスク

戦略リスク及び事業リスクは、競争、企業内部からの圧力又は市場動向により生じる。これにより、取引高、マージン

及び費用が予想外に変動し、ひいては利益のボラティリティ及び長期の事業目標の達成に影響を与える。戦略及び事業リ

スクはまた、誤った戦略を選択し、誤った管理及び不適切なモニタリング、あるいは事業環境の変化に対する緩慢な対応

によっても生じる。

 

4.1. 戦略及び事業リスクの管理

戦略及び事業リスクの管理は、リスク予防的アプローチを持つ企業文化の創出を目的としている。リスク管理は、事業

運営を貫く組織的な計画の立案、誠実性及び継続性を基礎としている。ポヨラは、当グループが潜在的なリスクをより良

く識別して評価し、リスクを管理するために講じた措置をより効率的に管理できるようなプロセスを構築することによっ

て、リスクの顕在化を予防している。

 

4.2. 戦略及び事業リスクの管理方法及び測定

当グループは、市場地域、競合状況及び将来の顧客ニーズの分析及び予測に基づく継続的な立案を通じて戦略リスクを

管理し、事業部門毎の戦略リスクをモニタリングする。

当グループの事業戦略及び計画の更新に関連して、当グループは年に一度リスク及びその重要性をモニタリングし評価

する。それと同時に、当グループはまた、経営環境及び競合状況の変化並びにその変化が戦略の実施に与える影響も評価

し、識別したリスク要因を計画している戦略的構想と関連付ける。

 

4.3. 戦略及び事業リスクのモニタリング及び報告

当グループは、識別し評価したリスクを記録したリスク・マップ及びリスク・レジスターを用いて戦略及び事業リスク

並びに関連するリスク管理方法をモニタリングする。当グループでは、年に２回、戦略及び事業リスクの検討を行う。

 

5. オペレーショナル・リスクの管理
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オペレーショナル・リスクの管理は、事業が適切に運営されるようにすると共に、予測不能な金融損失又は評判の低下

等その他の不利な結果につながるリスクが生じないようにするために行う。OPフィナンシャル・グループは、オペレー

ショナル・リスクの管理及び内部統制に対する積極的なアプローチを行う企業文化を維持し、強化している。

オペレーショナル・リスクに関しては、リスク負担に関する限度は設定されていないが、リスク管理に関する目標水準

は中程度とされている。オペレーショナル・リスク管理の重要な点は、リスクを識別及び評価し、リスク・コントロール

及び管理ツールの効率性及び妥当性を評価することである。リスクの識別にはまた、銀行システムの不正利用（マネー・

ロンダリング及びテロリストへの資金援助）並びに規制上のコンプライアンス関連リスクに注力することも含まれる。新

しい運用モデル（アウトソーシングを含む）が実行されるか、又は商品あるいはサービスが開始される前に、中央協同組

合のリスク管理部門が示した方針に沿って、それらのリスクが評価される。OPフィナンシャル・グループは、顧客商品に

対する提案を行い、グループレベルで承認されたビジネス・モデルを適用するのみである。事業の継続性に支障をきたす

可能性のあるリスクは、重要な事業部門の危機管理計画を通じて対処される。危機管理計画はまた、緊急電源法において

言及されている緊急時に対する準備の基本項目を形成している。危機管理計画は、作成されたテスト計画に従ってテスト

される。

オペレーショナル・リスクの管理において、ポヨラはグループレベルと同様のシステム支援オペレーティング・モデル

に従っている。事業部門におけるリスクの識別及び分析、並びにリスク軽減のために設計された措置に関する規定及びモ

ニタリングを含め、事業部門単位でオペレーショナル・リスクが評価される。事業部門は、オペレーショナル・リスクの

報告及び管理システムを通じて、毎月特定の閾値を超えた事象を報告する。事業部門は、損失事象の発生理由及び類似の

損失を防ぐために講じた措置について、報告アプリケーションに記載する。

当グループ及びグループ会社は、定期的又は必要に応じて即座に、標準化された手段を用いてオペレーショナル・リス

クの水準及びリスクを軽減する管理ツールを評価する。内部監査部門の報告や手続フローに関して十分な情報があること

を確認することもまた、オペレーショナル・リスクの管理の重要な一部となる。

ポヨラ・グループのオペレーショナル・リスクの識別及び評価に関連した調整、モニタリング及び報告は、リスク管理

部門によって実施される。

 

5.1. オペレーショナル・リスクのモニタリング及び報告

報告目的上、オペレーショナル・リスクは異なった区分に分類される。識別し顕在化したリスクは経営幹部に報告され

る。

 

6. コンプライアンス・リスク

コンプライアンス・リスクは、オペレーショナル・リスクの一部を形成しており、コンプライアンス活動の目的は、す

べてのグループ会社が法律、正式な指示及び命令、市場における自己規制、並びにOPフィナンシャル・グループ及び企業

の内部ガイドライン、方針及び指示を確実に遵守することにある。コンプライアンスは、顧客との関係が、適切かつ倫理

上健全な原則及び慣行に従って行われるようにするものでもある。

コンプライアンス・リスクの実現は、結果的に金融損失のみでなく、その他の制裁措置を伴う可能性がある。それらの

制裁措置には、義務に違反したことによる法人に対する罰金及びそれとは別の行政上の罰金、並びに公式の警告及び戒告

が含まれる。コンプライアンス・リスクはまた、評判又は信用の喪失又は悪化といった観点からも顕在化する可能性があ

る。

グループ会社内での規制上のコンプライアンスに対する責任及びその管理は、上級経営陣及び部門管理者並びにすべて

の監督者及びマネージャーに委ねられている。当グループに雇用されている従業員もまた、規制上のコンプライアンスに

関して自らが関係する部分に責任を持つ。
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OPフィナンシャル・グループ内のコンプライアンスに関するガイドライン、助言及び支援は、中央協同組合から独立し

ているリスク管理機能の責任である。ポヨラ・グループのような中央協同組合内の金融機関は、リスク管理部門内に集約

されたコンプライアンス機能を有している。

 

6.1. 管理ツール

コンプライアンス・リスクの管理は、健全なコーポレート・ガバナンス慣行及び内部統制の一部並びに事業管理業務及

び企業文化等の重要な一部を形成している。コンプライアンス・リスクは、法律上の改訂を監視することによって、また

組織にガイドライン、研修及びコンサルティングを提供することによって管理されている。コンプライアンス機能はま

た、規制に準拠するために選定された手続きについても監督している。

 

6.2. モニタリング及び報告

コンプライアンス・リスクは、オペレーショナル・リスク管理モデルに従って、定期的に識別、評価及び報告される。

コンプライアンスを通じて行われる観察結果は、定期的に上級経営陣及び経営幹部に報告されている。

 

7. レピュテーショナル・リスク

レピュテーショナル・リスクは、積極的に管理されており、長期的には、規制、金融部門の健全な慣行及び当グループ

の倫理規定に従って、事業及びコミュニケーションの透明性に重点を置くことによって、管理されている。当グループ

は、国際金融、社会的責任及び環境上の責任に関する原則並びに国際的なコミットメントを着実に実行している。

レピュテーショナル・リスクに関する報告書は、当グループの親会社及び子会社の経営陣に対して作成される。差し

迫ったレピュテーショナル・リスクに対する脅威は、即時に報告される。

 

8. リスク管理：バンキング部門

8.1 信用リスクの管理

信用リスクとは、銀行の契約相手方が債務を弁済できないことにより損失を被るリスクをいう。信用リスクにはまた、

カントリー・リスク及び決済リスクも含まれる。前者は外国の債権に関連する国別の信用リスクを表しており、後者は清

算及び決済プロセスに関連したものであって、債権が決済されなくなるリスクのことを指す。

信用リスクの管理は、リスク／リターン比率の最適化を追求する一方で、顧客及びその他のエクスポージャーにより生

じる信用リスクによる損失を許容水準までに制限することを目的としている。

信用リスクの管理においては、与信承認及び与信承認プロセスの有効性が重要な要素となる。与信承認プロセスは、リ

スク方針、意思決定の権限及び運用に関する指針に沿って行われる。ポヨラは、貸付金ポートフォリオを分散化し、顧客

別に担保及び財務制限方針を設定し、顧客関係を積極的に管理することによって信用リスクを軽減する。ポヨラはまた、

デリバティブのトレーディングにおいてネッティング契約及び上場商品を利用することによって信用リスクを軽減する。

信用リスクをさらに軽減するために、ポヨラは、資本基盤に基づき顧客に関するエクスポージャーの上限を設定し、与信

限度枠システムを整備している。

決済リスクの管理においては、契約相手方の信頼性の確保が重要である。当グループは、標準的な契約を締結し、信頼

性のある決済センターのみを利用することによって決済リスクを軽減する。担保の利用及び評価並びに担保の種類毎の評

価割合について規定する書面による指針を設定している。担保価値の推移は定期的にモニタリングされる。担保価値は、

例えば、その価値が著しく変動した場合、又は、顧客の財政状態が大幅に悪化した場合に、再評価される。当グループ

は、担保の価値が景気変動的とみなされる場合や担保の実現可能性を評価する際には特別な注意を払っている。

 

8.2 信用リスク方針
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リスク方針及び補足指針においては、国、顧客層、産業、信用格付、関連する顧客グループ又は期間毎に過度なリスク

集中を避け、貸付金ポートフォリオの十分な分散化を確保する観点から、担保の利用及び財務制限方針とともに、総エク

スポージャーを管理するための与信形成、分散及び顧客の選別についての方針を規定している。

ポートフォリオ分析について、顧客は以下の６つのグループに分類される。法人顧客、金融機関及び保険会社、個人顧

客、OPフィナンシャル・グループの金融機関、公共企業、個人顧客を取り扱う非営利法人である。

例えば、産業毎の相対的な最大エクスポージャーとともに、関連する顧客の区分及びグループを格付評価することに

よって、法人に関するエクスポージャーについて目標数値が設定されている。

OPフィナンシャル・グループの格付システムは、これまでバルト諸国バンキング事業部では利用されていない。ポヨラ

は、融資の目的上、各国で選定した機関が提供する信用状態に関する報告書を利用している。

金融機関に関連するリスクは、信用格付、発行会社及び商品毎に分散化されている。また、確定利付投資に関する流通

市場の流動性を確保するために、当グループは、投資可能な証券の最低発行額を定めている。国別のエクスポージャーに

ついて上限が設定されており、これによってもリスクは分散化されている。

 

8.3 信用リスクの限度枠

エクスポージャーの限度枠は、顧客別のエクスポージャー及び無担保エクスポージャーのユーロ建ての最高限度額で表

示され、実際又は予定エクスポージャーが５百万ユーロを超える法人及び機関投資家並びに金融機関については、少なく

とも年に一度確認が行われる。エクスポージャーの限度枠にはまた、返済期日又は商品の観点からの制限も含まれる。当

グループはまた、大部分の法人顧客及び機関投資家に適用される顧客別のリスク許容方針も確認する。そこには、受入担

保の最低額や適用されるべき財務制限条項に関する規定が含まれている。このエクスポージャーの限度枠は、国別与信枠

が承認された国に所在する契約相手方に限って提供される。

国別与信枠は、所与の国に対する債権のユーロ建ての最高与信限度額で表示される。各国及び関連する制限期間におけ

る国別与信枠の金額は、その国の信用格付及びポヨラ・バンク・ピーエルシーのリスク負担能力に従って、承認された事

業方針に寄与するような形で決定される。国別与信枠は、少なくとも年に一度見直される。

 

8.4 与信プロセス

日々の与信プロセスが信用リスクの管理において重要な役割を果たす。信用リスクの管理の観点から、この重要な過程

には、それぞれ別個のプロセスとして、信用状態の評価（信用格付）、与信承認及び執行が含まれている。リスク管理部

門は、与信プロセスの流れ及び質を管理する。

 

8.5 信用格付

OPフィナンシャル・グループでは、信用リスクの負担状況を管理し、リスクの程度を評価するために、信用リスク・モ

デルを用いている。信用格付においては、リスク・パラメータとしてデフォルト確率（以下、「PD」という。）、デフォ

ルト時損失率（以下、「LGD」という。）及びデフォルト時エクスポージャー（以下、「EAD」という。）を含むモデルを

用いている。
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内部格付における信用リスク・パラメータ

信用リスク・モデルは、例えば以下の場面に用いられる。

・与信承認及び与信に関するプライシング

・融資に関する意思決定権限の明確化

・貸付金ポートフォリオの定性的目標の設定及びモニタリング

・信用リスクに関する報告

・内部格付アプローチ（以下、「IRBA」という。）を用いた自己資本の測定

・経済資本要件及び予想損失の測定

・集合的に評価される減損損失の算定

 

8.5.1 デフォルト確率

信用格付の目的は、顧客をそのリスクに基づいて異なったグループに分類することにある。顧客の信用格付は、12ヶ月

以内にOPフィナンシャル・グループに対するエクスポージャーの一部が不良債権化するか、又はより深刻な支払いの不履

行に陥るリスクの見積りを示している。このリスクの規模は、信用格付毎に見積られたデフォルトの確率、すなわちPDと

いう形で表現され、景気サイクルの中で１年以内にデフォルトする平均確率である。すなわち、景気が好調な期間におい

ては、所与の信用格付区分における実際の顧客のデフォルト割合は見積PDよりも低くなり、景気動向が不調な場合には、

見積PDよりも高くなる。

OPフィナンシャル・グループは、顧客のデフォルト確率を評価するために様々な手法を用いている。自己資本の測定に

おいてリテール・エクスポージャーに含められる個人顧客に対する貸付金は、当行の貸付金ポートフォリオの一部とし

て、その与信申込段階において特定のモデルを用いて分類される。自己資本の測定においてリテール・エクスポージャー

に含められる小規模事業のエクスポージャーは、「A」格付又は低エクスポージャー用の格付モデルを用いて分類され

る。法人エクスポージャーに含められる中規模及び大規模会社のエクスポージャーは、「R」格付を用いて分類される。

法人エクスポージャーに含められる小規模事業のエクスポージャーは、「A」格付を用いて分類される。契約相手方が金

融機関の場合、内部信用格付モデルが用いられる。

 

8.5.2 法人顧客の信用力の評価
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OPフィナンシャル・グループは、その20段階内部信用格付システムを用いて法人顧客のデフォルト確率を評価する。法

人エクスポージャーには1.0から12.0に及ぶ区分が設定され、債務不履行となった顧客は区分11又は12に分類される。

 

OPフィナンシャル・グループの法人顧客の格付

中規模及び大規模な法人顧客のデフォルト確率評価（「R」格付）は、統計的スコアリング・モデルに投入されるその

法人の財務指標及び定性的参考情報に基づいている。モデルによる検討結果及びその他の利用可能な情報に基づき、法人

顧客に精通した専門家が格付案を作成する。将来の見通しに関する変化及び不確実性は、警戒すべき兆候とされ、モデル

の提供する格付の例外とみなされる。専門家の提案に基づき、少なくとも年に一度、顧客の信用格付について意思決定が

行われる。「R」格付において現在用いているモデルは、2008年初めに導入され、IRB要件に従って年に一度検証される。

小規模の法人顧客の「A」格付は、1999年以降用いているアルファ格付基準によるスオメン・アシアカスティエト・

オーワイの格付モデルに基づいている。これは、企業の弁済方法、財務書類に基づく主要な指標及びその他の参考情報に

関する広範な要因を包括する変数を用いた統計的回帰モデルである。この格付モデルには、例えば、財務書類が入手不能

な場合、企業の信用格付を制限する安全及びバックアップ条項が適用されている。アルファ格付基準による格付は、OP

フィナンシャル・グループの内部信用格付に変換される。統計的モデルにより法人エクスポージャーに付された格付は、

年に一度評価され、企業の実際のデフォルト確率に応じて修正されることがある。この現行モデルは、2008年初めに導入

され、直近では2012年に一部更新された。

低エクスポージャーの法人顧客は、低エクスポージャー用の格付モデルを用いて格付される。格付は、情報システムか

ら入手する顧客の履歴及び弁済パターンに関するデータに基づいている。それぞれの格付は月に一度更新される。低エク

スポージャー用の格付モデルは、2009年に導入され、2012年に更新された。

それぞれの信用格付区分は、モデルにかかわらず、同一のデフォルト確率に対応している。すなわち、信用格付区分

は、様々なモデルから導出されていても相互に比較可能である。デフォルト確率を導き出す際に、当グループは、近年の

実際の弁済の不履行に関するデータ、長期の信用損失及び破綻に関するデータ又は統計並びにモデルによる景気変動の影

響を利用する。各区分のデフォルト確率の更新の必要性については、年に一度評価される。

下表は、OPフィナンシャル・グループの法人エクスポージャーに関する信用格付区分と国際格付機関による信用格付区

分との間の対応関係を示したものである。

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

158/591



 

法人エクスポージャーに関する格付区分とスタンダード・アンド・プアーズ（以下、「S&P」という。）の格付との間の

対応関係

S&Pの格付  AAA～AA+  AA～BBB+  BBB～BBB-  BB+～BB-  B+～B  B-～CCC

OPフィナンシャル・

グループの格付  
1.0-2.0  2.5-4.0  4.5-5.0  5.5-7.0  7.5-8.5  9.0-10.0

 

8.5.3 金融機関の信用力の評価

金融機関のデフォルト確率の評価で用いられる「L」格付モデルは、定性的及び定量的要因から導出されるデフォルト

確率に基づいている。金融機関のエクスポージャーは1.0～12.0の範囲で20の区分に分類され、デフォルトした顧客は

11～12の区分に分類される。

信用格付の基礎となる統計モデルは、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの契約相手方としての国際金融機関に関する経験

的データに基づいている。このモデルは、民間企業の契約相手方の信用格付をその政府の格付よりも高くすることができ

ないといういわゆるソブリンシーリング・ルールを適用している。当グループは、金融機関の信用格付について少なくと

も年に一度意思決定し、金融機関の信用力に変化が生じた場合には、より頻繁に意思決定する。「L」信用格付モデル

は、2009年に導入され、直近では2012年に更新された。

下表は、OPフィナンシャル・グループの金融機関のエクスポージャーに関する信用格付区分と国際格付機関の信用格付

区分との間の対応関係を示したものである。

 

金融機関のエクスポージャーに関する格付区分とS&Pの格付との間の対応関係

S&Pの格付  AAA～AA+  AA～BBB+  BBB～BBB-  BB+～BB-  B+～B  B-～CCC

OPフィナンシャル・

グループの格付  
1.0-2.0  2.5-4.5  5.0  5.5-7.0  7.5-8.0  8.5-10.0

 

8.5.4 個人顧客の信用力の評価

個人顧客のデフォルト確率の評価においては、エクスポージャーはA+からFの16の信用区分に分類され、Fはデフォルト

した顧客のエクスポージャーを表している。この評価に際して、ポヨラは顧客への貸付金ポートフォリオに設定された信

用格付モデル及び申込段階の格付を用いている。個人顧客の格付は、貸付金の申込時に入手可能な情報、顧客の弁済パ

ターン及びその他の取引履歴に関するデータに基づいている。このデータに基づき算定された格付によりエクスポー

ジャーの区分が決定する。各区分について12ヶ月間の平均PDが算定されている。

個人顧客の貸付金ポートフォリオの格付モデルは、個人顧客のエクスポージャーを分類するために用いられている。貸

付金ポートフォリオの格付区分は、月に一度更新される。このモデルは、2006年に導入され、現行版は2013年に更新され

たものである。貸付金ポートフォリオの格付モデルは、信用リスクの評価及び資本要件の測定に用いられる。

ポヨラの個人顧客のエクスポージャーは、他の信用格付モデルを適用する前の金融法人が取扱う商品に関して申込段階

で用いるものとして分類されている。このモデルは、2014年春に更新版され、オートローン、貿易金融、口座の与信枠、

及びマスターカード加盟店の信用力を評価するために用いられている。

申込段階に基づく格付は、与信承認プロセス、信用リスクの評価及び新たな貸付金のプライシングに役立つ。この格付

は、OPフィナンシャル・グループの与信プロセスの一環として行われる。

 

8.5.5 国別格付

ポヨラは、外部の信用格付に基づきカントリー・リスクを検証する。

 

8.5.6 LGD及びEAD
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デフォルト確率の評価のために用いるモデルに加えて、ポヨラは、信用リスクを測定するために、LGD及びEADといった

損失を予測するモデルを用いる。OPフィナンシャル・グループの信用リスク・モデルにおいて、LGDとは、顧客が１年以

内にデフォルトした場合に当行が被ることになる（顧客のデフォルト時エクスポージャーの一部としての）財務的損失の

見積りである。EADとは、デフォルト時の顧客に対する当行の債権の見積額をいう。オフバランス・エクスポージャー

は、転換係数（CF）を用いて評価される。CFは、デフォルト時に利用されるオフバランス・エクスポージャーの評価額を

示すものである。

 

8.6 与信判断

信用状態の評価、信用格付に関する意思決定及び顧客に関する覚書は、与信判断に関する提案の基礎となる。担当マ

ネージャーが異なる商品領域の代表者及び信用調査担当役員と連携してエクスポージャーの限度枠、与信枠及び融資に関

する提案を作成する。信用調査担当役員はエクスポージャーの限度額の提案を意思決定機関に提出する。与信判断及びエ

クスポージャー限度額に関する提案には、貸付金に関する報告書、過年度に付与した与信枠並びに関連する担保及び無担

保エクスポージャーに関する報告が含まれる。信用状態の評価及び信用格付に関する意思決定に加えて、法人顧客に対す

る与信判断には、短期及び長期のエクスポージャーに応じた担保及び財務制限条項に関する方針並びに顧客の財政状態の

推移に関する予測が含まれる。法人顧客のエクスポージャーの限度枠に関する提案には財務諸表分析が常に含まれ、多く

の場合、新規の法人顧客については通常企業分析も必要となる。ほとんどの場合、法人及び金融機関の顧客に対する与信

の提案には、当行及び／又は中央協同組合のリスク管理部門が表明する信用リスクに関する意見が含まれる。

与信判断は、ポヨラの上級信用委員会及び信用委員会が行う。意思決定機関は、自身の権限の枠組みの範囲内でリスク

を負担するための意思決定を行い、リスク方針、与信枠及び指針を遵守する。意思決定機関の権限は、顧客の信用格付、

エクスポージャー及び無担保エクスポージャーに基づき決定される。個人顧客の与信に関する意思決定は、自動与信判断

システムを用いて個人顧客に適用されるOPフィナンシャル・グループの内部信用格付に基づいている。

 

8.6.1 信用リスクの測定、モニタリング及び報告

ポヨラは、総エクスポージャー及び無担保エクスポージャーの観点から、顧客別に信用リスクを測定する。エクスポー

ジャーとは、当行が特定の顧客に対して保有する貸借対照表及びオフバランスシート項目の総額をいう。無担保エクス

ポージャーは、エクスポージャーと担保価値との差額として算定される。信用リスクはまた、顧客の信用格付に対応する

デフォルト確率に対して顧客別の無担保エクスポージャーを乗じることによって算定される加重平均担保不足額を用いて

測定される。その他の信用リスク指標には、貸付金及び保証ポートフォリオに対する貸倒損失の割合とともに、不良債権

及び延滞債権の割合が含まれる。

貸付金ポートフォリオに関連する信用リスクはまた、貸付金及び保証ポートフォリオに関連する予想及び予想外の損失

額並びに予想損失の推移によっても測定される。顧客のモニタリングとして、年次財務諸表及び四半期財務諸表の分析、

並びに顧客の弁済パターン及び事業の継続的なモニタリングが行われる。顧客の与信実績、期限を過ぎた後の弁済及び不

良債権は、OPフィナンシャル・グループの内部モニタリング・サービスと外部サービス両者から入手する情報に基づい

て、継続的にモニタリングされる。

財政状態、信用リスク及び弁済パターンについてより詳細な検証が必要な顧客に対しては、特別なモニタリングを行

う。この状況において、当グループはまた、顧客の信用格付の変更の必要性、信用損失の発生確率及び減損損失の認識の

必要性を分析する。これには通常上層部の意思決定機関による与信承認の意思決定を伴う。

 

8.6.2 信用リスク・モデルに関する意思決定及び評価

OPフィナンシャル・グループのリスク管理委員会は、信用リスク・モデルの大幅な変更の導入についての決定を下して

いる。この決定は、中央協同組合の執行委員会が承認した信用格付及び信用リスク・モデルの検証について規定する一般
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的な方針に基づくものである。信用リスク・モデルは、事業部門／部門から独立した中央協同組合のリスク管理部門に

よって構築され、維持される。

信用格付プロセス及び信用リスク・モデルの有効性は、定期的なモニタリング及び監督を前提としている。リスク管理

部門は、信用格付プロセス及び信用リスク・パラメータに関するモデルの有効性について、継続的に事業部門／部門から

情報を収集する。リスク管理部門は、信用格付プロセスの有効性を確保する一方で貸付金ポートフォリオ及び融資の変動

を把握する目的で、月に一度信用格付区分を自動的に分類するモデルをモニタリングする。

また、OPフィナンシャル・グループのリスク管理委員会が承認した検証に関する指示に従って、少なくとも年に一度信

用リスク・モデルの質の確保が行われる。一連の検証に関する指示には、モデルの導入時に実施しなければならない質の

確保に関する要求事項が含まれる。検証に際しては、例えば、モデルの感応度及びリスク指標の見積り（PD、LGD及び

EAD）の妥当性を検証するために統計的手法が用いられる。検証ではまた、利用者からの意見の分析及び同等のグループ

についての分析等の定性的評価が行われる。検証の結果及び必要な措置の勧告は、リスク管理委員会に報告される。リス

ク管理委員会では、検証に基づく改善事項を決定する。

中央協同組合の内部監査部門は、事業から独立した検証を実施している。この内部監査部門はまた、定期的監査の一環

として、中央協同組合に属する会社及び会員の協同組合銀行における信用リスク・モデル及びその利用状況を見直してい

る。

 

8.6.3 自己資本の測定における信用リスク・モデルの利用

OPフィナンシャル・グループは、法人及び金融機関エクスポージャーの信用リスクに対する所要自己資本の測定のため

に、基礎的内部格付手法（以下、「FIRBA」という。）を用いている。FIRBAにおいては、OPフィナンシャル・グループの

信用リスク・モデルによって算定されたPDの見積りが、顧客に関する信用リスクに対する所要自己資本に影響を与える。

LGD及びEADについて、ポヨラは当局から認可されたいわゆる標準的推定値を用いている。

リテール・エクスポージャーの信用リスクに対する所要自己資本の測定にFIRBAが用いられる場合、OPフィナンシャ

ル・グループの内部モデルに基づくPD、LDG及びEADの値がリスク加重の算定のために用いられている。ポヨラは、バルト

諸国と同様に、政府及び中央銀行のエクスポージャー、並びに他のエクポージャー区分内の一部のエクスポージャーにつ

いてSAを用いている。一般に、株式投資には単純なモデルが適用される。PD／LGD法はOPフィナンシャル・グループの戦

略的投資に適用され、この場合、PDの値は内部モデル及びLGDの標準推定値に基づいている。

 

8.7 証券化資産

ポヨラは証券化取引のオリジネーター又はマネージャーの役割を担ったことはないが、アセット・バック証券への投資

は行っている。バンキング部門のアセット・バック証券にクレジット・デリバティブは使用されていない。証券化エクス

ポージャーに対するリスク加重資産の金額合計を算定する上で、当グループは、証券化エクスポージャーが信用格付に基

づく評価モデルが適用されるエクスポージャー区分に属している場合に、信用リスクに対してIRBAを用いている。

当グループは、証券化エクスポージャーに対してムーディーズ、フィッチ及びS&Pによって認められた信用格付を適用

している。２社の特定の信用格付機関が証券化取引に関して信用格付を認めた場合、低い方の格付が適用される。３社以

上の特定の信用格付機関が証券化取引に関する信用格付を認めた場合、最も高い２つの格付が適用される。最も高い２つ

の格付が異なる場合には、低い方の格付が適用される。

 

9. 流動性リスクの管理

流動性リスクの管理には、構造的資金調達リスク及び資金流動性リスクの管理が含まれる。債権の満期と負債の返済期

限との間に差異がある場合にリスクが生じる。このようなリスクはまた、負債又は債権、あるいは両者が契約相手方、商

品又は市場区分に関して集中している場合にも生じる。流動性リスクはさらに、顧客の行動、経営環境又は市場の流動性

の変化によっても生じる可能性がある。
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構造的資金調達リスクとは、資金調達構成を原因とする借換リスクにより長期の融資に対する資金調達に生じる不確実

性をいう。ポヨラの構造的資金調達リスクは、主に長期の期限を特徴とする融資と顧客の行動に依存する預金による資金

調達とホールセール市場での資金調達との間の満期構成の相違から生じている。

資金流動性リスクとは、銀行が日常業務又は全般的な財政状態に影響を与えることなく、現在及び将来のキャッシュ・

フローを、資金ニーズ（予想されるものと予想されないものとを含む）に対応させることができないリスクをいう。

資金流動性リスクの管理のために、ポヨラは流動性のあるノート及び債券で構成されている流動性ポートフォリオを保

有している。資金流動性の管理は、欧州中央銀行による最低準備金及び限界貸出枠制度という規制によって定められてい

る。

流動性リスクの管理は、OPフィナンシャル・グループが定める指針及び同組合が承認するリスクの限度枠に基づいてい

る。中央協同組合の執行委員会は、流動性バッファー、資金調達計画、企業の継続性、脅威のシナリオに備えた資金調達

に関する危機管理計画及び流動性状況管理モデルについて設定された定性的目標を承認している。資金調達に関する危機

管理計画には、閾値に基づく管理モデル、資金調達源の危機管理計画、及び業務レベルの資金調達に関する危機管理計画

が含まれている。流動性バッファーの定量的及び定性的目標、危機管理計画並びに閾値に基づく管理モデルは、脅威のシ

ナリオのもとでのストレス・テストに基づいて策定されたものである。

OPフィナンシャル・グループの中核金融機関として、ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、OPフィナンシャル・グループ

の流動性及び十分な流動性バッファーの確保に責任を負っている。流動性バッファーは、主に高格付の企業が発行した

ノート及び債券で構成されており、中央銀行に対する債務の担保として利用されることもあれば、流通市場で売却される

こともある。

流動性リスクの管理は、リスク負担能力に応じた適切な流動性バッファー及びその他の予防措置の確保、増資手段の確

保並びに貸借対照表項目の構成から生じる構造的資金調達リスク及び資金流動性リスクの軽減を目的としている。

資金流動性リスクの管理は、差し迫った予想外の流動性の低下に備え、予防措置の策定とともに、十分な流動性の確保

のための枠組みの確立及び維持を重視し、十分な流動性を確保することを目的としている。

流動性リスクの管理には、流動性及び貸借対照表項目の構成に関する立案、十分な流動性バッファーの維持並びに満期

区分、契約相手方、商品及び市場地域毎の資金調達手段の多様化が含まれる。流動性及び資金流動性リスクの管理を目的

として、ポヨラ・グループは、流動性確保のための措置を講ずるとともに、流動性に対する重大な脅威並びにそれが資金

調達及び流動性に与える影響を想定したシナリオ分析を行う。

ポヨラ・グループのリスク方針は、流動性リスクの管理に関する方針及び措置並びに構造的資金調達リスクの限度額に

ついて記載している。グループ業務部門は、ポヨラの流動性リスク及び資金流動性リスクの管理、長期の資金調達並びに

流動性ポートフォリオの維持に対して、集権的に責任を負っている。

主な資金調達の手段として、譲渡性預金及び債券／ノートの発行、他行及び会員協同組合銀行からの預金、公募増資及

び株主割当増資がある。ポヨラの信用格付は、国際的な資金及び資本市場からの資金調達を可能にするとともに資金調達

費用の面でも役立っている。

 

9.1 流動性リスクの測定、モニタリング及び報告

当グループは、返済期限毎の正味キャッシュ・フローに基づいて、そのキャッシュ・フローに制限を設定することで構

造的資金調達リスクをモニタリングしている。また、当グループは、長期調達資金の返済期日毎の分布を利用して、長期

調達資金の返済期日をモニタリングしている。なお、当グループは、長期調達資金の返済期日に制限を設定している。資

金流動性の管理は、返済期日毎のキャッシュ・フローのシナリオ及び流動性バッファーに基づいており、流動性シナリオ

には制限が設けられている。流動性はまた、ストレス・テストによっても測定されている。

資金調達リスクは、毎月事業部門／部門及び経営陣の両方に対して報告される。流動性リスク報告書は、日次で作成し

なければならない。
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10. 市場リスク管理

このセクションにおける市場リスクとは、バンキング部門及びグループ業務部門の市場リスクに対するエクスポー

ジャーをいう。下記の「損害保険事業のリスク管理」というセクションでは、損害保険事業子会社による投資業務に関連

する市場リスクについて取り扱っている。

市場リスクには、市場価格（金利、為替レート、株価及び信用スプレッド）の変動又は非明示的なボラティリティによ

る当行の財務成績に対する影響が含まれる。市場リスクは収益に直接影響を与えることもあれば、その影響が複数の事業

年度にわたって分割されることもある。収益に対する影響の有無は、財務書類の会計処理またはデリバティブ契約に依存

する。市場の流動性は、市場価格の形成に影響を与える。市場に十分な厚みがないか、取引の中断により市場の機能が停

止した場合、市場の流動性の喪失により市場リスクが発生する。一般的に、市場の流動性の低下は、市場価格に含まれる

流動性プレミアムを上昇させ、財務実績の悪化をもたらすことになる。

市場リスクの管理は、貸借対照表項目及びオフバランスシート項目の価格変動から生じるリスクを許容水準までに制限

し、リスク／リターン比率の最適化により健全に財務実績を向上させることを目的としている。

トレーディング・ブックとバンキング・ブックはともに市場リスクに関連する。トレーディングは、積極的に市場リス

クを負うことにより、短期間の市場価格の変動から利益を得ることを目的としている。トレーディングにおいて負担した

市場リスクによる収益への影響は、主に金融商品及びデリバティブの公正価値の変動に即座に反映される。

バンキング・ブックには、当行の貸付金及び預金ポートフォリオから生じる構造的金利リスク、並びに国内及び海外の

ホールセール市場での資金調達及び上記の項目をヘッジするデリバティブ契約が含まれる。バンキング・ブックにはま

た、流動性バッファー及びその他の資産（例：株式、保有不動産及び持分）も含まれる。バンキング・ブックに関連する

市場リスクの管理は、金利変動に対する当グループの財務純収益をヘッジし、OPフィナンシャル・グループの流動性バッ

ファーを最適な水準に維持することを目的としている。バンキング・ブックの管理において、為替リスクは対象としてい

ない。バンキング・ブックに関連する市場リスクは、事業年度にわたって純利息収益の認識時に顕在化する傾向にある。

ポヨラは、取締役会が決定したリスク方針に基づいて市場リスク・エクスポージャーを制限する。この方針は、市場リ

スクの測定に適用される手法、及び銀行レベルのリスクの限度枠について規定している。また、この方針は、公開市場リ

スクを負うために承認された限度枠を明示し、市場リスクの負担に関するその他の制限を提示している。市場リスク方針

は、年に一度更新される。

リスク方針の実施に加えて、ポヨラは、流動性ポートフォリオに関する投資計画に基づき、流動性ポートフォリオの市

場リスク・エクスポージャーを制限する。この計画は、特定の範囲内における基本的な投資の配分方針（戦術的資産配

分）を明示している。流動性ポートフォリオは、中央銀行預け金並びに中央銀行に対する借換えの担保として適格なノー

ト及び債券で構成されている。取締役会は、年に一度投資計画を承認する。

リスク管理部門及びマーケティング部門におけるミドル・オフィス並びにアセットマネジメント部門は、事業部門／部

門及び上層部経営陣に対して、市場リスク及びその結果をモニタリングし報告する。トレーディング及びバンキング・

ブックに関連する市場リスクの管理に用いられる方針及び指標は、概ね同一である。

リスク・エクスポージャーの構造及び市場の継続的な分析並びに当行のリスク・エクスポージャー及び収益に関する変

動の影響の予測は、市場リスクの管理において重要な役割を果たす。効果的な市場リスクの管理には、エクスポージャー

及び市場に関するリアルタイムで正確な情報並びに変化への即時の対応が必要である。当グループは、現行の市場の見通

しに基づき、リスクの限度枠の範囲内で資産及びデリバティブ商品を利用してリスク・エクスポージャーを調整すること

により、市場リスクを管理する。デリバティブ商品はまた、市場のエクスポージャー又は市場価値の変動に対する個別の

契約をヘッジするためにも、財務純収益を確保するためにも利用可能である。

 

10.1 市場リスクの測定、モニタリング及び報告

ポヨラは、市場リスクをモニタリングするために、下表の指標及びパラメータを利用している。
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リスクの種類  リスク指標  EBT  頻度

金利リスク／トレーディン

グ・ポートフォリオ
 

バリュー・アット・リスク

限度枠（以下、「VaR」とい

う。）指標の割当額

 市場価値の変動  日次

金利リスク／

バンキング・ブック
 VaR指標の割当額  

市場価値の変動、

財務純収益
 日次

信用スプレッド・リスク  VaR指標の割当額  市場価値の変動  日次

為替リスク  VaR指標の割当額  市場価値の変動  日次

仕組商品及び証券化投資の

価格リスク
 

VaR指標の割当額（流動性の

高い投資）又は個別のVaR指

標（流動性の低い投資）

 市場価値の変動  

日次（流動性の高い投資）

又は

月次（流動性の低い投資）

コモディティ・リスク  
個別のVaR指標

VaR指標の割当額
 市場価値の変動  日次

株式リスク  VaR指標の割当額  市場価値の変動  日次

ボラティリティ・リスク  

エクスポージャーの

現在価値に係るボラティリ

ティ１％又は１ベーシス・

ポイントの変動の影響

 市場価値の変動  日次

 

リスク方針について、取締役会は、受容可能な総市場リスク・エクスポージャーの水準を意思決定する。

ポヨラは、事業部門に割り当てられ、かつ、すべての主要な市場リスク・エクスポージャーを包括したVaRを用いて総

市場リスク・エクスポージャーを軽減している。

VaR限度枠を要する市場リスク・エクスポージャーは、長期にわたる周期的なボラティリティ及び相関推定値を用いて

規定される。VaRの水準は、保有期間を１日、信頼水準を99％として算定されている。

VaR限度枠総額に加えて、ポヨラ・バンク・ピーエルシーが発行し買戻した指数連動型債券及びコモディティ・デリバ

ティブについて個別のVaR限度枠が設定されている。ポヨラは、感応度指標に基づく限度枠を用いて、株式及びプライ

ベート・エクイティ投資に関連する市場リスク並びにオプションのポジションに関するベガ・リスクを軽減する。保険引

受契約に関連する市場リスクを軽減するためには、名目金額による限度枠が用いられる。

平均的な経済状況下におけるリスク・エクスポージャーを軽減するVaR限度枠に加えて、ポヨラは、相場変動の影響を

受ける動的VaR指標を用いて市場リスクを管理する。さらに、ポヨラは、エクスポージャー、ストレス・テスト・シナリ

オ及びトレーディング・ポジションの累積運用益のモニタリングに対して、リスク要因別の感応度指標を適用する。リス

ク測定手法は、相互に補完的である。

 

10.2 金利リスク

金利リスクは、貸借対照表項目及びオフバランスシート項目に関する満期日、金利更改日又は基準金利の相違から生じ

る。トレーディング活動において、金利リスクは、証券及びデリバティブ契約の市場価値の変動により市場金利が変動す

る際に顕在化する。バンキング・ブックで顕在化した金利リスクは財務純収益の変動として表され、流動性バッファーに

含まれる損益を通じて公正価値評価されるノート及び債券で顕在化した金利リスクは損益計算書に表示される公正価値の

変動として表され、売却可能区分のノート及び債券で顕在化した金利リスクは資本における公正価値評価差額準備金の変

動として表される。

当グループは、金利リスクの限度枠を設定するのと同様の基準及び方針を用いて、日々のトレーディング及びバンキン

グ・ブックで顕在化する金利リスクを測定し報告する。トレーディング・ブックとバンキング・ブックの金利リスクはい

ずれもVaR指標に含まれる。また、ポヨラは、累積財務純収益の金利変動に対する感応度を見積るために、特定の手法を

用いる。個別に指定された部門のみが、設定された限度枠内で金利リスクを負うことができる。

 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

164/591



10.3 信用スプレッド・リスク

信用スプレッド・リスクとは、市場における信用リスク・プレミアム及び流動性リスク・プレミアムのプライシングの

変動によってポジションの市場価値が減少することをいう。信用スプレッド・リスク・エクスポージャーは、トレーディ

ング・ブック及びバンキング・ブックで利用されるノート及び債券に対して規定される。したがって、ノート及び債券の

価格リスクは、金利リスクの要素と信用スプレッド・リスクの要素に分類される。

ポヨラは、VaR限度枠の一部を信用スプレッド・リスクに割り当てることで、限度枠を設定し、信用スプレッド・リス

クを日次で測定している。

 

10.4 為替リスク

同一の通貨建ての資産と負債との間に差異が存在する場合に、為替リスクが生じる。為替リスクの管理は、トレーディ

ング活動の一環として行われる。ポヨラは、VaR限度枠の一部を為替リスクに割り当てることで限度枠を設定している。

為替エクスポージャーは、日次で報告が行われる。

 

10.5 仕組商品及び証券化資産の価格リスク

ポヨラは、仕組投資商品の価格リスクについては、別個のVaR指標に従い、証券化ノート及び債券の価格リスクについ

てはVaR指標の一部としている。証券化資産への投資は、長期投資資産に含まれる。

仕組商品及び証券化資産の市場リスクは、VaR限度枠に含まれる。流動性の高い投資及び流動性の低い投資のリスク

は、それぞれ日次及び月次で報告が行われる。

 

10.6 コモディティ・リスク

無担保のコモディティ・デリバティブのポジションからコモディティ・リスクは生じる。当グループは、電力、原油及

びメタルのデリバティブを通じてコモディティ・リスクを負っている。

コモディティ・エクスポージャーは、日次で報告が行われる。

 

10.7 株式リスク

株式リスクは、株式及びプライベート・エクイティ投資から生じる。株式投資には、トレーディング目的で保有する株

式及び長期保有株式が含まれる。

リスク方針には、株式ポートフォリオの組成及び投資の選別を規制する方針が明示されている。

財務部門は、売却可能投資の株式ポートフォリオの管理に責任を負っている。ポヨラは、日次のVaR限度枠の一部を株

式リスクに割り当てることで限度枠を設定している。

保険引受契約に関連する株式リスクを軽減するために、名目金額による限度枠が用いられる。

 

10.8 ボラティリティ・リスク

ボラティリティ・リスクは、無担保のオプションのエクスポージャーから生じる。金利、為替及びコモディティ・オプ

ションによりボラティリティ・リスクは生じる。

金利、為替及びコモディティのボラティリティ・リスクは、日次で報告が行われる。

 

10.9 不動産リスク

不動産リスクとは、保有不動産の公正価値変動及び運用益に関するリスクをいう。

リスク方針には、不動産ポートフォリオの組成及び投資の選別を規制する方針が明示されている。当グループは、それ

ぞれの保有不動産について、年に一度評価の見積り及び運用計画を策定する。
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10.10 デリバティブ業務

ポヨラは、金利及び為替デリバティブを積極的に利用しており、それよりは少ない程度で株式、株価指数及びクレジッ

ト・デリバティブを利用している。注記60では、原資産の価値及び与信相当額について詳細な情報を提供している。デリ

バティブは、総エクスポージャーの管理の一環として、トレーディング目的及びヘッジ目的で利用されている。当グルー

プは、貸借対照表項目のエクスポージャーと同様の基準を用いて、トレーディング活動及び財務活動において、総エクス

ポージャーの一部であるデリバティブ・リスクをモニタリングしている。

デリバティブ業務に関連するカウンターパーティ・リスクは、契約の再構築費用（市場価値）及び商品別の将来の信用

リスク要因に基づき算定された与信相当額を用いてモニタリングされる。デリバティブによって引き起こされる信用リス

クは、デリバティブ契約に関するマスター契約を締結することによって、また、クレジット・サポート・アネックス契約

に基づく受入担保を通じて軽減される。カウンターパーティ・リスクはまた、中央清算機関による決済を用いることに

よって制限されている。

金利リスクに対して貸付金及び負債証券をヘッジする目的は、マージン、すなわちヘッジ対象とヘッジ手段との間の金

利の差額を確定させることにある。ヘッジの有効性は、ヘッジ対象及びヘッジ手段の金利リスク数値と市場価値の比率で

評価される。

発行済指数連動型債券に関する追加収益要素は、デリバティブを用いた仕組みでヘッジされている。ヘッジ手段となる

デリバティブは、株式、株価指数、為替、金利、コモディティ及びクレジット・デリバティブである。

 

11. 損害保険部門のリスク管理

11.1 保険業務のリスク

保険事業は、リスクを負担し、管理することを基礎としている。最大のリスクについては、リスクの選別及び保険料設

定、再保険カバーの取得、並びに保険負債の充実で対応を図る。保険負債に内在するリスクは、主に長期の保険金支払期

間を特徴とする保険商品によるものである。保険引受リスクに加えて、保険事業のリスクは、主に保険負債をカバーする

資産に関連する投資リスクから成る。

 

11.2保険引受リスク

損害保険の引受リスクは、損失又は損害のリスク、および引当金リスクより構成される。

損失又は損害のリスクは、平均件数を上回る損失が発生した場合、あるいは損失又は損害が過度に多額に及ぶ場合に発

生する。これにより、より高額の保険金支出を負うことになるため、保険契約によって得た利益が減少することとなる。

引当金リスクは、発生した損失に対する保険金支出が、貸借対照表日の予測を上回る場合に生じる。損害賠償金支払の

時期に関して不確実性を伴うことも、保険負債の金額に影響を与える。

自然災害による累積的損失又は人為的な活動による大規模災害は、特殊な種類のリスクである。このような場合、１件

の災害事象により、実務上一斉に多数の保険リスクに関する高額の保険金請求が行われる可能性がある。それにより、支

払保険金総額も膨大なものになる可能性がある。ただし、当グループは自然災害のリスクが比較的小さいと考えられる地

域で営業を行っており、再保険を通じてこのようなリスクの保障がなされることから、このようなリスクは分散可能であ

る。

また、背景にある要因のうち、特定されていない要因が引受リスクに影響を及ぼすこともある。最近の実例には、アス

ベストによる労働災害、及び公的保険の年金ポートフォリオにおいて予測されるよりも長い余命による影響が含まれる。

 

11.2.1保険引受リスクの管理

保険引受リスクの管理において最も重要な業務は、リスクの選別及び保険料設定、再保険カバーの取得、支払保険金の

モニタリング及び保険負債の分析に関連するものである。引受業務執行役は、保険引受リスクに対して責任を負う最高意
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思決定機関である。引受業務執行役は、ポヨラ・グループの保険引受リスクの管理を担当し、保険会社の取締役会の承認

した権限の枠組みの範囲内で引受に関する意思決定を行い、その意思決定を取締役会に報告する。

顧客及び保険対象の選別並びにリスクの計測に関する意思決定は、保険引受に関する指針に従って行われる。引受業務

執行役は、最も重要な影響のあるリスク及び最も厳しいリスクを承認し、その一方で、リスクの規模及び重大性によっ

て、小さいリスクに関する意思決定では、数名の保険引受担当者又は管理者が共同で意思決定を行うことが求められる。

基本的な保険商品については、システムの支援に基づいて意思決定が行われ、顧客及び保険対象は、特定の承認を受けた

指示に基づく権限の範囲内で選別される。

 

11.2.2 リスクの選別及び計測

経営モデルにおいては、その役割あるいはリスクの選別及び計測が重視される。当グループは、各保険商品及びリスク

の集中について、リスクの規模及び範囲に限度枠を設定している。当グループは、リスクの選別及び計測を支援するため

の集中データ・ウェアハウス及び分析アプリケーションを整備している。保険契約条件は、リスクを軽減する上で極めて

重要な役割を果たす。また、リスクを軽減するために、顧客別又は保険商品別にリスク分析が行われる。

 

11.2.3 再保険

再保険に関する方針及び様々な種類のリスクに関する当グループの最大保有水準は、年に一度取締役会によって承認さ

れる。実務上、当グループの自己保有レベルは、取締役会によって承認された最大保有水準よりも低い水準に保たれる

が、それは再保険の価格設定がそのようなことを可能にする場合に実現する。実際の保有水準は、リスク別では財産１件

につき最大５百万ユーロであり、事象別（累積）では５百万ユーロである。2014年、事象毎の再保険は150百万ユーロを

カバーした。また、短期に支払われる保険金請求については、年間総額で15百万ユーロの再保険を保有している。

再保険はソルベンシー資本要件に影響を与える。十分な格付を有する再保険会社のみが、再保険者として認められる。

再保険者のカウンターパーティ・リスクは、再保険分散限度額を用いて管理される。

 

11.2.4 リスクの集中

当グループは、物的損害リスクに対する推定最大損失額（EML）の見積りや、再保険カバーに含まれるEML超過額に対す

るカバーの検討に際して、局地的なリスクの集中を考慮する。当グループの営業地域には、大きな地震のリスクはない。

暴風や洪水等その他の自然災害のリスクに関しても、フィンランドは安定した地域である。ただし、当グループは、200

年毎に一度発生する大災害による損失を想定してその大きさを決定した拡張大災害再保険カバーにより、大災害による累

積的損失に備えた保障を有している。大災害による累積的損失のカバーは、物的損害及び人的傷害に対して適用される。

 

11.2.5 保険負債の評価

当グループは、年に一度保険負債の充実度をモニタリングする。保険契約から生じる保険負債は、見積将来キャッ

シュ・フローに基づき算定される。このキャッシュ・フローには、支払保険金及び査定費用が含まれる。

保険負債の金額は、合理的な確率の範囲で、保険契約から生じる負債を十分にカバーできるような方法によって見積ら

れている。この見積りでは、まず、保険負債の予想価値を見積り、次に当該負債に関する不確実性の程度に基づき安全割

増を算定するという形で行われている。

未経過保険料は、主に保険期間の経過に応じた計算を行う比例配分法に従って算定されている。未経過保険料は、法人

契約については契約書に、個人顧客との契約については特定の統計的係数を用いて、算定される。

未払保険金は、一定の水準を上回る既知の損失及び年金の未払保険金については個別に計上する。未知の損失及び個別

に引当金を計上する水準を下回る既知の損失及び未払保険金に対する将来の費用は、保険数理計算の手法を用いて集計

し、計上される。
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年金の未払保険金は、継続的に年金として支払われる所得の損失補填のキャッシュ・フローを現在価値に割引したもの

となる。割引率は、現行の金利、法令で要求される補償及び当局によって設定される最大割引率を考慮して算定される。

2014年12月31日現在で用いた割引率は、2.5％（2013年12月31日：2.8％）であった。年金債務の割引率の低下が減少した

ことにより、年金の未払保険金は62百万ユーロ増加した。

集合的負債の評価は、それぞれ異なった統計的手法に基づいている。集合的負債の評価において、最大のリスクは、

（所得の損失補填を除く）将来インフレ率の見積り、補償に関する実務及び法令の変更による未払保険金のトライアング

ルの作成方法の変更による調整（すなわち、過去の状況がそのまま将来の状況に当てはまるか否か）、並びに何十年にも

わたる過去の情報の妥当性に関連するものである。集合的負債のうち、年金に関する負債のみが割り引かれている。

公的労働者災害補償保険及び自動車損害賠償責任保険における医療及びリハビリテーション費給付に対する集合的負債

の評価に際して、当グループは、10年より前に発生した事故に対する保険金の支払いが賦課方式によって賄われている事

実を考慮している。

保険負債の評価は、例えば、保険事故のトレンドの予測、損失検証の遅延、費用のインフレ率、法令の改正及び一般的

な景気変動等を原因とする不確実性を常に伴う。３年毎に、外部のアクチュアリーが、当グループのために、グループの

保険負債の計算基礎及び金額の妥当性を分析する。直近では2012年に分析が行われた。

 

11.3 公的保険

公的保険は、法律によってその保険への加入が強制されている。他方で、保険会社は、公的保険の供与を義務付けられ

ている。補償に関する規制及び補償の金額については、法律で厳密に規定されている。また、公的保険商品は、一貫した

保険金支払に関する方針及び基準の遵守状況を監督する合同組織によって規制されている。当グループの自動車損害賠償

責任保険のポートフォリオにおいては、個人による自動車保険がその大部分を占めており、法人による自動車保険よりも

多い。その他の公的保険には、主に法人又はその他の組織が加入している。

公的労働者災害補償保険は、雇用者が従業員のために加入するものであり、従業員に生ずる業務上の負傷及び疾病に対

するカバーを提供するためのものである。自動車損害賠償責任保険では、道路交通での自動車の使用によるすべての人的

傷害、一定の制約があるものの、事故を起こした運転手が被った人的傷害、及び第三者が被った重大な損害がカバーされ

る。患者保険では、医療により患者が被った人的傷害がカバーされる。

 

11.3.1 保険事故の件数及び規模

人的傷害に対する公的保険商品による支払保険金の大半は、所得の損失補填及び医療費給付で構成されており、いずれ

も全額補償される。上記の例外として、公的労働者災害補償保険による所得の損失補填については、65歳未満の場合、全

損失額の最大85％分のみが対象である。所得の永続的な損失の補填については、生涯年金の形で支給される。死亡の場

合、被保険者の寡婦（寡夫）及び年齢が最高で25歳までの子供が、遺族年金の受給資格を得る。年金支給額について、金

額的上限は定められていない。ただし、公的労働者災害補償保険及び自動車損害賠償責任保険について、保険会社は、損

失所得の物価による増分を補償する責任も事故発生後10年を超える期間の医療費を補償する責任も負わない。これらはい

わゆる賦課方式（下記の「賦課方式」のセクションを参照）を通じて賄われる。

公的保険商品に基づき支払われる保険金について、公共企業もまた、医療により実際に発生した費用に基づき、2004年

以降に発生した損失について請求を行う。ただし、医療費に対するリスクは、10年よりも前に発生した事故に対する医療

費は保険契約に基づき支払われるべき補償の範囲には含まれないという事実（下記の「賦課方式」のセクションを参照）

により、実質的に限定されている。また、ポヨラは、費用を最小限に抑えるために、異なる医療機関と契約を締結する機

会を積極的に追求している。

公的労働者災害補償保険については、多数の被保険者が狭い地域で勤務している場合もあることから、重大な損害が発

生する可能性がある。交通事故では、重大な損害に加えて、多数の被害者及び負傷者が発生することがある。ただし、重
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大な損害に対して１件の自動車損害賠償責任保険に基づき支払われるべき補償額には、3.3百万ユーロの上限が適用され

ている。

傷害事故に加えて、公的労働者災害補償保険は、業務上の疾病も保障する。業務上の疾病は進行が遅いことから、関連

する支払保険金の評価は事故の場合よりも不確実性を伴う。潜在性のある業務上の疾病がこれに関する極端な例である。

この場合、アスベストが引き起こす疾病のように、リスクにさらされてから実際の発症までの期間が数十年に及ぶことも

ある。2007年以降に診断された潜在性のある業務上の疾病については、公表から最低５年間は、賦課方式に基づき、損害

賠償金が支払われる（「賦課方式」を参照のこと）。

公的保険商品においては、その保険への加入が強制されていることから、法律によって、保険者は、保険契約の料率算

出において、保険料が保険契約によって発生する費用に合理的に比例するような形で、リスクとの相関性を目指さなけれ

ばならない。自動車損害賠償責任保険には、損失事象によって保険料が上昇する無事故割引システムがある。大規模会社

の公的労働者災害補償保険制度では、保険契約者は、経験による料率算出というオプションを有する。これは、保険料が

保険契約者自身の保険事故の経験に関連付けられていることを意味する。会社の規模が大きければ大きいほど関連性が強

くなり、会社自身の保険事故の経験に基づき計測される会社の実際のリスク水準の推定の信頼性も高くなる。これに対応

する原則が単独の保険契約者が有する最大の車両フリートの料率算出にも適用される。このように、保険リスクの等級

は、完全ではないが、自動的に保険契約者自身の保険事故の経験に従ったものとなるため、保険料率の算出に関連するリ

スクは限定的である。

年金の未払保険金は、主に公的保険商品の年金により構成されている。年金の未払保険金の算定に際しては割引が行わ

れており、用いる割引率はこの未払保険金にとって非常に重要である。

 

11.3.2 将来キャッシュ・フローに係る不確実性

公的保険商品では、通常損失事象の発生日から保険金の完済日までの期間が長期にわたることが一般的である。このよ

うな保険引受事業からは長期のキャッシュ・フローがもたらされ、この長期のキャッシュ・フローの評価は、医療費のイ

ンフレ率及び受益者の死亡率によって最も大きな影響を受ける。

所得の損失補填は主に生涯年金として支払われることから、死亡率の減少傾向は保険事故によるキャッシュ・フローを

増加させる。死亡率の減少傾向は、フィンランド及びその他の産業国で数十年間続いている。フィンランドでは、新生児

の平均余命が最近10年間で約1.5年増加した。当グループが保険負債の算定のために用いる死亡率モデルでは、この傾向

は続くと仮定されている。医療費のインフレ率の推定も、キャッシュ・フローの評価の際に重要な役割を果たす。医学の

進歩と生活環境の改善は、ともに死亡率を低下させ、医療費を増加させた。将来キャッシュ・フローの予測において、当

グループは、医療費のインフレ率を一般的なインフレ率よりも２パーセント・ポイント高いと仮定している。

公的保険商品に基づく年金の物価による増分及び損失事象の発生から10年を超えて支払われる医療費は保険契約のカ

バーの範囲から除外されていることから（下記の「賦課方式」のセクションを参照）、未払保険金には実務上の点からイ

ンフレ・リスクは含まれていない。ただし、公的保険商品に関連する医療費のインフレ率は、損失事象の発生した保険契

約に関する最初の10年間の保険負債に影響する。

アスベストに晒されることによる業務上の疾病としてカバーされる損失は、ほぼ例外なく、公的労働者災害補償保険に

基づきカバーされる業務上の疾病の範囲に含まれる。関連して支払われる補償は、主に医療費、所得の損失及び遺族年金

をカバーしている。アスベストが引き起こす様々な疾病の潜伏期間（すなわち、アスベストに晒されてから業務上の疾病

の発症までの症状の現れない期間）は、アスベストが引き起こす疾病の種類によって、平均して15年から40年までの長期

にわたることから、アスベストが引き起こす損失による負債の評価は困難である。フィンランドでは、アスベストの使用

は、1980年代に中止された。アスベストが引き起こす損失による負債の見積りは、平均損失額及び見積件数に基づいてい

る。2007年以降、賦課方式に基づいて資金調達される潜在性のある業務上の疾病の科目に関して、振替が行わたことによ

り、まだ診断されていないものの疾病の公表の結果負債が存在することになる潜在性のある業務上の疾病に関する見積

キャッシュ・フローに関連した不確実性は減少する。

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

169/591



 

11.3.3 賦課方式

賦課方式は、各公的保険商品について規定している特別法に基づく制度である。この方式に基づき、特定の給付（これ

らの法律で明示されているいわゆる賦課方式給付）の財源は、賦課方式を通じて調達されている。この制度は、保険会社

にとって財務的便益も自己資本の変動を引き起こすほどの不利益ももたらさない法定の制度である。

賦課方式給付には、様々な公的保険商品に関する特別法に規定されているとおり、年金の物価による増分、公的労働者

災害補償保険及び自動車損害賠償責任保険に基づき事故発生後10年間にわたって支払われる医療費、公的労働者災害補償

保険に基づく潜在性のある業務上の疾病（2007年以降に診断）、並びにその他特定の給付及び給付の増加分が含まれる。

これらの法律に従って、賦課方式給付は、保険契約者による保険料の支払いに関連して、年に一度保険会社によって保

険契約者に賦課される拠出金を通じて賄われる。この拠出金の金額は、同年度中の保険会社の関連する保険商品に対する

市場シェアに基づいて算定される。特に、今後該当する保険商品の引受を行わない保険会社は、賦課方式による財源調達

には参加しないことになる。この拠出を通じて集められた金額は、法律に規定されているとおり、年に一度特定の保険商

品に関して、中央協同組合に送金される。中央協同組合は、関連する保険商品業務に従事する（又は、かつて従事してい

た）各会社が当年度に支払った賦課方式給付と同額を受領できるように、責任をもって関連する資金を分配している。

したがって、将来世代の保険契約者が、将来の賦課方式給付を賄うための支払いを行うことになる。すべての公的保険

商品に関して保険契約を締結する義務により、賦課方式の基礎となる財源が保証されることになる。例えば、公的労働者

災害補償保険の場合、所与の年度に支払うべき賦課方式給付を賄うための拠出金は、フィンランド国内で従業員を有す

る、あるいは特定の年度にフィンランドの従業員を外国に配属したすべての雇用者から支払われる。したがって、公的保

険商品について規定する特別法に基づく賦課方式の財源は、フィンランドにおいて有給の仕事、車の交通又は医療が完全

に休止した場合にのみ破綻することになる。

 

11.4 任意の傷害及び健康保険

これらの任意の保険商品では、身体傷害又は疾病の治療により生じた医療費の補償金が支払われる。また、傷害又は疾

病により障害を負うか死亡した場合には、一時払給付が支給される。保険契約者は個人でも法人でもよい。両者の間の実

際の保険リスクに重要な差異はない。

 

11.4.1 保険事故の件数及び規模

その他の傷害及び健康保険では、保険事故の規模は小さいことが多い。最大級の保険事故は、多数の負傷者を伴う大災

害により引き起こされる可能性がある。指定された危険区域においては、保険カバーは無効となる。

契約に基づく保険金支払額を制限する目的で、被保険者について一般的に年齢の上限が設定されている。また、医療費

保険の被保険者は、主要規則として、健康に関する申告書を提供する必要がある。健康に関する申告書に基づき、被保険

者の補償の受給資格が制限されることがある。

年次自動更新契約が更新される際に、保険者は年に一度保険料及び契約条件を変更する権利を有する。ただし、保険に

関する法令では、保険料及び契約条件を変更する理由が制限されており、これらの理由は保険契約に列挙しなければなら

ない。また、損失事象を理由に保険契約が解除されることはない。

ポヨラは、大災害による累積的損失に備え、公的な任意の傷害及び健康保険という保険の種類について再保険カバーを

取得している。再保険に際しての自己保有額は５百万ユーロであり、保険金は最高で25百万ユーロまで支払われる。ま

た、自己勘定の残りの金額は、一般的な大災害再保険によりカバーされている。

 

11.4.2 将来キャッシュ・フローに係る不確実性
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医療費保険契約は、主に保険期間中に発生した医療費のみをカバーする契約である。健康保険に係る契約条件に基づ

き、医療費の増加に比例して保険料が引き上げられる可能性がある。したがって、医療費の変動状況が健康保険商品の将

来キャッシュ・フローに関する不確実性に重要な影響を与えることはない。

医療費の高騰は、長期間の補償の給付を要する疾病に関する医療費のキャッシュ・フローの予測に重要な影響を与え

る。医学の急速な進歩及び薬剤費の高騰は、医療費のインフレ率を上昇させることになる。

公的ヘルスケアの推移もまた、将来キャッシュ・フローに影響を与えることになる。税金で賄われる公的ヘルスケア・

サービスが減少する場合、医療費を医療費保険を通じて賄い始める人々が増加するであろう。

 

11.5 総合及び貨物保険

総合保険契約は、付保された自動車及び鉄道車両の損失又は損害をカバーする。総合保険ポートフォリオは、主に個人

及び法人が加入する総合自動車保険契約で構成されている。貨物保険は、主に法人の運送リスクを対象としており、運送

中の貨物の損失又は損害をカバーする。この保険商品はまた、主に個人が保険契約者である手荷物及びボート／ヨット保

険も含んでいる。

 

11.5.1 保険事故の件数及び規模

気象条件は、事故の件数及び規模に最も大きな影響を与える。したがって、支払保険金は夏期よりも冬期の方が多額で

ある。

貨物保険における最大のリスクは、海上輸送及び流通在庫に伴うリスクの集中に関連するものである。また、気象条件

は、暴風や洪水等、広範な地域にわたる累積リスクを伴うことがあり、冬期における雪や凍結道路によるリスクは、総合

保険につきものである。

自動車保険の保険料率の算出においては、無事故割引システムが採用されている。このシステムのもとでは、損失事象

の発生により保険料が引き上げられる。また、保険会社は、年に一度保険料を変更する権利を有している。ただし、保険

契約者である個人が支払う保険料は、保険契約で設定された条件を満たした場合にのみ変更することができる。

当グループは、多額の貨物の損失又は損害に備え、再保険カバーを取得している。再保険に際しての自己保有額は５百

万ユーロである。また、当グループは、大災害による自己勘定の損失に備え、財物及び事業中断保険と同様の再保険契約

に基づき、再保険カバーを取得している。この大災害保障に基づく自己保有額は、１件の損失事象につき合計５百万ユー

ロである。

自動車保険ポートフォリオの大半は、個人の保険契約で構成されている。その他の種類の保険リスクは、主に法人の加

入する保険で構成されている。

 

11.5.2 将来キャッシュ・フローに係る不確実性

個人の保険及び自動車保険の将来キャッシュ・フローの予測は、重要な不確実性を伴わない。ほぼすべての保険金が、

損失事象の発生から６ヶ月以内に支払われている。その他の保険契約については、保険金の支払期間が若干長い。

 

11.6 財物及び事業中断／間接損害保険

財物保険は、総合及び貨物保険の対象となる資産を除く被保険財物の損失又は損害をカバーする。財物保険ポートフォ

リオの過半数は、法人及びその他の組織が占めている。この保険商品にはまた、法人の財物に損害が生じたことによる事

業の中断から生じた財務的損失をカバーする事業中断保険も含まれる。

 

11.6.1 保険事故の件数及び規模

財物及び事業中断保険で共通の最大のリスクには、法人の生産設備及び建物が晒されている火災、自然現象及び破損の

リスク、並びに事業の中断に関連するリスクが含まれる。個人顧客の個人財産のリスクは小さく、関連する個人の保険事
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故は当グループの収益に重要な影響を与えない。個人顧客に対する支払保険金の大半は、漏電、火災及び盗難の保険事故

によるものである。

自然災害のリスクは、フィンランド及びバルト海沿岸地域では僅少とみなされていた。現行の調査に基づく知識による

と、最近の暴風の原因が気候変動によるものか気候条件の自然変異によるものかは不確実である。ただし、この調査は、

当グループの営業地域における気候条件が、少なくとも長期的に見て、変動している兆候があることを示唆している。

フィンランドにおける気温の上昇が暴風を強めているという明確な証拠はないが、夏期及び冬期の気候条件並びに、例え

ば降水量の増加については、概ね気温の上昇が影響していると予測される。

財物及び事業中断のリスクの選別において、当グループは、顧客層の様々な保険ニーズ及びソリューションに基づく標

準的な手法を適用している。保険料率の算出は、リスクの規模及び重大性に従って、段階的な方法で行われている。保険

料率の算出においては、リスクの規模及び重大性が大きくなるに従って、経営資源及び経営上の意思決定の機会が多く必

要となる。

顧客の選別及び割引に関する指針は、法人顧客及び機関投資家の格付において原則的な指針としての役割を果たす。顧

客の選別に関する指針は、例えば支払いの不履行の状況を考慮した、顧客となる資格を有する潜在的な顧客についての詳

細を提供する。大きなリスクを特徴とする企業について、当グループはより厳格なリスクの選別を行う。割引に関する指

針は、保険商品毎、及び一部の顧客層毎に割引を付与するための販売員、リスク管理者、保険引受担当者、及び監督者の

権限について規定している。当グループはまた、小規模会社の格付を管理するために、システム認証制度を適用してい

る。

当グループは、保険及び損失に関するデータ・ウェアハウスに基づく多角的な追跡及び分析システムを用いて、財物及

び事業中断保険契約の収益性をモニタリングする。収益性の分析は、保険商品、顧客層、事業部門及び顧客サービス組織

毎に行われる。

当グループは、保険契約の更新又は解除に関連して、保険契約を再評価する権利を有する。ただし、保険契約者である

個人から支払われる保険料については、保険契約に明示されている条件による場合にのみ変更することができる。

当グループは、財物及び事業中断保険ポートフォリオを非比例再保険特約に基づき再保険し、自己保有額を保険引受リ

スク毎に５百万ユーロとしている。また、当グループは、大災害による累積的保険事故に備え、再保険による保障を取得

している。

 

11.6.2 将来キャッシュ・フローに係る不確実性

財物及び事業中断保険の将来キャッシュ・フローの予測は容易に行うことができる。保険金は主に損失事象の発生から

１年以内に支払われ、損失額は信頼性をもって見積ることができる。全般的に見て、保険事故別の見積りに際しての最大

の不確実性は、新規事業の中断及び累積的損失に関連するものである。

暴風による損害の程度のモニタリングについて、当グループは、それぞれの暴風による損害を個別にモニタリングす

る。毎月の報告において、当グループは当初の全般的な見積損失を確定した支払保険金額と比較し、必要な場合見積りを

調整する。

 

11.7 賠償責任及び法定費用保険

賠償責任保険の要素を含む公的保険商品は、このグループに含まれない。純粋な賠償責任保険は、第三者が被った損害

を被保険者が賠償する責任を有している場合における損失をカバーする。このグループに関連する保険リスクの大半は、

法人による保険が占めている。法定費用保険は、法定費用から生じる財務的損失をカバーする。このグループに関連する

保険リスクの大半は、個人による保険カバーが占めている。

 

11.7.1 保険事故の件数及び規模

損害を賠償する責任について規定する法令及び法務が、賠償責任保険事故の件数及び規模に大きな影響を与える。
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個人による保険事故はお概ね小規模である。また、この保険の種類において、個人のリスクがリスク全体に占める割合

は僅かである。

法人による賠償責任保険の大半は、製造物責任保険及び企業総合賠償責任保険で構成されている。保険リスクの選別に

おいては、財物及び事業中断保険と同様の指針を適用している。製造物責任保険においては、例えば、１件の欠陥又は行

為により生じた一連の損失（いわゆる連続的な損失発生）のリスクは、同一の欠陥によりそれぞれ異なった時点で生じた

損失について、最初の損失が発見された期間における保険金額に合計して最大補償総額を適用するという形で削減され

る。

法定費用保険は、被保険者が負担した訴訟手続の費用をカバーする。被保険者は、例えば弁護士の選択を通じて訴訟手

続の費用を削減することができることから、法定費用保険は、損失全体のうちの特定の割合を常に顧客に負担させるとい

う比例控除方式を適用している。

賠償責任保険に対する当グループの自己保有額は、１件の損失事象につき４百万ユーロである。

 

11.7.2 将来キャッシュ・フローに係る不確実性

賠償責任保険は、損失の判明が遅いことを特徴としている。一旦損失が報告されても、損失の規模に関しては依然不確

実性が残る場合もある。ただし、最も重要な不確実性は、未知の損失の評価に関連するものである。

賠償責任保険においては、保険金を保険事故の発生時点毎に、又は保険金請求が行われた時点毎に特定することができ

る。この特定方法は、キャッシュ・フローの予測という観点で非常に重要である。損失の報告時点に従って損失を特定し

なければならない旨が保険契約に規定されている場合、保険契約者は、保険契約の失効から合意された期間を経過した後

は、新たに保険事故を申告することができなくなる。

法定費用保険によるキャッシュ・フローについては、重要な不確実性は存在しない。この保険商品の損失は常に即座に

報告されるためである。したがって、損失の規模は重要な不確実性を伴わない。

 

11.8 長期保険契約

長期保険契約とは、平均保険期間が最短でも２年間ある契約をいい、10年保険及び永久保険が含まれる。

 

11.8.1 保険事故の件数及び規模

10年保険契約の大半は、欠陥工事に対する保険契約である。居住用建物に関するこれらの保険契約においては、損失事

象として工事の欠陥及び建設業者のデフォルトが要件となる。10年保険契約の賠償責任期間は10年であることから、連続

的な損失発生リスクがある。極めて多数の工事の欠陥が報告されている建設業者に関するデフォルトのリスクは大幅に上

昇する。連続的な損失発生に備え、当グループは、引受期間１年当たりの累積的損失をカバーする超過損害率再保険特約

を有している。

永久保険の引受は、1970年代に終了した。被保険資産は、建物でも森林でもよい。保険契約者は、保険期間全体に対す

る一時払保険料を支払った。保険金が支払われるまで補償は無制限に有効である。保険契約者は解約する権利がある。イ

ンフレの影響により、保険金及びリスク又は永久保険は少額である。保険契約者は、主に個人で構成されている。

 

11.9 投資リスク

保険事業において、投資は、保険負債及び株主持分をカバーする資産で構成されている。投資リスクの管理を通じて、

ポヨラは、保険負債の構成及びソルベンシー目標を検討しつつ、許容可能なリスク水準のもとで投資ポートフォリオから

実現しうる最高の収益を獲得することを目標としている。

最も重要な投資リスクは、投資資産からの予想を下回る収益又は投資の減損という形で顕在化する市場、信用及び流動

性リスクにある。当グループは、資産の種類、契約相手方、企業、地域毎に投資をできるだけ効率的に分散化し、投資

ポートフォリオの流動性をできるだけ確保することによって投資リスクを軽減する。
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損害保険事業においては、投資業務は、年に一度取締役会によって承認される投資計画及び投資権限に基づいている。

これらには、意思決定権限及び機関とともに、資産の種類毎の投資の基本的な配分及び範囲、投資の組成、リスクの限度

枠が明示されている。

資産の種類毎の投資の基本的な配分は、主要な投資管理手段となる。その決定において、ポヨラは、経営環境及び見通

し、期待収益に関連する投資リスク、保険負債で設定される要件、当局が設定した要件、格付目標並びにリスク選好につ

いて検討する。

損害保険事業は、基本的配分を決定するために用いる資産／負債管理モデルを適用している。資産価値の変動及び積極

的な投資活動により、当グループは、規定された限度内で基本的配分から逸脱することもある。

投資業務について、業務執行役員会、リスク管理部門及び損害保険会社の取締役会に対して毎月報告が行われる。これ

らの報告には、投資した金額、資産の種類毎の利益計上額並びに基準指標及びリスク指標に基づく利益計上額が明示され

ている。

リスク管理部門は、投資計画で設定されたリスクの限度枠、配分限度枠を含む主要なリスクの限度枠、金利及び為替限

度枠、契約相手方の信用格付に関する制限並びに分散化に関する限度枠を日次でモニタリングしている。

 

11.9.1 市場リスク

市場リスクは、価格、金利及び為替リスクで構成されている。株価、金利、為替レート、コモディティ及び不動産の価

格の変動は、投資資産の価値及び年間収益に影響を与える。当グループは、損害保険事業の投資リスクとソルベンシー資

本との間の関係を評価するために、内部の資産／負債管理モデル及び市場リスク感応度分析を利用する。

株式、オルタナティブ投資及び不動産等の価格リスクを伴う資産への配分額には、上限が設定されている。当グループ

はまた、地域毎、産業毎に、様々な商品に対する投資を分散化することによって投資リスクを管理する。

 

11.9.2 金利リスク

感応度分析に加えて、確定利付ポートフォリオに関連する金利リスクが修正デュレーションを用いてモニタリングされ

る。投資計画によって、確定利付ポートフォリオの修正デュレーションの範囲がベンチマーク・ポートフォリオの修正

デュレーションに合致するように設定される。金利リスクの限度枠を決定する上で、損害保険事業は、保険負債の割引か

ら生じる金利リスクの影響を検討している。

 

11.9.3 為替リスク

為替リスクの管理において、損害保険事業は、投資と保険両業務から生じる為替リスクを検討する。損害保険事業で晒

されている為替リスクは、主に外国株式投資から生じる。投資計画には、為替リスクについて設定された限度枠が明示さ

れており、資産の種類毎の為替リスクのヘッジ方針が提示されている。当グループは、現在の市場に対する見方に基づ

き、リスクの限度枠内でヘッジの水準の変更を行っている。

 

11.9.4 デリバティブの利用

市場リスクの管理のために、当グループはデリバティブも利用する。投資計画には、毎年のデリバティブの利用の方針

について規定されている。金利、株式及びクレジット・デリバティブは、規定された限度枠内で、ヘッジ目的にもポート

フォリオのリスク水準の増加の目的にも利用することができる。為替デリバティブは、ヘッジ目的のみに利用される。デ

リバティブ契約は、規制された市場で、あるいは長期の格付が適格な契約相手方と締結することができる。

 

11.9.5 信用リスク

投資に関連する信用リスクは、発行者の信用リスク及びデリバティブ契約相手方のリスクから生じる。当グループは、

ポートフォリオを分散化し、ポートフォリオ内で信用リスクの高い投資の割合を限定することによって信用リスクを管理
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する。投資計画には、信用格付に関する制限及び単独の契約相手方に関する投資の上限が明示されている。当行は、投資

の意思決定に利用するために、格付のない発行者の内部信用リスク評価を行う。

 

11.9.6 流動性リスク

投資計画において、当グループは、年に一度流動性の状況を評価し、投資ポートフォリオの構築の際の流動性の要件に

ついて検討する。保険業務は、補償を付与する前に引受保険料の回収が行われることから、積極的な保険業務への取り組

みは、流動性の観点からはプラスである。短期金融市場ポートフォリオは、必要な場合にいつでも主要な流動性バッ

ファーとしての役割を果たす。株式及びノート／債券への投資は、主に上場商品及び流動性の高い商品で構成されてい

る。

 

次へ
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注記３　会計方針の変更

 

株主に分配される資産及び負債並びに非継続事業

OP協同組合の株式公開買付の実現を受けて、ポヨラ・グループは、組織変更を計画している。具体的には、例えば、損

害保険部門及びアセット・マネジメント部門をポヨラ・グループからOP協同組合の直接所有に移転する等である。アセッ

ト・マネジメント部門については、2015年中に移転が行われる予定である。これにより、アセット・マネジメント部門

は、IFRS第５号に従って、損益計算書上は非継続事業として、貸借対照表上は株主に分配される資産及び負債として報告

される。損害保険部門及びアセット・マネジメント部門は、IFRS第５号に従って、非継続事業として報告された。ただ

し、損害保険部門に関する組織変更は、１年超にわたって遅れているため、バンキング部門及びグループ業務部門と共に

継続事業に報告されている。当該組織変更による影響についての更に詳しい情報については、注記15に記載されている。

 

連結財務書類

2014年１月１日以降、ポヨラ・グループは、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」、IFRS第

12号「他の企業に対する持分の開示」及びこれらの基準により改訂されたIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対す

る投資」を適用している。IFRS第10号によれば、親会社が事業体を連結するか否かは支配に基づき判断する。当グループ

は、事業体への関与によって生じる変動リターンにさらされているか、又は当該変動リターンに対する権利を有してお

り、事業体に対するパワーを通じてこれらのリターンに影響を及ぼす能力を有している場合には、当該事業体を支配して

いる。当該基準の適用により、不動産投資ファンド２社が新たな子会社としてポヨラ・グループの財務書類に含まれてい

る。さらに、42社の不動産会社が現在、比例連結が適用される共同支配事業として報告されている。これらの新しい企業

はグループ業務部門及び損害保険部門のオペレーティング・セグメントに報告されている。また、非支配持分の所有者の

比率が増加している。

以下の表は、2013年度の損益計算書、包括利益計算書、貸借対照表並びにキャッシュ・フロー計算書に対する当該会計

方針変更による影響を示したものである。会計方針の変更には非継続事業も含まれている。
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2013年１月１日から12月31日における連結損益計算書への影響

 

百万ユーロ  従前の会計方針  新会計方針  

会計方針の変更に

よる影響

純利息収益  229  230  1

債権の減損  37  37   

減損控除後純利息収益  193  193  1

損害保険事業による純収益  529  528  0

純手数料収益  162  162  0

トレーディング純収益  93  93  0

純投資収益  39  46  7

その他営業収益  38  38  0

収益合計  1,053  1,060  7

人件費  184  184   

ICT費用  90  90   

減価償却/償却費  55  55  0

その他費用  251  252  1

費用合計  580  581  1

持分法を用いて会計処理された関連会社における持分利益／

損失  0  0   

税引前利益  473  479  6

法人税等  49  49  1

当期純利益  424  430  6

       

以下に帰属：       

親会社株主に帰属する利益  424  426  1

非支配持分に帰属する利益    4  4

合計  424  430  6
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2013年１月１日から12月31日における連結包括利益計算書への影響

 

百万ユーロ  従前の会計方針  新会計方針  

会計方針の変更に

よる影響

当期純利益  424  430  6

損益に区分変更されない項目       

確定給付年金制度の再測定によって

生じる利益/（損失）  0
 

0   

損益に区分変更される可能性のある項目       

公正価値評価差額準備金の変動       

公正価値測定によるもの  -1  1  2

キャッシュフロー・ヘッジによるもの  -16  -16   

為替換算差額  0  0  0

その他包括利益に係る法人税       

損益に区分変更されない項目       

確定給付年金制度の再測定によって

生じる利益/（損失）  -2
 

-2   

損益に区分変更される可能性のある項目       

公正価値測定によるもの  9  9  0

キャッシュフロー・ヘッジによるもの  5  5   

当期包括利益合計  419  426  7

       

以下に帰属：       

親会社株主に帰属する利益  419  421  2

非支配持分に帰属する利益    6  6

合計  419  426  7
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2013年１月１日現在の連結貸借対照表への影響

 

百万ユーロ  従前の会計方針  新会計方針  

会計方針の変更に

よる影響

現金及び現金同等物  5,643  5,643   

金融機関に対する債権  8,815  8,816  1

損益を通じて公正価値評価される金融資産       

トレーディング目的で保有する金融資産  246  246   

取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融

資産  9
 

9   

デリバティブ契約  4,462  4,462   

一般顧客に対する債権  13,839  13,834  -5

損害保険資産  3,523  3,500  -23

投資資産  5,431  5,548  117

持分法を用いて会計処理される投資  26  26   

無形資産  922  922   

有形固定資産  69  67  -2

その他資産  1,600  1,598  -1

税金資産  36  37  1

合計  44,623  44,710  87

 

百万ユーロ  従前の会計方針  新会計方針  

会計方針の変更に

よる影響

金融機関に対する負債  5,840  5,840   

損益を通じて公正価値評価される金融負債       

トレーディング目的で保有する金融負債  3  3   

デリバティブ契約  4,557  4,557   

一般顧客に対する負債  10,775  10,767  -8

損害保険負債  2,599  2,599   

公募発行負債証券  13,769  13,769   

引当金及びその他負債  2,550  2,572  22

税金負債  485  487  2

劣後負債  1,275  1,275   

負債合計  41,854  41,869  16

       

株主持分       

親会社株主に帰属する資本及び準備金       

株式資本  428  428   

公正価値評価差額準備金  167  171  4

その他準備金  1,093  1,093  0

利益剰余金  1,081  1,080  -1

非支配持分    69  69

株主持分合計  2,769  2,841  72

負債及び株主持分合計  44,623  44,710  87

2013年12月31日現在の連結貸借対照表への影響

 

百万ユーロ  従前の会計方針  新会計方針  

会計方針の変更に

よる影響
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現金及び現金同等物  2,046  2,046   

金融機関に対する債権  9,899  9,899  0

損益を通じて公正価値評価される金融資産       

トレーディング目的で保有する金融資産  435  435   

取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融

資産  9
 

9   

デリバティブ契約  3,444  3,444   

一般顧客に対する債権  14,515  14,510  -5

損害保険資産  3,539  3,502  -37

投資資産  7,427  7,574  147

持分法を用いて会計処理される投資  29  29   

無形資産  910  910   

有形固定資産  84  82  -2

その他資産  1,367  1,369  2

税金資産  15  15  0

合計  43,720  43,824  105

 

百万ユーロ  従前の会計方針  新会計方針  

会計方針の変更に

よる影響

金融機関に対する負債  4,789  4,789   

損益を通じて公正価値評価される金融負債       

トレーディング目的で保有する金融負債  4  4   

デリバティブ契約  3,420  3,420   

一般顧客に対する負債  10,188  10,183  -5

損害保険負債  2,746  2,746   

公募発行負債証券  16,097  16,097   

引当金及びその他負債  2,075  2,076  0

税金負債  375  378  3

劣後負債  984  984   

負債合計  40,677  40,675  -2

       

株主持分       

親会社株主に帰属する資本及び準備金       

株式資本  428  428   

公正価値評価差額準備金  164  168  4

その他準備金  1,093  1,093  0

利益剰余金  1,358  1,358  0

非支配持分    103  103

株主持分合計  3,043  3,150  107

負債及び株主持分合計  43,720  43,824  105

2013年１月１日から12月31日における連結キャッシュ・フロー計算書への影響

 

百万ユーロ  従前の会計方針  新会計方針  

会計方針の変更に

よる影響

営業活動によるキャッシュ・フロー       

当期純利益  424  426  1

当期純利益の調整  161  159  -2

営業資産の増加（－）又は減少（＋）  -4,150  -4,135  15

金融機関に対する債権  -986  -986   

損益を通じて公正価値評価される金融資産  -338  -338   
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デリバティブ契約  28  28   

一般顧客に対する債権  -736  -736   

損害保険資産  -77  -62  15

投資資産  -2,289  -2,285  4

その他資産  248  244  -3

営業負債の増加（＋）又は減少（－）  -2,040  -2,058  -19

金融機関に対する負債  -1,031  -1,031   

損益を通じて公正価値評価される金融負債  1  1   

デリバティブ契約  -10  -10   

一般顧客に対する負債  -588  -584  3

損害保険負債  48  48   

引当金及びその他の負債  -460  -482  -22

法人税の支払額  -126  -126   

配当金の受領額  51  55  3

A. 営業活動から生じた純資金  -5,680  -5,680  0

投資活動によるキャッシュ・フロー       

満期保有目的金融資産の減少  129  129   

子会社及び関連会社の買収（買収時収入額控除後）  -4  -4   

有形固定資産及び無形資産の購入  -45  -45   

有形固定資産及び無形資産の売却による収入  3  3   

B. 投資活動に使用した純資金  83  83   

財務活動によるキャッシュ・フロー       

劣後負債の減少  -271  -271   

公募発行負債証券の増加  24,340  24,340   

公募発行負債証券の減少  -21,833  -21,833   

配当金の支払額  -145  -145   

資本項目におけるその他の資金減少  0  0   

C. 財務活動に使用した純資金  2,092  2,092   

現金及び現金同等物の正味増加／減少額  -3,505  -3,506  0

現金及び現金同等物の期首残高  6,177  6,177  1

現金及び現金同等物の期末残高  2,671  2,672  0

利息の受領額  1,790  1,790   

利息の支払額  -1,582  -1,582   

当年度利益の調整       

非資金項目及びその他の調整       

債権の貸倒損失  40  40   

損害保険事業に係る正味未実現収益  108  108   

トレーディング活動に係る公正価値の変動  -199  -199   

為替業務に係る正味未実現利益  2  2   

投資不動産の公正価値の変動  1  -3  -3

予定償却／減価償却費  55  55  0

関連会社における持分利益  1  1   

その他  155  157  2

営業活動によるキャッシュ・フロー以外で表示

される項目   
 

   

キャピタル・ゲイン（投資活動によるキャッシュ・

フローの一部）  -1  -1  0

調整額合計  161  159  -2

現金及び現金同等物       

流動資産  2,051  2,051   

金融機関に対する要求払債権  620  621  0
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合計  2,671  2,672  0

 

その他の変更

 

賦課金

また、2014年期首以降、当グループはIFRIC解釈指針第21号「賦課金」を、当該解釈指針の効力発生前及びEUによる承

認前に採用している。当該解釈指針によれば、銀行賦課金に係る負債及び預金保険基金への拠出金から生じる負債は、当

該法規制に基づき賦課金が課された時点又は2014年１月１日に、全額貸借対照表の未収収益、前払費用、未払費用及び繰

延収益に認識される。この会計方針の変更による、これらの費用の損益認識基準への影響はない。

 

次へ
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連結損益計算書注記

 

注記４　純利息収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

利息収益     

金融機関に対する債権  68  65

顧客に対する債権  319  305

　貸付金  294  282

　ファイナンス・リース債権  24  22

　減損貸付金及びその他契約債務  1  2

ノート及び債券  166  154

　トレーディング目的で保有するもの  14  10

　損益を通じて公正価値評価されるもの  0  0

　売却可能  142  133

　満期保有目的  1  2

　貸付金及びその他債権  8  9

デリバティブ契約  1,369  1,246

　トレーディング目的で保有するもの  1,471  1,335

　公正価値ヘッジ  -114  -103

　キャッシュフロー・ヘッジ  12  13

　キャッシュフロー・ヘッジの非有効部分  -1  1

その他  12  2

合計  1,933  1,771

 

利息費用     

金融機関に対する負債  59  68

損益を通じて公正価値評価される金融負債  0  0

顧客に対する負債  26  27

公募発行負債証券  247  183

劣後負債  45  50

　劣後ローン  8  8

　その他  37  42

デリバティブ契約  1,288  1,213

　トレーディング目的で保有するもの  1,428  1,362

　キャッシュフロー・ヘッジ  -140  -149

その他  9  1

合計  1,675  1,542

ヘッジ会計に基づく公正価値調整前純利息収益  259  230

ヘッジ手段としてのデリバティブ  -185  -135

ヘッジ対象の価値の変動  183  135

純利息収益合計  257  230

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

注記５　債権の減損損失

 

百万ユーロ  2014年  2013年

貸倒損失により償却された債権  35  27

償却された債権の回収  -1  -4
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個別に評価された債権に係る減損損失

の増加  35  53

個別に評価された債権に係る減損損失

の減少  -48  -42

集合的に評価された減損損失  5  2

合計  25  37
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注記６ 損害保険事業による純収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

保険料収入     

　受取保険料  1,393  1,346

　未経過保険料の変動  -29  -37

保険料収入(総額)  1,364  1,309

　再保険会社持分  -54  -60

合計  1,310  1,249

純投資収益  173  131

保険金発生額     

　支払保険金(損失調整費用を除く)  828  786

　未払保険金に対する引当金の変動
**

 61  65

合計保険金発生額（総額）  889  851

　再保険会社持分  -44  -42

合計  845  809

その他損害保険項目  42  43

損害保険に係る純収益  597  528

 

保険料収入及び再保険料     

短期保険契約     

　受取保険料  1,390  1,342

　未経過保険料の変動  -31  -38

長期保険契約     

　受取保険料  3  4

　未経過保険料の変動  2  1

保険料収入(総額)  1,364  1,309

 

短期保険契約に対する再保険会社持分     

　受取保険料  -54  -56

　未経過保険料の変動  1  -3

長期保険契約に対する再保険会社持分     

　受取保険料  -1  -1

　未経過保険料の変動  0  0

再保険合計額  -54  -60

保険料収入(純額)  1,310  1,249
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損害保険による純投資収益     

貸付金及び債権     

　利息収益  5  5

　利息費用  -1  -1

　キャピタル・ゲイン及びロス  0   

　公正価値で計上された利益及び損失  1  -1

　減損    0

合計  5  3

 

損益を通じて公正価値で計上される金融資産による純収益     

利息収益     

　ノート及び債券  0  1

　デリバティブ  0  0

キャピタル・ゲイン及びロス     

　ノート及び債券    2

　デリバティブ  -22  -1

公正価値で計上された利益及び損失     

　ノート及び債券  1  3

　デリバティブ  -2  4

合計  -24  8

 

売却可能金融資産による純収益     

ノート及び債券     

　利息収益  51  53

キャピタル・ゲイン及びロス  35  -2

　当期中の公正価値評価差額準備金からの振替  25  21

　公正価値で計上された利益及び損失  1  0

　減損  0  -2

　合計  112  69

株式及び参加持分     

　配当金  18  26

　その他収益及び費用  3  4

　キャピタル・ゲイン及びロス  13  3

　当期中の公正価値評価差額準備金からの振替  41  19

　公正価値で計上された利益及び損失  -1   

　減損  -2  -8

　合計  72  44

合計  184  113
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投資不動産による純収益     

賃貸収入  17  17

キャピタル・ゲイン及びロス  0  -1

公正価値測定による価値の変動  2  4

メインテナンス費用  -10  -12

その他  -1  -1

合計  8  7

損害保険による純投資収益合計  173  131

 

割引のアンワインディング、損害保険

時間の経過に伴う損害保険の保険負債（割引後）（注記33）（割引のアンワインディング）の増加は、合計41(43)百万

ユーロである。割引のアンワインディングは、前月末の割引率を当月初めの保険負債残高に適用して月次で算定される。

2003年12月31日から2004年11月30日までの割引率は3.7％、2004年12月1日から2005年11月30日までの割引率は3.5％、

2005年12月1日から2007年11月30日までの割引率は3.3％、2007年12月1日から2011年11月30日までの割引率は3.5％、2011

年12月1日から2012年７月31日までの割引率は3.3％、2012年８月１日から2013年10月31日までの割引率は3.0％、2013年

11月1日から2014年７月31日までの割引率は2.8％、2014年８月1日から12月31日までの割引率は2.5％であった。

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

**
当該項目には、保険負債の割引率の変更に伴う62(38)百万ユーロが含まれている。

 

注記７　純手数料収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

手数料収益     

貸付  53  45

預金  0  0

送金  36  31

証券仲介  22  21

ミューチュアル・ファンド仲介  0  0

証券発行  10  8

アセットマネジメント及び法務サービス  1  2

保険業務  16  17

保証  15  16

その他  5  6

合計  158  148
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手数料費用     

送金  20  14

証券仲介  8  8

証券発行  3  4

アセットマネジメント及び法務サービス  3  3

その他  9  8

合計  44  37

純手数料収益  114  111

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

注記８　トレーディング純収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

トレーディング目的で保有する金融資産及び負債     

　キャピタル・ゲイン及びロス     

　　ノート及び債券  4  2

　　株式及び参加持分  0  0

　　デリバティブ  35  100

　　合計  39  102

　公正価値で計上された利益及び損失     

　　ノート及び債券  2  -1

　　株式及び参加持分    0

　　デリバティブ  10  -30

　　合計  12  -31

　配当収入     

損益を通じて公正価値評価される資産及び負債     

　キャピタル・ゲイン及びロス     

　　ノート及び債券  0   

　　合計  0   

　公正価値で計上された利益及び損失     

　　ノート及び債券  -1  0

　　合計  -1  0

為替業務による純収益     

　為替  -78  -1

　その他  106  22

合計  77  93

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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注記９　純投資収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

売却可能金融資産     

ノート及び債券     

　キャピタル・ゲイン及びロス  11  14

　当期中の公正価値評価差額準備金からの振替  0  1

株式及び参加持分     

　キャピタル・ゲイン及びロス  5  1

　当期中の公正価値評価差額準備金からの振替  9  1

　減損  -1  0

配当収入  43  28

売却可能金融資産合計  67  44

 

償却原価で計上された金融資産     

貸付金及びその他債権     

　キャピタル・ゲイン及びロス  -1  0

償却原価で計上された金融資産合計  -1  0

 

投資不動産     

賃貸収入  6  4

公正価値測定による利益及び損失  -2  3

メインテナンス費用  -5  -4

その他  0  0

投資不動産合計  -2  2

純投資収益合計  64  46

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

注記10　その他営業収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

自社使用の不動産による賃貸収入  0  0

自社使用の不動産に係るキャピタル・ゲイン  0  1

中核銀行業務のサービス手数料  8  8

再取得項目の売却  0   

オペレーティング・リースに基づき貸し出された資産による

賃貸収入
6  10

損害保険に係る再保険手数料  2  2

その他  16  15

合計  32  36

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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注記11　人件費

 

百万ユーロ  2014年  2013年

賃金及び給与  116  118

変動報酬  15  18

年金費用  24  26

　確定拠出型年金  19  20

　確定給付型年金  4  6

その他社会保障費用  9  9

合計  163  170

 

注記12　減価償却費及び償却費

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

減価償却費及び償却費     

　建物  3  1

　機械及び設備  1  1

　企業結合関連無形資産  21  21

　その他無形資産  21  19

　リース資産  5  7

　その他  0  0

　合計  52  51

減損損失     

　自社使用の不動産  0  1

　合計  0  1

合計  52  52

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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注記13　その他費用

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

その他管理費用     

事務所費用  47  33

通信費  9  9

マーケティング費用  6  7

社会貢献活動費用  1  1

その他管理費用  41  51

合計  104  101

賃借料  2  3

自社使用の不動産及び事業用土地に係る費用  24  25

自社使用の不動産に係るキャピタル・ロス  0   

再取得項目の売却に係る費用  1  1

損害保険に係る再保険費用  2  3

損害保険に係る貸倒損失  4  6

銀行賦課金  20  19

その他
**

 100  83

合計  258  241

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

**
当該項目は、監査人に対して支払われた監査報酬321,000(292,000)ユーロ、監査法の第１節第１項第２段落で言及さ

れている業務に係る報酬119,000(143,000)ユーロ、法務相談に係る報酬20,000(154,000)ユーロ及びその他のサービスに

係る報酬118,000(386,000)ユーロを含んでいる。

**
OPフィナンシャル・グループの会員銀行に対して支払われた保険商品の販売手数料61(51)百万ユーロを含む。

 

注記14　法人税

 

百万ユーロ  2014年  2013年
*

当期税金  105  90

過年度に関する税金  24  -6

繰延税金  -21  -40

法人税等  107  43

法人税率（％）  20.0  24.5
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損益計算書に計上された税金費用と実効税率で計算された税金費用との調整

 

百万ユーロ
 2014年  2013年

*

税引前利益  548  456

税率20.0％で算定された税額（2013年：24.5％）  110  112

　過年度に関する税金  24  -6

　非課税所得  -25  -9

　税務上の損金不算入費用  10  7

　未認識の繰越欠損金の再評価  -1  0

　税額調整  -9  6

　2014年1月1日における税率変更    -65

　その他の項目  -1  0

税金費用  107  43

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

注記15　株主に分配される資産及び負債並びに非継続事業

OP協同組合がポヨラ・バンク・ピーエルシーの株式の任意の公開買付を行ったことにより、ポヨラ・グループは組織上

の変更を実施する予定である。予定では、OP協同組合はアセットマネジメント部門の所有者となり、この所有権の移転は

会社分割として帳簿価額で実施される。この会社分割は2015年中に実施される見通しである。これにより、アセットマネ

ジメント部門の資産及び負債は、IFRS第５号に従い、2014年６月30日現在、貸借対照表上で株主に分配される資産及び負

債として、また損益計算書上で非継続事業として別個に表示される。
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a）非継続事業の業績

アセットマネジメント部門

百万ユーロ  2014年  2013年

純手数料収益  64  51

持分法を用いて会計処理される関連会社における

持分利益／損失  1  0

その他利益及び費用  -30  -30

税引前利益  36  21

税金  7  6

当期の非継続事業の業績  29  15

非継続事業の親会社株主持分  29  15

合計  29  15

 

b）株主に分配される資産及び関連負債

アセットマネジメント部門資産

百万ユーロ  2014年

金融機関に対する債権  7

投資資産  0

持分法を用いて会計処理される投資
*

 27

無形資産  102

有形固定資産  0

その他資産  30

アセットマネジメント部門資産合計  167

 

*
アセットマネジメント部門は、1社の重要な関連会社であるアクセス・キャピタル・パートナーズ・グループ・エス・

エーを所有しており、OPフィナンシャル・グループの2014年の財務書類注記54に同社に関する特定の情報が表示されてい

る。

 

無形資産には、のれん97百万ユーロ及びその他無形資産５百万ユーロが含まれている。

 

百万ユーロ   

その他の保有高   

株主に分配されるその他資産  39

株主に分配される資産合計  205
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アセットマネジメント部門負債

百万ユーロ  2014年

引当金及びその他負債  10

アセットマネジメント部門負債合計  10

移転に関するその他負債   

会社分割で割り当てられた負債  195

   

株主に分配される資産に関連する負債合計  205

 

株主に分配される資産に関連する株主持分

百万ユーロ  2014年

公正価値評価差額準備金  0

利益剰余金  0

合計  0
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連結貸借対照表注記

 

注記16　現金及び現金同等物

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

現金  1  1

中央銀行預け金（要求払）     

　ポヨラ・バンクの最低準備預金  537  527

　当座勘定  3,236  1,518

現金及び現金同等物合計  3,774  2,046

 

ユーロ体制に基づく最低準備金制度に従って、金融機関は各国の中央銀行に最低準備預金を預け入れる義務を負ってい

る。準備預金は、準備預金の対象に準備率を乗じたものになっており、それは欧州中央銀行により規定されているもので

ある。この準備預金の対象には、預金（定期）及び最長満期２年の負債証券が含まれているが、最低準備金義務の対象と

なるその他の当事者からの預金は含まれていない。現在、この準備預金は準備預金の対象の１％である。OPフィナンシャ

ル・グループ内の金融機関は、ポヨラ・バンク・ピーエルシーに準備預金を預託している。ポヨラ・バンク・ピーエル

シーは、OPフィナンシャル・グループの金融機関によって承認された代理人としての役割を果たし、OPフィナンシャル・

グループのフィンランド銀行への預金義務に対する責任を負っている。
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注記17　金融機関に対する債権

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

金融機関に対する債権     

　預金     

　　要求払  484  621

　　その他    1

　合計  484  622

　　うち、３ヶ月未満で期日を迎える金融機関に対する債権 484  622

　貸付金及びその他債権     

　　要求払     

　　　その他金融機関    0

　合計    0

　その他     

　　OPフィナンシャル・グループの金融機関  9,323  8,740

　　その他金融機関  449  537

　合計  9,772  9,277

金融機関に対する債権合計  10,257  9,899

劣後債権を含む金融機関に対する債権  42  42

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

注記18　損益を通じて公正価値評価される金融資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

トレーディング目的で保有する金融資産     

　国債  3  8

　譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパー  29  4

　社債  19  6

　債券  308  409

　その他のノート及び債券  0  7

　株式及び参加持分  0  1

合計  360  435

取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産    

　債券  0  9

合計  0  9

損益を通じて公正価値評価される金融資産合計  360  444
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市場価格及び発行体別に表示した損益を通じて公正価値評価されるノート及び債券並びに株式及び参加持分

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

トレーディング目的で保有する金融資産

百万ユーロ

 ノート及び

債券  

株式及び

参加持分  

ノート及び

債券  

株式及び

参加持分

市場価格         

　公的機関  3    8   

　その他  310    399   

その他         

　公的機関  29    4   

　その他  18  0  23  1

合計  360  0  434  1

 

取引開始時に損益を通じて公正価値評価

される金融資産

百万ユーロ

 2014年12月31日  2013年12月31日

 ノート及び

債券  

株式及び

参加持分  

ノート及び

債券  

株式及び

参加持分

市場価格         

　その他      4   

その他         

　その他  0    5   

合計  0    9   

損益を通じて公正価値評価される金融資産合計 360  0  443  1

 

損益を通じて公正価値評価される金融資産には、中央銀行からの借換えに利用可能なノート及び債券205(234)百万ユー

ロ及び上場劣後ノート及び債券19(11)百万ユーロが含まれる。
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注記19　デリバティブ契約

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

トレーディング目的で保有するもの     

　金利デリバティブ  4,867  2,836

　為替デリバティブ  652  169

　エクイティ・デリバティブ  62  108

　クレジット・デリバティブ  2  3

　その他  54  55

合計  5,637  3,171

ヘッジ手段としてのデリバティブ契約     

　公正価値ヘッジ     

　　金利デリバティブ  216  218

　　為替デリバティブ  83  38

キャッシュフロー・ヘッジ     

　　金利デリバティブ  10  17

合計  309  273

デリバティブ契約合計  5,946  3,444

 

貸借対照表上のデリバティブ契約には、正の方向への価値変動及び支払プレミアムが含まれている。

 

注記20　一般顧客に対する債権

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

一般顧客及び公共企業に対する債権  11,183  10,698

ノート及び債券  19  50

ファイナンス・リース債権  1,162  1,148

その他債権     

　その他  3,401  2,874

貸付金に係る減損損失     

　信用リスクに基づくもの  -252  -259

一般顧客に対する債権合計  15,513  14,510

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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貸付金及び保証の減損における変動

 

 

百万ユーロ

 
貸付金  ノート及び債券  銀行保証債権  未収利息  合計

減損（2014年1月1日現在）  260  0  1  -3  259

個別に評価された貸付金及び

債権の減損における増加

 

27    10  -13  24

集合的に評価された貸付金及び

債権の減損における変動

 

5        5

個別に評価された貸付金及び

債権の減損の戻入れ

 

-22      15  -7

貸借対照表からの認識を中止し

た貸付金及び保証債権、

 

         

　うち、個別に評価された減損

認識額

 

-29        -29

貸付金の減損に係る換算差額           

減損（2014年12月31日現在）  241  0  12  -1  252

 

 

百万ユーロ

 
貸付金  ノート及び債券  銀行保証債権  未収利息  合計

減損（2013年1月1日現在）  240  7  0  -2  246

個別に評価された貸付金及び

債権の減損における増加

 

52    1  -12  41

集合的に評価された貸付金及び

債権の減損における変動

 

2        2

個別に評価された貸付金及び

債権の減損の戻入れ

 

-22      12  -11

貸借対照表からの認識を中止し

た貸付金及び保証債権、

 

         

　うち、個別に評価された減損

認識額

 

-12  -7      -19

貸付金の減損に係る換算差額    0      0

減損（2013年12月31日現在）  260  0  1  -3  259
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ファイナンス・リース債権

ポヨラ・グループは、主としてファイナンス・リースを通じて輸送設備及び工業機械・設備を提供している。

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

ファイナンス・リース期間     

　1年未満  307  322

　1年から5年  550  528

　5年超  393  390

ファイナンス・リースへの投資(総額)  1,250  1,240

　前受金融収益（－）  -88  -93

最低リース料の現在価値  1,162  1,148

最低リース料債権の現在価値     

　1年未満  288  302

　1年から5年  509  487

　5年超  365  358

合計  1,162  1,148

当事業年度における増加（総額）  359  487

 

注記21　損害保険資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

投資     

貸付金及びその他債権  15  16

株式及び参加持分  463  471

投資不動産  161  152

ノート及び債券  2,330  2,035

デリバティブ契約  12  4

その他参加持分  231  300

合計  3,211  2,979

その他資産     

前払及び未収収益  33  40

その他     

　元受保険からのもの  404  324

　再保険からのもの  100  90

　手許現金及び預金  41  4

　その他債権  66  64

合計  643  523

損害保険資産合計  3,854  3,502
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損害保険投資

 

貸付金及びその他債権     

貸付金及びその他債権  14  15

出再預け金  1  1

合計  15  16

損益を通じて公正価値評価される金融資産     

　ノート及び債券  7  6

　デリバティブ契約  12  4

　合計  19  10

売却可能金融資産     

　ノート及び債券  2,323  2,029

　株式及び参加持分  463  471

　その他参加持分  231  300

　合計  3,016  2,800

投資不動産     

　土地及び水域  23  22

　建物  138  131

　合計  161  152

損害保険投資合計  3,211  2,979

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

市場価格及び発行体別に表示した損益を通じて認識される損害保険関連のノート及び債券、並びに株式、参加持分及びデ

リバティブの内訳

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

百万ユーロ
 

ノート

及び債券
 

株式及び

参加持分
 

デリバ

ティブ契

約

 
ノート

及び債券
 

株式及び

参加持分
 

デリバ

ティブ契

約

市場価格             

　その他  7      6     

その他             

　その他      12      4

合計  7    12  6    4
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損害保険に係る売却可能金融資産

2014年12月31日

百万ユーロ

 売却可能ノート及び債券  売却可能株式及び参加持分

 
公正価値  償却原価  合計  公正価値  原価  合計

*

市場価格             

　公的機関  503    503       

　その他  1,819    1,819  435    435

その他             

　その他  0    0  258    258

合計  2,323    2,323  693    693

　当事業年度における減損損失  0    0  -2    -2

 

*
売却可能株式及び参加持分は、株価リスクを伴う株式及びミューチュアル・ファンド463 (471)百万ユーロ及びその他の

参加持分231(300)百万ユーロを含んでいる。その他の参加持分は主に、債券、マネー・マーケット・ファンド、転換社

債、コモディティ、ヘッジ・ファンド及び不動産ファンドより構成されている。

 

損害保険に係る売却可能金融資産は、主にデリバティブ取引の担保より構成される、差入れ担保２（４）百万ユーロを含

む。

 

損害保険に係る売却可能金融資産

2013年12月31日
**

百万ユーロ

 
売却可能ノート及び債券  売却可能株式及び参加持分

 
公正価値  償却原価  合計  公正価値  原価  合計

*

市場価格             

　公的機関  465    465       

　その他  1,549    1,549  581    581

その他             

　その他  14    14  191    191

合計  2,029    2,029  771    771

　当事業年度における減損損失  -2    -2  -8    -8

 

**
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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損害保険に係る投資不動産の変動

百万ユーロ  
2014年  2013年

*

取得原価（１月１日現在）  133  143

増加  11  18

減少  -5  -8

　項目間の振替  0  -20

取得原価（12月31日現在）  138  133

公正価値の累積的変動（1月1日現在）  19  17

　当事業年度における公正価値の変動  2  4

減少  1  -2

公正価値の累積的変動（12月31日現在）  22  19

帳簿価額（12月31日現在）  161  152

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

投資不動産に係る建設及び修繕債務は、０(２)百万ユーロであった。保有投資不動産の公正価値には負債の一部が含ま

れている。

損害保険に係る保有投資不動産の合計94％(又は150百万ユーロ)は、認定不動産鑑定士である外部の不動産鑑定士に

よって評価された。この外部の不動産鑑定士はレリア・グループ・オーワイ のアンティ・フオタリであった。

 

注記22　投資資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

売却可能金融資産     

　ノート及び債券  7,782  7,108

　株式及び参加持分  101  175

　合計  7,882  7,283

満期保有金融資産     

　ノート及び債券  144  202

　合計  144  202

投資不動産     

　土地及び水域  5  5

　建物  80  83

　合計  85  88

投資資産合計  8,112  7,574

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

投資不動産には、2014年及び2013年に担保として受け取った不動産は含まれていない。
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2014年12月31日現在の売却可能金融資産及び満期保有目的投資

 

 売却可能ノート及び債券  売却可能株式及び参加持分   

百万ユーロ
公正

価値
 

償却

原価
 合計  

公正

価値
 原価  合計  

満期保

有目的

投資

市場価格              

　公的機関 7,302    7,302         

　その他 398    398  7    7  144

その他              

　その他 82    82  83  11  94   

合計 7,782    7,782  90  11  101  144

              

　当事業年度における減損損失       -1    -1   

 

売却可能金融資産には、公的機関以外が発行する市場価格のある劣後ノート及び債券は含まれていなかった。16 (14)

百万ユーロのプライベート・エクイティ・ファンドへの投資は公正価値で測定されている。取得原価で測定された投資の

公正価値を、信頼性をもって決定することは不可能であった。満期保有目的投資には、中央銀行からの借換えに利用可能

なノート及び債券130(187)百万ユーロ並びにその他の上場ノート及び債券14 (15)百万ユーロが含まれていた。

 

2013年12月31日現在の売却可能金融資産及び満期保有目的投資
*

 

  売却可能ノート及び債券  売却可能株式及び参加持分   

百万ユーロ

 
公正

価値
 

償却

原価
 合計  

公正

価値
 原価  合計  

満期保

有目的

投資

市場価格               

　公的機関  6,725    6,725         

　その他  322    322  7    7  202

その他               

　その他  61    61  105  64  169   

合計  7,108    7,108  111  64  175  202

               

　当事業年度における減損損失        0    0   

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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投資不動産の変動

百万ユーロ  2014年  2013年
*

取得原価（1月1日現在）  86  67

　増加    19

　減少  -2   

　項目間の振替     

取得原価（12月31日現在）  84  86

公正価値の累積的変動（1月1日現在）  3  0

　当事業年度における公正価値の変動  -2  3

　減少  1   

公正価値の累積的変動（12月31日現在）  2  3

帳簿価額（12月31日現在）  85  88

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

投資不動産の公正価値の変動は、「純投資収益」として認識されている。保有投資不動産の公正価値には負債の一部が

含まれている。

オペレーティング・リースに基づき、リースされている投資不動産に関する情報については、注記81に記載されてい

る。

保有投資不動産は、外部の不動産鑑定士であってカテラ・プロパティ・オーワイに雇用されているライノ・ペス（理学

修士）及びヴィル・ヴァーラサ（理学修士）よって評価された。ライノ・ペスは、認定不動産鑑定士かつ認定不動産業者

であり、鑑定の専門家である。ヴィル・ヴァーラサは鑑定の専門家である。

 

注記23　所有目的区分が変更されたノート及び債券

以下の表は、所有目的区分が変更されたノート及び債券の帳簿価額及び公正価値を示している。

 

百万ユーロ

2014年12月31日

 

帳簿価額  公正価値  実効金利  

信用リスクに

よって生じた

減損

貸付金及びその他債権  231  245  5.5   

満期保有目的投資  59  56  4.3   

売却可能金融資産  45  45  4.2   

合計  335  347     

 

百万ユーロ

2013年12月31日

 

帳簿価額  公正価値  実効金利  

信用リスクに

よって生じた

減損

貸付金及びその他債権  298  306  5.2   

満期保有目的投資  99  89  4.2   

売却可能金融資産  42  42  4.2   

合計  438  436     

 

ノート及び債券が所有目的区分が変更されず、市場で入手可能な公正価値を用いて評価した場合

 

  2014年  2013年

百万ユーロ

 
損益計算書  

公正価値評価

差額準備金
 損益計算書  

公正価値評価

差額準備金
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バンキング部門  2    -1   

損害保険部門  0  0  0  -1

グループ業務部門  12  -1  29  -3

合計  13  -1  27  -3

 

貸付金及び債権並びに満期保有目的投資は2008年に区分変更された。売却可能金融資産は2012年に区分変更された。

 

1月から12月における区分変更されたノート及び債券に係る未収利息は、合計８(10)百万ユーロであった。額面価額と

取得原価との差額として損益計算書上に認識されている金額は、合計２(３)百万ユーロであった。ノート及び債券に関し

て認識されたキャピタル・ロスは、１(２)百万ユーロであった。ノート及び債券に関して認識された減損損失は0(０)百

万ユーロであった。当グループは、金利リスクをヘッジするためにデリバティブを用いており、2008年10月1日よりヘッ

ジ会計を適用している。ヘッジ手段としてのデリバティブ契約に関して認識された正の時価評価額は３(６)百万ユーロで

あった。

 

注記24　持分法を用いて会計処理される関連会社への投資

貸借対照表計上額

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

関連会社  2  29

合計  2  29

 

損益計算書計上額

百万ユーロ  2014年  2013年

関連会社  0  0

合計  0  0

 

関連会社及び共同支配企業に対する投資

ポヨラ・グループの継続事業には、2014年12月31日現在、個別に重要でない関連会社１社が含まれている。当グループ

は、オートヴァーヒンコケスクス・オーワイに対し27.75％（27.75）の持分を有している。ポヨラ・グループには共同支

配企業への投資はない。

ポヨラ・グループの関連会社に対する投資には市場価格がなく、それらの投資に関する偶発債務はない。
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連結財務書類に含まれているすべての個別に重要でない関連会社及び共同支配企業に関する財務情報の概要

  持分法を用いて連結される関連会社

百万ユーロ  2014年  2013年

継続事業利益  0  0

包括利益  0  0

 

注記25　無形資産

 

無形資産の変動

百万ユーロ
 のれん  ブランド  

保険契約

及び契約獲得

費用に

関連する

顧客関係

 
その他

無形資産
 合計

取得原価（2014年１月１日現在）  519  179  301  259  1,258

増加        24  24

減少        -1  -1

株主に分配される資産への振替  -97      -39  -136

項目間の振替        0  0

取得原価（2014年12月31日現在）  422  179  301  243  1,146

償却及び減損累計額（2014年１月１日現在）    -7  -194  -148  -349

当事業年度中の償却      -24  -22  -45

減少        0  0

株主に分配される資産に係る減価償却        33  33

その他の変動        0  0

償却及び減損累計額（2014年12月31日現在）    -7  -218  -136  -360

帳簿価額（2014年12月31日現在）  422  172  84  107  786

 

その他無形資産には、帳簿価額81百万ユーロのコンピュータ・ソフトウェア及び27百万ユーロの開発中のコンピュー

タ・ソフトウェアが含まれている。

償却、減損及び減損の戻入れは、損益計算書上のその他営業費用に計上されている。
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無形資産の変動

百万ユーロ
 のれん  ブランド  

保険契約

及び契約獲得

費用に

関連する

顧客関係

 
その他

無形資産
 合計

取得原価（2013年１月１日現在）  519  179  301  230  1,230

増加        31  31

減少        -3  -3

項目間の振替           

取得原価（2013年12月31日現在）  519  179  301  259  1,258

償却及び減損累計額（2013年１月１日現在）    -7  -170  -131  -308

当事業年度中の償却      -24  -20  -43

減少        3  3

その他の変動           

償却及び減損累計額（2013年12月31日現在）    -7  -194  -148  -349

帳簿価額（2013年12月31日現在）  519  172  108  111  910

 

その他無形資産には、帳簿価額92百万ユーロのコンピュータ・ソフトウェア及び17百万ユーロの開発中のコンピュー

タ・ソフトウェアが含まれている。

償却、減損及び減損の戻入れは、損益計算書上のその他営業費用に計上されている。

 

耐用年数が不確定な無形資産

百万ユーロ
 2014年12月31日  2013年12月31日

のれん  422  519

ブランド  172  172

合計  595  691

 

企業結合を通じて取得したのれん及びブランドによるキャッシュ・フローへの影響は、不確定期間にわたるため、これ

らの耐用年数は不確定と見積られている。

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

その他の最も重要な無形資産  

帳簿価額

百万ユーロ  

残存

償却期間  

帳簿価額

百万ユーロ  

残存

償却期間

顧客関係  84  １～４年  108  ２～５年

ソフトウェア  81  ２～５年  92  ２～５年

開発中のソフトウェア  27    17   

 

のれんは、2005年のポヨラ・グループ・ピーエルシーの事業買収及び2008年のポヨラ・ファイナンス・リミテッド（旧

称ケー・ファイナンス・リミテッド）の買収の一環として取得したものであった。2011年に、法人向けの戦略的ウェルネ

ス・サービスを提供するエクスセンタ・リミテッドの買収により、のれんが増加した。ブランド、顧客関係及び大部分の

コンピュータ・ソフトウェアは、損害保険事業の買収の一環として取得したものであった。

 

のれんの減損テスト
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のれん

百万ユーロ
 2014年  2013年

損害保険  410  410

ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド
*  

  97

リース及びファクタリング・サービス  13  13

合計  422  519

 

*
非継続事業

 

ポヨラ・グループののれんは、すべてポヨラ・グループ・ピーエルシー、ポヨラ・ファイナンス・リミテッド及びエク

スセンタ・オーワイの事業買収に由来するものである。のれんは、いわゆる取得原価配分法（以下、「PPA」という。）

により算定された。結果として生じたのれんは、資金生成単位（以下、「CGU」という。）に含まれる事業セグメント又

は事業体のいずれかに配分された。PPAに従って取得原価の算定が行われたCGU（すなわち、損害保険、アセットマネジメ

ント及び金融会社サービス）について、IAS第36号に従ってのれんの減損テストが実施された。当事業年度中、ポヨラ・

ヘルス・リミテッドはポヨラ・インシュアランス・リミテッドに合併された。福利厚生サービスののれんの減損テストに

ついて、当グループは個別のCGUの算定を中止したため、当該のれんは損害保険ののれんの一部としてテストされてい

る。

のれんの減損テストの目的上、ポヨラ・グループのCGUの価値は、「超過収益」法を用いて算定された。したがって、

当期及び将来期間の利益からは、株主持分に設定されている要求利益が控除されている。キャッシュ・フローの現在価値

の算定にあたっては、株主持分に設定されている要求利益率に対応する割引率を用いて超過収益が割り引かれた。

IAS第36号に基づき、残存価額を含む５年間がテスト実施期間と決定された。

キャッシュ・フローの算定で用いられている予測は、2012年にポヨラによって承認された2015年から2017年までの戦略

的数値に基づくものであり、2016年より後の期間の予測については、将来の事業展開から導き出されたものである。予測

期間後のキャッシュ・フローの増加率は、２％から９％の範囲である。

算定に用いた割引率は、使用価値の算定方法に従った市場ベースの資本コスト（すなわち、投資家に帰属する資本の価

値のみをキャッシュ・フローに基づき算定し、その価値を株式資本に対する要求利益率を用いて割り引いたもの）であっ

た。算定に用いた税引前の割引率（すなわち、IFRS WACC）は、6.7％から11.3％の範囲で変動した。2013年においては、

9.9％から15.3％の範囲で変動した。ポヨラは、市況情報に基づく割引率と調和させるため、損害保険に関する割引率を

0.9％、金融会社サービスに関する割引率を1.1％引き下げた。

のれんの減損テストの結果、減損は認識されなかった。

各CGUについて、各CGUの主要なパラメータに基づき、個別に感応度分析が行われた。

損害保険事業の感応度分析においては、前年と同じように、割引率、コンバインド・レシオ（％）及び純投資収益率

（％）が主要なパラメータとして用いられた。感応度分析の結果は、前年度から著しい変動はなかった。テスト期間全体

を通じて、テストされた１つのパラメータのみが変動しその他のパラメータが不変である場合、予測に対して割引率が

8.4％増加し、コンバインド・レシオが6.7％増加し、純投資収益率が2.4％減少すると、減損リスクを伴うこととなると

いう結果であった。2013年の結果では、テスト期間全体を通じて、予測に対して割引率が5.9％増加し、コンバインド・

レシオが3.9％増加し、純投資収益率が1.6％減少した場合に、減損リスクを伴うこととなった。

リース及びファクタリング・サービスの感応度分析においては、割引率、ローン・ポートフォリオの増加率（％）及び

費用の増加率（％）が主要なパラメータとして用いられた。前年と同じパラメータが使用された感応度分析の結果は、前

年度から著しい変動はなかった。テスト期間全体を通じて、その他のパラメータが不変である場合、予測に対して割引率

が11％増加し、ローン・ポートフォリオが16％減少し、費用が23％増加すると、減損リスクを伴うこととなるという結果

であった。2013年の結果では、テスト期間全体を通じて、予測に対して割引率が7.5％増加し、ローン・ポートフォリオ

が9.7％減少し、費用が10％増加すると、減損リスクを伴うこととなった。
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ブランドの減損テスト

ポヨラ・グループのブランドは、すべてポヨラ・グループ・ピーエルシーの事業買収に由来している。減損テストは、

IAS第36号に従って、ポヨラ、エウローッパライネン、エー・ヴァクートゥス（A-インシュアランス）及びシーサムのブ

ランドに関して実施された。

ブランドの価値は、「ロイヤルティ免除」法を用いて算定された。したがって、当該価値は、将来において、ブランド

を所有することにより生じるロイヤルティ節約額を、現在価値に割り引いたものとされている。算定に用いた割引率は、

損害保険に関して定義された市場ベースの資本コストに、資産固有のリスク・プレミアムを加味したものであった。ポヨ

ラは、損害保険に関して、市況情報に基づく割引率と調和させるため割引率を0.9％引き下げた。さらに、2014年におい

て、PPA手続及び前年度の減損テストに用いたものと同じリスク・プレミアム及び対応するロイヤルティ料率が適用され

た。

ブランドの減損テスト実施期間は、IAS第36号に基づき主に５年間と算定された。ポヨラ・ブランドの減損テスト実施

期間は、当該ブランドの使用が今後数年で成長する全く新しい事業を対象とするために拡大されたことから、例外的に15

年と算定された。キャッシュ・フローの算定に用いられた予測は、損害保険に関して更新された2015年から2017年までの

戦略的数値に基づくものであり、その後の期間の予測については、将来の事業展開から導き出されたものである。２％の

インフレ予測が、予測期間後のキャッシュ・フローの増加として用いられた。

2014年秋、OPフィナンシャル・グループ中央協同組合の監査委員会は、損害保険をバンキング及びウェルネスマネジメ

ントとともにOPブランドにすることを決定した。ポヨラ・ブランドは主として医療及び福利厚生事業並びにこれに密接に

関連した損害保険商品において使用される。ポヨラ・ブランドの減損テストの一環として、当グループは、上記のテスト

で使用される耐用年数並びにテスト期間、割引率、リスク・プレミアム及びロイヤルティ料率の変更による影響を評価し

た。結果として、当グループは、IAS第36号に従い、当該ブランドは耐用年数を確定できない無形資産であることを確認

した。当該ブランドは初期段階に大きく成長することが見込まれる新規事業において使用されるため、減損テスト期間は

15年間に延長された。新規の医療及び福利厚生事業は損害保険に密接に関連しているため、当グループはパラメータに大

幅な変更を行っていない。当該ブランドのテストにおいて、当グループは、ブランドの傘下で運営する事業の純売上高と

比較したキャッシュ・フローを考慮した。

ブランドの減損テストの結果、ポヨラの2014年の財務書類において、ブランドに関してポヨラが認識した減損損失はな

かった。2011年の財務書類においては、シーサム・ブランドの減損損失１百万ユーロが認識され、2009年及び2008年の財

務書類においては、３百万ユーロが認識された。

 

その他の重要な無形資産の減損テスト

ポヨラ・グループの顧客関係及びコンピュータ・ソフトウェアの大部分はポヨラ・グループ・ピーエルシーの事業活動

の買収の一部として取得したものである。顧客関係に由来する無形資産は、見積耐用年数にわたって定額法を用いて費用

計上され、減損の認識を要する兆候は検出されていない。損害保険及びアセットマネジメントで使用するコンピュータ・

ソフトウェアに由来する無形資産は、過年度において全額費用計上された。

 

注記26　有形固定資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

自社使用の不動産     

土地及び水域  6  6

建物  43  42

合計  49  48

機械及び設備  3  4
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その他有形固定資産  3  3

リース資産  17  27

有形固定資産合計  72  82

うち、建設仮勘定  0  0

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

有形固定資産の変動

百万ユーロ

 自社使用の

不動産
 

機械及び

設備
 

その他有形

固定資産
 リース資産  

有形固定資産

合計

取得原価（2014年1月１日現在）  58  39  3  51  151

増加  3  0  1  2  6

減少  -1  -1  -1  -17  -19

株主に分配される資産への振替    -1       

項目間の振替  0        0

取得原価（2014年12月31日現在）  60  37  3  36  137

減価償却及び減損費用累計額

（2014年1月１日現在）  -10  -35  0  -24  -69

当事業年度中の減価償却  -1  -1  0  -8  -10

当事業年度の減損  0        0

当事業年度の減損の戻入れ  0        0

減少  0  0  0  12  13

株主に分配される資産に係る減価償

却    1       

その他の変動  0  0      0

減価償却及び減損費用累計額

（2014年12月31日現在）  -10  -34  0  -20  -66

帳簿価額（2014年12月31日現在）  49  3  3  17  72

 

有形固定資産（PPE）の変動

百万ユーロ

 自社使用の

不動産
 

機械及び

設備
 

その他有形

固定資産
 リース資産  

有形固定資産

合計

取得原価（2013年1月１日現在）
*

 28  38  3  68  137

増加  13  1  0  8  22

減少  -3  0  0  -25  -29

項目間の振替  20        20

取得原価（2013年12月31日現在）
*

 58  39  3  51  151

減価償却及び減損費用累計額

（2013年1月１日現在）
*

 -8  -34  0  -28  -70

当事業年度中の減価償却  -2  -1  0  -11  -14

当事業年度の減損  -2        -2

当事業年度の減損の戻入れ  0        0

減少  2  0  0  15  18

その他の変動  0        0

減価償却及び減損費用累計額

（2013年12月31日現在）
*

 -10  -35  0  -24  -69

帳簿価額（2013年12月31日現在）
*

 48  4  3  27  82

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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減価償却、減損損失及びこれらの戻入れは、その他の営業費用に計上されている。

ポヨラ・グループは、主にオペレーティング・リースを通じて乗用車を提供している。当グループは不要になった事務

所設備をリースしており、それらの事務所設備は財務書類上、投資不動産として分類されている。

オペレーティング・リースに基づき賃貸した有形固定資産の内訳については、注記81に記載されている。

 

注記27　その他資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

振替債権  7  35

年金資産  0  5

未収収益及び前払費用     

利息  642  711

その他の未収収益及び前払費用    9

デリバティブ契約に関連する未収証拠金  104  54

その他  1,036  554

合計  1,789  1,369

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

その他は、例えば有価証券から生じた未収金29（70）百万ユーロ及びCSA担保債権に係る862(408)百万ユーロを含む。
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 注記28　税金資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

法人税資産  10  2

繰延税金資産  24  14

税金資産合計  34  15

 

繰延税金資産及び負債の内訳

百万ユーロ

 
2014年12月31日  2013年12月31日

*

繰延税金資産     

売却可能金融資産によるもの  0  0

減価償却及び減損損失によるもの  0  1

債権に係る引当金及び減損損失によるもの  9  3

公募発行有価証券の期間差異によるもの  13  18

確定給付年金制度によるもの  12  3

グループ勘定の連結によるもの  0  1

その他の項目によるもの  6  3

繰延税金負債に対する相殺  -18  -16

合計  24  14

繰延税金負債     

利益処分によるもの  208  212

売却可能金融資産によるもの  54  37

キャッシュフロー・ヘッジによるもの  4  3

平準化引当金の消去によるもの  43  50

投資の公正価値測定によるもの  7  13

企業結合の売却価格の配分によるもの  49  54

確定給付年金制度によるもの  0  1

グループ勘定の連結によるもの    0

その他の項目によるもの  6  6

繰延税金資産に対する相殺  -18  -16

合計  354  360
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繰延税金の変動

百万ユーロ  
2014年12月31日  2013年12月31日

*

繰延税金資産/負債（1月1日現在）  -347  -397

　会計方針の変更による影響  1  -1

繰延税金資産/負債（1月1日現在）  -346  -398

損益計算書に認識されているもの     

損失による影響  0   

債権に係る引当金及び減損  10  -1

利益処分  0  -22

平準化引当金の消去  7  6

投資に係る公正価値の変動及び投資の売却  3  -4

減価償却/償却及び減損  4  7

公募発行有価証券の期間差異によるもの  -5  -4

確定給付年金制度  1  1

税率変更（2014年1月１日現在）    65

その他  2  -8

包括利益計算書に認識されているもの     

公正価値評価差額準備金     

公正価値測定  -30  -10

キャッシュフロー・ヘッジ  -1  4

損益計算書への振替  16  10

税率変更（2014年1月１日現在）    9

　退職後給付債務に係る数理計算上の利益／損失  10  0

　　税率変更（2014年１月１日現在）    -2

その他    1

繰延税金資産/負債合計（12月31日現在）  -330  -347

法人税資産/負債  -27  -16

税金資産/負債合計  -357  -362

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

2014年末において、繰延税金資産が認識されなかった税務上の欠損金は、１（７）百万ユーロであった。当該欠損金

は、2024年までに期限切れとなる。

バルト諸国には、資産が永続的に投資されているため、バルト諸国の子会社に係る未分配利益38（31）百万ユーロに関

しては、繰延税金負債は認識されていない。
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注記29　金融機関に対する負債

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

中央銀行に対する負債
*

 250  73

金融機関に対する負債     

要求払     

預金     

OPフィナンシャル・グループの金融機関  350  233

その他の金融機関  54  130

その他の負債     

OPフィナンシャル・グループの金融機関  494  361

合計  898  725

要求払以外     

預金     

OPフィナンシャル・グループの金融機関  2,822  3,270

その他の金融機関  1,271  722

合計  4,094  3,992

金融機関及び中央銀行に対する負債合計  5,241  4,789

 

*
ユーロ圏以外の中央銀行からの預金

 

注記30　損益を通じて公正価値評価される金融負債

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

トレーディング目的で保有する金融負債     

有価証券の短期売却  4  4

損益を通じて公正価値評価される金融負債合計  4  4
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注記31　デリバティブ契約

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

トレーディング目的で保有するもの     

金利デリバティブ  4,752  2,910

為替デリバティブ  686  193

エクイティ・デリバティブ及び

インデックス・デリバティブ  25  32

その他  52  52

合計  5,516  3,186

ヘッジ手段としてのデリバティブ契約     

公正価値ヘッジ     

金利デリバティブ  373  220

為替デリバティブ    13

キャッシュフロー・ヘッジ     

金利デリバティブ  0  1

合計  373  234

デリバティブ契約合計  5,889  3,420

 

貸借対照表上のデリバティブ契約の項目には、公正価値の負の方向への価値変動及びプレミアムの受領額が含まれる。
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注記32　一般顧客に対する負債

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

預金     

要求払     

個人  63  34

法人及び公的機関  7,437  5,800

合計  7,500  5,834

その他     

個人    0

法人及び公的機関  1,680  1,665

合計  1,680  1,665

その他の金融負債     

要求払     

個人  8  10

合計  8  10

その他     

法人及び公的機関  2,254  2,674

合計  2,254  2,674

一般顧客に対する負債合計  11,442  10,183

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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注記33　損害保険負債

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

保険負債  2,737  2,593

元受保険負債  203  134

再保険負債  9  9

デリバティブ契約  2  0

その他  21  10

損害保険負債合計  2,972  2,746

 

損害保険契約負債及び再保険会社持分

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

 

百万ユーロ  
総額  

再保険

会社持分
 純額  総額  

再保険

会社持分
 純額

年金の未払保険金  1,316  -7  1,308  1,253  -4  1,249

案件別のその他引当金  188  -65  124  160  -55  105

労働災害に関する特別引当金  22    22  25    25

集合的負債（既発生未報告）  612  -7  605  603  -6  597

留保損失調整費用  63    63  60    60

未経過保険料  523  -13  511  493  -12  481

保険負債に関する金利ヘッジ  12    12       

損害保険契約負債合計  2,737  -92  2,645  2,593  -77  2,517
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保険契約から生じた保険負債及び再保険契約から生じた債権の変動

 

  2014年  2013年

百万ユーロ  総額  再保険  純額  総額  再保険  純額

未払保険金             

未払保険金

（１月１日現在）  
2,100  -65  2,035  1,993  -62  1,932

当事業年度保険金支払額  -913  29  -884  -866  39  -827

債務／債権の変動  974  -44  930  931  -42  889

　当期保険金  931  -34  897  908  -46  862

　過年度からの増加（減少）  -16  -10  -27  -14  4  -10

　割引率の変動  60    60  38    38

割引のアンワインディング  40    40  42    42

金利ヘッジの価値変動  12    12       

為替差益（損）  0  0  0  -1    -1

未払保険金

（12月31日現在）  
2,213  -79  2,134  2,100  -65  2,035

未経過保険料             

未経過保険料（１月１日現在）  493  -12  481  455  -15  440

増加  483  -13  470  451  -9  442

減少  -456  12  -444  -415  12  -404

割引率の変動  2    2  1    1

割引のアンワインディング  1    1  1    1

未経過保険料（12月31日現在）  523  -13  511  493  -12  481

損害保険契約負債合計  2,737  -92  2,645  2,593  -77  2,516

 

未経過保険料は、年度末現在でまだ期限切れとなっていない保険に関する債務を表している。

 

損害保険契約から生じる保険負債の決定

a)使用する手法及び仮定

保険負債金額は、合理的な確率の範囲で、保険契約から生じる債務を十分にカバーできるような方法によって見積

られている。この見積りでは、まず、保険負債の予想価値を見積り、次に保険負債に関する不確実性の程度に基づき

マージン（安全余裕額）を算定するという形で行われている。

保険契約より生じる未経過保険料は、各契約の時間的比例配分法に従って算定されている。

年金の未払保険金は、継続的に年金として支払われる所得の損失補填のキャッシュ・フローを現在価値に割引した

ものとなる。割引率は、現行の金利、法律で要求される補償及び当局によって設定される割引率の上限並びに保険負

債をカバーする資産の合理的な期待収益を考慮して算定される。2014年12月31日現在で用いた割引率は、2.5％（2013

年12月31日：2.8％）であった。適用される死亡率モデルは、フィンランドの人口統計に基づくコホート死亡率モデル

であり、現行の平均余命の上昇傾向が継続すると仮定している。

未払保険金には、法定労働者補償保険で保障されるアスベスト債務のうち、業務で発生した疾病も含まれている。

これらの保険金の予想キャッシュ・フローは、フィンランドにおける原材料としてのアスベストの年間使用量及びア

スベストに関連した様々な疾病の潜伏期間の分布を考慮した分析に基づいている。アスベスト関連の保険金の傾向

は、年次で監視され、その結果は予測に十分に見合うものである。

集合的負債の決定は、様々な統計的手法に基づいている。ボーンヒュッター・ファーガソン、ケープ・コッド及び

チェイン・ラダーといった手法である。これらの手法を適用する際には、手法の選択の他に、その手法において何年

分の発生年度の統計を適用するか等、その他の選択肢についても決定しなければならない。
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ボーンヒュッター・ファーガソン

ボーンヒュッター・ファーガソン（以下、「BF」という。）法は、各発生年度のエクスポージャーに対して一定割合の

保険金が支払われるという仮定に基づいている。このエクスポージャーの測定は、例えば、契約年数あるいは保険料収入

に損失率を加味したものといったものとなる。BFは、保険金のディベロップメント・トライアングルに関する変化に徐々

に対応していく。さらに、BFはエクスポージャーの測定の選択に対して敏感である。

 

ケープ・コッド

ケープ・コッド法は、エクスポージャーの測定に関して発生年度に支払われた保険金の一部が発生年度間で均一になる

という手法を用いている点で、BF法に対応している。伝統的なケープ・コッド法では、エクスポージャーの測定における

保険金の割合は、すべての発生年度において常に一定となる。標準化されたケープ・コッド法では、発生年度のエクス

ポージャーの測定における保険金の割合は、発生年度及び発生年度末に実施された観察に基づき、均一化される。

 

チェイン・ラダー

チェイン・ラダー（以下、「CL」という。）法では、各発生年度の保険金支出総額は、年間のディベロップメント・

ファクターによって決定される。ディベロップメント・ファクターは、累積保険金のディベロップメント・トライアング

ルにおける、継続的な発生年度間の関係性を表すものである。CLは、当初の発生年度における観察に対して敏感である。

 

集合的負債の評価における最大のリスクは以下に関するものである。

-将来のインフレ率の見積り（法定保険に基づく利回りの補填を除く）

-法令や保険金支払慣行の変化を保険金のディベロップメント・トライアングルの変更として調整すること（例：実績

が正しい将来像を示しているかどうか）

-数十年間にわたる過去の情報の妥当性

 

集合的負債のうち、年金に関する負債のみが割り引かれている。

集合的負債の評価においては、当グループの損害保険ポートフォリオは、リスク及び支払われた補償に適用される

キャッシュ・フローの満期別に、複数の区分に分割される。各区分の集合的負債は、当初上記の各統計的手法を用いて計

算され、レビューに基づき各区分に最適な手法が選択される。使用される選択基準には、過去の発生年度におけるモデル

の発生予測の正確性及び使用される統計期間によるモデル毎の見積りの感応度が含まれる。選択されたモデルによって算

出された予想価値に２－10％の安全割増が加算される。安全割増は、過去のデータの品質並びに将来キャッシュ・フロー

及び期間と関連する不確実性により決定される。

法定労働者補償保険及び自動車損害賠償責任保険の医療及びリハビリテーション費用の給付に関する集合的負債の見積

りを行うにあたって、当グループは、10年よりも前に発生した損害に関して支払った保険金が、賦課方式を通じて資金調

達されているという事実を考慮している。

 

b)仮定の変更

割引率が減少した結果、年金の未払保険金は62(38)百万ユーロ増加した。

 

手法の変更及び負債額の仮定の変動による影響  2014年  2013年

百万ユーロ（負債の増加＋／減少－）     

割引率の変更  62  38

合計  62  38
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c)クレーム・ディベロップメント

保険金のトライアングルは、過去の見積りと実際に生じた保険金とを比較している。クレーム・ディベロップメン

トについて記載したトライアングルは、発生年度毎に策定されたものである。

長期負債を除き、元受保険に係るクレーム・ディベロップメントは10年を超える累積期間をもって計算されてい

る。保険金のトライアングルでは、プールの持分及び法定労働者補償保険に関する求償権の傾向についてモニタリン

グしていない。最終的な年金の資本価値は、最終的に確認された資本額と同額が支払われていたかのように取り扱わ

れている。長期債務、すなわち最終的に確認された年金及びアスベスト関連の保険金等に関しては、保険負債の妥当

性についての情報が提供される。
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保険金のトライアングル、元受保険、百万ユーロ

 

発生年度

  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年  2013年  2014年  合計

見積保険金支出合計                       

0
*  540  603  638  707  666  738  784  815  903  931  7,325

n+1  540  611  633  693  633  746  751  802  879     

n+2  535  591  627  691  640  744  752  805       

n+3  529  594  622  689  641  743  757         

n+4  532  594  622  704  651  750           

n+5  532  587  647  726  653             

n+6  529  587  657  734               

n+7  536  591  661                 

n+8  536  594                   

n+9  540                     

累積保険金支出の

現在の見積り

 

540  594  661  734  653  750  757  805  879  931  7,304

累積保険金支払額  -516  -561  -615  -669  -576  -684  -662  -696  -704  -484  -6,167

2005年から2014年

までの未払保険金 24  33

 

46  66  76  66  95  109  175  447  1,136

前年度末未払保険金                      155

                       

*
＝発生年度末現在

 

潜在的な業務上の疾病に係るクレーム・ディベロップメント、百万ユーロ

 

 

 

 

事業年度  

集合的負債

 

年金負債

（既発生）

 

保険金

支払額

 

保険金

発生額

 

積立基準の

変動
*

 

妥当性

2005年  45  39  -4  -2  1  -1

2006年  43  40  -4  -3    -3

2007年  41  40  -4  -2  -1  -2

2008年  40  41  -4  -4  3  -2

2009年  42  43  -4  -8  4  -4

2010年  38  44  -3  0    0

2011年  35  50  -3  -6  5  -2

2012年  32  53  -4  -4  2  -1

2013年  28  53  -4  -1  1  0

2014年  22  53  -4  -2  2  0
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最終的に承認された年金のディベロップメント、百万ユーロ

 

 

 

事業年度  

期首

 

期末

 

新規年金

資本
 

年金

支払額
 

積立基準

の変動
*

 

妥当性

2006年  681  731  77  26    1

2007年  731  745  60  28  -15  3

2008年  745  766  55  30    4

2009年  763 ** 771  42  32    2

2010年  771  794  60  34    3

2011年  794  895  66  35  77  7

2012年  895  940  66  34  31  18

2013年  940  965  51  37  23  12

2014年  965  1,010  54  40  36  5

 

*
最終的な年金資本の割引率及び死亡率モデルの変更による影響。

**
少額の医療及び高齢者住宅の未払保険金は、2009年数値から消去されている。

 

保険金のトライアングル、正味保険、百万ユーロ

発生年度

  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年  2013年  2014年  合計

見積保険金支出合計                       

0
*  511  580

 
621  656  649  693  721  796  861  897  6,987

n+1  519  593  623  656  620  707  697  782  829     

n+2  509  575  619  658  629  705  710  786       

n+3  509  577  615  656  629  705  714         

n+4  513  577  615  670  633  712           

n+5  513  569  624  684  633             

n+6  513  569  634  691               

n+7  518  573  637                 

n+8  519  576                   

n+9  522                     

累積保険金支出の

現在の見積り

 

522  576

 

637  691  633  712  714  786  829  897  6,996

累積保険金支払額  -499  -543  -592  -628  -569  -647  -624  -681  -677  -479  -5,939

2005年から2014年

までの未払保険金 23  33

 

45  63  64  65  90  104  152  418  1,057

前年度末未払保険金                      155

                       

 

*
=発生年度末現在
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過去の事業年度の保険事故に係る保険金発生額の変更

過去の事業年度の損失事象に基づく保険金発生額は、36（27）百万ユーロ増加した。契約上の利息の変動62（38）百万

ユーロが、保険金発生額に加算された。過去の事業年度の保険事故に基づく保険金発生額は、保険負債の妥当性を示すこ

とになった。なぜなら、保険負債を支払った後の平均が正の数値となるからである。

 

保険金請求管理契約

2014年12月31日現在、保険金請求管理契約に関する負債は、合計80（81）百万ユーロであった。

保険金請求管理契約は、保険契約ではなく、別の当事者に代わって保険金が支払われるという取決めに基づく契約であ

る。これらの契約においては、キャプティブの取決めが最も重要である。キャプティブの取決めでは、顧客と同じグルー

プ会社に帰属するキャプティブ会社に対して保険リスクについての再保険がかけられ、公的機関の傷病保険と同様に、法

定労働者補償保険の年金、自動車保険負債及び傷病保険契約の指標の上昇や、その他の給付金の増加、そして事故発生後

10年間にわたる医療補償が支払われる。

 

 

次へ
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注記34　公募発行負債証券

 

百万ユーロ 平均金利、％  
2014年

12月31日
 平均金利、％  

2013年

12月31日

債券 1.57  10,808  1.91  9,322

会社分割の一環として株主に分配される

資産に割り当てられた負債
  -195     

その他        

　譲渡性預金証書 0.14  828  0.21  1,775

　コマーシャル・ペーパー持分 0.37  6,198  0.28  4,994

　その他 1.71  14  0.57  101

売買目的として自己のポートフォリオに

含まれるもの（－）
*

  -66    -95

公募発行負債証券合計   17,587    16,097

*
ポヨラ・グループが保有する自己発行債券は負債と相殺されている。

 

長期借入金と金利の関係  

額面価額

（百万ユーロ）

 金利  満期

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、50,000,000

ユーロ、満期2015年２月９日の変動金利証券の発行  

50.0

 

３ヶ月物EUB

 

2015年２月９日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、60,000,000

米ドル、満期2015年３月13日の変動金利証券の発行  

49.4

 

３ヶ月物

USL+0.17％
 

2015年３月13日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

ユーロ、金利3.125％、満期2015年３月25日の証券の発行  

750.0

 

固定3.125％

 

2015年３月25日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、220,000,000

ユーロ、満期2015年６月28日の変動金利証券の発行  

220.0

 

３ヶ月物

EUB+0.65％
 

2015年６月28日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、50,000,000

ユーロ、満期2015年10月７日の変動金利ノートの発行

  

50.0

 

３ヶ月物

EUB+0.05％

 

2015年10月７日

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、250,000,000

英国ポンド、満期2015年11月の変動金利ノートの発行  

321.0

 

３ヶ月物

GBL+0.55％
 

2015年11月９日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、10,000,000

ユーロ、金利2.62％、満期2015年11月19日の固定金利証

券の発行  

10.0

 

固定2.62％

 

2015年11月19日

       

2,000,000,000円ターム・ローン・ファシリティ  13.8  固定1.706％  2015年11月30日
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ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、150,000,000

米ドル、満期2015年12月18日の変動金利証券の発行

  

123.5

 

３ヶ月物

USL+0.13％

 

2015年12月18日

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、500,000,000

ユーロ、金利3.125％、満期2016年１月12日の証券の発行  

500.0

 

固定3.125％

 

2016年１月12日

       

OKO オスースパンキエン・ケスクスパンキ・オーワイ

ジェイ（以下、「OKO バンク」という。）による、

8,000,000,000ユーロの負債商品発行プログラムに基づ

く、1,000,000,000ノルウェー・クローネ、満期2016年２

月15日、固定金利ノートの発行  

110.6

 

固定4.185％

 

2016年２月15日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、21,100,000,000

円の第１回円貨社債（2013年）の発行  
145.3

 
固定0.519％

 
2016年６月24日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユ ー ロ の 負 債 商 品 発 行 プ ロ グ ラ ム に 基 づ く 、

5,000,000,000円の固定金利証券の発行  

34.4

 

固定0.835％

 

2016年９月26日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

ユーロ、満期2017年３月３日の変動金利証券の発行

  

750.0

 

３ヶ月物

EUB+0.35％

 

2017年３月３日

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

ユーロ、金利2.625％、満期2017年３月20日の証券の発行  

750.0

 

固定2.625％

 

2017年３月20日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、60,000,000

ユーロ、満期2017年５月30日の変動金利証券の発行  

60.0

 

３ヶ月物

EUB+0.90％
 

2017年５月30日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、17,600,000,000

円の第３回円貨社債（2014年）の発行

  

121.2

 

固定0.303％

 

2017年６月16日

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

ユーロ、金利3.00％、満期2017年９月８日の証券の発行  

750.0

 

固定3.00％

 

2017年９月８日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユ ー ロ の 負 債 商 品 発 行 プ ロ グ ラ ム に 基 づ く 、

2,000,000,000円、満期2018年３月28日の変動金利証券の

発行  

13.8

 

３ヶ月物

JPL+0.20％

 

2018年３月28日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、500,000,000

ユーロ、金利1.25％、満期2018月５月14日の証券の発行  

500.0

 

固定1.25％

 

2018年５月14日
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ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、6,900,000,000円

の第２回円貨社債（2013年）の発行  
47.5

 
固定0.698％

 
2018年６月26日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、2,000,000,000円

の第２回変動利付円貨社債（2013年）の発行  
13.8

 

３ヶ月物

JPL+0.27％  
2018年６月26日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

ユーロ、金利1.750％、満期2018月８月29日の証券の発行  

750.0

 

固定1.750％

 

2018年８月29日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、10,000,000

ユーロ、満期2018年９月20日の変動金利証券の発行  

10.0

 

３ヶ月物

EUB+0.39％
 

2018年９月20日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、20,000,000

ユーロ、金利1.50％、満期2018年11月16日の固定金利証

券の発行  

20.0

 

固定1.50％

 

2018年11月16日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

ユーロ、金利1.125％、満期2019年６月17日の証券の発行  

750.0

 

固定1.125％

 

2019年６月17日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、42,400,000,000

円の第４回円貨社債（2014年）の発行  
292.0

 
固定0.434％

 
2019年６月18日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、20,000,000

豪ドル、金利3.925％、満期2019年６月27日の固定金利

ノートの発行  

13.5

 

固定3.925％

 

2019年６月27日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

スウェーデン・クローナ、満期2019年９月の変動金利

ノートの発行  

79.8

 

３ヶ月物

SES+0.52％

 

2019年９月16日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、10,000,000

ユーロ、金利1.965％、満期2020年11月19日の証券の発行  

10.0

 

固定1.965％

 

2020年11月19日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユ ー ロ の 負 債 商 品 発 行 プ ロ グ ラ ム に 基 づ く 、

8,000,000,000円、満期2020年12月の固定金利証券の発行  

55.1

 

固定1.405％

 

2020年12月３日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、750,000,000

ユーロ、金利２％、満期2021年３月３日の証券の発行  

750.0

 

固定2.000％

 

2021年３月３日
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ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、300,000,000

スイス・フラン、金利1.000％、満期2021年７月14日の証

券の発行  

249.5

 

固定2.000％

 

2021年７月14日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、60,000,000

ユーロ、金利3.75％、満期2022年３月１日の証券の発行  

60.0

 

固定3.75％

 

2022年３月１日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、50,000,000

ユーロ、金利3.086％、満期2027年８月23日の証券の発行  

50.0

 

固定3.086％

 

2027年８月23日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、200,000,000

ノルウェー・クローネ、金利3.80％、満期2029年５月27日

の証券の発行  

22.1

 

固定3.800％

 

2029年５月27日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、30,000,000

ユーロ、金利3.068％、満期2034年３月21日の証券の発行  

30.0

 

固定3.068％

 

2034年３月21日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、30,000,000

ユーロ、満期2034年の固定金利ノートの発行  

30.0

 

固定3.015％

 

2034年３月31日

       

ポヨラ・バンク・ピーエルシーによる、15,000,000,000

ユーロの負債商品発行プログラムに基づく、40,000,000

ユーロ、満期2034年の固定金利ノートの発行  

40.0

 

固定3.000％

 

2034年４月11日

 

金利は、発行通貨に基づく利率である。ユーロについては、貸借対照表日現在の欧州中央銀行の平均利率を用いて算出

されている。ポヨラ・バンク・ピーエルシーが発行した仕組債の額面価額は、1,303（1,448）百万ユーロであった。この

債券の金利は、利息、株式、株式インデックスあるいはこれらと同様の基礎数値を基準に決定される。債券の追加利益と

して投資家に還元される部分は、デリバティブを用いてヘッジしている。
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注記35　引当金及びその他負債

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日
*

引当金  0  1

その他負債     

振替債務  819  869

未払費用     

未払利息  665  712

その他未払費用  56  64

　年金負債  68  20

デリバティブ契約に関連する未払証拠金  0  0

その他  870  408

引当金その他負債合計  2,479  2,076

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

その他負債の中のその他の項目は、有価証券に係る未払金29（15）百万ユーロ及びCSA担保債務に係る722（359）百万

ユーロより構成されている。

 

引当金の変動

百万ユーロ

 
再編  合計

2014年１月１日  1  1

引当金の使用  -1  -1

2014年12月31日  0  0

 

引当金の変動

百万ユーロ

 
再編  合計

2013年１月１日  7  7

引当金の使用  -7  -7

2013年12月31日  1  1

 

再編

再編に係る引当金は人員削減から生じる費用から算定されており、主として2013年中に実現した。

 

確定給付年金制度

ポヨラ・グループは、OPバンク・グループ・年金ファンド、OPバンク・グループ・年金基金及び保険会社を通じて、年

金制度資産への拠出を行っている。年金基金及び保険会社の補足的年金に関する制度は、年金ファンドが管理している老

齢年金及び障害者年金制度にTyEL（従業員年金法）が拠出を行っているのと同様に、確定給付年金制度として取り扱われ

る。TyELの賦課方式の制度への拠出は、確定拠出年金制度として取り扱われる。当グループの年金負債の金額は重要では

ない。

 

OPバンク・グループ・年金ファンド

OPバンク・グループ・年金ファンドは、当該ファンドのメンバーであるポヨラ・グループ企業の従業員を対象とした法

定年金保険を管理している。
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TyEL（従業員年金法）に基づく法定年金制度では、同法に規定された雇用年数及び収益に基づく年金給付が支給され

る。従業員年金制度に基づく給付には、老齢年金、パートタイム年金、障害者年金、遺族年金及びリハビリテーション給

付が含まれる。TyELに基づく老齢年金の退職年齢は63歳から68歳である。

TyEL年金制度は、一部を積立方式、一部を賦課方式によるシステムに基づいている。年金保険機関は各雇用について保

険を引き受けており、各従業員の積立を管理する。当該年金ファンドにより年に一度支払われる年金給付の積立部分は、

平均４分の１を占めている。

当該年金ファンドは、拠出水準が毎年一定に維持され、従業員年金制度の平均拠出水準を下回るように、法定年金保険

を管理することを目的としている。最も重要な関連リスクは、投資資産の実際収益がフィンランドのTyEL年金制度に基づ

く平均投資収益を下回ることである。こうしたリスクが数年連続して顕在化した場合は、このリスクにより保険負担の水

準が上昇することになる。

OPバンク・グループ・年金ファンドの最も重要な保険数理上のリスクは、金利リスク及び市場リスク、年金給付の将来

の増加並びに平均余命の規則的な上昇である。年金負債の割引率の変更は、年金負債の金額に大幅な影響を及ぼす。

従業員給付基金法に基づき、当該年金ファンドはその資産を安全かつ有益に、流動性を考慮して運用する。当該年金

ファンドは年金債務から生じる保険負債をカバーする必要がある。当該年金ファンドは、保険負債をカバーする際に、年

金ファンドが行う保険事業の種類を考慮する必要があり、このため、資産の安全性、収益率及び換金性を確保し、これら

の資産が適切に様々な用途に用いられ分散していることを確認しなければならない。従業員給付基金法では、保険負債の

カバーに必要な資産及び契約債務について詳細に規定している。当該従業員給付基金法に従って、当該年金ファンドは具

体的なソルベンシー限度額を定められており、ソルベンシー資本を通じてカバーされなければならない。

当該年金ファンドの理事会は投資に対する責任を負い、資産に関連する年金ファンドの投資計画を承認する。年金機関

のチーフ・アクチュアリーは年に一度、保険負債及び年金費用の動向に関する予測を作成する。これに基づき、投資資産

の配分では、安全性、生産性及び流動性の水準について投資業務に関する保険負債の性質により設定された要件、並びに

当該年金ファンドのリスク負担能力を考慮する。

 

OPバンク・グループ・年金基金

OPバンク・グループ・年金基金は、ポヨラ・グループ内の雇用主が提供する、従業員を対象とした補足的年金保障を管

理している。当該年金基金の目的は、年金基金活動によってカバーされる従業員に老齢年金及び障害者年金給付並びに疾

病給付を支給し、受益者に遺族年金給付及び埋葬に関する補助金を支給することである。また、当該年金基金は、リハビ

リテーションに関連する給付を上記の従業員に支給する場合がある。補足的な年金の提供は任意であることを考慮し、年

金ファンドに属する従業員が全員自動的に年金基金に属する訳ではない。当該年金基金が提供する補足的な年金保障につ

いては、十分に積み立てられている。

当該年金基金は、TyELに規定されているとおり、20歳に達し、年金基金内の雇用主に２年連続して雇用されており、

1991年７月１日より前に雇用が開始したすべての従業員をカバーする。年金計算の基準となる給与／賃金は、同一の雇用

に基づく年金支給給与であり、2006年12月31日まで有効であったフィンランド従業員年金法（TEL）に基づいて計算され

る。当該年金基金の対象となる従業員の退職年齢は、年金基金規程に基づき従業員が属する人事グループにより、60歳か

ら65歳まで幅がある。

最も重要な関連リスクは、投資資産の実際収益が最低収益の目標値を下回ることである。こうしたリスクが数年連続し

て顕在化した場合は、このリスクにより拠出を負担することになる。

OPバンク・グループ・年金基金の最も重要な保険数理上のリスクは、金利リスク及び市場リスク、平均余命の規則的な

上昇及びインフレ・リスクである。年金負債の割引率の変更は、年金負債の金額に大幅な影響を及ぼす。

当該年金基金の理事会は投資に対する責任を負い、資産に関連する基金の投資計画を承認する。年金機関のチーフ・ア

クチュアリーは年に一度、保険負債及び年金費用の動向に関する予測を作成する。これに基づき、投資資産の配分では、

安全性、生産性及び流動性の水準に関する投資業務の保険負債の性質により設定された要件、並びに当該年金基金のリス

ク負担能力を考慮する。
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確定給付年金制度の貸借対照表上の

価値
確定給付債務

 
年金資産の公正価値

 
正味負債（資産）

百万ユーロ  2014年  2013年  2014年  2013年  2014年  2013年

期首残高（１月１日現在）  186  184  -171  -172  15  12

計上される確定給付年金費用             

当期勤務費用  4  5      4  5

利息費用（収益）  6  6  -6  -6  0  0

制度の縮小又は債務の履行による

影響  0  -4    4  0   

管理費用      0  0  0  0

合計  10  8  -6  -2  4  6

 

再測定によりその他包括利益に計

上される損失（利益）             

経済的予測の変更により生じる年

金数理上の損失（利益）  64  2      64  2

人口統計学的予測の変更により生

じる年金数理上の損失（利益）             

TyEL金利差異に関する収益及び老

齢年金債務の増加（純額）  1  1  -1  -1     

実績調整  12  -3      12  -3

制度資産の収益（正味確定給付債

務（資産）額（－）を除く）      -26  0  -26  0

合計  77  0  -27  -1  50  0

 

その他             

雇用主拠出      -1  -2  -1  -2

給付金支払額  -6  -5  6  5     

合計  -6  -5  5  3  -1  -2

期末残高（12月31日現在）  267  186  -199  -171  68  15

 

貸借対照表上に計上される負債及び資産

百万ユーロ  
2014年12月31日  2013年12月31日

正味負債／資産（年金基金）  3  -5

正味負債／資産（年金ファンド）  46  5

正味負債／資産（その他の年金制度）  20  15

正味負債／資産合計
*

 68  15

 

*
この数値には、非継続事業であるポヨラ・アセット・マネジメント分の確定給付年金費用42（78）千ユーロ、その他

包括利益に計上された再測定により生じる損失（利益）183（-147）千ユーロ及び貸借対照表上に計上される年金債務596

（382）千ユーロが含まれている。
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評価技法別年金ファンド及び年金基金の

資産、2014年12月31日現在、百万ユーロ
 レベル１  レベル２  レベル３  合計

株式及び参加持分  4  2  4  10

ノート及び債券  17  28  1  46

不動産      14  14

ミューチュアル・ファンド  59    32  90

仕組投資事業体      1  1

デリバティブ  0      0

その他資産  11  1    12

合計  91  31  52  173

 

評価技法別年金ファンド及び年金基金の

資産、2013年12月31日現在、百万ユーロ
 レベル１  レベル２  レベル３  合計

株式及び参加持分  9  0  6  16

ノート及び債券  18  26  1  45

不動産      16  16

ミューチュアル・ファンド  48  3  29  80

仕組投資事業体      1  1

デリバティブ  0  0    0

その他資産  7  1    7

合計  82  30  53  166

 

公正価値レベル１の資産は、市場価格に基づいて決定される。

公正価値レベル２の資産とは、公正価値測定において重要な入力データが観察可能な市場データに基づいている場合

に、金融商品の構成要素又は類似する金融商品の市場価格から導き出される値、あるいは一般に使用される評価モデル及

び技法を用いて決定することができる値をいう。

公正価値レベル３の資産は、インプット・パラメータが不確実性を伴う価格モデルを用いて決定される。
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制度資産の公正価値合計に対する最も重要な資産の割合（％）  2014年12月31日  2013年12月31日

株式及び参加持分  6  10

金融部門    5

林業  3  3

不動産  0  1

その他  3  1

ノート及び債券  26  27

国債  1  6

その他  25  21

不動産  8  10

ミューチュアル・ファンド  52  48

株式ファンド  33  27

債券ファンド  8  11

不動産ファンド  5  6

ヘッジ・ファンド  7  5

デリバティブ  0  0

金利デリバティブ  0  0

為替デリバティブ  0  0

その他  0  0

仕組投資事業体  1  1

その他  7  4

合計  100  100

 

年金制度資産には以下が含まれる、

百万ユーロ  
2014年12月31日  2013年12月31日

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの株式    9

OPフィナンシャル・グループ会社が発行した有価証券  3  2

OPフィナンシャル・グループ会社に対するその他の債権  15  6

ポヨラ・グループが使用している不動産  1  2

合計  19  18

 

2015年の確定給付年金制度に基づく未払拠出額は３百万ユーロと見積もられている。

2014年12月31日における確定給付年金債務のデュレーションは、年金ファンドが24.3年であり、年金基金が15.3年で

あった。
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使用される重要な年金数理上の仮定、

2014年12月31日
 年金ファンド  年金基金  その他

割引率（％）  2.0 1.8 1.9

将来の昇給率の仮定（％）  2.5 2.5 2.5

将来における年金の増加（％）  2.1 2.0 2.0-2.1

離職率（％）  3.0 0.5  

インフレ率（％）  2.0 2.0 2.0

65歳の人々の平均余命       

男性  19.0 19.0 19.0

女性  24.7 24.7 24.7

45歳の人々の20年後の平均余命       

男性  20.6 20.6 20.6

女性  26.4 26.4 26.4

 

使用される重要な年金数理上の仮定、

2013年12月31日
 年金ファンド  年金基金  その他

割引率（％）  3.5 3.4 3.3

将来の昇給率の仮定（％）  3.0 3.0 3.0

将来における年金の増加（％）  2.1 2.0 2.0-2.1

離職率（％）  3.0 0.5 0.0

インフレ率（％）  2.0 2.0 2.0

65歳の人々の平均余命       

男性  19.0 19.0 19.0

女性  24.7 24.7 24.7

45歳の人々の20年後の平均余命       

男性  20.6 20.6 20.6

女性  26.4 26.4 26.4

 

重要な年金数理上の仮定の感応度

分析、

2014年12月31日現在

 確定給付年金債務の変動

 年金ファンド  年金基金

 百万ユーロ  ％  百万ユーロ  ％

割引率         

0.5 ppの上昇  -17  -10.3  -4  -6.8

0.5 ppの低下  20  12.2  4  7.7

年金の増加         

0.5 ppの上昇  19  11.4  4  6.9

0.5 ppの低下  -17  -10.3  -4  -6.4

死亡率         

平均余命の１年の上昇  7  3.9  2  3.0

平均余命の１年の低下  -6  -3.8  -2  -2.9
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重要な年金数理上の仮定の感応度

分析、

2013年12月31日現在

 確定給付年金債務の変動

 年金ファンド  年金基金

 百万ユーロ  ％  百万ユーロ  ％

割引率         

0.5 ppの上昇  -11  -9.1  -3  -6.2

0.5 ppの低下  12  10.6  3  6.9

年金の増加         

0.5 ppの上昇  12  10.1  3  6.2

0.5 ppの低下  -11  -9.1  -3  -5.9

死亡率         

平均余命の１年の上昇  4  3.3  1  2.5

平均余命の１年の低下  -4  -3.2  -1  -2.5

 

注記36　税金負債

 

百万ユーロ
 2014年12月31日  2013年12月31日

*

未払法人税  37  17

繰延税金負債  354  360

税金負債合計  391  378

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

繰延税金負債の詳細については注記28に記載されている。

 

注記37　劣後負債

 

 
平均金利

％
 

2014年

12月31日

（百万ユーロ）

 
平均金利

％
 

2013年

12月31日

（百万ユーロ）

劣後ローン 2.55  315  2.75  303

その他        

　無担保ローン 5.39  769  5.39  681

劣後負債合計   1,084    984

 

ハイブリッド債／劣後ローン

Tier１自己資本に含まれるハイブリッド債

1）10十億円の劣後ローン（68.9百万ユーロ相当）

このローンは、永久ローン（期限のないローン）であり、金利は2034年６月18日までは固定金利4.23％で、その後は変

動金利６ヶ月物円Libor＋1.58％（ステップ・アップ）となる。利息は、毎年６月18日と12月18日に支払うこととなる。

定められた利息計算期間の利息の支払いが出来ない場合には、当該期間の利息支払いに関する債務は失効する。当該ロー

ンは、最短で2014年に償還可能で、2014年以降毎年６月18日と12月18日の利息の支払期日に返済可能である。当該ローン

の元本は、全額一括返済しなければならない。

 

２）50百万ユーロの劣後ローン
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このローンは金利ステップ・アップ型ではなく金利の上限が８％に設定された永久ローンである。当該ローンは、2005

年３月31日に発行され、初年度の金利は6.5％で、その後は10年物CMS＋0.1％となる。利息の支払いは、毎年４月11日に

行われる。定められた利息計算期間の利息の支払いが出来ない場合には、当該期間の利息支払いに関する債務は失効す

る。当該ローンは、金融監督庁の承認を得ることにより、最短で2010年４月11日の利息の支払期日に償還可能である。当

該ローンの元本は、全額一括返済しなければならない。

 

３）60百万ユーロのハイブリッド債

この永久債券の金利は、３ヶ月物Euribor＋0.65％の変動金利で、２月28日、５月30日、８月30日及び11月30日に四半

期毎に利息が支払われる。定められた利息計算期間の利息の支払いが出来ない場合には、当該期間の利息支払いに関する

債務は失効する。当該ローンは、金融監督庁の承認を得ることにより、最短で2015年11月30日に償還可能であり、その後

は利息の支払期日に償還可能である。2015年以降、当該ローンは３ヶ月物Euribor＋1.65％（ステップ・アップ）の変動

金利となる。当該ローンの元本は、全額一括返済しなければならない。

 

４）40百万ユーロの劣後ローン

この永久ローンの金利は、３ヶ月物Euribor＋1.25％の変動金利であり、２月28日、５月30日、８月30日及び11月30日

の四半期毎に利息が支払われる。定められた利息計算期間の利息の支払いが出来ない場合には、当該期間の利息の支払い

に関する債務は失効する。金融監督庁の承認を得ることにより、当該ローンは2010年11月30日の利息の支払期日に償還可

能である。当該ローンの元本は、全額一括返済しなければならない。

 

５）50百万ユーロのハイブリッド債

2008年６月17日に発行された50百万ユーロの永久債券の金利は、３ヶ月物Euribor＋3.05％の変動金利で、３月17日、

６月17日、９月17日及び12月17日の四半期毎に利息が支払われる。定められた利息計算期間の利息の支払いが出来ない場

合には、当該期間の利息の支払いに関する債務は失効する。金融監督庁の承認を得ることにより、当該債券は最短で2013

年６月17日に償還可能であり、その後は利息の支払期日に償還可能である。当該ローンの元本は、全額一括返済しなけれ

ばならない。

 

６）ポヨラ・インシュアランス・リミテッドの出資社債

50百万ユーロのポヨラ・インシュアランス・リミテッドの永久出資社債は、2008年６月17日に発行された。当該社債の

金利は３ヶ月物Euribor＋3.20％の変動金利で、利息は四半期毎に支払われる。利息の支払期日に支払いの出来ない利息

及びポヨラ・インシュアランス・リミテッドが過去の利息の支払期日に支払うことが出来なかった利息は、「未払利息」

となる。当該債券に適用される金利に従って未払利息に関して計上される利息及び各利息の支払期日まで未払いとなって

いる利息が、当該債券の利息の支払期日における未払利息に加算されることとなる。発行体は、未払利息が全額支払われ

るまで、配当金もしくはその他の利益の分配あるいは自己株式の買戻しを行わないことに合意している。当該債券は、最

短で2013年に償還可能であり、法的条件が履行される場合のみ、元本の返済が可能となる。当該債券は、信用機関法に基

づく自己資本の測定においては考慮されないが、保険会社の自己資本の測定においては十分に活用される。

上記の１及び３は、ハイブリッド商品に含まれる。

額面価格と帳簿価額の差異は、金利リスクの測定に関する公正価値ヘッジによるものである。

 

無担保ローン

１．100百万スイス・フラン（83百万ユーロ相当）の無担保ローン。当該無担保ローンは、10年物の一括返済型で2021

年７月14日に満期を迎える。金利は、年利3.375％の固定金利である。
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２．100百万ユーロの無担保ローン。当該無担保ローンは、10年物の一括返済型で2021年９月14日に満期を迎える。金

利は、年利5.25％の固定金利である。

３. 500百万ユーロの無担保ローン。当該無担保ローンは、10年物の一括返済型で2022年２月28日に満期を迎える。

ローン契約条件に基づき、発行体は元本が銀行のTier 2資本の一部とみなされない場合に早期償還する権利を有す

る。金利は年利5.75％の固定金利である。

 

上記１から３は、国際資本市場において発行された。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、ローン契約の条件（元本、利息及びその他の条件）に違反していない。財務書類に

は、ローンの額面価格と発行価格の差異に関して認識された０(０)百万ユーロが含まれている。
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注記38　株主持分

 

百万ユーロ  2014年12月31日  
2013年12月31日

*  2013年１月１日
*

親会社株主に帰属する資本及び準備金       

株式資本  428 428 428

準備金       

　制限付準備金  519 519 519

　　資本剰余金勘定  204 204 204

　　リザーブ・ファンド       

　　定款に基づき計上される準備金       

　　公正価値評価差額準備金       

　　　公正価値測定によるもの       

　　　　ノート及び債券  102 44 50

　　　　株式及び参加持分  112 113 97

　　　キャッシュフロー・ヘッジによるも

の
 

17 11 23

　　その他制限付準備金  1 1 1

　非制限準備金       

　　非制限資本準備金  298 298 298

　　その他非制限準備金  72 72 72

利益剰余金       

　過年度に関する利益（損失）  1,104 933 796

　当期利益（損失）  461 426 283

親会社株主に帰属する資本及び準備金  3,316 3,047 2,771

非支配持分  92 103 69

株主持分合計  3,408 3,150 2,841

 

* 
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

株式資本及び株式

OP協同組合によるポヨラ・バンク・ピーエルシーの任意の公開買付が完了したことにより、2014年11月28日にポヨラ・

バンク・ピーエルシーの株式は振替登録システムから削除され、シリーズA株式及びシリーズK株式は単一の株式のクラス

に統合された。株式数に変動はなく、319,551,415株のままである。これらの株式には額面価格はなく、各株式の表示価

格（正確な数値ではない）は１株当たり1.34ユーロである。すべての発行済株式は、全額払込済みである。

 

配当金分配案

取締役会は、定時株主総会において、一株当たり0.43ユーロ、合計137百万ユーロの配当金分配案を提案する。

 

資本剰余金勘定

資本剰余金勘定は、2006年９月１日より前に施行されていた規制の有効期間中に形成された。資本剰余金勘定の項目に

は、ライツ・イシューにおいて株式に対して支払われた表示価格を超過した金額及びストック・オプションに基づく株式

募集のために支払われた金額が株式の表示価格を超過した金額が含まれている。

株式資本の削減を監督する規制を遵守するに当たり、資本剰余金勘定は取り崩される可能性があり、株式資本の増加を

目的として利用される可能性がある。ストック・オプションに基づき、2006年９月と11月に募集が行われた株式の表示価

格を引受価格が超過した金額については、資本剰余金勘定に計上された。これは、新会社法の施行前に、株主総会でス
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トック・オプションの発行が決定されていたためである。2006年９月1日以降であれば、資本剰余金勘定を増額すること

はできなかった。

 

リザーブ・ファンド

リザーブ・ファンドは、過年度中にリザーブ・ファンドへ振り替えられた利益及び1990年にリザーブ・ファンドへ振り

替えられた貸倒引当金より構成されている。リザーブ・ファンドは、非制限資本が不十分であることによる損失を補填す

るために用いられることがある。リザーブ・ファンドはまた、株式資本を増加させるために用いられ、株式資本と同じ方

法で取り崩されることもある。2006年９月１日以降、リザーブ・ファンドを増額することはできない。

 

公正価値評価差額準備金

公正価値評価差額準備金には、売却可能金融資産の公正価値の変動が含まれる。当該準備金に含まれる項目は、売却可

能金融資産が処分されるか、あるいは減損の対象となった場合には、認識が中止され、損益計算書に計上される。また当

該準備金には、キャッシュフロー・ヘッジとして有効であることが検証された金利デリバティブの公正価値の純変動が含

まれており、繰延税金に関する調整が行われている。公正価値の変動は、ヘッジされたキャッシュ・フローが純利益に影

響を与えた期間に、損益計算書に計上される。

 

公正価値評価差額準備金（法人税控除後）

 

  売却可能金融資産     

百万ユーロ

 

ノート及び

債券  

株式、参加持分

及びミューチュ

アル・ファンド  

キャッシュフ

ロー・ヘッジ  合計

2013年１月１日期首残高（修正再表示）
*

 50  97  23  171

公正価値の変動  -12  51  -2  37

純利息収益への振替      -15  -15

損益計算書に振り替えられたキャピタ

ル・ゲイン    -42    -42

損益計算書に振り替えられた減損損失    3    3

繰延税金  5  3  5  13

2013年12月31日期末残高  44  113  11  168

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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  売却可能金融資産     

百万ユーロ

 

ノート及び

債券  

株式、参加持分

及びミューチュ

アル・ファンド  

キャッシュフ

ロー・ヘッジ  合計

2014年１月１日期首残高  44  113  11  168

公正価値の変動  73  77  18  168

純利息収益への振替      -12  -12

損益計算書に振り替えられたキャピタ

ル・ゲイン    -78    -78

損益計算書に振り替えられた減損損失    0    0

繰延税金  -15  0  -1  -16

2014年12月31日期末残高  102  112  17  231

公正価値評価差額準備金（税引後）の

帰属先は以下のとおりである：         

継続事業        231

非継続事業        0

合計        231

 

公正価値評価差額準備金（税引前）は、合計288（210）百万ユーロで、関連する繰延税金負債は57（42）百万ユーロで

あった。12月31日現在の公正価値評価差額準備金における持分金融商品の正の時価評価額（税引前）は、合計149（154）

百万ユーロで、負の時価評価額は８（13）百万ユーロであった。当該年度における損益を通じて認識された公正価値評価

差額準備金の減損損失は、合計１（１）百万ユーロであり、このうち持分金融商品に関するものは０（１）百万ユーロで

あった。

負の公正価値評価差額準備金は、資産価値の増加、キャピタル・ロス及び減損を認識することによって回復することも

ある。

 

その他制限付準備金

これらの準備金は、用途を記した定款あるいは規定に基づく利益剰余金より構成される。

 

非制限資本準備金

2009年の第三者割当増資を通じて増加した資本は、非制限資本準備金に計上された。

 

その他非制限準備金

これらの準備金は、株主総会の決定に基づく利益剰余金より構成されている。

 

利益剰余金

利益剰余金についてはグループ会社の個別財務書類に含まれる非課税積立金（任意積立金及び特別償却積立金）、並び

に保険会社の平準化引当金及び年金数理上の利益／損失を含んでいる。これらは、IFRSに準拠して作成された財務書類に

おいて、利益剰余金（繰延税金控除後）に計上されている。
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リスク管理に関する注記

 

注記２では、リスク管理及び自己資本管理方針を網羅している。バンキング部門及びグループ業務部門内のリスク・エ

クスポージャーについては注記40から56に記載されており、ポヨラ・グループの自己資本についてはOPフィナンシャル・

グループの財務書類の一部として開示されている。ポヨラ・グループの資本基盤、最低資本要件、デリバティブ契約及び

カウンターパーティ・リスクについては注記57から60に、損害保険のリスク・エクスポージャーについては注記61から72

に記載されている。

 

注記39　ポヨラ・グループの地域別及び分類別のエクスポージャー

ポヨラ・グループのカントリー・エクスポージャーの大部分はEU加盟国内のものである。当該エクスポージャーはすべ

ての貸借対照表項目及びオフバランスシート項目を網羅しており、自己資本の算定に使用される価値に基づいている。

 

2014年12月31日現在の地域別エクスポージャー（百万ユーロ）

地域

 中央政府及

び中央銀行

に対するエ

クスポー

ジャー

 

金融機関

に対する

エクス

ポー

ジャー

 

法人に対

するエク

スポー

ジャー

 

リテー

ル・エク

スポー

ジャー

 株式投資
*  

担保付

ノート及

び債券
**

 その他  合計

フィンラン

ド  5,273  18,349  23,759  1,968  279  461  25  50,114

バルト諸国  189  2  775  4  0      971

その他北欧

諸国  0  483  504  23  4  1,165  0  2,180

ドイツ  1,569  182  32  106  4  424    2,316

フランス  220  494  58  39  22  894    1,726

GIIPS諸国
***

15  23  126  1  16  362    544

その他EU加

盟国  1,256  1,190  263  192  220
****

 639  2  3,763

その他ヨー

ロッパ諸国    157  57  14  5  87    320

米国    194  61  81  48      385

ロシア    79  37  0  1      117

アジア    381  74  15  24      494

その他の国
 1  64  12  28  204

****
 515    824

合計  8,524  21,598  25,759  2,472  828  4,547  28  63,755

 

*
債券ファンド160百万ユーロも含む。

**
RMBS、ABS及びカバードボンド投資によって構成される。

***
スペインに対するエクスポージャーは合計148百万ユーロ、イタリアに対するエクスポージャーは合計142百万ユー

ロである。

****
主にその他EU加盟国におけるヨーロッパ・ファンドに対する投資並びにその他の国における新興成長市場及びグ

ローバル・ファンドに対する投資によって構成される。

 

2013年12月31日現在の地域別エクスポージャー（百万ユーロ）
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地域

 中央政府及

び中央銀行

に対するエ

クスポー

ジャー

 

金融機関

に対する

エクス

ポー

ジャー

 

法人に対

するエク

スポー

ジャー

 

リテー

ル・エク

スポー

ジャー

 株式投資
*  

担保付

ノート及

び債券
**

 その他  合計

フィンラン

ド  3,334  16,446  22,085  1,935  327  493  56  44,675

バルト諸国  214  5  627  0        846

その他北欧

諸国  52  534  441  7  19  1,164  8  2,225

ドイツ  1,420  194  118  0  4  338    2,074

フランス  101  373  78  0  25  779    1,355

GIIPS諸国
***

26  27  17  0  17  379    466

その他EU加

盟国  896  1,283  303  0  305
****

 514    3,301

その他ヨー

ロッパ諸国    305  83  0  44  37    468

米国    181  60  0  68    14  324

アジア    259  57  0  52      369

その他の国
 1  52  61    153

****
 247    515

合計  6,045  19,658  23,931  1,942  1,014  3,950  78  56,619

 

*
債券ファンド231百万ユーロも含む。

**
RMBS、ABS及びカバードボンド投資によって構成される。

***
GIIPS諸国に対するエクスポージャー33百万ユーロは2014年に満期を迎える。スペインに対するエクスポージャーは

合計157百万ユーロ、イタリアに対するエクスポージャーは合計159百万ユーロである。

****
主にその他EU加盟国におけるヨーロッパ・ファンドに対する投資並びにその他の国における新興成長市場及びグ

ローバル・ファンドに対する投資によって構成される。

 

バンキング部門及びグループ業務部門によるリスク・エクスポージャー

これらの注記においては、フィンランド統計局による分類が用いられており、一部については、取締役会報告書に表示

されているリスク・エクスポージャーのセクションで用いられている分類と異なる。
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注記40　貸付金及び債権並びに貸付金及び債権に関して認識された累積減損損失額

 

百万ユーロ  

2014年12月31日

減損損失
 

2013年12月31日

減損損失

貸付金及びその他債権     

　貸付金実行  240  257

　保証債権  12  1

合計  252  259

 

注記41　エクスポージャー

 

  フィンランド  その他諸国

2014年12月31日

百万ユーロ

 貸借対照表

計上額
 減損  未収利息  

貸借対照表

計上額
 減損  未収利息

資産             

金融機関に対する債権  9,638    10  618    4

顧客に対する債権  13,107  238  41  1,244  14  1

ファイナンス・リース  1,136      26     

ノート及び債券  1,210    17  7,076    68

その他  114      879     

合計  25,205  238  68  9,843  14  73

             

オフバランスシート項目契約債務             

未使用のスタンドバイ与信枠  3,822      543     

保証及び信用状  2,139      610     

デリバティブ契約  1,230      5,138     

その他  87      249     

合計  7,278      6,540     

エクスポージャー合計  32,484  238  68  16,383  14  73
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  フィンランド  その他諸国

2013年12月31日
*

百万ユーロ

 貸借対照表

計上額
 減損  未収利息  

貸借対照表

計上額
 減損  未収利息

資産             

金融機関に対する債権  9,074    10  824    4

顧客に対する債権  12,420  240  33  943  19  1

ファイナンス・リース  1,129      19     

ノート及び債券  1,408    22  6,345    63

その他  111      366     

合計  24,143  240  65  8,497  19  68

             

オフバランスシート項目契約債務             

未使用のスタンドバイ与信枠  4,501      227     

保証及び信用状  2,112      617     

デリバティブ契約  858      2,636     

その他  114      246     

合計  7,585      3,725     

エクスポージャー合計  31,728  240  65  12,221  19  68

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

この表は、デリバティブ契約に関する認識済の正の市場価値を示している。
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注記42　部門別のエクスポージャー

  貸借対照表項目  オフバランスシート項目   

2014年12月31日

百万ユーロ

 
フィンランド  海外  フィンランド  海外  合計

銀行以外の法人部門  12,595  1,191  6,241  697  20,723

金融機関及び保険会社  10,924  5,492  264  5,675  22,354

個人顧客  1,202  22  247  0  1,471

非営利組織  176  210  8    394

公的機関  378  3,003  518  167  4,066

合計  25,274  9,916  7,278  6,540  49,008

 

  貸借対照表項目  オフバランスシート項目   

2013年12月31日

百万ユーロ

 
フィンランド  海外  フィンランド  海外  合計

銀行以外の法人部門  12,446  869  6,441  625  20,381

金融機関及び保険会社  9,890  5,622  380  3,075  18,967

個人顧客  1,098  22  235  0  1,355

非営利組織  224  482  14    719

公的機関  550  1,571  514  24  2,659

合計  24,208  8,564  7,585  3,725  44,081

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

貸借対照表計上額は、減損及び未収利息収益を含む帳簿価額である。
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注記43　金融機関及び一般顧客に対する債権、並びに不良債権

 

2014年12月31日

百万ユーロ

 減損して

いないもの

（総額）

 

減損して

いるもの

（総額）

 合計  減損  
貸借対照表

計上額

金融機関及び一般顧客に対する

債権           

金融機関に対する債権  10,257    10,257    10,257

一般顧客に対する債権  14,338  266  14,603  252  14,351

うち銀行保証債権  0  12  12  12  1

ファイナンス・リース  1,162    1,162    1,162

合計  25,756  266  26,022  252  25,770

部門別の金融機関及び一般顧客

に対する債権           

銀行以外の法人部門  12,661  265  12,926  242  12,683

金融機関及び保険会社  11,341    11,341    11,341

個人顧客  1,233    1,233  9  1,223

非営利組織  177  0  177  0  177

公的機関  345    345    345

合計  25,756  266  26,022  252  25,770

 

2013年12月31日
*

百万ユーロ

 減損して

いないもの

（総額）

 

減損して

いるもの

（総額）

 合計  減損  
貸借対照表

計上額

金融機関及び一般顧客に対する

債権           

金融機関に対する債権  9,899    9,899    9,899

一般顧客に対する債権  13,333  289  13,622  259  13,363

うち銀行保証債権  1  1  3  1  1

ファイナンス・リース  1,148    1,148    1,148

合計  24,379  289  24,668  259  24,409

部門別の金融機関及び一般顧客

に対する債権           

銀行以外の法人部門  12,619  289  12,908  253  12,655

金融機関及び保険会社  10,047    10,047    10,047

個人顧客  1,125    1,125  6  1,119

非営利組織  223  0  223  0  223

公的機関  365    365    365

合計  24,379  289  24,668  259  24,409

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

債権に関して集合的に評価された減損は、銀行以外の法人部門に配賦されており、その金額は22（17）百万ユーロで

あった。
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          減損

2014年12月31日

百万ユーロ

 減損して

いないもの

（総額）

 

減損して

いるもの

（総額）

 合計  延滞  個別評価  集合的評価

不良債権             

一般顧客に対する債権  227  266  493  13  230  22

うち銀行保証債権  0  12  12    12   

ファイナンス・リース        0     

合計  227  266  493  14  230  22

部門別の不良債権             

銀行以外の法人部門  215  265  480  12  230  13

金融機関及び保険会社  0    0       

個人顧客  11    11  2    9

非営利組織  1  0  2  0  0   

公的機関        0     

合計  227  266  493  14  230  22

 

          減損

2013年12月31日

百万ユーロ

 減損して

いないもの

（総額）

 

減損して

いるもの

（総額）

 合計  延滞  個別評価  集合的評価

不良債権             

金融機関に対する債権             

一般顧客に対する債権  231  289  519  27  241  17

うち銀行保証債権  1  1  3    1   

ファイナンス・リース        0     

合計  231  289  519  27  241  17

部門別の不良債権             

銀行以外の法人部門  220  289  509  22  241  11

金融機関及び保険会社  0    0  0     

個人顧客  10    10  5    6

非営利組織  0  0  0  0  0   

公的機関        0     

合計  231  289  519  27  241  17

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

247/591



 

不良債権

2014年12月31日

百万ユーロ

 
金融機関及び

一般顧客に対

する正常債権

（総額）

 

金融機関及び

一般顧客に対

する不良債権

（総額）

 

金融機関及

び一般顧客

に対する債

権合計（総

額）

 
減損の個別

評価
 

金融機関及

び一般顧客

に対する債

権（純額）

90日超延滞    158  158  118  40

債務不履行として分類    245  245  107  138

猶予貸付金：           

ゼロ金利  6  0  6    6

減免    0  0  0   

条件緩和  61  23  84  5  79

合計  67  426  493  230  263

 

2013年12月31日

百万ユーロ

 金融機関及び一般顧客に

対する債権（総額）
 減損の個別評価  

金融機関及び一般顧客に

対する債権（純額）

90日超延滞  99  60  40

債務不履行として分類  395  171  225

猶予貸付金：       

ゼロ金利  6  6  0

減免  0  0   

条件緩和  19  5  14

合計  519  241  278

 

当グループは、利息又は元本の支払期日を過ぎており、３ヶ月超にわたって延滞となっている貸付金を90日超延滞区分

の債権の金額として報告している。信用格付が最も低い２つ（11～12）に該当する契約は債務不履行として報告されてい

る。猶予債権には、ゼロ金利債権及び金利減免債権、並びに一般顧客の財政難により条件が緩和されている債権が含まれ

る。ゼロ金利債権は、顧客の返済能力を確保することを目的としてゼロ金利とすることで合意している債権である。減免

債権は、顧客の返済能力を確保するために市場価格を下回る金利が設定されている債権である。条件緩和債権の貸付金の

条件は、利息のみの期間を６～12ヶ月に移行するなど、一般顧客の財務上困難な状況により緩和されている。2014年の財

務書類における延滞債権及び条件緩和債権の定義は、欧州銀行監督局の猶予債権及び延滞債権に関するガイドラインと一

致させるために変更されている。新しい定義に従い、例えば、猶予債権の猶予期間は大幅に拡大され、以前の定義に比べ

て不良債権の水準が引き上げられている。これに応じて比較情報は修正再表示されている。

 

主要な割合（％）  2014年  2013年

個別に減損評価されるエクスポージャーにおける不良債権の割合  46.7  46.5
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延滞しているが減損していない金融資産（延滞期間別）

 

  延滞期間

2014年12月31日

百万ユーロ

 
30日未満  

30日以上

90日以内
 

90日超

180日以内

 
180日超

 
合計

延滞しているが減損していない貸付金及

び債権  228  33  20  25  305

 

  延滞期間

2013年12月31日

百万ユーロ

 
30日未満  

30日以上

90日以内
 

90日超

180日以内

 
180日超

 
合計

延滞しているが減損していない貸付金及

び債権  312  63  10  25  409

 

注記44　貸倒れ及び減損

 

貸倒れ及び減損

百万ユーロ  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年  2013年  2014年

貸倒れ及び減損総額  37  155  156  132  97  82  75

戻入れ  -9  -26  -52  -71  -40  -45  -49

貸倒れ及び減損純額  28  129  104  60  57  37  25

 

当事業年度において、貸倒れ及び保証損失並びに減損合計75 （82）百万ユーロが新たに認識された。貸倒れの戻入れ

及び減損の減少は、合計49（45）百万ユーロであり、正味影響額は、25(37)百万ユーロであった。

2014年に、貸倒れ及び保証損失並びに減損は、貸付及び保証ポートフォリオの0.14（0.21）％を占めていた。
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注記45　産業別の法人エクスポージャー

 

正味エクスポージャー

2014年12月31日

 
貸借対照表

項目
 

オフバラン

スシート

項目

 合計  割合（％）

 百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ   

住宅用不動産の賃貸及び運営  2,106  173  2,280  11.0

貿易  1,653  376  2,028  9.8

エネルギー  941  1,118  2,059  9.9

その他不動産の運営  1,242  302  1,545  7.5

機械及び設備の製造（メインテナンスを含む）  751  847  1,597  7.7

輸送及び倉庫  1,049  365  1,414  6.8

建設  544  693  1,237  6.0

サービス  818  359  1,177  5.7

金融及び保険事業  877  109  986  4.8

林業  666  306  972  4.7

自社所有不動産の売買  639  312  951  4.6

食品業  460  320  779  3.8

情報及び通信  408  367  774  3.7

農林水産業  605  115  720  3.5

化学薬品及び化学製品の製造  243  397  640  3.1

金属工業  268  351  619  3.0

その他の製造業  179  127  306  1.5

給水及び廃棄物管理  152  103  254  1.2

その他の部門  102  94  196  0.9

鉱業及び採石  86  55  141  0.7

行政及び防衛（強制社会保障を含む）  0  50  50  0.2

合計  13,785  6,938  20,723  100.0
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正味エクスポージャー

2013年12月31日

 
貸借対照表

項目
 

オフバラン

スシート

項目

 合計  割合（％）

 百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ   

住宅用不動産の賃貸及び運営  2,003  100  2,104  10.3

貿易  1,541  469  2,010  9.9

その他不動産の運営  1,401  345  1,746  8.6

機械及び設備の製造（メインテナンスを含む）  698  952  1,650  8.1

エネルギー  787  728  1,515  7.4

建設  588  778  1,365  6.7

輸送及び倉庫  1,023  273  1,296  6.4

自社所有不動産の売買  762  299  1,062  5.2

サービス  675  388  1,062  5.2

金融及び保険事業  863  191  1,054  5.2

林業  549  410  959  4.7

情報及び通信  489  418  907  4.4

食品業  450  299  749  3.7

化学薬品及び化学製品の製造  215  498  713  3.5

金属工業  320  379  699  3.4

農林水産業  436  67  502  2.5

その他の製造業  212  207  418  2.1

給水及び廃棄物管理  179  89  268  1.3

鉱業及び採石  88  92  181  0.9

その他の部門  39  87  126  0.6

行政及び防衛（強制社会保障を含む）  0    0  0.0

合計  13,320  7,066  20,386  100.0

 

注記46　格付区分別の法人エクスポージャー

 

  2014年12月31日  2014年12月31日

格付
 正味エクスポージャー

百万ユーロ
 

 

％
 

正味エクスポージャー

百万ユーロ
 

 

％

1.0 - 2.0  1,176  5.7  1,391  6.8

2.5 - 5.0  11,036  53.3  10,264  50.3

5.5 - 7.0  6,079  29.3  6,186  30.3

7.5 - 8.5  1,946  9.4  1,842  9.0

9.0 - 10.0  259  1.2  361  1.8

11.0 - 12.0  228  1.1  343  1.7

合計  20,723  100.0  20,386  100.0
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注記47　顧客のエクスポージャー金額別の法人エクスポージャー

 

正味エクスポージャー金額

2014年12月31日

百万ユーロ

 

フィンランド  その他諸国  合計  ％

0 - 1  1,025  249  1,274  6.1

1 - 10  2,504  388  2,892  14.0

10 - 50  4,258  821  5,079  24.5

50 - 100  4,304  430  4,733  22.8

100超  6,745    6,745  32.5

合計  18,835  1,888  20,723  100.0

 

正味エクスポージャー金額

2013年12月31日

百万ユーロ

 

フィンランド  その他諸国  合計  ％

0 - 1  988  200  1,187  5.8

1 - 10  2,629  393  3,022  14.8

10 - 50  4,302  794  5,096  25.0

50 - 100  4,338  108  4,446  21.8

100超  6,635    6,635  32.5

合計  18,892  1,494  20,386  100.0

 

注記48　格付区分別の金融機関及び保険会社の債務

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

格付
 正味エクスポージャー

百万ユーロ
 ％  

正味エクスポージャー

百万ユーロ
 ％

1.0 - 2.0  12,574  56.5  11,550  61.3

2.5 - 5.0  9,089  40.8  6,887  36.6

5.5 - 7.0  444  2.0  252  1.3

7.5 - 8.5  151  0.7  125  0.7

9.0 - 10.0  14  0.1  17  0.1

合計  22,273  100.0  18,831  100.0

 

ポヨラは、OPフィナンシャル・グループの自己資本の測定に用いられている格付方法に基づき、金融機関及び保険会社

の顧客の格付を行っている。国際信用格付機関の信用格付区分に基づくエクスポージャーは、表の中のOPフィナンシャ

ル・グループの同等の格付区分に示されている。
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注記49　種類別受入担保の内訳

 

百万ユーロ  2014年12月31日  ％  2013年12月31日  ％

公的機関保証  2,249  28.9  1,613  23.4

資金調達目的のもの  2,011  25.8  1,870  27.1

不動産又は事務所に係る借地抵当権

あるいは工業用不動産  1,692  21.7  1,655  24.0

株式及び参加持分、その他  595  7.6  614  8.9

住宅利用目的における住宅会社及び住宅

協会並びに不動産会社の持分  428  5.5  332  4.8

不動産又は住宅用不動産における借地

抵当権  288  3.7  164  2.4

事業用資産に対する抵当権  202  2.6  258  3.7

ファクタリング  153  2.0  142  2.1

銀行保証  94  1.2  89  1.3

その他の担保  76  1.0  157  2.3

合計  7,789  100.0  6,893  100.0

 

種類別受入担保は、当行が保有し、債務に割り当てられている担保価値に基づいて算定されている。担保の公正価値

は、担保価値を算定する際の基準として用いられる。担保価値は、担保の種類別の評価割合の基準に基づいて公正価値か

ら導き出されるものであり、保守的な見積りに基づくものである。

 

注記50　資金調達構造

 

百万ユーロ  2014年12月31日  ％  2013年12月31日
*  ％

金融機関に対する負債  5,241  12.7  4,789  12.8

損益を通じて公正価値評価された金融負債  4  0.0  4  0.0

顧客に対する負債         

　預金  9,180  22.3  7,504  20.1

　その他  2,262  5.5  2,678  7.2

公募発行負債証券         

　譲渡性預金証書及びユーロ・コマーシャ

ル・ペーパー  7,026  17.0  6,769  18.2

　債券  10,561  25.6  9,328  25.0

その他負債  2,479  6.0  2,075  5.6

劣後負債  1,084  2.6  984  2.6

株主持分  3,408  8.3  3,150  8.4

合計  41,246  100.0  37,281  100.0

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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注記51　満期までの残存期間別の資産及び負債の返済期限

 

2014年12月31日

百万ユーロ

 
３ヶ月

未満
 

３ヶ月以上

12ヶ月

以内

 
１年超

５年以内
 

５年超

10年以内
 10年超  合計

流動資産  3,774          3,774

損益を通じて公正価値評価さ

れる金融資産             

　ノート及び債券  29  56  211  62  1  360

金融機関に対する債権  5,181  809  3,709  536  22  10,257

顧客に対する債権  2,919  1,850  7,858  1,382  1,504  15,513

売却可能金融資産             

　ノート及び債券  193  447  3,050  4,068  24  7,782

満期保有金融資産             

　ノート及び債券  50  36  36  22    144

資産合計  12,145  3,198  14,865  6,070  1,552  37,829

             

金融機関に対する負債  2,637  592  1,781  232    5,241

損益を通じて公正価値評価さ

れる金融負債  4          4

顧客に対する負債  10,159  784  205  265  30  11,442

公募発行負債証券  5,199  4,174  6,666  1,375  172  17,587

劣後負債    150  201  733    1,084

負債合計  17,998  5,701  8,852  2,605  202  35,359

             

保証  24  213  598  1  38  874

その他の保証債務  220  339  383  37  599  1,578

ローン・コミットメント  4,365          4,365

短期売買取引に係る契約債務  72  170  56      297

その他  259  1  2  74    336

オフバランスシート項目契約

債務合計  4,939  723  1,039  112  637  7,450
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2013年12月31日
*

百万ユーロ

 
３ヶ月

未満
 

３ヶ月以上

12ヶ月

以内

 
１年超

５年以内
 

５年超

10年以内
 10年超  合計

流動資産  2,046          2,046

損益を通じて公正価値評価さ

れる金融資産             

　ノート及び債券  37  34  293  73  6  443

金融機関に対する債権  5,399  672  3,303  500  24  9,899

顧客に対する債権  2,344  1,755  7,593  1,347  1,472  14,510

売却可能金融資産             

　ノート及び債券  82  375  3,453  3,177  21  7,108

満期保有金融資産             

　ノート及び債券  64  22  115  0    202

資産合計  9,973  2,858  14,757  5,098  1,523  34,209

             

金融機関に対する負債  2,148  537  1,692  412    4,789

損益を通じて公正価値評価さ

れる金融負債  4          4

顧客に対する負債  9,055  372  209  280  267  10,183

公募発行負債証券  5,694  3,910  6,029  414  50  16,097

劣後負債  40  169  94  681    984

負債合計  16,941  4,988  8,023  1,788  317  32,056

             

保証  77  67  540  21  210  914

その他の保証債務  257  402  473  25  410  1,568

ローン・コミットメント  4,728          4,728

短期売買取引に係る契約債務  80  79  73  15    247

その他  251  1  4  104    359

オフバランスシート項目契約

債務合計  5,392  549  1,090  165  619  7,816

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

損益を通じて公正価値評価される金融資産は、随時売却可能なノート及び債券より構成されている。売却可能金融資産

に含まれるノート及び債券は、必要に応じていつでも売却可能である。しかし、上表のサブカテゴリーの上では、損益を

通じて公正価値評価される金融資産に含まれるノート及び債券並びに売却可能金融資産に含まれるノート及び債券は、満

期までの残存期間に基づいて表示されている。負債の額面価額は、満期別の区分に基づいて表示されている。トレーディ

ング目的で保有する金融負債は、最短満期区分に表示されている。ポヨラ・グループは、財務リスク管理において、為替

予約並びに金利及び為替スワップを用いている。対ユーロ相場における財務リスクへの影響（正味）が軽微であるため、

それらは具体的に表示されていない。

最短満期区分における要求払債務は、合計8.4（6.6）十億ユーロであった。
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注記52　流動性バッファー

 

2014年12月31日における流動性バッファーの満期別及び信用格付別の明細（百万ユーロ）

 

年数

 
１年

以内
 

１年超

３年

以内

 
３年超

５年以内
 

５年超

７年以内
 

７年超

10年以内
 10年超  合計  

割合

（％）

Aaa
*

 4,146  543  1,488  1,981  965  24  9,145  55.1

Aa1－Aa3  109  33  437  556  469  0  1,605  9.7

A1－A3  223  268  42  13  10  1  557  3.4

Baa1－Baa3  38  116  32  59  52  1  298  1.8

Ba1以下  14  95  24  1  11  0  146  0.9

内部格付
**

 712  1,736  1,349  460  176  414  4,848  29.2

合計  5,243  2,791  3,371  3,069  1,684  440  16,598  100.0

*
中央銀行預け金を含む。

**
PD＜/=0.40％

流動性バッファー（中央銀行預け金を除く）の平均残存満期は、4.6年である。

 

注記53　満期別又は金利更改期間別の資産及び負債の内訳

 

2014年12月31日

百万ユーロ

 
１ヶ月以内  

１ヶ月超

３ヶ月以内
 

３ヶ月超

12ヶ月以内
 

１年超

２年以内
 

２年超

５年以内
 5年超  合計

現金及び現金同等物  3,774            3,774

損益を通じて公正価値評

価される金融資産               

　ノート及び債券  6  115  47  15  114  62  360

金融機関に対する債権  4,849  2,561  1,870  375  479  122  10,257

顧客に対する債権  6,049  5,573  1,919  169  976  828  15,513

売却可能金融資産               

　ノート及び債券  277  287  279  511  2,382  4,046  7,782

満期保有金融資産               

　ノート及び債券  95  39    10      144

資産合計  15,050  8,576  4,115  1,080  3,950  5,059  37,829

               

金融機関に対する負債  2,338  1,198  673  237  633  162  5,241

損益を通じて公正価値評

価される金融負債  4            4

顧客に対する負債  8,835  1,794  772      40  11,442

公募発行負債証券  1,625  5,714  3,395  994  4,603  1,255  17,587

劣後負債    200  50  65    769  1,084

負債合計  12,803  8,907  4,890  1,296  5,236  2,226  35,359

 

要求払債務は合計8.4十億ユーロで、主として公金預金より構成されている。

 

2013年12月31日
*

百万ユーロ

 
１ヶ月以内  

１ヶ月超

３ヶ月以内
 

３ヶ月超

12ヶ月以内
 

１年超

２年以内
 

２年超

５年以内
 5年超  合計
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現金及び現金同等物  2,046            2,046

損益を通じて公正価値評

価される金融資産               

　ノート及び債券  18  96  48  28  176  76  443

金融機関に対する債権  4,924  2,816  1,171  268  542  177  9,899

顧客に対する債権  4,919  5,282  2,079  441  1,006  784  14,510

売却可能金融資産               

　ノート及び債券  404  348  296  544  2,351  3,165  7,108

満期保有金融資産               

　ノート及び債券  139  63          202

資産合計  12,451  8,605  3,595  1,281  4,075  4,202  34,209

               

金融機関に対する負債  2,113  1,064  535  183  643  251  4,789

損益を通じて公正価値評

価される金融負債  4            4

顧客に対する負債  8,414  1,364  364  0    40  10,183

公募発行負債証券  1,659  5,853  3,150  1,001  4,112  322  16,097

劣後負債    184  119      681  984

負債合計  12,190  8,465  4,169  1,183  4,755  1,294  32,056

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

要求払債務は合計6.6十億ユーロで、主として公金預金より構成されている。
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注記54　市場リスクの感応度分析

2014年12月31日現在、市場リスクはリスク加重資産の6.8（6.0）％を占めていた。

 

      2014年12月31日  2013年12月31日

百万ユーロ  
リスク

パラメータ
 変数

 業績への

影響
 

株主持分

への影響
 

業績への

影響
 

株主持分

への影響

金利リスク  金利  1 pp  18    39   

為替リスク  市場価値  10％  7    3   

ボラティリティ・リスク             

　金利ボラティリティ  ボラティリティ  10 ベー

シスポ

イント  1    2   

　為替ボラティリティ  ボラティリティ  10 pps  1    1   

信用リスク・プレミアム
*  信用力格差  0.1 pps

 1  36  1  31

価格リスク             

　エクイティ・ポートフォリオ  市場価値  10％    0    0

　プ ラ イ ベ ー ト ・ エ ク イ

ティ・ファンド

 市場価値  10％

 1  2

 

1  2

不動産リスク  市場価値  10％  3    3   

 

注記55　株式リスク

 

2014年12月31日現在、株式及びプライベート・エクイティ・ファンドの市場価値は合計24（31）百万ユーロで、うち株

式ポートフォリオが１（１）百万ユーロ、投資コミットメントを含むプライベート・エクイティ・ファンドが23（30）百

万ユーロであった。年度末の株式ポートフォリオは、情報技術(IT)89（87）％及び通信サービス11（13）％の２つの部門

に分類される。

プライベート・エクイティ・ファンドへの投資は、合計16（21）百万ユーロで、拘束力のある未実行の投資コミットメ

ントは、７（９）百万ユーロであった。

 

注記56　不動産リスク

 

2014年12月31日現在、保有不動産へ投資された資本は、88（91）百万ユーロであり、自社使用の不動産は、３（３）百

万ユーロであった。

2014年において当グループは、保有不動産の公正価値総額は不動産に関する投下資本に見合っているという、保有不動

産の公正価値についての外部鑑定士による見積りを入手した。それによれば、不動産リスクは低いと見積もられている。

事業年度中の投資不動産の変動についての詳細な情報は、注記22及び26（自社使用の不動産）に記載されている。
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第３の柱に関する開示

 

注記57から60において、欧州議会及び欧州理事会の資本要件規則に明記されているとおり、連結グループ

の自己資本についての情報（第３の柱に関する開示）が示されている。過年度の数値は、2013年12月31日現

在有効であった規則に従って算定されている。資本基盤、リスク加重資産及び自己資本比率も、2014年１月

１日以降有効となった規則に準拠した見積りとして表示されている。これらの情報は、連結自己資本に基づ

くものであり、ポヨラ・グループに関して開示されている他の情報と直接比較することはできない。第３の

柱に関する完全な情報はOPフィナンシャル・グループの財務書類に記載されている。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの自己資本の基盤を形成している連結グループは、保険会社及びその子会

社を除くポヨラのグループ会社である。

ポヨラは、リテール、金融機関及び法人に対するエクスポージャー並びに株式投資にIRBAを適用してい

る。標準的手法（以下、「SA」という。）は他のエクスポージャー区分に使用されている。
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注記57　資本基盤

 

当グループは、2014年１月１日に発効したEU資本要件規制及び指令（EU 575/2013）（CRR）に準拠して、2014年12月

31日現在の資本基盤を表示している。2013年度の比較情報は、2013年12月31日において有効であったCRD Ⅲに基づいて表

示されている。また、「CRR（2014年１月１日）」の列には、CRRに基づく前年度の数値の見積額が表示されている。

 

百万ユーロ  

CRR

（2014年

12月31日）

 

CRR

（2014年

１月１日）

 

CRD3

（2013年

12月31日）

株主持分  3,408  3,150  3,150

株式資本における保険会社の影響の消去（株式

資本及び当グループへの影響の消去）
 -183  -137  -137

公正価値評価差額準備金、キャッシュフ

ロー・ヘッジ
 -17  -11  -11

普通株式等Tier 1（CET1）（控除前）  3,209  3,001  3,001

無形資産  -195  -193  -193

年金債務の超過積立、評価調整及び間接保有高  -1  -8  -4

取締役会が提案した配当金分配案  -141  -212  -212

移行条項に基づく未実現利益  -50  -31  -31

保険会社及び金融機関への投資      -703

減損‐予想損失の不足額  -122  -115  -50

普通株式等Tier 1（CET1）
*  2,700  2,441  1,808

移行条項が適用される劣後ローン  219  219  274

Tier 2自己資本不足額      -38

その他Tier 1自己資本（AT1）  219  219  235

Tier 1自己資本（T1）  2,919  2,660  2,043

無担保ローン  663  683  683

移行条項に基づく未実現利益  50  31  31

保険会社及び金融機関への投資      -703

減損‐予想損失の不足額      -50

AT1への組替      38

Tier 2自己資本(T2)  713  714   

資本基盤合計  3,633  3,375  2,043

 

ポヨラは、旧資本調達手段に関する移行条項を劣後ローンに適用している。2012年12月31日の残高の合計80％は資本

基盤に含まれている。

負の未実現評価額は、普通株式等Tier 1自己資本に含まれている。正の未実現評価額は、金融監督庁が公表したス

テートメントに基づきTier 2自己資本に含まれている。

 

*
CRD Ⅲの数値に基づくCET1の列は、欧州銀行監督機構（EBA）の定義によるコアTierを示している。

 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

260/591



注記58　最低資本要件

 

ポヨラは、リテール、金融機関及び法人に対するエクスポージャー並びに株式投資にIRBAを適用している。SAは他のエ

クスポージャー区分に使用されている。ポヨラ・グループの保険会社への投資は、資本基盤より控除されている。ポヨラ

は、FIRBAを用いて、法人及び金融機関に対するエクスポージャーに関する資本要件を測定している。この手法では、顧

客のデフォルト確率（以下、「PD」という。）を決定する際に内部信用格付を用いており、デフォルト時損失率（以下、

「LGD」という。）及びクレジット・コンバージョン・ファクター（以下、「CF」という。）は、当局から提供される標

準的な見積りである。ポヨラは、リテール・エクスポージャーの資本要件を測定する際に、IRBAを用いている。この手法

では、顧客のPDを決定する際に内部格付を用いており、LGD及びCFは内部的に見積られている。

株式投資に関する所要自己資本の測定には、様々な手法を使用することが可能である。PD/LGD手法では、投資のリスク

加重エクスポージャーは内部信用格付に基づいたPD及び公認のLGDを用いて算出されている。一方で単純リスク加重法に

従った場合には、投資のリスク加重エクスポージャー金額は、投資額に投資の種類別に決定されたリスク加重要因を乗じ

ることによって算出される。

ポヨラはオペレーショナル・リスクの資本要件を測定する際に標準的手法を用いている。
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 2014年12月31日  2013年12月31日

百万ユーロ 資本要件
*  

リスク

加重資産
 資本要件

*  
リスク

加重資産

信用及びカウンターパーティ・リ

スク 1,506  18,829
 

1,121  14,007

SA 102  1,271  65  814

中央政府及び中央銀行に対する

エクスポージャー 1  11
 

7  82

地域政府及び地方自治体に対す

るエクスポージャー 1  15
 

   

金融機関に対するエクスポー

ジャー 5  61
 

3  44

法人に対するエクスポージャー 83  1,043  48  598

リテール・エクスポージャー 6  72  5  67

その他の項目 6  69  2  24

　IRBA 1,405  17,559  1,055  13,192

　金融機関に対するエクスポー

ジャー 100  1,245
 

88  1,096

　法人に対するエクスポージャー 863  10,788  829  10,367

　リテール・エクスポージャー 75  938  70  874

　不動産抵当権担保付エクスポー

ジャー 0  1
 

0  2

　その他のリテール・エクスポー

ジャー 75  936
 

70  873

株式投資 331  4,132  16  195

　　PD／LGD手法 326  4,072  5  59

　　基礎的指標手法 5  61  11  136

　　　プライベート・エクイティ

投資 4  49
 

4  54

　　　上場株式投資 0  4  0  3

　　　その他 1  8  6  79

証券化ポジション 35  436  51  636

その他の非信用債務 2  21  2  23

清算／決済リスク     0  1

市場リスク（SA） 117  1,467  77  957

　ノート及び債権 106  1,327  71  889

　株式 0  5     

　為替 7  90  4  49

　コモディティ 4  45  2  20

オペレーショナル・リスク 91  1,137  87  1,083

エクスポージャー値の調整に関す

る

リスク 32  405

 

   

リスク合計 1,747  21,839  1,284  16,048

 

*
資本要件＝リスク加重資産

＊
0.08

 

2014年１月１日に施行された規則に準拠すると、2013年12月31日現在のリスク加重資産合計は20,499百万ユーロとなっ

ていた。リスク加重資産は、保険会社への株式投資をCET1から控除する代わりに、株式投資で取り扱うことによって増加

した。上表におけるリスク加重資産及び資本要件は、新しい規則に準拠したエクスポージャー区分として示されているた

め、比較情報はあらゆる点で新しいエクスポージャー区分に対応していない。

株式投資のリスクウェイトにはOPフィナンシャル・グループ内の保険会社への株式投資3.9十億ユーロが含まれてい

る。金融監督庁の許可に基づき、OPフィナンシャル・グループは保険会社への株式投資をPD/LGD手法によるリスク加重資

産として取り扱っている。

その他のエクスポージャー46百万ユーロは、繰延税金資産を表している。繰延税金資産は、普通株式等Tier 1自己資本

から控除する代わりに、250％のリスクウェイトの資産として取り扱われている。

カウンターパーティ・リスクの資本要件は、59（42）百万ユーロである。
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注記59　自己資本比率

 

比率、％  2014年12月31日  2014年１月１日  2013年12月31日

CET1比率  12.4  11.9  11.3

Tier1比率  13.4  13.0  12.7

自己資本比率  16.6  16.5  12.7

 

注記60　デリバティブ契約及びカウンターパーティ・リスク

デリバティブ契約の信用リスクは、デリバティブ契約の日次の市場評価によって生じるものとして定義されている。

顧客限度額の規模は、デリバティブ契約に含まれる資産及びその契約の有効性に基づいて定義されている。

デリバティブ契約に関連するカウンターパーティ・リスクは、カウンターパーティが債務不履行となった場合にポヨ

ラ・バンク・ピーエルシーが保有する可能性のあるカウンターパーティに対する債権から生じる。ポヨラ・グループは、

公正価値モデルを用いてカウンターパーティ・リスクを測定しており、負債金額は契約の市場価値及び将来の予想エクス

ポージャーで構成される。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、デリバティブ契約に関するカウンターパーティ・リスクをマスター契約を通じて管

理しており、マスター契約により、担保及び早期解約条項と同様にカウンターパーティの債務不履行時には契約上の債務

を相殺することができる。デリバティブのカウンターパーティの所在国の法令においてもマスター契約の相殺条項の法的

強制力があるとする法律専門家の意見を得ている。ポヨラ・グループは自己資本比率の測定及び信用リスク限度額のモニ

タリングにおいてデリバティブ契約から生じるカウンターパーティ・エクスポージャーについてネッティング契約を利用

している。カウンターパーティとしての金融機関に関して、ポヨラは常にデリバティブ・マスター契約に対してCSAを使

用しており、その場合、受入担保がカウンターパーティ・リスクを軽減している。

当グループは、年１回、法人のカウンターパーティ・エクスポージャー限度額を確認しており、これに関連して、デリ

バティブ契約の限度額に適用している担保の状態も確認している。

銀行のカウンターパーティから生じる信用リスクは、担保を通じたリスクであり、国際スワップデリバティブ協会（以

下、「ISDA」という。）の一般協定に関連したISDAの担保契約（以下、「CSA」という。）を使用することを意味してい

る。この担保制度では、カウンターパーティは、債権に関する担保として、現金又は有価証券を提供する。カウンター

パーティ間のマッチングは、日次で実施される。

2014年12月31日にS&Pがポヨラの信用格付をAA-からAに引き下げた場合、４百万ユーロの追加担保が必要となってい

た。１年前に信用格付が引き下げられた場合は、追加担保は必要なかった。

カウンターパーティ・リスクによる所要自己資本は、資金調達業務及びトレーディング・ブックに関連した項目より生

じる可能性がある。カウンターパーティ・リスクによる所要自己資本は、例えば、店頭デリバティブ並びに売却及び買戻

し契約に関して算定される。
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カウンターパーティ・リスク契約の種

類

2014年12月31日

百万ユーロ

 

エクスポー

ジャー総額
 

相殺による

利益
 

現在相殺され

ている信用リ

スク

 保有担保  
正味信用

リスク

デリバティブ契約  8,733  5,415  3,318  722  2,596

金利デリバティブ  6,423  4,146  2,277  445  1,831

為替デリバティブ  2,063  1,189  874  261  613

エクイティ及びインデックス・

デリバティブ  147  80  68  16  52

その他  100    100    100

合計  8,733  5,415  3,318  722  2,596

 

カウンターパーティ・リスク契約の種

類

2013年12月31日

百万ユーロ

 

エクスポー

ジャー総額
 
相殺による

利益
 

現在相殺され

ている信用リ

スク

 保有担保  
正味信用

リスク

デリバティブ契約  4,935  2,844  2,091  408  1,683

金利デリバティブ  3,893  2,404  1,489  318  1,171

為替デリバティブ  742  363  379  36  343

エクイティ及びインデックス・デ

リバティブ  198  76  122  54  68

その他  101    101    101

合計  4,935  2,844  2,091  408  1,683

 

注記79では契約の正の公正価値総額を示している。
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損害保険のリスク・エクスポージャー

 

注記61　リスク負担能力

2014年12月31日、損害保険のソルベンシー資本は988(913)百万ユーロで、ソルベンシー比率は75（73）％であった。

S&P社によって認定されたポヨラ・インシュアランスの財務力の格付はAA-である。取締役会は、Aを目標格付として確認

している。

損害保険は、主として会社レベルで規制当局が設定したすべての所要自己資本を満たさなければならない。すべての損

害保険会社は、EU指令に基づいて、各社の最低支払能力基準に関して設定された同一要件によって管理されている。さら

にフィンランドの法令もまた、フィンランドの保険会社に対して所要自己資本を規定している。

リスク負担能力は、様々な損益項目や貸借対照表項目に対する会社のソルベンシー資本の比率を示すものである。発生

した保険金及び保険料収入に対するソルベンシー資本の比率は、会社の引受リスクへの対応力を示すものである。保険負

債に対するソルベンシー資本の比率は、保険負債の見積りに関連したリスクへの会社の対応力を示すものである。同様

に、投資ポートフォリオに対するソルベンシー資本の比率は、投資関連のリスクへの会社の対応力を示すものである。

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

 
 

百万ユーロ  
リスク負担

能力、％
 百万ユーロ  

リスク負担

能力、％

ソルベンシー資本  988    913   

保険金発生額
*

 930  106  882  104

保険料収入
*

 1,310  75
**

 1,249  73
**

保険負債
*

 2,645  37  2,517  36

投資ポートフォリオ  3,534  28  3,219  28

 

*
再保険会社持分（純営業収入）控除後

**
ソルベンシー比率
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注記62　損害保険の感応度分析

以下の表は、利益及びソルベンシー資本に関する様々なリスク・パラメータの影響について示したものである。

 

リスク・パラメータ

 
2014年合計、

百万ユーロ
 

リスク・パラ

メータの

変動

 

株主資本に対

する影響、

百万ユーロ

 

コンバイン

ド・レシオへ

の影響

保険ポートフォリオ又は保険料収入
*

 1,310  1％上昇  13  0.9pps上昇

保険金発生額
*

 930  1％上昇  -9  0.7pps下落

大規模な損害、5百万ユーロ超    1件の損失  -5  0.4pps下落

人件費
*

 102  8％上昇  -8  0.6pps下落

部門別の費用
*/**

 320  4％上昇  -13  1.0pps下落

集合的負債のインフレ  603  0.25pps上昇  -4  0.3pps下落

割引対象の保険負債の平均余命  1,658  １年上昇  -40  3.0pps下落

割引対象の保険負債の割引率  1,658  0.1pps下落  -21  1.6pps下落

 

*
12ヶ月間の増減

**
損害保険の部門別の費用（投資運用及びその他のサービス提供に係る費用を除く）

 

注記63　クラス別の保険料収入及び保険金額

企業財産保険におけるEML
＊
クラス別の保険料収入

財産保険のリスクの程度は、リスクをEML
*
金額別に分類することによって評価される。以下の表は、リスク分類毎に計

算された保険料収入を示している。

 

百万ユーロ  5-20  20-50  50-100  100-300  

2014年  14  14  11  11  

2013年  13  14  14  9  

 

*
EML = 保険対象毎の推定最大損失額

 

賠償責任保険におけるTSI
＊
クラス別の保険料収入

賠償責任保険のリスクの程度は、リスクをTSI
*
金額別に分類することによって評価される。以下の表は、リスク分類毎

に計算された保険料収入を示している。

 

百万ユーロ  2-4  4-10  10-30  30-90  

2014年  3  6  7  3  

2013年  3  6  8  3  

 

*
TSI = 合計保険金額
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10年保険における保険金額

10年保険（住宅瑕疵担保責任保険）の保険金額は、それらの契約高を示している。保険金総額及び純額は、以下の表に

示されている。10年保険の責任期間は10年である。

 

  総額  純額
*

百万ユーロ  2014年  2013年  2014年  2013年

10年保険  2,249  2,287  2,249  2,282

 

*
再保険会社持分控除後で契約相手方の保証控除前の保険会社の自己勘定

 

注記64　大規模な損失の傾向

2010年から2014年の間の発生年数別の大規模な損失発生件数

損害保険では、大規模な損失から発生する請求費用を注意深くモニタリングしている。当該請求費用は、引受利益にお

ける年間変動の重要な部分を示すものである。さらに大規模な損失によって生じる請求費用をモニタリングすることによ

り、リスク又はリスク選好における変化を見出す上でも役立つ。当該分析において、大規模な損失は、総額２百万ユーロ

を超過する損失のことである。大規模な損失の大半は、財物保険及び事業中断保険において発生している。公的保険商品

においては、取扱商品の契約高が大きい割には、大規模な損失のリスクは比較的小さい。

 

総額

2百万ユーロ超の損失件数
 

公的保険

商品
 

その他傷害及

び健康保険
 

船体及び

貨物
 

財物及び

事業中断
 

賠償責任及

び訴訟費用
 長期

2010年  1      12     

2011年        5    1

2012年  3      7  1   

2013年  4      6  1   

2014年  6      8  1   

  保険金合計、百万ユーロ  256   

 

総額、保険金合計、百万ユーロ

2010-14年  32      189  27  8

 

純額

2百万ユーロ超の損失件数
 

公的保険

商品
 

その他傷害及

び健康保険
 

船体及び

貨物
 

財物及び

事業中断
 

賠償責任及

び訴訟費用
 長期

2010年        10     

2011年        4    1

2012年  3      6  1   

2013年  4      6  1   

2014年  6      7     

  保険金合計、百万ユーロ  175   

 

純額、保険金合計、百万ユーロ

2010-14年  30      123  19  3

 

注記65　保険収益性

保険料収入（総額及び純額）及びコンバインド・レシオ（正味）の傾向
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保険料収入は保険分類別の契約高を示すものであり、ポートフォリオ全体に対するその保険分類の重要性の評価を可能

にする。同様に、コンバインド・レシオ（以下、「CR」という。）は、その保険分類における業績の変動及び収益性を評

価することを目的として使用される。当該CRは、過去の保険期間に関する偶発的な項目についての調整を行った後、個別

に表示されている。

 

2014年、百万ユーロ  IP収入総額  IP収入純額  正味CR
*  正味

**
CR

*  

公的保険商品  457  455  96％  82％  

その他傷害及び健康保険  180  180  86％  86％  

船体及び貨物  287  285  81％  81％  

財物及び事業中断  353  312  89％  89％  

賠償責任及び訴訟費用  83  76  97％  97％  

長期  5  4  1％  1％  

合計  1,364  1,310  89％  85％  

 

2013年、百万ユーロ  IP収入総額  IP収入純額  正味CR
*  正味

**
CR

*  

公的保険商品  459  458  93％  85％  

その他傷害及び健康保険  158  158  88％  88％  

船体及び貨物  264  261  90％  90％  

財物及び事業中断  343  296  89％  88％  

賠償責任及び訴訟費用  80  73  82％  82％  

長期  5  4  15％  15％  

合計  1,309  1,249  90％  87％  

 

*
CRは、保険金額（純額）と保険事業の営業費用の合計金額を保険料収入（正味）で除することによって算定され

る。無形財産権の償却費は計算から除かれている。

**
保険契約準備金勘定の残高に影響を与える一時的な変動は、除外されている。
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注記66　保険負債の性質に関する情報

 

負債の性質に関する情報  2014年  2013年

保険契約に係る正味負債（百万ユーロ）     

潜在的な業務上の疾病  22  26

その他  2,622  2,491

合計（振替前）  2,645  2,517

     

負債の期間（年）     

割引対象の保険負債  12.7  12.6

割引対象外の保険負債  2.1  2.1

合計  9.0  8.7

     

割引後正味負債（百万ユーロ）     

年金に関する既発生保険金  1,308  1,252

集合的負債  313  275

未経過保険料  38  37

合計  1,658  1,564

 

注記67　予想満期別の保険負債

 

2014年12月31日、百万ユーロ  

１年

以内  

１年超

５年以内  

５年超

10年以内  

10年超

15年以内  15年超  合計

未経過保険料
*

 371  107  19  5  9  511

未払保険金             

割引対象外  261  180  48  9  3  501

割引対象  95  431  325  246  523  1,621

保険負債合計  727  717  392  261  536  2,633

 

*
割引対象の負債38百万ユーロを含む。

**
保険負債に関連する金利リスクをヘッジするデリバティブの価値を除く。

 

2013年12月31日、百万ユーロ  

１年

以内  

１年超

５年以内  

５年超

10年以内  

10年超

15年以内  15年超  合計

未経過保険料
*

 349  100  18  5  9  481

未払保険金             

割引対象外  264  183  49  9  4  508

割引対象  93  418  311  232  474  1,527

保険負債合計  707  701  377  246  486  2,517

 

*
割引対象の負債37百万ユーロを含む。
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注記68　保険投資のリスク・エクスポージャー

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

投資ポートフォリオの配分
 公正価値

百万ユーロ
*

 ％  
公正価値

百万ユーロ
*

 ％

金融市場合計  173  5  113  4

　金融市場商品及び預金
**

 173  5  113  3

　デリバティブ商品
***

 -1  0  1  0

債券及び債券ファンド合計  2,557  73  2,309  72

　政府  507  14  471  15

　インフレ連動債  46  1  90  3

　投資適格  1,779  51  1,485  46

　新興市場及び高利回り  200  6  236  7

　ストラクチャード・インベストメント  24  1  27  1

株式合計  373  11  426  13

　フィンランド  67  2  88  3

　先進国市場  143  4  191  6

　新興市場  43  1  47  1

　固定資産及び非上場株式  3  0  4  0

　プライベート・エクイティ投資  117  3  95  3

　エクイティ・デリバティブ
***

 0  0     

オルタナティブ投資合計  35  1  41  1

　ヘッジ・ファンド  23  1  23  1

　コモディティ  4  0  5  0

　転換社債  7  0  13  0

不動産投資合計  386  11  329  10

　直接的不動産投資  230  7  219  7

　間接的不動産投資  156  4  110  3

合計  3,522  100  3,219  100

 

*
未収利息収益を含む

**
決済債権及び負債、並びにデリバティブの市場価値を含む

***
デリバティブを資産の種類毎に配分した影響（デルタ加重相当）
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注記69　投資リスクの感応度分析

以下の表は、投資区分別の投資リスクの感応度を示したものである。保険負債の算定に関する割引率の感応度分析は、

注記62に示されている。投資の変動による影響と保険負債の変動による影響は、互いに相殺される。

 

  
公正価値評価され

るポートフォリオ
     

ソルベンシー資本への

影響

  百万ユーロ      百万ユーロ

損害保険  
2014年

12月31日
 

リスク・

パラメータ
 変動  

2014年

12月31日
 

2013年

12月31日

債券及び債券ファンド
*  2,564  金利  1 pp  101  72

株式
**  276  市場価値  10%  28  35

資本的投資及び

非上場株式

 
120  市場価値  10%  12  10

コモディティ  4  市場価値  10%  0  1

不動産  386  市場価値  10%  39  33

通貨  157  通貨価値  10%  16  14

クレジット・リスク・

プレミアム
***

 
2,729  

信用スプレッ

ド
 0.1 pp  11  8

デリバティブ  
  

ボラティリ

ティ
 10 pps  0  2

 

*
短期金融市場投資、転換社債及び金利デリバティブを含む

**
ヘッジ・ファンド及びエクイティ・デリバティブを含む

***
債券及び転換社債並びに短期金融市場投資を含む（先進国発行の国債を除く）
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注記70　金利リスク

金利の変動によって生じる市場リスクは、デュレーションに応じて、投資を商品別に分類することによってモニタリン

グされている。以下の表は、保険負債の金利リスクへの影響を示すものではない。というのも、一部の保険負債のみが、

所定の金利を用いて割り引かれているためである（注記33）。

 

デュレーション又は金利更改日別の公正価値

百万ユーロ
*  2014年12月31日  2013年12月31日

０－１年  332  331

１年超３年以下  618  568

３年超５年以下  699  761

５年超７年以下  700  358

７年超10年以下  281  225

10年超  70  141

合計  2,700  2,384

修正デュレーション  4.3  3.7

実効金利、％  1.1  2.0

 

*
短期金融市場投資及び預金、債券、転換社債及び債券ファンドを含む。

 

2014年12月31日現在における満期及び信用格付別の固定利付ポートフォリオ
*
、百万ユーロ

年数
 １年

以内

 １年超

３年以内

 ３年超

５年以内
 

５年超

７年以内

 ７年超

10年以内
 10年超  合計  割合、％

Aaa  62  181  87  266  57  47  698  25.9

Aa1 - Aa3  179  66  70  82  34  15  445  16.5

A1 - A3  27  215  269  165  111  0  786  29.1

Baa1 - Baa3  26  88  246  159  75  4  600  22.2

Ba1以下  38  68  28  28  4  4  170  6.3

内部格付  1  0    0      1  0.0

合計  332  618  699  700  281  70  2,700  100.0

 

*
クレジット・デリバティブを除く。

 

上記の満期は、満期までの期間毎に表示されている。コール・オプションが含まれる場合、満期は、最初の償還可能日

までの期間で表示されている。

損害保険の固定利付ポートフォリオの平均信用格付は、ムーディーズのA3である。

損害保険の固定利付ポートフォリオの満期までの期間は、平均4.5年である（償還日及び満期日を基準として計算され

ている）。

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

272/591



注記71　為替リスク

 

為替エクスポージャー

百万ユーロ
 2014年12月31日  2013年12月31日

米ドル  40  54

スウェーデン・クローナ  5  -3

日本円  1  2

英国ポンド  21  14

その他  89  62

合計
*  157  136

 

*
為替エクスポージャーは、投資ポートフォリオの4.4％（4.2％）であった。為替エクスポージャーは、個別通貨の本

源的価値の合計として算定されている。

 

注記72　カウンターパーティ・リスク

 

  2014年12月31日  2013年12月31日

ムーディーズと整合している

信用格付

百万ユーロ

 投資
*  保険

**  投資
*  保険

**

Aaa  698    872   

Aa1 - Aa3  445  14  308  8

A1 - A3  786  38  585  23

Baa1 - Baa3  600  0  402  0

Ba1 以下  170    189   

内部格付  1  41  27  49

合計  2,700  93  2,384  80

 

*
短期金融市場投資及び預金、債券並びに債券ファンドを含む。

**
保険負債に対する再保険会社持分及び再保険会社に対する債権を含む。
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貸借対照表に関するその他の注記

 

注記73　資産及び負債の分類

 

資産

2014年12月31日

百万ユーロ

 
貸付金及び

債権
 満期保有  

損益を通じ

た公正価値

評価*

 売却可能  

ヘッジ手段

としてのデ

リバティブ

 
帳簿価額

合計

現金及び中央銀行預け金  3,774          3,774

金融機関及び中央銀行に

対する債権  10,257          10,257

デリバティブ契約      5,637    309  5,946

顧客に対する債権  15,513          15,513

損害保険資産
**

 658    180  3,016    3,854

ノート及び債券
***

   144  360  7,781    8,285

株式及び参加持分      0  101    101

その他金融資産  1,698    85      1,783

金融資産  31,899  144  6,263  10,898  309  49,513

金融商品以外            985

合計  31,899  144  6,263  10,898  309  50,498

 

資産

2013年12月31日

百万ユーロ

 
貸付金及び

債権
 満期保有  

損益を通じ

た公正価値

評価*

 売却可能  

ヘッジ手段

としてのデ

リバティブ

 
帳簿価額

合計

現金及び中央銀行預け金  2,046          2,046

金融機関及び中央銀行に

対する債権  9,899          9,899

デリバティブ契約      3,171    273  3,444

顧客に対する債権  14,510          14,510

損害保険資産
**

 539    162  2,800    3,502

ノート及び債券
***

   202  443  7,108    7,754

株式及び参加持分      1  175    176

その他金融資産  1,255    88      1,344

金融資産  28,251  202  3,865  10,084  273  42,675

金融商品以外            1,149

合計（修正再表示）
*****

 28,251  202  3,865  10,084  273  43,824
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負債

2014年12月31日

百万ユーロ

 
損益を通じた

公正価値評価
 その他負債  

ヘッジ手段

としてのデ

リバティブ

 
帳簿価額

合計

金融機関に対する負債    5,241    5,241

トレーディング目的で保有する金融負債（デリバティブ

を除く）  4      4

デリバティブ契約  5,516    373  5,889

顧客に対する負債    11,442    11,442

損害保険負債
****

 2  2,970    2,972

公募発行負債証券    17,587    17,587

劣後負債    1,084    1,084

その他金融負債    2,257    2,257

金融負債  5,522  40,582  373  46,478

金融負債以外        612

合計  5,522  40,582  373  47,090

 

負債

2013年12月31日

百万ユーロ

 
損益を通じた

公正価値評価
 その他負債  

ヘッジ手段

としてのデ

リバティブ

 
帳簿価額

合計

金融機関に対する負債    4,789    4,789

トレーディング目的で保有する金融負債（デリバティブ

を除く）  4      4

デリバティブ契約  3,186    234  3,420

顧客に対する負債    10,183    10,183

損害保険負債
****

 0  2,746    2,746

公募発行負債証券    16,097    16,097

劣後負債    984    984

その他金融負債    1,971    1,971

金融負債  3,190  36,768  234  40,192

金融負債以外        483

合計（修正再表示）
*****

 3,190  36,768  234  40,675

 

*
損益を通じて公正価値評価される資産には、トレーディング目的で保有する金融資産、取引開始時に損益を通じて公

正価値評価される金融資産として指定したもの、及び投資不動産が含まれる。

**
損害保険資産については、注記21に記載されている。

***
2014年12月31日現在のノートには、公正価値オプションに基づいて認識されたノートは含まれていなかった。2013

年12月31日現在の公正価値オプションに基づいて認識されたノートは合計９百万ユーロであった。

****
損害保険負債については、注記33に記載されている。

*****
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

公募発行負債証券に含まれている債券は、償却原価で計上されている。2014年12月31日現在、市場で入手可能な情報に

基づいて、一般に使用されている評価技法を用いて算定したこれらの負債商品の公正価値は、帳簿価額を232(147)百万

ユーロ上回っていた。劣後負債は、償却原価にて計上されている。劣後負債の公正価値は、償却原価を上回るものの、信

頼できる公正価値を決定するには不確実性が伴う。
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注記74　評価技法別の公正価値測定

 

公正価値で計上された金融資産

2014年12月31日

百万ユーロ

 

レベル１  レベル２  レベル３  合計

損益を通じて公正価値で計上         

　バンキング部門  183  178    360

　損害保険部門    7    7

デリバティブ金融商品         

　バンキング部門  7  5,737  202  5,946

　損害保険部門  1  11    12

売却可能         

　バンキング部門  5,899  1,968  15  7,882

　損害保険部門  1,579  1,156  281  3,016

金融商品合計  7,668  9,057  499  17,224

投資不動産         

　バンキング部門      85  85

　損害保険部門      161  161

投資不動産合計      246  246

合計  7,668  9,057  745  17,470

 

公正価値で計上された金融資産

2013年12月31日
*

百万ユーロ

 

レベル１  レベル２  レベル３  合計

損益を通じて公正価値で計上         

　バンキング部門  152  292    444

　損害保険部門    6    6

デリバティブ金融商品         

　バンキング部門  10  3,222  212  3,444

　損害保険部門  4  0    4

売却可能         

　バンキング部門  5,632  1,631  21  7,283

　損害保険部門  1,670  917  214  2,800

金融商品合計  7,468  6,067  446  13,981

投資不動産         

　バンキング部門      88  88

　損害保険部門      152  152

投資不動産合計      241  241

合計  7,468  6,067  687  14,222

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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公正価値で計上された金融負債

2014年12月31日

百万ユーロ

 

レベル１  レベル２  レベル３  合計

損益を通じて公正価値で計上         

　バンキング部門    4    4

デリバティブ金融商品         

　バンキング部門  57  5,703  130  5,889

　損害保険部門  2  0    2

合計  59  5,707  130  5,896

 

公正価値で計上された金融負債

2013年12月31日
*

百万ユーロ

 

レベル１  レベル２  レベル３  合計

損益を通じて公正価値で計上         

　バンキング部門    4    4

デリバティブ金融商品         

　バンキング部門  35  3,254  131  3,420

合計  35  3,258  131  3,423

 

公正価値測定

バンキング部門のデリバティブ

ポヨラは、上場デリバティブの価格を直接市場から取得している。店頭デリバティブの公正価値測定においては、ポヨ

ラは市場で一般的に使用されるモデル及び技法を用いている。これらは、例えばイールド・カーブ、通貨換算表及びオプ

ション評価のためのボラティリティが必要となる。これらのモデルの入力データは一般に市場から導き出すことができ

る。ただし、一部の契約の公正価値測定において、ポヨラは、市場で観察不能な入力データを用いたモデルを使用しなけ

ればならず、したがって、それらは必ず評価しなければならない。これらの契約はレベル３に含まれる。

ポヨラ・バンクのミドル・オフィスは、レベル３ヒエラルキーの測定等日次の公正価値測定プロセスの一環として、バ

ンキング部門のデリバティブの公正価値測定並びに公正価値測定で用いられる市場データ、評価曲線及びボラティリティ

に関する品質と信頼性に責任を負う。ミドル・オフィスは、定期的に、契約毎に評価価格をCSAの契約相手方及び中央清

算機関により提供された評価と比較し、必要な場合はいつでも、重要な評価差異の可能性の有無について判断する。

OPフィナンシャル・グループのリスク管理統制部門は、新しい公正価値測定モデル及び技法の承認並びに公正価値測定

プロセスの監督を担当している。公正価値の検証は、例えば代替的な情報源からの市場価格及び異なる入力データを用い

た評価に基づいて行われる。この検証プロセスでは、評価価格は、CSAの契約相手方及び中央清算機関により提供された

価格と比較することができる。また、第三者が提供する評価サービスを利用することが可能である。

店頭デリバティブの公正価値測定では、取引の当事者の信用リスクが考慮される。信用リスクは信用評価調整（以下、

「CVA」という。）及び債務評価調整（以下、「DVA」という。）で調整され、CVA及びDVA評価調整は、契約相手方毎に計

算される。

 

損害保険の売却可能金融投資

有価証券の価格は主に、日次で市場の情報源から取得され、評価される。一部の有価証券の価格決定はより少ない頻度

（月に一度等）で行われる。このような場合、価格決定はブローカー、発行者又はその他の市場参加者が公表する正式な

評価又はその見積りに基づいて行われる。これらの契約はレベル３に含まれる。

 

レベル１：活発な市場における市場価格
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このレベルには、主要な証券取引所に上場している株式、市場価格のある社債、政府及び信用格付が最低A-以上の金融

機関が発行している債券並びに証券取引所で取引されているデリバティブが含まれる。これらの商品の公正価値は、市場

価格に基づき決定されている。

 

レベル２：観察可能な入力データを使用する評価技法

観察可能なインプット・パラメータに基づく評価技法。このレベルに含まれる商品の公正価値は、金融商品の構成要素

又は類似した金融商品の市場価値より導き出された価値、あるいは、公正価値測定において重要なインプットが観察可能

な市場データに基づいている場合、一般に使用されている評価モデル及び評価技法を用いて算定され得る価値を意味して

いる。ポヨラ・グループの当該公正価値ヒエラルキー・レベルには、店頭デリバティブ、短期国債/中期国債、法人及び

金融機関が発行した負債商品、レポ取引、並びに貸付有価証券又は借入有価証券が含まれる。

 

レベル３：観察不能な入力データを使用する評価技法

特別な不確実性を含んだインプット・パラメータに基づく評価技法。当該レベルに含まれる金融商品の公正価値の測定

には、観察可能な市場データに基づかないインプット（観察不能なインプット）が含まれる。当該レベルには、最も複雑

な店頭デリバティブ、特定のプライベート・エクイティ投資及び流動性の低い債券、仕組債（証券化された債券及び仕組

負債証券を含む）並びにヘッジ・ファンドが含まれる。多くの場合、レベル３の公正価値は第三者からの価格情報に基づ

いている。

 

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、ある事象が当該振替を引き起こした時点又は状況の変化があった時点で発

生するとみなされる。

2014年度中に、信用格付の変更により債券のうち56.3(145)百万ユーロが、レベル1からレベル２へ振替られ、55.0百万

ユーロがレベル２からレベル１へ振替えられた。
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不確実性を含むインプット・パラメータに基づく評価技法

金融資産及び金融負債の明細

 

 
 損益を通じて公正価値

で計上
 

デリバティブ

金融商品
 売却可能   

金融資産

百万ユーロ

 バンキング

部門
 
損害保険

部門
 
バンキング

部門
 

損害保険

部門
 
バンキング

部門
 

損害保険

部門
 

資産

合計

期首残高（2014年1月1日）      212    21  214  446

　損益に計上された利益/

損失合計

 

    -10    -2  6  -6

　その他包括利益に計上

された利益/損失合計

 

        -3  38  35

　購入            57  57

　売却            -34  -34

期末残高（2014年 12月 31

日）

 

    202    15  281  499

 

 
 損益を通じて公正価値

で計上
 

デリバティブ

金融商品
 売却可能   

金融資産

百万ユーロ

 バンキング

部門
 
損害保険

部門
 
バンキング

部門
 

損害保険

部門
 
バンキング

部門
 

損害保険

部門
 

資産

合計

期首残高（2013年1月1日）  16  6  190    16  229  457

　損益に計上された利益/

損失合計

 

-16    22    -1  -5  0

　その他包括利益に計上

された利益/損失合計

 

        6  14  20

　購入            17  17

　売却            -41  -41

　決済    -6          -6

期末残高（2013年 12月 31

日）
*

 

    212    21  214  446

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。
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損益を通じて

公正価値で計上
 

デリバティ

ブ

金融商品

  

金融負債

百万ユーロ
 

バン

キン

グ

部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

損害

保険

部門

 

バン

キン

グ部

門

 

損害

保険

部門

 
負債

合計

期首残高（2014年

1月1日）      131    131

　損益に計上され

た利益/損失合計      -1    -1

期末残高（2014年

12月31日）      130    130

 

  
損益を通じて

公正価値で計上
 

デリバティブ

金融商品
  

金融負債

百万ユーロ
 

バンキング

部門
 

損害保険

部門
 

バンキング

部門
 

損害保険

部門
 

負債

合計

期首残高（2013年1月1日）      159    159

　損益に計上された利益/損失合計      -28    -28

期末残高（2013年12月31日）      131    131

 

2014年12月31日に終了した事業年度に損益に計上された項目別の利益/損失合計

百万ユーロ  

純利息収益

又はトレーディ

ング純収益

 純投資収益  
損害保険事業

による純収益
 

包括利益

計算書/公正

価値評価差額

準備金の変動

 

事業年度末に

おける保有資

産/負債に係

る正味利益/

損失合計

正味実現利益（損失）      6    6

正味未実現利益（損失）  -8  -2    35  24

正味利益（損失）合計  -8  -2  6  35  31

 

2013年12月31日に終了した事業年度に損益に計上された項目別の利益/損失合計
*

百万ユーロ  

純利息収益

又はトレー

ディング純損

益

 純投資収益  
損害保険事業

による純収益
 

包括利益

計算書/公正

価値評価差額

準備金の変動

 

事業年度末に

おける保有資

産/負債に係

る正味利益/

損失合計

正味実現利益（損失）  -16  2  -5    -19

正味未実現利益（損失）  50  -3    20  67

正味利益（損失）合計  34  -1  -5  20  48

 

*
IFRS第10号「連結財務諸表」の適用により、比較数値は修正再表示されている。

 

レベル３に含まれているデリバティブは、顧客のニーズに合わせた仕組デリバティブより構成される。仕組デリバティ

ブの市場リスクは、対応するデリバティブ契約によってカバーされている。カバーされない市場リスクは収益に影響を与
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えない。レベル３のデリバティブは、ポヨラが発行した仕組債に関連している。当該仕組債の収益は、組込デリバティブ

商品の運用実績によって決定される。これらの組込デリバティブの公正価値の変動は、上表に表示されていない。

 

公正価値ヒエラルキーのレベルの変更

2014年度において、評価技法の大幅な変更はなかった。

 

不確実性を含む入力パラメータの感応度分析

 

金融商品の種類

2014年12月31日

百万ユーロ

 債権  負債  正味残高  感応度分析  

合理的に可能

性のある公正

価値の変動

（％）

デリバティブ           

指数連動型債券ヘッジ及び

仕組デリバティブ
*

 202  -130  72  7.7  11

売却可能           

流動性の低い投資  92    92  13.7  15

プライベート・エクイ

ティ・ファンド
**

 156    156  15.6  10

不動産ファンド
***

 49    49  9.8  20

投資不動産
***

 246    246  49.2  20

 

*
ストレス・シナリオは以下のとおりである。株式のボラティリティの価値の変動（合算）（30％）、株式配当

（30％）、信用リスク・プレミアム（30％）及び重要な相関関係の変動である。

**
プライベート・エクイティ・ファンドの価値は、主にポートフォリオ会社の収益状況及び類似する上場企業の株価収

益率に依存する。出資金額価値総額（以下、「TVPI」という。）倍率は、プライベート・エクイティ・ファンドの公正価

値の動向をモニタリングするために用いられる。プライベート・エクイティ・ファンドの公正価値の感応度は10％と見積

もられている。

***
不動産ファンド及び投資不動産の評価において、ポヨラは主に、主要な構成要素が要求利回り及び正味賃料である

インカム・アプローチを用いている。要求利回りの+／-１％の変動により、平均して公正価値が約20％変動する。
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注記75　担保差入れ

 

貸借対照表計上額

百万ユーロ  
2014年12月31日  2013年12月31日

自社の債務及び契約債務の代わりに差し入れたもの     

抵当  1  1

担保  4  5

その他  981  485

その他担保として差し入れたもの     

担保
*

 6,273  5,705

合計  7,259  6,196

     

担保差入れ合計額     

抵当  1  1

担保  6,277  5,711

その他  981  485

合計  7,259  6,196

     

担保に係る債務合計  474  490

 

*
うち、2,000百万ユーロは日中の決済に関する担保である。

 

注記76　保有金融担保

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

受入れた担保の公正価値     

　その他  722  359

合計  722  359

 

デリバティブより生じた信用リスクは、担保を通じて低減されている。これはすなわち、ISDAの一般協定に関連した

ISDA CSAを使用することを意味している。この担保制度では、カウンターパーティは、債権に関する担保として、有価証

券又は現金を提供する。貸借対照表日現在において、CSA関連で受入れた現金担保の総額は、722（359）百万ユーロで

あった。貸借対照表日現在で、当グループが担保として受領した有価証券はなかった。
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偶発債務及びデリバティブに関する注記

 

注記77　オフバランスシート・コミットメント

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

保証  874  914

その他の保証債務  1,578  1,568

ローン・コミットメント  4,365  4,728

短期売買取引に関連するコミットメント  297  247

その他  336  359

オフバランスシート・コミットメント合計  7,450  7,816
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注記78　デリバティブ

 

トレーディング目的で保有するデリバティブ

2014年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ               

金利スワップ  24,618  71,169  39,382  135,169  4,113  4,144  5,037

中央清算機関による決済  4,207  21,163  11,936  37,305  697  665  980

店頭金利オプション               

コール及びキャップ               

購入  3,731  4,555  2,441  10,727  398  2  464

売却  2,669  4,022  3,617  10,308    360  6

プット及びフロアー               

購入  5,480  4,505  2,506  12,492  195  8  275

売却  5,903  5,787  1,812  13,503  7  102  51

店頭金利デリバティブ合計  42,402  90,039  49,759  182,200  4,713  4,617  5,833

金利先物  12,461  4,602    17,063  3  14   

金利オプション               

コール               

売却  500      500    0   

プット               

購入  2,000      2,000    0   

取引所で取引されているデリバティブ合計  14,961  4,602    19,563  3  15   

金利デリバティブ合計  57,363  94,641  49,759  201,763  4,716  4,632  5,833

               

為替デリバティブ               

為替先渡契約  13,535  307  65  13,908  276  168  432

金利及び為替スワップ  360  7,728  5,164  13,252  669  697  1,447

為替オプション               

コール               

購入  188  17    205  4    7

売却  226  17    243    5   

プット               

購入  496  8    504  11    17

売却  426  9    436    8   

店頭為替デリバティブ合計  15,233  8,086  5,229  28,548  961  878  1,903

為替デリバティブ合計  15,233  8,086  5,229  28,548  961  878  1,903
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エクイティ及びインデックス・デリバティブ             

エクイティ・オプション             

コール             

購入                                          

266  271    537  35  0  73

エクイティ・インデックス・オプション             

コール               

購入    9    9  2    3

売却    2    2    0   

プット               

購入    2    2  0    0

売却    2    2    0   

店頭エクイティ及びインデックス・

デリバティブ合計

 

266  285    551  37  1  76

エクイティ及びインデックス・

デリバティブ合計

 

266  285    551  37  1  76

               

クレジット・デリバティブ               

クレジット・デフォルト・スワップ  9  73  102  184  12  5  12

クレジット・デリバティブ合計  9  73  102  184  12  5  12

               

その他               

その他のスワップ  70  794  56  920  67  29  153

その他のオプション               

コール               

購入  17  11    28  0    3

売却  17      17    0   

プット               

購入  10      10  2    3

売却  10      10    2   

その他の店頭デリバティブ合計  123  805  56  984  69  31  159

その他の先渡契約及び先物  109  70  0  179  4  36  0

その他のデリバティブ合計  233  874  56  1,163  73  67  160

トレーディング目的で保有する

デリバティブ合計

 

73,103  103,959  55,146  232,209  5,800  5,582  7,984
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2013年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ               

金利スワップ  19,446  68,860  30,033  118,339  2,231  2,288  3,022

中央清算機関による決済  2,350  9,295  4,419  16,065  70  51  183

店頭金利オプション               

コール及びキャップ               

購入  3,113  5,351  2,119  10,584  173  4  237

売却  2,324  5,807  3,099  11,230  0  137  5

プット及びフロアー               

購入  2,909  6,655  1,667  11,232  230  1  302

売却  3,318  7,306  1,094  11,717  0  145  27

店頭金利デリバティブ合計  31,111  93,979  38,011  163,101  2,634  2,575  3,593

金利先物  3,966  6,624    10,591  7  3   

金利オプション               

プット               

購入  2,000      2,000    0   

売却  4,000      4,000  1     

取引所で取引されているデリバティブ合計  9,966  6,624    16,591  8  3   

金利デリバティブ合計  41,077  100,603  38,011  179,692  2,642  2,578  3,593

               

為替デリバティブ               

為替先渡契約  13,644  338  84  14,067  132  143  291

金利及び為替スワップ  344  1,353  1,303  3,001  160  177  329

為替オプション               

コール               

購入  178  11    189  3    5

売却  208  8    217  0  8  0

プット               

購入  167  8    175  1    3

売却  101  0    101    1   

店頭為替デリバティブ合計  14,643  1,719  1,387  17,750  296  328  629

為替デリバティブ合計  14,643  1,719  1,387  17,750  296  328  629
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エクイティ及びインデックス・デリバティブ

エクイティ・インデックス・オプション

            

            

コール               

購入  194  582    776  77    135

店頭エクイティ及びインデックス・

デリバティブ合計

 

194  582    776  77    135

エクイティ及びインデックス・

デリバティブ合計

 

194  582    776  77    135

               

クレジット・デリバティブ               

クレジット・デフォルト・スワップ  4  99  15  118  13  0  13

クレジット・デリバティブ合計  4  99  15  118  13  0  13

               

その他               

その他のスワップ  227  523  166  917  56  30  145

その他のオプション               

コール               

購入  18  11    29  0    3

売却  18      18    0   

プット               

購入  9      9  0    1

売却  9      9    0   

その他の店頭デリバティブ合計  281  534  166  981  56  30  150

その他の先渡契約及び先物  109  118  6  233  9  34  1

その他のデリバティブ合計  390  652  172  1,214  65  64  151

トレーディング目的で保有する

デリバティブ合計

 

56,307  103,656  39,586  199,549  3,092  2,971  4,521
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ヘッジ目的で保有するデリバティブ－公正価値ヘッジ

2014年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ               

金利スワップ  1,597  10,671  5,754  18,022  473  564  612

中央清算機関による決済  163  2,964  3,072  6,199  165  202  226

店頭金利デリバティブ合計  1,597  10,671  5,754  18,022  473  564  612

金利デリバティブ合計  1,597  10,671  5,754  18,022  473  564  612

               

為替デリバティブ               

金利及び為替スワップ  1,044  942  410  2,396  75  97  163

店頭為替デリバティブ合計  1,044  942  410  2,396  75  97  163

為替デリバティブ合計  1,044  942  410  2,396  75  97  163

デリバティブ合計、公正価値ヘッジ  2,642  11,613  6,163  20,418  548  661  776

 

ヘッジ目的で保有するデリバティブ－キャッシュフロー・ヘッジ

2014年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ               

金利スワップ  200  700    900  26    29

中央清算機関による決済    400    400  14    16

店頭金利デリバティブ合計  200  700    900  26    29

金利デリバティブ合計  200  700    900  26    29

デリバティブ合計、キャッシュフロー・

ヘッジ

 

200  700    900  26    29

ヘッジ目的で保有する

デリバティブ合計

 

2,842  12,313  6,163  21,318  574  661  805
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ヘッジ目的で保有するデリバティブ－公正価値ヘッジ

2013年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ               

金利スワップ  2,248  11,378  5,060  18,686  335  242  453

中央清算機関による決済  40  1,139  601  1,779  5  17  20

店頭金利デリバティブ合計  2,248  11,378  5,060  18,686  335  242  453

金利デリバティブ合計  2,248  11,378  5,060  18,686  335  242  453

               

為替デリバティブ               

金利及び為替スワップ  1,628  803  137  2,567  46  83  113

店頭為替デリバティブ合計  1,628  803  137  2,567  46  83  113

為替デリバティブ合計  1,628  803  137  2,567  46  83  113

デリバティブ合計、公正価値ヘッジ  3,876  12,181  5,197  21,254  381  325  565

 

ヘッジ目的で保有するデリバティブ－キャッシュフロー・ヘッジ

2013年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ               

金利スワップ  200  800    1,000  21  1  25

中央清算機関による決済    200    200  0  1  1

店頭金利デリバティブ合計  200  800    1,000  21  1  25

金利デリバティブ合計  200  800    1,000  21  1  25

デリバティブ合計、キャッシュフロー・

ヘッジ

 

200  800    1,000  21  1  25

ヘッジ目的で保有するデリバティブ合計  4,076  12,981  5,197  22,254  402  326  590
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デリバティブ合計

2014年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ  59,160  106,012  55,513  220,684  5,215  5,196  6,475

中央清算機関による決済  4,370  24,526  15,008  43,904  876  867  1,222

為替デリバティブ  16,277  9,028  5,639  30,944  1,036  975  2,066

エクイティ及びインデックス・

デリバティブ

 

266  285    551  37  1  76

クレジット・デリバティブ  9  73  102  184  12  5  12

その他のデリバティブ  233  874  56  1,163  73  67  160

デリバティブ合計  75,945  116,272  61,310  253,527  6,374  6,243  8,788

 

2013年12月31日

百万ユーロ

 

想定元本/満期までの

残存期間

 合計  

公正価値
*

 

潜在的

な将来

のエク

スポー

ジャー

１年

未満
 

１年以

上５年

以内

 ５年超 資産  負債

金利デリバティブ  43,525  112,782  43,071  199,378  2,997  2,821  4,071

中央清算機関による決済  2,390  10,634  5,020  18,044  76  69  204

為替デリバティブ  16,270  2,522  1,524  20,317  342  412  742

エクイティ及びインデックス・

デリバティブ

 

194  582    776  77    135

クレジット・デリバティブ  4  99  15  118  13  0  13

その他のデリバティブ  390  652  172  1,214  65  64  151

デリバティブ合計  60,383  116,637  44,783  221,803  3,494  3,297  5,112

 

*
公正価値には、その他資産又は引当金及びその他負債に計上されている未収/未払利息が含まれている。また、中央清

算機関により決済されるデリバティブの公正価値は貸借対照表上で相殺されている。

 

中央清算機関により決済される金利デリバティブは貸借対照表上で相殺されている。以下の注記79はネッティングの影

響を表示している。その他のデリバティブ契約は、貸借対照表上において総額で表示されている。自己資本の測定におい

て、ポヨラ・グループは、デリバティブのネッティングも適用した。上述の注記60はネッティングの影響を表示してい

る。ネッティングにより、ポヨラ・バンク・ピーエルシーのデリバティブに関する与信相当額は6,233(3,381)百万ユーロ

減少することとなる。
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注記79　貸借対照表上で相殺される、あるいは強制力のあるマスター・ネッティング契約又は類似する契約

の対象となる金融資産及び負債

 

貸借対照表上で相殺される、あるいは強制力のあるマスター・ネッティング契約又は類似する契約の対象となる

金融資産

 

 
      

貸借対照表上で

相殺されない金融資産
  

2014年12月31日

百万ユーロ

 

金融資産総額  

金融資産から

控除された

金融負債総額
*

 

貸借対照表上

に表示される

純額
**

 金融資産
***  

受入れた

担保
 純額

バンキング部門のデリバ

ティブ  6,817  -871  5,946  -4,008  -722  1,216

損害保険部門のデリバティブ 12    12  -1    11

デリバティブ合計  6,829  -871  5,958  -4,009  -722  1,227

 

 

 
      

貸借対照表上で

相殺されない金融資産
  

2013年12月31日

百万ユーロ

 

金融資産総額  

金融資産から

控除された

金融負債総額
*

 

貸借対照表上

に表示される

純額
**

 金融資産
***  

受入れた

担保
 純額

バンキング部門のデリバ

ティブ  3,515  -71  3,444  -2,393  -359  691

損害保険部門のデリバティブ 4    4      4

デリバティブ合計  3,518  -71  3,447  -2,393  -359  695

 

貸借対照表上で相殺される、あるいは強制力のあるマスター・ネッティング契約又は類似する契約の対象となる

金融負債

 

 
      

貸借対照表上で

相殺されない金融負債
  

2014年12月31日

百万ユーロ

 

金融負債総額  

金融負債から

控除された

金融資産総額
*

 

貸借対照表上

に表示される

純額
**

 金融負債
***  

差し入れた

担保
 純額

バンキング部門のデリバ

ティブ  6,751  -862  5,889  -4,008  -862  1,019

損害保険部門のデリバ

ティブ  2    2  -1    2

デリバティブ合計  6,753  -862  5,892  -4,009  -862  1,020
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貸借対照表上で

相殺されない金融負債
  

2013年12月31日

百万ユーロ

 

金融負債総額  

金融負債から

控除された

金融資産総額
*

 

貸借対照表上

に表示される

純額
**

 金融負債
***  

差し入れた

担保
 純額

バンキング部門のデリバ

ティブ  3,484  -64  3,420  -2,393  -408  619

デリバティブ合計  3,484  -64  3,420  -2,393  -408  619

 

*
現金及び現金同等物に含まれる日次で純額決済されるデリバティブ合計９（８）百万ユーロが含まれている。

**
未収利息を除く公正価値。

***
ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、実務上、すべてのデリバティブ契約の契約相手方との間で、マスター契約を締

結している。

 

店頭デリバティブの中央清算機関による決済

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、欧州市場基盤規制（規制（EU）第648/2012号）が要求している中央清算機関によ

る決済の施行を予見して、金融機関との間で締結する標準的な店頭デリバティブ取引を含む新規の金利デリバティブを対

象として、2013年２月にロンドンにある清算機関において中央清算機関による決済を導入した。このモデルに基づいて、

中央清算機関は、日次の決済プロセスの最後に当該デリバティブ取引の取引相手となり、日次のデリバティブの支払は

ネッティングされる。さらにオープン・ポジションの公正価値の変動（変動証拠金）に対応して、日次で担保が提供又は

受領される。中央清算機関による決済が行われる金利デリバティブは、貸借対照表上に純額ベースで計上される。

 

その他二者間で決済される店頭デリバティブ

フィンランド金融サービス連盟又はポヨラ・バンク・ピーエルシーのISDAマスター契約又はマスター契約は、ポヨ

ラ・バンク・ピーエルシーとその他の顧客との間のデリバティブ取引及び規制に基づき中央清算機関が関与していないデ

リバティブ取引に対して適用される。これらの契約に基づいて、デリバティブに関する支払いは、各支払日並びに取引相

手の債務不履行及び破産時に取引毎にネッティングされる場合がある。また、当該契約の条件において、個別の取引相手

毎に担保について合意しておくことも可能である。これらのデリバティブは、貸借対照表上に総額で表示される。

 

注記80　偶発負債及び資産

グループに属している保険会社は、プールを通じて保険契約の引受けを行っている。プールのメンバーは、主として、

各自のリスク負担割合に責任を持つ。リスク負担割合は、毎年確認される契約に基づいて決定される。一部のプールで

は、プールのメンバーが、プールにおけるリスク負担割合に応じて、支払不能となったメンバーの債務に対する責任を

負っている。当グループの保険会社は、連帯債務が実現する可能性が高い場合に、連帯債務に基づく債務及び債権を認識

している。

 

注記81　オペレーティング・リース

 

賃借人としてのポヨラ・グループ
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グループ会社の中には、自社で使用している建物を賃借している会社もある。これらの賃借物件のリース期間は１年か

ら10年の間で変動し、通常、当初賃借期間終了後にリース期間を延長できるオプションが含まれている。当グループは当

グループが所有している建物のいくつかをサブリースしている。さらに、グループ会社の中には、自動車及び事務設備を

賃借している会社もある。これらの項目に関する賃借料21（20）百万ユーロは、その他営業費用に計上されている。

 

解約不能オペレーティング・リースに基づく将来最低リース料支払額

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

１年以内  7  13

１年超５年以内  4  11

５年超  0  0

合計  11  25

     

解約不能サブリースによる将来最低リース料支払予定額  5  15

 

賃貸人としてのポヨラ・グループ

ポヨラのグループ会社は、自社が所有する投資不動産を賃貸しており、その賃貸収入は23（20）百万ユーロであった。

 

解約不能オペレーティング・リースに基づく将来最低リース料受取額

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

１年以内  28  30

１年超５年以内  49  52

５年超  34  40

合計  111  123

 

注記82　子会社、組成された事業体及び共同支配事業に対する所有持分

 

2014年の子会社及び関連会社における変動

ポヨラ・ヘルス・リミテッドは、ポヨラ・インシュアランス・リミテッドと合併した。ポヨラ・プロパティ・マネジメ

ント・リミテッドは、新子会社であるスオミ・トイミティラキインテストットGP・オーワイを設立した。当事業年度にお

いて、子会社に対する所有持分の減少はなかった。
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2014年及び2013年の連結財務書類に含まれる重要な子会社

重要な子会社には、その事業がライセンスの対象である会社及び事業に関連するその他の会社が含まれる。すべての主

要な連結子会社は完全に所有されているため、それらの連結子会社は重要な非支配持分を有していない。

 

会社名（2014年）  所在地

 

保有持分、％  議決権、％

 自己資本に関

して連結グ

ループに属す

る会社

A-インシュアランス・リミテッド  ヘルシンキ  100  100   

エウローッパライネン・インシュアランス・

カンパニー・リミテッド  ヘルシンキ  100  100
 

オマサイラーラ・オーワイ  ヘルシンキ  100  100   

ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド
*

 ヘルシンキ  100  100
 X

ポヨラ・ファイナンス・エストニア・エー・エス  エストニア  100  100  X

ポヨラ・ファイナンス・エス・アイ・エー  ラトビア  100  100  X

ポヨラ・インシュアランス・リミテッド  ヘルシンキ  100  100   

ポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッ

ド
*

 ヘルシンキ  100  100

  

シーサム・インシュアランス・エー・エス  エストニア  100  100   

ユーエービー・ポヨラ・ファイナンス  リトアニア  100  100  X

 

重要な子会社の他に、連結財務書類に含まれるその他の子会社の数は14社であった。

*
非継続事業

 

会社名（2013年）  所在地

 

保有持分、％  議決権、％

 自己資本に関

して連結グ

ループに属す

る会社

A-インシュアランス・リミテッド  ヘルシンキ  100  100   

エウローッパライネン・インシュアランス・

カンパニー・リミテッド  ヘルシンキ  100  100

  

オマサイラーラ・オーワイ  ヘルシンキ  100  100   

ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド  ヘルシンキ  100  100  X

ポヨラ・ファイナンス・エストニア・エー・エス  エストニア  100  100  X

ポヨラ・ファイナンス・エス・アイ・エー  ラトビア  100  100  X

ポヨラ・ヘルス・リミテッド  ヘルシンキ  100  100   

ポヨラ・インシュアランス・リミテッド  ヘルシンキ  100  100   

ポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッド  ヘルシンキ  100  100   

シーサム・インシュアランス・エー・エス  エストニア  100  100   

ユーエービー・ポヨラ・ファイナンス  リトアニア  100  100  X

 

重要な子会社の他に、連結財務書類に含まれるその他の子会社の数は13社であった。
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連結財務書類に含まれる組成された事業体

ポヨラ・グループは投資収益を得るために様々なミューチュアル・ファンドへの投資家として活動している。ポヨラ・

グループの連結財務書類には２社の不動産ファンドの勘定が含まれている。ポヨラ・グループの支配は議決権ではなく、

重要な事業の支配、当該ファンドからの変動リターンへのエクスポージャー及びファンドを取り纏めて組成していること

に基づいているため、これらのファンドは組成された事業体として分類されている。これらのファンドは非支配持分も伴

う。

 

下表は、非支配持分を有する会社を示している。

会社名
 

事業所  主な事業内容  

保有持分、％

2014年  

保有持分、％

2013年  非支配持分、％

リアル・エステート・

ファンズ・オブ・ファン

ズⅡケーワイ  ヘルシンキ  不動産ファンド  22.2  22.2  77.8

リアル・エステート・

ファンド・フィンランド

Ⅱケーワイ  ヘルシンキ  不動産ファンド  33.3  33.3  66.7

 

ポヨラのグループ会社には、連結財務書類に含まれている組成された事業体に対する金融支援に関する契約はない。当

事業年度中、こうした金融支援は提供されなかった。

 

かなりの割合の非支配持分を有する子会社に関する財務情報の概要

下表は、かなりの割合の非支配持分を有する子会社に関する財務情報の概要を示している。当該財務情報は、ポヨラ・

グループの会計方針と整合させるために公正価値調整が行われている子会社の財務書類に表示されている数値と一致して

いる。以下の数値は、内部取引の相殺消去前の数値である。

 

  
リアル・エステート・ファン

ズ・オブ・ファンズⅡケーワイ
 

リアル・エステート・ファン

ド・フィンランドⅡケーワイ

要約貸借対照表

百万ユーロ
 2014年  2013年  2014年  2013年

現金及び現金同等物  6  0  2  5

投資  65  80  53  55

資産合計  72  81  55  60

金融負債         

負債合計         

純資産（100％）  72  81  55  60

非支配持分の未計上分  55  62  37  40

         

要約包括利益計算書         

正味売上高  11  4  5  3

継続事業の税引後利益又は損失  10  3  1  3

その他包括利益  1  2     

包括利益（100％）  11  5  1  3

非支配持分に帰属する包括利益  8  4  1  2

非支配持分に支払われる利益部分  5  2  4   

 

要約キャッシュ・フロー         
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営業活動による正味キャッシュ・フロー  -1  -1  2  -4

投資活動による正味キャッシュ・フロー  27  -4  2  -35

財務活動による正味キャッシュ・フロー  -20  5  -7  36

キャッシュ・フローの純変動  6  0  -2  -3

現金及び現金同等物期首残高  0  1  5  8

現金及び現金同等物期末残高  6  0  2  5

 

共同支配事業

合計43（42）社の不動産会社が、ポヨラ・グループによる当該不動産会社の資産の所有に対する持分割合を連結するこ

とで、ポヨラ・グループの財務書類に共同支配事業として組み込まれている。ポヨラ・グループが当該不動産会社の一部

を支配しているが、共同支配事業はその事業の性質に応じて分類されている。不動産会社の持分は、一部をポヨラ・グ

ループが自社で使用している特定の共同住宅に入居する権利を有する。これらの共同住宅は、注記26に記載されている貸

借対照表上の有形固定資産に含まれている。相互不動産会社の各株主は、当該会社の借入金に対する自分の持分相当額に

責任を有する。残りの不動産会社は、注記21及び22に記載されている投資不動産である。

 

共同支配事業の連結による貸借対照表への影響の概要

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

土地  27  25

建物  247  240

資産合計  273  266

 

2014年の連結財務書類に含まれる最も重要な共同支配事業

会社名  所在地  保有持分、％

キインテスト・オーワイ・ヘルシンギン・プータルフリンクジャ2  ヘルシンキ  100

キインテスト・オーワイ・カンタサービスⅡ  タンペレ  100

キインテスト・オーワイSTCヴィイニッカラ  ヘルシンキ  100

キインテスト・オーワイ・ヴァンターン・キサリンティ13  ヘルシンキ  100

ティックリラン・カウッパタロ・オーワイ  ヘルシンキ  53.7

キインテスト・オーワイ・グランド・カーゴ・ターミナル１  ヴァンター  100

キインテスト・オーワイ・グランド・カーゴ・ターミナル２  ヴァンター  100

キインテスト・オーワイ・タンペレーン・ラティナンカアリ  タンペレ  100

キインテスト・オーワイ・ヴオサーレン・ポヨイネン・オストスケスク

ス

 

ヘルシンキ  100
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2013年の連結財務書類に含まれる最も重要な共同支配事業

会社名  所在地  保有持分、％

キインテスト・オーワイ・ヘルシンギン・プータルフリンクジャ2  ヘルシンキ  100

キインテスト・オーワイ・カンタサービスⅡ  タンペレ  100

キインテスト・オーワイSTCヴィイニッカラ  ヘルシンキ  100

キインテスト・オーワイ・ヴァンターン・キサリンティ13  ヘルシンキ  100

ティックリラン・カウッパタロ・オーワイ  ヘルシンキ  53.7

キインテスト・オーワイ・グランド・カーゴ・ターミナル１  ヴァンター  100

キインテスト・オーワイ・グランド・カーゴ・ターミナル２  ヴァンター  100

キインテスト・オーワイ・タンペレーン・ラティナンカアリ  タンペレ  100

 

連結財務書類には、共同支配に基づく資産持分及び関連する負債が含まれている。

 

非連結の組成された事業体に対する持分

OPフィナンシャル・グループ内のOPファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドはOPミューチュアル・ファンド

を管理している。OPファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、同社が管理する当該ミューチュアル・ファン

ドの多くのポートフォリオ・マネージャーとしてポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッドを利用している。また、

OPフィナンシャル・グループ内のポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッドは、複数の不動産ファンドを管理して

いる。多くのファンドにおいて、ファンド管理会社は、ファンド規則に従って投資に関する決定を行うことにより重要な

事業を支配している。OPフィナンシャル・グループは、OPフィナンシャル・グループが著しい投資の変動リターンにさら

されているためOPフィナンシャル・グループに連結義務が生じる上記の会社によって管理されているファンドに対して持

分を有していない。

ポヨラ・グループのOPミューチュアル・ファンド及びポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッドのファンドへの

投資は、貸借対照表上、損害保険資産及び投資不動産に計上されている。ポヨラ・グループの損失リスクは当該投資の貸

借対照表上の値に限定されている。

 

百万ユーロ  2014年  2013年

損害保険資産  294  329

ミューチュアル・ファンドに対する投資合計  294  329
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その他の注記

 

注記83　関連当事者取引

 

ポヨラ・グループの関連当事者は、親会社であるOPフィナンシャル・グループ中央協同組合、グループに連結されてい

る子会社、関連会社及び管理者並びにその他の関連当事者企業より構成される。ポヨラ・グループの関連会社は、注記24

に一覧表示されている。ポヨラ・グループの管理者は、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの取締役社長兼CEO、取締役及び

彼らの近親者である。関連当事者にはまた、管理者あるいは彼らの近親者が重要な影響力を行使できる会社も含まれてい

る。その他の関連当事者企業には、OP年金ファンド、OP年金基金及びOPフィナンシャル・グループ中央協同組合の連結対

象である姉妹会社が含まれている。

関連当事者への貸付金については、一般的な貸出条件が適用されている。これらの貸付金の金利は、一般的に使用され

ている参照金利に連動している。

 

2014年における関連当事者取引

百万ユーロ 親会社  関連会社  管理者  その他
*

貸付金   2    2,535

その他債権 11      207

預金 191  0    800

その他債務 0      461

利息収益 0  0    205

利息費用 3      290

受取配当金 0      14

損害保険事業による純収益       4

純手数料収益 7  0    17

トレーディング純収益       -108

その他営業収益 0      8

営業費用 16      150

偶発債務及びデリバティブ        

オフバランスシート・コミットメント       

　　保証       79

　　その他保証債務       7

　　ローン・コミットメント        

デリバティブ契約        

　　想定元本   2    20,227

　　与信相当額   0    154

給与、その他の短期給付及び業績に

基づく賞与        

　給与、その他の短期給付及び業績

に

基づく賞与     1   

関連当事者持分        

　株式数 319,551,415       

 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

298/591



2013年における関連当事者取引

百万ユーロ 親会社  関連会社  管理者  その他
*

貸付金   3    4,335

その他債権 7      215

預金 71  0    664

その他債務 0      436

利息収益 0  0    183

利息費用 3      250

受取配当金 0      6

損害保険事業による純収益       5

純手数料収益 0  0  0  15

トレーディング純収益       119

その他営業収益 0      7

営業費用 17      131

偶発債務及びデリバティブ        

オフバランスシート・コミットメント       

　　保証       74

　　その他保証債務       6

　　ローン・コミットメント 20      171

デリバティブ契約        

　　想定元本   3    16,884

　　与信相当額   0    94

給与、その他の短期給付及び業績に

基づく賞与        

　給与、その他の短期給付及び業績

に基づく賞与     2   

関連当事者持分        

　株式数 118,992,151    150,359  6,612,043

 

*
その他の関連当事者企業には、OPバンク・グループ・年金ファンド、OPバンク・グループ・年金基金及び連結OPポヨ

ラ-協同組合内の姉妹会社が含まれる。

 

2014年の取締役の報酬

定時株主総会は、以下の取締役の報酬を承認した。

2014年に取締役に支払われた月額報酬及び会議への出席に対する報酬は、合計497,250ユーロであった。会長の月額報

酬は合計8,000ユーロ、副会長は合計5,500ユーロ及びその他の取締役は4,500ユーロであった。追加の月額報酬1,000ユー

ロが、取締役会の会長あるいは副会長以外の委員長に支払われる。すべての取締役は、各会議への出席１回につき、550

ユーロを受け取った。取締役の月額報酬は、標準報酬として扱われる。
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レイホ・カーリネン、会長  90,150ユーロ

トニー・ヴェプサライネン、副会長  70,950ユーロ

取締役会   

ユッカ・ヒエノーネン（2014年10月７日まで）  56,450ユーロ

ユッカ・フルコーネン（2014年10月７日まで）  54,250ユーロ

ミルック・カルバーグ（2014年10月７日まで）  53,700ユーロ

マルホ・パルティオ（2014年10月７日まで）  52,050ユーロ

ハリー・サイラス（2014年10月７日まで）  55,350ユーロ

トム・ヴォン・ウェイマーン（2014年10月７日まで）  64,350ユーロ

ハリー・ルタラ（2014年10月８日以降）  ０ユーロ

エリック・パルメン（2014年10月８日以降）  ０ユーロ

 

2014年度において、取締役が当行から受領した株式報酬はなかった。

2014年12月31日に終了する事業年度における取締役社長兼CEO並びに副社長に支払われた給与及び業績に基づく賞与は

以下のとおりである。

 

ヨウコ・ポローネン、取締役社長兼CEO  
450,491ユーロ

*

ミカエル・シルベノイネン、取締役社長兼CEO（2013年11月14日まで）  
175,716ユーロ

**

 

取締役社長兼CEOの執行役員契約に基づいて適用される通知期間は６ヶ月である。この契約に従って、当行は、取締役

社長兼CEOを解雇するか、あるいは当行に起因する事由により辞任又は契約終了を余儀なくされる場合、当行は失職に関

する補償金に加えて、取締役社長兼CEOに合計12ヶ月分の給与に相当する退職金を支払わなければならない。当行に起因

する事由により、執行役員契約を終了する場合には、取締役社長兼CEOは、契約が終了する年度の短期及び長期インセン

ティブ制度に基づき賞与を受け取る権利が与えられる。ただし、制度の業績基準及び制度の条件に基づく支給基準が満た

されていること、及び取締役社長兼CEOの執行役員契約が当該業績年度を通して有効であることを条件とする。また、取

締役社長兼CEOは経営陣に対する長期インセンティブ制度（2014年－2016年）に加入しており、当該制度に基づき、2018

年から2020年まで賞与が支払われる。取締役社長兼CEOには無制限の社用車支給がある。

*
2014年に取締役社長兼CEOに支払われた給与及び賞与を含む。短期報酬制度に基づき2013年に稼得され2014年に支払

われた金額の一部を含む。2013年度における賞与の残りの部分のうち、33,600ユーロの支払いが2015年から2016年まで繰

り延べられている。繰延金額の支払いには取締役会の決定が必要となる。繰延手続きの詳細については以下の注記84に記

載されている。

**
2014年に支払われた、取締役社長兼CEOが稼得した給与及び賞与を含む。短期報酬制度に基づき2011年から2012年

までの業績期間に稼得され2014年に支払われた金額を含む。

 

取締役社長兼CEO及び取締役に関する年金債務

CEO雇用契約は、取締役社長兼CEOに関して特定の退職年齢を定めていない。取締役社長兼CEOはTyEL（フィンランド従

業員年金法）の対象となっており、同法に規定のとおり、TyELは勤続年数及び利益に基づく年金給付を提供している。退

職年齢は選択により63歳から68歳である。また、法定年金制度に加えて、取締役社長兼CEOであるミカエル・シルベノイ

ネンはOPバンク・グループ・年金基金の補足的年金に関する制度の対象であった。当該制度に基づく、取締役社長兼CEO

に適用される退職年齢は64歳である。補足的年金制度に基づき発生する年金は、OPフィナンシャル・グループとの雇用が

終了した場合、老齢年金より前に払込済年金として支払いを開始することができる。このような場合、男性の最低退職年

齢は57歳である。取締役社長兼CEOであるポローネン氏に適用される補足的年金制度はない。取締役の会議への出席に対
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する報酬は年金支給給与として扱われる。ポヨラ・グループの年金契約に関するより詳細な情報は、注記35「引当金及び

その他負債」に記載されている。

 

 
 

TyEL制度に基づく年金費用
＊  

IFRSによる任意の補足的年金の

費用

1,000ユーロ  2014年  2013年  2014年  2013年

ヨウコ・ポローネン、取締役社長兼CEO  60  49     

ミカエル・シルベノイネン、取締役社長

兼CEO（2013年11年14日まで）  3  87  68  62

*
TyEL確定給付制度の部分についてはIFRSによる費用が用いられ、確定拠出制度については、従業員拠出の平準化部

分から拠出額のうちの従業員の部分を控除した部分が用いられている。

 

注記84　変動報酬

 

従業員基金

2004年10月26日に、ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、OP従業員基金に加入した。2014年12月31日現在、当該基金に

は、約1,990人のポヨラ・グループ従業員が加入している。従業員基金は、経営陣に対するインセンティブ制度又はバル

ト諸国事業に含まれないすべての従業員が対象となっている。

2014年のOP従業員基金に対する利益を基準とした賞与の支払いは、以下の目標の達成に基づいている。OPフィナンシャ

ル・グループのEBT及びCET１の加重割合がいずれも30％、並びにロイヤル・カスタマー数の増加の加重割合が40％であ

る。2014年に基金の勘定に振り替えられた利益に基づく賞与は、基金の加入者によって稼得された給与と賃金を合算した

金額の約4.2％(4.6％)であった。2014年に計上された賞与は、合計2.9 (5.9)百万ユーロであった。

 

終了した2010年及びそれ以前における経営陣に対する長期インセンティブ制度

当グループの従前の経営陣に対する長期インセンティブ制度(2008年から2010年)は、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの

取締役社長兼CEO、上級副社長、執行副社長、部長及び別個に定義されている管理、監督及び専門的業務を遂行する者に

適用された。2010年12月31日現在、当該制度は136名に適用されていた。取締役会は、取締役社長兼CEO及び執行役員につ

いても当該制度に含めること、並びに当該制度のその他の人員に関する選定方針について確認した。ポヨラ・グループの

執行委員会は、当該制度のその他の人員の選定についても確認した。

経営陣に対する長期インセンティブ制度に含まれる人々は、当行が該当年度に設定された戦略に基づいて目標を達成す

ることを条件として、年次賞与としてポヨラ・バンク・ピーエルシーの株式を受け取る権利を有していた。当該制度が適

用される人々は、業績年度の期首から３年以内に稼得した株式（税引後）を受け取ることとなる。

2013年まで、持分決済型及び現金決済型賞与支払いは、当該業績期間にわたって人件費として計上されていた。2013年

において当該制度に基づき計上された費用は、1.2（1.4）百万ユーロであった。

 

経営陣に対する有効な長期インセンティブ制度

ポヨラは、OPフィナンシャル・グループの目標を持つOPフィナンシャル・グループ内の長期インセンティブ制度に属し

ている。これらの目標は、当グループの全従業員を対象としたOP従業員基金の目標と一致している。

OPフィナンシャル・グループの変動報酬方針は、当グループのリスク・エクスポージャー及びリスク管理手法を考慮し

ている。業績指標目標は、過剰なリスクを負うことを推奨しない程度に設定されている。長期変動報酬はOPフィナンシャ

ル・グループの目標達成に基づいているが、短期変動報酬は、個々のグループ会社又は事業部門がいかにその目標を達成

するかに基づいている。すべての制度において、報酬の上限が定められている。
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長期制度

ポヨラは、OPフィナンシャル・グループの目標を持つOPフィナンシャル・グループ内の長期インセンティブ制度に属し

ている。これらの目標は、OPフィナンシャル・グループの全従業員を対象としたOP従業員基金の目標と一致している。

OP協同組合の監査委員会が任命したポヨラ・バンク・ピーエルシーの取締役及び要職に就いている者は、この経営陣に

対する長期株式型インセンティブ制度に含まれている。2011年から2013年までの制度については、合計52（59）名が対象

となっており、2014年から2016年までの制度については、42名が対象となっている。

賞与は経営陣の職位によって決定される。年間で設定された目標の100％を達成した場合、経営陣及び主要な従業員

は、標準給与月額の２ヶ月から12ヶ月分に相当する賞与を受け取る権利が与えられる。この賞与は、源泉徴収税の対象と

なる。

当該制度は、連続した３年間の業績期間より構成され、最初の期間は、2011年１月１日から2013年12月31日までの期間

である。2011年から2013年までの業績期間の賞与は、繰延期間終了後の2015年から2017年の各６月末に３回に分けて均等

払いされる。２回目の業績期間は2014年１月１日から2016年12月31日までの期間であり、当該期間の賞与は、繰延期間終

了後の2018年から2020年の各６月末に３回に分けて均等払いされる。

目標賞与、すなわちポヨラ・バンク・ピーエルシーのシリーズA株式に関する最高報酬は、2011年から2013年までの制

度の期首に決定された。2011年から2013年までの業績期間における目標賞与は、1.2百万株であり、このうち約半分が現

金決済型、残りの半分が持分決済型であった。OP協同組合は、ポヨラ・バンク・ピーエルシーが発行し、OP協同組合が保

有していないすべてのシリーズA株式及びシリーズK株式について任意の公開買付を実施した。これにより、2011年から

2013年までの業績期間における賞与支給においては、賞与を全額現金で支払うという条件を適用している（株式会社法第

18章第１節に従い、ポヨラの株主が、当該会社の株式及びその株式によって与えられる議決権の90％超を保有する場合に

当該株式を償還できる権利（スクイーズアウト権）を有する場合）。ポヨラのシリーズA株式と現金の組み合わせにより

支払われる賞与は、2015年、2016年及び2017年に、当初の支給スケジュールに従って現金で支払われる。この賞与は、株

式数に償還価格を乗じて現金に換算された。

目標が2014年から2016年までの制度に設定された最高水準を達成することを条件として、当該制度に含まれる者には、

年に一度標準給与月額の２ヶ月から８ヶ月分に相当する賞与を受け取る機会がある。この賞与は、源泉徴収税の対象とな

る。賞与の金額は、業績期間後の目標達成度合いによって変わり、2018年から2020年までに３回に分けて均等払いされ

る。この制度に基づき支払われる可能性のある賞与は、OPが発行する社債で支払われる。稼得されたユーロ建ての賞与

は、その制度の結果が明らかになってから、社債数に換算される。現金で支払われる金額については、関連する税金が賞

与から控除される。

OP協同組合の監査委員会は、当該制度の業績指標を決定し、各業績期間について、個別に業績目標を設定するものとす

る。2011年から2013年までの制度の目標は、以下の基準に基づいていた。

-OPをメイン・バンク及び保険会社として利用する顧客数の増加

-法人顧客事業の市場占有率の変化

-経済資本の利益率

2014年から2016年までの制度の目標を設定するにあたり、OPは、変動報酬の最高額を個人の年間固定報酬額に制限する

という欧州議会及び欧州理事会の資本要件指令Ⅳ（CRD Ⅳ）を考慮している。2014年から2016年までの目標は、以下の基

準に基づいている。

-OPフィナンシャル・グループの税引前利益

-OPフィナンシャル・グループのCET１

-OPをメイン・バンク及び保険会社として利用する顧客数の増加

賞与は、金融及び保険コングロマリット監督規制に基づくOPフィナンシャル・グループの自己資本比率が、賞与支給日

に1.3倍以上であること、及び制度に加入している人物が賞与支給日までOPフィナンシャル・グループに雇用されている

ことを条件として、受給者に支払われる。
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2011年から2013年までの制度では、株式はポヨラ・グループにおける持分決済型報酬として会計処理されていた。制度

における支払い方法の変更により、当該制度の会計処理はIAS第19号に基づく従業員給付の処理に一致するよう変更され

ている。両制度に関する費用は、業績期間の期首より支給日（権利確定期間）まで人件費として計上され、対応する負債

は繰延費用に計上される。2014年12月31日現在、当該制度に基づき認識された負債は5.6百万ユーロであった。

OP協同組合の監査委員会は、長期制度の管理及びコンプライアンスについての監査を行っている。監査委員会は、判断

により、当該制度の条件を変更する場合があり、止むを得ない理由により賞与の支払いを延期する場合がある。

 

短期インセンティブ制度

短期制度においては、業績期間は１年であり、賞与は主に現金で支払われる。短期インセンティブ制度は、業績及び各

事業部門に特化されたその他の事業目標に基づいており、ポヨラ・グループのすべての従業員に適用している。

当該制度に関する費用は、業績期間の期首より支給日（権利確定期間）まで人件費として計上され、対応する負債は繰

延費用に計上される。

 

変動報酬の繰延

変動報酬の支給については、信用機関に係る法律（610/2014）に規定されている。職務基準に基づき当グループに所属

している人物に分類される者が、会社に相当なリスクをもたらす可能性がある（特定職員）場合、当行は特定の条件に基

づき３年間にわたって変動報酬の支給を繰延べる可能性がある。

ポヨラ・グループの特定職員には、マネージング・ディレクター及びその他の重要な経営陣、当行のリスク・エクス

ポージャー及び内部統制に重要な影響を与えるその他の人物並びにその他の指定された人物もしくは特定のグループが含

まれる。

特定職員の12ヶ月間の業績期間の変動報酬が50,000ユーロ（金融監督庁が推奨している上限金額）もしくは２ヶ月分の

基本給総額のいずれか大きい方の金額を超過する場合、変動報酬の支給の繰延べが当該特定職員に適用される。特定職員

の報酬は、長期及び短期報酬を考慮して、全体として、50,000ユーロの繰延上限までの範囲で見直される。

ユーロ建てで繰延上限額を超過した場合、賞与の一部は即時支給され、残りは繰延べられ、繰延べられた賞与は翌３年

以内に均等払いで支給される。そのような繰延べが行われる場合、常に短期制度の賞与の半分は現金で支給され、残りの

半分は、OPが発行する社債で支給される。

 

変動報酬に関して計上された費用
*

百万ユーロ  2014年  2013年

従業員基金  3  6

短期制度  14  12

従前の長期制度     

2008年から2010年までの制度    1

改定された長期制度     

2011年から2013年の制度  1  1

2014年から2016年の制度  1   

合計  18  20

*　
社会保障費を除く。

 

上表の数値には、非継続事業に関する費用３（３）百万ユーロが含まれている。
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損益計算書（親会社）

  2014年  2013年

  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

利息収益  1,903  250,359  1,740  228,914

純リース収益  27  3,552  27  3,552

利息費用  -1,680  -221,021  -1,545  -203,260

純利息収益  249  32,758  222  29,206

持分投資による収益  237  31,180  184  24,207

子会社  195  25,654  158  20,786

関係会社  3  395  3  395

その他の会社  38  4,999  23  3,026

手数料  152  19,997  133  17,497

手数料費用  -46  -6,052  -43  -5,657

有価証券及び為替トレーディングによる純収益  83  10,919  102  13,419

　有価証券トレーディングによる純収益  47  6,183  76  9,999

為替トレーディングによる純収益  36  4,736  26  3,421

売却可能金融資産による純収益  13  1,710  15  1,973

ヘッジ会計による純収益  -2  -263  -1  -132

投資不動産による純収益  -1  -132  0  0

その他の営業収益  21  2,763  21  2,763

管理費  -137  -18,024  -128  -16,840

人件費  -62  -8,157  -62  -8,157

賃金及び給与  -51  -6,710  -51  -6,710

社会保障費用  -11  -1,447  -11  -1,447

年金費用  -8  -1,052  -8  -1,052

その他の社会保障費用  -3  -395  -2  -263

その他の管理費  -75  -9,867  -66  -8,683

有形及び無形資産の減価償却/償却及び評価減  -11  -1,447  -11  -1,447

その他の営業費用  -46  -6,052  -40  -5,262

貸付金及びその他の契約における減損損失  -25  -3,289  -38  -4,999

営業利益  486  63,938  417  54,861

利益処分  -3  -395  -86  -11,314

法人税等  -58  -7,630  -52  -6,841

当年度の税金  -41  -5,394  -38  -4,999

過年度の税金  -23  -3,026  0  0

繰延税金の変動  6  789  -14  -1,842

営業利益（税引後）  425  55,913  279  36,705

当年度純利益  425  55,913  279  36,705
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貸借対照表（親会社）

  2014年12月31日  2013年12月31日

  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

資産         

現金及び現金同等物  3,774  496,507  2,046  269,172

中央銀行からのリファイナンスに利用可能なノー

ト及び債券
 7,825  1,029,457  7,368  969,334

財務省短期証券         

その他  7,825  1,029,457  7,368  969,334

金融機関に対する債権  10,066  1,324,283  9,676  1,272,975

要求払  481  63,280  620  81,567

その他  9,584  1,260,871  9,056  1,191,407

一般顧客及び公共企業に対する債権  14,393  1,893,543  13,398  1,762,641

要求払         

その他  14,393  1,893,543  13,398  1,762,641

リース資産  1,152  151,557  1,153  151,689

ノート及び債券  714  93,934  695  91,434

公共企業  29  3,815  4  526

その他  685  90,119  691  90,908

株式及び参加持分  63  8,288  82  10,788

関連会社の株式及び参加持分  32  4,210  32  4,210

子会社の株式及び参加持分  1,250  164,450  1,249  164,318

デリバティブ契約  5,395  709,766  3,332  438,358

無形資産  51  6,710  49  6,446

有形資産  15  1,973  17  2,237

投資不動産並びに投資不動産事業の株式及び参

加持分
 9  1,184  10  1,316

その他の不動産並びに不動産事業の株式及び参

加持分
 3  395  3  395

その他の有形資産  3  395  3  395

その他資産  1,879  247,201  847  111,431

繰延収益及び前払金  659  86,698  722  94,986

繰延税金資産  8  1,052  8  1,052

資産合計  47,274  6,219,367  40,675  5,351,203
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  2014年12月31日  2013年12月31日

  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

負債         

金融機関に対する負債  5,241  689,506  4,789  630,041

中央銀行  250  32,890     

金融機関  4,991  656,616  4,716  620,437

要求払  898  118,141  725  95,381

その他  4,094  538,607  3,992  525,188

一般顧客及び公共企業に対する負債  11,668  1,535,042  10,343  1,360,725

預り金  9,406  1,237,453  7,660  1,007,750

要求払  7,726  1,016,433  5,995  788,702

その他  1,680  221,021  1,665  219,047

その他の負債  2,262  297,589  2,683  352,975

要求払  8  1,052  10  1,316

その他  2,254  296,536  2,674  351,791

公募発行負債証券  17,980  2,365,449  16,255  2,138,508

債券  10,941  1,439,398  9,384  1,234,559

その他  7,040  926,182  6,870  903,817

トレーディング目的で保有するデリバティブ契約

及びその他の負債
 5,268  693,058  3,256  428,359

その他の負債  2,317  304,825  1,452  191,025

その他の負債  2,317  304,825  1,452  191,025

引当金  0  0  0  0

繰延費用及び前受金  727  95,644  762  100,249

劣後負債  948  124,719  934  122,877

劣後ローン  265  34,863  253  33,285

その他  683  89,855  681  89,592

負債合計  44,150  5,808,374  38,940  5,122,946

         

利益処分  1,032  135,770  1,029  135,375

特別償却差額  141  18,550  138  18,155

任意積立金  891  117,220  891  117,220
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  2014年12月31日  2013年12月31日

  (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

株主持分         

株式資本  428  56,308  428  56,308

株式資本  428  56,308  428  56,308

資本準備金  524  68,937  524  68,937

その他の制限付準備金  225  29,601  200  26,312

リザーブ・ファンド  164  21,576  164  21,576

公正価値評価差額準備金  61  8,025  36  4,736

キャッシュフロー・ヘッジ  17  2,237  12  1,579

その他の公正価値評価差額金  44  5,789  24  3,157

非制限準備金  331  43,546  331  43,546

非制限資本準備金  308  40,520  308  40,520

その他の準備金  23  3,026  23  3,026

利益剰余金  159  20,918  93  12,235

当年度利益  425  55,913  279  36,705

株主持分合計  2,092  275,224  1,855  244,044

負債及び株主持分合計  47,274  6,219,367  40,675  5,351,203

         

オフバランスシートの契約債務  7,379  970,781  7,725  1,016,301

顧客のために第三者に提供した契約債務  2,749  361,658  2,727  358,764

保証及び抵当  2,451  322,454  2,479  326,137

その他  297  39,073  247  32,495

顧客のために行った取消不能な契約債務  4,630  609,123  4,999  657,668

有価証券買戻契約  7  921  9  1,184

その他  4,622  608,070  4,989  656,353
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キャッシュ・フロー計算書（親会社）

 2014年12月31日  2013年12月31日

 (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー        

当年度純利益 425  55,913  279  36,705

当年度純利益の調整 -222  -29,206  1  132

営業資産の増加（－）又は減少（＋） -1,685  -221,679  -4,047  -532,423

中央銀行からのリファイナンスに利用可能なノート

及び債券
-200  -26,312  -2,255  -296,668

金融機関に対する債権 -528  -69,464  -1,092  -143,664

一般顧客及び公共企業に対する債権 -1,000  -131,560  -641  -84,330

リース資産 6  789  -78  -10,262

ノート及び債券 399  52,492  -260  -34,206

株式及び参加持分 6  789  4  526

デリバティブ契約 31  4,078  26  3,421

投資不動産     0  0

その他資産 -398  -52,361  249  32,758

営業負債の増加（＋）又は減少（－） 2,136  281,012  -2,004  -263,646

金融機関及び中央銀行に対する負債 447  58,807  -1,031  -135,638

一般顧客及び公共企業に対する負債 1,325  174,317  -496  -65,254

トレーディング目的で保有するデリバティブ契約

及びその他負債
32  4,210  -22  -2,894

その他負債 332  43,678  -454  -59,728

        

法人税の支払額 -54  -7,104  -28  -3,684

配当金の受領額 107  14,077  99  13,024

A. 営業活動から生じた純資金 708  93,144  -5,700  -749,892

投資活動によるキャッシュ・フロー        

満期保有目的金融資産の増加        

満期保有目的金融資産の減少 69  9,078  129  16,971

子会社及び関連会社の買収 0  0  -4  -526

子会社及び関連会社の処分        

有形資産及び無形資産の購入 -12  -1,579  -16  -2,105

有形資産及び無形資産の売却による収入 0  0  0  0

B. 投資活動に使用した純資金 47  6,183  109  14,340

財務活動によるキャッシュ・フロー        

劣後負債の増加        

劣後負債の減少 0  0  -271  -35,653

公募発行負債証券の増加 34,663  4,560,264  24,340  3,202,170

公募発行負債証券の減少 -33,616  -4,422,521  -21,833  -2,872,349

配当金の支払額 -212  -27,891  -145  -19,076

資本項目におけるその他の資金減少 0  0  0  0

C. 財務活動に使用した純資金 835  109,853  2,092  275,224

合併により移転した現金及び現金同等物 1,589  209,049  -3,499  -460,328

現金及び現金同等物の期首残高 2,666  350,739  6,165  811,067

現金及び現金同等物の期末残高 4,255  559,788  2,666  350,739

利息の受領額 1,974  259,699  1,758  231,282

利息の支払額 -1,726  -227,073  -1,585  -208,523

 2014年12月31日  2013年12月31日

 (百万ユーロ)  (百万円)  (百万ユーロ)  (百万円)

当年度利益の調整        

非資金項目        

トレーディング活動に係る公正価値の変動 169  22,234  -166  -21,839

為替業務に係る正味未実現利益 79  10,393  2  263
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投資資産の公正価値の変動 -454  -59,728  85  11,183

減価償却／償却費、特別償却／償却差額

及び任意積立金の変動
9  1,184  90  11,840

債権の減損損失 26  3,421  41  5,394

その他 -50  -6,578  -52  -6,841

        

営業活動によるキャッシュ・フロー以外で表示され

ている項目
       

キャピタル・ゲイン（投資活動によるキャッシュ・

フローの一部）
0  0  0  0

キャピタル・ロス（投資活動によるキャッシュ・フ

ローの一部）
    0  0

合併に係る利益/損失（投資活動によるキャッ

シュ・フローの一部）
0  0    　

調整合計 -222  -29,206  1  132

        

現金及び現金同等物        

流動資産 3,774  496,507  2,046  269,172

金融機関に対する要求払債権 481  63,280  620  81,567

合計 4,255  559,788  2,666  350,739
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親会社財務書類注記（FAS）

 

親会社（ポヨラ・バンク・ピーエルシー）の会計方針

 

一般情報

ポヨラ・バンク・ピーエルシーはフィンランドの金融機関であり、その事業部門は、コーポレート・バンキング、マー

ケッツ、セントラル・バンキング及びグループ・トレジャリーで構成されている。さらに、当行には管理機能に関連する

その他の業務も含まれている。

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（以下、「ポヨラ」又は「当行」という。）は、OPフィナンシャル・グループの一部で

ある。グループは、現在181の独立した協同組合銀行並びにその中央機関であるOP協同組合及びその他の会員信用機関で

構成されている。OPフィナンシャル・グループの会員信用機関は、ポヨラ、ヘルシンキOPバンク・ピーエルシー、OPカー

ド・カンパニー・ピーエルシー、OPモーゲージ・バンク及びOP協同組合の会員協同組合銀行で構成されている。

2014年２月にOP協同組合は、株式公開買付を完了し、フィンランド有限責任会社法第18章セクション６に従って仲裁裁

判所の決定により、すべてのポヨラ・バンク・ピーエルシー株式の所有権を取得した。仲裁裁判所の決定により、ポヨ

ラ・バンク・ピーエルシーのシリーズA株式の売買は2014年９月29日に中止され、2014年９月30日付でヘルシンキ証券取

引所から上場廃止となった。2014年10月７日、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの株主登録上、OP協同組合が唯一の株主と

して登録された。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの親会社は、OP協同組合であり、ポヨラの連結決算書は、OP協同組合の連結財務書類に

含まれている。OP協同組合の財務書類の写しは、フィンランド共和国 ヘルシンキ市 FI-00510ヴァークシンティ 4で入手

可能である。また、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの決算書もポヨラ・グループの決算書に連結されている。ポヨラの連

結財務書類の写しは、www.pohjola.com又はヘルシンキ市FI-00510 ヴァークシンティ 4を所在地とする当行の本社で入手

可能である。

デポジット・バンクの連合に関する法律（Laki talletuspankkien yhteenliittymasta法）に準拠して、ポヨラを含む

会員信用機関及びOP協同組合は最終的に相互の負債及び契約債務の連帯責任を負っている。会員信用機関の自己資本が損

失により同法に規定される流動性条件を満たせないほど低い水準にまで減少した場合、OP協同組合は、会員信用機関から

前年度の統合貸借対照表に基づき追加拠出を徴収する権利を有する。

ポヨラは、ヘルシンキに所在し、登録事務所の住所は、フィンランド ヘルシンキ市FI-00510テオリスースカトゥ1Bで

ある。

 

表示の基礎

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの財務書類は国内基準に基づいて作成され、フィンランド信用機関法、信用機関及び投

資会社の財務書類並びに連結財務書類に係る財務省令、会計法並びに金融部門の決算書、財務書類及び取締役報告書に係

る金融監督局の規制及びガイドラインに準拠して開示されている。さらに、合併した協同銀行の中央機関であるOP協同組

合は、統一した会計方針への準拠と財務書類の作成指針を発行している。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの財務書類は百万ユーロで表示されており、トレーディング目的で保有する金融資産及

び金融負債、取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産、売却可能金融資産、デリバティブ契約及び公正価

値ヘッジにおけるヘッジ対象（ヘッジされたリスクに関するもの）並びに公正価値で測定されるデリバティブ契約を除い

て取得原価で作成されている。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの財務書類を作成するにあたり、グループの経営陣は、会計方針の適用の過程において

評価及び見積り並びに判断を行うことが求められる。

 

外貨換算
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ポヨラ・バンク・ピーエルシーの財務書類は、表示通貨であるユーロで作成されている。ユーロ建て以外の取引は、取

引日の為替レート又は取引を行った月の平均為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日に、非ユーロ建て貨幣性貸

借対照表項目は貸借対照表日の為替レートでユーロに換算される。取得原価で測定された非貨幣性貸借対照表項目は取引

日の為替レートで表示される。

ユーロ建て以外の取引及び貨幣性貸借対照表項目のユーロへの換算により生じた換算差額は為替差損益として損益計算

書の「為替トレーディングからの純収益」に計上される。

 

金融商品

公正価値決定

公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において、測定日において資産売却により受け取る、又は負債の移転のため

に支払われるであろう価格である。

金融商品の公正価値は、活発な市場における市場価格、又は活発な市場が存在しない場合には当行自身による評価技法

を用いて決定される。市場価格が容易かつ定期的に入手可能であり、独立第三者間で実際に定期的に発生する市場取引を

反映している場合に市場は活発であるとみなされる。現在の売値が金融資産の市場価格として用いられる。

公正価値が直接入手できない金融商品について、一般に使用される評価技法が市場に存在する場合には、公正価値は当

該評価技法及びそれに用いられる入力データの市場価格に適用したものに基づいて算定されている。

市場において一般に使用されている評価技法がない場合には、当該金融商品のために設定された評価モデルを用いて公

正価値が決定される。当該評価モデルは広く使われている評価技法であり、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての

要素を組み入れており、金融商品の価格設定の際に使われている経済的技法とも一致している。

評価技法には、市場取引の価格、割引キャッシュ・フロー法及び実質的に同一の他の金融商品の現在の公正価値の参照

が含まれる。評価技法は、見積信用リスク、適用される割引率、期限前償還の可能性及び金融商品の公正価値の信頼でき

る測定に影響を与えるその他の要因を考慮に入れている。

金融商品の公正価値は、評価技法の階層により以下の３つのレベルに分類される。

・活発な市場における同一資産又は負債の市場価格（調整前）（レベル１）

・レベル１に含まれる市場価格以外で、資産又は負債に関して、直接的（すなわち、価格そのもの）又は間接的（すなわ

ち、価格から導出されるもの）に観察可能な入力データ（レベル２）

・観察可能な市場データに基づいていない、資産又は負債の入力データ（レベル３）

公正価値を測定するために使用される入力データが公正価値階層の異なるレベルに分類される場合には、公正価値測定

は全体として、測定全体にとって重要である最も低いレベルの入力データと同一レベルに分類される。入力データの重要

性は全体の公正価値測定に基づき評価されている。

流動性の低い金融商品の場合、評価モデルを用いて算定した価格が実際の取引価格と異なることがある。実際の取引価

格は金融商品の公正価値の最善の証拠となるため、取引日損益、つまり実際の取引価格と市場価格を用いて評価モデルか

ら導き出された価格との差額は、繰延べられて契約期間又は金融商品の構造及び取引相手を考慮に入れたより短い期間に

わたり損益計算書に計上される。ただし、繰延べられた未認識額は、金融商品の実際の市場価格又は価格設定の実務が市

場において確立された場合は直ちに認識される。これらの流動性の低い金融資産の金額は貸借対照表において重要ではな

い。

 

金融資産の減損

各報告期間末において、当行は、損益を通じて公正価値評価される金融資産以外の金融資産の減損について、客観的証

拠の有無を評価している。資産の当初認識後に発生した１つ又は複数の損失事象が金融資産の見積将来キャッシュ・フ

ローに影響を与えているという客観的証拠が存在し、それについて信頼性をもって見積ることができる場合には、金融資

産が減損し、減損損失が発生しているとされる。
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減損損失の客観的な証拠が存在しているか否か決定するために用いられる基準には以下が含まれる。

・発行体の業績、信用格付、貸借対照表、支払状況又は事業計画の大幅な悪化、発行体の経済環境及び事業環境の不利な

変動

・市場における同一又は類似する投資の入札結果が取得価値を下回る場合

・継続企業としての発行体の営業能力を大幅に弱める事象又は状況（事業からの負のキャッシュ・フロー、不十分な資本

及び運転資本の不足等）

・債務者が破綻する、又はその他の再編が行われる可能性が高い

・債務者の契約違反

・債務者に付与された猶予

・以前に認識された減損

・金融資産の活発な市場の消滅

さらに、持分金融商品については、公正価値が取得原価を大きく下回る場合又は公正価値が取得原価を長期間にわたり

下回る場合は、減損の客観的な証拠とされる。

様々な金融商品についての減損の認識に関する詳細は、以下に記載されている。

 

買戻し契約及び売戻し契約

両当事者を拘束する売戻条件付買入有価証券は債権として認識され、取得原価は取引相手に応じて各貸借対照表項目に

計上される。取得原価と売戻価格との差額は利息収益として扱われ、契約期間にわたり計上される。

両当事者を拘束する買戻条件付売渡有価証券は金融負債として認識され、取引相手に応じて各貸借対照表項目に計上さ

れる。売却価格と買戻価格との差額は、利息費用として扱われ、契約期間にわたり計上される。買戻債務付売渡有価証券

及び維持証拠金として差し入れられた有価証券は、当該契約にも拘わらず、引き続き貸借対照表にそのまま計上されてい

る。

 

分類及び認識

当初認識後、金融資産及び負債は、損益を通じて公正価値評価される金融資産及び負債、貸付金及び債権、満期保有目

的投資、売却可能金融資産、及びその他の金融負債の各区分に分類される。分類は、金融資産及び金融負債の取得目的に

より異なる。損益を通じて公正価値評価される金融資産は、トレーディング目的で保有する金融資産及び取引開始時に損

益を通じて公正価値評価される金融資産に分割されている。損益を通じて公正価値評価される金融負債はトレーディング

目的で保有する金融負債である。

損益を通じて公正価値評価される金融資産及び負債、満期保有目的投資並びに売却可能金融資産の購入及び売却は、取

引日あるいは当行が当該資産又は負債を購入又は売却することに合意した日に貸借対照表に計上される。貸付金及び債権

に分類されるノート及び債券は、金融資産の取引日及び貸付金が実行された日に計上される。

金融資産と金融負債は、ポヨラが現在通常の事業課程においても、及び債務不履行、支払不能又は破綻があったときに

も法的に強制力のある相殺権を有しており、当該資産と負債を純額で決済する意図がある場合に貸借対照表上で相殺され

る。中央清算機関が決済する店頭金利デリバティブは貸借対照表上で相殺される。これらのデリバティブはロンドン・ク

リアリング・ハウスとの日次の決済プロセスにおいて清算される。

当行は、金融資産のキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合、あるいは金融資産が譲渡され、それにより所

有に伴うリスクと便益の大半が移転される場合に金融資産の認識を中止している。金融負債は、債務の免除、取消し、失

効等により負債が消滅した場合に認識が中止される。

 

トレーディング目的で保有する金融資産及び負債
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金利、価格及び相場の変動から短期間で利益をもたらすことが期待されているすべての金融資産及び負債、又は組込デ

リバティブ契約において主契約から分離不能なものはトレーディング目的として分類される。トレーディング目的で保有

する負債は、売却したが売却時に所有していない（空売り）有価証券の引渡債務を指している。

トレーディング目的で保有する金融資産及び負債にはヘッジ目的以外で使用されるデリバティブが含まれている。

トレーディング目的で保有する金融資産及び負債は公正価値で貸借対照表に計上され、その後の公正価値の変動は、損

益計算書の「有価証券トレーディングによる純収益」に計上される。

 

取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産として指定したもの

取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産として指定したものには、当初認識時に損益を通じて公正価値

で測定するものとして指定を受けた金融資産が含まれる。これらの金融資産は公正価値で測定され、公正価値の変動並び

にキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス、利息収益及び利息費用、受取配当金は損益計算書に計上される。

取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産は、債券より構成される。当行は、リスク管理方針に従って、

投資業務の状況を即時に把握するために、これらの投資を公正価値で管理し、公正価値に基づいて成績を評価している。

当グループの経営陣への報告は公正価値に基づいている。

この業務における投資は長期間に及ぶため、金融資産はトレーディング目的で保有する金融資産と別個に表示されてい

る。

損益を通じて公正価値評価される金融資産には、組込デリバティブの公正価値が個別に決定できない複合金融商品が含

まれている。これらの金融資産は、貸借対照表に公正価値で測定され、また公正価値のその後の変動は損益計算書の「有

価証券トレーディングからの純収益」に計上される。

 

貸付金及び債権

　貸付金及び債権として分類される金融資産は、活発な市場における価格をもたない固定又は確定可能な支払いであっ

て、デリバティブでないものである。

　貸付金及び債権は、当初、取得原価（取得対価の公正価値に当該取得に直接帰属する取引費用を加えた金額）で認識さ

れ、その後は実効金利法を用いて償却原価で認識される。

貸付金及び債権の減損損失は、個別又は集合的に認識される。債務者のエクスポージャー合計が重要である場合に、減

損は個別に評価される。その他の場合には、減損は集合的に評価される。

減損損失が発生し、債権が全額回収できないという客観的証拠が存在する場合に、減損が認識される。見積将来キャッ

シュ・フローの現在価値（担保を含む）が貸付金及び関連する未収利息の帳簿価額合計を下回る場合に、債権は減損して

いる。見積将来キャッシュ・フローは、貸付金の当初の実効金利で割り引かれる。貸付金が変動金利である場合、減損を

測定する割引率は、契約に基づき決定される現在の実効金利である。損益に認識される減損損失は、貸付金の帳簿価額と

それより低くなった将来キャッシュ・フローの現在価値との差額である。

減損評価は２段階のプロセスである。重要な貸付金及び債権については、減損は個別に評価される。貸付金及び債権が

個別に評価されない場合は、減損について集合的に評価される。集合的に評価される減損には、特定の貸付金に未だ割り

当てられていない既発生であるが未報告の損失が含まれる。集合的に評価される減損引当金は、経済資本要件の測定に使

用される統計モデルに基づいている。当該モデルにおいては、債権は格付区分毎に類似する信用リスクのグループに分類

される。集合的に評価される減損は、格付区分毎の予想損失に基づき測定され、当該測定では担保の割引後の現在価値及

び平均的な過去の損失実績も考慮される。

貸付金の契約上の支払条件が変更された場合、当該変更の理由及び重要性が内部で規定された尺度を用いて文書化され

る。貸付金は、顧客の財政困難ではなく顧客関係の管理に関する理由で条件が変更される場合もある。その場合は、貸付

金の減損評価に影響を与えることはない。場合によっては、中央協同組合は、顧客の財政困難により、顧客の返済能力の

確保及び信用リスクの制限を目的とした一定期間の返済猶予等による貸付金の条件変更を行う場合がある。これらの条件
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変更された貸付金は不良債権として報告される。顧客の財政困難による契約上の支払条件の変更は、条件変更基準に該当

し、顧客の信用格付及びその他の基準を下げることとなるため、集合的な減損引当金が増加する。また、重要な貸付金区

分における条件変更基準に該当する支払条件の変更は、個別に減損が評価される貸付金に対して影響を及ぼすこととな

る。顧客が新しい支払条件に従うことにより、当該顧客のエクスポージャーについて減損引当金が認識されていない場合

には、その債権は不良債権の分類から除かれる。支払条件の変更は、顧客の支払能力の予想指標として、定期的な監視及

び経営陣への報告の対象となっている。

債権別に固有に評価された減損及び集合的に評価された減損は、別個に認識され、債権の減少として計上される。貸付

金の減損損失は、貸借対照表上、「債権の減損損失」として計上される。減少金額の利息の認識は減損の認識後も継続さ

れる。

貸付金は、貸付期間が著しく変更になった場合（借換え等）に債権回収措置の完了後、又は経営陣の決定に基づき、認

識が中止される。認識中止後に返済された場合は、当該返済額は債権の減損損失に対する調整として認識される。その後

債務者の支払能力が改善されたという客観的な証拠が存在する場合には、以前に認識された減損金額は再評価され、回収

可能額の変動は損益計算書に計上される。

 

満期保有目的投資

　満期保有目的投資は、支払額が固定又は確定可能な非デリバティブ金融資産であり、当グループが満期まで保有する積

極的な意思及び能力を有しているものである。満期保有目的投資は当初公正価値に取引費用を加えた金額で認識される。

これらの投資は当初認識後、実効金利法を用いて償却原価で計上される。

満期保有目的投資の減損は、貸付金及び債権と同じ原則に基づき見直される。ノート及び債券の帳簿価額とそれより低

くなった将来キャッシュ・フローの現在価値との差額は損益計算書に減損損失として計上される。

満期保有金融資産のカテゴリーに含まれる投資は、IAS第39号に規定された例外的な場合に限り、満期前に売却され

る。

 

売却可能金融資産

売却可能金融資産は、上記の金融資産に分類されないものであって満期前に売却可能な非デリバティブ資産であり、

ノート及び債券、株式及び参加持分で構成されている。

取得時に、売却可能金融資産は取得原価（取得対価に当該取得に直接帰属する取引費用を加えた公正価値）で認識され

る。売却可能金融資産は、その後、公正価値で測定される。

公正価値を容易に決定することが出来ない場合、事業に必要な株式及び参加持分並びにその他の取引価格のない株式及

び参加持分は取得原価で測定される。公正価値の変動は、株主持分の「公正価値評価差額準備金」に計上され、資産が認

識中止又は減損した場合にはキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスを含むそれらの変動額は損益計算書の「売却可能

金融資産による純収益」に振替えられる。利息収益及び配当金は、損益計算書に計上される。

売却可能金融資産の場合、例えば、債券及びノート発行体の信用格付が大幅に下落する、あるいは持分金融商品の公正

価値が取得原価を大幅に下回る又は長期にわたり下回る場合、客観的な証拠となる。

持分金融商品の市場価値が減損認識後も下落し続ける場合、減損損失は損益計算書に認識される。

売却可能金融資産として分類された減損したノート及び債券の公正価値がその後増加し、この増加が減損認識後の事象

に関連していると客観的にみなされる場合には、減損損失は損益計算書に戻し入れられる。減損した持分金融商品の公正

価値がその後増加した場合は、当該増加は株主持分に計上される。

売却可能金融資産に関連する利息収益及び配当金は、損益計算書に計上される。

固定利付債券の額面価格と取得原価との差額は、実効金利法を用いて満期までの見積残存期間にわたり利息収益に認識

される。
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参加持分並びにグループ会社における株式及び持分

参加持分並びにグループ会社における株式及びその他の持分投資は、取得原価又は、貸借対照表日におけるその項目の

価値が減損により取得原価より低いことが判明した場合には減損損失控除後の原価で認識されている。

減損損失は、損益計算書の「その他金融資産における減損損失」に計上されている。

 

現金及び現金等価物

現金及び現金等価物は、現金及び金融機関に対する要求払債権で構成されている。

 

その他の資産

その他の資産は、送金により発生する要求払債権、様々な決済勘定における債権、デリバティブ契約に関する証拠金勘

定及びその他のすべての債権であって他に適切な貸借対照表項目がないもの（例えば、様々な債権勘定及びレンタル債

権）で構成されている。

 

その他の金融負債

その他の金融負債には、損益を通じて公正価値評価される金融負債以外の金融負債が含まれており、預金並びに金融機

関及び顧客に対するその他の負債、公募発行負債証券及びその他の金融負債で構成されている。その他の金融負債は、決

済日に貸借対照表に計上され、当初認識後は償却原価で計上される。

固定利付債の額面価格と取得原価との差額は、実効金利法を用いて、満期までの見積残存期間にわたり利息費用に計上

される。

 

その他の負債

その他の負債は、主に送金負債、買掛金及び有価証券トレーディングに関連した負債で構成されている。

 

デリバティブ契約

デリバティブはヘッジ契約及び非ヘッジ契約に分けられる。ヘッジ及び非ヘッジ・デリバティブの両方とも常に貸借対

照表に公正価値で計上される。非ヘッジ金利スワップに発生した利息は、利息収益に計上され、繰越利息は繰延収益及び

繰延費用に計上される。非ヘッジ手段である金利、クレジット、通貨、株式及びコモディティ・デリバティブの公正価値

の変動は、損益計算書の「有価証券トレーディングによる純収益」に計上される。公正価値の正の変動値及びデリバティ

ブ契約で支払ったプレミアムは、「デリバティブ契約」資産として計上される。一方、公正価値の負の変動値及びデリバ

ティブ契約で受け取ったプレミアムは「トレーディング目的で保有するデリバティブ契約及びその他の負債」に計上され

る。

当グループのリスク管理は、ヘッジ会計に用いられる手法及び内部方針を作成しており、これに基づき金融商品がヘッ

ジ手段として指定されている。

当グループの親会社であるポヨラ・バンク・ピーエルシーは、ヘッジ方針に従って金利リスク、通貨リスク及び価格リ

スクを、公正価値ヘッジ又はキャッシュフロー・ヘッジを適用してヘッジすることができる。キャッシュフロー・ヘッジ

は、将来キャッシュ・フローの公正価値の変動に対するヘッジを指している。公正価値ヘッジは、ヘッジ資産/負債の公

正価値の変動に対するヘッジを指している。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、ヘッジ会計の要件を満たさないデリバティブであって実際には金融リスクに対する

ヘッジに使用されている契約を有している。

仕組債に関連する組込デリバティブは主契約から分離され、貸借対照表上、公正価値で測定される。これらの組込デリ

バティブ及びヘッジ手段として指定されたデリバティブの公正価値の変動は「純利息収益」に計上されている。
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中央清算機関により清算される店頭金利デリバティブの公正価値は現金により日次で清算される。貸借対照表におい

て、これらの清算されるデリバティブは現金の純変動として純額で表示される。その他のデリバティブは、貸借対照表

上、総額で表示され、この場合、正の価値変動は資産のデリバティブ契約として表示され、負の価値変動は負債のデリバ

ティブ契約として表示される。

 

ヘッジ会計

ヘッジ会計は、ヘッジ手段の公正価値の変動がヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローの変動の全部又は一部を

相殺することを検証するために用いられる。ヘッジ手段とヘッジ対象の関係は正式に文書化されており、リスク管理方

針、ヘッジ戦略、ヘッジの有効性を示すために用いられる手法に関する情報が含まれる。ヘッジの有効性を評価する場

合、ヘッジ開始時点及びその後にわたって、ヘッジ手段及びヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローを比較する。

ヘッジが極めて有効であるとみなされるのは、ヘッジ手段の公正価値又はキャッシュ・フローの変動がヘッジ対象の契約

又はポートフォリオの公正価値又はキャッシュ・フローの変動を80％から125％の範囲内で相殺する場合である。

 

公正価値ヘッジ

金利リスクに対する公正価値ヘッジには、ポヨラが発行する長期固定利付負債商品、個別の債券及び貸付金ポートフォ

リオ並びに個別貸付金が含まれる。ポヨラは、為替予約並びに金利及び為替スワップをヘッジ手段として用いている。

公正価値ヘッジとして文書化され、極めて有効なヘッジ関係を有するデリバティブ契約の公正価値の変動は、損益計算

書に計上される。ヘッジされた資産及び負債は、ヘッジが指定されている期間において公正価値で測定され、公正価値の

変動は損益を通じて認識される。公正価値ヘッジ会計において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の公正価値の変動は「純利息

収益」に計上される。

 

キャッシュフロー・ヘッジ

キャッシュフロー・ヘッジは、ポヨラの発行する変動利付負債商品又はその他の変動利付資産及び負債に係る変動エク

スポージャーに対するヘッジである。また、キャッシュフロー・ヘッジは、参照金利との関係に基づいて定義される貸付

金/借入金の将来金利フローをヘッジするために用いられる。ヘッジ手段として用いられるものには、金利スワップがあ

る。

キャッシュフロー・ヘッジとして文書化され、有効なヘッジ関係を有するデリバティブ契約は、公正価値で測定され、

その変動のうち有効部分は、その他包括利益に計上される。公正価値の変動のうち非有効部分は直ちに損益に計上され

る。資本に計上された公正価値の変動は、ヘッジ対象が純利益に影響を与える期間に損益計算書に計上される。

 

リース資産

リース資産及びリース資産に係る前受金は償却前の取得原価で認識され、貸借対照表の「リース資産」に含めて表示さ

れる。規定に基づき、リース資産は年金償却法に従って償却されている。

リース契約額に基づくリース資産からのリース収入は、予定償却を控除した後「リース純収益」に計上される。さら

に、当該項目には、リース資産の減損損失、リース資産の処分におけるキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス、顧客

に請求した手数料並びにリース契約に直接帰属するその他の収益及び費用が含まれている。リース契約によるその他の収

益及び費用は、内容に応じて損益計算書の各項目に計上されている。

 

無形資産

無形資産は償却及び評価減控除後の取得原価で計上される。これらの資産は見積り耐用年数にわたり償却される。見積

耐用年数はコンピュータ・ソフトウェア及びライセンスが２年から10年、その他の無形資産が通常５年である。資産の耐

用年数は各貸借対照表日に見直される。
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無形資産の予定償却及び評価減は、損益計算書の「有形及び無形資産の減価償却/償却及び評価減」に計上される。

 

有形資産

投資不動産

投資不動産は主に、賃貸料及び／又はキャピタル・ゲインを得ることを目的として保有する土地及び／又は建物又はそ

の一部である。保有会社又は従業員により、そのごく一部（全体の５％未満）が使用される不動産も投資不動産として会

計処理される。

投資不動産は、予定償却及び評価減控除後の取得原価で計上されている。土地及び不動産会社の株式及び持分は、貸借

対照表日における予想売却価格が恒久的に当初の取得価格より高くなる可能性が高い場合に再評価の対象となる。当初取

得後の費用は、当該不動産がもたらす経済的便益が当初の見積りよりも多くなる可能性が高い場合に限り、資産計上され

る。

投資不動産の予定売却価格が、長期にわたって、その帳簿価額を下回る場合、帳簿価額と予定売却価格との差額は、減

損が発生した会計年度中に費用計上される。

本財務書類の関連する注記で開示されている事業、事務所及び産業用不動産は、投資不動産に分類され、その公正価値

は主に、直接還元に基づく収益アプローチを用いて決定される。建設中の投資不動産の公正価値は、それが信頼性を持っ

て決定可能な場合にのみ開示される。土地、水源及び森林地域及び住宅用建物の公正価値は主に、マーケット・アプロー

チを用いて決定される。評価減の認識は、その継続性及び重要性に基づいて行われる。

投資不動産に関連する収益、費用、キャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス、予定減価償却及び評価減は損益計算書

の「投資不動産による純収益」に計上されている。

 

その他の不動産の保有

その他の不動産の保有とは、事務所、倉庫又はその他の設備、あるいは個人が宿泊、レクリエーション又はその他の目

的で利用する施設等の自社使用の不動産、並びにこれらの施設を保有する不動産会社に対する持分を指す。また、自社使

用の不動産には、一部を賃貸している不動産のうち、当該賃貸部分を切り離して売却することができず、かつ、当行がフ

ロア面積の５％超を占有している不動産が含まれる。当行が持分を有する不動産会社が所有する不動産全般については、

当行がその土地の５％超を利用している場合、自社使用とみなされる。

貸借対照表上の自社使用不動産の価値を決定するにあたって、当行は、通常の事業からの予想収益に関する資産価値か

ら評価を開始する。建物は、予定減価償却費を控除した後の取得原価で貸借対照表に計上される。不動産会社に対する持

分並びに土地、水域及び森林地域は、取得原価で計上される。不動産の近代化費用は資産計上され、予定減価償却され

る。

当行の自社使用不動産による収益及びキャピタル・ゲインは、損益計算書の「その他営業収益及び費用」に計上され、

キャピタル・ロスは、「その他営業費用」に計上される。予定償却及び評価減は、損益計算書の「有形資産及び無形資産

の減価償却/償却費及び評価減」に計上されている。

 

その他の有形資産

有形資産は取得原価から減価償却累計額及び評価減を控除した後の金額で計上される。これらの資産は、見積耐用年数

にわたり定額法で減価償却される。予定減価償却は土地及び投資会社の株式には適用されない。

取得後の支出は、当該資産のもたらす経済的便益が、当初の見積りよりも多くなる可能性が高い場合に限り、当該資産

の帳簿価額で資産計上される。

以下は主な見積耐用年数を示したものである。

建物　30－50年

機械及び設備　４－10年
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IT機器　３－５年

自動車　６年

その他の有形資産　５－10年

 

資産の残存価値及び耐用年数は、各貸借対照表日に見直され、経済的便益に関する以前の見積りが予想と異なる場合に

適宜調整される。

資産の予定減価償却及び評価減は、損益計算書の「有形及び無形資産の減価償却/償却及び評価減」に計上される。当

行が使用する不動産からの収益及びキャピタル・ゲインは損益計算書の「その他の営業収益及び費用」、キャピタル・ロ

スは損益計算書の「その他の営業費用」に計上される。

 

従業員給付

年金給付

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの従業員を対象とした法定年金は、OPバンク・グループ・年金ファンド及びOPバンク・

グループ・年金基金を通じて提供される補足的な年金への支払いを通じて管理されている。年金基金の新規従業員の加入

は1991年７月１日から閉鎖されている。年金制度から生じる費用は損益計算書の「人件費」に計上される。年金負債は全

額計上済みである。

 

長期インセンティブ制度

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは短期及び長期の経営陣に対するインセンティブ制度を有している。当該制度の対象と

なっている個人は、各業績期間において提供された役務に関連する報酬について、全額、現金又は現金とOPが発行した債

券の組み合わせによる報酬として、受け取ることができる。インセンティブ制度の上限金額は、インセンティブが付与さ

れる日に算定され、当該費用は、権利確定期間にわたり人件費及び繰延費用に計上される。

到達した目的に対応する報酬金額は、四半期ごとに見直される。以前の見積りの修正による影響額は人件費に計上さ

れ、これに対応する調整額は繰延費用に計上される。

 

従業員基金

ポヨラ・バンク・ピーエルシーはOPフィナンシャル・グループの従業員基金に所属しており、当該基金と事前に合意し

た基準により目標の達成に応じた賞与が支払われる。基金に振替えられた賞与は、損益計算書の「賃金及び給与」に計上

され、相手勘定は貸借対照表の「繰延費用」に計上される。

 

引当金

引当金は、ある債務が過去の事象に基づいており、当該債務を決済するために資源が流出する可能性が高いものの、決

済の時期及び決済に必要な金額に関する不確実性が存在する場合に、債務として損益計算書及び貸借対照表に計上され

る。債務の一部について、第三者から補償を受ける可能性がある場合には、補償の受取が実際に確実となった時点におい

てのみ当該補償を別個の資産として認識する。

 

銀行賦課金

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、一時的な銀行賦課金に関する法律（Laki väliaikaisesta pankkiverosta 法）の対

象となっており、当該法律に従って、リスク加重資産の0.125％にあたる銀行賦課金を毎年支払うこととなっている。当

該銀行賦課金は、当年度中にその他営業費用に認識される。

 

ハイブリッド資本
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ハイブリッド資本商品は個別の貸借対照表項目として「劣後負債」に含めて計上される。自己資本の測定において、こ

れらはTier１資本に含められ、その利息は、分配可能財産の範囲内に限定して支払われる。

 

利益処分

貸借対照表の利益処分に含まれる特別償却差額には、実際の減価償却と予定減価償却の累積差額が計上されている。任

意積立金には税法で認められる利益処分において積立られたものが含まれている。この積立金には、例えば事業法人税法

によりデポジット・バンクに認められる貸倒引当金がある。これによると、デポジット・バンクは課税年度に計上した貸

倒引当金のうち、課税年度末における債権合計の0.6％を上限として課税所得から控除することができる。

課税年度以前に計上された貸倒引当金の累積限度額は、課税年度末の債権合計額の最大５％とされている。

実際の減価償却及び予定減価償却並びに任意積立金の増加及び減少は、損益計算書の利益処分に計上される。また、損

益計算書及び貸借対照表への利益処分に対してはまた、繰延税金負債が計上される。任意積立金の金額及び変動は、ポヨ

ラのリスクを反映したものではない。

 

法人税等

損益計算書に計上されている法人税には、ポヨラ・バンク・ピーエルシーの課税所得に基づく当期税金及び過年度の法

人税並びに繰延税金費用又は収益が含まれている。

繰延税金負債は、資産及び負債に関して帳簿価額と税務上の価額との間に生じたすべての一時差異に対して認識され

る。繰延税金資産は、帳簿価額と税務上の価額との間に生じた減算可能な一時差異並びに税務上の欠損金に対して算定さ

れる。繰延税金資産は、減算可能な一時差異を使用するために使用可能な課税所得が将来発生する可能性が高い範囲での

み認識される。

当行は、繰延税金資産及び負債を相殺している。繰延税金資産及び負債は、貸借対照表日に有効となっている、あるい

は実質的に有効となっている税率に基づき、資産が実現される、又は負債が決済される期間に適用されることが予想され

る税率で測定される。繰延税金が貸借対照表項目から生じており、損益計算書に認識されない場合には、繰延税金の変動

は損益計算書ではなく、株主持分に認識される。

 

収益認識

利付資産及び負債の利息収益及び利息費用は発生主義で認識される。期日の到来した未決済債権の利息も収益として認

識されるが、受取利息債権に対して減損テストが行われる。債権の取得価額とその額面価額との差額は利息収益に配分さ

れ、負債に関する受入額と額面価額との差額は利息費用に配分される。

サービスに関するコミッション収益及び費用は、サービスの提供時に認識される。後日、返金義務の可能性のある１回

限りのコミッションに関しては、当期に関連する収益の部分のみについて認識される。

配当金は主に、株主総会で承認された場合に認識される。

 

相殺される損益計算書項目

損益計算書の収益及び費用項目は、これらを相殺する正当な理由のない限り、真実かつ公正な概観を示すために相殺せ

ずに別個に表示される。

 

オフバランスシートの契約債務

オフバランスシートの契約債務には、顧客のために第三者に提供した契約債務が含まれる。契約債務には、保証及び

様々な保証契約並びに、例えば補足的貸付契約、融資枠、スタンドバイ融資枠、及び引受契約といった顧客のための取消

不能契約がある。
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顧客のために第三者に提供した契約債務は、オフバランスシート契約債務として、貸借対照表上の保証金額に認識され

る。顧客のための取消不能契約は契約債務に基づいて支払われることになる最大額で認識される。

 

次へ
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損益計算書注記

グループが支配する事業体に関する注記

 

注記１　利息収益及び利息費用

 

百万ユーロ  2014年  2013年

利息収益     

金融機関に対する債権  68  65

一般顧客及び公共企業に対する債権  290  278

ノート及び債券  171  157

デリバティブ契約  1,362  1,239

トレーディング  1,463  1,329

ヘッジ会計  -102  -90

うち、キャッシュフロー・ヘッジ  12  13

その他  11  2

合計  1,903  1,740

うち、減損債権からの利息収入  1  2

     

利息費用     

金融機関に対する負債  59  68

一般顧客及び公共企業に対する負債  26  27

公募発行負債証券  254  187

トレーディング目的で保有するデリバティブ契約及びその他の負債  1,289  1,215

劣後負債  43  48

その他  9  1

合計  1,680  1,545

 

グループ会社及び関連会社から受け取った又は支払った利息収益及び利息費用

  2014年  2013年

百万ユーロ  子会社  関連会社  子会社  関連会社

利息収益  3  0  2  0

利息費用  2    2   
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注記２　純リース収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年

リース収益  293  285

予定減価償却  -262  -254

リース資産の処分によるキャピタル・ゲイン及び

キャピタル・ロス（純額）

 
2  2

手数料  1  1

その他の収益  0  1

その他の費用  -7  -6

合計  27  27

 

注記３　持分投資による収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年

売却可能  38  23

子会社  195  158

関連会社  3  3

合計  237  184

 

注記４　手数料

 

百万ユーロ  2014年  2013年

手数料収益     

貸付  52  45

預金  0  0

送金  36  31

アセットマネジメント  12  11

法務サービス  0  0

証券仲介  22  21

証券発行  10  7

保証  15  16

その他  4  2

合計  152  133

     

手数料費用     

支払サービス手数料  20  15

証券仲介および発行  8  8

株式に関する手数料の戻入れ  6  6

その他  12  15

合計  46  43
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注記５　有価証券及び為替トレーディングからの純収益

 

2014年度の有価証券及び為替トレーディングからの純収益

百万ユーロ

 

キャピタル・

ゲイン及び

キャピタル・

ロス

 

公正価値の

変動による

もの

 
その他の

収益
 合計

ノート及び債券  3  1  -  4

公正価値オプション  0  -1  -  -1

株式及び参加持分  0  0  -  0

その他  -1  21  -  20

デリバティブ契約  -  43  -20  22

トレーディング目的で保有する負債  0  0  -  0

有価証券トレーディングからの純収益合計  3  64  -20  47

         

為替トレーディングからの純収益        36

         

有価証券及び為替トレーディングからの純収益

合計
    83

 

2013年度の有価証券及び為替トレーディングからの純収益

百万ユーロ

 

キャピタル・

ゲイン及び

キャピタル・

ロス

 

公正価値の

変動による

もの

 
その他の

収益
 合計

ノート及び債券  2  -2  -  0

公正価値オプション  -  0  -  0

株式及び参加持分  0  0  -  0

その他  -4  -2  -  -6

デリバティブ契約  -  -2  83  82

トレーディング目的で保有する負債  0  0  -  0

有価証券トレーディングからの純収益合計  -2  -5  83  76

         

為替トレーディングからの純収益        26

         

有価証券及び為替トレーディングからの純収益

合計
    102
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注記６　売却可能金融資産による純収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年

ノート及び債券     

キャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス  11  14

事業年度における公正価値評価差額準備金からの振替  0  1

合計  11  14

株式及び参加持分     

キャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロス  1  0

減損損失  -1  0

事業年度における公正価値評価差額準備金からの振替  2  1

合計  2  1

売却可能金融資産による純収益合計  13  15

 

注記７　ヘッジ会計による純収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年

ヘッジ手段からの純収益  -185  -14

ヘッジ対象からの純収益  183  13

合計  -2  -1

 

注記８　投資不動産による純収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年

賃貸料及び配当収入  1  1

その他の収益  0  0

賃借費用  -1  -1

キャピタル・ロス  -1  -

その他の費用  0  0

合計  -1  0
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注記９　その他の営業収益

 

百万ユーロ  2014年  2013年

自社使用の不動産による賃貸料  0  0

自社使用の不動産によるキャピタル・ゲイン  0  0

中核銀行業務のサービスによる収益  8  8

その他  13  13

合計  21  21

 

注記10　有形資産及び無形資産の減価償却/償却及び評価減

 

百万ユーロ  2014年  2013年

予定償却  11  11

評価減  0  0

合計  11  11

 

注記11　その他の営業費用

 

百万ユーロ  2014年  2013年

賃借費用  7  6

自社が使用する不動産による費用  0  0

銀行課徴金  20  19

合併損失  -  1

その他  19  14

合計  46  40
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注記12　貸付金及びその他の契約並びにその他の金融資産における減損損失

 

2014年12月31日、百万ユーロ  

個別に評価さ

れる債権の減

損損失総額

 

集合的に評価

される債権の

減損損失総額

 減額  
損益計算書

への計上

貸付金及びその他の契約における減損損失         

金融機関に対する債権         

公共企業に対する債権  69  5  -49  38

保証及びその他のオフバランスシート

項目  
       

その他         

合計  69  5  -49  38

その他の金融資産における減損損失         

満期保有目的負債証券         

グループ企業の株式及び持分         

参加持分         

合計         

減損損失合計  69  5  -49  38

 

2013年12月31日、百万ユーロ  

個別に評価さ

れる債権の減

損損失総額

 

集合的に評価

される債権の

減損損失総額

 減額  
損益計算書

への計上

貸付金及びその他の契約における減損損失         

金融機関に対する債権         

公共企業に対する債権  80  2  -45  38

保証及びその他のオフバランスシート

項目  
       

その他         

合計  80  2  -45  38

その他の金融資産における減損損失         

満期保有目的負債証券         

グループ企業の株式及び持分         

参加持分         

合計         

減損損失合計  80  2  -45  38

 

注記13　法人税等

 

百万ユーロ  2014年  2013年

法人税  58  52

法人税等合計  58  52
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注記14　部門別の収益、営業損益並びに資産及び負債

 

2014年12月31日、

百万ユーロ
 

コーポレート

バンキング
 マーケッツ  

グループ・

トレジャリー
 バルト諸国  その他  合計

収益
*  

327  153  46  10  215  751

営業利益  195  77  30  -4  189  486

資産  15,056  6,845  23,165  791  1,418  47,274

負債  8,242  8,678  26,663  528  39  44,150

従業員数（名）  344  184  30  56  31  644

 

2013年12月31日、

百万ユーロ
 

コーポレート

バンキング
 マーケッツ  

グループ・

トレジャリー
 バルト諸国  その他  合計

収益
*  

289  139  71  7  172  677

営業利益  154  63  51  -4  153  417

資産  14,599  4,457  19,584  590  1,444  40,675

負債  7,087  4,383  25,852  338  131  37,790

従業員数（名）  352  182  33  60  5  631

*　収益には、損益計算書の次の項目が含まれている。利息収益、持分投資による収益、手数料、有価証券及び為替ト

レーディングからの純収益、売却可能資産による純収益、ヘッジ会計による純収益、投資不動産による純収益及びそ

の他の営業収益。
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貸借対照表注記

 

注記15　金融機関に対する債権

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

要求払     

預金  293  333

その他  189  287

合計  481  620

要求払以外     

預金  -  1

OPフィナンシャル・グループの金融機関  7,818  6,855

その他  1,766  2,201

合計  9,584  9,056

金融機関に対する債権合計  10,066  9,676

うち、劣後債権  42  42

 

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、中央銀行からの要求払債権のみを有している。
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注記16　一般顧客及び公共企業に対する債権

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

セクター別の一般顧客及び公共企業に対する債権     

ノンバンク企業及び住宅関連会社  10,620  10,876

金融機関及び保険会社  941  23

公共企業  230  168

個人顧客を取り扱う非営利法人  160  212

個人顧客  1,206  1,099

外国  1,257  1,036

集合的に減損評価された債権  -21  -17

合計  14,393  13,398

うち、劣後債権  30  35

     

貸借対照表項目には、利息収益が認識されていない6.3(6.3)百万ユーロの貸付金が含まれている。

     

貸付金の評価減     

期首時点の評価減  258  244

＋　 当事業年度において個別に評価された債権の評価減  35  53

＋/－当事業年度において集合的に評価された債権の評価減  5  2

－　 当事業年度において個別に評価された債権の評価減の戻入

れ

 
-18  -22

－　 当事業年度において実際に計上された減損損失     

　　　 うち、過年度に個別評価された債権の評価減  -28  -19

貸付金の評価減に係る為替レート差額  0  0

期末時点の評価減  251  258

 

35(27)百万ユーロの最終的な貸倒損失が、債権より認識された。

 

注記17　ファイナンス・リースに基づくリース資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

前払金  23  37

機械及び設備  793  811

不動産及び建物  262  245

その他の資産  74  59

合計  1,152  1,153
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注記18　ノート及び債券

 

2014年12月31日現在の中央銀行からの借換えに利用可能なノート及び債券並びにその他のノート及び債券

百万ユーロ  

中央銀行から

の借換えに利

用可能なノー

ト及び債券

 

その他の

ノート及び

債券

 合計  
うち、

劣後分

損益を通じて公正価値評価される

金融資産  
205  221  426  19

売却可能  7,302  479  7,782  -

満期保有目的  130  14  144  -

その他のポートフォリオにて保有  188  -  188  -

合計  7,825  714  8,539  19

 

2013年12月31日現在の中央銀行からの借換えに利用可能なノート及び債券並びにその他のノート及び債券

百万ユーロ  

中央銀行から

の借換えに利

用可能なノー

ト及び債券

 

その他の

ノート及び

債券

 合計  
うち、

劣後分

損益を通じて公正価値評価される

金融資産  
234  306  540  11

売却可能  6,725  375  7,100  -

満期保有目的  187  15  202  -

その他のポートフォリオにて保有  222  -  222  -

合計  7,368  695  8,064  11

 

2014年12月31日現在の上場ノート及び債券並びにその他のノート及び債券

 

百万ユーロ  上場  その他  合計

損益を通じて公正価値評価される金融資産  369  56  426

売却可能  7,700  82  7,782

満期保有目的  144  -  144

その他のポートフォリオにて保有  -  188  188

合計  8,213  326  8,539

 

2013年12月31日現在の上場ノート及び債券並びにその他のノート及び債券

 

百万ユーロ  上場  その他  合計

損益を通じて公正価値評価される金融資産  493  47  540

売却可能  7,047  53  7,100

満期保有目的  202  -  202

その他のポートフォリオにて保有  -  222  222

合計  7,743  321  8,064

 

損益を通じて公正価値評価される金融資産のカテゴリーには、取引開始時に損益を通じて公正価値評価される金融資産

として指定したものが０(9.4)百万ユーロ含まれており、そのすべてが上場されている。

 

種類別のノート及び債券、百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

損益を通じて公正価値評価される金融資産     

財務省短期証券  -  -

地方債  29  4

コマーシャル・ペーパー  -  -

譲渡性預金  -  -
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転換社債  -  7

その他の債券  396  529

合計  426  540

売却可能     

転換社債  1  1

その他の債券  7,781  7,099

合計  7,782  7,100

満期保有目的     

その他の債券  144  202

合計  144  202

その他のポートフォリオにて保有     

その他の債券  188  222

合計  188  222

 

2014年12月31日までのポヨラ・バンク・ピーエルシーのノート及び債券の未収利息は、すべて会計上認識されている。
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注記19　ノート及び債券の区分変更

 

下表は区分変更されたノート及び債券の帳簿価格及び公正価値を表示している。

2014年12月31日、百万ユーロ  
帳簿価格  公正価値  実効金利  

信用リスクか

ら生じた減損

貸付金及びその他の債権  219  233  5.5  0

満期保有目的の投資  59  56  4.3  0

売却可能金融資産  45  45  4.2  0

合計  324  335    0

 

2013年12月31日、百万ユーロ  
帳簿価格  公正価値  実効金利  

信用リスクか

ら生じた減損

貸付金及びその他の債権  285  292  5.3  0

満期保有目的の投資  99  89  4.2  0

売却可能金融資産
*

 42  42  4.2  0

合計  426  423    0

 

ノート及び債券が区分変更されずに公正価値を用いて測定された場合の価値の変動は以下のとおりである。

  2014年第1四半期から第4四半期  2013年第1四半期から第4四半期

百万ユーロ  
損益計算書  

公正価値評価

差額準備金
 損益計算書  

公正価値評価

差額準備金

バンキング部門  2    -1   

グループ業務部門  12  -1  29  -3

合計  13  -1  28  -3

 

貸付金及び債権並びに満期保有投資は、2008年に区分変更された。売却可能金融資産は、2012年に区分変更された。

*
　満期保有投資のうち、ポヨラは現地の法律改訂の可能性に鑑み、2012年第３四半期にアイルランドの住宅ローン担

保証券を帳簿価額36百万ユーロで売却した。ポヨラは、満期保有投資に含まれていたアイルランドの住宅ローン担保証券

38百万ユーロを売却可能金融資産へ区分変更した。

１月から12月までに区分変更されたノート及び債券の未収利息合計は、８（９）百万ユーロであった。損益計算書に認

識された額面価格と取得価格の差額は合計で２（３）百万ユーロであった。債券及びノートに関して認識されたキャピタ

ル・ロスは、合計１（２）百万ユーロで、減損損失は、０（０）百万ユーロであった。ポヨラは金利リスクをヘッジする

ためにデリバティブを用いており、2008年10月１日よりヘッジ会計を適用している。ヘッジ手段であるデリバティブ契約

に関して認識された正の時価評価額は３（６）百万ユーロであった。
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注記20　株式及び参加持分

 

2014年12月31日、百万ユーロ  上場  その他  合計

株式及び参加持分       

売却可能  1  93  94

子会社株式    1,250  1,250

合計  1  1,343  1,344

 

2013年12月31日、百万ユーロ  上場  その他  合計

株式及び参加持分       

売却可能  1  109  110

子会社株式    1,249  1,249

合計  1  1,358  1,360

 

上場以外の株式及び参加持分のうち3.9(19)百万ユーロは、公正価値で測定され、残りの部分は取得原価で測定されて

いる。

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

セクター別の株式及び参加持分     

ノンバンク企業及び住宅関連会社  9  20

金融機関及び保険会社  1,286  1,293

外国企業  49  50

合計  1,344  1,363
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注記21　デリバティブ契約

 

2014 年におけるヘッジ目的のデリバティブ契約-公正価値ヘッジ

  額面価額/満期までの残存期間    公正価値

百万ユーロ
 １年未満  

１年以上

５年以内
 ５年超  合計  正  負

金利デリバティブ  1,597  10,671  5,754  18,022  473  564

金利スワップ  1,597  10,671  5,754  18,022  473  564

通貨デリバティブ  1,044  942  410  2,396  75  97

金利及び為替スワップ  1,044  942  410  2,396  75  97

 

2014年におけるヘッジ目的のデリバティブ契約-キャッシュフロー・ヘッジ

  額面価額/満期までの残存期間    公正価値

百万ユーロ
 １年未満  

１年以上

５年以内
 ５年超  合計  正  負

金利デリバティブ  200  700  -  900  26  -

金利スワップ  200  700  -  900  26  -
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2014年におけるトレーディング目的で保有されるデリバティブ契約

  額面価額/満期までの残存期間    公正価値

百万ユーロ
 １年未満  

１年以上

５年以内
 ５年超  合計  正  負

金利デリバティブ  57,730  95,736  49,758  203,224  4,732  4,640

先物及び先渡  10,196  4,602  -  14,798  2  12

オプション  22,916  19,455  10,430  52,801  606  480

コール  12,808  9,584  4,948  27,340  599  11

プット  10,108  9,871  5,482  25,461  7  469

金利スワップ  24,618  71,239  39,287  135,144  4,103  4,144

その他のスワップ契約  -  441  41  481  20  4

通貨デリバティブ  15,274  8,086  5,229  28,589  962  878

先物及び先渡  13,576  307  65  13,948  277  168

オプション  1,337  51  0  1,388  15  13

コール  685  25  -  710  15  -

プット  653  26  -  678  -  13

金利及び為替スワップ  360  7,728  5,164  13,252  669  697

株式デリバティブ  266  285  0  551  37  1

先物及び先渡  -  -  -  -  -  -

オプション  266  285  0  551  37  1

コール  266  281  -  547  37  0

プット  -  4  -  4  -  1

その他のデリバティブ  242  507  117  866  66  68

先物及び先渡  109  70  0  179  4  36

オプション  53  11  0  64  2  2

コール  26  11  -  37  2  -

プット  26  -  -  26  -  2

その他のスワップ契約  70  353  15  439  47  25

クレジット・デリバティブ  9  73  102  184  12  5

 

上表の残存期間の各区分には、金利デリバティブ契約については想定元本、通貨デリバティブ契約については購入通貨

の貸借対照表日におけるユーロ建の価格、及び株式デリバティブ契約については貸借対照表日の株式の予想価格が計上さ

れている。上表は総額で表示されている。時価に含まれる利息部分は繰延収益及び繰延費用に表示されている。
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2014年における契約上の与信相当額

  ヘッジ目的で保有  

トレーディン

グ目的で保有百万ユーロ

 公正価値

ヘッジ  

キャッシュ

フロー・

ヘッジ

 

金利デリバティブ  612  29  5,908

先物及び先渡契約  -  -  -

オプション  -  -  812

コール  -  -  752

プット  -  -  60

金利スワップ  612  29  5,037

その他のスワップ契約  -  -  58

通貨デリバティブ  163  -  1,904

先物及び先渡  -  -  433

オプション  -  -  23

コール  -  -  23

プット  -  -  -

金利及び為替スワップ  163  -  1,447

株式デリバティブ  -  -  76

先物及び先渡  -  -  -

オプション  -  -  76

コール  -  -  76

プット  -  -  -

その他のデリバティブ  -  -  113

先物及び先渡  -  -  0

オプション  -  -  6

コール  -  -  6

プット  -  -  -

その他のスワップ契約  -  -  94

クレジット・デリバティブ  -  -  12
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2013年におけるヘッジ目的のデリバティブ契約-公正価値ヘッジ

  額面価額/満期までの残存期間    公正価値

百万ユーロ
 １年未満  

１年以上

５年以内
 ５年超  合計  正  負

金利デリバティブ  2,248  11,378  5,060  18,686  335  242

金利スワップ  2,248  11,378  5,060  18,686  335  242

通貨デリバティブ  1,628  803  137  2,567  46  83

金利及び為替スワップ  1,628  803  137  2,567  46  83

 

2013年におけるヘッジ目的のデリバティブ契約-キャッシュフロー・ヘッジ

  額面価額/満期までの残存期間    公正価値

百万ユーロ
 １年未満  

１年以上

５年以内
 ５年超  合計  正  負

金利デリバティブ  200  800  -  1,000  21  1

金利スワップ  200  800  -  1,000  21  1
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2013年におけるトレーディング目的で保有されるデリバティブ契約

  額面価額/満期までの残存期間    公正価値

百万ユーロ
 １年未満  

１年以上

５年以内
 ５年超  合計  正  負

金利デリバティブ  41,842  104,754  38,194  184,790  2,657  2,600

先物及び先渡  3,680  6,624  -  10,304  3  3

オプション  18,669  28,742  7,979  55,390  412  295

コール  8,828  14,312  3,786  26,926  411  5

プット  9,842  14,430  4,192  28,464  1  289

金利スワップ  19,446  69,110  30,082  118,638  2,231  2,291

その他のスワップ契約  46  278  134  458  10  12

通貨デリバティブ  14,684  1,719  1,387  17,791  296  329

先物及び先渡  13,686  338  84  14,108  132  144

オプション  654  28  -  682  4  8

コール  345  19  -  365  4  -

プット  309  8  -  318  0  8

金利及び為替スワップ  344  1,353  1,303  3,001  160  177

株式デリバティブ  194  582  -  776  77  -

先物及び先渡  -  -  -  -  -  -

オプション  194  582  -  776  77  -

コール  194  582  -  776  77  -

プット  -  -  -    -  -

その他のデリバティブ  348  473  54  874  67  53

先物及び先渡  109  118  6  233  9  34

オプション  53  11  -  64  0  0

コール  27  11  -  38  0  -

プット  27  -  -  27  -  0

その他のスワップ契約  181  245  32  459  46  18

クレジット・デリバティブ  4  99  15  118  13  0

 

上表の残存期間の各区分には、金利デリバティブ契約については想定元本、通貨デリバティブ契約については購入通貨

の貸借対照表日におけるユーロ建の価格、及び株式デリバティブ契約については貸借対照表日の株式の予想価格が計上さ

れている。上表は総額で表示されている。時価に含まれる利息部分は繰延収益及び繰延費用に表示されている。
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2013年における契約上の与信相当額

 
 ヘッジ目的で保有  

トレーディン

グ目的で保有

百万ユーロ

 公正価値

ヘッジ  

キャッシュ

フロー・

ヘッジ

  

金利デリバティブ  453  25  3,668

先物及び先渡契約  -  -  0

オプション  -  -  595

コール  -  -  560

プット  -  -  35

金利スワップ  453  25  3,025

その他のスワップ契約  -  -  49

通貨デリバティブ  113  -  630

先物及び先渡  -  -  292

オプション  -  -  9

コール  -  -  9

プット  -  -  0

金利及び為替スワップ  113  -  329

株式デリバティブ  -  -  135

先物及び先渡  -  -  -

オプション  -  -   

コール  -  -  135

プット  -  -  -

その他のデリバティブ  -  -  115

先物及び先渡  -  -  1

オプション  -  -  4

コール  -  -  4

プット  -  -  -

その他のスワップ契約  -  -  96

クレジット・デリバティブ  -  -  13

 

2011年において、ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、デリバティブ取引に相殺を適用している。ただし、本注記におい

てデリバティブ契約は総額で表示されている。相殺により減額されるポヨラ・バンク・ピーエルシーのクレジット・デリ

バティブ契約は6,233(3,381)百万ユーロである。
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注記22　無形資産及び有形資産並びに事業年度における変動

 

無形資産

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

のれん  0  2

IT費用  35  39

その他の長期費用  15  9

合計  51  49

 

有形資産

    投資不動産

2014年12月31日、百万ユーロ  自社使用  帳簿価格  公正価値

保有不動産       

土地及び水域  0  0  0

建物  0     

不動産会社の株式及び持分  3  9  32

合計  3  9  32

       

その他の有形資産    3   

 

    投資不動産

2013年12月31日、百万ユーロ  自社使用  帳簿価格  公正価値

保有不動産       

土地及び水域  0  0  0

建物  0     

不動産会社の株式及び持分  3  10  33

合計  3  10  33

       

その他の有形資産    3   

 

事業年度中の無形資産及び有形資産の変動

百万ユーロ
 のれん  

その他の無

形資産
 

投資

不動産
 

自社使用

の不動産
 

その他の

有形資産

2014年１月１日取得価格  12  109  14  4  50

＋　 事業年度中の増加    12  0  0  0

－　 事業年度中の減少      -2  0  0

＋/－項目間の振替          0

－　 予定減価償却/償却  -2  -9    0  0

＋/－減損損失及び戻入        0   

           

＋　 減価償却/償却累計額並びに１月１日

の調整及び振替における評価減  

 

 0

－　 １月１日減価償却/償却累計額  -10  -62  0  -1  -47

－　 １月１日減損累計額      -3  0   

2014年12月31日帳簿価格  0  51  9  3  3

 

注記23　その他の資産

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

有価証券から生じた未収金  29  70

振替債権  7  35
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デリバティブ契約  597  125

デリバティブ契約に関連する未収証拠金  104  54

未収金  136  92

排出枠  75  18

その他  931  453

合計  1,879  847

その他資産の中のその他の項目には862（408）百万ユーロのCSA未収担保が含まれている。
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注記24　繰延収益及び前払金

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

金利     

未収利息  645  714

前払利息  4  6

合計  649  720

     

その他     

その他の前払金  0  1

その他の繰延収益  11  1

合計  11  2

繰延収益及び前払金合計  659  722

 

注記25　繰延税金資産及び負債

 

2014年12月31日、百万ユーロ  繰延税金資産  繰延税金負債  純額

計上期間の相違によるもの  23  0  23

その他の一時差異  0  16  -15

合計  24  16  8

 

2013年12月31日、百万ユーロ  繰延税金資産  繰延税金負債  純額

計上期間の相違によるもの  41  24  17

その他の一時差異  0  9  -9

合計  41  33  8

 

繰延税金資産には合計0.00(-)百万ユーロの税務上確定した欠損金に対する繰延税金資産が含まれている。

 

その他の一時差異から発生した繰延税金資産及び負債は、資本の公正価値評価差額準備金に認識された売却可能金融資

産及びキャッシュフロー・ヘッジとして指定されたデリバティブの再評価に基づく繰延税金資産及び負債で構成されてい

る。

 

2014年12月31日における再評価

貸借対照表に再評価は含まれていない(-)。

 

利益処分

2014年12月31日、百万ユーロ
 

貸借対照表

計上額  繰延税金負債  純額

特別償却差額  141  28  113

任意積立金  891  178  713

合計  1,032  206  826

2013年12月31日、百万ユーロ
 

貸借対照表

計上額  繰延税金負債  純額

特別償却差額  138  28  110

任意積立金  891  178  713

合計  1,029  206  823
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特別償却差額及び任意積立金は税効果考慮前の金額で貸借対照表に計上されている。

 

注記26　公募発行負債証券

 

  帳簿価格  額面  帳簿価格  額面

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

譲渡性預金  828  828  1,775  1,776

債券  10,954  10,953  9,486  9,430

その他  6,198  6,204  4,994  4,997

合計  17,980  17,985  16,255  16,203

 

注記27　その他の負債

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

送金による未払金  819  869

有価証券に係る未払金  29  15

デリバティブ契約に関連する未払証拠金  0  0

その他  1,468  567

合計  2,317  1,452

 

その他には株式及びデリバティブ負債675(183)百万ユーロ、並びにCSA担保債務722(359)百万ユーロが含まれている。

 

注記28　引当金

 

百万ユーロ  再編  合計

2014年１月１日  0  0

引当金の減少  0  0

2014年12月31日  0  0

 

百万ユーロ  再編  合計

2013年１月１日  2  2

引当金の増加  2  2

2013年12月31日  0  0

 

再編引当金は、人員削減によって生じた費用に係るものである。当該引当金は、主に2013年に実現した。

 

次へ
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注記29　繰延費用及び前受金

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

金利     

未払利息  672  717

前受利息  0  0

合計  672  717

     

その他     

その他の前受金  1  1

有給休暇負債  8  8

税金負債  19  10

その他の繰延費用  28  26

合計  55  45

繰延費用及び前受金合計  727  762
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注記30　劣後負債

 

百万ユーロ  帳簿価格  額面価額

劣後ローン  265  269

その他     

　永久ローン  -  -

無担保ローン  683  683

合計  948  952

 

永久ローン及び無担保ローン

1．100百万スイスフラン（83百万ユーロ相当）の無担保ローンは10年物の一括返済型ローンであり、2021年７月14日に満

期を迎える。ローンには年利3.375％の固定金利が付されている。

2．100百万ユーロの無担保ローンは10年物の一括返済型ローンであり、2021年９月14日に満期を迎える。ローンには年利

5.25％の固定金利が付されている。

3．500百万ユーロの無担保ローンは10年物の一括返済型ローンであり、2022年８月22日に満期を迎える。当該ローンの条

件では、元本を当行のTier ２資本の一部として算定できない場合、発行者は早期償還の機会を得ることになってい

る。ローンには年利5.75％の固定金利が付されている。

 

ローンは国際資本市場において発行された。

 

ハイブリッド債／劣後ローン

Tier１に含まれるハイブリッド債

1)10十億円の劣後ローン（68.9百万ユーロ相当）

このローンは2034年６月18日までは4.23％の固定金利、その後は６ヶ月円Libor＋1.58％（ステップアップ）の変動金

利が付された永久ローン（満期の定めのないローン）である。金利は毎年６月18日及び12月18日に支払われる。所定の利

息計算期間に対する利息が支払不能である場合には、当該期間の利払いの義務が消滅する。このローンは、最短で2014年

に償還可能であるが、2014年以降は毎年６月18日又は12月18日の利払日において償還可能である。ローンの元本は、全額

を一括で返済しなければならない。

 

2)50百万ユーロの劣後ローン

このローンはステップアップ金利のない永久ローンであるが、８％の金利の上限が設定されている。このローンは2005

年３月31日に発行されたものであるが、初年度の金利は6.5％、その後は10年CMS＋0.1％である。利払いは年次で４月11

日に行われる。所定の利息計算期間に対する利息が支払不能である場合には、当該期間の利払いの義務が消滅する。この

ローンは、金融監督庁による承認を条件として最短で2010年４月11日に償還可能である。このローンの元本は、全額を一

括で返済しなければならない。

 

3)60百万ユーロのハイブリッド債

この永久債券には３ヶ月Euribor＋0.65％に基づく変動金利が付されており、２月28日、５月30日、８月30日及び11月

30日の四半期ごとに利払の期限が到来する。所定の利息計算期間に対する利息が支払不能である場合には、当該期間の利

払い義務が消滅する。このローンは、金融監督庁による承認を条件として最短で2015年11月30日に償還可能である。その

後は利払日において償還可能である。2015年以後、当該ローンは３ヶ月Euribor＋1.65％（ステップアップ）に基づく変

動金利が付されている。このローンの元本は、全額を一括で返済しなければならない。
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4)40百万ユーロの劣後ローン

この永久ローンは３ヶ月Euribor＋1.25％に基づく変動金利が付されており、２月28日、５月30日、８月30日及び11月

30日の四半期ごとに利払日が到来する。所定の利息計算期間に対する利息が支払不能である場合には、当該期間の利払い

義務が消滅する。このローンは、金融監督庁の承認を条件として、2010年10月30日の利払日の期限に償還可能である。こ

のローンの元本は、全額を一括で返済しなければならない。

 

5）50百万ユーロのハイブリッド債

2008年６月17日に発行された50百万ユーロの永久債券は、３ヶ月Euribor＋3.05％に基づく変動金利が付されており、

３月17日、６月17日、９月17日及び12月17日の四半期ごとに利払日が到来する。所定の利息計算期間に対する利息が支払

不能である場合には、当該期間の利払い義務が消滅する。この債券は、金融監督庁の承認を条件として、最短で2013年６

月17日に償還可能であり、その後は利払日において償還可能である。このローンの元本は、全額を一括で返済しなければ

ならない。

 

上記のローン１及びローン３はハイブリッド証券に含まれる。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、元本、利息およびその他の条件に関して、ローン契約の条件に違反していない。財

務書類には、ローン価格の差額に関して認識された０（０）百万ユーロが含まれている。

名目金額と帳簿価額の差額は、金利リスクの測定に関連した公正価値ヘッジによるものである。
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注記31　株主持分

 

百万ユーロ

 

2014年

１月１日

株主持分

 増加  減少  
項目間の

振替
 

2014年

12月31日

株主持分

株主持分合計  1,855  0  0  0  2,092

株式資本  428  0  0  0  428

資本準備金  524  0  0  0  524

その他の制限付準備金  200  0  0  0  225

リザーブ・ファンド  164  0  0  0  164

公正価値評価差額準備金  36  25  0  0  61

公正価値測定  24  20  20  0  44

キャッシュフロー・ヘッジ  12  5  5  0  17

非制限準備金  331  0  0  0  331

非制限持分に対する準備金  308  0  0  0  308

その他の準備金  23  0  0  0  23

利益剰余金（調整後）  372  0  213  0  159

当年度損益  0  425  0  0  425

 

公正価値評価差額準備金の変動

百万ユーロ

 

期首

2014年

１月１日

 増加  減少  
損益への

振替
 

期末

2014年

12月31日

ノート及び債券  8  40  8  0  40

繰延税金  -2  0  8  0  -10

株式及び参加持分  16  3  13  -2  4

繰延税金  -4  3  0  0  -1

その他  12  6  1  0  17

キャッシュフロー・ヘッジ  15  6  0  0  21

繰延税金  -3  0  1  0  -4

合計  36  49  22  -2  67
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百万ユーロ

 

2013年

１月１日

株主持分

 増加  減少  
項目間の

振替
 

2013年

12月31日

株主持分

株主持分合計  1,720        1,855

株式資本  428        428

資本準備金  524        524

その他の制限付準備金  197        200

リザーブ・ファンド  164        164

公正価値評価差額準備金  34  13  11    36

公正価値測定  11  13      24

キャッシュフロー・ヘッジ  23    11    12

非制限準備金  331        331

非制限持分に対する準備金  308        308

その他の準備金  23        23

利益剰余金（調整後）  239    146    93

当年度損益    279      279

 

公正価値評価差額準備金の変動

百万ユーロ

 

期首

2013年

１月１日

 増加  減少  
損益への

振替
 

期末

2013年

12月31日

ノート及び債券  -15  29  6  -1  8

繰延税金  5    7    -2

株式及び参加持分  26  4  13  -1  16

繰延税金  -8  4      -4

その他  23  4  15    12

キャッシュフロー・ヘッジ  31    15    15

繰延税金  -7  4  0    -3

合計  34  38  34  -1  36
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注記32　制限付持分及び非制限持分並びに分配可能積立金

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

株主持分     

制限付持分  1,177  1,152

非制限持分  915  704

株主持分合計  2,092  1,855

     

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

分配可能積立金     

累積損益  584  372

分配可能積立金合計  584  372
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注記33a　満期までの残存期間別金融資産及び金融負債

 

2014年12月31日

百万ユーロ

 
３ヶ月

未満
 

３ヶ月以上

12ヶ月

以内

 
１年超

５年以内
 

５年超

10年以内
 10年超

中央銀行からの借換えに利用可能な

ノート及び債券  
253  476  3,027  4,045  24

金融機関に対する債権  5,178  788  3,542  528  30

一般顧客及び公共企業に対する債権  2,847  1,674  7,262  1,256  1,353

ノート及び債券  22  94  489  107  1

資産合計  8,300  3,031  14,321  5,937  1,409

           

金融機関及び中央銀行に対する負債  2,637  592  1,781  227  5

一般顧客及び公共企業に対する負債  10,384  784  205  232  62

公募発行負債証券  5,206  4,383  6,841  1,376  175

劣後負債  -  150  115  683  -

負債合計  18,226  5,909  8,941  2,519  242

 

2013年12月31日

百万ユーロ

 
３ヶ月

未満
 

３ヶ月以上

12ヶ月

以内

 
１年超

５年以内
 

５年超

10年以内
 10年超

中央銀行からの借換えに利用可能な

ノート及び債券  
170  392  3,672  3,110  25

金融機関に対する債権  5,380  664  3,109  499  24

一般顧客及び公共企業に対する債権  2,403  1,498  6,932  1,260  1,304

ノート及び債券  45  58  447  142  2

資産合計  7,999  2,613  14,160  5,011  1,355

           

金融機関及び中央銀行に対する負債  2,148  537  1,692  406  6

一般顧客及び公共企業に対する負債  9,215  372  209  258  289

公募発行負債証券  5,742  3,933  6,110  420  50

劣後負債  40  119  94  681  -

負債合計  17,145  4,962  8,104  1,765  345

 

定期預金以外の預金は３ヶ月未満の満期区分に含まれている。
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注記33b　資産及び負債の分類

 

2014年12月31日

百万ユーロ

 
貸付金及び

債権
 

満期保有

目的
 

損益を通

じて公正

価値評価
*

 売却可能  

ヘッジ

手段デリ

バティブ

 
帳簿価額

合計

中央銀行預け金  3,774          3,774

金融機関及び中央銀行

に対する債権  10,254
 

        10,254

デリバティブ契約      5,086    309  5,395

顧客に対する債権  14,939          14,939

ノート及び債券
＊＊

   144  426  7,782    8,351

株式及び参加持分        1,312    1,312

その他の債権  2,643    605      3,248

資産合計  31,610  144  6,117  9,094  309  47,274

 

2014年12月31日

百万ユーロ

 

損益を通じ

て公正価値

評価

 
その他

負債
 

ヘッジ

手段デリバ

ティブ

 
帳簿価額

合計

金融機関に対する負債    5,241    5,241

トレーディング目的で保有する金融負債（デリ

バティブを除く）  
4      4

デリバティブ契約  4,890    373  5,264

顧客に対する負債    11,668    11,668

公募発行負債証券    17,980    17,980

劣後負債    948    948

その他の負債    4,076    4,076

負債合計  4,895  39,914  373  45,182
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2013年12月31日

百万ユーロ

 
貸付金及び

債権
 

満期保有

目的
 

損益を通

じて公正

価値評価
*

 売却可能  

ヘッジ

手段デリ

バティブ

 
帳簿価額

合計

中央銀行預け金  2,046          2,046

金融機関及び中央銀行

に対する債権  9,898
 

        9,898

デリバティブ契約      3,059    273  3,332

顧客に対する債権  13,860          13,860

ノート及び債券
＊＊

   202  540  7,100    7,842

株式及び参加持分        1,331    1,331

その他の債権  2,230    135      2,365

資産合計  28,034  202  3,734  8,431  273  40,675

 

2013年12月31日

百万ユーロ

 

損益を通じ

て公正価値

評価

 
その他

負債
 

ヘッジ

手段デリバ

ティブ

 
帳簿価額

合計

金融機関に対する負債    4,789    4,789

トレーディング目的で保有する金融負債（デリ

バティブを除く）  
4      4

デリバティブ契約  3,018    234  3,252

顧客に対する負債    10,343    10,343

公募発行負債証券    16,255    16,255

劣後負債    934    934

その他の負債    3,243    3,243

負債合計  3,022  35,564  234  38,820

* 損益を通じて公正価値評価される金融資産には、トレーディング目的で保有する金融資産、取引開始時に損益を通じ

て公正価値評価される金融資産及び投資不動産が含まれている。

** 2013年12月31日において、ノート及び債券には公正価値オプションを使用して認識された９（９）百万ユーロのノー

ト及び債券が含まれている。

 

公募発行負債証券は償却原価で計上されている。2014年12月31日において、これら負債商品の公正価値は、市場で入手

可能な情報及び一般に使用されている評価手法を用いた情報に基づくと、帳簿価格を232 (147)百万ユーロ上回ってい

た。劣後負債は償却原価で計上されている。劣後負債の公正価値は帳簿価格を上回っていたが、信頼性のある公正価値の

決定には不確実性を伴う。
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注記33c　評価技法別にグループ化された公正価値で測定される金融商品

 

貸借対照表上に公正価値で測定された

金融資産

2014年12月31日、百万ユーロ

 

レベル１  レベル２  レベル３  合計

資産         

　損益を通じて公正価値で計上  183  243    426

　デリバティブ契約  7  5,186  202  5,395

　売却可能  5,899  3,180  15  9,094

資産合計  6,088  8,609  218  14,915

         

負債         

　損益を通じて公正価値で計上         

　デリバティブ契約  57  5,078  130  5,264

負債合計  57  5,078  130  5,264

 

貸借対照表上に公正価値で測定された

金融資産

2013年12月31日、百万ユーロ

 

レベル１  レベル２  レベル３  合計

資産         

　損益を通じて公正価値で計上  152  388    540

　デリバティブ契約  10  3,110  212  3,332

　売却可能  5,632  2,787  12  8,431

資産合計  5,794  6,285  224  12,303

         

負債         

　損益を通じて公正価値で計上    4    4

　デリバティブ契約  35  3,086  131  3,252

負債合計  35  3,090  131  3,256

 

レベル１：活発な市場における市場価格

このレベルには、主要な証券取引所に上場している株式、市場価格のある社債、政府及び信用格付が最低A-以上の金融

機関が発行している債券並びに証券取引所で取引されているデリバティブが含まれる。これらの商品の公正価値は、市場

価格に基づき決定されている。

 

レベル２：観察可能な入力データを使用する評価技法

観察可能なインプット・パラメータに基づく評価技法。このレベルに含まれる商品の公正価値は、金融商品の構成要素

又は類似した金融商品の市場価値より導き出された価値、あるいは、公正価値測定において重要なインプットが観察可能

な市場データに基づいている場合、一般に使用されている評価モデル及び評価技法を用いて算定され得る価値を意味して

いる。ポヨラ・グループの当該公正価値ヒエラルキー・レベルには、店頭デリバティブ、短期国債/中期国債、法人及び

金融機関が発行した負債商品、レポ取引、並びに貸付有価証券又は借入有価証券が含まれる。

 

レベル３：観察不能な入力データを使用する評価技法

特別な不確実性を含んだインプット・パラメータに基づく評価技法。当該レベルに含まれる金融商品の公正価値の測定

には、観察可能な市場データに基づかないインプット（観察不能なインプット）が含まれる。当該レベルには、最も複雑

な店頭デリバティブ、特定のプライベート・エクイティ投資及び流動性の低い債券、仕組債（証券化された債券及び仕組
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負債証券を含む）並びにヘッジ・ファンドが含まれる。多くの場合、レベル３の公正価値は第三者からの価格情報に基づ

いている。

 

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

当年度中におけるレベル３からの純収益     

実現純収益  -2  -14

未実現純収益  -11  46

純収益合計  -13  33
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注記34　ユーロ建て及び外貨建ての資産及び負債

 

      うち

2014年12月31日、百万ユーロ  ユーロ  外貨  子会社  関連会社

金融機関に対する債権  9,687  378  -  -

一般顧客及び公共企業に対する債権  13,633  760  272  -

ノート及び債券  8,539  1  -  -

デリバティブ契約  4,784  612  15  -

その他の資産  8,376  505  1,392  32

資産合計  45,019  2,256  1,680  32

         

金融機関及び中央銀行に対する負債  4,740  502  -  -

一般顧客及び公共企業に対する負債  10,616  1,051  226  -

公募発行負債証券  11,628  6,352  46  -

デリバティブ契約及びトレーディン

グ目的で保有する負債  
4,701  567  14  -

劣後負債  796  152  -  -

その他の負債  2,907  137  2  -

負債合計  35,389  8,761  289  -

 

      うち

2013年12月31日、百万ユーロ  ユーロ  外貨  子会社  関連会社

金融機関に対する債権  9,264  412  -  -

一般顧客及び公共企業に対する債権  12,586  811  232  -

ノート及び債券  8,050  14  -  -

デリバティブ契約  2,988  345  13  -

その他の資産  6,149  57  1,351  32

資産合計  39,036  1,639  1,597  32

         

金融機関及び中央銀行に対する負債  4,371  418  -  -

一般顧客及び公共企業に対する負債  9,426  917  156  -

公募発行負債証券  11,301  4,953  62  -

デリバティブ契約及びトレーディン

グ目的で保有する負債  
2,942  314  15  -

劣後負債  784  151  -  -

その他の負債  2,152  62  2  -

負債合計  30,975  6,816  236  -
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その他の注記

注記35　変動報酬

 

従業員基金

2004年10月26日において、ポヨラ・バンク・ピーエルシーはOP従業員基金に加入した。

2014年のOP従業員基金への利益を基準とした賞与の支払いは、OPフィナンシャル・グループの税引前利益及びOPフィナ

ンシャル・グループの普通普通株式Tier １(CET1)の目標達成状況（両方とも加重割合を30％、ロイヤル・カスタマー数

の変動の加重割合を40％とした）に基づいていた。2014年に基金に振替えられた利益に基づく賞与は、基金の加入者が稼

得した給与と賃金を合算した金額の約4.2％（4.6％）であった。2014年に計上された賞与は合計1.0（2.1）百万ユーロで

あった。

 

報酬制度

OPフィナンシャル・グループの報酬制度は短期の当行特有の報酬制度及び長期のグループ全体の報酬制度より構成され

る。すべての制度に対して最大報酬額の上限が設定されている。

短期制度における業績期間は１年であり賞与は主に現金で支給される。この短期制度は、全従業員をカバーしている。

執行委員会によって個別に任命された役員及び主要な従業員は、経営陣に対する長期インセンティブ制度に含まれてい

る。

OP協同組合の監査委員会は、各業績期間毎に個別に設定した制度及び目標に対するOPのグループ・レベルの業績基準を

決定することとなる。

長期制度の業績期間は、３年間の連続した期間である。報酬金額は、業績期間終了時にどの程度まで目標が達成されて

いるかによって変わる。

2011年から2013年までの最初の業績期間の賞与は、繰延期間を経て、2015年から2017年までの各年の６月末に３回の均

等払いで支払われる。

OP協同組合によるポヨラ株式の株式公開買付により、報酬制度の条件に基づいて、賞与は全額、現金で支払われる。

報酬制度に基づいて支払われる2014年から2016年までの業績期間の賞与は、OPが発行した社債で支払われる。稼得した

ユーロ建ての賞与は、その制度の結果が明らかになってから、社債数に換算される。関連する税金及び印紙税に相当する

金額が賞与から控除される。賞与は、2018年から2020年までの期間に３回の均等払いで支払われる。

 

変動報酬の繰延及び支給

変動報酬の支給は金融機関法第610/2014号で規定されている。職務権限に基づき、会社に重要なリスクを生じさせる可

能性のある者（リスク・プロファイルに影響を及ぼす者）に対しては、会社は変動報酬の支払いを特定の条件に基づい

て、変動報酬の支給を３年間繰り延べる。

その会社のリスク・プロファイルに影響を及ぼす者の12ヶ月の業績期間の変動報酬が50,000ユーロ（金融監督庁が推奨

する上限）、もしくは２ヶ月の基本給総額を超過する場合には、会社のリスク・プロファイルに影響を及ぼす者は、繰延

変動報酬を支給されることになる。会社のリスク・プロファイルに影響を及ぼす者の報酬は、長期及び短期報酬の両方を

考慮して、全体として50,000ユーロの繰延上限までの範囲で見直される。

ユーロ建てで繰延上限額を超過した場合、賞与の一部は直ちに支給されるが、残りは繰り延べられて次の３年以内に繰

延賞与が均等に支払われる。

そのような繰延の場合、短期制度の賞与は、半分は現金で支払われ、残りの半分はOPが発行した債券で支払われる。

 

変動報酬に計上された費用
＊
）

百万ユーロ  2014年  2013年
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従業員基金  1  2

短期制度  8  7

従前の長期制度     

2007年から2010年までの制度  0  1

継続中の長期制度     

2011年から2013年の制度  0  0

合計  10  10

＊
）社会保障費を除く。

 

注記36　担保として差し入れた資産

 

担保として差し入れた資産

百万ユーロ  2014年12月31日  2013年12月31日

自社の債務及び契約債務の代わりに差し入れたもの     

抵当     

担保     

その他  981  485

合計  981  485

その他の自社の債務の代わりに差し入れたもの     

抵当     

担保
*

 6,273  5,705

その他     

合計  6,273  5,705

担保として差し入れた資産合計  7,254  6,190

 

*
うち、2,000百万ユーロは日中の決済に関する担保であり、残りは担保として差し入れられているが使用制限は付され

ていない。

 

担保の付された債務の合計は473(489)百万ユーロであった。

その他の担保として受け入れたものは流動性の維持のために求められる担保で構成されている。
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注記37　年金負債

 

百万ユーロ
 

2014年

12月31日
 

2013年

12月31日

年金債務による直接的な負債  3  3

年金ファンド及びその他の負債における年金負債の超過マージン     

年金費用調整として計上された年金ファンドの超過マージンの返済     

 

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの従業員は法的年金に加入しており、OPバンク・グループ・年金ファンドを通じて運営

されている。またポヨラ・バンク・ピーエルシーの従業員は、OPバンク・グループ・年金基金を通して補足年金に加入し

ている。当該年基金は、1991年６月30日より後に新規受給者の加入を受け入れていない。ポヨラ・バンク・ピーエルシー

の年金負債は全額計上されている。
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注記38　リース及びその他の賃借負債

 

解約及び償還に関する重要な契約条件

ポヨラ・バンク・ピーエルシーには重要なリース又はその他の賃借負債はない。契約は主に３年間の個人用自動車リー

スである。

 

注記39　オフバランスシートの契約債務

 

百万ユーロ  

子会社を代理

するもの
 
関連会社を代理

するもの
 

その他を代理

するもの
 合計

2014年12月31日のオフバランスシート

契約債務  0    7,378  7,379

顧客のために第三者に提供した契約

債務      2,749  2,749

保証及び抵当      2,451   

その他      297   

顧客のために提供した取消不能な契

約債務  0    4,629  4,630

ローン・コミットメント  0    4,365   

その他      264   

 

百万ユーロ  

子会社を代理

するもの
 

関連会社を代理

するもの
 

その他を代理

するもの
 合計

2013年12月31日のオフバランスシート

契約債務  12    7,713  7,725

顧客のために第三者に提供した契

約債務      2,727  2,727

保証及び抵当      2,479   

その他      247   

顧客のために提供した取消不能な

契約債務  12    4,986  4,999

ローン・コミットメント  12    4,728   

その他      258   

 

注記40　事業年度末におけるその他の偶発債務及び契約債務

 

2014年12月31日において、ポヨラ・バンク・ピーエルシーのプライベート・エクイティ・ファンドに対する契約債務は

7.4(9.5)百万ユーロでありこれに関しては注記41で開示されている。

仲介に関する顧客資産は-0.5(0.3)百万ユーロであり「一般顧客及び公共企業に対する負債」に含まれている。

仲介に関する未払金は26.6(53.3)百万ユーロ及び未収金は27.1(53.1)百万ユーロであった。

 

注記41　従業員及び管理組織の人員及び関連当事者

 

2014年の平均従業員数  平均従業員数  事業年度中の変動

フルタイム従業員  592  16

パートタイム従業員  19  -2

期間従業員  46  -7
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合計  657  7

     

2014年に管理組織の人員に支払った報酬  賃金及び給与（百万ユーロ）

取締役、取締役社長兼CEO、並びにCEO補佐    1

 

定時株主総会は以下の取締役会報酬を承認した。

2014年に取締役に支払われた月次報酬及び出席手当は、2014年９月30日までに合計497,250ユーロであった。会長の月

次報酬は合計8,000ユーロ、副会長は5,500ユーロ及びその他の取締役は4,500ユーロであった。追加の月次報酬1,000ユー

ロが取締役会の会長あるいは副会長以外の委員長に支払われる。すべての取締役は、各会議の出席１回につき550ユーロ

の出席手当を受け取った。取締役の月額報酬は年金の標準報酬として扱われる。2014年10月１日以降、月次報酬も出席手

当も支払われていない。

 

レイホ・カーリネン、会長90,150ユーロ

トニー・ヴェプサライネン、副会長70,950ユーロ

 

取締役会

ユッカ・ヒエノーネン（2014年10月７日まで）、　56,450ユーロ

ユッカ・フルコーネン（2014年10月７日まで）、　54,250ユーロ

ミルヤ・レーナ・クルベルグ（2014年10月７日まで）、　53,700ユーロ

マルホ・パルティオ　（2014年10月７日まで）、　52,050ユーロ

ハリー・サイラス（2014年10月７日まで）、　55,350ユーロ

トム・ヴォン・ウェイマーン（2014年10月７日まで）、　64,350ユーロ

ハリー・ルタラ（2014年10月８日以降）、　０ユーロ

エリック・パルメン（2014年10月８日以降）、　０ユーロ

 

2014年度において、取締役会メンバーは、当行から株式に基づく賞与は受取っていなかった。

2014年12月31日に終了した事業年度における取締役社長兼CEOに支払われた給与及び業績に基づく賞与は以下のとおり

である。

ヨウコ・ポローネン、取締役社長兼CEO　450,491ユーロ
*

ミカエル・シルベノイネン、2013年11月14日まで取締役社長兼CEO　175,716ユーロ

*
2014年度に取締役社長兼CEOに支払われた給与及び賞与を含む。短期報酬制度に基づき2013年に稼得され2014年に支

払われた金額の一部を含む。2013年度における賞与の残りの部分のうち、33,600ユーロの支払いが2015年から2017年まで

繰り延べられている。繰延金額の支払いには取締役会の決定が必要となる。繰延手続きの詳細については注記36に記載さ

れている。

取締役社長兼CEOの執行役員契約に基づいて適用される通知期間は６ヶ月である。この契約に従って、当行は、取締役

社長兼CEOを解雇するか、あるいは当行に起因する事由により辞任又は契約終了を余儀なくされる場合、当行は失職に関

する補償金に加えて、取締役社長兼CEOに合計12ヶ月分の給与に相当する退職金を支払わなければならない。当行に起因

する事由により、執行役員契約を終了する場合には、取締役社長兼CEOは、契約が終了する年度の短期及び長期インセン

ティブ制度に基づき賞与を受け取る権利が与えられる。ただし、制度の業績基準及び制度の条件に基づく支給基準が満た

されていること、及び取締役社長兼CEOの執行役員契約が当該業績年度を通して有効であることを条件とする。また、取

締役社長兼CEOは長期インセンティブ制度（2011年－2013年）に加入している。当該制度に基づき、2015年から2017年ま

で賞与が支払われる。取締役社長兼CEOには無制限の社用車支給がある。
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CEO執行役員契約は、取締役社長兼CEOに関して特定の退職年齢を定めていない。取締役社長兼CEOはTyEL（フィンラン

ド従業員年金法）の対象となっており、同法に規定のとおり、TyELは勤続年数及び利益に基づく年金債務を提供してい

る。退職年齢は選択により63歳から68歳である。また、法定年金制度に加えて、取締役社長兼CEOであるミカエル・シル

ベノイネン氏はOPバンク・グループ・年金基金の補足的年金に関する制度の対象であった。当該制度に基づく、取締役社

長兼CEOに適用される退職年齢は64歳である。補足的年金制度に基づき発生する年金は、OPフィナンシャル・グループと

の雇用が終了した場合、老齢年金より前に払込済年金として支払いを開始することができる。このような場合、男性の最

低退職年齢は57歳である。取締役社長兼CEOであるポローネン氏に適用される補足的年金制度はない。取締役の会議への

出席に対する報酬は、各会議への出席に応じて支払われ、未払年金にはならない。

 

2014年12月31日において管理組織の人員に認められている貸付金、保証及び担保

2014年12月31日現在及び2013年12月31日現在において、ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、取締役会のメンバーに対す

る貸付金又は保証を行っていない。

 

年金コミットメント

管理および監督機関のメンバーは、いかなる年金コミットメントによってもカバーされない。さらに、これらの機関の

過年度のメンバーに対しては、年金コミットメントは計上されていない。

 

監査人報酬  2014年  2013年

監査  135,212ユーロ  136,308ユーロ

その他の法定サービス
＊  

117,676ユーロ  131,120ユーロ

税務コンサルティング  8,072ユーロ  102,784ユーロ

その他のサービス  99,804ユーロ  304,601ユーロ

合計  360,764ユーロ  674,813ユーロ

* 監査法の第１節第１項第２段落で指定される業務

 

関連当事者

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの関連当事者には、取締役社長兼CEO、CEO補佐、取締役会のメンバー、監査人及び監査

人補佐又は公認会計士事務所を代表する主任監査人、及び前述の者の配偶者又は同居の内縁関係にある者並びにその未成

年の子が含まれている。

関連当事者にはまた、前述の者が単独又はその他の者と共同で支配する事業体及び財団法人が含まれる。

 

所有に基づく取引、百万ユーロ  2014年  2013年

貸付金及びその他の債権  11  7

預金及びその他の債務  192  72

純利息収益  -2  -2

受取配当金  0   

純手数料収益  7   

その他営業収益純額  -8  -9

     

保証及びその他のオフバランス・シート・コミットメント  20  20

 

当該項目に対して計上された減損はない。

 

注記42　2014年12月31日におけるその他の会社の保有
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子会社
 

持分％  

株式資本

(百万ユーロ)  

当事業年度の損益

(百万ユーロ)

ポヨラ・アセット・マネジメント・リミテッド

ヘルシンキ  
85  38  27

ポヨラ・インシュアランス・リミテッド

ヘルシンキ  
100  441  228

A－インシュアランス・リミテッド

ヘルシンキ  
100  77  14

ポヨラ・プロパティ・マネジメント・リミテッド

ヘルシンキ  
100  4  3

カイヴォカドゥンPLハリント・オーワイ

ヘルシンキ  
100  5  0

ヴァクゥトスパルヴェル・オタヴァ・オーワイ

ヘルシンキ  
100  0  0

コンベンタム・ベンチャー・ファイナンス・リミテッド

ヘルシンキ  
100  11  2

ノースクレイムズ・オーワイ

ヘルシンキ  
100  0  0

ヴィーエイチ－ホールディング１・オーワイ

ヘルシンキ  
100  7  2

ポヨラ・ファイナンス・エストニア・エーエス

エストニア  
100  3  1

ポヨラ・ファイナンス・エスアイエー

ラトビア  
100  8  1

ユーエービー・ポヨラ・ファイナンス

リトアニア  
100  5  1

 

参加持分
 

持分％  

株式資本

(百万ユーロ)  

当事業年度の損益

(百万ユーロ)

プロモーション・エクイティⅠケーワイ

ヘルシンキ  
29.41  4  0

アクセス・キャピタル・パートナーズ・グループ・エスエー

ベルギー  
45  6  1

フィンメザニン・ラハストⅢB ケーワイ

ヘルシンキ  
49.49  2  0

 

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは無限責任の企業に対する株式は保有していない。
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注記43　信託サービス

 

ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、一般顧客に投資サービス及び資産運用並びにカストディアン・サービスを提供して

いる。ポヨラ・バンク・ピーエルシーは、任意投資運用またはその他の契約に基づく資産を保有していない。

 

グループが支配する事業体に関する注記

 

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの親会社はOP協同組合であり、ポヨラの連結勘定はその連結財務書類に含まれている。

OP協同組合の連結財務書類の写しはヘルシンキ市 ヴァリラ ヴァークシンティ 4、OPフィナンシャル・グループから入手

することができる。

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの勘定は、ポヨラ・グループの勘定に連結されている。ポヨラ・グループの財務書類の

写しは、www.pohjola.com またはヘルシンキ市 ヴァリラ ヴァークシンティ 4、OPフィナンシャル・グループから入手す

ることができる。
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ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

412/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

413/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

414/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

415/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

416/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

417/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

418/591



 

次へ

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

419/591



EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

420/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

421/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

422/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

423/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

424/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

425/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

426/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

427/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

428/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

429/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

430/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

431/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

432/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

433/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

434/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

435/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

436/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

437/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

438/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

439/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

440/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

441/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

442/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

443/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

444/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

445/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

446/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

447/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

448/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

449/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

450/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

451/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

452/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

453/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

454/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

455/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

456/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

457/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

458/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

459/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

460/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

461/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

462/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

463/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

464/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

465/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

466/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

467/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

468/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

469/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

470/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

471/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

472/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

473/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

474/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

475/591



 

次へ

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

476/591



EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

477/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

478/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

479/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

480/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

481/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

482/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

483/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

484/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

485/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

486/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

487/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

488/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

489/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

490/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

491/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

492/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

493/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

494/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

495/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

496/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

497/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

498/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

499/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

500/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

501/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

502/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

503/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

504/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)
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EDINET提出書類
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EDINET提出書類
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EDINET提出書類
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528/591
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有価証券報告書
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有価証券報告書
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次へ

EDINET提出書類
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EDINET提出書類
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有価証券報告書
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EDINET提出書類
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EDINET提出書類
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有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類
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有価証券報告書
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有価証券報告書
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有価証券報告書
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EDINET提出書類
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有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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次へ

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

547/591



EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

553/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

554/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

555/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

556/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

557/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

558/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

559/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類
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有価証券報告書

561/591



 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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EDINET提出書類
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有価証券報告書
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有価証券報告書
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EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書
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有価証券報告書
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有価証券報告書
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572/591
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

連結財務書類の注記を参照のこと。

 

３【その他】

(1)訴訟

過去12ヶ月間において、ポヨラ・グループのいかなるメンバーも、ポヨラ・グループの財政状態若しくは

収益性に重大な影響を及ぼす可能性のある、又は近年影響を及ぼした行政手続、訴訟又は仲裁手続(当行が認

識している係争中の手続又は係争のおそれがある手続を含む。)に関与していない。

 

(2)後発事象

OP協同組合の監督委員会は、2016年中に、ヘルシンキOPバンク・ピーエルシーを有限責任会社から協同組

合銀行に転換することを大筋で決定した。同時に、当行はOPコーポレート・バンク・ピーエルシーに名称を

変更する予定である。

計画されている変更を行うためには、関連する規制当局の承認が必要である。

OPフィナンシャル・グループ全体における銀行業務は、適用ある法令に規定されるとおり、引き続き連帯

責任の範囲の対象となる。

2014年2月に、OPフィナンシャル・グループが当行の株式の公開買付を発表した際、OPフィナンシャル・グ

ループは同時に当行とヘルシンキOPバンク・ピーエルシーが合併する計画を発表した。しかし、OPフィナン

シャル・グループは、その顧客に対してリテール・バンクの持分を提供することができることとなる解決策

を見出したため、かかる計画を中止した。

ヘルシンキ都市圏における事業は共同経営の下で行われる。顧客の視点では、OPフィナンシャル・グルー

プは、銀行、損害保険並びに資産運用の商品及びサービスのすべてを含む統一されたOPフィナンシャル・

サービスを提供することを目指す。

 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

579/591



４【ＩＦＲＳ及びフィンランドにおける財務書類の作成を規制する法令と日本の法令における会計原則

及び会計慣行の主要な相違】

当グループの連結財務書類は、IFRSに準拠して作成されており、報告日において有効である国際会計基準

(以下「IAS」という。)、IFRS及び解釈指針委員会(SIC)並びに国際財務報告委員会解釈指針委員会(以下

「IFRSIC」という。)といった解釈指針を適用している。IFRSとは、欧州議会及び欧州評議会で採用された基

準及び解釈をいう。

親会社の財務書類は、フィンランド信用機関法、信用機関及び投資会社の財務書類並びに連結財務書類に

係る財務省令、会計法並びに財務書類及び年次報告に係る金融監督庁の基準(以下、「フィンランドの会計原

則」という。)に準拠して作成されている。

以下の記述は、当グループが適用する会計基準のうち重要と考えられるものと日本の会計原則との差異を

要約したものである。当グループは、連結財務書類並びに親会社の個別財務書類及び関連注記に関して、日

本の会計原則との間の比較表を作成しておらず、その差異を定量化していない。したがって、以下の記述が

日本の会計原則との差異を網羅している保証はない。

投資の決定にあたって、投資家は当グループ、申込みの条件及び財務情報に関する自らの検証に依拠しな

ければならない。潜在的投資家はフィンランドの会計基準と日本の会計原則の差異、及びそれらの差異がど

のように本書の財務情報に影響を与えるかを理解するために、自身の専門アドバイザーに相談すべきであ

る。

 

(1)　連結

IFRS及びフィンランドの会計原則

連結財務書類には、親会社及び親会社が支配する会社(すなわち子会社。組成された事業体を含む。)の財

務書類が含まれている。投資企業が被投資企業に係る変動リターンにさらされているか、又はその変動リ

ターンに対する権利を有している場合、及び被投資企業に対するパワーを通じて、かかるリターンに影響を

及ぼす能力を有している場合、投資企業は被投資企業を支配している。パワーとは、リターンに対して重要

な影響を及ぼす活動を指示する能力である。リターンは必ず変動するものであり、正の金額のみ、負の金額

のみ又はその両方のいずれかとなり得る。

投資企業が被投資企業を支配しているか否かを評価する場合、投資企業は、株主総会における議決パター

ン等、その他の事実及び状況と合わせて、潜在的議決権、その他の契約上の取り決めに基づく権利、及び他

の持分と比較した投資企業の持分規模を考慮しなければならない。IFRS第10号の連結基準において、「事実

上の」支配に関する概念が明確化されている。

また、標準的な事業体に適用される支配の一般概念が組成された事業体にも適用されている。企業は、組

成された事業体の目的及び構造を考慮し、関連活動を特定し、それらの活動がどのように決定されたかにつ

いて評価している。また、代理関係も考慮される。

共同支配事業を共同支配している企業は、その持分に関連して、共同支配事業からの資産、負債、収益及

び費用を認識しなければならない。

連結財務書類は、保険契約を除いて統一した会計方針を使用して作成される(IFRS第10号)。保険契約につ

いては連結財務書類においても現地GAAPに基づいた測定原則が維持されているため、統一された会計方針は

適用されていない(IFRS第4号)。

日本の会計原則

日本でも、親会社は支配しているすべての会社を連結することが求められている。

親会社及び子会社が連結財務書類を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなければな

らない。「連結財務書類作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」によれば、在外子会社
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の所在地国の会計原則に準拠して作成された財務書類は原則として親会社の会計方針(日本の会計原則)に修

正する必要があるが、在外子会社の財務書類がIFRS又は米国会計基準に準拠して作成されている場合は、の

れんの償却、損益計算外で計上される退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発から生

じる無形資産の資本組入、投資不動産の公正価値測定、及び少数株主持分に帰属する純利益の会計処理等の

一定の項目の修正を除き、これを連結決算手続上利用できることと規定されている。

特別目的事業体(以下「SPE」という。)の投資企業又は譲渡人は、一定の基準が満たされる場合、SPEを連

結する必要はない。IFRSとは異なり、投資企業がその事業体の議決権の40％以上を保有し、かつ、1つ以上の

一定の追加的な条件を満たす場合に事業体の連結を要求するガイドラインがある。ただし、これは、投資企

業が議決権の40％未満しか保有していない事業体について、連結する必要はないということを意味するもの

ではない。

日本の会計原則では、特定の場合にIFRSに基づく共同支配事業に適用されるものと同様の会計処理が認め

られている。ただし、IFRSのような「共同支配事業」の概念はなく、日本の会計原則に基づく会計処理は、

IFRSに基づいて適用される会計処理とは異なる可能性がある。

2013年9月に、連結財務諸表及び企業結合に関する会計基準(改訂)並びに少数株主持分(非支配持分)、取得

原価及び引当金に関する会計処理を含む、企業結合及び連結に関する現行の規定の一部を変更する実務指針

(改訂)が公表された。当該基準は、2015年4月1日以降開始する事業年度より有効となり、一部項目を除き、

2014年4月1日以降開始する事業年度より早期適用が認められている。

 

(2)　企業結合、のれん及び無形資産

IFRS及びフィンランドの会計原則

企業結合は取得法で会計処理されている。企業結合により取得したのれんは、移転された対価が、取得し

た識別可能資産及び負債並びに被取得企業の偶発債務、及び被取得企業の非支配持分の公正価値の純額の当

グループ持分を超過する分として測定される。負の超過額の場合、格安購入益は即時に損益計算書に計上さ

れる。のれんは当初取得原価で計上され、その後は減損損失累計額を控除後の取得原価で計上される。企業

結合において取得した識別可能な無形資産は、取得日の公正価値で測定され、のれんとは区別して認識され

る。のれん及びその他の耐用年数を確定できない無形固定資産は償却されないが、少なくとも年1回、及び減

損の兆候がある場合にはいつでも減損テストが実施される(IFRS第3号、IAS第36号、IAS第38号)。

フィンランドの会計原則では、のれんは即時に評価減されるか資産計上され5年間にわたり償却される。未

配分の負ののれんは個別項目として貸借対照表に資本又は負債として分類される。フィンランドの会計原則

においては耐用年数が確定できない無形資産はない。

日本の会計原則

企業結合は原則としてパーチェス法により会計処理される。また、のれんは20年以内の期間にわたり定額

法その他の合理的方法により規則的に償却される。のれん又は無形資産に減損の兆候が認められた場合には

減損テストの対象となる。

 

(3)　有価証券の減損

IFRS及びフィンランドの会計原則

償却原価で測定される金融資産又は売却可能資産について、減損が生じている客観的証拠が存在する場

合、企業はその減損損失を測定し、計上するものとする。IAS第39号第59項は、減損の客観的証拠に関するガ

イダンスを規定している。持分金融商品については、公正価値が原価を著しく下回った場合又は長期にわ

たって下回った場合も、減損の客観的証拠としてみなされる。また、一度の著しい下落の後にさらに下落が

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

581/591



生じた場合は、下落の程度に関わらず、追加的な減損損失も計上しなければならない。報告日以降の市場状

況又は市場予測は考慮に入れないものとする。

日本の会計原則

時価のある有価証券(売買目的有価証券を除く。)の市場価格が著しく下落した場合、公正価値の回復が見

込まれる場合を除き、減損損失を計上しなければならない。

有価証券の時価が取得原価に比べて50％程度以上下落した場合には、「著しく下落した」ときに該当する

が、30％程度以上下落した場合にも、個々の企業の会計方針に基づき「著しく下落した」と判断することが

できる。また、日本の会計原則は、市場価格の下落が一時的なものであり、期末日後、約1年以内に公正価値

が取得原価にほぼ近い水準にまで回復することが合理的な証拠に基づき見込まれる場合、公正価値が回復し

たとみなされると規定している。

 

(4)　金融資産の認識の中止

IFRS及びフィンランドの会計原則

金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅し、又は金融資産が譲渡され、かつ、そ

の譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。

譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、又は資

産のキャッシュ・フローの権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義務を引

受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、企業は、譲渡した資産の所有に係るリスクと経済価値

がどの程度留保されているかを評価する。実質的にすべてのリスクと経済価値が留保されている場合は、そ

の資産は引続き貸借対照表で認識される。実質的にすべてのリスクと経済価値が移転された場合は、当該資

産の認識は中止される。

実質的にすべてのリスクと経済価値が留保も移転もされない場合は、企業はその資産の支配を引続き留保

しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。企業

が支配を留保している場合、継続関与の程度に応じて、引続きその資産を認識する(IAS第39号)。

日本の会計原則

日本では、「金融商品に係る会計基準」により、金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権

利を喪失したとき、又は権利に対する支配が他に移転したときに認識が中止される。金融資産の契約上の権

利に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人及び

その債権者から法的に隔離され、(b) 譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に有し、

(c) 譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻す又は償還する権利及び義務を有していない

場合である。

 

(5)　公正価値オプション

IFRS及びフィンランドの会計原則

一定の場合に、金融資産又は金融負債を最初の認識時に「損益計算書を通じて公正価値で評価する」項目

に分類することを選択できるが、当該オプションを事後に取消すことはできない(IAS第39号)。

日本の会計原則

金融商品の公正価値オプションは認められていない。

 

(6)　ヘッジ会計

IFRS及びフィンランドの会計原則
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IAS第39号において要求される一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係に係るヘッジ会計

が認められている。

・　公正価値ヘッジ(すなわち、特定のリスクに起因する公正価値の変動に対するエクスポージャー

が、損益に影響を与える可能性がある場合に、当該エクスポージャーをヘッジすること)

　　－ ヘッジ会計上、ヘッジ手段は公正価値で測定される。ヘッジ対象の帳簿価額はその公正価値の

変動により調整されるが、ヘッジされたリスクに起因する部分に限定される。公正価値ヘッジに

おいては、ヘッジ手段及びヘッジ対象の双方の損益が損益計算書に計上されている(IAS第39号)。

・　キャッシュ・フロー・ヘッジ(すなわち、特定のリスク又は発生の可能性の高い予定取引に起因す

るキャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポージャーが、損益に影響を与える可能性が

ある場合に当該エクスポージャーをヘッジすること)

　　－ ヘッジ会計上、ヘッジ手段の公正価値測定による損益のうち有効なヘッジと判断される部分は

その他包括利益の公正価値評価差額準備金に計上され、非有効部分は損益計算書に計上される。

資本の公正価値評価差額準備金に計上された損益は、ヘッジされたキャッシュ・フローが損益に

計上されるのと同じ会計期間に損益に再分類される(IAS第39号)。

・　在外事業体に対する純投資のヘッジ

　　－ ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分はその他包括利益に計

上され、非有効部分は損益に計上されている(IAS第39号)。

　　－ 資本の部に累積された損益は、在外事業体の一部処分又は売却時に損益計算書に再分類される

(IAS第21号)。

IFRSでは、類似の資産、負債、発生可能性の非常に高い予定取引又は在外営業活動体に対する純投資の

ポートフォリオをヘッジ対象とすることができる。このため、IAS第39号は類似した項目のみを1つのポート

フォリオにグループ化することを認めている。次の両方に該当する場合、項目は類似していると考えられ

る。a)ヘッジされるリスクを共有していること、b)ヘッジされるリスクに起因する個々の項目の公正価値の

変動は、ヘッジされるリスクに起因するポートフォリオの公正価値の全体の変動におおむね比例すると見込

まれること(IAS第39号)。

日本の会計原則

日本では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合に

は、原則として、「繰延ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に計上し、ヘッジ対

象が損益計上されるのと同一の会計期間に損益に計上する。)が適用されるが、売却可能有価証券について

は、「公正価値ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を発生時に計上するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象

の損益も計上する。)を適用できる。

日本では、共通したリスク要因(金利リスク、為替リスク等)、かつ、リスクに対する反応が同一グループ

内の個々の資産又は負債との間でほぼ一様である場合に、ポートフォリオをヘッジ対象として指定できる。

 

(7)　保険会計

IFRS及びフィンランドの会計原則

a.保険契約の認識

当グループの保険料は主に、契約の有効期間にわたり比例配分して収益に計上される。ただし、10

年保険(住宅瑕疵担保責任保険)及び永久保険の収益認識は、引受リスクに基づいて比例配分されてい

る。貸借対照表日後に計上される保険料収入は、貸借対照表に未経過保険料として計上される。未経

過保険料が将来の保険金及び有効な保険契約に帰属する費用を補填するに十分でない場合、その差額

に相当する補足額(未経過リスク準備金)が未経過保険料として計上される。
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b.保険負債の十分性

IFRSでは、各報告期間の末日に保険契約に基づく将来キャッシュ・フローに関する現在の見積もり

を用いて認識した保険負債が十分か否かを検証しなければならない。保険負債の帳簿価額が不十分で

あることを当該検証が示す場合には、その不足額をすべて損益に計上しなければならない。

c.再保険契約

関連する保険負債に対する再保険資産は相殺されずに別個に貸借対照表に表示される(IFRS第4号)。

日本の会計原則

a.保険契約の認識

損害保険の保険料は契約の有効期間にわたり比例配分して収益に計上される。

b.保険負債の十分性

損害保険契約の保険負債は責任準備金及び支払準備金に大別されるが、負債の計算方法は該当する

法律で詳細に定められている。また、年度末にアクチュアリーにより保険負債の十分性の検討が行わ

れ、必要な場合には追加の責任準備金が計上される。

c.再保険契約

日本で免許を受け、再保険資産の回収に問題のない会社との再保険契約である場合には、保険負債

(責任準備金)から該当する再保険資産を差し引くことができる。

 

(8)　投資不動産

IFRS及びフィンランドの会計原則

IFRSは投資不動産の事後測定についてIAS第40号に基づいた原価モデルと公正価値モデルの選択を認めてい

る。公正価値モデルが選択された場合には、投資不動産の公正価値の変動が損益に計上される。帳簿価額は

償却されない。投資不動産の公正価値は、報告期間の末日現在の市場の状況を反映するものでなければなら

ない。また、公正価値は各報告期間の末日に算定しなければならない。

フィンランドの会計原則では投資不動産を扱う特定の基準が存在しない。したがって、通常はその他の有

形固定資産と同様の原則で会計処理される。投資不動産は公正価値評価される可能性がある。

日本の会計原則

日本の会計原則では、投資不動産について、その他の有形固定資産と同様に、減価償却累計額控除後の取

得原価により計上され、必要に応じて減損処理を行う。ただし、賃貸等不動産を保有している企業は、以下

の事項を注記することが求められる。

a)賃貸等不動産の概要

b)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動

c)賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法

d)賃貸等不動産に関する損益

 

(9)　非金融資産の減損

IFRS及びフィンランドの会計原則

IFRSでは、各報告日において資産の減損の兆候について評価される。そのような兆候が存在する場合、当

該資産の回収可能価額が見積られ、当該資産の回収可能価額を超過する帳簿価額について減損損失が損益に

認識される。減損損失は、IAS第36号の要件を満たす場合には損益に戻入れることができるが、戻入れ後に増

加する資産額は、減損が認識される前の帳簿価額を超えてはならない。

日本の会計原則
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日本では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積り将来キャッシュ・フロー総額(20年以内の合理的な

期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額との差額につき減損

損失を計上する。減損損失の戻入れは認められない。

 

(10)　退職後給付

IFRS及びフィンランドの会計原則

確定給付型制度において制度負債は数理的手法に基づき測定されるが、ここでは予測単位積増方式を用い

て、優良社債又はそのような市場が存在しない場合には国債を参照した割引率を用いて給付が割り引かれて

いる。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度資産が制度負債を超える場合は資産(超過額)とし

て、不足する場合は負債(不足額)として、それぞれ貸借対照表に計上されている。

正味確定給付債務の再測定の結果生じた項目は、発生した期間にその他包括利益に認識される。

フィンランドの会計原則では、保険会社及び年金基金を除き従業員給付会計について特定の規定は存在し

ない。

日本の会計原則

確定給付型年金制度について、退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減し

た額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として貸借対照表に計上する。退職給付に係る費

用は、数理計算上の差異も含め、すべて営業費用として損益計算書に計上される。数理計算上の差異は、各

期の発生額について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理することとされてお

り、また、発生時に費用処理する方法も認められている。コリドーアプローチは採用されていない。

なお、未認識数理差異について企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用

指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」が2012年5月17日に公表され、オフバランスとなってい

た未認識過去勤務債務及び未認識保険数理差損益が貸借対照表の資本の部に認識されることとなる。ただ

し、未認識数理差損益の償却は、従来の会計方針に従って継続的に行われる。この取扱いは2013年4月1日以

後開始する事業年度の年度末に係る財務書類から適用されるが、2013年4月1日以後開始する事業年度からの

早期適用が認められている。期待運用収益は、期首の年金資産の額に長期期待運用収益率を乗じて計算す

る。
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第７【外国為替相場の推移】

財務書類の表示に用いられた通貨(ユーロ)と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関する事

項を掲載する2以上の日刊新聞に最近5年間の事業年度及び最近6ヶ月間において掲載されているので、本記載

は省略する。

 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

該当事項なし。

 

第９【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類及び提出日は以下のとおりであ

る。

 

(1)　有価証券報告書及びその添付書類

平成26年6月3日　関東財務局長に提出

(2)　発行登録書(募集)及びその添付書類

平成26年6月3日　関東財務局長に提出

(3)　発行登録書(売出し)及びその添付書類

平成26年6月3日　関東財務局長に提出

(4)　発行登録追補書類(募集)及びその添付書類

平成26年6月11日　関東財務局長に提出

(5)　半期報告書及びその添付書類

平成26年9月29日　関東財務局長に提出

(6)　訂正発行登録書(募集)

平成26年9月29日　関東財務局長に提出

(7)　訂正発行登録書(売出し)

平成26年9月29日　関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

該当事項なし。

 

第２【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし。

 

第３【指数等の情報】

該当事項なし。
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（翻訳）

 

監査報告書

 

ポヨラ・バンク・ピーエルシーの年次株主総会御中

 

私たちは、2014年12月31日に終了した事業年度のポヨラ・バンク・ピーエルシーの会計記録、財務諸表、取締役報告書

および経営管理の監査を行った。当該財務諸表は、連結貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、持分変動計算書、

キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記、並びに親会社の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書

および財務諸表注記より構成される。

 

取締役会及び取締役社長兼CEOの責任

取締役会及び取締役社長兼CEOは、EUで採択された国際財務報告基準（IFRS）に準拠して真実かつ公正な概観を示す連

結財務諸表、並びにフィンランドにおける財務諸表及び取締役報告書の作成を管理する法律及び規制に準拠して真実かつ

公正な外観を示す個別財務諸表及び取締役報告書を作成する責任がある。取締役会は当社の会計及び財務に関する内部統

制を適切に策定する責任がある。また取締役社長兼CEOは当社の会計が法律に準拠していること、及びその状況が信頼性

のある方法で作成されるよう配慮しなければならない。

 

監査人の責任

私たちの責任は、私たちの監査に基づき、個別財務諸表、連結財務諸表及び取締役報告書に対する意見を表明すること

にある。私たちは監査法の職業倫理規定に準拠することが求められる。私たちはフィンランドにおける監査実務の範例に

準拠して監査を実施した。監査実務の範例は私たちに対して財務諸表及び取締役報告書に重要な虚偽事項がないかどう

か、及び親会社の取締役又は取締役社長兼CEOが当社に対し損害をもたらすことにつながるか、あるいは有限責任会社

法、信用機関に係る法律、又は当社の定款に違反した行為又は過失を犯しているかどうかについて合理的な保証を得るた

めに監査を計画し実施することを求めている。

監査には、財務諸表及び取締役報告書の金額及び開示についての監査証拠を入手するための手続が実施される。当該手

続きは、不正又は誤謬による重要な虚偽事項のリスク評価を含めた監査人の判断により選択される。これらのリスク評価

を実施するにあたり、監査人は、状況に応じた適切な監査手続きを立案するために、企業の真実かつ公正な概観を示す財

務諸表及び取締役報告書の作成に関連する内部統制を検討するが、その企業の内部統制の有効性に対する意見表明を目的

とするものではない。また、監査には、使用された会計方針の適切性及び経営陣による会計上の見積りの妥当性の評価、

さらに全体的としての財務諸表及び取締役報告書の表示を評価することが含まれている。

私たちは、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと考える。

 

連結財務諸表についての監査意見

私たちは、連結財務諸表が、EUで採択された国際財務報告基準(IFRS)に準拠して、当グループの財務状況、財務成績及

びキャッシュ・フローの真実かつ公正な概観を示しているものと認める。

 

個別財務諸表及び取締役報告書についての監査意見

私たちは、個別財務諸表及び取締役報告書が、フィンランドにおける財務諸表及び取締役報告書の作成を管理する法律

及び規制に準拠して、連結および親会社の財務成績及び財政状況の真実かつ公正な外観を示しているものと認める。取締

役報告書の情報は、財務諸表の情報と整合している。

 

2015年２月10日、ヘルシンキ

 

ケーピーエムジーオーウーアーベー

 

ライジャ・レーナ・ハンコーネン
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フィンランドにおける勅許公認会計士

 

次へ
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle
 

Olemme tilintarkastaneet Pohjola Pankki Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon

tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman,

laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen,

tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että

konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten

tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät

tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja

toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

 

Tilintarkastajan velvollisuudet

 

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä,

konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme

ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän

tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme

tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai

toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai

toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus

yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia tai yhtiöjärjestystä.

 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja

toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta

perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen

virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen

valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa,

että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös

sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien

kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan

arvioiminen.

 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

 

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

 

EDINET提出書類

ポヨラ・バンク・ピーエルシー（Ｐｏｈｊｏｌａ　Ｂａｎｋ　ｐｌｃ）(E27113)

有価証券報告書

590/591



Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten

tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen

toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

 

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot

konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja

tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

 

Helsinki 10. helmikuuta 2015

 

KPMG OY AB

 

 

Raija-Leena Hankonen

KHT
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